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ជំពូរ១ ទូសៅ 
（សោលបំណងននច្បាប）់ 

មារា១ ច្បាបស់នះមានទំនារទំ់នងជាមយួនឹង「ច្បាបស់តីពី ការររបរ់រងនិងសធវើអាជីវរមមធនធានររ ៉ 」មាន
សោលបំណង ទបស់្ថា ត្ស់រោះថ្នន រច់្បំសាះរមមររររ ៉ទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុលសដ្នយស្ថរររ ៉ សៅរនុងរពះរាជាណាច្បររ 

  រមពុជា និងរពមទងំការអភវិឌ្ឍធនធានររឲ៉្យបានរតឹ្មរត្ូវាមលរខណៈបសច្បចរសទស ។ 
Chapter Ⅰ General provisions 

(Purpose of the law)  

Article 1  

The law aims to prevent injuries to mineworkers, to prevent mine pollution and to 
promote rational development of mineral resources in consonance with the Law on 
Management and Exploitation of Mineral Resources in the Kingdom of Cambodia.  

第一章 総 則 

（法律の目的） 

第１条  
この法律は、「鉱物資源の管理及び利用に関する法律」と相俟って、カンボジア王国にお

ける鉱山労働者に対する危害の防止とともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図る

ことを目的とする。 

 

（និយមនយ័ននារយ） 

មារា២  

ារយរែលរត្ូវបានឲ្យនិយមនយ័និងសរបើរនុងច្បាបស់នះ មានការពនយល់ែូច្បខាងសរកាម៖ 
１ 「អាជាា បណ័ណ ការងារររ」៉រឺជាលិខិត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យជីរយររររ៉ែលបានសច្បញសដ្នយរែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉
រែលមាន៦របសភទរឺ អាជាា បណ័ណ សិបបរមមធនធានររ ៉អាជាា បណ័ណ អណតូ ងររស៉បើរនិងការដ្នន នវាយថ្ម អាជាា បណ័ណ
អាជីវរមមររត៉្បូងថ្មមានត្នមល  អាជាា បណ័ណ ររនច្បនធនធានររ ៉អាជាា បណ័ណ រសវងរុរររររ ៉និងអាជាា បណ័ណ ឧសាហរមម
អាជីវរមមធនធានររ ៉។ 

２ 「មាច ស់សិទធិការងារររ」៉រឺបុរគល ឬររុមហុ៊នរែលមានអាជាា បណ័ណ សំរាបអ់នុវត្តការងារររ ៉សដ្នយមនទីរររនិ៉ង
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ថ្នមពលឬសដ្នយរែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ។៉  
  រប៏៉ុរនត សតីពីអាជាា បណ័ណ ទរទ់ងនឹងការជីររររ៉នុងលរខណៈរបបសិបបរមម នឹងរត្ូវសច្បញចំ្បសាះជនជាតិ្រមពុជា
រត្ប៉ុសណាណ ះ។ 

３ 「ការងារររ」៉រឺមានែូច្បជា សរមមភាពបុសរសនារសវងរុរររ ការរុរររ ការយរររ ៉និងរែលអនុសោមននការងារ
មុនសនះ រឺការងារសរជើសសរ ើសររ ៉ការងាររោំយររ ៉ការងារចំ្បរាញ់ររ ៉រែូ៏ច្បជាការងារររបរ់រងទំនបអ់ាច្បមរ៍រ ៉និង
ការងារស្ថត រសឡើងវញិននទីររនលងរែលបានជីរយររររ៉ចួ្ប ។ 

４ 「ការដ្នន នររ」៉រឺជាទីររនលងសធវើការអនុវត្តការងារររ។៉ 
５ 「រមមររររ」៉រឺជាអនររែលរត្ូវបានឲ្យសធវើការសដ្នយមាច ស់សិទធិការងារររ ៉និងអនុវត្តការងារររ ៉សៅរនុងការដ្នន ន  
  ររ។៉ 
６  「ការងារទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុលសដ្នយររ」៉រឺជាការងារដ្នសំមម  សែើមស ើឬលុបែីររប សៅសលើររនលងររថ្មសោល 
ររនលងររផទុរអាច្បមរ៍រ ៉និងររនលងររផទុរការសំណល់រងរែលសច្បញមរពីអោរចំ្បរាញ់ទឹរននការដ្នន នររស៉រកាមែី ឬ
ររនលងសរជើសសរ ើសររ ៉ ការងារលុបបិទរច្បរផលូវចូ្បលសៅរនុងការដ្នន នររស៉រកាមែី រពមទងំ ស្ថថ នភាពននការបំពុលសៅ
សរកាយបានបញ្ចបរ់បតិ្បត្តិការននអោរ ការងារសធវើការចំ្បរាញ់ជានិរនតភាពចំ្បសាះទឹររខវរ ់ឬទឹររនុងការដ្នន នររស៉រកាម
រែលបរមិាណទឹរសនាះមនិរត្ូវនឹងសតងដ់្នរែលបានរំណត្។់ 

(Definition)  

Article 2 
Terms used in this law shall be interpreted as follows: 

1  “Mineral licenses are classified into six categories: “artisanal mining licenses” are issued 
by the states or provincial governments that have jurisdiction over the mineral sector in 
the region in question, while “pits and quarries mining licenses,” “gem mining licenses,” 
“mineral (gemstone) cutting licenses,” “mineral exploration licenses” and “industrial 
mining licenses” are issued by the minister in charge of the mines sector.     

2  “The concessionaire” is the individual or legal entity (corporation) that possesses a 
license to carry out mineral-related operations, issued by provincial departments or the 
minister in charge of mines sector.     
However, “artisanal mining licenses” shall be issued only to Cambodian citizens.   

3  “Mineral-related operations” means projects related to the prospecting, exploration and 
exploitation of minerals, accompanying projects such as the processing, refining and 
smelting of minerals, as well as projects related to management of tailings dam and 
restoration of former mine sites.  

4  “Mine” means any place of work where mineral-related operations are carried out. 
5  “Mineworker” means a person employed by the concessionaire to occupy with 

mineral-related operations at a mine.  
6  “Mine pollution prevention projects” means projects concerning the vegetation and soil 

covering of waste stone dumps, slag dumps, and tailings dams attached to processing 
plants and mine-water treatment facilities, as well as projects related to blockage of the 
drifts, and those related to the perpetual treatment of mine- and waste-water from 
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facilities that are no longer used, which fail to meet water quality standards concerning 
contamination levels and amounts.    

（用語の解釈） 

第２条  

本法において定義された用語は、以下のとおり解釈する。 

１「鉱物事業許可書」は、対象地域が所在する鉱物部門を管轄する州又は地方自治体によ

って発行される手工業採掘許可書、鉱物部門を所管する大臣によって発行される、石材

採掘許可書、宝石採掘許可書、鉱物（宝石原石）切削許可書、鉱物探査許可書及び産業

採掘許可書の計６種類に分類される。 

２ 「鉱物事業権所有者」とは、対象地域が所在する鉱物部門を管轄する州又は地方自治

体によって発行される鉱物事業を行うための許可書を所有する個人のほか、鉱物部門を

所管する大臣によって発行される鉱物事業を行うための許可書を所有する個人又は法人

をいう。 

但し、手工業採掘に係る許可書については、カンボジア国民に限り発行される。 

３ 「鉱物事業」とは、概査、探査及び採鉱の事業、これに附属する選鉱、金属溶解及び

製錬の事業並びにダム尾鉱及び採掘跡地の復旧の事業をいう。 

４ 「鉱山」とは、鉱物事業を行う事業場をいう。 

５ 「鉱山労働者」とは、鉱物事業権所有者に雇用され、鉱山において鉱物事業に従事す

る者をいう。 

６ 「鉱害防止事業」とは、捨石集積場、選鉱場又は坑内水の処理施設に附属する沈殿物

の集積場及び鉱滓集積場の覆土、植栽等の事業、坑道の坑口閉塞の事業並びに施設の終

了後においても汚染の状態、量が規定された基準に適合しない坑内水又は廃水を永続し

て処理する事業をいう。 
 
មារា៣  

 「សុវត្ថិភាព」រឺមានចំ្បនុច្បសផេងៗ រែលទរទ់ងនឹងការងារររែូ៉ច្បមានខាងសរកាម៖ 
១ ទបស់្ថា ត្ស់រោះថ្នន រច់្បំសាះមនុសេសៅការដ្នន នររ។៉  
២ ការការារធនធានររ។៉  
៣ ររាសុវត្ថិភាពនន ឧររណ៌សមាា រៈនិង អោរ របស់ការដ្នន នររ។៉ 
៤ ទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុលសដ្នយស្ថរររ។៉  
៥ ខយល់ឆ្លងកាត្ទ់រទ់ងនឹងសុខភាព។  
៦ ការជួយ សសន្តងាគ ះសៅសពលមានសរោះថ្នន រស់រើត្សឡើង។  

Article 3 
 In this law, “safety” indicates the following items concerning mineral-related operations.    

1   Prevention of danger and injury to people at mines 
2   Preservation of mineral resources 
3   Maintenance and management of mine facilities  
4   Prevention of mine pollution 

       5   Sanitation-related ventilation 
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    6   Rescue activities at times of mine disasters 
第３条 
  「保安」とは、鉱物事業に関する次の各号の事項をいう。 

一 鉱山における人に対する危害の防止 

二 鉱物資源の保護 

三 鉱山の施設の保全 

四 鉱害の防止 

五 衛生に関する通気 

六 災害時における救護 

 

（របសិទធភាពចំ្បសាះែំសណាះរស្ថយ និងវសិ្ថលភាពរបស់ច្បាបស់នះ） 

មារា៤  

១ ច្បាបស់នះមានរបសិទធភាពចំ្បសាះ ការងាររររ៉ែលបានអនុវត្តសដ្នយមាច ស់សិទធិការងាររំណត្ស់ដ្នយមារា៤
នន「ច្បាបរ់របរ់រងនិងអាជីវរមមធនធានរ」៉ ឬ  ច្បំសាះឧបរររណ៍សមាា រៈអោរននការងាររររ៉បស់អតី្ត្មាច ស់សិទធិ
ការងារររ ៉រែលសរកាយពីអាជាា បណ័ណ អស់សុពលភាពរនុងរយៈសពល៥ឆ្ន ។ំ 
២ សតីអំពីសរមមភាពសផេងៗននរបបបទរែលបានអនុសោមាមច្បាបនិ់ងការរំណត្ន់នច្បាបស់នះ សទះបី
មាច ស់សិទធការងារររប៉ានសផទរសៅឲ្យអនរែន៏ទរស៏ដ្នយ ររ៏បបបទរែលបានអនុវត្តរចួ្បមរសនាះ សៅរត្មានរបសិទធភាព
ច្បំសាះអនររែលទទួលការងារររប៉នត ែរ៏ែល ។ 

(Application and validity of the Law) 

Article 4 
  1  This law shall be applicable to the mineral-related operations by the concessionaires 

as prescribed in Article 4 of the Law on Management and Exploitation on Mineral 
Resources or the mine facilities which former concessionaires had used for 
implementing the mineral-related operations within five (5) years after the mineral 
license has renounced.    

2   The penalties prescribed in this law, and procedures and other actions to be carried out 
by the concessionaire in accordance with the provisions of the law shall also be valid 
with regard to the concessionaire’s successor.       

 （法律の適用及び処分等の効力） 

第４条  

 １ この法律は、「鉱物資源の管理及び利用に関する法律」第４条に規定される鉱物事業権

所有者が行う鉱物事業又は鉱物事業権が消滅してから５年以内の元鉱物事業権所有者が

事業を実施した施設に対して適用する。 

２ この法律の規定によってした処分及び鉱物事業権所有者がこの法律によってした手続

きその他の行為は、鉱物事業権所有者の承継人に対しても、その効力を有する。 

 

 

 



5 

 

ជំពូរ២ សុវត្ថិភាព  
（កាត្ពវរិច្បចននមាច ស់សិទធការងារររ）៉ 

មារា៥  

មាច ស់សិទធការងារររ ៉រត្ូវរត្ោត្វ់ធិានការោបំាច្បសំ់រាបចំ់្បនុច្បនីមយួៗរែលមានែូច្បខាងសរកាម៖ 
១ ទបស់្ថា ត្នូ់វ ភាពបាររ់សុត្ ភាពបាររ់លំ ភាពទឹរសច្បញ ការផទុះនន ឧសម័នឬធូលីធយូងថ្ម ភាពសឆ្ះសដ្នយធមម
ជាតិ្ និងអរគិភយ័ សៅរនុងការដ្នន នររស៉រកាមែី។ 

២ ទបស់្ថា ត្នូ់វ បំពុលសដ្នយស្ថរររ ៉ឬសរោះថ្នន ររ់ែលសរើត្សឡើងរនុងសពលចំ្បរាញ់រផេងររ ៉ទឹររខវរ ់ទឹរសៅ
រនុងការដ្នន នររស៉រកាមែី អាច្បមរ៍រ ៉ថ្មសោល ធូលីនិងឧសម័ន។ 

៣ ទបស់្ថា ត្នូ់វ សរោះថ្នន រា់មរយៈការសរបើសភលើងនិងរំឡងំម៉ូទរ័ សររឿងច្បររ ឧបររណ៌បរកិាខ រសមាា រៈ របសភទ
ននរសំសវ ។ 

៤ បសងាើត្នូវរច្បនាសមពន័ធនិងវធិានការននការសសន្តងាគ ះ រពមទងំការររា ឲ្យបាននូវផលូវខយល់ឆ្លងកាត្។់ 
៥ ររាការារធនធានររ។៉  
៦ ររាសុវត្ថិភាពននសររឿងច្បររ បរកិាខ រឧបររណ៌ ឧបររណ៌ផលិត្រមម និងអោរ។  
៧ ទបស់្ថា ត្នូ់វបំពុលសដ្នយស្ថរររា៉មរយៈការខួងែី ។  
៨ ទបស់្ថា ត្ស់រោះថ្នន រា់មរយៈការស្ថងសងអ់ោរ និងការតំ្សឡើងបរកិាខ រផលិត្ឬការផាល ស់បតូរននការស្ថង
សង។់ 

Chapter Ⅱ Safety 

(Duties and responsibilities of the concessionaire) 

Article 5 
The concessionaire shall carry out necessary measures to ensure the following:  

1  Prevention of rock-falls, collapses, floods, gas outburst, gas or coal dust explosions, 
spontaneous combustion and fires in mines 

2  Prevention of danger and injuries and/or mine pollution due to treatment and 
disposal of gas, dust, waste stones, slag, mine- and waste-water, and smoke  

3  Prevention of damage and injuries related to the handling of machinery and 
equipment, as well as the handling of explosives, motive power and fires. 

4  Establishment of suitable ventilation and rescue mechanisms. 
5  Conservation of mineral resources 
6  Maintenance and management of machinery, equipment, buildings and structures    
7  Prevention of mine pollution due to land excavation 
8  Prevention of damage and injuries related to the establishment and/or  

modification of mine facilities.     
第二章 保 安 

（鉱物事業権所有者の義務） 

第５条  

鉱物事業権所有者は、次の各号のため必要な措置を講じなければならない。 

一 落ばん、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭塵の爆発、自然発火及び坑内火災の

防止 
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二 ガス、粉塵、捨石、鉱滓、坑内水、廃水及び鉱煙の処理に伴う危害又は鉱害の防止 

三 機械、器具、火薬類、動力及び火気の取扱いに伴う危害の防止 

四 通気の確保及び救護体制 

五 鉱物資源の保護 

六 機械、器具、建設物及び工作物の保全 

七 土地の掘削による鉱害の防止 

八 鉱物事業に使用する鉱山施設の設置又は変更の工事に伴う危害の防止 

 

（កាត្ពវរិច្បចរបស់រមមររររ）៉ 

មារា៦  

សៅការដ្នន នររ ៉រមមររររ ៉សែើមបសុីវត្ថិភាពោបំាច្បរ់ត្ូវរត្សោរពាមចំ្បនុច្បោបំាច្បរ់ែលមាន។ 
(Obligations of mineworkers) 

Article 6 
Mineworkers must obey items necessary to safety at the mines.  

（鉱山労働者の義務） 

第６条  

鉱山労働者は、鉱山において保安のため必要な事項を守らなければならない。 

 

（ការអបរ់រំផនរសុវត្ថិភាព） 

មារា៧  

１ មាច ស់សិទធការងារររ ៉សៅរនុងសពលឲ្យរមមររររអ៉នុវត្តការងារ ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្អនុវត្តការបណតុ ះបណាត លរែល 
   ទរទ់ងនឹងសុវត្ថិភាពោបំាច្ប ់ែល់រមមររ។ 
２  សតីពីការងារមានសរោះថ្នន រខ់ាល ងំ សែើមបសុីវត្ថិភាពសំរាបរ់មមររររ ៉ការរំរតិ្ចំ្បសាះអនរសធវើការរែលពំុទនប់ាន
បញ្ចបក់ារសិរា និងរំរតិ្ការបណតុ ះបណាត លសៅមានរំណត្ ់ ការរំហិត្សនះនឹងមានរំណត្រ់នុងសសច្បរតី
របកាសរបស់ររសួង។ 
(Education on mine safety)  

Article 7 
1  The concessionaire shall educate and train mineworkers with regard to measures 

necessary for mine safety.  
2  With regard to particularly dangerous tasks, the level of education that the mineworker 

should receive, and the restrictions on the tasks that can be performed by mineworkers 
who have not received this education, shall be prescribed in ministerial ordinances.  

（保安教育） 

第７条  

１ 鉱物事業権所有者は、鉱山労働者にその作業を行うに必要な保安に関する教育を施さ

なければならない。 

２ 特に危険な作業について、保安のため鉱山労働者に施すべき教育の程度及びこれを修

了しない者の就業の制限は、省令で定める。 
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（ការរំហិត្ទរទ់ងនឹងម៉ាសីុន បរកិាខ រសំភារៈ។ល។） 

មារា៨  

１ មាច ស់សិទធការងារររ ៉ាមសបៀបបទរំណត្ស់ដ្នយសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង ចំ្បសាះសររឿងច្បររ បរកិាខ រសមាា
រៈ ឬ របសភទននរសំសវនិងវត្ថុធាតុ្សផេង រែលមានភាពសរោះថ្នន រខ់ាល ងំ សបើមនិបានជាបស់ត្សតននការរត្ួត្ពិនិត្យ
សដ្នយររសួងទទួលបនទុរការងារររស៉ទ រឺអាច្បមនិអនុញ្ញា ត្ ឲ្យសរបើឬតំ្សឡើងសៅរនុងការដ្នន នររស៉រកាមែី បានសឡើ
យ។ 

２ រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉សៅរនុងការដ្នន នររ ៉មានការបងាា ញនូវសហតុ្ផលសៅសពលទទួលស្ថគ ល់មានភាព
ោបំាច្បស់ដ្នយសោងាមរយៈស្ថថ នភាពជាររ់សតង អាច្បមានសិទធបញ្ឈបក់ារតំ្សឡើង ឬការសរបើរបស់រែលមាន
ភាពសរោះថ្នន រខ់ាល ងំែូច្បជា ម៉ាសីុនសររឿងច្បររ ឧបររណ៌សំភារៈ ឬវត្ថុធាតុ្សផេងៗ។ល។ននរបសភទរសំសវ បាន។ 

 ３  រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉សតីពីការងារពិនិត្យ សោងាមរយៈចំ្បនុច្ប 1 អាច្ប ឲ្យស្ថថ បន័ខាងសរៅសមរមយ
ណាមយួ សធវើការងាររត្ួត្ពិនិត្យជំនួសបាន។ 
(Restrictions regarding machinery, equipment and the like) 

Article 8 
1  The concessionaire shall not use or install in a mine particularly dangerous machinery, 

equipment, explosives and other materials according to the procedures prescribed by the 
ministerial ordinances, unless it has passed the examinations set by the Ministry in charge 
of mines sector.  

2  The minister in charge of mines sector has the power to prohibit the use or installation of 
especially dangerous machinery, equipment, explosives or other materials in mines if, 
with given reason, it is deemed necessary to ensure safety.    

3  The said minister can outsource the examination prescribed in Paragraph 1 above, to a 
qualified external institution.  

（機械、器具等に関する制限） 

第８条  

１ 鉱物事業権所有者は、省令で定める手続きに従い、機械、器具又は火薬類その他の材

料であって危険性の大きいものは、鉱物部門を所管する省が行う検定に合格したもので

なければ、鉱山の坑内において使用し、又は設置してはならない。 

２ 鉱物部門を所管する大臣は、鉱山において、実地の状況により保安上必要があるある

と認めるときは事由を示して、特に危険性の大きい機械、器具、又は火薬類その他の材

料の坑内における使用又は設置を禁止することができる。 

 ３ 鉱物部門を所管する大臣は、第１項の規定による検定の事務について、適格な外部機

関に行わせることができる。 

 

（ការអនុញ្ញា ត្ិននបលងអ់ោរ） 

មារា៩ 
１ មាច ស់សិទធិការងារររ ៉សៅសពលច្បងស់្ថងសងឬ់ច្បងផ់ាល ស់បតូរននការស្ថងសងអ់ោរសរបើសរមាបក់ារងារររ ៉របស់
ផលិត្រមមនិងអោរសផេងៗសទៀត្ ាមសបៀបបទរំណត្ស់ដ្នយសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង「បសងាើត្បលងន់នអោរ」
សនាះ នឹងរត្ូវសធវើរាយការណ៌ជូនែល់រែនមន្តនតីទទួលបនទុរ និងោបំាច្បរ់ត្ូវទទួលការអនុញ្ញា តិ្ពីសំណាររ់ែនមន្តនតី
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ទទួលបនទុរការងារររ ៉ជាមុនសិន សទើបអាច្បអនុវត្តបាន។ 
２ អោរសរបើសរមាបក់ារងារររ ៉ចំ្បនុច្បរែលរត្ូវរត្សរសសរសលើ「បលងអ់ោរ」ទរទ់ងនឹងនឹងការបតូរឬតំ្សឡើងអោរ
សផេងៗ និងសមាា រៈផលិត្រមម រត្ូវរំណត្ស់ដ្នយសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង។ 

 ３  មាច ស់សិទធិការងារររ ៉សោងាមការរំណត្ន់នចំ្បនុច្បមុន មុននឹងោបស់ផតើមស្ថងសង ់ឬសធវើការផាល ស់បតូរ ការ
ស្ថងសង ់ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្រាយការណ៌ែល់រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉ឲ្យបានមុន៣០នថ្ៃជាមុនសិន ។ 

４  រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉ទរទ់ងនឹងការស្ថងសងរ់ែលបានរាយការណ៌ាមរយៈការរំណត្ពី់ចំ្បនុ
ច្បមុន មានការបងាា ញនូវសហតុ្ផលសៅសពលទទួលស្ថគ ល់ថ្នមានភាពោបំាច្បសំ់រាបសុ់វត្ថិភាព អាច្បសធវើការបញ្ញា
ឲ្យ មាច ស់សិទធការងារររ ៉សធវើការបញ្ឍបក់ារស្ថងសង ់ឬសធវើផាល ស់បតូររផនការសនាះបាន។ 

５ មាច ស់សិទធការងារររ ៉សៅសពលបានបញ្ចបក់ារស្ថងសងា់មចំ្បនុច្បទី1 ឬសៅសពលបានសបាះបងស់ោលនូវអោរ
ផលិត្រមមសផេងៗ ឬអោរននចំ្បនុច្បែូច្បោន  ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្សធវើការរាយការណ៌ែល់ រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ឲ៉្យ
បានរនុងរយៈសពល៣០នថ្ៃ សតីពីការសោលបំណង ទងំសនាះ។ 
(Permission regarding facility plan) 

Article 9  
1  When the concessionaire establishes or modifies buildings, structures or other facilities 

for use in mineral-related operations, “facility plan shall be drafted and submitted to the 
minister in charge of mines sector for permission according to the procedures prescribed 
by the ministerial ordinance.    

2  Items to be included in the “facility plan” for the establishment or modification of 
buildings, structures or other facilities to be used in mineral-related operations shall be 
prescribed by the ministerial ordinance. 

3  The concessionaire shall submit the plan to the minister in charge of mines sector no later 
than 30 days before the work is due to begin.   

4  The minister has the power to prohibit work on such facilities or order the plan to be 
modified by the concessionaire if, with given reason, it is deemed necessary to ensure 
safety. 

5  When the plan prescribed in Paragraph 1 above has been completed, or such buildings, 
structures or other facilities have been scrapped, the concessionaire shall notify the 
minister within 30 days.  

（施設計画書の許可） 

第９条  

１ 鉱物事業権所有者は、鉱物事業に使用する建設物、工作物及びその他の施設の設置又

は変更の工事をしようとするときは、省令で定める手続きに従い、「施設計画書」を作成

し、鉱物部門を所管する大臣に届け出て、その許可を受けなければならない。  

２ 鉱物事業に使用する建設物、工作物及びその他の施設の設置又は変更に関して、「施設

計画書」に記載すべき事項は、省令で定める。 

 ３ 鉱物事業権所有者は、前項の規定による設置又は変更の工事に着手しようとする３０

日前までにその計画を鉱物部門を所管する大臣に届け出なければならない。 

４ 鉱物部門を所管する大臣は、前項の規定による届出があった工事に関し、保安のため
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必要があると認めるときは事由を示して、鉱物事業権所有者に対し、その工事の着手を

禁止し、又はその計画の変更を命ずることができる。  

５ 鉱物事業権所有者は、第一項の工事が完成したとき、又は同項の建設物、工作物その

他の施設を廃止したときは、３０日以内にその旨を鉱物部門を所管する大臣に届け出な

ければならない。 

 

（ផលូវសៅរនុងការដ្នន នររស៉រកាមែី និងទីររនលងរបមូលរទុរ） 

មារា១០ 
１ មាច ស់សិទធការងារររ ៉សតីពីផលូវសៅរនុងការដ្នន នររស៉រកាមែី និងទីររនលងរទុរអាច្បមរ៍រ ៉ទីររនលងទុរការសំណល
រងននសរកាយពីការចំ្បរាញ់ទឹរសៅរនុងការដ្នន នររស៉រកាមែី ឬទីររនលងសរជើសសរ ើសររ ៉ទីររនលងទុរថ្មសោល ផលូវ សៅរនុង
ការដ្នន នររស៉រកាមែី ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្បសងាើត្នូវវធិានការទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុលសដ្នយររ ៉ សោងាមាមច្បាបស់នះឬ
ាមរយៈសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួងសដ្នយអនុសោមាមច្បាបស់នះ សទះបីសរកាយពីបានសបាះ បងស់ោល ឬ
សផទរឲ្យភារីណារស៏ដ្នយ ចំ្បបាច្បរ់ត្ូវរត្ោត្នូ់វវធិានការសនាះជាចំ្បបាច្ប។់ 

２  សៅសពលមានការសផទរននសិទធការងារររ ៉អនររែលទទួលការងារបនតននសិទធការងារររស៉នាះ រត្ូវសធវើការបនត
កាត្ពវរិច្បចទរទ់ងនឹងផលូវរនុងការដ្នន នររស៉រកាមែី និងទីររនលងទុរការសំណលរបស់អតី្ត្មាច ស់សិទធការងារររមុ៉
ន។  
(Dumps and drifts) 

Article 10 
1  The concessionaire shall maintain and manage waste stone dumps, slag dumps, and 

tailings dams attached to processing plants and mine- and waste-water treatment facilities, 
and drifts, as prescribed in this law and ministerial ordinances based on the law, to 
prevent mine pollution, even if the mineral license has already been transferred or 
renounced.  

2  When the concessionaire transfers the mineral license to a third party, the successor shall 
implement existing duties and obligations with regard to the dumps, dams and drifts 
inherited from the previous concessionaire. 

（集積場及び坑道） 

第１０条  

１ 鉱物事業権所有者は、この法律又はこの法律に基づく省令により鉱害防止の措置を講

じなければならないとされる捨石集積場、選鉱場又は坑内水の処理施設に付属する沈殿

物の集積場、鉱滓集積場及び坑道については、これを譲渡し又は放棄した後であっても、

その措置を講じなければならない。 

２ 鉱物事業権の移転があったときは、鉱物事業権所有者の承継人は、当該鉱物事業権所

有者の集積場及び坑道に係る義務を承継する。 

 
（បទបញ្ញា នផទរនុងននសុវត្ថិភាព） 

មារា១១  

１  មាច ស់សិទធការងារររ ៉សែើមបរីរា ឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពសៅរនុងការដ្នន នររ ៉រត្ូវសធវើការបសងាើត្បទបញ្ញា នផទរនុងអំពី



10 

 

សុវត្ថិភាព សហើយោបំាច្បរ់ត្ូវរត្រាយការណ៌សតីអំពីបទបញ្ញា នផទរនុងននសុវត្ថិភាពសនាះ ែល់រែនមន្តនតីទទួលបនទុរ
ការងារររ។៉ 

２ ររណីសធវើការ រំណត្ឬ់ផាល ស់បតូរ「បទបញ្ញា នផទរនុងននសុវត្ថិភាព」សដ្នយមាច ស់សិទធការងារររ ៉អនុសោមាមការ
រំណត្ន់នមារាទី១៦ ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្ដ្នរស់ធវើការពិភារាសដ្នយរណៈរមាម ធិការសុវត្ថិភាព។ 

３ សតីពីចំ្បនុច្បោបំាច្បរ់ែលរត្ូវរច្បងសៅរនុង「បទបញ្ញា នផទរនុងននសុវត្ថិភាព」រឺរត្ូវរំណត្ស់ដ្នយសសច្បរតីរបកាស
របស់ររសួង។ 

４ រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉បងាា ញនូវសហតុ្ផលសៅសពលទទួលស្ថគ ល់ថ្នមានភាពោបំាច្បសំ់រាបសុ់វត្ថិភាព 
អាច្បសធវើការបញ្ញា ឲ្យផាល ស់បតូរ「បទបញ្ញា នផទរនុងននសុវត្ថិភាព」បាន។ 
(Safety rules)    

Article 11 
1  Concessionaires shall establish their own safety rules to ensure safety at the mine, and 

submit them to the minister in charge of mines sector.  
2  When the concessionaire establishes or modifies the safety rules, these rules need to be 

approved by the safety committee prescribed in Article 16.   
3  Items to be included in the safety rules shall be prescribed by the ministerial ordinance. 
4  The said minister has the power to order the concessionaire to modify the rules if, with 

given reason, it is deemed necessary to ensure safety.   
(保安内規） 

第１１条  

１ 鉱山の鉱物事業権所有者は、鉱山における保安を確保するため「保安内規」を定め、

鉱物部門を所管する大臣に届け出なければならない。 

２ 鉱物事業権所有者が「保安内規」を定め、又は変更する場合は、第１６条に規定する

保安委員会の議に附さなければならない。 

３ 「保安内規」に記載すべき事項は、省令で定める。 

４ 鉱物部門を所管する大臣は、保安のため必要があると認めるときは事由を示して、「保

安内規」の変更を命ずることができる。 
 
មារា១២  

 មាច ស់សិទធការងារររ ៉និងរមមររររ ៉ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្សោរពាម「បទបញ្ញា នផទរនុងននសុវត្ថិភាព」។  

Article 12 
The concessionaire and mineworkers must obey the said safety rules. 

第１２条 鉱物事業権所有者及び鉱山労働者は、「保安内規」を守らなければならない。 

 

（ការសរជើសសរ ើសអនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួ  អនរររបរ់រងបសច្បចរសទសសុវត្ថិភាព និងអនរររបរ់រងការងាររពម
ទងំអនរជំនួសអនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួ） 

មារា១៣ 
１ មាច ស់សិទធការងារររ ៉សោងាមរបបបទននការរំណត្ស់សច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង សៅការដ្នន នររ ៉ោបំាច្បរ់ត្ូវ
រត្សរជើសាងំអនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួ។ 
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２ អនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួននចំ្បនុច្ប1មុន ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្ជាអនរររបរ់រងរមួ រនុងការអនុវត្តការងារររ ៉សៅរនុងការ
ដ្នន នររស៉នាះ។ 
      រប៏៉ុរនត ររណីមាច ស់សិទធការងារររ ៉សធវើការររបរ់រងរមួននការអនុវត្តការងារររស៉ដ្នយខលួន ឯង ស្ថមុខីលួននឹងអាច្ប
កាល យសៅជា អនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួ បាន។ 

３  មាច ស់សិទធការងារររ ៉ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្សរជើសាងំអនរជំនួសអនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួជាមុនសិន សំរាប់ ឲ្យអនរ
ជំនួសអនុវត្តការងារ រនុងររណីអនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួ អវត្តមានសដ្នយស្ថរ ការ បសំ់រារសំ់រាបែំ់សណើ រ
រំស្ថនត មានជំងឺឬសដ្នយស្ថរសរោះថ្នន រស់ផេងៗ ។ 

４  មាច ស់សិទធការងារររ ៉សៅសពលបានសរជើសសរ ើសអនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួនិងអនរជំនួស ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្សធវើការ
រាយការណ៌ែល់រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ។៉ 

5 មាច ស់អាជីវរមមរររ៉ែលមានរមមររសលើសពីចំ្បនួន៣០នារ ់សែើមបរីរបរ់រងនូវចំ្បនុច្បបសច្បចរសទសទរទ់ងនឹងសុវត្ថិ
ភាព សៅការដ្នន នររ ៉អារស័យសលើការងារ ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្សរជើសសរ ើសអនរររបរ់រងបសច្បចរសទសសុវត្ថិភាពនិងអនរ
ររបរ់រងការងារ ពីមនុសេរែលមានលរខខណ័ឌ ររបរ់ោនា់មការរំណត្ស់ដ្នយសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង។ 

6 ររណីអនរជំនួសននអនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួ សតីពីវសិ្ថលភាពននការរំណត្រ់បស់សសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង
អនុសោមាមច្បាបស់នះ កាអនុវត្តការងារជំនួសសនាះ រឺោត្ទុ់រថ្នជា អនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួ។ 
(Appointment of a safety supervisor, technical safety managers, technical safety 

staffs and a representative of safety supervisor)  

Article 13  
1  The concessionaire shall appoint a safety supervisor at a mine according to the 

procedures prescribed by the ministerial ordinance. 
2  The said safety supervisor must be appointed from among those responsible for 

supervising the implementation of the mineral-related operations at the mine.   
   However, if the concessionaire is responsible for supervising the implementation of the 

mineral-related operations, the concessionaire can be the safety supervisor.  
3  The concessionaire shall appoint a representative safety supervisor in case of absence due 

to travel, illnesses or another accidents, in advance.  
4  When the concessionaire has appointed a safety supervisor and his/her representative at a 

mine, notification must be submitted to the minister in charge of mines sector.   
5  The concessionaires of mines that employ more than 30 mineworkers at all times shall 

appoint technical safety managers and technical safety staffs to manage technical matters 
related to the safety according to the amount of affairs, and to fulfill the requirements 
prescribed by the ministerial ordinance.  

6  When the said representative undertakes the duties on behalf of the safety  
supervisor at a mine, the application of this law and the ministerial ordinances based on 

the law shall consider the representative to be the safety supervisor.   
（保安統括者、保安技術管理者及び作業監督者） 

第１３条 

１ 鉱物事業権所有者は、省令で定める手続きに従い、鉱山において、保安統括者を選任

しなければならない。 

２ 前項の保安統括者は、当該鉱山において鉱物事業の実施を統括管理する者をもって充
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てなければならない。 

  但し、鉱物事業権所有者が鉱物事業の実施を統括管理している場合は、自ら保安統括

者となることができる。  

３ 鉱物事業権所有者は、保安統括者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行う

ことができない場合、その職務を行わせるため、あらかじめ代理者を選任し、鉱物部門

を所管する大臣に届け出なければならない。 

４ 鉱物事業権所有者は、保安統括者及びその代理者を選任したときは、これを鉱物部門

を所管する大臣に届け出なければならない。 

５ 鉱山労働者数が常時３０名を超える鉱山の鉱物事業権所有者は、鉱山における保安に

関する技術的事項を管理するため、省令で定める要件を備える者のうちから、業務上必

要とされる保安技術管理者及び作業監督者を選任しなければならない。 

６ 保安統括者の代理者がその職務を行う場合は、この法律及びこの法律に基づく省令の

規定の適用については、これを保安統括者とみなす。 

 
មារា១៤  

１ អនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួ សធវើការររបរ់រងនូវចំ្បនុច្បទរទ់ងនឹងសុវត្ថិភាព។ 
２  អនរររបរ់រងបសច្បចរសទសសុវត្ថិភាព រឺសធវើការងារជាអនរជំនួយការែល់អនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួ និងសធវើការ
ររបរ់រងនូវចំ្បនុច្បបសច្បចរសទសរែលទរទ់ងនឹងសុវត្ថិភាព។ 

３ អនរររបរ់រងការងារ ទទួលបញ្ញា ពីសំណារអ់នរររបរ់រងបសច្បចរសទសសុវត្ថិភាព និង អនរររបរ់រងសុវត្ថិភាព
រមួ សធវើការកាត បរ់បងរច្បរនូវលរខណៈបសច្បចរសទសរែលទរទ់ងនឹងសុវត្ថិភាព។ 

4  ចំ្បនុច្បោបំាច្បទ់រទ់ងនឹងការងាររបស់ អនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួ អនរររបរ់រងបសច្បចរសទសសុវត្ថិភាព អនរ
ររបរ់រងការងារ នឹងរត្ូវរំណត្ស់ដ្នយសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង។ 

(Duties of the safety supervisor, technical safety managers and technical safety 

staffs) 

Article 14 
1  The safety supervisor shall manage and control matters related to mine safety.  
2  The technical safety manager shall assist the safety supervisor by managing technical 

matters related to the safety. 
3  The technical safety staffs shall allocate technical duties related to the safety under the 

direction of the safety supervisor and technical safety managers.   
4  The necessary items concerning the duties of the safety supervisor, technical safety 

managers and technical safety staffs shall be prescribed by the ministerial ordinance. 
第１４条  

１ 保安統括者は、保安に関する事項を管理する。 

２ 保安技術管理者は、保安統括者を補佐して、保安に関する技術的事項を管理する。 

３ 作業監督者は、保安統括者及び保安技術管理者の指揮を受け、保安に関する技術的事

項を分掌する。 

4 保安統括者、保安技術管理者及び作業監督者の職務に関し必要な事項は、省令で定める。 
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មារា១៥  

   រមមររររ ៉សែើមបរីរាបាននូវការអនុវត្តនន សោងាមាមច្បាបស់នះឬាមរយៈសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង
សដ្នយអនុសោមាមច្បាបស់នះ ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្សោរពនិងអនុវត្តាមបញ្ញា របស់ អនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួ និង
បសច្បចរសទសសផេងៗសទៀត្។ 

Article 15  
     The mineworkers must obey the instructions issued by the safety supervisor and other 

technicians to ensure mine safety, as prescribed in this law and ministerial ordinance 
based on the law.     

第１５条  

鉱山労働者は、保安統括者及びその他の技術者がこの法律又はこの法律に基づく省令

の規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。 

 

（រណៈរមមការសុវត្ថិភាព） 

មារា១៦  

１ មាច ស់សិទធការងារររន៉នការដ្នន នរែលជាធមមាមានរមមររសលើសពីចំ្បនួន៣០នារ ់សែើមបសីធវើការពិភារានូវចំ្បនុច្ប
សំខានទ់រទ់ងសុវត្ថិភាព សោងាមរបបបទននការរំណត្ស់សច្បរតីរបស់ររសួង ោបំាច្បរ់ត្ូវបសងាើត្ រណៈរមម
ការសុវត្ថិភាពសៅរនុងការដ្នន នររ។៉  

２ មាច ស់សិទធការងារររ ៉សៅសពលមានការពិនយ័សដ្នយអរគនាយរននអរគនាយរដ្នន នធនធានររ ៉ឬសដ្នយរែនមន្តនត ី
   ទទួលបនទុរការងារររ ៉ ាមការរំណត្ន់នសសច្បរតីរបកាសររសួងសដ្នយអនុសោមាមច្បាប ់ ឬសដ្នយច្បាបស់នះ
ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្ផតល់ខលឹមស្ថរពត្ម៌ានននការពិនយ័សនាះែល់រណៈរមមការសុវត្ថិភាព សដ្នយពំុឲ្យមានការយឺត្ោ៉វ
សឡើយ។ 

３  រណៈរមមការសុវត្ថិភាពរមមររររ ៉សៅទីររនលងននការដ្នន នររ ៉  រត្ូវសធវើការរាយការណ៌ែល់រណៈរមមការសុវត្ថិ
ភាពសៅសពលទទួលស្ថគ ល់ថ្នមានសរោះថ្នន រស់រច្បើនសរើត្សឡើង ឬរែលនឹងអាច្បសរើត្សឡើង សដ្នយមានសិទធសសនើសំុ
ឲ្យមានការសិរារស្ថវរជាវនិងពិភារាអំពីបញ្ញា សនាះ បាន។ 

(The safety committee) 

Article 16 
1  Concessionaires of mines that employ more than 30 mineworkers at all times shall 

establish the safety committee to research and deliberate important matters related to 
safety according to the procedures prescribed by the ministerial ordinance.  

2  When the concessionaire is punished by the minister or the director general in charge of 
mines sector, as prescribed in this law or ministerial ordinance based on the law, the 
concessionaire shall inform the safety committee the details of the punishment, without 
delay. 

3  When a mineworker recognizes that damage occurs or there is a risk of such damage 
occurring at the working places of a mine, the worker must report and request the safety 
committee to research and deliberate such facts for clearance of the damage or risk.   

（保安委員会） 

第１６条  
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１ 鉱山労働者数が常時３０名を超える鉱山の鉱物事業権所有者は、保安に関する重要事

項を調査審議するため、省令で定める手続きに従い、鉱山に保安委員会を設けなければ

ならない。 

２ 鉱物事業権所有者は、この法律又はこの法律に基づく省令の規定による鉱物部門を所

管する大臣又は鉱物資源総局長の処分があったときは、遅滞なく、その処分の内容を保

安委員会に通知しなければならない。 

３ 鉱山労働者は、鉱山の作業場において、危害を生じ、又はそのおそれが多いと認めた

ときは保安委員会に報告し、調査審議を要求することができる。 

 

មារា១៧  

１ សតីពីសមាសភាពននសមាជិររណៈរមមការសុវត្ថិភាពចំ្បនួនាររ់ណាត លននសមាជិររឺរត្ូវបានសរជើសសរ ើស   
    សច្បញពីរនុងចំ្បសណាមរមមររររ ៉សដ្នយមាច ស់សិទធិការងារ និងចំ្បនួនាររ់ណាត លសទៀត្ននសមាជិររឺរត្ូវបាន 
   សរជើសសរ ើសសច្បញពីរនុងចំ្បសណាមរមមររររ ៉សដ្នយរមមររររ។៉ 
2      របធានរណៈរមមការសុវត្ថិភាពរឺអនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួ។  
       រប៏៉ុរនត អនរររបរ់រងសុវត្ថិភាពរមួ អាច្បឲ្យអនរររបរ់រងបសច្បចរសទសសធវើជារបធានរណៈរមមការសុវត្ថិភាព 
       បាន។ 
3 រណៈរមមការសុវត្ថិភាពរឺរត្ូវសកាះសៅសដ្នយរបធានននរណៈរមមការសុវត្ថិភាពការសំសរច្បននរិច្បចការរែល 
     បានពិភារាោន សៅសពលសនាះ រឺសំសរច្បយរាមចំ្បនួនសលើសពីាររ់ណាត លននសមាជិររែលមានវត្តមាន  
     រនុងររណីពំុមានការសំសរច្បសដ្នយស្ថរចំ្បនួនសសមើោន  របធានរណៈរមមការសុវត្ថិភាពមានសិទធិសធវើការសំសរច្បបាន។ 

Article 17   
1  Half of the members of the safety committee shall be appointed by the concessionaire 

from among mineworkers, and remained half of the members shall be selected 
aforesaid mineworkers on the recommendation of mineworkers at the mine. 

2   The safety supervisor shall be the chairperson of the safety committee. 
The safety supervisor may appoint a technical safety manager to undertake the duties of 
the chairperson of the safety committee. 

3  The chairperson shall call the safety committee, and items on the agenda shall be 
determined by the majority of attendees.  When the vote is tied, the chairperson shall 
cast the deciding vote. 

第１７条  

１ 保安委員会の委員の構成については、鉱物事業権所有者がその鉱山の鉱山労働者の中

から半数を選任し、残る半数についてはその鉱山の鉱山労働者から推せんされた者を選

任する。 

２ 保安委員会は、保安統括者が議長となる。 

 但し、保安統括者は、保安技術管理者に保安委員会会の議長の職務を行わせることがで

きる。 

３ 保安委員会は、議長が招集し、その議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同

数の場合は、議長が決する。 



15 

 

  

（ការរស្ថវរជាវអំពីស្ថថ នភាពសុវត្ថិភាព） 

មារា១៨ 
 １ មាច ស់សិទធការងារររន៉នការដ្នន នរែលជាធមមាមានរមមររសលើសពីចំ្បនួន៣០នារ ់សោងាមសសច្បរតីរបកាស
របស់ររសួង សៅសពលច្បងស់បើរែំសណើ ការការងារ ឬសៅសពលច្បងផ់ាា រក់ារងាររែលមានចំ្បនួននថ្ៃសលើសពី១រខ ឬ
សៅសពលច្បងែំ់សណើ រការជាថ្មីមតងសទៀត្ ឬសៅសពលមុនបញ្ចបក់ារងារ ឬរែូ៏ច្បជាសៅសពលច្បងផ់ាល ស់បតូររនុង
រទងរ់ទយធំននវធីិអនុវត្តការងារររ ៉ោបំាច្បរ់ត្ូវសធវើការរស្ថវរជាវសតីពីស្ថថ នភាពសុវត្ថិភាពននការដ្នន នររ ៉ាមរយៈ
លទធផលននការរស្ថវរជាវសុវត្ថិភាពសនាះ សតីពីចំ្បនុច្បរែលបានទទួលស្ថគ ល់ថ្នោបំាច្បរ់ត្ូវរត្ររលំអ ោបំាច្បរ់ត្ូវ
រត្ោត្វ់ធិានការសធវើការររលំអ។ 

 ２  មាច ស់សិទធការងារររ ៉ សោងាមរបបបទននសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង សធវើការរត្រ់ានិងររាទុរនូវលទធ
ផលននការរស្ថវរជាវសុវត្ថិភាពរបស់ការដ្នន នររ។៉ 

(A survey of mine safety conditions)  

Article 18 
 1  When concessionaires of mines that employ more than 30 mineworkers at all times 

shall start, temporarily stop (more than one month) , restart and expire the 
mineral-related operations at mines, and when methods of the operations change 
considerably, as prescribed in the ministerial ordinance, a survey of mine safety 
conditions shall be carried out before those actions, and appropriate measures taken to 
deal with items recognized as matters for improvement. 

2  The concessionaires shall record and conserve the results of the survey according to the 
procedures prescribed by the ministerial ordinance. 

 （安全・保安状況調査） 

第１８条 

 １ 鉱山労働者数が常時３０名を超える鉱山の鉱物事業権所有者は、省令の定めるところ

により、鉱物事業を開始するとき、１ヵ月以上の期間休止しようとするとき、再開する

とき及び同事業を終了しようとするとき並びに鉱物事業の実施の方法を大きく変更しよ

うとするときは、鉱山の安全・保安状況について調査し、その結果改善が必要と認めら

れる事項について、適切な措置を講じなければならない。 

  ２ 鉱物事業権所有者は、省令で定める手続きに従い、鉱山の安全・保安状況調査の結

果を記録し、それを保存しておかねばならない。  

       
 (សុវត្ថិភាពទរទ់ងនឹងការងារទទួលអនុវត្តបនត） 

មារា១៩  

１  មាច ស់សិទធការងារររ ៉ សោងាមរបបបទននសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង សៅសពល ឲ្យអនរសរៅមរសធវើការ
ការងារសៅរនុងការដ្នន នរររ៉ែលមានរយៈសពលសសើសពី១រខ រត្ូវបសងាើត្「រផនការការងារសរមាបអ់នរទទួលបនត」 
និងោបំាច្បរ់ត្ូវរត្រំណត្ោ់ត្វ់ធិានការសំរាបសុ់វត្ថិភាព សំរាបឲ់្យអនរសរៅមរសធវើការងារសនាះ  រពមទងំោបំាច្ប់
រត្ូវរត្រាយការណ៌ជូនែល់រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉សហើយសៅសពលច្បងស់ធវើការផាល ស់បតូរររ៏ត្ូវអនុវត្តែូច្បោន  
រែរ។ 
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２ រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉រនុងររណីមានការរាយការណ៌ាមរយៈការរំណត្ន់នចំ្បនុច្បមុន សៅមានបងាា ញ
នូវសហតុ្ផលសពលទទួលស្ថគ ល់ថ្នមានភាពោបំាច្បសំ់រាបសុ់វត្ថិភាព អាច្បសធវើការបញ្ញា ឲ្យ មាច ស់សិទធការងារររ ៉សធវើ
ការផាល ស់បតូរ「រផនការការងារសរមាបអ់នរទទួលបនត」 បាន។ 

 
 
Article 19  

1  When the concessionaire shall make a deal with a contractor other than a mineworker to 
be engaged more than one month at work places of a mine according to the procedures 
prescribed by the ministerial ordinance, a “contractual work plan” which includes 
measures to ensure the safety shall be drafted by the concessionaire, and shall be 
submitted to the minister in charge of mines sector.  This shall also apply when the 
plan is modified.  

2  The minister has the power to order the concessionaire to modify the plan if, with given 
reason, it is deemed necessary to ensure safety. 

（請負作業に対する保安） 
 第１９条  

１ 鉱物事業権所有者は、省令で定める手続きに従い、鉱山の作業現場に使用人以外の者

を１ヵ月以上の期間に亘り従事させるときは、保安のため講ずべき措置について「請負

作業計画書」を作成し、鉱物部門を所管する大臣に届け出なければならない。 これを

変更しようとするときも、同様とする。 

２ 鉱物部門を所管する大臣は、前項の規定による届出があった場合において、保安のた

め必要があると認めるときは事由を示して、鉱物事業権所有者に対し、「請負作業計画書」

に係る措置の変更を命ずることができる。 
 
 

（ការអនុញ្ញា ត្សរមាបរ់ផនការននការជីរយរពិសសស） 

មារា២០  

１  មាច ស់សិទធការងារររ ៉សៅសពលច្បងជី់រយរររស៉ៅរនុងែីរែលមានសរោះថ្នន រខ់ាល ងំនឹងអាច្បសរើត្សឡើងនូវការ
បំពុលសដ្នយស្ថរររ ៉សោងាមរយៈការជីរែីសៅសរកាម បាត្បឹង ទសនល សមុរទ រត្ូវបសងាើត្「រផនការជីរពិសសស」
និងោបំាច្បរ់ត្ូវរត្រាយការណ៌និងទទួលការអនុញ្ញា តិ្ពីសំណាររ់ែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររជ៉ាមុនសិន សហើយ
សៅសពលសធវើការផាល ស់បតូររអ៏នុវត្តាមនិតិ្វធីិែូច្បោន រែរ។ 

２ ចំ្បនុច្បរែលរត្ូវរត្រំណត្ស់លើ「រផនការជីរពិសសស」នឹងរំណត្ស់ដ្នយសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង។ 
３  រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉បងាា ញពីសហតុ្ផលនូវសពលទទួលស្ថគ ល់ថ្នមានភាពោបំាច្បសំ់រាបសុ់វត្ថិភាព 
អាច្បបញ្ញា ឲ្យសធវើការផាល ស់បតូរ「រផនការជីរពិសសស」បាន។ 

４  មាច ស់សិទធការងារររ ៉សៅរនុងែីរំណត្ស់ដ្នយចំ្បនុច្បទី 1 ពំុមានសិទធិជីរយររររ៉ែលពំុមានបានរំណត្ស់ៅរនុង
「រផនការជីរពិសសស」រែលទទួលពំុបានទទួលការអនុញ្ញា ត្ពីរែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉ សឡើយ។ 
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 (Permission for special mineral operation plan)    

Article 20 
1  In case a concessionaire plans to dig for minerals under the sea, rivers, lakes or any 

place where there is a risk of mine pollution occurring, a “special mineral operation 
plan” shall be drafted and submitted to the minister in charge of mines sector for 
approval.  This shall also apply when the plan is modified.   

2  The items to be included in the “special mineral operation plan” shall be prescribed by 
the ministerial ordinance. 

3  The minister has the power to order the concessionaire to modify the plan if, with given 
reason, it is deemed necessary to ensure safety. 

4  The concessionaire must never dig for minerals underground prescribed in Paragraph 
1above, without the permission of the minister.  

（特別採掘計画書の許可） 

第２０条  

１ 鉱物事業権所有者は、海底、河底若しくは湖沼底の地下又は土地の掘削により鉱害を

生ずる恐れの特に多い地下において鉱物を採掘しようとするときは、「特別採掘計画書」

を作成し、鉱物部門を所管する大臣に届け出て、その許可を受けなければならない。こ

れを変更するときも同様とする。 

２ 「特別採掘計画書」に記載すべき事項は、省令で定める。 

３ 鉱物部門を所管する大臣は、保安のため必要があると認めるときは事由を示して、「特

別採掘計画書」の変更を命ずることができる。 

４ 鉱物事業権所有者は、第一項に規定する地下においては、鉱物部門を所管する大臣の

許可を受けた「特別採掘計画書」によらなければ、鉱物を採掘してはならない。    

 

 

 (រផនការការងារទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុលសដ្នយររ）៉ 

មារា២១ 
 １ មាច ស់សិទធការងារររ ៉សតីអំពីការទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុលសដ្នយស្ថរររទ៉រទ់ងនឹងទីររនលងសោលថ្មសោល ទីររនលង
សោលស្ថរធាតុ្រងននអោរចំ្បរាញ់ទឹរសៅរនុងរូង ឬ ទីររនលងសរជើសសរ ើសររ ៉ឬទីររនលងទុរអាច្បមរ៌រ ៉និងផលូវសៅរនុង
ការដ្នន នររស៉រកាមែី សៅសពលបិទការដ្នន នររស៉ៅនថ្ៃអនារត្ រត្ូវសធវើការបសងាើត្「រផនការការងារទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុល
សដ្នយស្ថរររ」៉និងោបំាច្បរ់ត្ូវសធវើការរាយការណ៌ជូនែល់រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉អំពីរផនការសនាះ។ 

 ２  មាច ស់សិទធការងារររ ៉សៅសរកាយសពលបិទការដ្នន នរស៏ដ្នយ សតីពីការទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុលសដ្នយស្ថររររ៉ែល
យល់ស ើញថ្នោបំាច្បរ់ត្ូវរត្សធវើការចំ្បរាញ់ជានិរនតចំ្បសាះ ទឹររខវរឬ់ទឹរសៅរនុងការដ្នន នររស៉រកាមែី រែល
បរមិាណមនិសមរសបនឹងសតងដ់្នរែលបានរត្ូវបានរំណត្ ់សធវើការបសងាើត្「រផនការការងារទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុល
សដ្នយស្ថរររ」៉និងោបំាច្បរ់ត្ូវសធវើការរាយការណ៌ជូនែល់រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉អំពីរផនការសនាះ។ 

 ３ ច្បំនុច្ប២រែលរត្ូវរត្រំណត្ស់រសសរសលើ「វធិានការទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុលសដ្នយស្ថរររ」៉នឹងរត្ូវរំណត្ស់ដ្នយសស
ច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង។ 

   ４    រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉បងាា ញនូវសហតុ្ផលសៅសពលទទួលស្ថគ ល់ថ្នមានភាពោបំាច្បស់រមាបសុ់វត្ថិ
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ភាព អាច្បបញ្ញា ឲ្យសធវើការផាល ស់បតូរនូវ「វធិានការទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុលសដ្នយស្ថរររ」៉បាន។ 
(Mine pollution prevention measures)     

Article 21  
1  The concessionaire shall draft a “mine pollution prevention measures” with regard to the 

prevention of mine pollution from facilities such as waste stone dumps, slag dumps, and 
tailings dams attached to processing plants or mine-water treatment facilities and drifts 
for when mines are closed in the future, and submit this measures to the minister in 
charge of mines sector. 

2  The concessionaire shall draft a “mine pollution prevention measures” with regard to the 
perpetual treatment of contaminated mine- and waste-water that is not expected to meet 
water quality standards after the mine has closed, and submit this measures to the 
minister in charge of mines sector. 

3  Items to be included in the “mine pollution prevention measures” as stipulated in 
Paragraphs 1 and 2 above shall be prescribed by the ministerial ordinance. 

4  The minister has the power to order the concessionaire to modify the measures if, with 
given reason, it is deemed necessary to ensure safety. 

（鉱害防止対策）     

第２１条 

 １ 鉱物事業権所有者は、将来の閉山時における捨石集積場、選鉱場若しくは坑内水の処

理施設に附属する沈殿物の集積場又は鉱滓集積場及び坑道などの施設に係る鉱害の防止

について「鉱害防止対策書」を作成し、鉱物部門を所管する大臣に届け出なければなら

ない。 

 ２ 鉱物事業権所有者は、閉山後においても汚染の状態、量が規定された基準に適合しな

い坑内水又は廃水について永続的な処理が見込まれる鉱害の防止について「鉱害防止対

策書」を作成し、これを鉱物部門を所管する大臣に届け出なければならない。 

 ３ 前二項の「鉱害防止対策書」に記載すべき事項は、省令で定める。 

４  鉱物部門を所管する大臣は、保安のため必要があると認めるときはその事由を示して、

「鉱害防止対策書」の変更を命ずることができる。 

 

 

（របពន័ធរបារស់នេសំំរាបទ់បស់្ថា ត្ក់ារបំពុលសដ្នយររ）៉ 

មារា២២ 
 １ មាច ស់សិទធការងារររ ៉ជាសរៀងរាល់ឆ្ន ំ  ោបំាច្បរ់ត្ូវបងរ់បារស់នេសំៅរនុង[របពន័ធរបារស់នេសំំរាបទ់បស់្ថា ត្ក់ារ
បំពុលសដ្នយររ]៉ សៅស្ថថ បន័ហិរញ្ា វត្ថុរែលបានរំណត្ទឹ់ររបារស់ដ្នយរែនមន្តនតីទទួលបនទុរការ ងារររ ៉។ 

 ２ ចំ្បនួនទឹររបារន់ន「របារស់នេទំបស់្ថា ត្ក់ារបំពុលសដ្នយស្ថរររ」៉ រឺជារបាររ់រឹះសរបើរនុងសវោសំរាបអ់ោរនិង
ចំ្បនួនទឹររបារស់របើោបំាច្បន់នការងារទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុលសដ្នយររ ៉ សោរពាមការរណនាសតងដ់្នរែលរំណត្់
សដ្នយសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង ចំ្បនួនទឹររបាររ់ែលបានរបកាសនិងបានរណនាសដ្នយរែនមន្តនតីទទួល
បនទុរការងារររ ៉រឺជាចំ្បនួនទឹររបាររំ់ណត្ជ់ាផលូវការ។ 

 3 មាច ស់សិទធការងារររ ៉សតីពីអោរ បរកិាខ ររែលបានរំណត្ស់ៅសលើ「វធិានការទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុលសដ្នយស្ថរររ」៉ 
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រែលបានរំណត្ស់ៅច្បំនុច្ប១និង២ននមារា២១ សៅសពលអនុវត្តការងារទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុលសដ្នយស្ថរររ ៉
សោងាមរបបបទននការរំណត្ស់សច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង សដ្នយមានការអនុញ្ញា ត្ពីរែនមន្តនតីទទួលបនទុរ
ការងារររ ៉អាច្បនឹងែរយររបារស់នេសំនាះ យរមរអនុវត្តការងាររែលទរនឹ់ងអោរបរកិាខ រទងំសនាះបាន ។ 

(Reserve fund system) 

Article 22  
1  Every year, the concessionaire must save the amount of money notified by the minister 

in charge of the mines sector to the “reserve fund system for mine pollution prevention” 
in a financial institution designated by the said minister. 

2  The reserve fund amount shall be calculated according to the calculation standards 
prescribed by the ministerial ordinance, based on the costs necessary to carry out the 
mine pollution prevention measures and the period of use of the respective facilities, and 
to be indicated by the said minister.    

3  When the concessionaire implements the project mentioned in the “mine pollution 
prevention measures” prescribed in Article 21, Paragraph 1 to 2 inclusive of this law, 
after using of the facility has closed, the reserved funds relating to the respective 
facilities can be returned to the concessionaire with the permission of the said minister 
according to the procedures prescribed by ministerial ordinance.  

（鉱害防止積立金制度） 

第２２条 

 １ 鉱物事業権所有者は、毎年度、鉱物部門を所管する大臣が通知する額の金銭を指定さ

れた金融機関の「鉱害防止積立金制度」に積み立てなければならない。 

 ２ 積立金の額は、鉱害防止事業に必要な費用の額及び当該施設の使用する期間を基礎と

して、省令で定める算定基準に従い、鉱物部門を所管する大臣が算定して通知する額

とする。 

 ３ 鉱物事業権所有者は、前条第１項及び第２項に規定された「鉱害防止対策書」に記載

された施設について、その使用を終了し、鉱害防止事業を実施するときは、省令で定

める手続きに従い、鉱物部門を所管する大臣の許可を得て当該施設に係る積立金を取

り戻すことができる。 

 

（វធិានការរផនររែនបាលននការសធវើអធិការរិច្បច） 

មារា២៣  

រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉សោងាមការអនុវត្តការងារររ ៉សៅររណីមានការទទួលស្ថគ ល់ថ្ន មានសរោះ
ថ្នន រឬ់ការបំពុលររស៉រើត្សឡើង មានការបំផាល ញធនធានររនិ៉ងអោរែធ៏ៃនធ់ៃរ ឬនឹងអាច្បមានសភាពសនាះសរើត្សឡើង  
បងាា ញសហតុ្ផលសៅសពលោបំាច្ប ់ អាច្បសធវើការបញ្ញា ឲ្យមាច ស់សិទធការងារររស៉ធវើការបញ្ឈបឬ់លុបសោលអាជាា បណ័ណ
ការងារររស៉នាះបាន។ 

(Administrative measures to be supervised) 
Article 23  

In case a serious disaster or mine pollution occurs, or mineral resources or mine facilities 
are seriously damaged, or there is a risk of such damage, the minister in charge of mines 
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sector has the power to suspend the mineral-related operations or cancel the license of 
the concessionaire with given reason.  

（（監督上の行政措置） 

第２３条  

 鉱物部門を所管する大臣は、鉱物事業の実施により、危害若しくは鉱害を生じ、鉱物

資源若しくは施設を大きく損じ、又はその恐れが多いと認める場合には事由を示して、

鉱物事業の停止命令又は同事業許可書を取り消すことができる。 

 
មារា២៤ 
១ អរគនាយរននអរគនាយរដ្នន នធនធានររ ៉សៅសពលមានបទសលមើសននសសច្បរតីរបកាសររសួងសដ្នយ
អនុសោមាមច្បាបឬ់ច្បាបស់នះ អាច្បបញ្ញា រណនាឬំរពមានែល់មាច ស់សិទធការងារររ ៉ជាបនាទ នប់ាន។ 
២ រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉ចំ្បសាះមាច ស់អាជីវរមមររ ៉បងាា ញពីសហតុ្ផលរនុងសពលពំុមានការអនុវត្តាម
ការរណនាឬំ រពមានាមចំ្បនុច្បមុន អាច្បមានសិទធិបញ្ញា បញ្ឈបក់ារងារររស៉នាះបាន សដ្នយរំណត្រ់យៈសពលនន
ការបញ្ឈបស់នាះរឺមានរនុងរយៈសពល១ឆ្ន ។ំ 

Article 24  
1  In case the concessionaire is found to have violated this law or ministerial ordinance 

based on the law, the director general in charge of mines sector has the power to issue the 
warning or directing to the concessionaire for clearance of violated items speedily with 
given reason.   

2  When the concessionaire is found to fail to the warning or directing as prescribed in 
Paragraph 1 above, the minister in charge of mines sector has the power to order the 
concessionaire to suspend mineral-related operations for a set period of up to one year. 

第２４条 

１ 鉱物資源総局長は、鉱物事業権所有者がこの法律又はこの法律に基づく省令に違反し

たときは、鉱物事業権所有者に対し速やかに是正するよう警告又は指導を行う。 

２ 鉱物部門を所管する大臣は、鉱物事業権所有者が前項に規定する警告又は指導に従わ

ないときは事由を示して、鉱物事業権所有者に対して一年以内の期間を定めて、その鉱

物事業の停止を命ずることができる。 

  

មារា២៥  

រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉សៅសពលទទួលស្ថគ ល់ថ្នមានសរោះថ្នន រ ់ឬមានបំផាល ញសុវត្ថិភាព សដ្នយសោង
ាមរយៈការបានខួងចូ្បលសៅសរៅតំ្បនរ់រស៉ដ្នយមាច ស់សិទធការងារររ ៉អាច្បបញ្ញា ឲ្យមាច ស់សិទធការងារររ ៉ោត្រ់ច្បង
នូវចំ្បនុច្បោបំាច្បសំ់រាបសុ់វត្ថិភាព និងការបិទទីររនលងរែលបានខួងរជួល សនាះបាន។ 

Article 25  
In case encroaching outside the mining area causes harm to safety or there are risks of 
the safety being influenced, the minister in charge of mines sector has the power to order 
the concessionaire to execute closure of that area and take necessary measures to ensure 
safety, with given reason.   
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第２5条  

 鉱物部門を所管する大臣は、鉱物事業権所有者が鉱区外に侵掘したことにより保安を害

し、又そのおそれがあると認めるときは事由を示して、鉱物事業権所有者に対し、侵掘

した場所の閉鎖及びその他保安のため必要な措置を命ずることができる。 

   

មារា២៦  

រែនមន្តនតីទទួរបនទុរការងារររ ៉សៅការដ្នន នររ ៉（រមួទងំទីររនលងបានខួងរជួលសៅសរៅតំ្បនរ់រ）៉បងាា ញនូវសហតុ្
ផលសៅសពលទទួលស្ថគ ល់ថ្នមានភាពោបំាច្បសំ់រាបជ់ួយ សសន្តងាគ ះជនរងសរោះសៅការដ្នន នររ ៉អាច្បបញ្ញា ឲ្យមាច ស់
សិទធការងារររ ៉ោត្នូ់វវធិានការោបំាច្បសំ់រាបស់ធវើការជួយ សសន្តងាគ ះែល់ជនរងសរោះទងំសនាះបាន។  

Article 26  
In case encroaching outside the mining area causes harm to safety or there are risks of 
the safety being influenced, the minister in charge of mines sector has the power to order 
the concessionaire to execute closure of that area and take necessary measures to ensure 
safety, with given reason.   

第２6条  

 鉱物部門を所管する大臣は、鉱山（鉱区外に侵掘した場所を含む。）における被災者を

救出するため必要があると認めるときは事由を示して、鉱物事業権所有者に対し、必要

な措置を講ずることを命ずることができる。 

 

មារា២៧  

１  រយៈសពល៥ឆ្ន សំរកាយពីបានបាត្ប់ងសិ់ទធិការងារររ ៉រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉អាច្បមានសិទធិបញ្ញា ឲ្យ
មាច ស់សិទធការងាររររ៉ែលបានអនុវត្តការងារររស៉នាះ សធវើការងារសរៀបចំ្បនូវវធិានការោបំាច្បសំ់រាបស់ធវើការទបស់្ថា ត្់
ការបំពុលសដ្នយស្ថរររ ៉ឬ ភាពសរោះថ្នន រស់រើត្សឡើងសដ្នយស្ថរបានអនុវត្តការងារររស៉នាះ បាន។ 

２  អនររែលបានទទួលនូវបញ្ញា ាមរយៈការរំណត្ន់នចំ្បនុច្បមុន សៅរនុងទំហំននភាពោបំាច្បអ់នុវត្តនូវចំ្បនុច្ប
ទរទ់ងនឹងបទបញ្ញា សនាះ រឺោត្ទុ់រថ្នជាជាអនរមានសិទធសធវើការងារររ។៉ 

Article 27  
1  The minister in charge of mines sector has the power to order former concessionaires to 

set up necessary facilities for preventing injuries and mine pollution due to 
mineral-related operations, up to five years after the mineral license has been renounced. 

2  The recipient of the above ministerial order shall be considered to be the concessionaire 
within the scope necessary to execute the items ordered. 

第２7条  

１ 鉱物事業権が消滅した後でも５年間は、鉱物部門を所管する大臣は、鉱物事業権所有

者であった者に対し、その者が鉱物事業を実施したことにより生ずる危害又は鉱害を防

止するため事由を示して必要な設備をすることを命ずることができる。 

２ 前項の規定による命令を受けた者は、その命令に係る事項を実施するため必要な範囲

内において、鉱物事業権所有者とみなす。 
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មារា២៨  

１ រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉សៅសពលបញ្ញា បញ្ឈបក់ារងារររ ៉ឬលុបអាជាា បណ័ណ ការងារររ ៉ចំ្បសាះមាច ស់សិទធ
ការងារររឬ៉អនររែលជាអនរមាច ស់សិទធការងារររ ៉សោងាមរយៈការរំណត្ន់នមារា២៣, មារា២៤-២, មារា
២៥ ឬ មារា២៧-១ រត្ូវសធវើការជូនែំណឹងជាមុន ពីកាលបរសិច្បេទនិងទីររនលង និងអនុវត្តការស្ថរសួរ រនុងលរខ
ណៈសបើរចំ្បហរ។ 

２ អនររែលទទួលនូវការជូនែំណឹងននចំ្បនុច្បមុន សៅសពលស្ថរសួរ អាច្បផតល់នូវភសតុាង និងមតិ្សោបល់ែល់
រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉បាន។ 

 
Article 28 

1  In case the minister in charge of mines sector intends to issue the orders or cancel the 
license as prescribed in Article 23; Article 24, Paragraph 2; Article 25 or Article 27, 
Paragraph 1, the concessionaire or former concessionaire shall be notified of a date and 
location of a public hearing, in advance. 

2  The recipients of such notifications can express their opinions to the said minister  at 
the hearing.  

第２８条  

１ 鉱物部門を所管する大臣は、第２３条、第２４条第２項、第２５条又は第２７条第１

項の規定による鉱物事業の停止命令又は鉱物事業許可書を取り消すときは、鉱物事業権

所有者又は鉱物事業権所有者であった者に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、

公開による聴聞を行うものとする。 

２ 前項の通知を受けた者は、聴聞に際し、鉱物部門を所管する大臣に対し、意見を陳述

し、証拠の申出をすることができる。 

 

（របាយការណ៌） 

មារា២៩  

１ រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉ឬអរគនាយរននអរគនាយរដ្នន នធនធានររ ៉ សោងាមរបបបទននការរំណត្ស់ស
ច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង អាច្ប ឲ្យមាច ស់សិទធការងារររស៉ធវើការរាយការណ៌នូវរបាយការណ៌រែលមានភាពោបំាច្ប់
ទរទ់ងនឹងសុវត្ថិភាព បាន។ 

 ２ មាច ស់សិទធការងារររ ៉សៅសពលមានសរើត្សឡើងនូវអវីរែលបានរំណត្ស់ដ្នយសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួងែូច្បជា
សរោះអរគិភយ័ែធ៏ៃនធ់ៃរ ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្សធវើការរាយការណ៌នូវស្ថថ នភាពអរគិភយ័សនាះ ែល់អរគនាយរននអរគ
នាយរដ្នន នធនធានររ ៉សដ្នយាមរយៈទូរស័ពឌនិងាមវធីិសមរសបសផេងៗសទៀត្ ជាបនាទ ន។់ 
(Mine safety reports) 

Article 29 
1  The concessionaire must submit mine safety reports to the minister or director general in 

charge of mines sector according to the procedures prescribed by the ministerial 
ordinance.   
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2  In the case of a major disaster prescribed by the ministerial ordinance occurs, the 
concessionaire shall report immediately the contents of the disaster to the director 
general in charge of mines sector by phone or other suitable methods. 

（報 告） 

第 29条  

１ 鉱物事業権所有者は、省令で定める手続きに従い、保安に関する必要な報告を鉱物部

門を所管する大臣又は鉱物資源総局長にしなければならない。 

 ２ 鉱物事業権所有者は、重大な災害として省令で定めるものが発生したときは、直ちに、

鉱物資源総局長に電話その他適当な方法により、災害の状況を報告しなければならない。 

 

 

(Mine safety reports) 

（រផនទីសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ）៉ 

មារា៣០  

１  មាច ស់សិទធការងារររ ៉រត្ូវបសងាើត្នូវ 「រផនទីសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ」៉ (ជាសរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ)និងររាច្បាបស់ែើមសៅ
ការោិល័យការដ្នន នររ ៉និង រត្ូវរត្ផតល់ជូនែល់អរគនាយរដ្នន នធនធានររជ៉ាសរៀងរាល់ឆ្ន  ំនូវច្បាបថ់្ត្ចំ្បលង
មយួច្បាប ់។ 

２ រនុងការបសងាើត្នូវ「រផនទីសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ」៉ចំ្បនុច្បរែលោបំាច្បរ់ត្ូវរត្សរសសរសលើរផនទីសនាះ នឹងរំណត្់
សដ្នយសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង។ 
(Mine safety maps) 

Article 30 
1  The concessionaire shall draw-up mine safety maps to be kept in the mine offices, and 

regularly submit copies to the director general in charge of mines sector , once a year. 
2  Items to be included in the mine safety maps shall be prescribed by the ministerial 

ordinance. 
（鉱山保安図） 

第３0条  

１ 鉱物事業権所有者は、「鉱山保安図」を作成し、これを鉱物事業事務所に備え、且つ、

その複本を毎年一回定期的に鉱物資源総局長に届け出なければならない。 

 ２ 「鉱山保安図」の作成にあたり、その記載すべき事項は、省令で定める。 

 

（ារព់ន័ធនឹងសសច្បរតីរបកាស） 
មារា៣១ 
១ មាច ស់សិទធិការងារររ ៉សោងាមការរំណត្ន់នមារាទី៥ រត្ូវរត្ោត្វ់ធិានោបំាច្ប ់រែលវធិានសនាះរត្ូវបាន
រំណត្ស់ដ្នយសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង។ 
២ រមមររររ ៉សោងាមការរំណត្ន់នមារា៦ រត្ូវរត្សោរពនូវចំ្បនុច្បោបំាច្បទ់ងំសនាះ រែលច្បំនុច្បទងំសនាះ
នឹងរត្ូវរំណត្ស់ដ្នយសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួង។ 
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ច្បំនុច្បទងំសនាះរមួមាន៖ រច្បនាសមពន័ធននការសសន្តងាគ ះ និងការសសន្តងាគ ះសៅសពលមានសរោះថ្នន រ,់ បាររ់សុត្និងរលំ
, របសភទននរសំសវនិងការបំផទុះ, របសភទោនសរបើសរមាបក់ារដ្នន នររ,៉ កាែឹរជញ្ាូ នាមរយៈរថ្យនតនិងរខេាន, 
បរកិាខ សុវត្ថិភាពននរបសភទម៉ាសីុន, អរគិភយ័និងការសឆ្ះសដ្នយធមមជាតិ្, វធិានការសំរាបក់ារដ្នន នររស៉រកាមែីរែល
បានសបាះបងស់ោលរចួ្បមរសហើយ, ទបស់្ថា ត្ក់ារបំពុលបរដិ្នន នសដ្នយស្ថរររ ៉(ថ្មសោល, ការសំណល់ររ,៉ អាច្បមរ៍រ ៉
( Tailings), ទឹរសៅរនុងការដ្នន នររស៉រកាមែី, ទឹររខវរ,់ ធូលី, សំសឡងថ្លង,់ ភាពរញ័រ, រផេងររ,៉ ការជីរែីនិងសផេ
ងៗសទៀត្), ឧបររណ៌ផលិត្សរបើសដ្នយច្បរនតអរគិសនី, ទីររនលងសធវើការសៅរនុងការដ្នន នររស៉រកាមែីនិងផលូវសៅរនុងការ
ដ្នន នររស៉រកាមែី, ខយល់ឆ្លងកាត្,់ ឧសម័នសៅរនុងររ,៉ ការផទុះសដ្នយធូលីធយូងថ្ម, ទីររនលងសធវើការសៅសលើែី, ស្ថរធាតុ្ពុ
ល។   
 

 

 

(Commission to ministerial ordinance)  

Article 31 
1  The necessary measures with regard to following subjects to be taken by the 

concessionaire, as stipulated in Article 5 of this law, shall be prescribed by  
the ministerial ordinance. 

2  The necessary items with regard to following subjects to be observed by mineworkers, 
as stipulated in Article 6 of this law, shall be prescribed by the ministerial ordinance. 

        
      Subjects: Rescue mechanism and activities during times of disaster; Rock-falls and collapses; 

Explosives and blasting; Haulage by vehicle typed mining machines, automobiles and 
belt conveyors; Safety device for machineries; Mine fires and spontaneous combustion; 
Measures of disused pits; Mine pollution prevention (waste  
stones, slag, tailings, mine-water, waste-water, dust, noise, vibration, smoke; the  
excavation of land and so on); Electric equipment; Underground passage and work  
places; Ventilation; Mine gas; Coal dust explosions; Work places on the ground; Toxic 

substances. 
（省令への委任） 
第３１条 

1  鉱物事業権所有者が、第５条の規定により、講じなければならない必要な以下の項目に

関する措置については、省令で定める。 

2  鉱山労働者が、第６条の規定により、守らなければならない必要な以下の項目に関する

事項については、省令で定める。 

 

 項目：救護体制及び災害時の救護；落盤及び崩壊；火薬類及び発破；車両系鉱山機械、

自動車及びベルトコンベアによる運搬；機械類の安全装置；火災及び自然発火；旧坑

の対策；鉱害防止（捨石、鉱さい、尾鉱、坑内水、廃水、粉じん、騒音、振動、鉱煙、

土地の掘削及びその他）；電気工作物；坑内通路及び坑内作業場；通気；鉱内ガス；炭

塵爆発；坑外作業場；毒劇物  
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（ការសរបើែីសៅសពលមានអសនន） 

មារា៣២  

１ មាច ស់សិទធការងារររ ៉សៅសពលមានភាពោបំាច្បសំ់រាបទ់បស់្ថា ត្នូ់វភាពសរោះថ្នន ររ់ែលនឹងឈានមរែល់រនុង
សពលែខ៏លីខាងមុខរែលទរទ់ងនឹងសុវត្ថិភាព សរកាយពីទទួលបានការអនុញ្ញា ត្ពីសំណាររ់ែនមន្តនតីទទួលបនទុរ
ការងារររ ៉អាច្បចូ្បលសរបើរបាស់ែីអនរែន៏ទបានភាល ម ឬរនុងរយៈសពលខលីណាមយួ បាន។ 

２ រនុងររណីននចំ្បនុច្បខាងមុន មាច ស់សិទធការងារររ ៉ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្ផតល់ែំណឹងែល់មាច ស់សនាះពីសោលបំណងនន
ការសរបើរបាស់ែីសនាះ។ 

３ សោងាមការរំណត្ន់នច្បំនុច្ប1 អនររែលច្បងស់របើរបាស់ែីសនាះ ឬចូ្បលសៅរនុងែីអនរែន៏ទ ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្កាន់
ភាា បជ់ាមយួនឹងលិខិត្អនុញ្ញា ត្ពីសំណាររ់ែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉សហើយសៅសពលមានការសសនើសំុ ឲ្យ
បងាា ញសដ្នយមាច ស់ែី ោបំាច្បរ់ត្ូវរត្បងាា ញនូវលិខិត្អនុញ្ញា ត្សនាះ។ 

４ សោងាមការរំណត្ន់នច្បំនុច្ប1 អនរបានសរបើរបាស់ែីសនាះរនុងរយៈសពលខលី ឬបានចូ្បលរនុងែីសនាះ ោបំាច្បរ់ត្ូវ
រត្បងសំ់ណងចំ្បសាះការខូច្បរែលបានសរើត្មានាមរយៈការសរបើរបាស់ សដ្នយាមតំ្នលទីផារ។ 
(Use of land in emergencies) 

Article 32         (Suspended Article) 

1  When it is necessary to prevent imminent danger, the concessionaire can – with the 
permission of the minister in charge of mines sector – enter onto a third party’s land, or 
use that land temporarily. 

2  In the case prescribed in Paragraph 1 above, the concessionaire shall immediately 
inform the owner of the land, accordingly. 

3  In case a person enters or uses a third party’s land as prescribed in Paragraph 1above, 
that person shall carry documents to prove that the minister’s permission has been 
granted, and have to produce the document if requested by the landowner. 

4  In case, as prescribed in Paragraph 1above, land belonging to a third party is entered 
onto or used temporarily, any loss or damages incurred shall be compensated for at 
current value.  

（緊急土地使用） 

第３２条   （保留条項） 

１ 鉱物事業権所有者は、保安に関する急迫の危険を防ぐため必要があるときは、鉱物部

門を所管する大臣の許可を受けて、直ちに他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用

することができる。 

２ 前項の場合には、鉱物事業権所有者は、すみやかにその旨をその土地の占有者に通知

しなければならない。 

３ 第一項の規定により、他人の土地に立ち入り、又はこれを使用しようとする者は、鉱

物部門を所管する大臣の許可を受けたことを証する書面を携帯し、土地の占有者の請求

があったときは、これを呈示しなければならない。 

４ 第一項の規定により、他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用した者は、時価に

より、これによって生じた損失を補償しなければならない。 
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ជំពូរ៣ ស្ថថ បន័អធិការរិច្បច 
（រច្បនាសមពន័ធអធិការរិច្បច） 

មារា៣៣  

ររសួង អរគនាយរដ្នន ន និងមនទីរសៅាមបណាត សខត្តៗរែលទទួលបនទុរការងារររ ៉សែើរតួ្នាទីសំខានរ់នុងការ
អនុវត្តនូវច្បាបស់នះ ។ 

Chapter Ⅲ Supervision authorities 

(Supervision) 

Article 33 
The Ministry, General Department and provincial Departments in charge of the mines 
sector shall enforce this law.  

第三章 監督機関 

（監督組織） 

第３３条  

鉱業部門を所管する省、総局及び地方局は、本法律を施行する。 

 

（មន្តនតីអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ）៉ 

មារា៣៤  

１ បសងាើត្ឲ្យមានមន្តនតីអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉សៅរនុងមនទីននបណាត សខត្តនានា សៅអរគនាយរដ្នន ន 
     ធនធានររ ៉ននររសួងររនិ៉ង ថ្នមពល ។ 

 ２  មន្តនតីអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉រឺជាមន្តនតីជាអនរធាល បប់ានអនុវត្តការងារជាររ់សតងទរទ់ងនឹងរែនបាល
ការងារររស៉លើសពី៣ឆ្ន  ំនិងជាអនរបានបញ្ចបរ់មមសិរារផនរមន្តនតីអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉និងសដ្នយមាន
ការោត្ា់ងំពីសំណាររ់ែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ។៉ 
 (Mine safety inspectors) 

Article 34 
1  Mine safety inspectors shall be staffed in the Ministry, General Department and 

provincial Departments in charge of mines sector.   
2  The mine safety inspector shall have at least 3 years’ practical experience in mine 

administration, shall have completed a training course in mine safety, and shall be 
appointed by the minister in charge of mines sector.        

（（鉱山保安監督官） 

第３４条  

１ 鉱物部門を所管する省、総局及び地方局に鉱山保安監督官を配置する。 

 ２ 鉱山保安監督官は、３年以上鉱山行政に関する実務に従事した者であって、且つ鉱山

保安に関する研修を修了した者について、鉱物部門を所管する大臣が任命する。 

      

（សិទធិអំណាច្បននមន្តនតីអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ）៉ 

មារា៣៥ 
１  មន្តនតីអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉ សៅសពលមានភាពោបំាច្បស់លើការងារអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉



27 

 

អាច្បមានសិទធិចូ្បលសៅរនុងការដ្នន នររ ៉អាច្បមានសិទធិពិនិត្យនូវការងារទរទ់ងនឹងសុវត្ថិភាព ឬសសៀវសៅរំណត្ ់
សហតុ្សតីអំពីស្ថថ នភាពននអោរ ឬអាច្បមានសិទធិសួរសំណួរែល់អនររែលារព់ន័ធបាន។ 

２ ររបរ់ាល់សពលសធវើការរត្ួត្ពិនិត្យ មន្តនតីអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉ចំ្បបាច្បរ់ត្ូវរត្បងាា ញនូវលិខិត្សំោល់
ខលួន និងលិខិត្សបសរមមរបស់ខលួន។ 

3     មន្តនតីអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉សតីពីបទសលមើសនឹងច្បាបស់នះ សោងាមរយៈការរំណត្ន់នររមនីតិ្វធីិ
រពហមទណឌ  នឹងអនុវត្តការងារសនាះរនុងនាមជានររបាលយុត្តិធម។៌ 

 

 

 (Jurisdiction of the mine safety inspector) 

Article 35 
1  The mine safety inspector has the power to enter a mine to inspect safety-related duties, 

facilities, records, documentation and other safety-related matters, as well as question 
the people concerned.  

2  Every inspection, the inspector has to present its identification and show the inspection 
mission letter to the people concerned.   

3  The mine safety inspectors perform the duties as judicial police officers pursuant to the 
provisions of the Criminal Law for crimes that violate this Law.     

 
（鉱山保安監督官の権限） 

第 35条  

１ 鉱山保安監督官は、保安の監督上必要があるときは、鉱山に立ち入り、保安に関する

業務若しくは施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係人に対し

て質問することができる。 

２ 鉱山保安監督官が前項の規定により査察を行い、又は質問する場合は、その身分を示

す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 

３ 鉱山保安監督官は、この法律に違反する罪について刑事法の規定による司法警察員と

しての職務を行う。 

 

មារា៣៦  

１ វធីិអនុវត្តននការសរបើរបាស់សភលើងឬរំឡងំម៉ូទរ័ វត្ថុធាតុ្ននរបសភទរសំសវ ឬការសរបើអោរផលិត្រមមសផេងៗ អោរ 
ឧបររណ៌សំភារៈ ម៉ាសីុនរែលសរបើារព់ន័ធនឹងការងារររ ៉សៅសពលមានភាពសរោះថ្នន រនឹ់ងសរើត្សឡើងរនុងសពលែ៏
ខលីទរទ់ងនឹងសុវត្ថិភាព និងមានបទសលមើសនឹងសសច្បរតីរបកាសសដ្នយអនុសោមាមច្បាបស់នះ  មន្តនតីអធិការរិច្បច
សុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉អាច្បមានសិទធិសរបើនូវសិទធិអំណាច្បរបស់រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររប៉ាន សដ្នយាមការ
រំណត្ន់នមារា២៥ននច្បាបស់នះ។ 

２ សៅសពលមានសរោះថ្នន រនឹ់ងសរើត្សឡើងរនុងសពលែខ៏លីទរទ់ងនឹងសុវត្ថិភាព សោងាមរយៈការបានជីររជួល
សៅខាងសរៅននតំ្បនរ់រស៉ដ្នយមាច ស់សិទធិការងារររ ៉មន្តនតីអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉អាច្បមានសិទធិសរបើនូវសិទធិ
អំណាច្បរបស់របស់រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររប៉ាន សដ្នយអនុសោមាមការរំណត្ន់នមារា២៥ននច្បាប់
សនះ។ 
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３ សៅសពលមានភាពោបំាច្បជ់ាបនាទ នសំ់រាបស់ធវើការជួយ សសន្តងាគ ះែល់ជនរងសរោះ មន្តនតីអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការ
ដ្នន នររ ៉អាច្បមានសិទធិសរបើនូវសិទធិអំណាច្បរបស់របស់រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររប៉ាន សដ្នយាមការ រំណត្ន់ន
មារា២៦ននច្បាបស់នះ។ 

４ សៅសពលសធវើការបញ្ញា ាមការរំណត្ន់នចំ្បនុច្ប1 ច្បំនុច្ប 2 ច្បំនុច្ប 3 ននមារាមុន មន្តនតីអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការ
ដ្នន នររ ៉រត្ូវរត្សធវើការរាយការណ៌លំអិត្ ែល់អរគនាយរននអរគនាយរដ្នន នធនធានររ ៉ឬ ជួនែល់រែនមន្តនតីទទួល
បនទុរការងារររជ៉ាមុនសិន។ 

５ សតីពីបញ្ញា ាមរយៈមន្តនតីអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉អនុសោមាមការរំណត្ន់នចំ្បនុច្ប1, 2, 3 ននមារា
មុន រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉សោងាមការរំណត្ន់នមារា២៥ ឬមារា២៦ រឺោត្ទុ់រថ្នអនរសនាះជាអនរ
អនុវត្តជំនួសអរគនាយរននអរគនាយរដ្នន នធនធានររ ៉ឬរែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ។៉ 

 

Article 36 
1  In case a mine safety inspector recognizes that the use or handling of machinery, 

equipment, buildings, structures or other facilities, or the management of explosives, 
motive power or fires in mineral-related operations violates this law or ministerial 
ordinance based on the law, or that there is an imminent safety risk, the inspector has 
the authority to carry out the duties of the director general in charge of mines sector, as 
prescribed in Article 24, Paragraph 1 of this law. 

2  In case a mine safety inspector recognizes that there is an imminent safety risk due to 
excavation outside the concessionaire’s mining area, the inspector has the authority to 
carry out the duties of the minister in charge of mines sector, as prescribed in Article 25 
of this law.  

3  In case there is a need for urgent rescue of a disaster victim, a mine safety inspector has 
the authority to carry out the duties of the said minister, as prescribed in Article 26 of 
this law.  

4  When a mine safety inspector issues orders to the concessionaire as a result of safety 
risks being recognized, as prescribed in Paragraphs 1 to 3 inclusive above, the inspector 
shall promptly report the details of the orders to the said director general concerning the 
provision of Article 24, paragraph 1, or the said minister concerning the provision of 
Articles 26 to 27 inclusive of this law in advance. 

5  The orders issued by the mine safety inspector as prescribed in paragraphs 1 to 3 
inclusive above, shall be regarded as orders issued by the said director general in 
accordance with Article 24, paragraph 1, and by the said minister in accordance with 
Articles 26 to 27 inclusive of this law.   

第３６条  

１ 鉱物事業に使用する機械、器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その

他の材料、動力若しくは火気の取扱その他の実施の方法が、この法律又はこの法律に基

づく省令に違反し、且つ、保安に関し急迫の危険があるときは、鉱山保安監督官は、第

２４条第１項に規定する鉱物資源総局長の権限を行うことができる。 

２ 鉱物事業権所有者が鉱区外に侵掘したことにより保安に関し急迫の危険があるときは、
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鉱山保安監督官は、第２５条に規定する鉱物部門を所管する大臣の権限を行うことがで

きる。 

３ 被災者を救出するため緊急の必要があるときは、鉱山保安監督官は、第２６条に規定

する鉱物部門を所管する大臣の権限を行うことができる。 

４ 鉱山保安監督官は、前第１項、第２項又は第３項に規定される命令を行う際には、鉱

物部門を所管する総局長又は大臣に対して事前に命令に関する詳細な報告を行わなけれ

ばならない。 

５ 前第１項、第２項又は第３項の規定に基づく鉱山保安監督官による命令については、

鉱物資源総局長が第２４条第１項、鉱物部門を所管する大臣が第２５条及び第２６条の

規定によりしたものとみなす。 

 

（ការរាយការណ៌ច្បំសាះស្ថថ បន័អធិការរិច្បចាមរយៈរមមររររ）៉ 

មារា៣៧  

１ សៅសពលមានសរោះថ្នន រស់រច្បើន ឬនឹងអាច្បសរើត្សឡើងនូវសរោះថ្នន រ ់ាមរយៈមានភាពជាររ់សតងននបទសលមើស
នឹងសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួងសដ្នយអនុសោមាមច្បាបស់នះឬច្បាប ់សៅរនុងការដ្នន នររ ៉រមមររររអ៉ាច្បមាន
សិទធិសធវើការរាយការណ៌ែល់មន្តនតីអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉ឬរបធានមនទីររនិ៉ងថ្នមពល សៅាមបណាត
សខត្តនានា បាន។ 

２ មាច ស់សិទធិការងារររ ៉មនិអាច្បសធវើការបញ្ឈបក់ារងារ ឬសធវើ ឲ្យរមមររររ ៉មនិមានផលរបសោជន ៌សដ្នយស្ថររត្
ោត្ប់ានយរសរឿងទងំសនាះយរមររាយការណ៌ បានសឡើយ។  

(Reports by a mineworker to supervision authorities)  

Article 37  
1  In case there is a violation of this Law or ministerial ordinance based on the law, or 

damage occurs or there is a risk of such damage occurring, a mineworker may report 
such facts to the provincial director in charge of mines sector or a mine safety inspector. 

2  The concessionaire shall not dismiss a mineworker or treat the worker unfairly as a 
result of reports prescribed in Paragraph 1 above being made. 

（鉱山労働者による監督機関への報告） 

第３７条  

１ 鉱山においてこの法律又はこの法律に基づく省令に違反する事実があり、且つ、危害

を生じ、又はそのおそれが多いときは、鉱山労働者は鉱物部門を所管する地方の部長又

は鉱山保安監督官に報告することができる。 

２ 鉱物事業権所有者は前項の報告をしたことを理由として、鉱山労働者に対して解雇そ

の他不利益な取扱をしてはならない。 

 
（រណៈរមាម ការសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ）៉ 
មារា៣៨  

រណៈរមាម ការសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉នឹងរត្ូវបសងាើត្សឡើងសដ្នយអនុររឹត្យ។ 
(Mine Safety Advisory Committee) 
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Article 38  

The Mine Safety Advisory Committee shall be formed under the Ministry in  
charge of mines sector in accordance with a sub-decree.  

（鉱山保安顧問委員会） 

第３８条  

鉱物部門を所管する省に、政令に基づき、鉱山保安諮問委員会を設置する。 

 
មារា៣៩  

១ រណៈរមាម ការសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉សោងាមការរំណត្រ់បស់អនុររឹត្យ ទទួលសំសណើ រពីសំណាររ់ែនមន្តនតីទទួល
បនទុរការងារររ ៉និងមាច ស់សិទធិការងារ សធវើការពិភារារស្ថវរជាវសតីអំពីចំ្បនុច្បសំខាន់ៗ រែលទរទ់ងនឹងសុវត្ថិភាព។ 
២ រណៈរមាម ការសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉នឹងរត្ូវបសងាើត្សឡើងសដ្នយមានការចូ្បលរមួពីសំណាររ់ែនមន្តនតីទទួលបនទុរ
ការងារររ ៉ឬសដ្នយអនរតំ្ណាង បញ្ញា វន័តរនុងចំ្បនួនសរច្បើននារ ់អនរតំ្ណាងឲ្យរមមររនិងមាច ស់ការងាររររ៉នុងចំ្បនួនែូច្បោន ។ 
៣  សតីពីចំ្បនុច្បលំអិត្ននរច្បនាសមពន័ធនិងមុខងាររបស់រណៈរមាម ការសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉នឹងរច្បងសដ្នយអនុររឹត្យ។ 
Article 39  

1   The Mine Safety Advisory Committee shall investigate and deliberate important  
matters of mine safety on consultation with the minister in charge of mines sector.    

2   The Mine Safety Advisory Committee shall be composed of the said minister or  
his/her representatives, some of academic background, and equal number of  
representatives from mineworkers and concessionaires in mines.    

3   The detailed function and composition of the Mine Safety Advisory Committee shall be 
prescribed by a sub-decree.  

第３９条  

１ 鉱山保安諮問委員会は、政令に基づき、鉱物部門を所管する大臣の諮問に応じて保安

に関する重要事項について調査審議を行う。 

２ 鉱山保安諮問委員会は、鉱物部門を所管する大臣又はその代理人、複数の学識経験者、

同数の鉱山労働者及び鉱物事業権所有者を代表する者により構成される。 

３ 鉱山保安諮問委員会の機能及び構成の詳細事項については、政令で定める。 

  

 (អងគភាពបណតុ ះបណាត លសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ)៉ 
មារា៤០  

    ១ រែនមន្តនតីទទួលបនទុរការងារររ ៉សែើមបសីធវើរមមសិរាទរទ់ងនឹងសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉រត្ូវបសងាើត្ទីររនលងសធវើរមម
សិរាសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ។៉ 
    ២ ទីររនលងសធវើរមមសិរាសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉សែើមបបីណតុ ះបណាត លអនររែលនឹងកាល យសៅជាមន្តនតីអធិការរិច្បច
សុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉និងបសច្បចរសទសសុវត្ថិភាពការដ្នន ន។  

  (Mine safety training units) 
Article 40  

1  The Ministry in charge of mines sector shall establish the mine safety training units for 
training in mine safety. 
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2  The mine safety training units shall nurture technical mine safety personnel  
working in mines and potential mine safety inspectors by means of training in 
mine safety.   

（鉱山保安研修所） 

第４０条  

１ 鉱物部門を所管する省は、鉱山保安に関する研修を行うため、鉱山保安研修所を

設置する。 

  ２ 鉱山保安研修所では、鉱山保安技術者及び鉱山保安監督官の候補者を養成するた

め、鉱山保安に関する実務研修を行う。 

 

 

（ឯរស្ថរជំនួយៈ ជំពូរ៤ ការផារពិនយ័）  

មារា៤១  

ចំ្បសាះបុរគលណារែលអនុវត្តចំ្បនឹងចំ្បនុច្បនីមយួៗខាងសរកាម នឹងមានការពិនយ័ចំ្បនួនទឹររបារស់រកាម
៣,០០០ែុោល  ឬជាបព់នធធនាោរចំ្បនួនសរកាម៣ឆ្ន ៖ំ 
១ បុរគលណារែលបានសលមើសនឹងការរំណត្ន់នមារា២០ ឬ មារា២០-១ ឬមារា២០-៤។  
២ បុរគលណារែលបានសលមើសនឹងការរពមាន ឬបទបញ្ញា  សោងាមរយៈាមការរំណត្ន់នមារា    
     ៨-២ មារា២០-៣ មារា២៣ មារា២៤-២ មារា២៥ មារា២៦ ឬ មារា២៧-១។ 

Chapter IV Penal Provisions (Reference) 
Article 41  

Parties to which any of the following subsections apply shall be punishable by 
imprisonment of no more than three years, or a fine of no more than 300,000 yen. 
1  Parties that violate the provisions of Article 20, Paragraphs 1 or 4. 
2  Parties that violate an order or penalty according to the provisions of Article 8, 

Paragraph 2; Article 20, Paragraph 3; Article 23; Article 24, Paragraph 2; Article 25, 
26; or Article 27, Paragraph 1.  

（参考：第四章 罰 則）  

第４１条  

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第２０条第１項又は同第４項の規定に違反した者 

二 第８条第２項、第２０条第３項、第２３条、第２４条第２項、第２５条、第２６条

又は第２７条第１項の規定による命令又は処分に違反した者 

 

មារា៤២  

ចំ្បសាះបុរគលណារែលអនុវត្តចំ្បចំ្បនុច្បនីមយួៗខាងសរកាម នឹងមានការពិនយ័ចំ្បនួនទឹររបារស់រកាម១,០០០
ែុោល  ឬជាបព់នធធនាោរចំ្បនួនសរកាម១ឆ្ន ៖ំ 
១ បុរគលណារែលបាន ឲ្យរមមររររស៉ធវើការ រែលសលមើសនឹងការរំហិត្ននមារា៧-២។ 
២ បុរគលណារែលបានសលមើសនឹងការរំណត្ន់នមារា៨-១ មារា៩-១ មារា១១-១ មារា១៣-១ ឬ 
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      មារា១៣-៣, មារា១៣-៥, មារា២២-១ ឬមារា៣៧-២។ 
៣ បុរគលណារែលបានរាយការណ៌ភូត្រុហរ ឬ មនិបានរាយការណ៌នូវអវីរែលសលមើសនឹងការរំណត្ន់ន 
មារា៩-៣ មារា១៩-១ មារា២១-១ ឬ មារា២១-២។ 

៤ បុរគលណារែលបានសលមើសនឹងការរពមាន ឬបទបញ្ញា  សោងាមរយៈការនឹងការរំណត្ន់នមារា៩-៤ 
មារា១១-៤ មារា១៤-១ មារា១៩-២ ឬមារា២១-៤។     

៥ បុរគលណារែល សលមើសនឹងសសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួងសោងាមរយៈការរំណត្ន់នមារា៣១-១សដ្នយ 
អនុសោមាមមារាទី៥ននច្បាបស់នះ ឬ បុរគលណាមនិសោរពាមការរំណត្ន់នមារា៦សដ្នយសលមើសនឹង
សសច្បរតីរបកាសរបស់ររសួងាមការរំណត្ន់នមារា៣១-២។ 

Article 42 
Parties to which any of the following subsections apply shall be punishable by 
imprisonment of no more than one year, or a fine of no more than 150,000 yen. 
1  Parties that employ a mineworker to do tasks that violate restrictions according to 

the provisions of Article 7, Paragraph 2. 
2  Parties that violate the provisions of Article 8, Paragraph 1; Article 9, Paragraph 1; 

Article 11, Paragraph 1; Article 13, Paragraphs 1,3 or 5; Article 22, Paragraph 1 or 
Article 37, Paragraph 2. 

3  Parties that violate, fail to submit notifications for, or make false notifications 
regarding the provisions of Article 9, Paragraph 3; Article 19, Paragraph 1; Article 
21, Paragraph 1 or 2.  

4  Parties that violate orders or penalties according to the provisions of Article 9, 
Paragraph 4; Article 11, Paragraph 4; Article 14, Paragraph 1; or Article 19, 
Paragraph 2; or Article 21, Paragraph 4. 

5  Parties that violate the ministerial ordinances according to the provisions of Article 
31, Paragraph 1; who fail to carry out measures prescribed in Article 5 and of 
Article 31, Paragraph 2; who violate the provisions of Article 6. 

第４２条  

次の各号に一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 

一 第７条第２項の制限に違反して鉱山労働者を就業させた者 

二 第８条第１項、第９条第１項、第１１条第１項、第１３条第１項、同条第３項、同

条第５項、第２２条第１項又は第３７条第２項の規定に違反した者 

三 第９条第３項、第１９条第１項、第２１条第１項若しくは第２１条第２項の規定に

違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

四 第９条第４項、第１１条第４項、第１９条第２項又は第２１条第４項の規定による

命令又は処分に違反した者 

五 第３１条第１項の規定による省令に違反して第５条に定める措置を講ぜず又は第３

１条第２項の規定による省令に違反して第６条に定める事項を守らない者 
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មារា៤៣  

ចំ្បសាះបុរគលណារែលអនុវត្តចំ្បនឹងចំ្បនុច្បនីមយួៗខាងសរកាម នឹងមានការពិនយ័ជាចំ្បនួនទឹររបារស់រកាម
៥០០ែុោល ៖ 
 ១ បុរគលណារែលបានសលមើសនឹងការរំណត្ន់នមារា៧-១ មារា១៨-១ មារា១៨-២ ឬមារា៣១-១។  

        ២ បុរគលណារែលបានរាយការណ៌ភូត្រុហរ ឬមនិបានរាយការណ៌នូវអវីរែលសលមើសនឹងការរំណត្ន់ន  
      មារា៩-៥ ឬមារា៣២-២។  

        ៣ បុរគលណារែលបានរាយការណ៌ភូត្រុហរ ឬមនិបានរាយការណ៌នូវអវីរែលសលមើសនឹងការរំណត្ន់ន  
       មារា៣២-១។ 
 ៤  បុរគលណាមនិមានលិខិត្សំោល់ខលួនកានម់រជាមយួ រែលសលមើសនឹងការរំណត្ន់នមារា៤៥-៣ ឬមនិ
បានបងាា ញនូវលិខិត្សនាះាមការសសនើសំុឲ្យបងាា ញ។ 

 ៥ បុរគលណាមនិរពមទទួលការរត្ួត្ពិនិត្យ បងា ឲ្យមានឧបសរគ សរច្បសវស ឬមនិច្បងស់ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់
មន្តនតីអធិការរិច្បចសុវត្ថិភាពការដ្នន នររ ៉រែលសលមើសនឹងការរំណត្ន់នមារា៣៥-១ ។ 

Article 43 
Parties to which any of the following subsections apply shall be punishable by a fine of 
no more than 50,000 yen. 
1  Parties that violate the provisions of Article 7, Paragraph 1; Article 18, Paragraphs 1 

or 2; Article 30, Paragraph 1. 
2  Parties that violate, fail to submit notifications for, or make false notifications 

regarding the provision of Article 9, Paragraph 5 or Article 29, Paragraph 2. 
3  Parties that violate, fail to submit notifications for, or make false notifications 

regarding the provisions of Article 29, Paragraph 1. 
4  Parties that fail to carry or produce documented proof of permission, in violation of 

the provisions of Article 32, Paragraph 3. 
5  Parties that refuse to allow, interfere with or evade on-site inspections, prescribed in 

Article 35, Paragraph 1, or those who fail to respond to questioning by a mine 
safety inspector. 

第４３条  

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 

一 第７条第１項、第１８条第１項、同第２項又は第３０条第１項の規定に違反した者 

二 第９条第５項又は第２９条第２項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出を

した者 

三 第２９条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

四 第３２条第３項の規定に違反して書面を携帯せず、又はこれを呈示しなかった者 

五 第３５条第１項の規定による鉱山保安監督官による査察を拒み、妨げ、若しくは忌

避し、又は質問に対して陳述をしなかった者 

 
មារា៤៤  

អនររែលរត្ូវបានសរបើសដ្នយមាច ស់ការងារររ ៉ឬ អនររែលអនុវត្តការងារររា៉មការរំណត្ន់នមារា១៩-១នន
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ច្បាបស់នះ  ទរទ់ងសៅនឹងការងាររបស់មាច ស់សិទធិការងារររ ៉សៅសពលមានបទសលមើសននមារា៣មុន(មារា៤១, 
៤២, ៤៣ ) សរៅពីការពិនយ័ែល់ស្ថមុខីលួនរែលរបរពឹត្ត នឹងមានការពិនយ័ជាទឹររបារស់ៅាមមារានីមយួៗ 
ចំ្បសាះមាច ស់សិទធការងារររ ៉ផងរែរ។ 

Article 44  
In case an employee of the concessionaire or a contractor, as prescribed in Article 19, 
Paragraph 1 of this law, violates the provisions while carrying out the concessionaire’s 
duties, as prescribed in Articles 41 to 43 inclusive above, the respective punishment 
shall apply to not only the violator, but also the concessionaire. 

第４４条  

鉱物事業権所有者の使用人又は本法第１９条第１項に規定する従業者が、鉱物事業権

所有者の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、鉱物事業権

所有者に対して各本条の罰金刑を科する。 

 



1 
 

カンボジア王国の鉱山保安規則（第一段階）原案 

本鉱山保安規則（第一段階）は、鉱山保安法と同時期に施行する。                 November 2015 (revised on July 2016)  
鉱山保安法案 鉱山保安規則案（第一段階） 

第一章 総 則 

（法律の目的） 

第１条  
この法律は、「鉱物資源の管理及び利用に関する法律」と相俟

って、カンボジア王国における鉱山労働者に対する危害の防止と

ともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図ることを目的と

する。 

 

（用語の意義） 
第２条  

本法において定義される用語は、以下のとおり解釈する。 

１「鉱物事業許可書」は、対象地域が所在する鉱物部門を管轄す

る州又は地方自治体によって発行される手工業採掘許可書、鉱

物部門を所管する大臣によって発行される、石材採掘許可書、

宝石採掘許可書、鉱物（宝石原石）切削許可書、鉱物探査許可

書及び産業採掘許可書の計６種類に分類される。 

２ 「鉱物事業権所有者」とは、対象地域が所在する鉱物部門を

管轄する州又は地方自治体によって発行される鉱物事業を行

うための許可書を所有する個人のほか、鉱物部門を所管する大

臣によって発行される鉱物事業を行うための許可書を所有す

第一章    総 則 

 

（適用範囲） 

第１条 

  この規則は、カンボジア王国の鉱山保安法（以下「法」という。）に基づ 

き、鉱物事業に関する保安について規定する。    

  

（用語の意義） 

第２条 

１ この規則において「坑内」とは、鉱山の地中において掘削した空間であっ 

て、次の各号の一に掲げるものをいう。 

1)  その一部が採掘作業場となっているもの。 

2) その一部が採掘作業場となるべき箇所と地表とを連絡するため掘進す 

る作業場となっているもの。 

3)  その一部が鉱床の状況を探査するため掘進する作業場となっているも 

の。  

4)  前各号に掲げるものと直接地中において連絡することを目的として掘 

削中のもの。 

5)  鉱床又はその周辺と地表とを連絡するために掘削された水平坑、斜坑 

及び立坑から構成される坑道であって、採掘作業場又は掘進作業場にお 
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る個人又は法人をいう。 

但し、手工業採掘に係る許可書については、カンボジア国民

に限り発行される。 

３ 「鉱物事業」とは、概査、探査及び採鉱の事業、これに附属

する選鉱、金属溶解及び製錬の事業並びに尾鉱ダム管理及び採

掘跡地の復旧の事業をいう。 

４ 「鉱山」とは、鉱物事業を行う事業場をいう。 

５ 「鉱山労働者」とは、鉱物事業権所有者に雇用され、鉱山に

おいて鉱物事業に従事する者をいう。 

６ 「鉱害防止事業」とは、捨石集積場、選鉱場又は坑内水の処

理施設に附属する沈殿物の集積場及び鉱滓集積場の覆土、植栽

等の事業、坑道の坑口閉塞の事業並びに施設の終了後において

も汚染の状態、量が規定された基準に適合しない坑内水又は廃

水を永続して処理する事業をいう。 

  
第３条 
  「保安」とは、鉱物事業に関する次の各号の事項をいう。 

一 鉱山における人に対する危害の防止 

二 鉱物資源の保護 

三 鉱山の施設の保全 

四 鉱害の防止 

五 衛生に関する通気 

六 災害時における救護 

 

ける保安の確保を目的としているもの。 

２ この規則において「爆発性の炭塵」とは、試料を採取し、これを分析した 

ときに、その揮発分が１１パーセントを超える炭層から発生する炭塵をい 

う。 

３ この規則において「建設物」とは、坑外においては、選炭場、選鉱場、砕 

鉱場、か焼場、製錬場、堰（えん）堤及びその他の築造物を、坑内において 

は、坑道及びその支柱、堰堤その他の築造物をいう。 

４ この規則において「工作物」とは、巻揚装置、掘削装置、ベルトコンベア、 

扇風機、廃棄物焼却炉、コンプレッサー、変電設備などの機械、器具その他 

の材料の集合したものが一体となって操作されるものをいう。 

５ この規則において「車両系鉱山機械」とは、鉱山において、原動機により 

自走できる機械（軌条又は架線を除く。）であって、「鉱山保安法に規定する 

手続き、記載事項等に関する規則」に規定するものをいう。 

６ この規則において「鉱山道路」とは、鉱山において車両系鉱山機械又は自 

動車の走行の用に供する坑外の道路をいう。 

７ この規則において「汽缶」とは、密閉した容器で大気圧より高い圧力の蒸 

気を発生する蒸気缶及び密閉した容器でその缶内の水の温度を上昇させて 

容器外に給湯する温水缶をいう。 

８ この規則において「特殊汽缶」とは、密閉した容器で蒸気を発生し、又は 

蒸気を受け入れて品物を熱する蒸缶、密閉した容器で大気圧より高い圧力の 
蒸気を発生する蒸発器及び密閉した容器で蒸気を蓄積する蓄熱器をいう。 

９ この規則において「起重機」とは、吊り揚げに原動機を使用する起重機 
であって、吊り揚能力３トン以上のもの、掴み能力０．５トン以上のグラブ 
バケット付きのもの又は主柱若しくはブームの長さ１０メートル以上のも 
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（法律の適用及び処分等の効力） 

第４条  

 １ この法律は、「鉱物資源の管理及び利用に関する法律」第４

条に規定される鉱物事業権所有者が行う鉱物事業又は鉱物事

業権が消滅してから５年以内の元鉱物事業権所有者が事業を

実施した施設に対して適用する。 

２ この法律の規定によってした処分及び鉱物事業権所有者が

この法律によってした手続きその他の行為は、鉱物事業権所有

者の承継人に対しても、その効力を有する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のをいう。 
１０ この規則において「鉱業廃棄物」とは、鉱物事業の実施により生じた不 
要物であって、次に掲げるものをいう。 
1) 金属の鉱床又は石炭の炭層を採掘する際に生ずる捨石 
2) 鉱滓 
3) 沈殿物 
4) 燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ及び廃プラスチック類、その他の液体 
5) ポリ塩化ビフェニルが塗布された紙くず、ゴムくず、金属くず、ガラス 

くず、陶磁器くず及び工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片そ 
の他これに類する不要物  

6) 煤煙発生施設若しくは鉱煙発生施設又はポリ塩化ビフェニルが付着し 
た廃油、廃プラスチック類、紙くず若しくは金属くずの焼却施設において 
発生した煤塵であって、集塵機その他の設備によって集められたもの 

7) ダイオキシン類の発生を伴う廃棄物焼却炉において生じた煤塵であっ 
て、集塵機その他の設備によって集められたもの 

8) 前各号に掲げる鉱業廃棄物を処分するために処理したもの 
１１ この規則において「有害鉱業廃棄物」とは、次に掲げるものをいう。 

1)  前項第１号、第２号、第３号及び第６号に掲げる鉱業廃棄物並びに廃油、 
廃プラスチック類、紙くず及び金属くずの焼却施設において生じた燃え殻 
及び集塵機によって集められた煤塵で、「鉱業廃棄物の処理に関する基準」 
に定められた物質であって同基準に適合しないもの並びにこれらの鉱業 
廃棄物を処分するために処理したもの 

2)  ダイオキシン類の発生を伴う廃棄物焼却炉において生じた燃え殻若し 
くは集塵機によって集められた煤塵又は廃ガス洗浄施設を有する廃棄物



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

焼却炉の廃ガス洗浄施設から排出された沈殿物で、「鉱業廃棄物の処理に

関する基準」に適合しないもの及びこれらの鉱業廃棄物を処分するために

処理したもの 
１２ この規則において「鉱煙」とは、鉱山施設から排出された、硫黄酸化物、 

窒素酸化物、煤煙、塩化水素、カドミウム及びその化合物、及び鉛及びそ 
の化合物であって、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれ 
がある物質で大気の汚染の原因となる有害大気汚染物質をいう。 

１３ この規則において「ダイオキシン類」とは、次の物質をいう。 
1)  ポリ塩化ジベンゾフラン 
2)  ポリ塩化ジベンゾフラン－パラ－ジオキシン 
3)  コプラナ－ポリ塩化ビフェニル 

１４ この規則において「特定有害物質」とは、これらが土壌又は水に含まれ 
ることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある、次の物質を 
いう。 
1)  カドミウム及びその化合物 
2)  六価クロム化合物 
3)  シアン化合物 
4)  水銀及びその化合物  
5)  セレン及びその化合物 
6)   鉛及びその化合物 
7)  砒素及びその化合物  
8)  有機りん化合物 
9)   ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 
10)   四塩化炭素 
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11)  トリクロロエチレン 
12)  テトラクロロエチレン   
 

 （鉱山の種別） 
第３条 
１ 本規則では、鉱種に応じて、石炭鉱山、金属鉱山及び非金属鉱山に種別す 

る。 
２ 坑内採掘を行う石炭鉱山については、Ａ種炭坑とＢ種炭坑に区分する。 
３ Ａ種炭坑は、次の各号の一に該当する石炭鉱山であって、鉱物部門を所管 
する大臣が指定するものをいう。 
1)  排気坑道の気流中における可燃性ガス含有率が０．２５パーセント以 
上であるもの 

2)  採掘作業場の気流中における可燃性ガス含有率が０．５パーセント以 
上であるもの 

3) 通気施設の運転を一時間停止したとき含有率３．０パーセント以上の 
可燃性ガスが通行坑道又は採掘作業場に見出されるもの 

４ Ｂ種炭坑は、Ａ種炭坑以外の石炭鉱山をいう。 
５ 第３項各号の可燃性ガス含有率は、鉱山保安監督官が精密可燃性ガス検定 

器又はガス分析によって、当該箇所の空気を数回系統的に測定した結果に 
よる。                         
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鉱山保安法案 鉱山保安規則案（第一段階） 
第二章 保 安 

 

（鉱物事業権所有者の義務） 

第５条  

鉱物事業権所有者は、次の各号のため必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

一 落ばん、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭塵の爆発、

自然発火及び坑内火災の防止 

二 ガス、粉塵、捨石、鉱滓、坑内水、廃水及び鉱煙の処理に

伴う危害又は鉱害の防止 

三 機械、器具、火薬類、動力及び火気の取扱いに伴う危害の

防止 

四 通気の確保及び救護体制 

五 鉱物資源の保護 

六 機械、器具、建設物及び工作物の保全 

七 土地の掘削による鉱害の防止 

八 鉱物事業に使用する鉱山施設の設置又は変更の工事に伴 

う危害の防止 

    

（鉱山労働者の義務） 

第６条  

鉱山労働者は、鉱山において保安のため必要な事項を守らなけ

ればならない。   

第二章   保 安 
第一節   通 則 
（鉱物事業権所有者の義務）  
第４条  
１ 鉱物事業権所有者が、法第５条第１号から第８号に規定する、保安のため 

講じなければならない具体的な措置の内容については、法第３１条第１項の 
規定に基づき、本規則に定める。 

２ 鉱物事業権所有者は、「鉱物資源の管理及び利用に関する法律」第２１条 
第１項の規定により届出をし、許可を得た「探査作業計画書」又は「鉱業実 
施可能性調査書」に定められた技術・財務計画に基づき鉱物事業を実施しな

ければならない。        
 
 
 
 
 
 
 
 
（鉱山労働者の義務） 

第５条  

鉱山労働者が、法第６条の規定により保安のため守らなければならない具

体的な事項については、法第３１条第２項の規定に基づき、本規則に定める。 
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（保安教育） 

第７条  

１ 鉱物事業権所有者は、鉱山労働者にその作業を行うに必要な

保安に関する教育を施さなければならない。 

２ 特に危険な作業について、保安のため鉱山労働者に施すべき

教育の程度及びこれを修了しない者の就業の制限は、省令で定

める。 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第二節   保安教育 
（危険業務に関する保安教育） 
第６条 
１ 鉱物事業権所有者は、法第７条第２項に基づき、次の各号に掲げる、特に 

危険な作業に従事する鉱山労働者については、「鉱山保安法令に規定する手 
続き、記載事項に関する規則」の規定に従い、保安教育を施さなければなら 
ない。 
1) 最高使用圧力０．４メガパスカル以上の汽缶における燃焼の作業 
2) 最高使用圧力０．４メガパスカル以上の特殊汽缶における操作の作業 
3) 電気工作物の設置、保全又は修理の作業 
4) 携帯用安全電灯を整備する作業 
5) 人を運搬する巻揚機又は５０キロワット以上の原動機を使用する巻揚 

機を運転する作業 
6) 機関車を運転する作業 
7)  坑内において内燃機関を整備する作業 
8)  車両系鉱山機械（内燃機関を原動機として使用しないものを除く。）を 

整備する作業  
9)  自動車を整備する作業 
10)  つり揚能力５トン以上の起重機を運転する作業 
11)  車両系鉱山機械（内燃機関を原動機として使用しないものを除く。）を 

運転する作業 
12) 自動車を運転する作業 
13)  発破に関する作業 
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14)  酸素呼吸器を着用して行う鉱山救護隊員又は共同鉱山救護隊員の作 
業 

15)  酸素呼吸器、簡易救命器を整備する作業 
16)  石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において５０キロワット以上の原 

動機を使用する採炭機械を運転する作業 
17)  石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において３５キロワット以上の原 

動機を使用する掘進機械又は盤打機械を運転する作業 
18)  石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）においてシャットルカーを運転す 

る作業 
19)  毒物若しくは劇物又は無機シアン化合物を含有する液体状の物を取 

り扱い、又は処理する作業 
20)  電気溶接の作業 
21)  ガス溶接の作業 
22)   坑内における先進ボーリング又はガス抜きボーリングの作業  
23)   灼熱溶融物の取扱い作業 
24)  法第３８条に規定する鉱山保安顧問委員会委に諮問し、鉱物部門を所

管する大臣が指定する作業 
２ 鉱物事業権所有者は、第１項に規定する教育を修了した鉱山労働者に対し 

て、従事する作業に係る機械、器具その他の施設の種類、構造、能力その他 
の事項に関して著しい変更を行う場合、その他保安のため特に必要が生じた 
ときは、再教育を施さなければならない。      

３ 鉱物事業権所有者は、第１項及び第２項に規定する教育及び再教育を修了 
 した鉱山労働者の名簿、教育の実施内容、実施期日に関して、その記録を三 
 年間保存しておかなければならない。           
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（機械、器具等に関する制限） 

第８条  

１ 鉱物事業権所有者は、省令で定める手続きに従い、機械、器

 
第７条 

 鉱物事業権所有者は、新たに坑内に就業させる鉱山労働者については、当 
該作業を行うにあたり、次に掲げる保安上必要な教育を施さなければならな 
い。 
1) 坑内火災、自然発火、出水、鉱害の防止及び危険発生が予知されたとき 

の退避の方法に関する事項 
2) 著しく粉じんを飛散する作業場に就業させる鉱山労働者については、粉 

じんに関する保安上必要な事項 
3)  石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）においては、可燃性ガス爆発の防止 

に関する事項 
                       

（法令の周知） 
第８条 
  鉱物事業権所有者は、法第７条第１項の規定に基づき、法及び本規則にお 

いて鉱山労働者が守るべき事項及び保安内規について、その要領を平易に記 
し、これを見易い箇所に掲示し、又は備え付けるなど適当な方法によって、 
鉱山労働者に周知徹底を図らなければならない。     

 
第三節  機械、器具に関する制限 
（制限品目） 
第９条 
１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ｂ種炭坑）、金属鉱山及び非金属鉱山の鉱物事 

業権所有者は、法第８条第１項の規定に基づき、次に掲げる材料、機械又は 
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具又は火薬類その他の材料であって危険性の大きいものは、鉱

物部門を所管する省が行う検定に合格したものでなければ、鉱

山の坑内において使用し、又は設置してはならない。 

２ 鉱物部門を所管する大臣は、鉱山において、実地の状況によ

り保安上必要があるあると認めるときは事由を示して、特に危

険性の大きい機械、器具、又は火薬類その他の材料の坑内にお

ける使用又は設置を禁止することができる。 

 ３ 鉱物部門を所管する大臣は、第１項の規定による検定の事務

について、適格な外部機関に行わせることができる。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

器具（以下「坑内用品」という。）については、種類別検定又は型式検定に 
合格したものでなければ設置し、又は使用してはならない。 
1)  各種ガス検定器 

a)  精密可燃性ガス検定器  
b)  炭酸ガス検定器  
c)  一酸化炭素検定器  

2)  可燃性ガス自動警報器 
3)  救命器 

a)  酸素呼吸器  
   b)  簡易救命器  
   c)  一酸化炭素用自己救命器  
   d) 防毒面  
   4)  法第３８条に規定する鉱山保安顧問委員会に諮問し、鉱物部門を所管 

する大臣が指定するもの 
２ 鉱物事業権所有者は、法第８条第１項の規定に基づき、前項の坑内用品の 

うち精密可燃性ガス検定器、酸素呼吸器、簡易救命器及び可燃性ガス自動警 
報器については、前項の検定のほか、箇別検定又は抜取検定に合格したもの

でなければ設置し、又は使用してはならない。     
 

第１０条 
１ 前条に掲げる坑内用品の設置又は使用に関しては、「鉱山保安法令に規定 

する手続き、記載事項に関する規則」に定められた検定の基準を適用する。 

２ 鉱物部門を所管する大臣は、検定の対象品が海外において製造された坑内 
用品であって検定の基準に適合するものについては指定を行うことにより、
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検定に合格した坑内用品として取り扱う。         
３ 鉱物部門を所管する大臣は、海外において製造された坑内用品について、 

前項に規定する「検定の基準に適合する坑内用品の指定」に関する審査業務 

を外部団体に行わせることができる。                  

 

（使用条件） 
第１１条 
  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、検定の基準に適合したもので 
 なければ設置し、又は使用してはならないものとされている坑内用品を設置 

し、又は使用するときは、法第５条の規定により、破損し、又は故障したも 
のを坑内で設置し、又は使用してはならない。              

 
（条件の遵守） 
第１２条 
１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、検定の基準に適合した坑内用 
 品を坑内において使用するときは、法第５条の規定により、その検定合格証 
 に記載する条件によらなければならない。                

 
２ 保安統括者、保安技術管理者、作業監督者及びその他の鉱山労働者は、検

定の基準に適合した坑内用品を坑内において使用するときは、法第６条の規

定により、その検定合格証に記載する条件を守らなければならない。 
          

第四節   施設計画書の許可 
（施設計画書の許可） 
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（施設計画書の許可） 

第９条  

１ 鉱物事業権所有者は、鉱物事業に使用する建設物、工作物及

びその他の施設の設置又は変更の工事をしようとするときは、

省令で定める手続きに従い、「施設計画書」を作成し、鉱物部

門を所管する大臣に届け出て、その許可を受けなければならな

い。  

２ 鉱物事業に使用する建設物、工作物及びその他の施設の設置

又は変更に関して、「施設計画書」に記載すべき事項は、省令

で定める。 

 ３ 鉱物事業権所有者は、前項の規定による設置又は変更の工事

に着手しようとする３０日前までにその計画を鉱物部門を所

管する大臣に届け出なければならない。 

４ 鉱物部門を所管する大臣は、前項の規定による届出があった

工事に関し、保安のため必要があると認めるときは事由を示し

て、鉱物事業権所有者に対し、その工事の着手を禁止し、又は

その計画の変更を命ずることができる。  

５ 鉱物事業権所有者は、第一項の工事が完成したとき、又は同

項の建設物、工作物その他の施設を廃止したときは、３０日以

内にその旨を鉱物部門を所管する大臣に届け出なければなら

ない。 

      

（集積場及び坑道） 

第１０条  

第１３条 
１ 鉱物事業権所有者は、次の各号の建設物、工作物その他の施設について、 

これを設置し、又は変更しようとするときは、法第９条第１項の規定に基づ 
き、「鉱山保安法令に規定する手続き、記載事項に関する規則」の規定に従

い、「施設計画書」を作成し、工事に着手しようとする３０日前までに鉱物

部門を所管する大臣に届け出て、その許可を受けなければならない。 
1) 最高使用圧力０．４メガパスカル以上の汽缶又は特殊汽缶 
2)  架空索道 
3)  蓄電池式機関車を運転する軌道（電気式機関車を除く） 
4) 坑内における内燃機関（車両系鉱山機械及び自動車を除く） 

 5)  坑内水の処理施設 
6)  運搬する施設 
7) 坑内における人を運搬する自動車 
8)  坑内における燃料油貯蔵所又は燃料給油所 
9)  原動機を使用する選炭場  
10)  原動機を使用する選鉱場又は砕鉱場 
11)  か焼場又は乾燥場 
12)  製錬場 
13)  捨石集積場、鉱滓集積場、又は坑内水の処理施設、選炭場、選鉱場若 
  しくは製錬場の施設に附属する沈殿物の集積場 
14)  石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）における電圧１０ボルトを超える 

電気工作物 
15)  金属鉱山及び非金属鉱山における特別高圧電気工作物（７，０００Ｖ 

を超えるもの）又は全出力１００キロワット以上の高圧電気工作物 
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１ 鉱物事業権所有者は、この法律又はこの法律に基づく省令に

より鉱害防止の措置を講じなければならないとされる捨石集

積場、選鉱場又は坑内水の処理施設に付属する沈殿物の集積

場、鉱滓集積場及び坑道については、これを譲渡し又は放棄し

た後であっても、その措置を講じなければならない。 

２ 鉱物事業権の移転があったときは、鉱物事業権所有者の承継

人は、当該鉱物事業権所有者の集積場及び坑道に係る義務を承

継する。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  16)  火薬類取扱所 
  17)   一日に製造する高圧ガスの容積が１００立方メートル以上の施設 
  18)   容積３００立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵する高圧ガス貯蔵所 
  19)   鉱業廃棄物の埋立場 

20)  法第３８条に規定する鉱山保安顧問委員会に諮問し、鉱物部門を所 
管する大臣が指定するもの                      

２ 前項に規定する許可の申請にあたっては、計画書及び工事設計明細書を添 
付しなければならない。 

３ 前項に規定する計画書及び工事設計明細書は、「鉱山保安法に規定する手 
続き、記載事項に関する規則」の規定に従い、作成しなければならない。 

                          
（工事の完成、使用の廃止） 
第１４条 
１ 鉱物事業権所有者は、前条に規定する建設物、工作物その他の施設につい 

て、その設置又は変更の工事が完成したときは、法第９条第５項の規定に基 
づき、「鉱山保安法令に規定する手続き、記載事項に関する規則」の規定に

従い、鉱物部門を所管する大臣に届け出なければならない。   
２ 鉱物事業権所有者は、前条に規定する建設物、工作物その他の施設につい 

て、使用を廃止したときは、前項に規定する手続きに準じ、鉱物部門を所管 
する大臣に届け出なければならない。      

３ 鉱物事業権所有者は、前条第１４号に規定する捨石、鉱さい若しくは沈殿 
物のたい積又は第２０号に規定する鉱業廃棄物の埋立てを一年以上休止し 
ようとするとき、又は再びこれをたい積若しくは埋立てしようとするとき 
は、あらかじめ、第１項の規定に従い、鉱物部門を所管する大臣に届け出な 
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（保安内規） 

第１１条  

１ 鉱山の鉱物事業権所有者は、鉱山における保安を確保するた

め「保安内規」を定め、鉱物部門を所管する大臣に届け出なけ

ればならない。 

２ 鉱物事業権所有者が「保安内規」を定め、又は変更する場合

は、第１６条に規定する保安委員会の議に附さなければならな

い。 

３ 「保安内規」に記載すべき事項は、省令で定める。 

４ 鉱物部門を所管する大臣は、保安のため必要があると認める

ときは事由を示して、「保安内規」の変更を命ずることができ

る。 

 

第１２条 鉱物事業権所有者及び鉱山労働者は、「保安内規」を守

らなければならない。 

 
 
 
 

ければならない。   
                         
第五節   保安内規 
（保安内規の届出） 
第１５条 
１ 鉱物事業権所有者は、法第１１条第１項の規定に基づき、保安内規を定め 

なければならない。 
２ 鉱物事業権所有者は、保安内規を定め、鉱物部門を所管する担当大臣に届 
け出るときは、保安委員会の議に附した上で、その意見を記載した書面を添

付しなければならない。          
   

（保安内規に定める事項） 
第１６条 
１ 鉱物事業権所有者は、保安内規に定める事項については、法第１１条第３ 

項の規定に基づき、当該鉱山の実情に即応してこれを定めなければならな 
い。 

２ 保安内規に定める事項については、「鉱山保安法令に規定する手続き、記 
 載事項に関する規則」の規定に従い、定めるものとする。 
３ 鉱物事業権所有者は、前項の規定にかかわらず、当該鉱山の実情に応じ必 

要とされる事項については追加して定めることができる。  
 

第六節   保安統括者、保安技術管理者及び作業監督者の選任 

（保安統括者、保安技術管理者及び作業監督者の選任） 

第１７条 
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（保安統括者、保安技術管理者、作業監督者及び保安統括者代理

者の選任） 

第１３条 

１ 鉱物事業権所有者は、省令で定める手続きに従い、鉱山にお

いて、保安統括者を選任しなければならない。 

２ 前項の保安統括者は、当該鉱山において鉱物事業の実施を統

括管理する者をもって充てなければならない。 

  但し、鉱物事業権所有者が鉱物事業の実施を統括管理してい

る場合は、自ら保安統括者となることができる。  

３ 鉱物事業権所有者は、保安統括者が旅行、疾病その他の事故

によってその職務を行うことができない場合、その職務を行わ

せるため、あらかじめ代理者を選任しなければならない。 

４ 鉱物事業権所有者は、保安統括者及びその代理者を選任した

ときは、これを鉱物部門を所管する大臣に届け出なければなら

ない。 

５ 鉱山労働者数が常時３０名を超える鉱山の鉱物事業権所有

者は、鉱山における保安に関する技術的事項を管理するため、

省令で定める要件を備える者のうちから、業務上必要とされる

保安技術管理者及び作業監督者を選任しなければならない。 

６ 保安統括者の代理者がその職務を行う場合は、この法律及び

この法律に基づく省令の規定の適用については、これを保安統

括者とみなす。 

 

  鉱物事業権所有者は、法第１３条第１項の規定に基づき、鉱山において、 

保安統括者一人を選任しなければならない。 ただし、鉱物事業権所有者が、 

当該鉱山において鉱業の実施を統括管理している場合は、この限りでない。 

 

第１８条 

１ 鉱山労働者数が常時３０名を超える鉱山の鉱物事業権所有者は、法第１３ 

条第５項の規定に基づき、保安技術管理者一人を選任しなければならない。 

２ 鉱物事業権所有者は、前項に規定する場合のほか、保安のため必要がある 

と認めたときは、鉱山の規模及び作業形態に応じ、保安技術管理者を複数選 

任することができる。             

３ 前二項に規定する保安技術管理者は、技術系大学又は専門学校を卒業した 

者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、五年以上鉱業に関する実 

務に従事したものでなければならない。 

 

第１９条 
１ 鉱物事業権所有者は、法第１３条第３項の規定に基づき、保安統括者の代 

理者を選任しなければならない。 
２ 前項に規定する保安統括者の代理者については、当該鉱山において鉱業の 

実施の統括管理に関し保安統括者を直接補佐する職務を行う者の中から選 
任しなければならない。               

 
（保安統括者及び同代理者の選任の届出） 
第２０条 
  鉱物事業権所有者は、保安統括者及びその代理者を選任したときは、法第 
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（保安統括者、保安技術管理者、作業監督者及び保安統括者代理

者の義務） 

第１４条  

１ 保安統括者は、保安に関する事項を管理する。 

２ 保安技術管理者は、保安統括者を補佐して、保安に関する技

術的事項を管理する。 

３ 作業監督者は、保安統括者及び保安技術管理者の指揮を受

け、保安に関する技術的事項を分掌する。 

4 保安統括者、保安技術管理者及び作業監督者の職務に関し必

要な事項は、省令で定める。 

  
第１５条  

鉱山労働者は、保安統括者及びその他の技術者がこの法律又

はこの法律に基づく省令の規定の実施を確保するためにする指

示に従わなければならない。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

１３条第４項の規定に基づき、「鉱山保安法令に規定する手続き、記載事項 
に関する規則」の規定に従い、選任した日から３０日以内に鉱物部門を所管 
する大臣に届け出なければならない。          

  

第２１条 

１ 鉱山労働者数が常時３０名を超える鉱山の鉱物事業権所有者は、法第１３ 

条第５項の規定に基づき、鉱山の規模及び操業形態に応じ、次の各号に掲げ 

る作業監督者について必要とされる人数を選任しなければならない。  

1) 露天採掘をするときは、坑外保安兼発破担当の作業監督者 

2) 坑内採掘をするときは、坑内保安兼発破担当の作業監督者  

3) 全出力１，０００キロワット以上の車両系鉱山機械若しくは自動車を設 

けたとき、全出力１００キロワット以上の原動機（車両系鉱山機械及び自 

動車を除く。）を設けたとき、一日に容積１００立方メートルを超える高 

圧ガスを製造するための設備を設けたときは、機械保安担当の作業監督者 

4) 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において電圧１０ボルトを超える 
電気工作物を設けたとき、又は金属鉱山及び非金属鉱山において特別高圧 

電気工作物若しくは全出力１００キロワット以上の高圧電気工作物を設

けたときは、電気保安担当の作業監督者 

5) 「環境保護及び天然資源管理に関する法律」の規定に基づく、水質汚染 

の防止、大気汚染の防止及び土壌汚染の防止に関する規制並びに騒音規制 

の対象及び振動規制の対象となる鉱山については、鉱害防止担当の作業監 

督者 

6) 最高使用圧力０．４メガパスカル以上の汽缶又は特殊汽缶を設けたとき 

は、汽缶担当の作業監督者  
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7) 火薬類取扱所を設けたときは、火薬類担当の作業監督者 

２ 前項に規定する作業監督者は、技術系大学又は専門学校を卒業した者又は 

これと同等以上の学力を有する者であって、三年以上鉱業に関する実務に従 

事したものでなければならない。 

 

（保安統括者、保安技術管理者及び作業監督者の職務） 
第２２条 
１ 保安統括者の職務に関しては、法第１４第１項に基づき、次の各号の事項 

を管理する。 
 1) 保安に関する計画の作成及び実施に関すること。 
  2) 鉱害の防止に関すること。 
  3) 保安施設の設置、変更又は運営に関すること。 
  4)  保安内規の設定及び変更に関すること。 
  5) 保安教育に関すること。 
  6)  発生した災害の原因調査及び対策に関すること。 
  7) その他の保安に関すること。 
２ 保安技術管理者の職務に関しては、法第１４第２項に基づき、保安統括者 

を補佐して、前項の事項に係る技術的事項を管理する。 
                           
第２３条 
  作業監督者は、保安統括者又は保安技術管理者（以下「管理者」という。） 
の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を分掌する。 
1)  坑外保安兼発破担当の作業監督者は、坑外の保安に関すること及び火薬 
類の携帯、装填、結線、点火、及び発破に関すること並びに火薬類取扱所
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を設けない鉱山においては、火薬類担当の作業監督に関すること。 
2) 坑内保安兼発破担当の作業監督者は、坑内の保安に関すること及び火薬 

類の携帯、装填、結線、点火、及び発破に関すること並びに火薬類取扱所 
を設けない鉱山においては、火薬類担当の作業監督に関すること。 

3) 機械保安担当の作業監督者は、保安上注意を要する機械の保安に関する 
こと。 

4) 電気保安担当の作業監督者は、保安上注意を要する電気工作物の保安に 
関すること。 

5) 鉱害防止担当の作業監督者は、鉱害の防止に関すること。 
6) 汽缶担当の作業監督者は、最高使用圧力０．４メガパスカル以上の汽缶 

及び特殊汽缶の保安に関すること。 
7)  火薬類担当の作業監督者は、火薬類の存置、受渡し、運搬及び取扱いに 

関すること。                    
 
第２４条 
１ 鉱物事業権所有者は、前二条の規定に基づき、保安統括者、保安技術管理 
者及び作業監督者が行う職務の具体的範囲を明確に定めなければならない。 

２ 鉱物事業権所有者は、保安統括者、保安技術管理者及び作業監督者につい 
て、前項に規定する職務の範囲を定め、又は変更したときは、その度ごとに 
職務の内容を記録し、これを鉱業事務所に備えると共に見易い箇所に掲示し 
ておかなければならない。 

                         
第２５条 
  鉱物事業権所有者は、保安統括者、保安技術管理者又は作業監督者が行う 
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職務を他の鉱山労働者に行わせてはならない。  
                        

（保安統括者、保安技術管理者及び作業監督者の遵守事項） 
第２６条 
  保安統括者は、法第６条の規定により、次の各号の事項を守らなければな 
らない。 
1) 施設、材料又は鉱物事業の実施の方法を保安のために検査し、これを整 

備すること。 
2) 危険若しくは危険のおそれが多いとき、又は災害が発生したときは、直 

ちに応急の措置又は適当な危険防止の措置を講ずること。 
3) 鉱害の発生のおそれが多いとき又は鉱害が発生したときは、直ちに応急 

の措置又は適当な鉱害防止の措置を講ずること。 
4) 保安に関する重要事項の記録を検閲し、及び保存すること。 

２ 保安技術管理者は、技術的事項について、保安統括者を補佐して、前項各 
号の事項を守らなければならない。          

 
第２７条 
  坑外保安兼発破担当の作業監督者は、法第６条の規定により、次の各号の 
事項を守らなければならない。 
1) 露天採掘場、鉱山道路、坑外における多数の鉱山労働者が就業する箇所 

その他特に危険のおそれが多い箇所を毎作業時間に一回以上巡視し、危険 
の有無を検査すること。 

2) 機械室、油脂類貯蔵所、毒劇物貯蔵所及び火薬類取扱所を毎日巡視し、 
危険の有無を検査すること。 
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3) 発破をするときは、発破前後に火薬類、岩盤の検査を行い、保安のため 
必要な処置をすること。 

4)  火薬類取扱所を設けない鉱山においては、火薬類担当の作業監督を兼務 
すること。 

5) 危険又は危険のおそれが多いときは、鉱山労働者に必要な指示を与えて 
、直ちに、作業の中止、通行の遮断、警標の掲示その他の応急処置をし、 
かつ、管理者に報告すること。 

6) 検査の度ごとに、保安日誌を作成し、各箇所における保安に関する作業 
の実施状況、発破の実施状況、各施設の保全の状況、保安のためにした処

置及びその結果並びに交替者に対する引継ぎの事項を記載すること。 
                            
第２８条 
  坑内保安兼発破担当の作業監督者は、法第６条の規定により、次の各号の 
事項を守らなければならない。 
1) 坑内における鉱山労働者の就業箇所、主要な通行箇所、主要運搬坑道そ 

の他特に危険のおそれが多い箇所を毎作業時間に一回以上巡視し、落盤、 
崩壊、爆発、自然発火、火災及び出水などの危険の有無を検査すること。 

2) 坑内における通行箇所、運搬坑道、機械室、油脂類貯蔵所、毒劇物貯蔵 
所、主要な排気坑道、火薬類取扱所及び危険のおそれが多い箇所を毎日巡 
視し、危険の有無を検査すること。 

3) 避難所及び退避のための設備の保全の状況を定期的に検査すること。 
4) 発破をするときは、発破前後に火薬類、天盤及び岩盤の検査、石炭鉱山 

では可燃性ガスの測定を行い、保安のため必要な処置をすること。 
5)  火薬類取扱所を設けない鉱山においては、火薬類担当の作業監督を兼務 
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すること。 
6) 危険又は危険のおそれが多いときは、鉱山労働者に必要な指示を与え 

て、直ちに、作業の中止、通行の遮断、警標の掲示その他の応急処置をし、 
かつ、管理者に報告すること。 

7)  検査の度ごとに、保安日誌を作成し、各箇所における保安に関する作業 
の実施状況、発破の実施状況、各施設の保全の状況、保安のためにした処 
置及びその結果並びに交替者に対する引継ぎの事項を記載すること。   

 
第２９条 
  機械保安担当の作業監督者は、法第６条の規定により、次の各号の事項を 
守らなければならない。 
1) 主要扇風機、巻揚装置、ベルトコンベア、その他の保安上注意を要する 

機械及び器具について、異常の有無を毎作業日検査すること。 
2) 保安上特に注意を要する機械及び器具については、定期的に精密な検査 

をし、その度ごとに機械及び器具の検査結果を管理台帳に記録すること。 
3) 機械及び器具の設置及び修理を監督すること。 
4) 機械及び器具に異常があるときは、直ちに適当な応急処置をし、管理者 

に報告すること。 
5) 検査の度ごとに、保安日誌を作成し、機械及び器具の操作、保全、修理 

及び休止の状況並びに保安のためにした処置その他の重要事項を記載す 
ること。                   

 
第３０条 
  電気保安担当の作業監督者は、法第６条の規定により、次の各号の事項を 
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守らなければならない。 
1) 主要変圧器、主要電動機、電気機関車、その他の保安上注意を要する電 

気機械、電気器具、配線、移動電線及び接地線について、異常の有無を毎 
作業日検査すること。 

2) 電気機械、電気器具、携帯用安全電灯、配線、移動電線、接地線及び電 
線路について、異常の有無を定期的に検査すること。 

3) 保安上特に注意を要する電気機械、電気器具、配線、移動電線、接地工 
事等については、定期的に精密な検査をし、その度ごとに電気機械及び電 
気器具の検査結果を「電気工作物管理台帳」に記録すること。 

4) 電気機械、電気器具、配線、移動電線及び接地線の設置及び修理を監督 
すること。 

5) 絶縁用保護具、絶縁用防具、活線作業用器具及び活線作業用装置（３０ 
０ボルトを超える充電電路に対して用いられるものに限る。）について、 
六月に一回、定期に、その絶縁性能を検査し、かつ、その結果を記録する 
こと。 

6)  前号の検査の結果、異常があるときは、直ちに適当な応急処置をし、管 
理者に報告すること。 

7) 検査の度ごとに、保安日誌を作成し、電気機械、電気器具、携帯用安全 
電灯、配線、移動電線、接地線及び電線路の操作、保全、修理及び休止の 
状況並びに保安のためにした処置その他の重要事項を記載すること。 

                          
第３１条 
  鉱害防止担当の作業監督者は、法第６条の規定により、次の各号の事項を 
守らなければならない。 
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1) 鉱煙発生施設及び鉱煙処理施設、粉じん発生施設及び粉じん処理施設、 

坑内水又は廃水の処理施設、ダイオキシン類発生施設、騒音規制鉱山にお

ける騒音発生施設及び騒音防止施設、振動規制鉱山における振動発生施設

及び振動防止施設、鉱業廃棄物の処理施設その他鉱害を防止するために必

要な施設を定期的に巡視し、異常の有無を検査すること。 
2)  前号の施設については、必要な事項について定期的に測定すること。 
3) 鉱害を発生するおそれが多いとき又は鉱害が発生したときは、直ちに応 

急措置をし、管理者に報告すること。 
4) 検査の度ごとに、保安日誌を作成し、各施設の状況、鉱害防止のために 

した処置、定期的な測定結果及びその他の重要事項を記載すること。 
                          
第３２条 
  汽缶担当の作業監督者は、法第６条の規定により、次の各号の事項を守ら 
なければならない。 
1) 最高使用圧力０．４メガパスカル以上の汽缶及び特殊汽缶について、異 

常の有無を毎作業日検査すること。 
2) 前号の汽缶及び特殊汽缶について、定期的に精密な検査をし、その度ご 

とに汽缶及び特殊汽缶の検査結果を管理台帳に記録すること。 
3) 汽缶及び特殊汽缶の設置及び修理を監督すること。 
4) 汽缶及び特殊汽缶の検査において異常があるときは、直ちに適当な応 

急処置をし、管理者に報告すること。 
5) 検査の度ごとに、保安日誌を作成し、汽缶及び特殊汽缶の操作、保全、 
修理及び休止の状況並びに保安のためにした処置その他の重要事項を記 
載すること。                
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第３３条 
  火薬類担当の作業監督者（火薬類取扱所を設けない鉱山においては、坑外 

保安兼発破担当の作業監督者及び坑内保安兼発破担当の作業監督者）は、法 
第６条の規定により、次の各号の事項を守らなければならない。 
1) 火薬類取扱所において取り扱う火薬類及びその盗難を防止するための 

設備を、毎作業日検査し、異常の有無及び受渡しの状況を明らかにするこ 
と。 

2) 移動式製造設備を用いて製造した硝安油剤爆薬を収納するため当該設 
備に備え付けられた容器を毎作業日検査し、異常の有無及び当該設備を用 
いて製造した硝安油剤爆薬の受渡しの状況を明らかにすること。 

3) 火薬類取扱所、硝安油剤爆薬を収納するための容器及び火薬類の運搬に 
ついて異常があるとき並びに火薬類の紛失又は盗難を発見したときは、直 
ちに適当な応急処置をし、管理者に報告すること。 

4)  検査の度ごとに、保安日誌を作成し、火薬類の管理、施設の状況及び 
火薬類の受渡しの状況並びに保安のためにした処置その他の重要事項を 
記載すること。    
 

第３３条の２ 
  毒劇物担当の作業監督者は、法第６条の規定により、次の各号の事項を守 

らなければならない。 
1) 毒劇物貯蔵所において取り扱う毒劇物及びその盗難を防止するため、毎 

作業日に検査し、異常の有無及び受渡しの状況を明らかにすること。 
2)  毒劇物貯蔵所に異常があるとき及び毒劇物の紛失又は盗難を発見した 
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ときは、直ちに適当な応急処置をし、管理者に報告すること。 
3)  検査の度ごとに、毒劇物に関する保安日誌を作成し、毒劇物の管理、

施 
設の状況及び毒劇物の受渡しの状況並びに保安のためにした処置その他 
の重要事項を記載すること。    

  
第３４条 
１ 保安統括者、保安技術管理者及び作業監督者は、鉱山を巡視する場合に、 

保安上必要があるときは、巻尺、可燃性ガス検定器、有毒ガス検定器、打診 
ハンマーなど必要な検査器具を携帯しなければならない。  

２ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 
法第５条の規定により、坑内保安兼発破担当の作業監督者に坑内の可燃性ガ 
スについて測定させるのに必要な精密可燃性ガス検定器を備えて置かなけ 
ればならない。             
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鉱山保安法案 鉱山保安規則案（第一段階） 

（保安委員会） 

第１６条  

１ 鉱山労働者数が常時３０名を超える鉱山の鉱物事業権所有

者は、保安に関する重要事項を調査審議するため、省令で定め

る手続きに従い、鉱山に保安委員会を設けなければならない。

２ 鉱物事業権所有者は、この法律又はこの法律に基づく省令の

規定による鉱物部門を所管する大臣又は鉱物資源総局長の処

分があったときは、遅滞なく、その処分の内容を保安委員会に

通知しなければならない。 

３ 鉱山労働者は、鉱山の作業場において、危害を生じ、又はそ

のおそれが多いと認めたときは保安委員会に報告し、調査審議

を要求することができる。 

 

第１７条  

１ 保安委員会の委員の構成については、鉱物事業権所有者がそ

の鉱山の鉱山労働者の中から半数を選任し、残る半数について

はその鉱山の鉱山労働者から推せんされた者を選任する。 

２保安委員会は、保安統括者が議長となる。 

 但し、保安統括者は、保安技術管理者に保安委員会の議長の職

務を行わせることができる。 

３ 保安委員会は、議長が招集し、その議事は、出席した委員の

過半数で決する。可否同数の場合は、議長が決する。 

第七節   保安委員会 
（保安委員会の設置） 
第３５条 
１ 鉱山労働者数が常時３０名を超える鉱山の鉱物事業権所有者は、法第１６ 

条第１項の規定に基づき、保安委員会を設けなければならない。 
２ 鉱物事業権所有者は、前項に規定する以外の鉱山においても、保安委員会 

を設けることができる。              
 
（会議） 
第３６条 
１ 保安委員会は、月一回以上開催しなければならない。 
２ 保安委員会は、次の事項についての審議及び決定をする。 
 1) 保安内規の原案及び同変更案 
 2) 災害対策 
  3) 安全・保安状況調査 
  4) 保安教育カリキュラム 
  5) その他保安に関する重要事項 
３ 鉱物事業権所有者は、保安委員会において調査審議した記録は、三年間保 

存しておかなければならない。                   
 
（議長の代理） 

第３７条 
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  保安統括者は、法第１７条第２項の規定に基づき、職務を緊急に遂行する 
必要があって、保安委員会の議長の職務を行うことができないときには、保 
安技術管理者に保安委員会の議長の職務を行わせることができる。 

 
（運営） 
第３８条 
  法及び本規則に規定する事項のほか、保安委員会の運営に関する必要な事 

項については、保安委員会において定めるものとする。        
 
（鉱物部門を所管する大臣及び総局長による処分の通知） 
第３９条 
  鉱物事業権所有者は、次の各号に掲げる場合には、法第１６条第２項の規 

定に基づき、遅滞なく、その処分の内容を保安委員会に通知しなければなら 
ない。 
1)  法第２３条の規定による鉱物部門を所管する大臣の処分があったとき。 
2) 法第２４条第２項から第２６条までの規定による鉱物部門を所管する 

大臣鉱山の処分（法第３６条第２項又は第３項の規定による鉱山保安監督 
官の処分を含む。）があったとき。 

3)  法第２４条第１項の規定による鉱物部門を所管する総局長の処分（法第 
３６条第１項の規定による鉱山保安監督官の処分を含む。）があったとき。 

4) 前三号に掲げる処分以外に、法又は本規則の規定に基づき、鉱物部門を 
所管する大臣の命令又は指示があったとき。     

  
第八節   安全・保安状況調査 
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（安全・保安状況調査） 

第１８条 

 １ 鉱山労働者数が常時３０名を超える鉱山の鉱物事業権所有

者は、省令の定めるところにより、鉱物事業を開始するとき、

１ヵ月以上の期間休止しようとするとき及び同事業を終了し

ようとするとき並びに鉱物事業の実施の方法を大きく変更し

ようとするときは、鉱山の安全・保安状況について調査し、そ

の結果改善が必要と認められる事項について、適切な措置を講

じなければならない。 

 ２ 鉱物事業権所有者は、省令で定める手続きに従い、鉱山の安

全・保安状況調査の結果を記録し、それを保存しておかねばな

らない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（安全・保安状況調査の実施） 
第４０条 

 鉱物事業権所有者は、法第１８条第１項の規定に基づき、次の各号に掲げ 
る安全・保安状況調査を行わなければならない。 

 1)  鉱物部門を所管する大臣の許可を得て、鉱山において鉱物事業を開始し 
ようとするとき。 

 2)  鉱山において、一月以上に亘り鉱物事業を休止又は再開しようとすると 
き。 

 3)  鉱山における鉱物事業の実施の方法を大きく変更しようとするとき。 
 4)  鉱物事業の権利を放棄又は廃止しようとするとき。    
 
（安全・保安状況調査の項目） 
第４１条 
  鉱物事業権所有者は、法第１８条第１項の規定に基づき、次の各号に掲げ 

る項目について危険要因の発見及びその評価を行い、改善が必要と認めら  
れる事項については、適切な措置を講じなければならない。 

 1)  鉱山の採掘作業場及びその付近の状況 
 2)  鉱山周辺の状況 
 3)  法第５条に規定する鉱物事業権所有者が講じなければならない必要な 

措置に関する事項  
 4)  前各号に掲げるもののほか、鉱山における危害発生、鉱害発生などの保 

安を害する事項                 
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（請負作業に対する保安） 
 第１９条  

１ 鉱物事業権所有者は、省令で定める手続きに従い、鉱山の作

業現場に使用人以外の者を一月以上の期間に亘り従事させる

ときは、保安のため講ずべき措置について「請負作業計画書」

を作成し、鉱物部門を所管する大臣に届け出なければならな

い。 これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 鉱物部門を所管する大臣は、前項の規定による届出があった

場合において、保安のため必要があると認めるときは事由を示

して、鉱物事業権所有者に対し、「請負作業計画書」に係る措

置の変更を命ずることができる。 

 
 
 

（安全・保安状況調査の結果の記録） 
第４２条 
  鉱物事業権所有者は、法第１８条第２項の規定に基づき、安全・保安状況 

調査の結果の記録は、同調査を実施した月日から起算して五年間保存してお 
かなければならない。               

 
第九節   請負作業に対する保安 
 
（請負作業計画書の届出） 
第４３条 
１ 鉱物事業権所有者は、法第１９条第１項の規定に基づき、坑内における作

業であって作業期間が一月以上のもの、又は坑内外において鉱業廃棄物の運

搬若しくは処分の作業などであって「鉱山保安法令に規定する手続き、記載

事項に関する規則」に規定された作業を使用人以外の者に請け負わせて行お

うとするときは、当該作業の保安について前記規則の規定に従い、「請負作

業計画書」を作成し、鉱物部門を所管する大臣に届け出なければならない。 

２ 届け出た「請負作業計画書」の事項について変更しようとするときは、同 
計画書の変更の届け出を行わなければならない。  

３ 前二項の規定による届出には、請負契約の内容を記載した書面を添付しな 
 ければならない。               
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（特別採掘計画書の許可） 

第２０条  

１ 鉱物事業権所有者は、海底、河底若しくは湖沼底の地下又は

土地の掘削により鉱害又は出水による鉱山災害を生ずる恐れ

の特に多い地下において鉱物を採掘しようとするときは、「特

別採掘計画書」を作成し、鉱物部門を所管する大臣に届け出て、

その許可を受けなければならない。これを変更するときも同様

とする。 

２ 「特別採掘計画書」に記載すべき事項は、省令で定める。 

３ 鉱物部門を所管する大臣は、保安のため必要があると認める

ときは事由を示して、「特別採掘計画書」の変更を命ずること

ができる。 

４ 鉱物事業権所有者は、第一項に規定する地下においては、鉱

物部門を所管する大臣の許可を受けた「特別採掘計画書」によ

らなければ、鉱物を採掘してはならない。 

  

  
 
 
 

 
第十節   特別採掘計画書 

 

（特別採掘計画書の許可） 

第４４条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑又はＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

法第２０条第１項の規定に基づき、海底、河底若しくは湖沼底の地下又は土 

地の掘削により鉱害又は出水による鉱山災害を生ずるおそれが特に多い地 

下において鉱物を採掘しようとするときは、「鉱山保安法令に規定する手続 

き、記載事項に関する規則」の規定に従い、「特別採掘計画書」を作成し、 

鉱物部門を所管する大臣に届け出てその許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けた鉱物事業権所有者は、「特別採掘計画書」を変更しよ 

うとするときは、その理由を付したうえで新たな「特別採掘計画書」につい 

て、鉱物部門を所管する大臣の許可を受けなければならない。 

３ 第１項に規定する、土地の掘削により鉱害又は出水による鉱山災害を生ず 

るおそれが特に多い地下として「特別採掘計画書」を定める必要が認められ 

る地域については、あらかじめ鉱物部門を所管する大臣が指定する。    

４ 鉱物部門を所管する大臣は、次の第４５条に規定する「地質条件に関する 

 調査」、第４６条に規定する「地表の沈降測定」の結果に基づき、鉱害発生 

 のおそれがあるとき又は出水による鉱山災害のおそれがあるときは、鉱物事 

 業権所有者に対して採掘方法、その他保安上必要な措置について指示するこ 

 とができる。 

 

（地質条件に関する調査） 
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第４５条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑又はＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

「特別採掘計画書」を定めようとするときは、採掘予定区域及びその周辺の 

区域において、あらかじめ、地表から炭層に達するまでの地質条件をボーリ 

ング又はその他の方法により調査しなければならない。 

２ 前項に規定するボーリング孔は、調査後セメントなどにより充填しておか 

なければならない。             

 

（地表の沈降測定） 

第４６条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑又はＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

「特別採掘計画書」を定めるにあたり、地下の採掘の結果生ずる地表の沈降 

について測定しなければならない。 

２ 前項に規定する石炭鉱山（Ａ種炭坑又はＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

「特別採掘計画書」には、地表の沈降について測定の方法、範囲及び頻度を 

定めると共に、その測定の結果について鉱物部門を所管する大臣に年一回定 

期的に報告しなければならない。 

３ 「特別採掘計画書」に定めるべき地表の沈降について、測定の方法、範囲 

 及び頻度について鉱物部門を所管する大臣の指示を受けたときは、これに従 

 わなければならない。               

 

（出水による鉱害の防止、影響及び危害の防止）  

第４７条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑又はＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 
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本規則第４４条に規定される「特別採掘計画書」を定めるにあたり、地質条 
件が不明な地域への坑道掘進については、出水による鉱害、影響及び危害を 

防止するため、先進ボーリング又はその他の適当な措置を講じなければなら 

ない。 

２ 地質条件が不明な地域への坑道掘進については、１０メートル以上の先進 
ボーリングを行い、その掘進面はボーリングの孔底から５メートル以内に接 
近させてはならない。 

また、先進ボーリングは、坑道の延長線に沿ってするほか、必要があると 
 きは、その他の方向に対しても行わなければならない。  
３ 石炭の採掘については区画式採炭法により行い、各区画別に遮断できるよ 

う扉付きの防水堰堤を設けなければならない。  
４ 出水の危険が多い断層を通過する坑道には、防水堰堤を設け、かつ、セメ 

ント注入、コンクリート巻きなどの防水措置を講じなければならない。   

５ 第１項に規定する場合であって、多量の漏水による鉱害又は出水による鉱 

山災害の発生を防止するため必要があるときは、坑道の天盤及び側壁にはセ 

メント注入、コンクリート巻きをする等適当な措置を講じなければならな

い。 

 

（特別保安図の届出） 

第４８条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

「特別採掘計画書」を定めるにあたり、法第３０条第１項の規定に基づき、

次の各号に基づき、「特別保安図」を作成し、鉱物事業事務所に備え、且つ、

その複本を毎年一回鉱物部門を所管する大臣に届け出なければならない。 
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1) 採掘状況及び採掘跡の処理状況 

2) 坑内主要点における地表からの深度 

3) ボーリングの位置及び結果又はその他の地質調査の結果 

4) 断層の位置、種類、走向、傾斜及び落差 

5)  先進ボーリングの位置、方向及び孔長 

6) 坑内の防水堰堤、避難所などを含む主要な施設 

２ 「特別保安図」の縮尺は、６，０００分の一以上としなければならない。 

３ 「特別保安図」は、坑内と坑外との位置関係が分かるようにしなければな 

らない。               
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鉱山保安法案 鉱山保安規則案（第一段階） 

 

 

（鉱害防止対策）     

第２１条 

 １ 鉱物事業権所有者は、将来の閉山時における捨石集積場、選

鉱場若しくは坑内水の処理施設に附属する沈殿物の集積場又

は鉱滓集積場及び坑道（水平坑、斜坑及び立坑）などの施設に

係る鉱害の防止について「鉱害防止対策書」を作成し、鉱物部

門を所管する大臣に届け出なければならない。 

 ２ 鉱物事業権所有者は、閉山後においても汚染の状態、量が規

定された基準に適合しない坑内水又は廃水について永続的な

処理が見込まれる鉱害の防止について「鉱害防止対策書」を作

成し、これを鉱物部門を所管する大臣に届け出なければならな

い。 

 ３ 前二項の「鉱害防止対策書」に記載すべき事項は、省令で定

める。 

４  鉱物部門を所管する大臣は、保安のため必要があると認める

ときはその事由を示して、「鉱害防止対策書」の変更を命ずるこ

とができる。 

 

 

 

第十一節   鉱害防止対策及び鉱害防止積立金制度 
 
（鉱害防止対策書の届出） 
第４９条 
１ 鉱物事業権所有者は、法第２１条第１項の規定により、捨石集積場、鉱滓 

集積場、又は選鉱場若しくは坑内水の処理施設に附属する沈殿物の集積場並 

びに坑道（水平坑、斜坑及び立坑）に係る鉱害の防止については、「鉱山安 

法令に規定する手続き、記載事項に関する規則」の規定に従い、「鉱害防止 

策書」を作成しなければならない。 

２ 前項に規定する「鉱害防止対策書」の届出の時期については、捨石集積場、 

鉱滓集積場、又は選鉱場若しくは坑内水の処理施設に附属する沈殿物の集積 

場については、法第９条第１項の規定に基づく「施設計画書」の許可を受け 

た後とし、坑道（水平坑、斜坑及び立坑）については鉱物の採掘が開始され 

た時期とする。 

３ 鉱物事業権所有者は、法第２１条第２項の規定により、汚染の状態、量が 

規定された基準に適合しない坑内水又は廃水について永続的な処理が見込 

まれる鉱害の防止については、「鉱山保安法令に規定する手続き、記載事項 

に関する規則」の規定に従い、「鉱害防止対策書」を作成しなければならな 

い。  

４ 前項に規定する「鉱害防止対策書」の届出の時期については、坑道からの 

坑内水、捨石集積場又は鉱滓集積場からの廃水の汚染の状態、量が「環境保 

護及び天然資源管理に関する法律」に基づく規制基準に適合しない状態が恒 
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（鉱害防止積立金制度） 

第２２条 

 １ 鉱物事業権所有者は、毎年度、鉱物部門を所管する大臣が通

知する額の金銭を指定された金融機関の「鉱害防止積立金制度」

に積み立てなければならない。 

 ２ 積立金の額は、鉱害防止事業に必要な費用の額及び当該施設

の使用する期間を基礎として、省令で定める算定基準に従い、

鉱物部門を所管する大臣が算定して通知する額とする。 

 ３ 鉱物事業権所有者は、前条第１項及び第２項に規定された 

「鉱害防止対策書」に記載された施設について、その使用を終

了し、鉱害防止事業を実施するときは、省令で定める手続きに

従い、鉱物部門を所管する大臣の許可を得て当該施設に係る積

立金を取り戻すことができる。 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

常的に認められたときとする。            

                         

（鉱害防止積立金の積み立て） 
第５０条 
１ 鉱物部門を所管する大臣は、鉱物事業権所有者に対し、毎年度３月末日ま 

でに、当該年度の初日現在において設置されている鉱害防止積立金制度の対 
象となる施設について、当該年度に積み立てなければならない鉱害防止積立 
金の額を算定して通知を行う。 

２ 前項の規定により、通知を受けた鉱物事業権所有者は、その通知が発せら 

れた日の翌日から起算して三月を経過する日までに、その通知を受けた額 

の金銭を指定された金融機関の「鉱害防止積立金制度」に積み立てなければ 

ならない。 

３ 鉱物部門を所管する大臣は、鉱物事業権所有者からの申請があった場合で 

あって正当な理由があると認めるときは、鉱物事業権所有者の積み立てるべ 

き金銭を一年以内に分割して積み立てさせることができる。 
４ 前項に規定する分割の積み立てをしようとする鉱物事業権所有者は、「鉱 

山保安法令に規定する手続き、記載事項に関する規則」の規定に従い、積み 

立て期限の一月前までに積み立ての分割に関する申請の手続きを鉱物部門 

を所管する大臣に行わなければならない。        
 
 （鉱害防止事業及び鉱害防止積立金の算定基準） 
第５１条 
１ 鉱害防止積立金の対象となる鉱害防止事業は、次の各号に定めるとおりと 

する。 
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1)  捨石集積場、選鉱場若しくは坑内水の処理施設に附属する沈殿物の集積 

場又は鉱滓集積場の覆土及び植栽事業 
 2)  坑道（水平坑、斜坑及び立坑）の閉塞又は密閉事業 
 3)  坑内水又は廃水の処理施設の設置及び同施設の維持管理に関する事業 
 4)  汚染の状態、量が基準に適合しない坑内水又は廃水について永続的に処

理する事業 
 5)  法第３８条に規定する鉱山保安顧問委員会に諮問し、鉱物部門を所管す

る大臣が指定する事業 
２ 法第２２条第２項に規定する鉱害防止事業に必要な費用に係る算定基準 
は、次の各号に定めるとおりとする。  
  1)  捨石集積場、鉱滓集積場、又は選鉱場若しくは坑内水の処理施設に附

属する沈殿物の集積場の覆土及び植栽などの事業に係る算定基準 
   Ａ1 ＝ Ｃ1 ×（Ｓ1 ／Ｔ1）－ Ｖ1 
           Ａ1 ：当該年度に積み立てるべき鉱害防止積立金の額 
       Ｃ1 ：覆土及び植栽などの鉱害防止事業に必要な費用の額  

        Ｓ1 ：集積場への集積を開始してから当該年度末までの間に

おける集積予定数量（単位：立方メートル）   
               Ｔ1 ：集積終了時までにおける集積物の予定量（単位：立方

メートル）  
       Ｖ1 ：当該年度の前年度までに積み立てられた鉱害防止積立

金の額 
  2)  坑道（水平坑、斜坑及び立坑）の閉塞又は密閉事業に係る算定基準 
    Ａ2 ＝ Ｃ2 ×（Ｓ2 ／Ｔ2）－ Ｖ2 

Ａ2 ：当該年度に積み立てるべき鉱害防止積立金の額 



37 
 

       Ｃ2 ：当該坑道の閉塞又は密閉事業に必要な費用の額  
        Ｓ2 ：当該坑道の使用を開始した年月から本年度末までの月

数   
               Ｔ2 ：当該坑道の使用を開始した年月から坑道の使用を終了

予定年月までの月数   
       Ｖ2 ：当該年度の前年度までに積み立てられた鉱害防止積立

金の額 
  
    3)  坑内水又は廃水の処理施設の設置及び同施設の維持管理に関する事

業に係る算定基準 
Ａ3 ＝ Ｃ3 ×（Ｓ3 ／Ｔ3）－ Ｖ3 

           Ａ3 ：当該年度に積み立てるべき鉱害防止積立金の額 
       Ｃ3 ：処理施設の設置及び同施設の維持管理に必要な費用の

額  
       Ｓ3 ：当該坑道の使用を開始した年月から本年度末までの月 

数、又は捨石集積場、沈殿物集積場又は鉱滓集積場への

集積を開始した年月から本年度末までの月数   
             Ｔ3 ：当該坑道の使用を開始した年月から使用を終了予定ま

での月数、又は捨石集積場、沈殿物集積場又は鉱滓集

積場への集積を開始してから使用を終了する予定年月

までの月数 
        Ｖ3 ：当該年度の前年度までに積み立てられた鉱害防止積立

金の額 
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    4)  汚染の状態、量が基準に適合しない坑内水又は廃水について永続的な

処理する事業に係る算定基準 
Ｂ ＝２０Ｄ × （Ｍ ／Ｎ）－ Ｗ 

           Ｂ  ：当該年度に積み立てるべき鉱害防止積立金の額 
       Ｄ  ：坑内水又は廃水を処理するための一年間の費用の額  

        Ｍ  ：積み立てを開始した年度から本年度末までの月数   
               Ｎ  ：積み立てを実施する期間（月数）であって、最長月数

は２４０月   
        Ｗ ：当該年度の前年度までに積み立てられた鉱害防止積金 

の額 
  
３ 鉱物部門を所管する大臣は、鉱物事業権所有者に対して、鉱山の鉱物事業

の実態、新たな技術開発などの状況に応じて、前項に規定する鉱害防止事業

に必要な費用の額、坑内水又は廃水の処理施設の設置及び同施設の維持管理

に必要な費用の額並びに坑内水又は廃水を処理するための一年間の費用の

額について、その算出根拠となる「鉱害防止対策書」の見直し又は変更を指

示するものとする。 
４ 鉱害防止積立金には、利息を付すものとする。      
 
（鉱害防止積立金の取り戻し） 
第５２条 
１ 閉山後、鉱害防止積立金を取り戻そうとする鉱物事業権所有者は、法第２ 

２条第３項の規定により、「鉱山保安法令に規定する手続き、記載事項に関 

する規則」の規定に従い、鉱害防止積立金の取り戻しに係る申請書を作成し、 
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鉱物部門を所管する大臣に提出しなければならない。 

２ 鉱害防止事業を実施するにあたり、当該鉱害防止事業に要する期間が一年 
を超えるときは、一年ごとに実施しようとする同事業の内容及び費用の額に 
いて、前項に規定する申請書を提出しなければならない。 

３ 鉱物部門を所管する大臣は、第１項の規定により提出された鉱害防止積立 
金の取り戻しに係る申請書が適切であると認めるときは、１４日以内に「鉱 
害防止積立金の取戻し金額確認書」を当該申請書を提出した者に対して交付 
する。  

４ 鉱害防止積立金の払い渡しを受けようとする場合は、前項の規定により交 
付された「鉱害防止積立金の取戻し金額確認書」を鉱害防止事業基金の管理 
を行う指定された金融機関に提出しなければならない。 

５ 金融機関では、前項に規定する「鉱害防止積立金の取戻し金額確認書」に 
基づき、取戻しの金額に見合う利息を付して鉱物事業権所有者に支払うもの 

とする。 

６ 鉱物事業権所有者は、取り戻した資金を原資とし、法第２１条に規定する

「鉱害防止対策書」に従い、鉱害防止事業を実施しなければならない。  
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鉱山保安法案 鉱山保安規則案（第一段階） 

（監督上の行政措置） 

第２３条  

 鉱物部門を所管する大臣は、鉱物事業の実施により、危害若

しくは鉱害を生じ、鉱物資源若しくは施設を大きく損じ、又は

その恐れが多いと認める場合には事由を示して、鉱物事業権所

有者に対し、鉱物事業の停止命令又は同事業許可書を取り消す

ことができる。 

 

第２４条 

１ 鉱物資源総局長は、鉱物事業権所有者がこの法律又はこの法

律に基づく省令に違反したときは、鉱物事業権所有者に対し事

由を示して、速やかに是正するよう警告又は指導を行うものと

する。 

２ 鉱物部門を所管する大臣は、鉱物事業権所有者が前項に規定

する警告又は指導に従わないときは、一年以内の期間を定め

て、その鉱物事業の停止を命ずることができる。 

 

第２５条  

 鉱物部門を所管する大臣は、鉱物事業権所有者が鉱区外に侵掘

したことにより保安を害し、又そのおそれがあると認めるとき

は事由を示して、鉱物事業権所有者に対し、侵掘した場所の閉

鎖及びその他保安のため必要な措置を命ずることができる。 
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第２６条  

 鉱物部門を所管する大臣は、鉱山（鉱区外に侵掘した場所を

含む。）における被災者を救出するため必要があると認めるとき

は、鉱物事業権所有者に対し、必要な措置を講ずることを命ず

ることができる。 

 

第２７条  

１ 鉱物事業権が消滅した後でも５年間は、鉱物部門を所管する

大臣は、鉱物事業権所有者であった者に対し、その者が鉱物事

業を実施したことにより生ずる危害又は鉱害を防止するため

事由を示して必要な設備をすることを命ずることができる。 

２ 前項の規定による命令を受けた者は、その命令に係る事項を

実施するため必要な範囲内において、鉱物事業権所有者とみな

す。 

 

第２８条  

１ 鉱物部門を所管する大臣は、第２３条、第２４条第２項、第

２５条又は第２７条第１項の規定による鉱物事業の停止命令

又は鉱物事業許可書を取り消すときは、鉱物事業権所有者又は

鉱物事業権所有者であった者に対し、あらかじめ期日及び場所

を通知して、公開による聴聞を行うものとする。 

２ 前項の通知を受けた者は、聴聞に際し、鉱物部門を所管する

大臣に対し、意見を陳述し、証拠の申出をすることができる。
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鉱山保安法案 鉱山保安規則案（第一段階） 
 

（報 告） 

第２９条  

１ 鉱物事業権所有者は、省令で定める手続きに従い、保安に関

する必要な報告を鉱物部門を所管する大臣又は鉱物資源総局

長にしなければならない。 

 ２ 鉱物事業権所有者は、重大な災害として省令で定めるものが

発生したときは、直ちに、鉱物資源総局長に電話その他適当な

方法により、災害の状況を報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十二節   報 告 
 
（保安報告） 
第５３条 
  鉱物部門を所管する大臣又は総局長は、保安のため必要があるときは、法 
第２９条第１項の規定に基づき、鉱物事業権所有者に保安に関する報告をさ

せることができる。                  
  

（鉱山災害・事故報告書の提出） 
第５４条 
１ 鉱物事業権所有者は、次の各号の一に該当するときは、法第２９条第２項 

の規定に基づき、鉱物部門を所管する総局長に、電話その他の適当な方法に 
より、直ちにその概況を報告しなければならない。 
1)  鉱山において、火災、ガスの爆発、炭塵の爆発、ガス突出若しくは山は 

ね、自然発火、有害ガスの湧出、水害、風害、震災又は火薬類の紛失、盗 
難及び火薬類について事故が発生したとき。 

2)  鉱山災害により、死者、症状の重い者若しくは４週間以上休業見込の負 
傷者が発生したとき。 

3)  鉱山災害により、鉱物事業の全部又は一部を休止したとき。 
２ 鉱山災害又は事故の経過及びこれに対する処置の詳細について、鉱山災害 
又は事故が発生した日から３０日以内に、「鉱山保安法令に規定する手続き、

記載事項に関する規則」の規定に従い、「鉱山災害・事故報告書」を作成し、
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（鉱山保安図） 

第３０条  

１ 鉱物事業権所有者は、「鉱山保安図」を作成し、これを鉱物

事業事務所に備え、且つ、その複本を毎年一回定期的に鉱物資

源総局長に届け出なければならない。 

 ２ 「鉱山保安図」の作成にあたり、その記載すべき事項は、省

令で定める。 

  

鉱物部門を所管する総局長に提出し、かつ、その記録を三年間保存しておか

なければならない。                
３ 第１項第２号に規定する鉱山災害の場合は、当該災害発生箇所の見取図を 

作成し、かつ、その現場を保存しておかなければならない。 ただし、二次 
災害の防止、罹災者の救護その他保安のため必要があるときは、この限りで

ない。                 
                           
（鉱山保安月報の提出） 
第５５条 
  鉱物事業権所有者は、法第２９条第２項の規定に基づき、採掘箇所の保安 

状況及び鉱山災害の発生状況について、「鉱山保安法令に規定する手続き、 
記載事項に関する規則」の規定に従い、「鉱山保安月報」を毎月末日に取り 
まとめ、翌月１０日までに鉱物部門を所管する総局長に提出しなければなら 
ない。    

  
第十三節  鉱山保安図 
 
（鉱山保安図の届出） 
第５６条 
１ 鉱物事業権所有者は、法第３０条第２項の規定に基づき、毎年１２月末日 

現在の鉱物事業の現況について、「鉱山保安図」を作成し、翌年３月末日ま 
でに一年に一回、定期に鉱物部門を所管する総局長に届け出なければならな 
い。 

２ 「鉱山保安図」を作成するときは、次の各号の規定によらなければならな 



44 
 

い。 
1)  縮尺は、６，０００分の一以上とすること。 
2)  記号は、「鉱山保安法に規定する手続き、記載事項に関する規則」の 

規定に従い、表示すること。 
3)  鉱山の露天採掘場及び坑内については、平面図のほか、断面図を作成

すること。 
4)  鉱山の坑内については、坑口、坑道、立坑、斜坑、採掘作業場、掘進

作業場、採掘跡、旧坑、鉱業廃棄物の坑内埋立場、火薬庫、火薬類取扱

所、燃料油貯蔵所、燃料給油所、油脂類貯蔵所、扇風機の位置、ガス誘

導施設、排水設備、消火設備その他保安上必要な事項を記載すること。 
5)  鉱山の坑内以外の地下に設けた建設物、工作物その他の施設について

は、前号に準じて記載すること。 
6)  鉱山の坑外については、露天採掘場、選鉱場、製錬場、捨石、鉱滓又 
 は沈殿物の集積場、鉱業廃棄物の埋立場、坑水又は廃水の処理施設及び 

排水口、火薬庫、火薬類取扱所、燃料油貯蔵所、燃料給油所、油脂類貯 
蔵所、毒劇物貯蔵所、その他の危険物の貯蔵所、消火設備その他保安上 
必要な事項を記載すること。                    

7)  鉱山の周辺にある公共の用に供する施設及び建物である学校、病院、 
 公園及び鉄道などを記載すること。   
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鉱山保安法案 鉱山保安規則案（第一段階） 
（省令への委任） 

第３１条 

1  鉱物事業権所有者が、第５条の規定により、講じなければな

らない必要な以下の項目に関する措置については、省令で定

める。 

2  鉱山労働者が、第６条の規定により、守らなければならない

必要な以下の項目に関する事項については、省令で定める。

 

 項目：災害時の救護及び救護体制；落盤及び崩壊；火薬類及び

発破；車両系鉱山機械及び自動車；運搬；火災及び自然発火；

旧坑対策；鉱害の防止（鉱煙、粉塵、坑内水又は廃水、ダイ

オキシン類、毒劇物、騒音、振動、土地の掘削、鉱業廃棄物、

捨石、鉱さい及び沈澱物の堆積）；電気；坑内の通路及び就

業箇所；通気及び坑内ガス；炭塵；坑外の通路及び就業箇所；

   毒劇物の管理 

  
 
 
 
 

 
第三章  災害時の救護及び救護体制 
第一節  通  則 
 
第５７条 

 救護体制及び災害時の救護に関する保安について、鉱物事業権所有者が法 
第５条の規定により講じなければならない措置及び鉱山労働者が法第６条 
の規定により守らなければならない事項については、法第３１条の規定に基

づき、第三章に定める。                            
 
第二節 災害時の救護 
（連絡装置、空気供給設備及び避難所の設置） 
第５８条 
１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

坑内における火災、ガス又は炭塵の爆発、ガス突出、出水その他の災害が発 
生したときに備えるため、多数の鉱山労働者が就業する区域ごとに、坑外事 
務所から通話により連絡することができる坑内誘導無線機等の連絡装置を 
備えなければならない。 

２ 多数の鉱山労働者が就業する区域には、就業するすべての鉱山労働者に空 
気又は酸素を供給することができる設備（以下「空気供給設備」という。） 
を備えた避難所を設けなければならない。 
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３ 前二項に規定する連絡装置及び空気供給設備の使用方法及び使用上の注

意事項並びに避難所の設置箇所について鉱山労働者に周知させなければな

らない。                    
 

（一酸化炭素用自己救命器等） 
第５９条 
１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

坑内火災、ガス又は炭塵の爆発などの災害発生に際して坑内における鉱山労 
働者を一酸化炭素による中毒から保護するため、入坑する鉱山労働者には、 
一酸化炭素用自己救命器、酸素発生式自己救命器又は簡易救命器を携帯させ 
なければならない。 

２ 前項のほか、特に必要があるときは、坑内の適当な箇所に一酸化炭素用自 
己救命器、酸素発生式自己救命器又は簡易救命器を備えなければならない。 

３ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 
前二項に規定する一酸化炭素用自己救命器、酸素発生式自己救命器又は簡易 
救命器の使用方法、携帯及び使用上の注意事項を鉱山労働者に周知させなけ 
ればならない。                    

       
第三節  救護体制 
（避難訓練） 
第６０条 
１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、

鉱山において坑内火災、ガス又は炭塵の爆発、ガス突出、出水及びその他の

鉱山災害が発生したときに備えるため、坑内に就業する労働者を対象とし
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て、六月に一回以上定期に退避訓練を行わなければならない。   
２ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、

鉱山において坑内火災、ガス爆発、出水及びその他の災害が発生したときに

備えるため、坑内保安兼発破担当の作業監督者、その他必要な者を対象とし

て、六月に一回以上定期に鉱山労働者の退避の指導に関する教育を行なわな

ければならない。  
  

（応急救護） 
第６１条 
１ 鉱物事業権所有者は、作業場付近の適当な箇所に、負傷者の手当てに必要 

な救急用具及び材料を備えると共にその設置箇所及び使用方法並びに救急 
方法を鉱山労働者に周知させなければならない。 

２ 前項の救急用具及び材料には、次の品目を備えなければならない。 
1)  包帯材料、ピンセット及び消毒薬 
2)  高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれが多い作業場には、火傷 
薬 

3)  重傷者が生じるおそれが多い作業場には、止血帯、副木類、担架 
３ 前項の救急用具及び材料は、常時清潔に維持しなければならない。 
                     
第６２条 
 鉱山において重傷者が発生したときは、保安統括者、保安技術管理者又は

鉱山の関係者は、直ちに医師に通報、搬送の手配をするほか、救護のため応

急の処置をしなければならない。                 
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（鉱山救護隊） 
第６３条 
１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

坑内火災、ガス又は炭塵の爆発、ガス突出、出水などの鉱山災害が発生した 
ときに備えるため、鉱山救護隊を設けなければならない。  

２ 坑内採掘を行う金属鉱山及び非金属鉱山の鉱物事業権所有者は、保安のた 
め必要があると認めたときは、鉱山救護隊を設けることができる。  

３ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、他の鉱山の鉱物事業権所有者 
と連携して、共同鉱山救護隊を設けることができる。 

４ 鉱山救護隊は、一班の人員を５人以上とし、三班以上編成しなければなら 
ない。 

５ 鉱山救護隊は、救護に必要な器具を備え、かつ、定期的に検査をし、常に 
使用できる状態にしておかなければならない。 

６ 鉱山救護隊員には、六月に一回以上訓練をさせなければならない。    

７ 第１項から第３項に規定する鉱山救護隊を設けたときは、鉱物事業権所有 
者は、鉱山救護隊員の招集が迅速に行えるよう適当な措置を講じなければな 
らない。                       

 

第四章  落盤及び崩壊 

第一節  通 則 

 
第６４条 

 落盤及び崩壊の防止に関する保安について、鉱物事業権所有者が法第５条 
の規定により講じなければならない措置及び鉱山労働者が法第６条の規定 
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により守らなければならない事項については、法第３１条第２項の規定に基 
づき、第四章に定める。 
                                     

（落盤及び崩壊の防止に関する教育） 

第６５条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、法第７条第１項の規定に基づ 

き、坑内で就業する鉱山労働者には、天盤、側壁、作業面を検査のための適 

当な方法、検査後における必要な処置などの落盤及び崩壊の防止に関する保 

安教育をしなければならない。 

２ 露天採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、法第７条第１項の規定に基づ 

き採掘作業場で就業する鉱山労働者には、崩壊及び墜落による危険の防止に 

関する保安教育をしなければならない。        

                          

（浮石除去器具） 

第６６条 

  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑道の天盤、側壁の浮石を落 

とすため適当な器具を備えなければならない。     

 

第二節  坑内採掘場 

（落盤及び崩壊の防止） 
第６７条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内において落盤又は崩壊の 

おそれが多いときは、速やかに、天盤及び側壁の岩盤の状態に適応する支柱 

その他の設備を設けなければならない。 
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２ 保安のため必要があるときは、仮支柱を設けるなど応急の措置を講じなけ 

ればならない。 

３ 坑道の掘進箇所においては、前二項の規定によるほか、保安のため必要が 

あるときは先受け及び作業面押えを設けなければならない。 

４ 支柱の材料は、作業のため適当な箇所に配置しておかなければならない。 

                        

第６８条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、作業場又は坑道における折損 

し、又は腐朽した支柱は、速やかに取り替え、又は補強しなければならない。 

２ 作業のため移動し、又は発破のため打ち倒された支柱は、速やかに復旧し 

なければならない。              

 

第６９条 

  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、採掘後に残された炭柱、鉱柱 

の処理については、保安上支障がないことを確認した後、熟練した鉱山労働 

者により、安全な方法をもって実施させなければならない。       

 

第７０条 

  危険のおそれが多い箇所での支柱の回収又は採掘後に残された炭柱又は  

鉱柱を処理するときは、坑内保安兼発破担当の作業監督者は、その実施の 

方法を鉱山労働者に指示しなければならない。     

 

第７１条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、保安のため必要があるとき 
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は、その大きさ及び配置が岩盤の状態に適応するような鉱柱又は炭柱を設け 

なければならない。              

２ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、採掘が終了した箇所には、上 

下盤の状態に応じて保安のため必要があるときは、支柱を設けるほか、土砂 

などによる充填を行うなど必要な措置を講じなければならない。      

 

第７２条 

  坑内において採掘作業に従事する鉱山労働者は、作業前及び作業中、天盤、 

側壁及び作業面を検査し、危険のおそれが多いときは、浮石を落すなどの必 

要な措置を講じなければならない。                   

 

第三節  露天採掘場 

（崩壊防止） 

第７３条 

  露天採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、採掘作業場においては、岩盤 

の崩壊及び浮石の落下による危険を防止するため、次の各号の規定による措 

置を講じなければならない。 

1)  採掘作業に危険を及ぼすおそれのある表土は、あらかじめ安全な方法で 

除去すること。 

2) 採掘作業場においては、適当な高さ及び奥行きを有する階段を設け、又 

は適当な高さの採掘壁を有する安全な傾斜を保持すること。 

3) 採掘作業に危険を及ぼすおそれのある浮石は、あらかじめ安全な方法で 

除去し、又は浮石の落下による危険を防止する適当な防護設備を設けるこ 

と。 
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4) 残壁は、崩壊を防止するため、岩盤等の状態に応じて安全な傾斜を保持 

すること。                

 

（墜落防止設備） 

第７４条 

  露天採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、墜落の危険のおそれが多い作 

業場で鉱山労働者を作業させるときは、適当な足場を設けるほか、墜落防止 

網又は腰綱その他の適当な墜落防止設備を設けなければならない。 

 

（上下同時作業等の禁止） 

第７５条 

  露天採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、採掘作業場において、浮石の 

落下、転石による危険のおそれが多いときは、上下の箇所で同時に鉱山労働 

者を作業させてはならない。            

 

（危険時の作業中止） 

第７６条 

  露天採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、採掘作業場又はその周辺にお 

いて、降雨による危険のおそれが多いときは、作業を中止し、又は危険区域 

への立入りを禁止するなどの適当な措置を講じなければならない。     

 

（鉱山外への危険の防止） 

第７７条 

  露天採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、採掘作業場における作業のた 
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め、鉱山外への飛石又は転石による危険のおそれが多いときは、適当な防護 

設備を設け、又は立入禁止区域を設定し、かつ、見張人を配置し、警標を掲 

げるなど立ち入り禁止の措置を講じなければならない。   

 

（車両系鉱山機械又は自動車の転落防止） 

第７８条 

  露天採掘を行う鉱山鉱物事業権所有者は、車両系鉱山機械又は自動車を用 

いて立坑などに鉱石を投下する作業を行うときは、当該車両系鉱山機械又は 

自動車の転落を防止するため、車止めを設けるなどの適当な措置を講じなけ 

ればならない。                 

 

（廃止時の措置） 

第７９条 

  露天採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、採掘場を廃止又は休止しよう 

とするときは、次の各号の規定によらなければならない。  

1) 残壁及び採掘壁は、崩壊を防止するため、岩盤の状態に応じて安全な傾 

斜とすること。 

2) 墜落及び転石などの危害を防止するため、必要な措置を講ずること。 

                                             

（検査） 

第８０条 

  坑外保安兼発破担当の作業監督者は、露天採掘場において、岩盤の緩み、 

 滑りなど崩壊のおそれが多い箇所、表土際であって浮石を生じ易い箇所など 

を、毎作業時間に一回以上検査しなければならない。  
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第８１条 

  露天採掘場において採掘作業に従事する鉱山労働者は、作業前及び作業 

中、岩盤を検査し、危険のおそれが多いときは、適当な器具を使用して浮石 

を落とすなど必要な処置をしなければならない。    

 

第五章  火薬類及び発破 

第一節  通 則 

 

第８２条 
 火薬類及び発破に関する保安について、鉱物事業権所有者が法第５条の規 
定により講じなければならない措置及び鉱山労働者が法第６条の規定によ 
り守らなければならない事項は、法第３１条第２項の規定に基づき、第五章 
に定める。 
                                    

第二節  火薬類の取扱い 

（火薬類取扱所） 

第８３条 

１ 鉱物事業を行うため火薬類を使用する鉱山の鉱物事業権所有者は、火薬庫 

を設けたときは、火薬類を受渡しするため火薬類取扱所を設けなければなら 

ない。 

２ 火薬類取扱所を設けたときは、火薬類取扱所以外の箇所において、火薬類 

の受渡しをしてはならない。ただし、移動式製造設備を用いて製造した硝安 

油剤爆薬を当該設備において、直ちに受渡しをする場合は、この限りでない。 
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３ 鉱物事業を行うため火薬類を使用する鉱山の鉱物事業権所有者は、火薬類 

取扱所を設けないときは、火薬類の受渡しをするため、安全な位置に一定の 

場所を定め、警標を掲げ、かつ、盗難防止のための見張人を配置するほか、

柵囲の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

４ 前項の規定により、火薬類の受渡しをするため、安全な位置に一定の場所 

を定めたときは、当該場所以外の箇所において、火薬類の受渡しをしてはな

らない。ただし、移動式製造設備を用いて製造した硝安油剤爆薬を当該設備

において、直ちに受渡しをする場合は、この限りでない。 

                       

第８４条 

１ 火薬類取扱所又は前条第３項に規定する安全な一定の場所では、火薬類を 

収納する容器（硝安油剤爆薬を収納する容器を除く。）は、木製その他の電 

気の不良導体であって、堅固な構造とし、内面は、鉄類をあらわさないもの 

とし、かつ、爆薬（硝安油剤爆薬を除く。）と火工品とを収納する容器は、 

別のものとしなければならない。 なお、火工品には、導火線、導爆線、工 

業用雷管及び電気雷管などがある。 

２ 火薬類取扱所及び前条第３項に規定する安全な一定の場所において、硝安 

油剤爆薬を収納する容器は、ポリエチレン、塩化ビニルその他の硝安油剤 

爆薬の分解を助長しない電気不良導体でできたものであつて、油の漏えい、 

吸湿及び異物の混入を防止できる構造のものとし、かつ、爆薬と火工品を収 

納する容器は別のものとしなければならない。   

 

（移動式製造設備） 

第８５条 
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  鉱物事業を行うため火薬類を使用する鉱山の鉱物事業権所有者は、移動式 

製造設備を用いて製造した硝安油剤爆薬を収納するため当該設備に備え付 

けられた容器は、ポリエチレン、塩化ビニルその他の硝安油剤爆薬の分解 

を助長しない電気不良導体でできたものであって、油の漏えい、吸湿及び異 

物の混入を防止できる構造のものとし、かつ、爆薬と火工品を収納する容器 

は別のものとしなければならない。      

 

（坑外火薬類取扱所） 

第８６条 

  本規則第８３条第１項に規定する坑外の火薬類取扱所は、次の各号の規定 

によらなければならない。 

 1) 設置箇所は、通路、通路となる坑口、電線路、火を取り扱う箇所その他 

人のいる建物に対して安全な距離であって、かつ、湿気の少ない箇所であ 

ること。 

2) 建物は、平家建てとし、側壁は鉄筋コンクリート造り、コンクリート造 

り、コンクリートブロック造り等の耐火又は防火及び盗難防止の構造と 

し、屋根の外面は、金属板、スレート板、瓦その他の不燃性物質を使用し、 

盗難を防ぎ得る構造とし、内面は、板張りとし、床面には鉄類をあらわさ 

ず、かつ、適当な換気装置を設けること。 

3) 建物の出入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で、厚さ２ミリメート 

ル以上の鉄板とし、容易に取り外すことのできないよう取り付け、内扉と 

外扉にはそれぞれ錠を使用するなどの盗難防止の措置を講ずること。 

4) 窓は、０．１メートル以下の間隔で直径１０ミリメートル以上の鉄棒を 

はめ込み、内側には不透明ガラスを使用した引戸、外側には外から容易に 
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開くことのできない防火扉を備えること。 

5) 屋根又は天井裏及び換気孔には金網を張り、幅０．２メートル以上の換 

気孔については、０．１メートル以下の間隔で直径１０ミリメートル以上 

の鉄棒をはめ込むこと。 

6) 建物には、避雷装置を備えること。 

7) 床の高さは、０．３メートル以上とすること。 

8) 火薬及び爆薬と火工品とは、隔離して置くこと。 

9) 室内では、火気を使用しないこと。 

10) 火薬類取扱所の周囲には、適当な境界柵を設け、「火薬」、「立入禁止」、 

「火気厳禁」などの警標を掲げること。 

11) 火薬類取扱所内の見易い箇所に、火薬類の取扱いに必要な心得を掲示 

すること。 

12) 火薬類取扱所には警鳴装置を設置し、常に正常に作動するよう維持す 

ること。 

 

（坑内火薬類取扱所） 

第８７条 

  本規則第８３条第１項に規定する、坑内の火薬類取扱所は、前条第７号か 

ら第１２号までの規定によるほか、次の各号の規定によらなければならな 

い。 

1) 設置箇所は、運搬坑道、坑内事務所、乗降場等多数の鉱山労働者が集合 

する箇所及び照明設備に使用する配線以外の配線から７．５メートル以上 

離れ、かつ、なるべく乾燥した安全な箇所であること。 

2) 建物は、平家建てとし、外側を不燃性物質によって被覆し、内面は板張 
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りとし、床面には鉄類をあらわさず、かつ、適当な換気装置を設けること。 

3) 建物の出入口の扉は、外側に厚さ２ミリメートル以上の鉄板を張ったも 

のとし、容易に取り外すことのできないように取り付け、錠を使用するな 

どの盗難防止の措置を講ずること。 

4) 火薬類取扱所を設置した付近には、十分に岩粉を散布すること。 

5) 落盤防止の施設を設けること。 

6) 照明設備を設けるときは、安全な装置を施した定着電灯を使用し、かつ、 

その配線は、合成樹脂管工事又はケーブル工事とすること。 

7) 照明設備の開閉器又は自動遮断器は、室外に設けること。 

 

（火薬類の管理） 

第８８条 

１ 鉱物事業権所有者は、火薬類取扱所においては、次の各号の規定によらな 

ければならない。 

 1) 火薬類取扱所に存置する火薬類は、二作業日の使用見込量以上としない 

こと。 

2)  火薬類取扱所内には、作業に関係のない者を立ち入らせないこと。 

3) 火薬類取扱所内においては、喫煙その他の火気の使用を禁止し、かつ、 

発火又は燃焼しやすい物を置かないこと。 

4) 携帯用の灯火を用いるときは、安全な携帯用の電灯以外のものを使用し 

ないこと。 

２ 二作業日の火薬類の使用見込量が５キログラム以下の場合は、前項の規定 

にかかわらず、火薬類を５キログラムまで火薬類取扱所に存置することがで 

きる。     
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第８９条 

１ 本規則第８３条第３項に規定する、安全な一定の場所において受渡しをす 

る火薬類は、一作業時間の使用見込量以下としなければならない。 

２ 前項の場所においては、火薬類は、その受渡しに必要な時間以上存置して 

はならない。                  

 

第９０条 

１ 本規則第８５条に規定する、移動式製造設備において受渡しをする製造し 

た硝安油剤爆薬は、一作業時間の使用見込量以下としなければならない。 

２ 前項の製造設備に存置する硝安油剤爆薬は、一作業日の使用見込量以上と 

してはならない。              

 

第９１条 

 火薬類取扱所を設けた鉱山における火薬類担当の作業監督者は、次の各号 

の規定を守らなければならない。 

1) 爆薬と火工品とは、別の容器に収納すること。 

2) 火薬類取扱所内には、火薬類取扱いに必要なもののほか、器具類を置か 

ないこと。 

3) 火薬及び爆薬の吸湿及び固化の程度を検査すること。 

4) 前号の検査の結果、火薬類の不良品があったときは、火薬庫に返還し、 

管理者に報告すること。 

          

（火薬類の受渡し） 
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第９２条 

  火薬類取扱所を設けた鉱山における火薬類担当の作業監督者は、火薬類の 

受渡しをするときは、次の各号の規定を守らなければならない。 

1) 火薬類受渡簿を作り、火薬類受渡しの度ごとに、必要な事項を記載し、 

その収支を明らかにしておくこと。 

2) 作業場の状況により二作業日を超えて火薬類を使用する必要がないと 

き又は二作業日を超えて作業を休止するときは、火薬庫に残余の火薬類を

返還すること。 

3) 坑外保安兼発破担当の作業監督者又は坑内保安及び発破担当の作業監 

督者が作成した火薬類請求伝票を持参した鉱山労働者以外の者には火薬 

類を渡さないこと。          

                         

第９３条 

１ 火薬類取扱所を設けない鉱山においては、火薬類担当の作業監督者の業務 

については坑外保安兼発破担当の作業監督者又は坑内保安兼発破担当の作 

業監督者が兼務する。 

２ 坑外保安兼発破担当の作業監督者又は坑内保安兼発破担当の作業監督者 

は、火薬類の受渡しをするときは、次の各号の規定を守らなければならない。 

1) 本規則第８３条第３項に規定する安全な一定の場所においては、爆薬と

と火工品とは、別の容器に収納すること。 

2) 火薬類受渡簿を作り、一作業時間ごとに、火薬類の受渡し及び使用数量

を明らかにしておくこと。 

3) 火薬類の残余があったとき又は一作業時間終了後残った火薬類が返還

されたときは、速やかに火薬庫に返還すること。   
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第９４条 

１ 移動式製造設備を用いて製造した硝安油剤爆薬の受渡しをするときは、火 

薬類を担当する作業監督者の業務については、坑外保安兼発破担当の作業監 

督者又は坑内保安兼発破担当の作業監督者が兼務する。 

２ 坑外保安兼発破担当の作業監督者又は坑内保安兼発破担当の作業監督者 

は、製造した硝安油剤爆薬の受渡しをするときは、次の各号の規定を守らな 

ければならない。 

1)  火薬類受渡簿を作り、硝安油剤爆薬の受渡しの度ごとに、必要な事項 

を記載し、その収支を明らかにしておくこと。 

2)  発破作業に従事する鉱山労働者に硝安油剤爆薬を渡す量は、一作業時 

間に使用する見込量を超えないこと。 

3)  一作業日終了後残った硝安油剤爆薬については、残余の硝安油剤爆薬  

の数量を火薬類受渡簿に記載すると共に火薬庫又は火薬類取扱所に移動

すること。              

 

（坑外運搬） 

第９５条 

  鉱物事業権所有者は、火薬類を運搬するときは、次の各号の規定によらな 

ければならない。 

1) 車両により運搬するときは、人車又は専用車両を用い、爆薬と火工品と

は、別の車両に積載すること。 

2) 自動車により運搬するときは、その原動機による火熱に対して防護の措 

置を講ずること。 
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3) 火薬類を積載した自動車には、適当な消火器を備えること。 

4) 坑外を運搬する火薬類には、日光が直射しないように被覆をすること。 

5) 昼間は、赤地に「火薬」と表示した小旗を、夜間は、安全な携帯用の赤 

色電灯を使用すること。          

 

第三節  発 破 

（発破に関する作業） 

第９６条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において、発破作業は、 

坑内保安兼発破担当の作業監督者でなければ行ってはならない。 

２ 坑内採掘を行う金属鉱山及び非金属鉱山、露天採掘を行う石炭鉱山、金属 

鉱山及び非金属鉱山において、発破作業は、坑内保安兼発破担当の作業監督

者、坑外保安兼発破担当の作業監督者又は発破に関する作業の保安教育を修

了した者（以下「発破の作業資格者」という。）でなければ行ってはならな

い。                    

 

（火薬類の携帯） 

第９７条 

  担当の作業監督者又は発破の作業資格者が火薬類を携帯するときは、次の 

各号の規定を守らなければならない。 

1) 布、木その他の電気不良導体であって、内部に鉄類をあらわさない容器 

を使用すること。 

2) 硝安油剤爆薬にあっては、ポリエチレン、塩化ビニ－ル及びその他の硝 

安油剤爆薬の分解を助長しない電気不良導体でできたものであって、油の 
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漏えい、吸湿及び異物の混入を防止する容器を使用し、かつ、他の火薬類 

と隔離すること。 

3) 前二号に規定する容器には、火薬類以外のものを入れないこと。 

4) 携帯用容器には、「火薬類」その他の標識を付すこと。 

5) 携帯用容器を身辺から離すときは、盗難の防止のため適当な措置を講 

じ、かつ、電気雷管又は電気導火線を入れているときは、配線、移動電線 

及び軌条から 1メートル以上離れた安全な箇所に置くこと。  

 

（発破用込物） 

第９８条 

１ 鉱物事業権所有者は、火薬類を装填するため摩擦、衝撃、静電気に対して 

安全な装填器具及び粘土、砂、水パックその他の発火性又は引火性のない込 

物を備えなければならない。 

２ 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において火薬類を装填するときは、前 

項の規定によるほか、安全な被覆筒、漏斗その他の器具を備えなければなら 

ない。 

３ 金属鉱山及び非金属鉱山において、水の多い採掘作業場で使用する導火線 

又は電気導火線には、油脂類の塗布その他の防水措置を講じなければならな 

い。                                  

 

（硝安油剤爆薬装填機） 

第９９条 

  鉱物事業権所有者は、圧縮空気を用いて硝安油剤爆薬を装填する装置（以 

下「装填機」という。）を使用するときは、次の各号の規定に適合するもの 
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でなければならない。 

1) 装填機の内面は、ステンレス鋼、アルミニウムなどの非腐食性で、かつ、 

硝安油剤爆薬の分解を助長しない物質を用いたものであること。 

2) 装填用ホースは、静電気を放電することができるものであること。 

3) 接地用端子を備えたものであること。 

4) 内部の清掃が容易な構造のものであること。   

 

（発破） 

第１００条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

、可燃性ガスの含有率が０．５パーセント以上の箇所においては、発破をし 

てはならない。 ただし、可燃性ガス含有率が１．５パーセント以下の箇所 

において点火後１００ミリセコンド以内に起爆を終了する遅発電気雷管を 

用いた電気点火法によるときは、この限りでない。  

２ 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において発破をするときは、工業雷管 

又は電気雷管の位置は、その孔口部に取り付ける正起爆の方法により行わな

ければならない。               

 

（電灯線等による発破） 

第１０１条 

１ 坑内採掘を行う金属鉱山及び非金属鉱山の鉱物事業権所有者は、電灯線又 

は動力線を電源として発破をするときは、電源用開閉器及び点火用開閉器を 

備え、かつ、必要があるときは、電流調整装置を備えなければならない。 

２ 前項に規定する開閉器は、二極界磁開閉器であって、かつ、点火用開閉器 
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は、点火後自動的に開くものでなければならない。 

３ 第１項に規定する電気雷管又は電気導火線の電路の電流は、１アンペア 

以上の適当な電流としなければならない。    

 

（退避箇所） 

第１０２条 

  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、発破をするときの退避箇所 

は、飛石の危険を防止するため、安全な位置に設け、又は安全な構造のもの 

としなければならない。            

 

（発破による危険の防止） 

第１０３条 

  露天採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、発破の際に鉱山外において飛 

石又は転石の危険があるときは、適切な装薬量とするほか、適当な防護設備 

を設け、又は立入禁止区域を設定し、かつ、見張人を配置し、警標を掲げる 

ことによる立入りを禁止するための措置を講じなければならない。 

 

（発破担当作業監督者の遵守事項） 

第１０４条 

   坑外保安兼発破担当の作業監督者、坑内保安兼発破担当の作業監督者及び 

発破の作業資格者は、次の各号の規定を守らなければならない。 

1) 電気雷管又は電気導火線は、安全な箇所で火薬又は爆薬に取り付けるこ 

と。 

2) 工業雷管と導火線とは、安全な箇所で安全な口締器を用いて取り付ける 
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こと。 

3) 電気雷管又は電気導火線を用いるときは、発破母線に接続するまでは、 

脚線の両端をねじ合せておくこと。 

4) 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において発破をするときは、点火の 

度ごとに可燃性ガス検定器を用いて、発破をする箇所において、可燃性ガ 

スの含有率及びその存在する範囲を測定すること。 

5)  坑内採掘を行う鉱山において発破をするときは、あらかじめ定めた危険 

区域への通路に見張人を配置し、かつ、その内部に関係人以外の者を立ち 

入らせない設備をし、付近の者に発破をする箇所を知ることができるよう 

警告し、かつ、安全であることを確認した後でなければ点火しないこと。 

6) 鉱山における電気点火法による点火及び導通試験は、安全な箇所で実施 

すること。 電気発破回路の導通試験は、１ミリアンペア以下の電流によ

る導通試験器を用いること。 

7) 鉱山において、発破孔に火薬類を装填するときは、その付近で裸火を使 

用し、又は喫煙をしないこと。           

 

(発破母線） 

第１０５条 

  鉱物事業権所有者は、発破母線は、綿、ゴム等により絶縁され、かつ、機 

械的に強力な電線であって、本規則第１０２条に規定する退避箇所におい 

て発破作業を実施するのに適当な長さとしなければならない。 

                         

第１０６条 

  発破母線に関し、坑外保安兼発破担当の作業監督者、坑内保安兼発破担当 
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の作業監督者及び発破の作業資格者は、次の各号の規定を守らなければなら 

ない。 

1) 点火するときのほか、点火器に接続する側の心線は、短絡させておくこ 

と。 

2) 電気雷管又は電気導火線の脚線に接続する側は、短絡を防止するため、 

心線は長短不揃いにしておくこと。 

3) 発破母線を布設するときは、配線、移動電線その他の充電部又は帯電す 

るおそれが多いものから隔離すること。 

２ 露天採掘鉱山の坑外作業場であって、電気発破回路に雷による誘導電流が 

生じ、暴発を起こすおそれがあるときは、前項第１号の規定にかかわらず、 

点火器に接続する側の心線は開路させておかなければならない。 

                     

（不発） 

第１０７条 

  装填された火薬類が点火後爆発しないとき又はその爆発の確認が困離で 

あるときは、坑外保安兼発破担当の作業監督者、坑内保安兼発破担当の作業

監督者及び発破の作業資格者は、次の各号の規定を守らなければならない。 

1) 電気点火法によったときは、発破母線を点火器から取り離し、その端を 

短絡させておき、かつ、再点火ができないように措置すること。 

2) 電気点火法によったときは前号の措置を講じた後５分以上、その他の場 

合は点火後１５分以上経過した後でなければ火薬類を装填した箇所に近 

寄らず、かつ、他の鉱山労働者を近寄らせないこと。  

 

第１０８条 
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  装填された火薬類が不発のときは、坑外保安兼発破担当の作業監督者、坑 

内保安兼発破担当の作業監督者及び発破の作業資格者は、次の各号のうち適 

切な措置を講じなければならない。 

1) 不発の発破孔から０．５メートル以上の間隔をもって平行にせん孔して 

発破をし、不発火薬類を回収すること。 

2) 不発の発破孔に新たに装薬し殉爆させること。 

3) 不発の発破孔からゴムホースの水流又は圧縮空気で、込物及び火薬類を 

流し出し、不発火薬類を回収すること。 

4) 前号の場合、不発の発破孔からゴムホースの水流又は圧縮空気で込物を 

流し出した後、新たに装薬し発破をすること。 

２ 前項に規定する措置を講じた後、不発火薬類を回収することができないと 

きは、不発火薬類が混入したおそれがある鉱車又は鉱物の搬送車両に適当な 

表示をし、かつ、直ちに、当該発破担当の作業監督者又は発破の作業資格者 

は管理者に報告しなければならない。        

 

（発破終了後の措置） 

第１０９条 

1  坑内採掘を行う鉱山において、発破を終えたときは、坑内保安兼発破担当 

の作業監督者及び発破の作業資格者は、次の各号の規定を守らなければなら 

ない。  

1) 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）においては、坑内保安兼発破担当の 

作業監督者は発破をした箇所において、可燃性ガス、岩盤の状況、不発火

薬類その他の危険の有無を検査し、危険又は危険のおそれが多いときは、

直ちに鉱山労働者の立入禁止の措置を講じ、管理者に報告すること。 
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2)  金属鉱山及び非金属鉱山においては、坑内保安兼発破担当の作業監督者 

及び発破の作業資格者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後 

でなければ、発破をした箇所に近寄らず、かつ、他の鉱山労働者を発破を 

した箇所に近寄らせないこと。 

3) 金属鉱山及び非金属鉱山における発破をした箇所においては、坑内保安 

 兼発破担当の作業監督者及び発破の作業資格者は、岩盤の状況、不発火薬 

類のチェック、その他の危険の有無を検査し、危険又は危険のおそれが多 

いときは、直ちに鉱山労働者の立入りを禁止する措置を講じ、管理者に報 

告すること。 

4) 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）、金属鉱山及び非金属鉱山において 

は、坑内保安兼発破担当の作業監督者は、発破保安日誌を作成し、発破の 

箇所ごとに次の事項を記載すること。 

a)  火薬類の受け取り、消費及び返還に関するその種類及び数量    

b） 発破の回数 

   c） 各発破孔に使用した火薬類の種類及び数量  

     d） 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）における発破については、発破 

の前後における可燃性ガス濃度の測定及びその結果 

   e） 不発のときにした処置  

２  露天採掘を行う鉱山において、発破を終えたときは、坑外保安兼発破担当 

の作業監督者及び発破の作業資格者は、次の各号の規定を守らなければなら 

ない。  

１） 石炭鉱山、金属鉱山及び非金属鉱山における発破をした箇所においては、 

坑外保安兼発破担当の作業監督者及び発破の作業資格者は、崩壊及び転石

の状況、不発火薬類のチェック、その他の危険の有無を検査し、危険又は
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危険のおそれが多いときは、直ちに鉱山労働者の立入りを禁止する措置を

講じ、管理者に報告すること。 

2)  石炭鉱山、金属鉱山及び非金属鉱山においては、坑外保安兼発破担当の 

作業監督者は、発破保安日誌を作成し、発破の箇所ごとに次の事項を記載 

すること。 

a)  火薬類の受け取り、消費及び返還に関するその種類及び数量    

b） 発破の回数 

   c） 各発破孔に使用した火薬類の種類及び数量  

     d） 不発のときにした処置  

 

第１１０条 

   坑外保安兼発破担当の作業監督者、坑内保安兼発破担当の作業監督者及び 

発破の作業資格者は、硝安油剤爆薬を使用して発破するときは、本規則第１ 

０４条の規定によるほか、次の各号の規定を守らなければならない。 

1) 装填機を使用するときは、接地をすると共にその接地には軌条、鋼管類 

又は他の電気接地系統は用いないこと。 

2) 装填機のホースは、発破孔の長さより十分長いものを用いること。 
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第六章    車両系鉱山機械及び自動車 

第一節    通  則 

 

第１１１条 
 車両系鉱山機械及び自動車に関する保安について、鉱物事業権所有者が法

第５条の規定により講じなければならない措置及び鉱山労働者が法第６条

の規定により守らなければならない事項は、法第３１条第２項の規定に基づ

き、第六章に定める。                           
 

（車両番号などの表示） 

第１１２条 

  鉱物事業権所有者は、鉱山における車両系鉱山機械及び自動車には、適当 

な位置に当該鉱山における車両番号、制限積載重量、最大使用荷重その他当 

該車両の運転管理上必要な事項を表示しなければならない。 

                        

第二節   車両系鉱山機械又は自動車の構造基準 

（車両系鉱山機械又は自動車の構造基準）  

第１１３条 

１ 鉱物事業権所有者は、鉱山において車両系鉱山機械又は自動車を使用する 

場合は、「鉱山保安法令に規定する手続き、記載事項等に関する規則」の規 

定に従い、車両系鉱山機械又は自動車の構造基準に適合しない車両系鉱山機 

械又は自動車を使用してはならない。 

２ 坑内採掘を行う金属鉱山及び非金属鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内にお 
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いて車両系鉱山機械又は自動車を使用する場合は、「鉱山保安法令に規定す 

る手続き、記載事項等に関する規則」の規定に従い、基準に適合しない排気 

を排出する車両系鉱山機械又は自動車の使用並びに基準に適合しない燃料 

油を使用してはならない。 

                        

（ヘッドガード） 

第１１４条 

  鉱物事業権所有者は、鉱山において、岩石の落下及び墜落などにより危険 

の生ずるおそれのある場所で使用する車両系鉱山機械又は自動車には、堅固 

なへッドガードを備えなければならない。         

 

第三節   検  査 

（作業前点検） 

第１１５条 

  鉱山において、車両系鉱山機械又は自動車を用いて作業を行う資格者は、 

当該作業開始前、当該車両系鉱山機械又は自動車の点検をしなければならな 

い。                     

 

（定期検査） 

第１１６条 

１ 鉱山において、機械保安担当の作業監督者は、車両系鉱山機械又は自動車 

の次の装置について一月に一回以上検査を行わなければならない。 

1) ブレーキ、クラッチ、操作装置及び作業装置の異常の有無 

2) ロープ及びチェーンの損傷の有無 
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3) バケット、ディッパ等の損傷の有無 

4) 警報器等保安装置の異常の有無 

２ 機械保安担当の作業監督者は、前項に規定する検査を車両系鉱山機械又は 

自動車の整備に関する保安教育を修了した者に行わせることができる。 

この場合において、機械保安担当の作業監督者は、同検査の結果を確認し 

なければならない。 

３ 機械保安担当の作業監督者は、第１項及び第２項に規定する検査の結果を 

「車両系鉱山機械及び自動車の管理台帳」に記録しなければならない。 

                       

（精密検査） 

第１１７条 

１ 鉱物事業権所有者は、車両系鉱山機械又は自動車の各部分の異常の有無に 

ついて一年に一回以上定期的に精密検査を行い、その結果を「車両系鉱山機 

械及び自動車の管理台帳」に記録しなければならない。 

２ 鉱物事業権所有者は、前項に規定する精密検査を車両系鉱山機械又は自動 

車を整備する公認の資格を有する者に行わせたときは、同項の検査をしたも 

のとみなす。 

                        

（点検、修理時の措置） 

第１１８条 

  鉱物事業権所有者は、鉱山において、車両系鉱山機械又は自動車のブーム、 

アームを上げ、その下で鉱山労働者に点検、修理などの作業を行わせるとき 

は、安全支柱、安全ブロックなどを使用するなど適当な措置を講じなければ 

ならない。 
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第四節 運転時における危険の防止 

（安全運転の義務） 

第１１９条 

  鉱山において、車両系鉱山機械又は自動車を運転する資格者は、安全な 

速度と方法で運転しなければならない。      

 

（用途、積載重量及び使用の制限） 

第１２０条 

１ 鉱山において車両系鉱山機械又は自動車を用いて作業を行う資格者は、当 

該車両の主たる用途以外の用途に使用してはならない。 

２ 車両系鉱山機械及び自動車には、積載物の重量又は乗車人員の制限を超え 

て積載し、又は乗車させてはならない。 

３ 車両系鉱山機械を用いて作業を行うときは、転倒又はブーム、アーム等の 

作業装置の破壊による危険を防止するため、構造上定められた安定度、最大 

使用荷重を超えて使用してはならない。 

４ 車両系鉱山機械又は自動車を運転して作業を行う資格者は、乗車席以外の 

箇所に鉱山労働者を乗せてはならない。 

                       

（車両系鉱山機械又は自動車から離れるときの措置） 

第１２１条 

  鉱山において、車両系鉱山機械又は自動車を運転する資格者は、車両から 

離れるときは、次の各号の規定を守らなければならない。 

1)  バケット、ディッパを地上に降ろすこと。 
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2) 原動機を止め、かつ、ブレーキをかけるなど逸走を防止するための処置 

をすること。 

3) 車両系鉱山機械又は自動車を資格者以外の者に運転されることがない 

ように運転用錠を外し、携帯すること。 

                      

第五節   鉱山道路及び坑道 

（鉱山道路） 

第１２２条 

１ 鉱物事業権所有者は、鉱山における鉱山道路の構造は、鉱山周辺の地形、 

地質、気象その他の状況及び当該鉱山道路における車両系鉱山機械又は自動 

車の走行状況を考慮し、次の各号の規定を守らなければならない。 

1) 路面の地質が軟弱な箇所には砂利又は骨材などを敷くことにより路面 

の維持を図ること。 

2) 落石又は地滑りなどによる鉱山道路の構造に損傷を与えるおそれがあ 

る箇所には、柵、よう壁その他適当な防護施設を設けること。 

3) 降雨量が多い地域では、鉱山道路には排水のための側溝、その他適当な 

排水施設を設けること。 

4) 大型車両が走行する鉱山道路には、必要に応じ車両相互すれ違いのため 

待避所を設けること。 

２ 鉱山道路には、必要な箇所に道路標識、墜落防止柵、カーブミラーなどの 

保安設備を設置しなければならない。               

 

（鉱山道路の縦断勾配及び幅員） 

第１２３条 
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１ 鉱物事業権所有者は、鉱山における鉱山道路の縦断勾配は、原則１２％以 

下としなければならない。 但し、通行する車両系鉱山機械又は自動車の走 

行速度を毎時２０ｋｍ以下とした場合は、その縦断勾配は１８％以下とする 

ことができる。 

２ 鉱山道路の幅員は、通行する車両系鉱山機械又は自動車の最大車幅が２． 

 ５ｍ以下の場合は最小幅員は４．０ｍ以上とし、最大車幅が２．５ｍを超え 

 る場合はその最小幅員は最大車幅に２．５ｍを加えた幅員以上としなければ 

ならない。 

 

（坑道） 

第１２４条 

１ 鉱物事業権所有者は、鉱山における車両系鉱山機械又は自動車が常時走行 

する坑道は、次の各号の規定によらなければならない。 

1)  車両系鉱山機械又は自動車の走行に支障がないよう路面を維持するこ 

と。 

2) 坑道の走行の用に供する部分の幅は、車両系鉱山機械又は自動車の走行 

上安全な幅とすること。 

3) 挟撃又は接触による災害を防止するため、坑道の天井又は障害物と車両 

との間に適当な間隔を保つこと。 

4) 必要な箇所に道路標識、信号機などの保安設備を設置すること。 

5) 必要な箇所に照明設備を設置すること。 

２ 車両系鉱山機械又は自動車を常時走行させる坑道は、常時、鉱山労働者の 

通行の用に供してはならない。 ただし、鉱山労働者の通行の安全のため必 

要な措置を講じたとき、回避所を適当な間隔に設けたとき、柵などにより坑 
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道の走行の用に供する部分から０．７５メートル以上の幅の歩道を設けたと 

きは、この限りでない。           

                     

第七章   巻揚装置、ベルトコンベア及び機関車による運搬 

第一節   通 則 

 

第１２５条 
１ 巻揚装置、ベルトコンベア及び機関車による運搬に関する保安について、

鉱物事業権所有者が法第５条の規定により講じなければならない措置及び

鉱山労働者が法第６条の規定により守らなければならない事項は、法第３１

条第２項の規定に基づき、第七章に定める。                        
 

（機械的安全装置の検査） 

第１２６条 

  機械保安担当の作業監督者は、坑内で使用する次に掲げる施設、装置、部 

品等について、毎作業日、異常の有無を検査し、その結果を保安日誌に記載 

しなければならない。 

1) 人を運搬する巻揚装置の機械的安全装置 

2)  ベルトコンベアの機械的安全装置、ベルト、駆動装置、緊張装置、ブレ 

ーキ、ローラ、プーリ及びフレーム 

3) 巻揚装置のロープ、ブレーキ、クラッチ及び機械的安全装置  

4) 巻揚装置のロープに付属する連結用金具（ロープソケット、リンク、チ 

ェーン及びピン等） 

5) 巻揚装置のケージ、バケット、人車及び人車に附属する連結用金具 
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第１２７条 

  機械保安担当の作業監督者は、前条に掲げる施設、装置、部品等について 

三月に一回以上精密検査を実施し、その結果を「機械的安全装置管理台帳」 

に記録しなければならない。                 

 

第１２８条 

１ 機械保安担当の作業監督者は、人を運搬する巻揚装置、人を運搬するべル 

トコンベアの電気的信号装置及び電気的安全装置並びに人以外のものを運 

搬するベルトコンベアの電気的安全装置について、異常の有無を毎作業日検

査し、その結果を保安日誌に記載しなければならない。 

２ 電気保安担当の作業監督者は、前項に規定する装置について、三月に一回 

以上精密検査を実施し、その結果を「機械的安全装置管理台帳」に記録しな 

ければならない。   

                         

第１２９条 

１ 機械保安担当の作業監督者は、人を運搬する巻揚装置を設けた立坑、斜坑 

及びこれらの軌道、人を運搬する機関車を運転する坑道及びその軌道並びに 

人を運搬するべルトコンベアを設けた坑道について、異常の有無を毎作業日 

検査し、その結果を保安日誌に記載しなければならない。 

２ 機械保安担当の作業監督者は、人以外のものを運搬する巻揚装置を設けた 

斜坑の軌道について、異常の有無を定期的に検査し、その結果を保安日誌に

記載しなければならない。           
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第二節  一般保安装置 

（ブレーキ） 

第１３０条 

  鉱物事業権所有者は、鉱山における立坑巻揚機、斜坑巻揚機及び人を運搬 

するべルトコンベアのブレーキは、最大総荷重のケージ、バケット、スキッ 

プ、列車及びベルトをいかなる位置においても直ちに停止し、かつ、保持す 

ることができるものとしなければならない。         

 

（安全率） 

第１３１条 

１ 鉱物事業権所有者は、鉱山における人を昇降させる立坑巻揚装置又は斜坑 

人車巻揚装置において、ケージ又は人車を支持する連結用附属金具及びロー 

プを設けるときは、連結用附属金具及びロープの安全率を最大静荷重に対し 

て１０以上及び最大総荷重に対して５以上としなければならない。 

２ 前項の安全率については、「鉱山保安法令に規定する手続き、記載事項に 

関する規則」の規定に従い、算定すること。 

                           

第１３２条 

１ 鉱物事業権所有者は、鉱山における人以外のものを運搬する巻揚装置にお 

いて、ケージ、バケット、スキップ又は車両を支持する連結用附属金具及び 

ロープを設けるときは、連結用附属金具及びロープの安全率を最大静荷重に 

対して６以上及び最大総荷重に対して３以上としなければならない。 

２ 鉱山における斜坑エンドレス巻装置に、ロープを設けるときは、ロープの

安全率を最大静荷重に対して３以上及び最大総荷重に対して２以上としな



80 
 

ければならない。  

３ 鉱山において立坑のスカホードを支持する連結用附属金具及びロープを

設けるときは、附属金具及びロープの安全率を最大静荷重に対して６以上及

び最大総荷重に対して３以上としなければならない。  

４ 前三項に規定する安全率については、「鉱山保安法令に規定する手続き、

記載事項に関する規則」の規定に従い、算定すること。 

 

第１３３条 

１ 鉱物事業権所有者は、鉱山における人を運搬するベルトコンベアのベルト 

の安全率は、最大静荷重に対して１０以上及び最大総荷重に対して５以上と 

しなければならない。 

２ 前項の安全率については、「鉱山保安法令に規定する手続き、記載事項に

関する規則」の規定に従い、算定すること。    

 

（信号装置） 

第１３４条 

１ 鉱物事業権所有者は、鉱山における巻揚装置を設けた立坑及び自動巻装置 

又はエンドレス巻装置を設けた坑道には、信号装置を設けなければならな 

い。 

２ 鉱山における人を運搬する巻揚装置を設けた立坑及び斜坑の乗降場と巻 

揚機場との間には、聴音式を含む二以上の信号装置を設けなければならな 

い。この場合において、電話は、聴音式信号装置とみなす。 

３ 鉱山における人車巻揚装置を設けた斜坑においては、前項の信号装置の一 

は、斜坑のいかなる位置においても巻揚機場と信号できるものとしなければ 
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ならない。 ただし、人車内においていかなるときにおいても確実に巻揚機 

を停止させることができる装置を設けたときは、この限りでない。 

４ 鉱山における人を運搬するべルトコンベアを設けた坑道には、他の乗降場 

と通話により連絡することができる電話機、坑内誘導無線機などの装置を各 

乗降場に設け、かつ、乗降場から搭乗者に合図することができる信号装置を 

設けなければならない。 

５ 鉱山における人を運搬するケージ内に設けられ、立坑のいかなる位置にお 

いても巻揚機場と信号できる装置は、第２項に規定する信号装置とみなす。 

 

（逸走防止設備） 

第１３５条 

１ 鉱物事業権所有者は、鉱山における自動巻装置又はエンドレス巻装置によ 

り鉱車を連結した車両を運転するときは、車両の逸走による危険を防止する

ため、車両又は斜坑の必要な箇所に車両の逸走を防止する設備、逸走した車

両を停止させる設備その他必要な設備（以下「逸走防止設備」という。）を

設けなければならない。 

２ 鉱山における自走軌道において鉱車を連結した車両の自走による危険の 

おそれが多いときは、速度制御装置及び警報装置などの危険防止の設備を設 

けなければならない。 

３ 鉱山における手押運搬において、鉱車を連結した車両の自走等危険のおそ 

れが多いときは、車両に速度制御装置を設けなければならない。  

    

（危険箇所の措置） 

第１３６条 
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１ 鉱物事業権所有者は、鉱山における運搬坑道、坑外において修理その他の 

工事箇所及び運搬のため危険な箇所は、監視人を配置し、又は赤色電灯の設 

置、警標その他の容易に識別できる措置を講じなければならない。     

２ 坑内の入気坑道であって主要運搬坑道における車両の操車場その他保安 

上注意を要する箇所には、照明器具を設けなければならない。      

 

第三節  人の運搬 

（人を昇降させる立坑巻揚装置） 

第１３７条 

  鉱物事業権所有者は、鉱山における人を昇降させる立坑巻揚装置は、次の 

各号の規定によらなければならない。 

1) 巻揚装置には、深度指示器を備えること。 

2) 巻揚装置には、巻揚超過及び速度超過による危険を防止する設備を設け 

ること。 

3)  巻揚装置には、停電その他動力に異常があったときにおける危険を防 

止する設備を設けること。  

4) 坑口及び中段乗降場には、自動又は手動による安全戸その他の墜落を防 

止する設備を設けること。 

5) 坑底及び中段乗降場には、両側に坑道があるときは、一方の側から他の 

側に通ずる回り通路を設けること。 

6) ケージには、金属製の上蓋を備え、かつ、墜落を防止するため側囲を備 

え、前後には、戸、安全鎖又は横木を備えること。 

7) ケージには、人が安定を保つための握り又は鎖を備えること。 

8) ケージに、予備の吊り鎖を備えること。 
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9) 継ぎ合せたロープを使用しないこと。 

10) ロープは、腐食、ひずみ、摩耗、断線などの状態を勘案するほか、第 

１３１条第１項に規定する安全率がその８０パーセント以下に減少した 

ときは、使用しないこと。 

11) 巻揚信号法は、巻揚機場の運転者が見やすい箇所及び各乗降場の信号 

機が備えてある箇所に掲示すること。 

12) 搭乗定員数は、乗降場に掲示すること。 

２ 前項第１０号の安全率減少の測定方法については、「鉱山保安法に規定す 

る手続き、記載事項等に関する規則」に定める。 

 

  （斜坑人車巻揚装置等） 

第１３８条 

  鉱物事業権所有者は、鉱山における斜坑人車巻揚装置は、前条第１項第１ 

号から第３号まで、第９号、第１１号及び 第１２号の規定によるほか、次 

の各号の規定によらなければならない。 

1) 坑道の側壁又は障害物と人車との間隔の一を０．７５メートル以上とし、 

その他の間隔を０．３メートル以上とすること。 

2) 人車には、上蓋を備え、かつ、側面には、側囲、安全鎖又は横木を備え 

ること。 

3) 人車の上蓋と天井又は障害物との間の間隔を０．３メートル以上とする 

こと。 

4) 人車には、ロープ切断及び速度超過による危険を防止する設備並びに手 

動停止装置を設けること。 

5) 人車と人車若しくは人車とロープソケットを連結用付属金具（チェーン 
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又はリンク）で連結する場合には、予備のチェーン又はロープを備えるこ 

と。  

6) ロープは、腐食、ひずみ、摩耗、断線などの状態を勘案するほか、第１ 

３１条第１項に規定する安全率がその８０パーセント以下に減少したと 

きは、使用しないこと。 

7) 傾斜３０度以上のときは、人車には脱線予防装置を設けること。 

２ 前項第６号の安全率減少の測定方法については、「鉱山保安法令に規定す 

 る手続き、記載事項に関する規則」に規定する。 

                        

（人を運搬するべルトコンベア） 

第１３９条 

  鉱物事業権所有者は、鉱山における人を運搬するべルトコンベアは、次の 

各号の規定によらなければならない。 

1) 乗降場及びその付近には、照明器具を設け、乗降の安全を確保するため 

必要な照明をすること。 

2) 乗越し及び速度超過による危険を防止する設備を設けること。 

3) 搭乗者が直ちに操作できる非常停止装置を設けること。 

4) 停電その他動力に異常があったときにおける危険を防止する設備を設 

けること。 

5) ベルトコンベアのベルトの片寄りによる危険を防止する設備を設ける 

こと。 

6) ベルトコンベアのローラなどの回転部は、坑道の床面又は障害物との間 

にベルトの接触による摩擦熱及び発火の危険を防止するため、適当な間隔 

を保つこと。 
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7) ベルトと天井又は障害物との間の間隔は、乗降場及びその付近では１． 

８メートル以上とし、その他の場所では１．２メートル以上とすること。 

8) ベルトコンベアを設ける坑道は、コンクリート巻坑道、ブロック巻坑道 

その他落石等のおそれがない坑道とすること。 

２ べルトコンベアが停止したときは、担当の作業監督者が安全を確認した後 

でなければ運転を再開してはならない。 

 

（人以外のものを運搬するベルトコンベア） 

第１４０条 

  鉱物事業権所有者は、鉱山において２０キロワット以上の原動機を使用す 

るベルトコンベアを運転するときは、次の各号の規定によらなければならな 

い。 

1) ベルトコンベアの運転に異常があったとき直ちに操作できる非常停止  

装置を設けること。 

2) 斜坑に設置されるベルトコンベアにあっては、停電その他動力に異常が 

あったときに危険を防止する設備を設けること。 

3) ベルトコンベアのベルトがスリップすることによる危険を防止する設 

備を設けること。 

4) ベルトコンベアのべルトの片寄りによる危険を防止する設備を設ける 

こと。 

5) べルトコンベアのローラなどの回転部は、坑道の床面又は障害物との間 

にベルトの接触による摩擦熱及び発火による危険を防止するため、適当な 

間隔を保つこと。 

6) 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）においてベルトコンベアの石炭の 
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積換場では、たい積した石炭とべルトとの接触による発熱着火による危険 

を防止する設備を設けること。           

                           

（人と材料の同時運搬禁止） 

第１４１条 

１ 鉱物事業権所有者は、鉱山における立坑、斜坑又は水平坑道において、人 

を運搬するときは、機械、器具、材料と同一の車両で運搬してはならない。 

２ 鉱山において、人を運搬するベルトコンベアにより人を運搬するときは、 

鉱物、捨石、機械、器具又は材料を同時に運搬してはならない。 

                        

第四節  機関車による運搬 

（機関車） 

第１４２条 

  鉱物事業権所有者は、鉱山における機関車には、機関車及び車両の脱線修 

復用の器具、警報器並びにへッドライトを備えなければならない。    

 

（進行方向の監視） 

第１４３条 

  鉱山における機関車を運転する資格者は、常に機関車の進行方向を監視 

し、危険のおそれがあるときは、一時停止又は徐行運転をしなければならな 

い。                    

 

（車両の後押禁止） 

第１４４条 



87 
 

  鉱山における運搬坑道において、機関車により鉱車又は人車を連結した車 

両を運転するときは、機関車を運転する資格者は、車両の後押し運転をして 

はならない。ただし、操車場で操車するとき、指定された鉱山労働者が誘導 

するときであって安全が確認されたときは、この限りでない。       

 

（機関車から離れる場合の措置） 

第１４５条 

  鉱山における機関車を運転する資格者は、機関車から離れるときは、次の 

各号の規定を守らなければならない。 

1)  原動機を止め、かつ、ブレーキをかけるなど逸走を防止するための必要 

な処置をすること。 

2) 機関車が資格者以外の者に運転されることがないようにするため、操作 

レバーを携帯すること。 

                         

 

（車両の尾灯） 

第１４６条 

１ 鉱山の夜間又は坑内において、機関車により鉱車又は人車を連結した車両 

を運転する資格者は、車両の最後尾には赤色電灯又は適当な標識を備えなけ

ればならない。 

２ 巻揚装置を設けた斜坑において、鉱車又は人車を連結した車両を運転する 

ときは、車両の最後尾には赤色電灯又は適当な標識を備えなければならな 

い。      
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（長尺物等の運搬） 

第１４７条 

  鉱山において、鉱山労働者が長尺物、重量物、危険物などを鉱車又は台車 

などに積載して運搬する場合、運搬を担当する作業監督者は、鉱山労働者に 

対して、荷崩れ、接触などによる危険のおそれのないようにするための必要 

な指示をしなければならない。                 

  
第八章  火災及び自然発火 

第一節  通 則 

 

第１４８条 
 火災及び自然発火に関する保安について、鉱物事業権所有者が法第５条の

規定により講じなければならない措置及び鉱山労働者が法第６条の規定に

より守らなければならない事項は、法第３１条第２項の規定に基づき、第八

章に定める。 
 

第二節  坑内火災の防止 

（防火設備） 

第１４９条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内における巻揚機場、ポン 

プ室、扇風機室、変電設備設置箇所（主要変電設備を除く。）、コンプレッサ 

ー室、べルトコンベアの駆動装置及び主要なプーリの設置箇所、及び蓄電池 

式電気機関車用充電設備設置箇所は、防火構造とし、かつ、消火設備を設け 

なければならない。 
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２ 坑内における主要油入開閉器室、油脂類貯蔵箇所及び主要変電設備設置箇 

所は耐火構造とし、必要があるときは他と遮断できる構造とし、かつ、消火 

設備を設けなければならない。 

３ 前二項に規定する変電設備設置箇所において、可燃性油入の電気機械及び 

電気器具を使用するときは、漏出油を吸収するため十分な敷砂をするなど適 

当な設備を設けなければならない。 

４ 坑内における燃料油貯蔵所及び燃料給油所は、耐火構造とし、消火設備を 

設けるとともに、漏出油を吸収するために十分な敷砂をするなどの適当な設 

備を設け、かつ、必要があるときは、他と遮断できる構造としなければなら 

ない。 

５ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 
第１項に規定するコンプレッサー室及び第２項に規定する主要変電設備設 

置箇所は、独立した別箇の分流の中に設けなければならない。       

 

第１５０条 

１ 鉱物事業権所有者は、防火構造については、鉄網モルタル、しっくいなど 

の不燃性物質で覆った構造のものとしなければならない。 

２ 耐火構造については、コンクリート、れんがなどの不燃性物質をもって堅 

固に築造した構造のものとしなければならない。   

 

（消火設備） 

第１５１条 

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 
コンプレッサー室、油脂類貯蔵所、主要変電設備設置箇所及び主要油入開閉 
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器室には、自動的に消火することができる設備を設けなければならない。  

ただし、常時見張人を配置し、かつ、手動式の不活性ガスを放射する消火設 

備を設けたときは、この限りでない。        

 

第１５２条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

次の各号に掲げる箇所に、消火栓を設置しなければならない。 

1) ベルトコンベアを設置した坑道、内燃機関車若しくは架空線式電気機関 

車を運転する坑道又は動力用の電線を配線した坑道にあっては、当該坑道 

の起点及び終点の箇所並びに起点又は終点から１００メートル以内ごと

の箇所 

2)  坑内における油入電気機器（主要変電設備及び主要油入開閉器を除く。） 

の設置箇所 

２ 前項に規定する消火栓設備は、放水用器具のノズルの先端において、放水 

圧力が０．１５メガパスカル（１．５バール）以上であり、かつ、放水量は 

毎分３００リットル以上の性能のものでなければならない。 

３ 消火栓用の放水用器具は、消火栓に速やかに接続できる箇所に設けておか 

なければならない。           

 

第１５３条 

１ 坑内採掘を行う金属鉱山及び非金属鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内にお 

ける事務所、主要電気設備の付近、燃料油貯蔵所、燃料油給油所及びその他 

の必要な箇所に消火設備を設置しなければならない。   
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（油脂類） 

第１５４条 

１ 坑内採掘を行う鉱物事業権所有者は、坑内作業場及びその付近において、 

油脂類は、ふた付不燃性容器の中に容れておかなければならない。 

２ 坑内において、油脂類は同貯蔵所において、不燃性の密閉容器中に貯蔵し 

ておかなければならない。 

                            

（給油時の火気使用制限） 

第１５５条 

  坑内採掘を行う金属鉱山及び非金属鉱山の鉱物事業権所有者は、車両系鉱 

山機械又は自動車に燃料を給油するときは、エンジンを停止すると共に付近 

での火気の使用を禁止しなければならない。 

                       

第三節  坑外における火気の取扱い 

（坑外の建築物） 

第１５６条       

１ 鉱物事業権所有者は、坑外において鉱物事業用建築物を新たに設置し、又 

は変更するときは、主要建築物と隣接境界線との間及び二以上の主要建築物 

の間には、退避に必要な１．５ｍ以上の間隔を保たなければならない。  

２ 鉱山においては、火炉、加熱装置、煙突その他火災を生じる危険が多い設

備と建築物その他の可燃性物質との間には、防火のため必要な間隔を保ち、

又は可燃性物質を遮熱材料で防護しなければならない。 

３ 金属鉱山において火炉その他多量の高熱物を取り扱う設備は、地下水、雨 

水の浸入による爆発を防止するため適当な構造としなければならない。 
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（安全灯充電室） 

第１５７条 

１ 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、携帯用安全電 

灯を使用するときは、安全灯充電室を設けなければならない。 

２ 前項に規定する安全灯充電室は、防火のため適当な措置を講じ、かつ、次 

の各号の規定によらなければならない。 

1) 室内は「火気禁止」とすること。 

2) 電池から発生する可燃性ガスが室内に停滞しない構造とすること。 

                       

（坑外における消火設備） 

第１５８条 

１ 鉱物事業権所有者は、坑外おける建築物には、その規模に適応する貯水池、 

消火栓、消火器、消火用砂、水槽その他の消火設備を適当な箇所に設けなけ 

ればならない。 

２ 前項に規定する消火設備は、作業の性質又は火災の性状に適応するもので 

なければならない。               

 

第四節 自然発火の防止 

（自然発火の防止及び密閉） 

第１５９条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）及び金属鉱山の鉱物事 

業権所有者は、坑内において、自然発火のおそれが多い箇所には、あらかじ 

め消火設備を設けるほか、その区域を速やかに密閉することができるように 
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材料の準備及びその他適当な措置を講じなければならない。 

２ 鉱物事業権所有者は、石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）及び金属鉱山に 

おいて、自然発火をし、又はそのおそれが多い採掘跡には、坑道の充填、密 

閉及びその他適当な措置を講じなければならない。 

３ 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において、前項に規定する地域を通気 

するときは、その排気は、他の坑内作業場又は主要運搬坑道を通過させて 

はならない。 

４ 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において、自然発火をし、又はそのお 

それが多い坑道、炭壁又はボーリング孔には、セメント注入又はその他の適

当な措置を講じなければならない。      

  

（坑内保安担当作業監督者の遵守事項） 

第１６０条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）、金属鉱山における坑 

内保安兼発破担当の作業監督者は、自然発火をし、又はそのおそれが多い箇

所及びその附近の坑道について、毎日一回以上、その気温、湿度及びガスを

測定し、臭気を検査し、かつ、その変化に注意しなければならない。 

２ 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）における坑内保安兼発破担当の作業 

監督者は、ガス誘導施設の主要ガスパイプ内のガスを毎日一回以上測定し、 

かつ、その変化に注意しなければならない。 

３ 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）及び金属鉱山における坑内保安兼発 

破担当の作業監督者は、第１項に規定する箇所の坑道を密閉したときは、そ 

の坑道について、第１項に規定する検査を行うほか、密閉の異常の有無を検 

査し、かつ、必要に応じて密閉箇所内部のガスを分析しなければならない。 
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４ 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）及び金属鉱山における坑内保安兼発 

破担当の作業監督者は、前三項に規定する測定又は分析の結果を保安日誌に 

記録すると共に当該測定又は分析の結果に異常があるときは、直ちに管理者 

に報告しなければならない。 

                          

（密閉） 

第１６１条 

１ 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）及び金属鉱山において自然発火をし、 

又はそのおそれが多い採掘跡に接続している坑道を密閉するときは、坑内保 

安兼発破担当の作業監督者は、密閉内の空気を検査するため観測孔を設けな 

ければならない。     

２ 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）における自然発火が生じたの箇所の坑 

道を密閉するときに爆発のおそれが多い場合は、密閉に着手する前に、坑内 

保安兼発破担当の作業監督者は、管理者の指揮を受け、坑道に土のう積その 

他の安全な措置を講じなければならない。 

３ 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において、自然発火をし、密閉した箇

所を取り明けるときは、坑内保安兼発破担当の作業監督者は、管理者の指揮

を受けて密閉内のガス濃度の変化を把握するなど安全な方法で行わなけれ

ばならない。 

４ 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）及び金属鉱山において、自然発火をし、 

又はそのおそれが多い箇所の坑道を密閉し又は充填したときは、その箇所の 

状況を記載した図面を作り、かつ、密閉し又は充填した期間中、これを保存 

しなければならない。 

５ 密閉に関する一般的な構造については、「鉱山保安法令に規定する手続き、 
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記載事項に関する規則」に定める。 

                

第九章  旧坑対策 
第一節  通  則 

 

第１６２条 
 旧坑の対策に関する保安について、鉱物事業権所有者が法第５条の規定に

より講じなければならない措置については、法第３１条第１項の規定に基づ

き、第九章に定める。  
 

第二節  旧坑等に対する対策 

 

（旧坑等に対する対策） 

第１６３条 
１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、水没し、若しくは水没してい 

るおそれが多い旧坑、可燃性ガスその他のガスが蓄積し、若しくは蓄積して 
いるおそれが多い旧坑又は水脈に５０メートル以内に近接して坑道掘進す 
るときは、先進ボーリング又はその他の適当な措置を講じなければならな 
い。            

２ 前項に規定する場合であって多量の出水のおそれが多いときは、坑道の適 

切な箇所に防水堰堤又はその他の防水設備を設けなければならない。 

３ 第１項に規定する旧坑又は水脈への先進ボーリングするときは、１０ｍ以 

上の先進ボーリングを行い、その掘進先はボーリングの孔底から常時５メー 

トル以内に近接しないこと。 
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  先進ボーリングの方向については、坑道掘進においては坑道の延長線に沿 

ってするほか、坑道の延長線の上下、左右の方向に対しても行わなければな 

らない。 

                     

（保護区域の設置）                         

第１６４条 
 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内において水没し、若しく 
は水没しているおそれが多い旧坑に対しては、出水による危害又は鉱害を防 
止するため必要な保護壁又は保護区域を設けなければならない。 
                      

第十章  鉱害の防止 
第一節  通  則 
 
第１６５条 

 鉱害の防止に関する保安について、鉱物事業権所有者が法第５条の規定に 
より講じなければならない措置及び鉱山労働者が法第６条の規定により守 
らなければならない事項は、法第３１条第２項の規定に基づき第十章に定め 
るほか、カンボジア王国の「環境保護及び天然資源管理に関する法律」及び 

その下位規程を遵守しなければならない。 

  
（鉱害発生の報告） 
第１６６条 
１ 鉱物事業権所有者は、法第２９条第１項の規定に基づき、鉱害の発生のお 
それが多いとき及び鉱害が発生したときは、次の各号について、その事故の
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状況、事故についての応急の措置の内容及び復旧工事の計画並びにその復旧

工事が完了したときは、その内容について、直ちに鉱物部門を所管する総局

長に報告しなければならない。 
 1)  鉱煙の排出基準に適合しない鉱煙を排出し、又は排出するおそれが生 

じたとき；  
2) 粉塵による鉱害を生じ、又はそのおそれが生じたとき；  
3) 水質汚濁防止基準に適合しない坑内水若しくは廃水を排出し、若しく 

は排出するおそれが生じたとき； 
4) ダイオキシン類の排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出 

するおそれが生じる事故が発生したとき； 
5) 毒劇物が飛散し、流れ出、滲出し、毒劇物による鉱害を生じ、又はそ 

のおそれが生じたとき； 
 6)  騒音規制基準に適合しない騒音を生じ、又は発生するおそれが生じた 

とき； 
7) 振動規制基準に適合しない振動を生じ、又は発生するおそれが生じた 

とき； 
8) 鉱業廃棄物の埋立場又は鉱山の坑内埋立場に危険のおそれの多いと

き； 
9) 鉱山において、暴風雨、停電、施設の故障及びその他の理由により、 

捨石、鉱滓又は沈殿物の集積場に著しく危険のおそれが多いとき。  
２ 前項に規定するほか、鉱物事業権所有者は、法第２９条第１項の規定に 
基づき、鉱害が発生したとき及び鉱害の発生のおそれが多いときは、直ちに、 
鉱物部門を所管する総局長に報告しなければならない。 
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第二節  鉱煙による鉱害の防止 

（鉱煙の排出基準） 

第１６７条 

１ 鉱物事業権所有者は、鉱煙による鉱害を防止するため、鉱煙発生施設の排 

出口において、「環境保護及び天然資源管理に関する法律」及びその下位規 

程に基づく規制基準に適合しない鉱煙を排出してはならない。 

２ 鉱物事業権所有者は、鉱煙発生施設又は鉱煙処理施設について、故障、破 

損、停電その他の事故が発生し、鉱煙排出基準に適合しない鉱煙を排出し、 

又は排出するおそれが生じたときは、直ちにその事故について応急の措置を 

講じ、かつ、その事故をすみやかに復旧しなければならない。 

                     

（鉱煙の上乗せ基準） 

第１６８条 

１ 鉱物部門を所管する大臣は、鉱山の鉱煙発生施設及び同処理施設から排出 

される鉱煙の分析結果、鉱山周辺の環境事情を考慮し、鉱煙による鉱害を防 

止するため必要があると認められるときは、鉱煙の排出基準の上乗せの措置 

を講ずることができる。 

２ 前項の規定により指示を受けた鉱物事業権所有者は、鉱煙の指定された物 

質について、鉱煙の排出基準の上乗せの措置を守らなければならない。 

                         

（鉱害防止担当作業監督者の遵守事項） 

第１６９条 

  鉱害防止担当の作業監督者は、鉱煙による鉱害を防止するため、次の各号 

の規定を守らなければならない。 
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1) 鉱煙発生施設及び鉱煙処理施設を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌 

 に記載すること。  

2) 鉱煙発生施設の排出ガスについては、「環境保護及び天然資源管理に関 

 する法律」及びその下位規程に基づき、鉱煙の濃度及び量について定期に 

測定、分析を行い、その結果を「鉱煙に関する鉱害防止管理台帳」に記録 

すること。 

3) 前二号に規定する巡視又は測定、分析の結果、鉱煙による鉱害を生ずる 

 おそれが多いときは、直ちに管理者に報告すること。 

                           

第三節  粉塵による鉱害の防止 

（粉塵発生施設の管理） 

第１７０条 

１ 鉱物事業権所有者は、粉塵による鉱害を防止するため、次の各号の規定を 

守らなければならない。 

1) 面積が１，０００平方メートル以上ある鉱物の貯鉱場、捨石、鉱滓若し 

くは沈殿物の集積場又は鉱業廃棄物の埋立場の施設については、粉塵が飛 

散するおそれがある場合は、次のいずれかによること。 

  a) 粉塵が飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。  

  b) 散水設備によって散水が行われていること。  

  c) 防塵カバーで覆われていること。  

  d) 薬液の散布により表層の安定化が図られていること。  

e) 転圧用重機類により表層の締固めが行われていること。 

  f) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。  

2) 坑外に設置された原動機の定格出力が７５キロワット以上である破砕 
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機、原動機の定格出力が１５キロワット以上である摩砕機又は篩（ふるい） 

の施設については、次のいずれかによること。 

ただし、湿式のもの及び密閉式のものを除く。 

  a) 粉塵が飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。  

  b) フード及び集塵機が設置されていること。  

  c) 散水設備によって散水が行われていること。  

  d) 防塵カバーで覆われていること。  

  e) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。  

 3) 坑外に設置されたベルトコンベア（ベルトの幅が０．７５メートル以上） 

又はバケットコンベア（バケットの内容積が０．０３立方メートル以上）

の施設については、粉塵が飛散するおそれがある場合は、次のいずれかに

よること。 ただし、湿式のもの及び密閉式のものを除く。 

 a) 粉塵が飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。  

 b) コンベアの積込部及び積降部にフード及び集塵機が設置され、並 

びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉塵が飛散するおそれがあ

る部分に、散水設備又は防塵カバーの措置が講じられていること 

c) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。  

  4) 石灰石（ドロマイトを含む）の機械消化施設の粉塵排出口については、 

次のいずれかによること。 

   a) 集塵機が設置されていること。  

   b) 散水設備によって散水が行なわれていること。  

   c) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。  

２ 金属鉱山の鉱物事業権所有者は、石綿粉塵による鉱害を防止するため、前

項第２号に掲げる施設を設置する鉱山の敷地の境界線において石綿粉塵の
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規制基準に適合しない石綿粉じんを発生又は飛散させてはならない。 

３ 鉱山の鉱物事業権所有者は、粉塵を発生し若しくは飛散する施設又は粉塵

処理施設について、故障、破損、停電その他の事故が発生し、粉塵による鉱

害を生じ、又はそのおそれが生じたときは、直ちにその事故について応急の

措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しなければならない。 

                        

第１７１条 

  鉱物事業権所有者は、前条の規定によるほか、鉱物部門を所管する大臣が 

特に必要と認め、粉塵による鉱害を防止するため適当な措置を講ずべきこと 

を指示したときは、これによらなければならない。 

                            

（鉱害防止担当作業監督者の遵守事項） 

第１７２条 

  鉱害防止担当の作業監督者は、粉塵による鉱害を防止するため、次の各号 

の規定を守らなければならない。 

1)  面積が１，０００平方メートル以上ある鉱物の貯鉱場、捨石、鉱滓若し 

くは沈殿物の集積場又は鉱業廃棄物の埋立場の施設については毎日巡視 

し、その結果を保安日誌に記載すること。 

2)  坑外に設置された原動機の定格出力が７５キロワット以上である破砕 

機、原動機の定格出力が１５キロワット以上である摩砕機又は篩（ふるい）

の施設、坑外に設置されたベルトコンベア（ベルトの幅が０．７５メート

ル以上）又はバケットコンベア（バケットの内容積が０．０３立方メート

ル以上）の施設、及び石灰石（ドロマイトを含む）の機械消化施設の粉塵

排出口については、毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記載すること。 
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3) 石綿を含有する鉱物を採掘する鉱山においては、鉱山の敷地の境界線に 

おける大気中の石綿粉塵の濃度について、「環境保護及び天然資源管理に 

関する法律」及びその下位規程に基づき、定期に測定、分析を行い、その 

結果を「粉塵に関する鉱害防止管理台帳」に記録すること。 

4) 前三号に規定する巡視又は測定の結果、粉塵による鉱害を生ずるおそ 

 れが多いときは、直ちに管理者に報告すること。    

  
（有害大気汚染物質による鉱害の防止） 

第１７３条 

  鉱物事業権所有者は、鉱物事業の実施に伴う硫黄酸化物、窒素酸化物、煤 

及び粉塵、カドミウム及びその化合物並びに鉛及びその化合物などの有害大 

気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出 

又は飛散を抑制するために必要な措置を講じなければならない。    

 

第四節  坑内水又は廃水による鉱害の防止 

 

（坑内水又は廃水に関する報告） 

第１７４条 

１ 鉱物事業権所有者は、鉱物事業に使用する坑道、又は捨石、鉱滓及び沈殿

物の集積場から「環境保護及び天然資源管理に関する法律」及びその下位規

程に基づく規制基準に適合しない汚染状態の坑内水又は廃水が排出してい

る場合は、法第２９条第１項の規定により、坑水又は廃水の排水系統別の汚

染状態及び量について鉱物部門を所管する大臣に報告しなければならない。 

２ 前項に規定する坑水又は廃水の排水系統別の汚染状態及び量については、
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その測定結果及び排水系統図を添付するものとする。     

                     

（排出基準の遵守） 

第１７５条 

１ 鉱物事業権所有者は、坑内水又は廃水による鉱害を防止するため、鉱山の 

排水口において、「環境保護及び天然資源管理に関する法律」及びその下位 

規程に基づく規制基準に適合しない汚染状態の坑内水又は廃水を公共用水 

域に排出してはならない。 

２ 鉱物事業権所有者は、「環境保護及び天然資源管理に関する法律」及びそ 

の下位規程に基づく規制基準で定める要件に該当する汚染状態の坑内水又 

は廃水を地下に浸透させてはならない。 

３ 鉱物事業権所有者は、坑内水若しくは廃水の発生施設又は坑内水若しくは 

廃水の処理施設について、故障、破損、停電その他の事故が発生し、規制基 

準に適合しない汚染状態の坑内水若しくは廃水を排出し、若しくは排出する

おそれが生じたとき又は前項に規定する汚染状態の坑内水若しくは廃水が

地下に浸透し、若しくは地下に浸透するおそれが生じたときは、直ちにその

事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しなければ

ならない。  

４ 鉱物事業権所有者は、鉱物事業上使用する施設の破損その他の事故が発生 

し、燃料油などの排出による鉱害を生じ、又はそのおそれが生じたときは、 

直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧

しなければならない。              

 

第１７６条 
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１ 鉱物事業権所有者は、鉱物事業に使用した坑道から「環境保護及び天然資 

源管理に関する法律」及びその下位規程に基づく規制基準に適合しない汚染 

状態及び量の坑内水が流出し、当該坑道の使用を終了したものについては、 

坑内水による鉱害を防止するため、当該坑道の坑口の密閉工事又は坑内水の 

処理施設の設置などの適当な措置を講じなければならない。        

２ 前項に規定する坑道に係る鉱害防止のための密閉工事に関する設計及び 

施工については、「鉱山保安法令に規定する手続き、記載事項に関する規則」 

に定める。 

 

（坑内水又は廃水の上乗せ基準） 

第１７７条 

１ 前条第１項の規定によるほか、坑廃水処理施設からの排水について数回に 

亘る分析の結果及び鉱山周辺における環境事情を考慮したうえで特に必要 

と認められる場合、鉱物部門を所管する大臣は、坑内水又は廃水による鉱害 

を防止するため排出基準の上乗せの措置を講ずべきことを指示することが 

できる。 

２ 前項に規定する排出基準の上乗せ措置について大臣から指示を受けた鉱 

物事業権所有者は、その指示に従わなければならない。          

 

（鉱害防止担当作業監督者の遵守事項） 

第１７８条 

  鉱害防止担当の作業監督者は、坑内水又は廃水による鉱害を防止するた 

め、次の各号の規定を守らなければならない。 

1) 坑内水又は廃水の処理施設を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記 
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載すること。 

2) 坑内水又は廃水については、「環境保護及び天然資源管理に関する法律」 

及びその下位規程に基づき、観測が必要な坑内水又は廃水の量及びその 

汚染状態について、定期に測定及び分析を行い、その結果を「坑内水又は 

廃水に関する鉱害防止管理台帳」に記録すること。 

3) 前二号に規定する巡視又は測定及び分析の結果、坑内水若しくは廃水に 

よる鉱害を生ずるおそれが多いとき若しくは暴風雨、停電、故障、その他 

の事情により坑内水若しくは廃水の処理施設に危険が生ずるおそれが多 

いときは、直ちに管理者に報告すること。            

 

第五節  ダイオキシン類による鉱害の防止 

（ダイオキシン類の排出基準等） 

第１７９条 

１ 鉱物事業権所有者は、ダイオキシン類による鉱害を防止するため、ダイオ 

キシン類焼却施設の排出口又は当該施設を設置する鉱山若しくは附属施設 

の排水口において、「環境保護及び天然資源管理に関する法律」及びその下 

位規程に基づく規制基準に適合しないダイオキシン類を含有する排出ガス 

又は排出水を排出してはならない。 

２ 鉱物事業権所有者は、ダイオキシン類焼却施設について、故障、破損、停 

電その他の事故が発生し、規制基準に適合しないダイオキシン類を含有する 

排出ガス又は排出水を排出するおそれが生じたときは、直ちにその事故につ 

いて応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しなければならない。 

                      

第１８０条 
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  鉱物事業権所有者は、前条の規定によるほか、鉱物部門を所管する大臣が 

特に必要と認め、ダイオキシン類による鉱害を防止するためダイオキシン類 

を含有する排出ガス又は排出水の排出の制限など適当な措置を講ずるべき 

ことを指示したときは、これによらなければならない。 

                     

（鉱害防止担当作業監督者の遵守事項） 

第１８１条 

  鉱害防止担当の作業監督者は、ダイオキシン類による鉱害を防止するた 

め、次の各号の規定を守らなければならない。 

1) ダイオキシン類焼却施設を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記載 

すること。 

2) 前号に規定する巡視の結果、ダイオキシン類による鉱害を生ずるおそれ 

があるときは、直ちに管理者に報告すること。 

                        

第六節  毒劇物による鉱害の防止 

（毒劇物による事故時の措置） 

第１８２条 

  鉱物事業権所有者は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、流れ出、滲出、又は 

地下に滲み込んだ場合において、毒物又は劇物による鉱害を生じ、又はその 

おそれが生じたときは、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、 

その事故をすみやかに復旧しなければならない。  

 

（鉱害防止担当作業監督者の遵守事項） 

第１８３条 
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  鉱害防止担当の作業監督者は、毒物又は劇物による鉱害を防止するため、 

次の各号の規定を守らなければならない。 

1) 毒劇物の貯蔵所、毒物又は劇物を使用する鉱山施設、毒物又は劇物を 

含有する廃水処理施設を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記載する 

こと。 

2) 前号に規定する巡視の結果、毒物又は劇物による鉱害を生ずるおそれが 

あるときは、直ちに管理者に報告すること。  

  

（毒劇物の回収などの指示） 

第１８４条  

  鉱物事業権所有者は、鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、毒物又 

は劇物の回収、毒性の除去又はその他鉱害を防止するための適当な措置を講 

ずべきことを指示したときは、これによらなければならない。 

                 

第七節  騒音による鉱害の防止 

（騒音規制基準の遵守） 

第１８５条 

１ 騒音が規制されている鉱山の鉱物事業権所有者は、騒音による鉱害を防止 

するため、騒音発生施設を設置する坑外の敷地境界線において、「環境保護 

及び天然資源管理に関する法律」及びその下位規程に基づく規制基準に適合 

しない騒音を発生してはならない。 

２ 騒音が規制されている鉱山の鉱物事業権所有者は、騒音発生施設又は騒音 

防止施設について、故障、破損その他の事故が発生し、規制基準に適合しな 

い騒音を発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちにその事故につ 
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いて応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しなければならない。 

 

第１８６条 

  騒音が規制されている鉱山の鉱物事業権所有者は、前条の規定によるほ 

か、鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、騒音による鉱害を防止する

ため適当な措置を講ずべきことを指示したときは、これによらなければなら

ない。                   

 

（鉱害防止担当作業監督者の遵守事項） 

第１８７条 

  騒音が規制されている鉱山の鉱害防止担当の作業監督者は、騒音による鉱 

害を防止するため、次の各号の規定を守らなければならない。 

1)  騒音発生施設及び騒音防止施設を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌 

に記載すること。 

2) 騒音については、「環境保護及び天然資源管理に関する法律」及びその下 

位規程に従い、坑外の敷地境界線における騒音の大きさを定期に測定し、そ 

の結果を「騒音に関する鉱害防止管理台帳」に記録すること。 

3) 前二号に規定する巡視又は測定の結果、騒音による鉱害を生ずるおそれ 

が多いときは、直ちに管理者に報告すること。 

                           

第八節  振動による鉱害の防止 

（振動規制基準の遵守） 

第１８８条 

１ 振動が規制されている鉱山の鉱物事業権所有者は、振動による鉱害を防止 
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するため、振動発生施設を設置する坑外の敷地境界線において、「環境保護 

及び天然資源管理に関する法律」及び下位規程に基づく規制基準に適合しな 

い振動を発生してはならない。 

２ 振動が規制されている鉱山の鉱物事業権所有者は、振動発生施設又は振動 

防止施設について、故障、破損その他の事故が発生し、規制基準に適合しな 

い振動を発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちにその事故につ 

いて応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しなければならない。 

                      

第１８９条 

  振動が規制されている鉱山の鉱物事業権所有者は、前条の規定によるほ 

か、鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、振動による鉱害を防止する

ため適当な措置を講ずべきことを指示したときは、これによらなければなら

ない。                  

  

（鉱害防止担当作業監督者の遵守事項） 

第１９０条 

  振動が規制されている鉱山の鉱害防止担当の作業監督者は、振動による鉱 

害を防止するため、次の各号の規定を守らなければならない。 

1)  振動発生施設及び振動防止施設を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌 

に記載すること。 

2) 振動については、「環境保護及び天然資源管理に関する法律」及びその 

下位規程に従い、坑外の敷地境界線における振動レベルを定期に測定し、 

その結果を「振動に関する鉱害防止管理台帳」に記録すること。 

3) 前二号に規定する巡視又は測定の結果、振動による鉱害を生ずるおそれ 
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が多いときは、直ちに管理者に報告すること。 

                       

第九節  士地の掘削による鉱害の防止 

（土地の掘削による鉱害の防止） 

第１９１条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、土地の掘削により地表の沈降 

による鉱害を生じるおそれが多い地下において鉱物を採掘しようとすると 

きは、鉱害を防止するため、採掘、充填及び排水の工法について適切な措置 

を講じなければならない。 

２ 鉱物部門を所管する大臣が地表の沈降による鉱害を防止するため、地表の 

沈降について測定する必要があると認め、鉱物事業権所有者に対して、測定 

の方法、測定の範囲及び時期を定めて指示したときは、その指示に従い地表 

の沈降について測定しなければならない。     

 

（鉱物事業廃止時の措置） 

第１９２条 

１ 坑内採掘を行う鉱物事業権所有者は、鉱物事業を廃止する場合において、 

廃止後における鉱害の発生を防止するため必要があるときは、不用となった 

坑道及び採掘跡を土砂などで充填又はコンクリートによる密閉などの鉱害 

を防止するため必要な措置を講じなければならない。          

２ 露天採掘を行うを鉱物事業権所有者は、鉱物事業を廃止する場合におい 

て、その露天採掘場を廃止した後における鉱害の発生を防止するため必要が 

あるときは、採掘跡地の覆土、植栽など鉱害を防止するため必要な措置を講 

じなければならない。 
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３ 第一項に規定する不用となった坑道について鉱害を防止するためのコン 

クリートによる密閉の設計及び施工に関しては、本規則第１７６条第２項に 

定める方法による。 

                        

第十節  鉱業廃棄物による鉱害の防止 

（鉱業廃棄物の投棄禁止及び保管） 

第１９３条 

１ 鉱物事業権所有者は、鉱物事業で発生した鉱業廃棄物をみだりに投棄して 

はならない。 

２ 鉱物事業権所有者は、鉱業廃棄物を運搬、処分するまでの間、当該鉱業廃 

棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透しないように保管するなど必要な措置 

を講じなければならない。 

                      

（鉱業廃棄物の処理基準の遵守） 

第１９４条 

１ 鉱物事業権所有者は、鉱業廃棄物による鉱害を防止するため、「環境保護 

及び天然資源管理に関する法律」及び下位規程に基づく規制処理基準に適合 

しない方法で鉱業廃棄物を運搬してはならない。 

２ 鉱業廃棄物による鉱害を防止するため、鉱業廃棄物の埋立処分について、 

「環境保護及び天然資源管理に関する法律」及び下位規程に基づく規制処理 

基準に適合しない方法で鉱業廃棄物を埋立処分してはならない。 

３ 鉱業廃棄物による鉱害を防止するため、「環境保護及び天然資源管理に関 

する法律」及び下位規程に基づく鉱業廃棄物の埋立場の技術上の基準に適合 

しない埋立場に鉱業廃棄物を処分してはならない。 
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４ 有害鉱業廃棄物は、坑内の採掘跡又は旧坑道などに埋立処分してはならな 

い。 

                         

（鉱業廃棄物処理業務の外注） 

第１９５条 

  鉱物事業権所有者は、鉱業廃棄物の運搬又は処分を第三者に請け負わせる 

ときは、「環境保護及び天然資源管理に関する法律」及び下位規程に基づく 

規制処理基準に適合しない方法で請け負わせてはならない。    

 

第１９６条 

  鉱物事業権所有者は、鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、鉱業廃 

棄物による鉱害を防止するため適当な措置を講ずべきことを指示したとき 

は、これによらなければならない。       

                   

（鉱害防止担当作業監督者の遵守事項） 

第１９７条 

１ 鉱害防止担当の作業監督者は、鉱業廃棄物による鉱害を防止するため、鉱 

業廃棄物の処理施設について、次の各号の規定を守らなければならない。 

1) 鉱業廃棄物の中間処理施設である焼却炉などを毎作業日巡視し、その結 

果を保安日誌に記載すること。 

2)  前号に規定する巡視の結果、鉱業廃棄物による鉱害を生ずるおそれが多 

いときは、直ちに管理者に報告すること。 

２ 鉱害防止担当の作業監督者は、鉱業廃棄物による鉱害を防止するため、坑 

外鉱業廃棄物埋立場について、次の各号の規定を守らなければならない。 
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1) 坑外鉱業廃棄物埋立場を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記載す 

ること。 

2) 鉱業廃棄物の埋立場付近の地下水の水質について、「環境保護及び天然 

資源管理に関する法律」及びその下位規程に従い、定期に測定、分析し、 

その結果を「鉱業廃棄物に関する鉱害防止管理台帳」に記録すること。 

3) 前二号の規定による巡視又は測定、分析の結果、鉱業廃棄物による鉱害 

を生じるおそれが多いときは、直ちに管理者に報告すること。 

３ 鉱害防止担当の作業監督者は、鉱業廃棄物による鉱害を防止するため、坑 

内鉱業廃棄物埋立場について、次の各号の規定を守らなければならない。 

1) 坑内鉱業廃棄物埋立場の場内水の水位及びこれに連絡する坑内水の水  

位、及びその他の状況について毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記 

載すること。 

2) 坑内埋立場の場内水が浸出している場合には、「環境保護及び天然資源管 

理に関する法律」及びその下位規程に従い、その水質について定期に測定、

分析し、その結果を「鉱業廃棄物に関する鉱害防止管理台帳」に記録する

こと。 

3) 前二号の規定による巡視又は測定、分析の結果、鉱業廃棄物による鉱害 

を生じるおそれが多いときは、直ちに管理者に報告すること。 

                                             

（記録） 

第１９８条 

１ 鉱物事業権所有者は、有害鉱業廃棄物の一月ごとの種類別発生量並びに運 

搬及び処分の方法について、「有害鉱業廃棄物の処分台帳」に記録しなけれ 

ばならない。 
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２ 前項に規定する「有害鉱業廃棄物の処分台帳」は、一年ごとに閉鎖し、閉 

鎖後五年間保存しなければならない。  

                       

第十一節  捨石、鉱滓の集積及び沈殿物の堆積による鉱害の防止 

 

（集積物の崩壊又は堆積物の流出防止のための防護施設の設置） 

第１９９条 

１ 鉱物事業権所有者は、捨石、鉱滓の集積物の崩壊、又は尾鉱などの沈殿 

物の流出による鉱害を防止するためかん止堤、擁壁など適当な施設を設けな 

ければならない。 

２ 捨石、鉱滓の集積場又は尾鉱などの沈殿池は、崩壊、地滑りなどにより危 

害又は鉱害を生ずるおそれが多い箇所に設置してはならない。 

３ 捨石及び鉱滓の集積場、又は尾鉱などの沈殿池の設置箇所は、人家、事務 

所、公共施設である学校、鉄道、河川から３０ｍ以上の距離を保たなければ 

ならない。 

                   

（沢水排水路、非常用排水路等の設置） 

第２００条 

１ 鉱物事業権所有者は、かん止堤又は擁壁を設けた尾鉱などの沈殿物を堆積 

する沈殿池においては、沢水、山腹水などの場外水が沈殿池内に流入するの 

を防ぐこと並びに沈殿池内の沈殿物の含有水、雨水及び湧水などの場内水を 

排除するため、沢水排水路、山腹水路、場内水排除施設、暗渠などの適な施 

設を設けなければならない。 

２ 鉱物事業権所有者は、かん止堤、擁壁を設けた尾鉱などの沈殿物を堆積す 
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る沈殿池においては、前項に掲げる施設のほか、多量の場外水が流入する危 

険に備え、沈殿池の適当な位置に非常用排水路を設けなければならない。 

                         

第２０１条 

１ 鉱物事業権所有者は、前条に規定する沢水排水路及び非常用排水路は、沈 

殿池の堤体外の地山に設けなければならない。 

２ 沈殿池の地形上から前項の規定によることができないときは、沢水排水路 

及び非常用排水路の設置については、基礎地盤を切り込み、堅固で、流量に 

対して余裕のある構造とし、かつ、その内部を検査ができるようにしなけれ 

ばならない。 

３ 沢水排水路には、流木、土石等による流路の閉塞を防止するため、その上 

流部には流木止めなど適当な施設を設けなければならない。 

                         

（沈殿池の日常管理） 

第２０２条 

１ 鉱物事業権所有者は、かん止堤、擁壁を設けた尾鉱などの沈殿物を堆積す 

る沈殿池においては、場内水位を堤頂より１メートル以上低くしておかなけ 

ればならない。 ただし、コンクリートのかん止堤を設けたときは、この限 

りでない。 

２ 鉱物事業権所有者は、かん止堤、擁壁を設けた尾鉱などの沈殿物を堆積す 

る沈殿池ににおいては、次の各号の規定によらなければならない。 ただし、 

コンクリートのかん止堤を設けたときは、この限りでない。 

1)  尾鉱などの沈殿物をかん止堤側から場内に向って放流すること。 

2)  尾鉱などの沈殿物のたい積面は堤頂より０．５メートル以上低くして 
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 おくこと。 

                          

（集積場及び沈殿池の覆土及び植栽） 

第２０３条 

  鉱物事業権所有者は、かん止堤、擁壁を設けた捨石、鉱滓の集積場及び尾 

鉱などを堆積した沈殿池については、使用を終了したものは、廃水又はたい 

積物の流出などによる鉱害を防止するため、当該集積場又は沈殿池の場内及 

びかん止堤の覆土及び植栽など適当な措置を講じなければならない。   

 

第２０４条 

  鉱物事業権所有者は、鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、捨石、 

鉱滓の集積又は尾鉱などの沈殿物のたい積による鉱害を防止するため必要 

があると認め指示したときは、これによらなければならない。 

                         

（鉱害防止担当作業監督者の遵守事項） 

第２０５条 

  鉱害防止担当の作業監督者は、かん止堤、擁壁を設けた捨石、鉱滓の集積 

物及び尾鉱などを堆積物による鉱害を防止するため、次の各号の規定を守ら 

なければならない。 

1) 捨石、鉱滓の集積場（かん止堤の巡視、集積物の崩壊、地滑りの有無） 

及び尾鉱などの沈殿池（かん止堤、沢水排水路、山腹水路、場内水排除施 

設などの巡視）を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記載すること。 

2)  尾鉱などの沈殿物のたい積面の上昇高さ、場内水位を一月に一回以上 

測定し、その結果を「集積場又は沈殿池に関する鉱害防止管理台帳」に記 
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録すること。 

3)  捨石、鉱滓の集積場及び尾鉱などの沈殿池のかん止堤の表面にき裂、 

堤体の沈降、崩壊、地滑りなどの現象が認められたときは、直ちに鉱山労 

働者に対する退避の指示及びその他の応急措置をし、かつ、管理者に報告 

すること。 

２ 捨石、鉱滓の集積場及び尾鉱などの沈殿池の周辺において大雨、豪雨の際 

には、前項第１号に規定する巡視回数を増加し、捨石、鉱滓の集積場におけ 

るかん止堤、集積物の崩壊、地滑りの異常の有無、尾鉱などの沈殿池におけ 

る沢水排水路、山腹水路、場内水排除施設などの異常の有無について監視す 

るほか、降雨量を測定し「集積場又は沈殿池に関する鉱害防止管理台帳」記 

録しなければならない。  

                       

第十一章  電 気工作物 

第一節  通  則 

  

第２０６条 
 電気工作物に関する保安について、鉱物事業権所有者が法第５条の規定に

より講じなければならない措置及び鉱山労働者が法第６条の規定により守

らなければならない事項は、法第３１条第２項の規定に基づき、第十一章に

定める。 
   

（電気工作物の設置制限） 

第２０７条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 
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坑内において可燃性ガス含有率が常時１．５パーセントを超える箇所には、 

電気工作物を設置してはならない。 

２ 微弱電流を使用する電話機などであって、その機器又は配線が短絡により 

可燃性ガスに着火するおそれがないと認められるときは、前項の規定によら 

ないことができる。この場合において、電話機などの配線は、強電流電線と 

の混触による危険を防止するため、他の電気機器及び配線との離隔距離を十 

分に保つ等適当な措置を講じなければならない。 

                       

（送電の停止） 

第２０８条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において、電気保安担 

当の作業監督者は、坑内において可燃性ガス含有率が１．５パーセントを超 

える区域には、直ちに送電を停止しなければならない。 ただし、携帯用安 

全電灯、精密可燃性ガス検定器、測風器などの小型電気器具及び当該区域を 

通過する地中配線については、この限りでない。 

２ 前項の区域に再送電するときは、電気保安担当の作業監督者は、管理者の 

指揮を受け、保安に関する危険がないことを確かめた後に送電しなければな

らない。                

 

（感電の防護及び立入り禁止の措置） 

第２０９条 

１ 坑内採掘を行う鉱物事業権所有者は、坑内において電気工作物の端子その 

他の裸充電部は、人又は外物が接触しないよう適切な防護をしなければなら

ない。     
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２ 坑内において、電気保安担当の作業監督者以外の鉱山労働者が取り扱って 

はならない電気設備のある箇所は、立入りを禁止し、柵囲を設けて「立入禁 

止」の警標を掲げなければならない。 

３ 坑内に設けた高圧変圧器、高圧配電盤その他の高圧電気装置には、「高圧 

危険」の警標を掲げ、かつ、高圧配電盤には、その操作のため適当な絶縁台 

を設けなければならない。 

                   

第２１０条 

  坑外において、電源を遮断し、電気設備の充電部の修理をするとき又は裸 

充電部に接触するような検査などの作業をするときは、電気保安担当の作業 

監督者又は法第７条第２項に基づく電気工作物の設置、保全又は修理の作業 

に関する保安教育を修了した者（以下「電気工作物の作業資格者」という。） 

は、次の各号の規定を守らなければならない。 

1) 電源を遮断し、作業のため停電中である旨の警標を掲げるほか、開閉器 

に錠を施し、送電の停止を確実に行うこと。 

2) 検電器具により停電を確認すること。 

3) 前号の検電器具について、その使用を開始する前に検電性能を検査する 

こと。 

4) 遮断した電源が高圧又は特別高圧であるものについては、誤通電、他の 

電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、 

短絡接地器具を用いて確実に短絡接地すること。 

                                      

第２１１条 

１ 鉱物事業権所有者は、坑外において電源を遮断しないで、電気保安担当の 



120 
 

作業監督者又は電気工作物の作業資格者に電圧が３００ボルトを超える電 

気設備の充電部を修理させるとき、又は裸充電部に接触するような検査など 

の作業をさせるときは、電気用ゴム手袋その他の絶縁用保護具を着用させ、 

又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用させるなど適当な措置 

を講じなければならない。 

２ 坑外において、電気保安担当の作業監督者又は電気工作物の作業資格者に 

充電中の電圧が３００ボルトを超える裸充電部に近接して電気設備の修理、 

検査などの作業をさせるときは、その裸充電部にゴム絶縁管その他の絶縁用 

防具を装着するなど適当な措置を講じなければならない。 

３ 前二項に規定する作業を行う者は、その使用する絶縁用保護具、絶縁用防 

具、活線作業用器具又は活線作業用装置について、異常の有無を使用開始前 

に検査しなければならない。 

               

第二節  接 地 

（接地） 

第２１２条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

坑内における電線の被覆に使用する金属体、金属製の電線接続箱並びに電気

機器の鉄台及び外箱はＡ種接地工事（接地抵抗値１０オーム以下）により接

地しなければならない。 

２ 坑内採掘を行う金属鉱山及び非金属鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内にお 

ける電線の被覆に使用する金属体、金属製の電線接続箱並びに電気機器の鉄 

台及び外箱は電圧が３００ボルトを超えるときはＡ種接地工事、電圧が３０ 

０ボルト以下のときはＤ種接地工事（接地抵抗値１００オーム以下）によ 
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り接地しなければならない。          

３ 坑内において、二以上の電気機器を接地するときは、各電気機器を直列に 

接続して接地してはならない。 

                

第２１３条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内に設けた変圧器には、高 

圧と低圧との混触の危険を防止するため、低圧側の中性点においてはＢ種接 

地工事（接地抵抗値は計算式による）により接地しなければならない。 た 

だし、当該接地工事を変圧器の中性点に施し難いときは、次の各号に掲げる 

方法によることができる。 

1) 一次巻線と二次巻線との間に金属製の混触防止板を設け、その混触防止 

板を接地すること。 

2) 低圧電路の使用電圧が３００ボルト以下の場合においては、低圧側の一 

端子を接地すること。 

２ 前項に規定する高圧と低圧との混触の危険を防止する措置は、変圧器の施 

設箇所ごとに施さなければならない。    

                        

(接地線、接地極） 

第２１４条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内における接地線は、太さ 

８平方ミリメートル以上の軟銅線としなければならない。ただし、ケーブル、 

キャブタイヤケーブル若しくはこれらと同等以上の効力及び強さを有する 

電線の太さ８平方ミリメートル未満の心線を接地線に使用するときは、この 

限りでない。 
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２ 坑内における接地線は、検査が容易で、かつ、外力により損傷を受けない 

ように設け、その接続は、ネジ止め、リベット締め、ハンダ付け、スリーブ 

接続、適当な長さのブリタニヤ接続などの方法によって確実にしなければな 

らない。 

３ 坑内における主要接地極は、その埋設位置を表示しなければならない。 

                 

（接地抵抗の検査、測定） 

第２１５条 

  坑内採掘を行う鉱山の電気保安担当の作業監督者は、坑内の電気工作物に 

対する主要接地工事の接地抵抗について、毎年一回以上検査、測定し、その 

結果を「電気工作物管理台帳」に記録しなければならない。    

     

第三節  過電流に対する保護 

（保護装置の具備事項） 

第２１６条 

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

坑内に設けた電動機及び変圧器には過電流に対する保護については、適当な 

箇所に自動過負荷保護装置を設けなければならない。 

                       

第四節  電動機及び附属装置 

（作業用電気機器の電圧） 

第２１７条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

コールドリルなどの坑内携帯用電気機器の電圧は２５０ボルト以下とし、採 
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炭作業場、その付近及び掘進箇所に使用する電気機器の電圧は、３，３００ 

ボルト以下としなければならない。      

２ 遠方操作の坑内電気機器には、その運転用開閉器の近接位置に操作回路を 

遮断するための開閉器を設けなければならない。 

                      

（計器類の使用） 

第２１８条 

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の電気保安担当の作業 

監督者又は電気工作物の資格者は、可燃性ガスの存在するおそれが多い箇所 

では、坑内保安兼発破作業監督者と連絡し、坑内保安担当の作業監督者が周 

囲の可燃性ガスの測定を行い、安全なことを確認したときでなければ、アー 

ステスター、メガーなどの電気計器類を使用してはならない。 

                     

第五節  坑内配線 

 

（外装ケーブルの使用） 

第２１９条 

  坑内採掘を行う鉱物事業権所有者は、坑内主要配線には外装ケーブルを使 

用し、かつ、保安のため必要があるときは、予備用の外装ケーブルを一回線 

以上を設けなければならない。                 

 

（配線の種類） 

第２２０条    

  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内の配線及び移動電線は、 
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次の各号の規定によらなければならない。 

1) 電灯線、信号線及び制御線には、キャブタイヤケーブル又はこれと同等 

以上の効力及び強さを有する電線を使用すること、又は直径１．６ミリメ 

ートル以上のゴム絶縁電線若しくはこれと同等以上の効力、強さ及び太さ 

を有する電線を使用すること。 

2) 低圧動力線には、外装ケーブル又は三種クロロプレンキャブタイヤケー 

ブル若しくはこれと同等以上の効力及び強さを有する電線を使用するこ 

と。 

3) 高圧電線には、外装ケーブルを使用すること。 

                          

（信号線の電圧） 

第２２１条 

  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、電灯線、信号線及び制御線の 

電圧は、２２０ボルト以下としなければならない。            

                     

（離隔距離） 

第２２２条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内における絶縁電線又は一 

種キャブタイヤケーブルを使用する３００ボルト以下の低圧配線と他の弱 

電流電線、鉄管その他の金属体との離隔距離は、０．１５メートル以上とし 

なければならない。ただし、当該絶縁電線若しくは一種キャブタイヤケーブ 

ルをがい管内に設けるとき、当該絶縁電線を硬質ビニル管工事によって設け 

るときは、この限りでない。 

２ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内における絶縁電線を使用 
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する配線と他の絶縁電線を使用する配線又は外装ケーブルを使用する低圧 

若しくは高圧の配線との離隔距離は、０．１５メートル以上としなければな 

らない。 

３ 坑内における絶縁電線を使用する配線の電線は、相互に接触しないように

適当に離隔しておかなければならない。ただし、硬質ビニル管工事によると

きは、この限りでない。  

                         

（区分開閉器） 

第２２３条 

 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

坑内における高圧配線においては、坑口付近、受電端及び主要分岐点に区分 

開閉器を設け、坑内の低圧配線においては、坑口付近及び可燃性ガスの突出 

又はその他の危険のおそれが多い箇所に至る配線に、区分開閉器を設けなけ 

ればならない。             

 

第２２４条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内における高圧用の区分開 

閉器は、据置型又は柱上型としなければならない。 

２ 柱上型高圧用の区分開閉器は、堅固な基礎の上に据え付けた専用鉄枠組に 

取り付けることとし、支柱又は打柱に取り付けてはならない。 

                       

（ケーブルの接続点、分岐点及び終端） 

第２２５条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内における紙絶縁鉛被外装 
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ケーブル、分岐点及び終端には、それぞれ金属製の接続箱、分岐箱及び終端 

箱を設け、これに絶縁充填物を注入しなければならない。 ただし、３００ 

ボルト以下の低圧において、乾燥その他の状況によりその必要がない箇所 

では、終端箱を設けないことができる。 

２ 前項に規定する金属製の接続箱、分岐箱及び終端箱に充填する絶縁物は合 

成ゴム又は合成樹脂のほかこれと同等以上の絶縁効力を有する絶縁物を用 

いなければならない。  

３ 坑内における外装ケーブル以外のケーブル又はキャブタイヤケーブルの 

接続点、分岐点及び終端は、接続器を使用する場合を除き、その部分の絶縁 

物と同等以上の絶縁効力を有する絶縁物を用いて十分に被覆し、かつ、外傷 

を受けないように適当な防護を施さなければならない。 

                      

（ケーブル埋設位置の表示） 

第２２６条 

  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内の埋設したケーブルにつ 

いては、その埋設位置を表示しなければならない。 

                         

（避雷器） 

第２２７条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内における高圧配線には、 

落雷又は異常電圧による事故を防止するため、坑口付近に避雷器を設けなけ 

ればならない。 

２ 坑内の電話回路は、落雷又は電灯線若しくは動力線との接触による事故を 

防止するため、可溶遮断器及び避雷器を設けなければならない。 
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第六節  坑内照明 

（携帯用安全電灯の使用） 

第２２８条 

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において、携帯用安全 

電灯を使用する鉱山労働者は、次の各号の規定を守らなければならない。 

1) 坑内では携帯用安全電灯電池の外箱の蓋及び電球覆ガラス部を開かな  

いこと。 

2) 破損又は故障を発見したときは、直ちに鉱山事務所その他予備品が備え 

付けてある場所において、完全なものと交換すること。 

                       

第十二章  坑内の通路、就業箇所及び飛散粉塵の管理 

第一節  通 則 

 

第２２９条 
 坑内の通路、就業箇所及び飛散粉塵の管理に関する保安について、鉱物事

業権所有者が法第５条の規定により講じなければならない措置及び鉱山労

働者が法第６条の規定により守らなければならない事項は、法第３１条第２

項の規定に基づき、第十二章に定める。 

    

第二節  坑内の通路 

（連絡通路） 

第２３０条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内奥部の就業箇所と地表と 
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を接続するため、二以上の通路を設けなければならない。 

２ 前項に規定する通路は、適当な間隔を保ち、歩行に支障がないようにしな 

ければならない。 

３ 第１項に規定する二以上の通路のうち、一の通路が次の各号のいずれかに 

該当し、かつ、他の全ての通路が立坑又は４０度以上の斜坑である場合には、 

当該立坑又は４０度以上の斜坑のいずれか一には、鉱山労働者の非常退避用 

の巻揚装置を設けなければならない。 

1) 水平坑道 

2) ４０度未満の斜坑 

3) 人を昇降させる巻揚装置を設けた立坑又は４０度以上の斜坑 

                     

（非常はしご道） 

第２３１条 

  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内における巻揚装置により 

人を昇降させる立坑又は４０度以上の斜坑においては、巻揚装置によらない 

で地表に接続するための、非常梯子道を設けなければならない。 

              

（軌道通行等の禁止） 

第２３２条 

  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内における関車を常時運転 

する軌道及び主要コンベアを常時運転する坑道を設けた坑道は、鉱山労働者 

の通行の用に供してはならない。ただし、坑道又は斜坑の片側において、機 

関車、鉱車又はコンベアと側壁又は障害物との間隔が０．７５メートル以上 

あるときは、この限りでない。 
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２ 坑内において、鉱山労働者がコンベアを横断しなければならない所には、 

運転中のベルトとの接触を防止するため横断路を設けなければならない。 

                    

（墜落防止） 

第２３３条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、立坑の内部若しくはその坑口 

の周辺又は立坑の櫓（やぐら）において作業をさせるときは、作業を行う鉱 

山労働者には腰綱、安全ネット及びその他の墜落を防止する適当な措置を講 

じなければならない。 

２ 坑内において、車両系鉱山機械又は自動車を用いて立坑に鉱石などを投下 

する作業を行うときは、当該車両系鉱山機械又は自動車の転落を防止するた 

め、車止めを設けるなど適当な措置を講じなければならない。 

                      

（不用の立坑及び坑道） 

第２３４条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑口を有する立坑、斜坑又は 

坑道を廃止するときは、墜落などの危害を防止するため、その坑口を閉塞し 

なければならない。 

２ 前項に規定する場合のほか、不用の立坑又は４０度以上の斜坑には墜落を 

防止するための警標を掲げるほか、蓋、柵囲その他の墜落防止の設備を設け 

なければならない。 

３ 坑内採掘跡には、立入りを禁止する警標を掲げ、柵囲その他の通行遮断の 

設備を設けなければならない。 
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（梯子道） 

第２３５条 

  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内に傾斜４０度以上の梯子 

道を設けるときは、丈夫な構造とし、かつ、次の各号の規定によらなければ 

ならない。 

1) 梯子は、立坑又は斜坑の側壁との間に適当な間隔を保ち、傾斜８０度以 

下とすること。 

2) 長さ１５メートル以上の梯子道においては、１０メートル以内ごとに踊 

り場を設けること。 

3) 梯子は、その上端を０．６メートル以上突き出させて設けるなど適当な 

安全措置を講じること。 

4) 立坑又は斜坑において、梯子道のほか、巻揚装置を設けるときは、板仕 

切又はその他の隔壁を設けた構造とすること。 

5) 踏さんは、等間隔に設けること。 

6) 梯子の転位を防止するため固定するなど適当な措置を講ずること。 

                          

（通行表示） 

第２３６条 

  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、鉱山労働者を就業させる坑内 

において、通行坑道の分岐点その他の必要な箇所には、坑道の名称を掲示し、 

かつ、出口の方向を表示しなければならない。 

                     

第三節  坑内の就業箇所及び飛散粉塵の管理 

（照合方式） 
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第２３７条 

  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内に就業する鉱山労働者の 

氏名及び就業箇所について、入坑の際に確認を行い、坑外事務所においてそ 

の記録を明らかにしておかなければならない。 

                     

（通信施設の設置） 

第２３８条 

   坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内の主要作業箇所その他必 

要な箇所には電話装置及び坑内誘導無線機などの連絡装置を設けなければ

ならない。    

  

（飛散粉塵の防止による鉱山労働者の健康保護） 

第２３９条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内において著しく粉塵を飛 

散する坑内作業場においては、粉塵の飛散を防止することによる鉱山労働者 

の健康を保護するため、散水、集塵その他の適当な措置を講じなければなら 

ない。 

２ 前項の規定による措置を講じた場合において、なお保安のため必要がある 

ときは、鉱山労働者に規格に適合する防塵マスク（以下「規格適合防塵マス 

ク」という。）を使用させなければならない。   

３ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、第１項の坑内作業場に就業し 

ている鉱山労働者を休憩させるときは、鉱山労働者の健康を保護するため粉 

塵が飛散しない場所に休憩させなければならない。        
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第２４０条 

  坑内採掘を行う鉱山において、坑内において著しく粉塵が飛散する作業場 

に就業する鉱山労働者は、規格適合防塵マスクの使用を指示されたときは、 

同マスクを着用しなければならない。     

 

第２４１条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内作業場において穿孔する 

ときは、穿孔前に周囲の岩盤に散水しなければならない。 

２ 坑内作業場において、衝撃式削岩機を使用するときは、これを湿式型とし 

なければならない。この場合において、湿式型衝撃式削岩機を操作する鉱山 

労働者には規格適合防じんマスクを着用させなければならない。 

３ 坑内作業場において、湿式型衝撃式削岩機を使用するときは、当該削岩機 

に必要な給水をするため、配水管を設けなければならない。 

                   

第２４２条 

  坑内作業場において、湿式型衝撃式削岩機を使用するときは、鉱山労働者 

は、注水しながら穿孔しなければならない。 

                        

（坑内作業場の粉塵濃度の測定） 

第２４３条 

１ 坑内採掘を行う鉱山において、坑内保安兼発破担当の作業監督者は、著し 

く粉塵を飛散する坑内作業場について、三月に一回以上、定期に、当該作業 

場における空気中の粉塵の濃度及び当該粉塵中の遊離珪酸の含有率を測定 

しなければならない。  
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２ 金属鉱山における坑内保安兼発破担当の作業監督者は、必要に応じて石綿 
粉じんの濃度について、前項の規定に準じて、測定しなければならない。 

３ 坑内保安兼発破担当の作業監督者は、前二項に規定する測定の結果を「粉 

塵測定管理台帳」に記録すると共にその測定結果を管理者に報告しなければ 
ならない。                  

４ 鉱物事業権所有者は、前項の規定による「粉塵測定管理台帳」を五年間保 

存しなければならない。           

  
（坑内作業環境の評価） 
第２４３条の２ 
１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内作業場において、第２４ 

３条第１項に規定する坑内保安兼発破担当の作業監督者が粉塵濃度の測定 
結果を行ったときは、「鉱山保安法令に規定する手続き、記載事項等に関す 
る規則」の規定に従い、著しく粉塵を飛散する当該坑内作業場における空気 
中の粉塵濃度及び粉塵中の遊離珪酸の含有率に応じ、作業環境について評価 
を行わなければならない。  

２ 鉱物事業権所有者は、前項の規定による作業環境の評価についての記録を 
五年間保存しなければならない。 

                        
（坑内作業環境の評価に基づく必要な措置） 
第２４３条の３ 
  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、前条第１項の規定による作業 

環境の評価の結果、第二管理区分又は第三管理区分に区分された坑内作業場 
については、当該作業場の粉塵濃度を改善するための必要な措置を講じるよ 
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う努めなければならない。                     
 
第十三章   通気及び坑内ガス  

第一節     通 則 

 
第２４４条 
 通気及び坑内ガスに関する保安ついて、鉱物事業権所有者が法第５条の規

定により講じなければならない措置及び鉱山労働者が法第６条の規定によ

り守らなければならない事項は、法第３１条第１項及び第２項の規定に基づ

き、第十三章に定める。  

  

第二節  坑内空気 

（酸素及び炭酸ガス） 

第２４５条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、鉱山労働者が就業し、又は通 

行する坑内の空気は、酸素含有率１９パーセント以上、炭酸ガス含有率１パ 

ーセント以下としなければならない。 

２ 前項の規定は、特に安全な方法によって人命救助又は保安に関する作業を 

させるときは、その作業場については、適用しない。 

                        

（主要排気及び坑内作業場の気流中の可燃性ガス濃度） 

第２４６条 

  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、主要分流の排気及び坑内作業 

場の気流中の可燃性ガス含有率は、１．５パーセン卜以下としなければなら 
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ない。               

 

（坑内気温） 

第２４７条 

  坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内作業場における気温は、 

摂氏３７度以下としなければならない。 ただし、特に安全な方法により、 

人命救助若しくは保安に関する作業をさせるときは、その作業場について 

は、適用しない。               

 

（通気量） 

第２４８条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

坑内作業場における通気量は、当該作業場において作業する鉱山労働者の 

人数、可燃性ガス又は有害ガスの発生量、気温、湿度、自然発火の可能性な 

どに基づき決定しなければならない。  

２ 坑内作業場の気流及び通気量は、可燃性ガス又は有害ガス並びに発破の煙 

を薄めて運び去るため必要な速度と量でなければならない。 

                      

（通気速度） 

第２４９条 

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

坑内における通気速度は、毎分４５０メートル以下としなければならない。 

ただし、立坑における通気専用坑道においては、毎分６００メートルまで 

これを増加することができる。 
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第三節  通気施設 

（一般通気施設） 

第２５０条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、保安のため必要な分量の空気 

を坑内作業場に給送するため、通気施設を設けなければならない。 

２ 一坑内において同時に３０人以上の鉱山労働者を就業させる鉱山におい 

ては、適当な箇所に大気圧測定器及び温度計を備えなければならない。 

                      

（入排気坑及び主要扇風機） 

第２５１条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、入気坑及び排気坑は、各別に 

設けなければならない。  

２ 主要扇風機を設けるときは、防火構造の建築物の中に設け、かつ、坑内か 

らの排気が入気坑口に引き入れられないような位置に設けなければならな 

い。 

３ 主要扇風機は、特別の理由があるときのほか、連続的に運転しなければな 

らない。 

                    

（局部扇風機） 

第２５２条    

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

坑内において、局部扇風機により通気をするときは、次の各号の規定によら 

なければならない。  
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1) 局部扇風機は、その排気がその入気に引き入れられないような位置に設 

け、その位置を通る通気量は当該扇風機の能力以上とし、車風が起こらな 

いようにすること。 

2) 局部扇風機は、特別の理由があるときのほか、連続的に運転しなければ 

ならない。 

3) 局部通気のための風管は、漏風防止など必要な措置を講じて良好な状態 

に維持し、その先端は、採掘又は掘進作業面から７メートルを超えないよ 

うにすること。                 

 

第２５３条 

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において、局部扇風機 

により通気をするときは、坑内保安兼発破担当の作業監督者は、次の各号の 

規定を守らなければならない。 

1) 局部扇風機が運転を停止し、保安のため危険のおそれが多いときは、鉱 

山労働者を安全な箇所に退避させると共に当該作業場への送電を停止す 

ること。 

2) 停電したときは、当該箇所の電動局部扇風機及びその他の電気機械の開 

閉器を開くこと。 

3) 電動局部扇風機が運転を停止した後、運転を再開するときは、可燃性ガ 

ス濃度を測定し、危険のおそれがないときでなければ運転を再開しないこ 

と。 

                       

（可燃性ガスの流動） 

第２５４条 
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  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において、局部通気施 

設により停滞した可燃性ガスの排除を行う場合であって、その流動により危 

険のおそれが多いときは、坑内保安兼発破担当の作業監督者は、管理者の指 

揮を受け、安全な方法により行わなければならない。 

                       

（遮断壁及び通気戸） 

第２５５条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

坑内における入気立坑と排気立坑との間又は主要入気坑道と主要排気坑道 

との間を連絡する坑道には、遮断壁又は通気戸を設けなければならない。 

２ 前項に規定する通気戸は、相当の間隔をおいて二個以上設けなければなら 

ない。 ただし、Ｂ種炭坑において自然通気によるときは、一個とすること 

ができる。 

３ 通気戸は、常時閉じておかなければならない。ただし、保安のため必要が 

あるときは、この限りでない。 

                      

（通気系統） 

第２５６条 

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

坑内において主要通気系統の変更を行う場合は、当該作業に従事する鉱山労 

働者及び管理者の指定した鉱山労働者のほか、鉱山労働者が入坑していない 

ときに行わなければならない。 

                       

第四節  坑内通気量の測定 
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（坑内通気量の測定） 

第２５７条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）であって、常時３０人 

以上の鉱山労働者が就業している坑内においては、坑内保安兼発破担当の作 

業監督者は、次の各号の規定を守らなければならない。 

1) 坑内において、大気圧測定器及び温度計の示度を毎日測定し、これを「坑 

内通気管理台帳」に記録し、異常があるときは、直ちにこれを管理者に報 

告すること。 

2) 坑内全般について、一月に一回の頻度で測風器を用いて通気速度及び 

通気量を測定し、かつ、精密可燃性ガス検定器を用いて可燃性ガスを測定 

すること。 

3) 通気若しくは坑内の空気に異常があるとき又は通気系統若しくは通気 

量を変更したときは、その度ごとにその箇所について、前号に準じて測定 

すること。 

4) 前二号に規定する測定の結果を「坑内通気管理台帳」に記録すること。 

２ 常時３０人未満の鉱山労働者が就業している坑内において、鉱物部門を所 

管する大臣が前項各号に規定する全部又は一部の実施を指示したときは、鉱 

物事業権所有者は坑内保安兼発破担当の作業監督者に対して、指示された事 

項を確実に実施するよう指令しなければならない。            

 

（通気異常の際の処置） 

第２５８条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において、坑内保安兼 

発破担当の作業監督者は、坑内における通気の方向又は通気量の配分に異常 
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があるときは、直ちに適当な応急処置をし、これを「坑内通気管理台帳」に

記載しなければならない。  

２ 前項に規定する場合において、通気系統又は通気量の配分の変更を要する 

ときは、坑内保安兼発破担当の作業監督者は、直ちに管理者に報告しなけれ 

ばならない。 

                         

（気温及び湿度の測定） 

第２５９条 

  坑内採掘を行う鉱山において、坑内保安兼発破担当の作業監督者は、坑内 

作業場における気温及び湿度を一月に一回、定期に測定し、その結果を「坑 

内通気管理台帳」に記録しなければならない。 

                        

第五節  坑内ガス 

（可燃性ガスに関する報告） 

第２６０条   

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ｂ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、排気坑道の 

気流中に可燃性ガスの含有率０．２５パーセント以上又は採掘作業場の気流 

中に同含有率０．５パーセント以上の可燃性ガスが存在することを発見した 

ときは、法第２９条第１項の規定に基づき、直ちにその旨を鉱物部門を所管 

する大臣に報告しなければならない。 

                      

（有害ガスの処理） 

第２６１条   

１ 坑内採掘を行う鉱山の鉱物事業権所有者は、坑内において、一酸化炭素そ 
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の他の有害ガスの含有率が、次のいずれかに該当するときは、その原因を調 

査させると共に、有害ガスの含有率を低減するため通気量の増加、ボーリン 

グ孔の閉塞などの措置を講じなければならない。 

 1)  一酸化炭素（CO）    ０．０１パーセント以上 

 2) 硫化水素（H2S）    ０．００１パーセント以上 

 3)  亜硫酸ガス（SO2）   ０．００２パーセント以上 

 4)  窒素酸化物（NOｘ）  ０．００２５パーセント以上 

２ 前項に規定する措置により有害ガスの含有率を低減することができない 

ときは、鉱山労働者には保護具の着用、通行遮断その他の有害ガスによる危 

害を防止するための措置を講じなければならない。 

                      

（有害ガスの測定） 

第２６２条 

１ 坑内採掘を行う鉱山において、坑内保安兼発破担当の作業監督者は、検定 

器を用いて、坑内における一酸化炭素その他の有害ガスが存在し、又は存在 

するおそれが多い箇所について、その含有率及びその存在する範囲を一月に 

一回以上測定しなければならない。  

２ 金属鉱山及び非金属鉱山の坑内保安兼発破担当の作業監督者は、検定器を 

用いて、坑内において内燃機関を原動機として使用する車両系鉱山機械又は 

自動車の作業箇所又は運転箇所その他必要な箇所について、一酸化炭素その 

他の有害ガスの含有率及びその存在する範囲を毎日一回以上測定しなけれ 

ばならない。 ただし、保安のため必要があるときは、管理者の指示を受け 

て毎作業時間に一回以上これをしなければならない。 

３ 坑内保安兼発破担当の作業監督者は、前二項に規定する測定の結果を「坑 
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内通気管理台帳」に記録しなければならない。 

 

（可燃性ガスに関する措置） 

第２６３条 

１ 坑内採掘を行う鉱山の坑内作業場又はその排気の気流中において、可燃 

 性ガス含有率が１．５パーセントを超えるときは、坑内保安兼発破担当の 

作業監督者は、直ちに当該箇所への送電を停止し、かつ、直ちに危険状態 

を改めることができないときは、鉱山労働者を当該危険区域から退避さ 

せ、その箇所に一定の警標を掲げなければならない。 

２ 前項の規定については、電気工作物を施設せず、特別の理由により特に可 

燃性ガス発生量が多い箇所であって、かつ、鉱山の管理者が付き添い、しば 

しば可燃性ガスの測定をしているときは、可燃性ガス含有率が２パーセント 

に達するまで適用しない。 

３ 坑内保安兼発破担当の作業監督者は、可燃性ガス含有率が２パーセントを 

超える箇所には、柵囲その他の方法により通行を遮断しなければならない。 

４ 管理者の指揮を受け、特に安全な方法により人命救助、通気量の改善その 

他の保安に関する作業を行うときは、その作業場については、前三項の規定 

は適用しない。 

                        

第２６４条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、 

坑道の掘進その他の掘削を行う際、可燃性ガスの著しい増加による危険発生 

のおそれが多いときは、先進ボーリング、ガス抜き及びその他の適当な措置 

を講じなければならない。 
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２ 坑内においては可燃性ガスが多量に存在する採掘跡又は旧坑道は、充填、 

密閉、通気その他の適当な措置を講じなければならない。 

３ 前項の規定により通気をするときは、その排気は、坑内作業場又は鉱山労 

働者の通行が頻繁な運搬坑道を通過させてはならない。 

                  

第六節  裸火の使用制限 

（裸火の使用制限） 

第２６５条 

１ 坑内採掘を行う鉱山では、鉱山労働者は、坑内において裸火を使用しては 

ならない。  

２ 電気保安担当の作業監督者が管理者の指揮を受け、安全な方法により安全 

な箇所において、修理、動力用がい装ケーブルの接続函の絶縁充填物の注入 

の作業のため、電気により溶接又は溶断をする場合又は裸火を使用する場合 

は、前項の規定は適用しない。 

３ 前項に規定する電気により溶接又は溶断をするとき、裸火を使用するとき 

は、防火設備又は消火設備を設けなければならない。 

                   

（発火具、喫煙具の携帯禁止） 

第２６６条 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、

入坑者に対し又は坑口において、発火具、喫煙具、タバコの所有の有無を入

坑の度ごとに検査しなければならない。 

２ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）においては、鉱山労働 

者は、入坑する際には発火具、喫煙具及びタバコを携帯してはならない。  
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第十四章  坑外の通路、就業箇所及び飛散粉塵の管理 
第一節  通 則  
 
第２６７条 
 坑外作業場に関する保安について、鉱物事業権所有者が法第５条の規定に

より講じなければならない措置及び鉱山労働者が法第６条の規定により守

らなければならない事項は、法第３１条第２項の規定に基づき、第十四章に

定める。 

  
第二節  飛散粉塵の管理 
（飛散粉塵の防止） 
第２６８条 
１ 鉱物事業権所有者は、坑外において著しく粉塵を飛散する砕鉱場、チップ 

ラー、選鉱場、製錬場、選炭場、露天採掘場その他の坑外作業場においては、 
粉塵の飛散を防止することによる鉱山労働者の健康を保護するため、散水、 
集塵、機械又は装置の密閉その他の適当な措置を講じなければならない。  

２ 前項の規定による措置を講じた場合において、なお保安のため必要がある 
ときは、鉱山労働者には規格に適合する防塵マスクを使用させなければなら 
ない。 

                        
第２６９条 
１ 鉱物事業権所有者は、前条第１項及び第２項に規定する坑外作業場につい 

ては、当該作業場以外の場所に鉱山労働者の健康を保護するための休憩設備 
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を設けなければならない。 
２ 前項に規定する休憩設備には、鉱山労働者が作業衣に付着した粉塵を除去 

することのできる用具を備え付けなければならない。 
                         
（坑外の屋内作業場における粉塵濃度の測定） 
第２７０条 
１ 坑外保安兼発破担当の作業監督者は、坑外の屋内作業場において著しく粉 

塵を飛散する次に掲げる屋内作業場については、三月に一回以上、定期に、 
当該屋内作業場における空気中の粉塵濃度及び当該粉塵中の遊離珪酸の含 
有率を測定しなければならない。  
1)  土石、岩石又は鉱物を動力により破砕し、粉砕し、又は篩分ける作業 
2) 岩石又は鉱物を動力により裁断し、又は仕上げする作業（高圧射水又は 

火炎を用いて裁断し、又は仕上げる作業を除く。） 
3)  研磨材を用いて動力により岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しく 

はバリ取りし、又は金属を裁断する作業（高圧射水を用いた研磨又は裁断 
する作業を除く。） 

4) 粉状の鉱物を混合し、又は混入する作業 
5) 粉状の鉱物、粉状の製品及びフライアッシュを袋詰めする作業 

２ 金属鉱山における坑外保安兼発破担当の作業監督者は、必要に応じて石綿 
粉じんの濃度について、前項の規定に準じて、測定しなければならない。 

３ 坑外保安兼発破担当の作業監督者は、前二項に規定する測定の結果を「粉 
塵測定管理台帳」に記録すると共にその測定結果を管理者に報告しなければ 
ならない。 

４ 鉱物事業権所有者は、前項の規定による「粉塵測定管理台帳」を五年間保 
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存しておかねばならない。 
  
（屋内作業環境の評価） 
第２７０条の２ 
１ 鉱物事業権所有者は、坑外の屋内作業場において、本規則第２７０条第１ 

項に規定する坑外保安兼発破担当の作業監督者が粉塵濃度の測定を行った 
ときは、「鉱山保安法令に規定する手続き、記載事項等に関する規則」の規 
定に従い、当該屋内作業場における空気中の粉塵濃度及び粉塵中の遊離珪酸 
の含有率に応じ、作業環境について評価を行わなければならない。 

２ 鉱物事業権所有者は、前項に規定する粉塵濃度の測定結果である「粉塵測 
定管理台帳」及び作業環境の評価についての記録を五年間保存しなければな 
らない。 

                         
（屋内作業環境の評価に基づく必要な措置）  
第２７０条の３ 
１ 鉱物事業権所有者は、前条第１項に規定する作業環境の評価の結果、第三 

管理区分に区分された坑外の屋内作業場については、直ちに、当該屋内作業 
場の粉塵濃度を改善するための必要な措置を講じ、当該屋内作業場の管理区 
分が第一管理区分又は第二管理区分となるよう改善しなければならない。 

２ 鉱物事業権所有者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を 
確認するため、直ちに、該当する屋内作業場について、「鉱山保安法令に規 
定する手続き、記載事項等に関する規則」の規定に従い、粉塵濃度及び粉塵 
中の遊離珪酸の含有率を坑外保安兼発破担当の作業監督者に測定させ、その 
結果について、同様に作業環境の評価を行わなければならない。 
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３ 鉱物事業権所有者は、前条第１項の規定による作業環境の評価の結果、第 
二管理区分に区分された坑外の屋内作業場については、当該屋内作業場の粉 
塵濃度を改善するための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

                           
第三節  坑外の通路及び就業箇所 

（階段） 

第２７１条 

  鉱物事業権所有者は、建設物に階段を設けるときは、次の各号の規定によ 

らなければならない。 

1) 丈夫な構造とすること。 

2) 踏面及び蹴上げ（けあげ）は、等間隔に設けること。 

3) 高さ１０メートルを超えるときは、高さ１０メートル以内ごとに適当な 

踊り場を設けること。 

4) 片側に手摺りを設けること。 

                       

第２７２条 

１ 鉱物事業権所有者は、地下室又は二階以上で、常時３０人以上の鉱山労働 

者が就業する建築物では、各階に適当に配置され、かつ、容易に屋外の安全 

な箇所に通ずる二以上の階段を設けなければならない。 

２ 前項に規定する階段は、次の各号によらなければならない。 

 1) 踏面は、幅０．２メートル以上、蹴上げは０．２メートル以下とするこ 

と。 

2) 傾斜は、４０度以下とすること。 

3)  高さが３．６メートル以上のときは、高さ３．６メートルごとに長さ１． 
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２メートル以上の踊り場を設けること。 

4) 幅は、内法１．２メートル以上とすること。 

5) 回段を設けないこと。 

6) 外側には、高さ０．８メートル以上の手摺りを設けること。 

7) 各段から高さ１．７メートル以内には障害物がない構造とすること。 

                      

（手摺り） 

第２７３条 

  鉱物事業権所有者は、階段、足場、高架歩道の周囲には、手摺りを設けな 

ければならない。 

                         

（作業場の床面及び通路） 

第２７４条 

１ 鉱物事業権所有者は、作業場の床面は、つまずき、滑りなどの危険がない 

構造とし、かつ、安全な状態に保持しなければならない。 

２ 作業場に通ずる箇所及び作業場内には、鉱山労働者が使用するための安全 

な通路を設け、かつ、これを通行できるようにしておかなければならない。 

３ 鉱物事業権所有者は、発火性又は引火性のものを取り扱う屋内作業場又は 

常時３０人以上の鉱山労働者が就業する屋内作業場には、非常の場合に容易 

に安全な箇所に退避することができる適当な二以上の通路を設けなければ 

ならない。 

４ 前項の通路に設ける戸は、引戸又は外開戸としなければならない。 

  更に、主要な通路又は非常用の出口、通路若しくは階段には、適当な標示 

をしなければならない。 
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第四節   保安設備の保全及び保護具類の使用 
 
（保安設備の設置） 
第２７４条の２ 
１ 鉱物事業権所有者は、床面又は台面から高さ２メートル以下にある軸及び 

突出した軸端並びにベルト、チェーン又はロープによる連動装置などの危険 
な部分には、柵囲、被覆その他の保安設備を設けなければならない。 

２ 鉱物事業権所有者は、動力によって運転する機械には、機械ごとにクラ 
ッチ、スイッチなどの動力遮断装置を設けなければならない。 
                        

（保護具類の使用） 

第２７４条の３  

１ 鉱物事業権所有者は、金属鉱山の溶鉱炉及び転炉その他の多量の高熱物を 

取り扱う作業箇所では、その爆発又は高熱物の逸出による危険を防止するた 

め適当な措置を講じなければならない。 

２ 前項に規定する箇所には、火傷その他の危険を防止するため適当な保護手 

袋、保護長靴などの保護具を備え、灼熱溶融物の取り扱いを行う資格者に使 

用させなければならない。 

                      

第２７４条の４ 

１ 鉱物事業権所有者は、アーク熔接をする箇所その他の強烈な光線を発散し 

て危険のおそれが多い箇所は、他の作業場と区画しなければならない。 

２ 前項に規定する箇所には、適当な保護手袋、保護眼鏡などの保護具を備え、
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アーク溶接を行う資格者に使用させなければならない。 

                       

（修理又は検査時の安全処置） 

第２７４条の５ 

  鉱山において機械の運転を中止して機械設備の修理又は検査の作業をす 

るときは、機械保安担当の作業監督者又は担当の作業監督者から指定された

者は、作業中、機械の運転を停止している旨の警標を掲げるほか、起動装置

に錠を施し、他の者が当該機械を運転することを防止するための確実に安全

な処置をしなければならない。 

                       

（保安設備の保全） 

第２７４条の６ 

１ 鉱山労働者は、保安のために施した警標、柵囲その他の通行遮断の設備又 

は保安に関する機械、器具その他の施設を破損し、又は変更してはならない。 

２ 鉱山労働者は、石炭における通気施設、石炭鉱山、金属鉱山及び非金属鉱 

山における坑内水又は廃水の処理施設その他の保安上特に必要な施設の維 

持若しくは運転を妨げ、又は停廃してはならない。 

３ 保安統括者、保安技術管理者及び担当の作業監督者から指定された者のほ 

か、柵囲その他により通行を遮断され、又は立ち入りを禁止された場所に立 

ち入ってはならない。 

                       

第十五章  毒劇物の管理 
第一節  通 則 
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第２７５条 
 毒劇物に関する保安について、鉱物事業権所有者が法第５条の規定により

講じなければならない措置及び鉱山労働者が法第６条の規定により守らな

ければならない事項は、法第３１条第２項の規定に基づき、第十五章に定め

る。 
 
第二節  毒劇物の管理 
（毒劇物の運搬） 
第２７６条 
  鉱物事業権所有者は、鉱山において毒劇物を運搬する場合には、これらの 

物が飛散し、漏れ、流出、又は滲み出ることを防ぐのに必要な措置を講じな 
ければならない。 
                       

（毒劇物の貯蔵）  
第２７７条 
  鉱物事業権所有者は、鉱山において毒劇物を貯蔵するときは、次の各号の 
規定によらなければならない。 
1)  毒劇物とその他の物質とを区分して貯蔵すること。 
2) 毒劇物を貯蔵するタンク、ドラム缶、その他の容器は、毒劇物が飛散 
し、漏れ、又は滲み出るおそれのないものであること。 

3)  貯蔵所又はその他容器を用いないで毒劇物を貯蔵する設備は、毒劇物  
が飛散し、地下に滲み込み、又は流れ出るおそれがない設備にすること。 

                      
（毒劇物の盗難防止） 
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第２７８条 
１ 鉱物事業権所有者は、鉱山における毒劇物の貯蔵設備には、盗離を防止す 
るため、鍵をかけなければならない。 その設備が性質上鍵をかけることが

できないものであるときは、その周囲に堅固な柵を設けなければならない 
２ 前項に規定するほか、鉱物事業権所有者は、毒劇物が盗難にあい、又は  

紛失することを防ぐため、適当な措置を講じなければならない。 
                       
（毒劇物の使用施設）  
第２７９条 
  金属鉱山の鉱物事業権所有者は、毒劇物を使用する選鉱場、製錬場その他 
の施設については、次の各号の規定によらなければならない。 
1)  コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とするほか、毒劇物が飛散 

し、漏れ、滲み出若しくは流れ出、又は地下に滲み込むおそれのない構造 
とすること。 

2) 毒劇物を含有する廃水を処理する設備又は毒物を除去する化学薬品、器 
具を備えること。 

                                                 
（毒劇物の処理） 
第２８０条 
  金属鉱山の鉱物事業権所有者は、毒劇物を製造し、若しくは取扱うにあた 

り、鉱物事業の休止により、その製造若しくは取扱いを引き続き六月以上中 
止しようとするとき、又は鉱物事業権の消滅により毒劇物の製造若しくは 
取扱いを止めるときは、同事業を休止若しくは廃止しようとする日から一月

以内に、残余の毒劇物については、毒劇物の製造若しくは取り扱っている第
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三者に譲渡するか又は次の各号の規定の一により、残余の毒劇物を処理しな

ければならない。 
1) 中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒劇物に該当 

しない物とすること。 
2) ガス体若しくは揮発性の毒物又は劇物は、危害又は鉱害を生ずるおそれ 

がない場所で少量ずつ放出し、又は揮発させること。 
3) 可燃性の毒物又は劇物は、危害又は鉱害を生ずるおそれがない場所で少 

量ずつ燃焼させること。 
4) 毒劇物を製造し、又は取り扱っている他の鉱山又はその附属施設に移管 

すること。 
5) 前各号により難い場合には、地下１メートル以上で、かつ、地下水を汚 

染するおそれがない地中に確実に埋め立て処分すること。 
  
（毒劇物担当作業監督者の遵守事項）                   

第２８１条 

１ 毒劇物担当の作業監督者は、毒劇物による危害及び鉱害を防止するため、 

 毒劇物を貯蔵する施設、使用する施設及び毒劇物を含有する廃水を処理する

設備又は器具について、毎作業日一回以上巡視し、その結果を保安日誌に記

載すること。  

２  前号に規定する巡視の結果、毒劇物による危害又は鉱害を生ずるおそれ 

が多いときは、直ちに管理者に報告すること。 
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鉱山保安法案 鉱山保安規則案（第一段階） 
 

 

（緊急土地使用） 

第３２条    

１ 鉱物事業権所有者は、保安に関する急迫の危険を防ぐため必

要があるときは、鉱物部門を所管する大臣の許可を受けて、直

ちに他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用することがで

きる。 

２ 前項の場合には、鉱物事業権所有者は、すみやかにその旨を

その土地の占有者に通知しなければならない。 

３ 第一項の規定により、他人の土地に立ち入り、又はこれを使

用しようとする者は、鉱物部門を所管する大臣の許可を受けた

ことを証する書面を携帯し、土地の占有者の請求があったとき

は、これを呈示しなければならない。 

４ 第一項の規定により、他人の土地に立ち入り、又は一時これ

を使用した者は、時価により、これによって生じた損失を補償

しなければならない。 

  
 

第十六章 緊急土地使用 
第一節  通 則 
 
（緊急土地使用） 
第２８２条 
  鉱物事業権所有者は、法第３２条に基づき、他人の土地に立ち入り、又は 

一時これを使用するときは、「鉱山保安法令に規定する記載すべき事項に関 
する省令」の規定に従い、他人の土地の住所及び氏名又は名称、土地の所在 
地、土地の占有者の氏名又は名称並びに立入り又は使用の目的を記載した文 
書により、鉱物部門を所管する大臣に許可を申請しなければならない。 
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鉱山保安法案 鉱山保安規則案（第一段階） 
第三章 監督機関 

（監督組織） 

第３３条  

鉱業部門を所管する省、総局及び地方局は、本法律を施行する。

 

（鉱山保安監督官） 

第３４条  

１ 鉱物部門を所管する省、総局及び地方局に鉱山保安監督官を

配置する。 

 ２ 鉱山保安監督官は、３年以上鉱山行政に関する実務に従事し

た者であって、且つ鉱山保安に関する研修を修了した者につい

て、鉱物部門を所管する大臣が任命する。 

    

（鉱山保安監督官の権限） 

第３５条  

１ 鉱山保安監督官は、保安の監督上必要があるときは、鉱山に

立ち入り、保安に関する業務若しくは施設の状況若しくは帳

簿、書類その他の物件を検査し、又は関係人に対して質問する

ことができる。 

２ 鉱山保安監督官が前項の規定により査察を行い、又は質問す

る場合は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求

があるときは、これを呈示しなければならない。 

３ 鉱山保安監督官は、この法律に違反する罪について刑事法の
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規定による司法警察員としての職務を行う。 

 

第３６条  

１ 鉱物事業に使用する機械、器具、建設物、工作物その他の施

設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱そ

の他の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく省令に違

反し、且つ、保安に関し急迫の危険があるときは、鉱山保安監

督官は、第２４条第１項に規定する鉱物部門を所管する総局長

の権限を行うことができる。 

２ 鉱物事業権所有者が鉱区外に侵掘したことにより保安に関

し急迫の危険があるときは、鉱山保安監督官は、第２５条に規

定する鉱物部門を所管する大臣の権限を行うことができる。 

３ 被災者を救出するため緊急の必要があるときは、鉱山保安監

督官は、第２６条に規定する鉱物部門を所管する大臣の権限を

行うことができる。 

４ 鉱山保安監督官は、前第１項、第２項又は第３項に規定され

る命令を行う際には、鉱物部門を所管する総局長又は大臣に対

して事前に命令に関する詳細な報告を行わなければならない。

５ 前第１項、第２項又は第３項の規定に基づく鉱山保安監督官

による命令については、鉱物資源総局長が第２４条第１項、鉱

物部門を所管する大臣が第２５条及び第２６条の規定により

したものとみなす。 

  
 



157 
 

（鉱山労働者による監督機関への報告） 

第３７条  

１ 鉱山においてこの法律又はこの法律に基づく省令に違反す

る事実があり、且つ、危害を生じ、又はそのおそれが多いとき

は、鉱山労働者は鉱物部門を所管する地方の部長又は鉱山保安

監督官に報告することができる。 

２ 鉱物事業権所有者は前項の報告をしたことを理由として、鉱

山労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
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鉱山保安法案 鉱山保安規則案（第一段階） 
（鉱山保安顧問委員会） 

第３８条  

鉱物部門を所管する省に、政令に基づき、鉱山保安顧問委員

会を設置する。 

第３９条  

１ 鉱山保安顧問委員会は、政令に基づき、鉱物部門を所管する

大臣の諮問に応じて保安に関する重要事項について調査審議

を行う。 

２ 鉱山保安顧問委員会は、鉱物部門を所管する大臣又はその代

理人、複数の学識経験者、同数の鉱山労働者及び鉱物事業権所

有者を代表する者により構成される。 

３ 鉱山保安顧問委員会の機能及び構成の詳細事項については、

政令で定める。 

 

（鉱山保安研修所） 

第４０条  

１ 鉱物部門を所管する省は、鉱山保安に関する研修を行うた 

め、鉱山保安研修所を設置する。 

２ 鉱山保安研修所では、鉱山保安技術者及び鉱山保安監督官の

候補者を養成するため、鉱山保安に関する実務研修を行う。 
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鉱山保安法案 鉱山保安規則案（第一段階） 
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カンボジア王国の鉱山保安規則（第二段階）原案 

本鉱山保安規則（第二段階）は、鉱山保安法の普及状況を勘案しつつ、同法律の施行後５年以内の施行を目指すものとする。 
November 2015 （revised on July 2016） 

鉱山保安法案 鉱山保安規則案（第二段階） 
第一章 総 則 

（法律の目的） 

第１条  
この法律は、「鉱物資源の管理及び利用に関する法律」と相俟

って、カンボジア王国における鉱山労働者に対する危害の防止と

ともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図ることを目的と

する。 

 

（用語の意義） 
第２条  

本法において定義される用語は、以下のとおり解釈する。 

１「鉱物事業許可書」は、対象地域が所在する鉱物部門を管轄す

る州又は地方自治体によって発行される手工業採掘許可書、鉱

物部門を所管する大臣によって発行される、石材採掘許可書、

宝石採掘許可書、鉱物（宝石原石）切削許可書、鉱物探査許可

書及び産業採掘許可書の計６種類に分類される。 

２ 「鉱物事業権所有者」とは、対象地域が所在する鉱物部門を

管轄する州又は地方自治体によって発行される鉱物事業を行

うための許可書を所有する個人のほか、鉱物部門を所管する大

第一章 総 則 

第一節 通 則 

 

 
 
 
 
 
 
（用語の意義） 
第２条 
１５ この規則において「集中監視」とは、可燃性ガスの含有率を継続して 

測定する装置、火災の発生又は危険を感知する装置その他の装置により測定 

又は感知された結果を集中して監視することをいう。 

                         

（電磁的方法による保存） 
第３条の２   
１ 鉱物事業権所有者並びに保安統括者、保安技術管理者及び各作業監督者 

は、本規則に規定する保安日誌、管理台帳及びその他の記録については、電 
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臣によって発行される鉱物事業を行うための許可書を所有す

る個人又は法人をいう。 

但し、手工業採掘に係る許可書については、カンボジア国民

に限り発行される。 

３ 「鉱物事業」とは、概査、探査及び採鉱の事業、これに附属

する選鉱、金属溶解及び製錬の事業並びに尾鉱ダム管理及び採

掘跡地の復旧の事業をいう。 

４ 「鉱山」とは、鉱物事業を行う事業場をいう。 

５ 「鉱山労働者」とは、鉱物事業権所有者に雇用され、鉱山に

おいて鉱物事業に従事する者をいう。 

６ 「鉱害防止事業」とは、捨石集積場、選鉱場又は坑内水の処

理施設に附属する沈殿物の集積場及び鉱滓集積場の覆土、植栽

等の事業、坑道の坑口閉塞の事業並びに施設の終了後において

も汚染の状態、量が規定された基準に適合しない坑内水又は廃

水を永続して処理する事業をいう。 

  
第３条 
  「保安」とは、鉱物事業に関する次の各号の事項をいう。 

一 鉱山における人に対する危害の防止 

二 鉱物資源の保護 

三 鉱山の施設の保全 

四 鉱害の防止 

五 衛生に関する通気 

六 災害時における救護 

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識すること 
ができない方法をいう。）により作成し、保存することができる。 

２ 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算 
機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしなければ 
ならない。 
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（法律の適用及び処分等の効力） 

第４条  

 １ この法律は、「鉱物資源の管理及び利用に関する法律」第４

条に規定される鉱物事業権所有者が行う鉱物事業又は鉱物事

業権が消滅してから５年以内の元鉱物事業権所有者が事業を

実施した施設に対して適用する。 

２ この法律の規定によってした処分及び鉱物事業権所有者が

この法律によってした手続きその他の行為は、鉱物事業権所有

者の承継人に対しても、その効力を有する。 

  
第二章 保 安 

（鉱物事業権所有者の義務） 

第５条  

鉱物事業権所有者は、次の各号のため必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

一 落ばん、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭塵の爆発、

自然発火及び坑内火災の防止 

二 ガス、粉塵、捨石、鉱滓、坑内水、廃水及び鉱煙の処理に

伴う危害又は鉱害の防止 

三 機械、器具、火薬類、動力及び火気の取扱いに伴う危害の

防止 

四 通気の確保及び救護体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二章   保 安 
第二節   保安教育 
 
（危険業務に関する保安教育） 
第６条 
１ 鉱物事業権所有者は、法第７条第２項に基づき、次の各号に掲げる、特に 

危険な作業に従事する鉱山労働者については、「鉱山保安法令に規定する手 
続き、記載事項等に関する規則」の規定に従い、保安教育を施さなければな 
らない。 

 23-2)  石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において主要扇風機を運転する 
作業 

  23-3) 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）においてガス誘導用のブロワー 
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五 鉱物資源の保護 

六 機械、器具、建設物及び工作物の保全 

七 土地の掘削による鉱害の防止 

八 鉱物事業に使用する鉱山施設の設置又は変更の工事に伴

う危害の防止 

    

（鉱山労働者の義務） 

第６条  

鉱山労働者は、鉱山において保安のため必要な事項を守らなけ

ればならない。 

 

 （保安教育） 

第７条  

１ 鉱物事業権所有者は、鉱山労働者にその作業を行うに必要な

保安に関する教育を施さなければならない。 

２ 特に危険な作業について、保安のため鉱山労働者に施すべき

教育の程度及びこれを修了しない者の就業の制限は、省令で定

める。 

    
（機械、器具等に関する制限） 

第８条  

１ 鉱物事業権所有者は、省令で定める手続きに従い、機械、器

具又は火薬類その他の材料であって危険性の大きいものは、鉱

物部門を所管する省が行う検定に合格したものでなければ、鉱

を運転する作業  
24)  法第３８条に規定する鉱山保安顧問委員会委に諮問し、鉱物部門

を所管する大臣が指定する作業 
  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三節   機械、器具に関する制限 
 
（制限品目） 
第９条の２ 
１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、法第８条第 

１項の規定に基づき、次に掲げる火薬類その他の材料、機械又は器具及び坑 



5 
 

山の坑内において使用し、又は設置してはならない。 

２ 鉱物部門を所管する大臣は、鉱山において、実地の状況によ

り保安上必要があるあると認めるときは事由を示して、特に危

険性の大きい機械、器具、又は火薬類その他の材料の坑内にお

ける使用又は設置を禁止することができる。 

 ３ 鉱物部門を所管する大臣は、第１項の規定による検定の事務

について、適格な外部機関に行わせることができる。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内用品については、種類別検定又は型式検定に合格したものでなければ設置 
し、又は使用してはならない。          
1)  救命器  
  a)  Ａ種炭坑における酸素発生式自己救命器   
2)  火薬類 

a)  Ａ種炭坑における火薬類 
b)  Ａ種炭坑における爆薬安全被筒 

3)  電気工作物等 
a)  Ａ種炭坑における発破用電気点火器 
b)  Ａ種炭坑における照明器具 
c)  Ａ種炭坑における電気機械及び電気器具  
d)  Ａ種炭坑における電線 
e)  Ａ種炭坑における弱電流電線 

4)  機械又は器具類 
  a)  Ａ種炭坑における内燃機関を動力とする機械及び車両 

 b)  Ａ種炭坑における測風器 
 
第９条の３ 
  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）鉱物事業権所有者は、法第８条第１ 

項の規定に基づき、爆発性の炭塵が飛散し、又は飛散するおそれが多い採掘 
作業場又は掘進作業場で使用する火薬又は爆薬については、種類別検定に合 
格したものでなければ使用してはならない。      

 
第四節   施設計画書の許可 
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（施設計画書の許可） 

第９条  

１ 鉱物事業権所有者は、鉱物事業に使用する建設物、工作物及

びその他の施設の設置又は変更の工事をしようとするときは、

省令で定める手続きに従い、「施設計画書」を作成し、鉱物部

門を所管する大臣に届け出て、その許可を受けなければならな

い。  

２ 鉱物事業に使用する建設物、工作物及びその他の施設の設置

又は変更に関して、「施設計画書」に記載すべき事項は、省令

で定める。 

 ３ 鉱物事業権所有者は、前項の規定による設置又は変更の工事

に着手しようとする３０日前までにその計画を鉱物部門を所

管する大臣に届け出なければならない。 

４ 鉱物部門を所管する大臣は、前項の規定による届出があった

工事に関し、保安のため必要があると認めるときは事由を示し

て、鉱物事業権所有者に対し、その工事の着手を禁止し、又は

その計画の変更を命ずることができる。  

５ 鉱物事業権所有者は、第一項の工事が完成したとき、又は同

項の建設物、工作物その他の施設を廃止したときは、３０日以

内にその旨を鉱物部門を所管する大臣に届け出なければなら

ない。 

      

（集積場及び坑道） 

 
（施設計画書の許可） 
第１３条 
１ 鉱物事業権所有者は、次の各号の建設物、工作物その他の施設について、 

これを設置し、又は変更しようとするときは、法第９条第１項の規定に基づ 
き、「鉱山保安法令に規定する手続き、記載事項に関する規則」の規定に従 
い、「施設計画書」を作成し、鉱物部門を所管する大臣に届け出て、その許 
可を受けなければならない。 
19-2) 主要扇風機及びその予備扇風機 
19-3)  石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）におけるガス誘導施設 

20) 法第３８条に規定する鉱山保安顧問委員会に諮問し、鉱物部門を所 
管する大臣が指定するもの                      
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第１０条        （省略） 

  
（保安内規） 

第１１条～第１２条   （省略） 

 

（保安統括者、保安技術管理者、作業監督者及び保安統括者代理

者の選任） 

第１３条        （省略） 

 

（保安統括者、保安技術管理者、作業監督者及び保安統括者代理

者の義務） 

第１４条～第１５条   （省略） 

  
（保安委員会） 

第１６条～第１７条   （省略） 

  

（安全・保安状況調査） 

第１８条        （省略） 

  

（請負作業に対する保安） 
第１９条        （省略） 

 

 （特別採掘計画書の許可） 

第２０条        （省略） 
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（鉱害防止対策）     

第２１条           （省略） 

  

（鉱害防止積立金制度） 

第２２条           （省略）   

   
（監督上の行政措置） 

第２３条～第２８条      （省略） 

 
（報 告） 

第２９条           （省略） 

 

（鉱山保安図） 

第３０条          （省略）  

 
（省令への委任） 

第３１条 

1  鉱物事業権所有者が、第５条の規定により、講じなければな

らない必要な以下の項目に関する措置については、省令で定

める。 

2  鉱山労働者が、第６条の規定により、守らなければならない

必要な以下の項目に関する事項については、省令で定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

第五章   火薬類及び発破 

第三節   発破作業 

 

（ガス突出警戒区域による発破作業） 

第１００条の２ 
 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、ガス突出警 
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 項目：災害時の救護及び救護体制；落盤及び崩壊；火薬類及び

発破；車両系鉱山機械、自動車及びベルトコンベアによる運

搬；機械類の安全装置；火災及び自然発火；旧坑の対策；鉱

害防止（捨石、鉱滓、尾鉱、坑内水、廃水、粉塵、騒音、振

動、鉱煙、土地の掘削及びその他）；電気工作物；坑内通路、

就業箇所及び飛散粉塵の管理；通気及び坑内ガス；爆発性炭

塵；坑外の通路、就業箇所及び飛散粉塵の管理；毒劇物の管

理  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戒区域に指定された箇所において発破をするときは、次の各号の規定によら 

なければならない。 

1)  ガス突出に対して安全な箇所に鉱山労働者を退避させた後、電気点火 

法により点火すること。 

2) 点火は、ガスの突出に対して安全な箇所に設けた保安施設内又は入気  

側の安全な箇所で行うこと。 

3) 装填された火薬類が点火により爆発した後、当該爆発によるガス突出 

のおそれがなくなるまでは、鉱山労働者を発破箇所に近寄らせないこと。 

4) 爆薬安全被筒付きの爆薬又はこれと同等以上の安全度を有する爆薬を 

使用すること。           

 

（火薬類の制限） 

第１００条の３ 

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、可燃性ガス 

が常時の含有率より著しく増加するおそれが多い作業場又は爆発性の炭塵 

が発生するおそれが多い作業場については、次の各号の規定の一によらなけ 

ればならない。 

  1) 使用する爆薬の種類及び数量並びに電気雷管及び点火器具の種類を指 

定すること。 

2) 爆薬安全被筒を使用すること。 

                       

（発破担当作業監督者の遵守事項） 

第１０４条の２ 

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の坑内保安兼発破担当の作業監督者 
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は、坑内において発破をするときは、次の各号の規定を守らなければならな 

い。 

1) 石炭鉱山（Ａ種炭坑）において発破をするときは、爆発性の炭塵が飛散 

し又は飛散するおそれが多い箇所において、点火の度ごとに発破をする箇 

所の少なくとも５メートルの範囲について、爆発性の炭塵について、危険 

の有無を検査すること。 

2) 石炭鉱山（Ａ種炭坑）において発破をするときは、爆発性の炭塵が飛散 

し又は飛散するおそれが多い箇所において、発破により他の坑道と貫通す 

る場合には、その貫通する側の坑道についても、発破前にあらかじめ爆発 

性の炭塵及び可燃性ガスについて危険の有無を検査すること。 

3) 石炭鉱山（Ａ種炭坑）において発破をするときは、発破のため爆発性の 

炭塵が発生し危険のおそれが多いとき、又は可燃性ガスが急激に増加し、 

若しくはガス突出するおそれが多いときは、電気点火法によるものでなけ 

れば、同一箇所において、同時に二発以上の発破をしてはならない。 

                        
第八章   火災及び自然発火 
第五節   集中監視 
 
（集中監視室の設置） 
第１６１条の２ 
１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、坑内におけ 

る可燃性ガスの含有率を継続して測定する装置、感知された結果を集中して 
監視する装置などを備えた集中監視室を坑外に設けなければならない。 

２ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ｂ種炭坑）、金属鉱山及び非金属鉱山の鉱物事 
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業権所有者は、保安のため必要があると認めたときは、集中監視室を設ける 
ことができる。  

                         
（可燃性ガス等の連続測定装置の設置） 
第１６１条の３ 
１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、集中監視室 

には、坑内における主要分流排気坑道の気流中、ガス突出警戒区域その他必 
要な箇所における可燃性ガスの含有率を継続して測定する装置を設けなけ 
ればならない。 

２ 集中監視室には、坑内における主要排気坑道の気流中、ガス誘導施設のガ 
スパイプ内その他必要な箇所における一酸化炭素の含有率を継続して測定

する装置を設けなければならない。 
３ 集中監視室には、坑内における一酸化炭素の含有率の増加、煙の発生その 

他の坑内の状況の変化により、巻揚装置、コンプレッサー室、ポンプ室、 
主要扇風機室、変電設備設置箇所、油脂類貯蔵箇所、主要油入開閉器室、べ 
ルトコンベア及び人を運搬するリフトを運転する坑道その他必要な箇所に 
おける火災の発生又は危険を感知する装置を設けなければならない。 

                          
（坑内保安兼発破担当作業監督者の配置） 
第１６１条の４ 
  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、集中監視室 
を設けた場合には、同集中監視室に坑内保安兼発破担当の作業監督者を配置

しなければならない。  
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（坑内保安兼発破担当作業監督者の遵守事項） 
第１６１条の５ 
  集中監視室に配置された坑内保安兼発破担当の作業監督者は、次の各号の 
事項を守らなければならない。 
1)  集中監視を行い、ガス又は炭塵の爆発、自然発火、火災その他の危険の 

有無を検査すること。 
2)  坑内誘導無線機の連絡装置により、坑内で就業する作業監督者又は鉱山 

労働者と保安のために必要な連絡を取ること。 
3)  危険又は危険のおそれが多いときは、鉱山労働者に必要な指示を与え 

て、直ちに作業の中止、退避の指令その他の応急措置を講じ、かつ、管理 
者に報告すること。 

4) 保安日誌を作成し、保安のためにした措置及び交替者に対する引継ぎの 
事項を記載すること。      

                           
第十一章  電気工作物                     

第七節    架空線式電気鉄道 

 

（架空線式電気鉄道の設置制限） 

第２２８条の２ 

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、坑内におい 

ては、架空線式電気鉄道を設けてはならない。 

                        

（回路の具備事項） 

第２２８条の３ 
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  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ｂ種炭坑）、金属鉱山及び非金属鉱山の鉱物事 

業権所有者は、電車線及び架空式電気鉄道用給電線を坑内に架設し、又は坑 

外から坑内に直結して架設するときは、次の各号の規定によらなければなら 

ない。 

1) 電車線の電圧は、直流低圧とすること。 

2) 電車線及び架空式電気鉄道用給電線の軌条面上の高さは、１．８メート 

 ル以上とすること。 

3) 前号に規定する電車線及び架空電気鉄道用給電線は、坑道の天盤、側壁、 

通気戸、支柱に電気的に接触しないように設けること。 

4) 回路の主要分岐点及び適当な区間ごとに開閉器を設けること。 

5) 曲線部において、電車線が緩まないように適当な間隔に張線を設けるな 

ど適当な措置を講ずること。 

6) 前号に規定する張線は、電車線から０．６メートル以内で絶縁し、確実 

に固定すること。 

7) 人が横断する箇所においては、危険がないように適当な設備を設けるこ 

と。 

                                               

（軌条の具備事項） 

第２２８条の４ 

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ｂ種炭坑）、金属鉱山及び非金属鉱山の鉱物事 

業権所有者は、坑内に敷設する架空単線式電気鉄道の軌条については、次の

各号の規定によらなければならない。 

1) 溶接による場合のほか、５０平方ミリメートル以上の裸銅撚り線又はこ 

れと同等以上の導電力を有するボンドをもって電気的に接続し、かつ、石 
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炭鉱山（Ｂ種炭坑）においては、補助帰線を設けること。 

2) 石炭鉱山（Ｂ種炭坑）における補助帰線並びに金属鉱山及び非金属鉱山 

におけるクロスボンドは、適当な導電力を有するものとし、軌条の継目１ 

０箇所ごとに一箇所以上両側の軌条と接続すること。 

3) ボンドの接触抵抗は、当該軌条の抵抗に換算して５メートル以下とする 

こと。 

                         

第２２８条の５ 

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ｂ種炭坑）、金属鉱山及び非金属鉱山の鉱物事 

業権所有者は、帰線として使用する軌条は、漏洩電流を防止するため、近接 

した坑内の他の軌条及び鉄管類と絶縁し、又は離隔しておかなければならな 

い。 

                        

（絶縁抵抗） 

第２２８条の６ 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ｂ種炭坑）、金属鉱山及び非金属鉱山の鉱物事 

業権所有者は、坑内における電車線路及び第三軌条の絶縁部分の絶縁抵抗 

は、その最大使用電圧に対する漏洩電流を軌道の延長１キロメートルにつき

１００ミリアンペアを超えないように維持しなければならない。 

２ 電気保安担当の作業監督者は、前項に規定する絶縁抵抗について、毎年一 

回以上定期的に測定し、その結果を「電気工作物の管理台帳」に記録しなけ 

ればならない。               
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第十三章  通気及び坑内ガス 

第五節   坑内ガス 

                                 

（可燃性ガス自動警報器の設置） 

第２６４条の２ 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、次の各号の 

箇所ごとに可燃性ガス自動警報器をそれぞれ一個以上設けなければならな 

い。 

1) 採掘作業場 

2) 掘進作業場（可燃性ガスが湧出するおそれがない岩石掘進作業場を除 

く。） 

3) 可燃性ガス含有率が常時１パーセントを超える箇所で電気工作物を設 

置した箇所 

4) 通気に異常があるときに可燃性ガスが停滞するおそれがある箇所で電 

気工作物を設置した箇所及びその他必要な箇所 

２ 前項に規定する可燃性ガス自動警報器は、可燃性ガスを効果的に監視する 

ことができるように設置しなければならない。 

３ 第１項に規定する可燃性ガス自動警報器をガス突出警戒区域又は可燃性 

ガスの著しい増加による危険発生のおそれが多い箇所に設置する場合には、 

その区域又は箇所の可燃性ガス含有率が１．５パーセントを超えたときに、 

その区域又は箇所に設置された電気工作物に対する送電を自動的に停止し 

得るようにしなければならない。 
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第五節の二   ガス突出による危険の防止 

 

（ガス突出警戒区域） 

第２６４条の３ 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、坑道の掘進 

その他の掘削を行う際、ガス突出による危険発生のおそれが多い区域をガス 

突出警戒区域として設定しなければならない。 

２ 前項に規定するガス突出警戒区域は、坑外の鉱山事務所に掲示するなど適 

当な方法によって、鉱山労働者に周知させなければならない。 

３ 鉱物事業権所有者は、ガス突出警戒区域において坑道を掘進するときは、 

掘進箇所ごとに坑内保安兼発破担当の作業監督者を配置しなければならな 

い。                      

  

第２６４条の４ 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、ガス突出 

警戒区域において坑道を掘進するときは、先進ボーリングをし、かつ、ボ 

ーリングの孔底と掘進作業面の間は、常にボーリングの孔底から５ｍ以上 

の安全な距離を確保しておかなければならない。 

２ 前項に規定する先進ボーリングの方向、本数及び孔長は、地質条件及び 

可燃性ガスの状況を把握するため必要なものでなければならず、かつ、ボ 

ーリング孔内の可燃性ガスの状況を把握するため、その孔口において自噴 

するガスの圧力、量その他の必要な事項を測定し、必要があるときは、その

変化に注意しなければならない。 
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第２６４条の５ 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、ガス突出警 

戒区域においては、掘削予定箇所に包蔵されるガスの圧力及び量に応じて必 

要なガス抜きをした後でなければ、掘削してはならない。 

２ 前項に規定するボーリングによりガス抜きを行うときは、必要な期間、定 

期的にガス誘導量、孔口において自噴するガスの圧力、量その他の必要な事 

項を測定し、その変化に注意しなければならない。  

                          

第２６４条の６ 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、ガス突出警 

戒区域において坑道の掘進を行うときは、その排気は、長壁式採炭作業場を

通過させてはならない。 

２ ガス突出警戒区域においては、昇向き掘進を行ってはならない。ただし、 

採掘工法上やむを得ない場合であって、ガス突出による危険を防止するため

適当な措置を講じたときは、この限りでない。 

                 

第２６４条の７ 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、ガス突出警 

戒区域においては、適当な箇所に空気供給設備その他鉱山労働者の退避のた 

め保安施設を設けなければならない。 

２ 保安施設には、空気又は酸素を供給することができる設備、坑内誘導無 

線機などの連絡装置を備えなければならない。 

                         

第２６４条の８ 
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  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、鉱物部門を 

所管する大臣が、ガス突出警戒区域の設定又はガス突出による危険の防止の 

ため適当な措置を講ずべきことを指示したときは、これによらなければなら 

ない。 

                           

（坑内保安兼発破担当作業監督者の遵守事項） 

第２６４条の９ 

１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の坑内保安兼発破担当作業監督者は、 

ガス突出防止のための先進ボーリング又はガス抜きを行ったときは、その方 

法及び結果を「先進ボーリング及びガス抜き管理台帳」に記録し、その結果 

に異常が認められたときは、直ちに管理者に報告しなければならない。 

２ 坑内保安兼発破担当作業監督者は、坑内においては、ガス突出の兆候を認 

めたときは、直ちに鉱山労働者を安全な箇所に退避させると共に、送電の停 

止その他の応急処置をし、かつ、管理者に報告しなければならない。 

                     

第五節の三    静電気による危険の防止 

 

（静電気に関する措置） 

第２６４条の１０ 

  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、坑内におい 

て静電気による危険発生を防止するため、次の各号の規定によらなければな 

らない。 

1)  静電気の帯電による危険発生のおそれのある施設については、帯電防止 

処理を施したビニル風管、ビニルシートなどの物品の使用、接地、散水そ 
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の他の適当な措置を講じること。 

2) 静電気の帯電による危険発生のおそれのある作業を行うときは、散水そ 

の他の適当な措置を講じること。     

                      

 

第十三章の二     爆発性炭塵 
第一節    通  則 
 
第２６６条の２ 
  爆発性炭塵による爆発防止について、鉱物事業権所有者が法第５条の規定 

により講じなければならない措置及び鉱山労働者が法第６条の規定により 
守らなければならない事項は、法第３１条の規定に基づき第十三章の二に定 
める。 

                         
第二節 爆発性炭塵の処理 
 
（集積した爆発性炭塵の処理） 
第２６６条の３ 
  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、坑内におけ 

る運搬坑道その他の坑道においては、爆発性炭塵について、その飛来集積の 
程度に応じて、定期的に清掃しなければならない。 

                          
（散水又は岩粉散布） 
第２６６条の４ 
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  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、坑内におい 
ては、爆発性の炭塵が飛散する次の各号の箇所には、爆発性の炭塵を鎮静す 
るため散水、炭壁注水など適当な措置を講じなければならない。 
1)  採炭機械、ピックなどの使用により爆発性の炭塵が飛散し易い採掘作業 

場及び掘進作業場並びにこれらの付近 
2) 炭層発破の前後における発破箇所及びその付近 
3) 石炭の積込口及び積換場 
4) 坑内貯炭場 
5) 石炭の鉱車への積込場 

                                             
第２６６条の５ 
１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、坑内におい 

ては、爆発性の炭塵が飛来集積する箇所には、常に、適量の岩粉を散布して 
おかなければならない。 

２ 前項の規定は、爆発性の炭塵及びその附着水分に対する当該附着水分の重 
量比が常時２５パーセント以上の箇所には、適用しない。 

３ 第１項に規定する岩粉については、多量の遊離珪酸分を含有する岩粉は、 
散布し、又は岩粉棚に積載してはならない。 
                     

第三節   爆発伝播の防止 
 

（爆発伝播防止施設） 
第２６６条の６ 
  坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、坑内におい 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ては、爆発性の炭塵の爆発の伝播を防止するため、主要運搬坑道、坑内作業 
場の出入口付近その他必要な箇所には、次の各号の一に該当する爆発伝播防 
止施設を設けなければならない。 
1) 坑道の平均横断面１平方メートルにつき０．１立方メートル以上の岩粉 

又は水を積載する岩粉棚又は水棚 
2) 坑道の平均横断面１平方メートルにつき０．３立方メートル以上の岩粉 

を散布する濃密岩粉地帯 
                       
（岩粉棚、水棚及び濃密岩粉地帯の設置方法） 

第２６６条の７ 
１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の鉱物事業権所有者は、岩粉棚又は 

水棚について、岩粉又は水が爆発の衝撃（爆風）により飛散しやすい状態に 
置き、且つ岩粉又は水が飛散したとき坑道横断面の全体に亘るように設けな 
ければならない。 

２ 岩粉棚又は水棚はほぼ等間隔に設けると共に、岩粉棚又は水棚の全長は３ 
０メートル以内に設けなければならない。 

３ 濃密岩粉地帯に散布する岩粉は、床面上１０センチメートル以上の厚さと 
しなければならない。 
 

（坑内保安兼発破担当作業監督者の遵守事項） 
第２６６条の８ 
１ 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の坑内保安兼発破担当の作業監督者 

は、爆発性の炭塵の処理及び爆発伝播防止のため次の各号の規定を守らなけ 
ればならない。 
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1)  規則第２６６条の４に規定する爆発性の炭塵が飛散集積する箇所を毎 
日巡視し、爆発性の炭塵の処理の状況及び爆発伝播防止施設を検査し、そ 
の結果を「爆発性炭塵管理台帳」に記載し、異常があるときは、直ちにこ 
れを管理者に報告すること。 

2) 岩粉散布の実績を示す試料を、三月に一回以上定期に採取し、不燃性物 
質の量を測定して、その結果を「爆発性炭塵管理台帳」に記録すること。 

２ 前項第２号に規定する飛散集積した試料を採取すべき箇所、同試料の採取 
の方法及び不燃性物質の量の測定方法については、「鉱山保安法令に規定す 
る手続き、記載事項等に関する規則」の規定に従い、測定を行うものとする。 
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鉱山保安法案 鉱山保安規則案（第二段階） 

 

（緊急土地使用） 

第３２条       （省略） 
 

第三章 監督機関 

（監督組織） 

第３３条      （省略） 

 

（鉱山保安監督官） 

第３４条      （省略） 

 

（鉱山保安監督官の権限） 

第３５条～第３６条 （省略）  

  
（鉱山労働者による監督機関への報告） 

第３７条      （省略） 

  
（鉱山保安顧問委員会） 

第３８条～第３９条 （省略） 

 

（鉱山保安研修所） 

第４０条      （省略） 
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鉱山保安法案 鉱山保安規則案（第二段階） 
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鉱山保安法令に規定する手続き及び記載事項に関する規則（No.１） 

                           

 ２０１７年２月  

 

第１条 鉱山保安法（以下「法」という。）第７条第２項及び鉱山保安規則（以下「規

則」という。）第６条第１項の規定に基づき「危険な作業に従事する鉱山労働者

に対する保安教育の実施すべき事項」については、次のとおり定める。 

（１）最高使用圧力 0.4 メガパスカル以上の汽缶における燃焼の作業 

     （教育事項）            （教育又は実技の必要時間） 

１）汽缶の構造に関すること            （4 時間） 

２）汽缶の取扱方法に関すること          （4 時間）   

３）燃料及び燃焼に関すること           （2 時間） 

４）関係法令に関すること              （2 時間） 

５）投炭、給油及び汽缶操作法の実技   （見習い期間３日間（註）） 

 

  註）見習い期間とは、実技指導を行うための資格を有する者が受講者に常時

付き添い作業を行うものであり、その実技指導が必要とされる最少期間

を示す。以下同じ。  

 

（２）最高使用圧力 0.4 メガパスカル以上の特殊汽缶における操作の作業 

      （教育事項）           （教育又は実技の時間数） 

１）特殊汽缶の構造に関すること          （4 時間） 

２）特殊汽缶の取扱方法に関すること        （4 時間）  

３）燃料及び燃焼に関すること           （2 時間） 

４）関係法令に関すること             （2 時間）  

５）特殊汽缶の操作法の実技         （見習い期間３日間） 

 

（３）電気工作物の設置、保全又は修理の作業 

     （教育事項）             （教育又は実技の時間数）  

１）配電一般に関すること                            （2 時間） 

２）電気工事材料、電気機器一般及び電気鉄道           

を設けた鉱山においては、電気鉄道に関すること    （2 時間） 

３）電気工事施工方法に関すること                     (4 時間） 

４）電気工作物の試験方法及び修理方法に関すること    （4 時間） 

５）配線図に関すること                              （4 時間） 

６）関係法令に関すること                            （2 時間） 
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７）電気工作物の設置、保全又は修理の実技  （見習い期間５日間）  

 

（４）携帯用安全電灯を整備する作業 

        （教育事項）        （教育又は実技の時間数）  

１）携帯用安全電灯の構造に関すること          （2 時間）   

２）携帯用安全電灯の取扱い及び修理方法に関すること   （2 時間） 

３）充電及び修理等に必要な電気知識に関すること          （2 時間  

４）関係法令に関すること                                （2 時間）  

５）携帯用安全電灯の整備の実技        （見習い期間３日間） 

 

（５）人を運搬する巻揚機又は５０キロワット以上の原動機を使用する巻揚機を運

転する作業 

     （教育事項）            （教育又は実技の時間数）  

１）巻揚装置の構造に関すること             (4 時間)    

２）巻揚装置の操作方法に関すること           (4 時間)  

３）信号法に関すること                 (2 時間)  

４）運転に必要な電気知識に関すること          (2 時間) 

５）関係法令に関すること                (2 時間)  

６）運転の実技               （見習い期間５日間） 

  

（６）機関車を運転する作業 

      （教育事項）          （教育又は実技の時間数）  

１）機関車の構造に関すること                       (4 時間) 

２）機関車の操作方法に関すること                   (4 時間) 

３）信号法に関すること                             (2 時間) 

４）運転に必要な電気知識に関すること               (2 時間) 

５）関係法令に関すること                           (2 時間) 

６）運転の実技                        （見習い期間５日間） 

 

 

（７）坑内において内燃機関又は内燃機関車を整備する作業 

         （教育事項）       （教育又は実技の時間数） 

１）内燃機関又は内燃機関車の構造に関すること       (4 時間) 

２）燃料及び燃焼に関すること                       (2 時間) 

３）内燃機関の試験方法及び修理方法に関すること     (4 時間) 

４）関係法令に関すること                           (2 時間) 
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５）整備の実技                          （見習い期間５日間） 

 

（８）車両系鉱山機械（内燃機関を原動機として使用しないものを除く。）を整備す 

る作業 

     （教育事項）         （教育又は実技の時間数） 

１）車両系鉱山機械の構造、機能及び取扱方法 

に関すること                     (4 時間) 

２）車両系鉱山機械の点検、修理、調整及び検査 

の方法に関すること                  (4 時間) 

３）車両系鉱山機械の整備用の試験機、計量器及び 

工具の構造、機能及び取扱方法に関すること       (4 時間) 

４）燃料及び燃焼に関すること               (2 時間) 

５）車両系鉱山機械の図面に関する一般的知識 

に関すること                     (2 時間) 

６）関係法令に関すること                 (2 時間) 

７）整備の実技                （見習い期間５日間） 

 

（９）自動車を整備する作業 

       （教育事項）         （教育又は実技の時間数）  

１）自動車の構造、機能及び取扱方法に関すること           (4 時間) 

２）自動車の点検、修理、調整及び検査の方法 

に関すること                                          (4 時間) 

３）自動車整備用の試験機、計量器及び工具の構造、 

機能及び取扱方法に関すること                          (4 時間) 

４）燃料及び燃焼に関すること                              (2 時間) 

５）自動車の図面に関する一般的知識に関すること            (2 時間) 

６）関係法令に関すること                                  (2 時間) 

７）整備の実技                                 （見習い期間５日間） 

 

（１０）吊り揚能力５トン以上の起重機を運転する作業 

       （教育事項）           （教育又は実技の時間数） 

１）起重機の構造に関すること               (4 時間) 

２）起重機の取扱方法に関すること             (4 時間) 

４）関係法令に関すること                 (2 時間)  

５）起重機運転に関する実技           （見習い期間５日間） 
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（１１）車両系鉱山機械（内燃機関を原動機として使用しないものを除く。）を運転 

する作業 

   （教育事項）            （教育又は実技の時間数）  

１）車両系鉱山機械の走行に関する装置の構造及び 

取扱方法に関すること                                   (4 時間)  

２）車両系鉱山機械の作業に関する装置の構造、取扱 

方法及び作業方法に関すること                           (4 時間) 

３）燃料及び燃焼に関すること                            (2 時間) 

４）関係法令に関すること                               (2 時間) 

５）運転の実技                                （見習い期間５日間）  

 

（１２）自動車を運転する作業 

      （教育事項）             （教育又は実技の時間数） 

１）自動車の走行に関する装置の構造及び取扱方法 

に関すること                                       (4 時間)  

２）自動車の油圧装置の構造及び取扱方法に関すること     (4 時間) 

３）燃料及び燃焼に関すること                           (2 時間) 

４）関係法令に関すること                               (2 時間) 

５）運転の実技                              （見習い期間５日間）  

  

（１３）発破に関する作業 

       （教育事項）          （教育又は実技の時間数）  

１）火薬類の知識に関すること                （4 時間） 

２）火薬類の取扱方法に関すること              （4 時間） 

３）発破方法に関すること                  （4 時間） 

４）関係法令に関すること                  （2 時間）  

５）発破に関する実技           （見習い期間１０日間） 

 

（１４）酸素呼吸器を着用して行う鉱山救護隊員又は共同鉱山救護隊員の作業 

             （教育事項）          （教育又は実技の時間数） 

１）有害ガス及び通気等に関する知識に関すること    （2 時間）  

２）酸素呼吸器の構造及び取扱方法に関すること     （4 時間）   

３）蘇生器の構造及び取扱方法に関すること       （4 時間） 

４）応急作業に関すること               （4 時間）   

５）静電気による危険発生の防止に関すること      （2 時間） 

６）関係法令に関すること               （2 時間）  
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７）酸素呼吸器の着装の実技          （見習い期間５日間）  

 

（１５）酸素呼吸器、簡易救命器を整備する作業 

           （教育事項）            （教育又は実技の時間数） 

１）有害ガス及び通気等に関すること         （2 時間）  

２）酸素呼吸器及び簡易救命器の構造及び取扱 

方法に関すること                （4 時間）  

３）蘇生器の構造及び取扱方法に関すること      （4 時間）  

４）酸素呼吸器及び簡易救命器の精密検査に関すること （4 時間）  

５）関係法令に関すること              （2 時間）  

６）整備の実技               （見習い期間５日間） 

 

（１６）石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において５０キロワット以上の原動機を 

使用する採炭機械を運転する作業 

      （教育事項）         （教育又は実技の時間数）  

１）採炭機械の構造に関すること           （4 時間）  

２）採炭機械の取扱方法に関すること         （4 時間）  

３）信号法に関すること               （2 時間）  

４）運転に必要な電気知識に関すること        （2 時間） 

５）関係法令に関すること              （2 時間）  

６）運転の実技              （見習い期間５日間） 

 

（１７）石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において３５キロワット以上の原動機を 

使用する掘進機械及び盤打機械を運転する作業 

       （教育事項）         （教育又は実技の時間数）  

１）掘進機械及び盤打機械の構造に関すること     （4 時間）  

２）掘進機械及び盤打機械の取扱方法に関すること   （4 時間）  

３）信号法に関すること               （2 時間） 

４）運転に必要な電気知識に関すること        （2 時間）  

５）関係法令に関すること              （2 時間）  

６）運転の実技              （見習い期間５日間）  

 

（１８）石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）においてシャットルカーを運転する作業 

               （教育事項）         （教育又は実技の時間数）  

１）シャットルカーの構造に関すること                （4 時間）  

２）シャットルカーの取扱方法に関すること            （4 時間）  
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３）信号法に関すること                             （2 時間）  

４）運転に必要な電気知識に関すること               （2 時間）  

５）関係法令に関すること                           （2 時間）  

６）運転の実技                          （見習い期間５日間）  

 

（１９）毒物若しくは劇物又は無機シアン化合物を含有する液体状の物を取り扱い、 

又は処理する作業 

     （教育事項）         （教育又は実技の時間数）  

１）毒劇物の化学的性質に関すること                （4 時間）  

２）毒劇物の取扱い及び処理に関すること            （4 時間）  

３）関係法令に関すること                          （2 時間） 

４）取扱い及び処理の実技                （見習い期間３日間）  

 

（２０）電気溶接の作業 

              （教育事項）         （教育又は実技の時間数）  

１）電気溶接機の構造に関すること                 （4 時間） 

２）電気溶接機の取扱方法に関すること             （4 時間） 

３）溶接に必要な電気知識に関すること             （2 時間） 

４）関係法令に関すること                         （2 時間） 

５）溶接作業の実技                      （見習い期間３日間） 

 

（２１）ガス溶接の作業 

         （教育事項）         （教育又は実技の時間数）  

１）ガス溶接機の構造に関すること         （4 時間） 

２）ガス溶接機の取扱方法に関すること       （4 時間） 

３）使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識に関すること（4 時間） 

４）関係法令に関すること             （2 時間） 

５）溶接作業の実技            （見習い期間３作業日） 

 

（２２）坑内における先進ボーリング又はガス抜きボーリングの作業  

        （教育事項）         （教育又は実技の時間数） 

１）ボーリング機器の構造に関すること       （4 時間） 

２）ボーリング機器の取扱方法に関すること     （4 時間） 

３）地質に関する知識に関すること         （2 時間） 

４）異常時の処置に関すること           （4 時間） 

５）関係法令に関すること             （2 時間） 
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６）ボーリング作業の実技        （見習い期間５日間） 

 

 （２３）灼熱溶融物の取扱い作業 

         （教育事項）         （教育又は実技の時間数）  

１）灼熱溶融物の取扱い及び処理に関すること    （4 時間）  

２）関係法令に関すること             （2 時間）  

３）灼熱溶融物の取扱い及び処理の実技  （見習い期間３日間） 

 

（２４）石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において主要扇風機を運転する作業 

       （教育事項）         （教育又は実技の時間数）  

１）主要扇風機の構造に関すること         （4 時間） 

２）主要扇風機の取扱方法に関すること       （4 時間） 

３）運転に必要な電気知識に関すること       （2 時間） 

４）関係法令に関すること             （2 時間） 

５）運転操作の実技           （見習い期間５日間） 

 

（２５）石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）においてガス誘導用のブロワーを運転す 

る作業 

  （教育事項）         （教育又は実技の時間数）  

１）誘導ガスの性質に関すること         （2 時間） 

２）ブロワーの構造に関すること         （4 時間） 

３）ブロワーの取扱方法に関すること       （4 時間） 

４）保安装置及びガス誘導配管系統に関すること  （4 時間） 

５）運転に必要な電気知識に関すること      （2 時間） 

６）関係法令に関すること            （2 時間） 

７）運転操作の実技          （見習い期間５日間） 

 

第２条 法第８条第１項及び規則第１０条第１項の規定に基づき「機械、器具又は火薬

類その他の材料であって危険性の大きいものの検定の基準」については、次のと

おり定める。 

１．検定制度の種類及び基準 

 （１）個別検定 

    機械等の１台ごとについて個別に行われる検定であり、鉱物部門を担当する大

臣（日本の場合、厚生労働大臣。以下同じ）の定める規格に適合するものである

こと。 

    個別検定を受けなければならない鉱山において使用される機械としては、次の
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ものがある。 

   １）第二種圧力容器（ゲージ圧力０．２MPa 以上の気体をその内部に保有する容

器であって、その内容積が０．０４ｍ３以上の容器）  

   ２）小型ボイラー 

   ３）小型圧力容器（ゲージ圧力０．１MPa 以下の気体をその内部に保有する容器

であって、その内容積が０．０４ｍ３以下の容器）  

   

 （２）型式検定 

    機械等の型式ごとに行われる検定であり、その機械等が、鉱物部門を担当する

大臣の定める規格に適合するものであること及び型式検定を受けようとする申

請者（外国製造品の場合には外国製造業者）がその機械等の製造、検査に必要な

設備を有していること。 

    型式検定を受けなければならない鉱山において使用される機械としては、次の

ものがある。 

   １）防爆構造電気機械器具 

   ２）防塵マスク 

   ３）防毒マスク 

   ４）交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 

   ５）絶縁用保護具 

   ６）絶縁用防具 

   ７）保護帽 

   ８）電動ファン付き呼吸用保護具 

   ９）クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 

  

２．個別検定合格のための機械等の具備すべき要件 

 （１）特に危険な作業を必要とする小型ボイラー及び圧力容器などの具備すべき要件

として、 

１）製造許可が必要であること。 

    ２）製造や輸入に際しては検査が必要であること。 
    ３）検査合格証のないものは使用できないこと。 
 （２）危険な作業におい必要とするもの、有害な作業において必要とするもの及び危

険な場所で使用するものとして、防爆構造電気機械器具、防毒マスク、絶縁用保

護具、絶縁用防具などがあり、型式検定合格のための具備すべき要件として、 

    １）鉱物部門を担当する大臣の定める規格に適合するものであること。 

    ２）安全装置を具備していること。 

 （３）危険防止のために使用するもの、健康障害防止のために使用するものとして、
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防塵マスク、保護帽、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置及び電動ファン付き

呼吸用保護具などがあり、型式検定合格のための具備すべき要件として、  

１）鉱物部門を担当する大臣の定める規格に適合するものであること。 

    ２）安全装置を具備していること。 

  

第３条 法第９条第１項並びに規則第１３条第１項及び同第３項の規定に基づく「鉱物

事業に使用する建設物、工作物その他の施設の設置又は変更の工事に関する施設計

画書の作成に当たり計画書及び工事明細書に記載すべき事項」については、次のと

おり定める。 

1．最高使用圧力０．４メガパスカル以上の汽缶又は特殊汽缶 

（１）計画書 

１）使用目的 

２）設置箇所 

３）工事着手予定年月日 

４）工事完成予定年月日 

（２）工事設計明細書 

１）汽缶又は特殊汽缶の型式､構造及び主要寸法、 

安全弁の種類､構造及び個数 

２）鉱煙（煤煙）発生施設、燃料及び発生するガス量 

a) 一日当たりの汽缶又は特殊汽缶の運転時間及び一月間の使用日数 

b) 燃料の種類､混焼割合､発熱量及び成分割合 (硫黄､窒素及び灰の含有率) 

c) 燃料の一時間当たりの消費量 

d) 発生する鉱煙量 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立方メ

ートル毎時) ､ 温度及び速度 

e)発生する煤塵の濃度 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した 

１ｍ３当たりのミリグラム 

f)発生する硫黄酸化物の量 (単位温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した

立方メートル毎時)  

g)発生する窒素酸化物の濃度(単位温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した

１ｍ３当たりの立方センチメートル) 

３）鉱煙（煤煙）処理施設、排出ガスの処理方法については、以下の事項  

a) 鉱煙（煤煙）処理施設の種類､型式､構造､最大能力(捕集効率を含む｡) ､ 

個数及び設置箇所  

b) 鉱煙（煤煙処理施設の一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数）  

c) 鉱煙ガスの処理量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立方メ 

ートル毎時)､温度 (処理前及び処理後の別に記載すること｡) 及び速度 
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d) 鉱煙ガス中の酸素濃度 (単位百分率) 

e) 煙突の実高さ及び直径又は断面積 

f) 排出する煤塵の濃度(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した 

１ｍ３当たりのミリグラム) 

g) 排出する硫黄酸化物の量(単位：温度零度、圧力 101.3kPa の状態に換算し

た立方メートル毎時)(処理前及び処理後の別に記載すること｡) 

h) 排出する窒素酸化物の濃度(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算し

た１ｍ３当たりの立方センチメートル)(処理前及び処理後の別に記載するこ

と｡) 

４）鉱煙（煤煙）の排出方法 

５）汽缶又は特殊汽缶の最高使用圧力 

６）汽缶室又は特殊汽缶室の構造及び床面積  

７）火格子面積及び伝熱面積  

 

 （３）添付資料、図面 

１）汽缶又は特殊汽缶の設計図及び据付図 

２）煙突の構造､材料､直径及び高さ 

３）鉱煙（煤煙）処理系統図 

 
２．架空索道 

（１）計画書 

１）使用目的 

２）設置箇所 

３）工事着手予定年月日 

４）工事完成予定年月日 

（２）工事設計明細書 

１）架空索道の方式､延長及び最大運搬量 

２）往復両線間の間隔 

３）原動機の種類及びキロワット数 

４）伝動装置及びトラクションロープ緊張装置の構造､主要寸法及び配置図 

５）トラックケーブル緊張装置の構造及び主要寸法 

６）ブレーキの種類及び構造 

７）バケット及びクリップ装置の構造 

８）バケットの自重､最大積載量及びバケット相互間の距離 

９）ロープの種類､構造､長さ､直径及び最大抗張力 

１０）支柱及びロープ支持装置の種類､構造及び主要寸法 
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１１）ロープの最大運転速度 

１２）ロープの最大傾斜 

１３）索条の安全率（計算書を添付すること。） 

１４）信号装置 

１５）道路､建設物等に対する保安設備 

（３）添付資料、図面 

１）線路平面図(縮尺：1/1,000 から 1/6,000) 

２）線路縦断面図(横の縮尺：1/1,000 から 1/6,000、縦の縮尺：1/100 から 1/600)  

  

３．機関車を運転する軌道 

（１）計画書 

１）使用目的 

２）設置箇所 

３）工事着手予定年月日 

４）工事完成予定年月日 

（２）工事設計明細書 

  １）軌道の延長 

２）最小曲線半径及び最大傾斜 

３）軌間､単線又は複線の別､軌条の単位長の重量及び軌床の構造 

４）坑道又はトンネルの長さ､幅､高さ及び軌道の中心から坑道又はトンネルの両

側までの距離 

５）機関車の種類､型式､自重､牽引力､主要寸法及び台数 

６）蒸気機関車の場合は､機関の型式､キロワット数及び動輪との接続方法､汽缶の

構造、火格子面積､伝熱面積､最高使用圧力､水圧試験を受けた年月日及びその

成績､機関車の附属給水機の種類､能力及び個数並びに機関車の燃料及び給水

の積載量 

７）内燃機関車の場合は、種類､型式､構造､キロワット数及び動輪との接続方法、 

燃料の種類及び積載量 

坑内において使用する内燃機関車については､以下の事項 

a) 内燃機関の構造 

b) 一キロワット当たり燃料消費量 

c) 最高爆発圧力及び平均有効圧力 

d) 排気ガスの成分及び排気処理装置の構造 

e) 内燃機関車の附属装置及び消火設備の配置図 

f) 運転坑道の通気方法及び通気量 

g) 坑内の燃料補給所及び燃料貯蔵所の位置及び構造 
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h) 坑内における燃料の輸送方法 

８）圧縮空気機関車の場合は､機関の構造､キロワット数､圧縮空気レシーバーの構

造､最高使用圧力 

９）蓄電池式機関車の場合は､以下の事項 

a) 電圧､蓄電池の種類､容量及び個数並びに原動機のキロワット数 

b) ブレーキの種類及び構造 

c) 警報及び照明装置 

d) 車両の構造､主要寸法､自重及び最大積載量又は搭乗定員数 

e) 最大連結車両数及び車両相互間の連結装置の構造説明図 

f) 最大運転速度 

g) 信号装置 

（３）添付資料、図面 

１）機関車の設計図 

２）線路平面図 (図面縮尺：1/1,000 から 1/6,000) 

３）線路縦断面図(横の縮尺：1/1,000 から 1/6,000、縦の縮尺：1/100～1/600） 

 
４．坑内における内燃機関（車両系鉱山機械及び自動車を除く） 
（１）計画書 

１）使用目的 

２）設置箇所 

３）工事着手予定年月日 

４）工事完成予定年月日 

（２）工事設計明細書 

１）内燃機関の種類､型式及び定格キロワット数  
２）内燃機関構造の説明図 
３）燃料の種類及び一キロワット時当たり燃料消費量 
４）最高爆発圧力及び平均有効圧力 

（３）添付資料、図面 
１）排気ガスの成分並びに排気の処理方法及びその説明図 
２）内燃機関の附属装置及び消火設備の配置図 
３）機関室の構造 
４）設置箇所における通気方法､通気量及び通気管理法 
５）坑内における燃料貯蔵所の位置、構造及びその図面 
 

５．坑内水の処理施設 

（１）計画書 
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１）設置箇所 

２）工事着手予定年月日 

３）工事完成予定年月日 

（２）工事設計明細書 

１）坑内水の処理施設  

a) 坑内水の処理方法 

b) 集水施設(導水路を含む｡) の構造､最大能力､個数及び設置箇所 

c) 中和､沈殿､撹拌､分級､凝集､濃縮､吸着､イオン交換､分解､濾過､脱水及び 

曝気のための施設については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの施設の運転時間及び一月間の使用日数 

ⅲ）原動機の種類､型式､キロワット数､使用目的及び個数 

ⅳ）使用薬剤の種類及び一日当たりの用途別使用量 

ⅳ）坑内水の処理施設が設置される建設物の構造 

d) 坑内水の処理前の汚染状態の値及び量 

e) 坑内水の処理後の汚染状態の値及び量 

f) 坑内水の処理によって生じる沈殿物の種類､成分及び一月間の種類別生成

量並びにその処分方法 

g) 坑内水の排出方法(排水口の位置を含む｡) 

h) 排水口における坑内水の汚染状態の値及び量 

i) 坑内水の放流箇所付近の河川､湖沼及び海域の汚染状態の値及び河川の場

合は流量 

   ２）鉱業廃棄物の処理及び処分施設 

a) 鉱業廃棄物の処分方法 

b) 一月間の鉱業廃棄物の種類別成分及び発生数量 

c) 鉱業廃棄物を乾燥又はコンクリート固化のための施設及び流送施設 (流 

送路を含む)については、以下の事項  

ⅰ) 種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ) 一日当たりの鉱業廃棄物の処理施設の運転時間及び一月間の使用日数  

ⅲ)処理施設における原動機の種類､型式､定格キロワット数､使用目的及び

個数 

iv) 鉱業廃棄物の処理施設が設置される床又は地盤面における分離液など

の地下浸透防止の方法  

  （３）添付資料、図面 

１) 鉱業廃棄物の処理施設が設置される建設物の構造 

２）坑内水の処理系統図  
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３）鉱業廃棄物の発生から処分に係る系統図 

４）火災防止設備及び消火設備の配置図 

 
６．原動機を使用する巻揚装置 

（１）計画書 

１）使用目的 

２）起点及び終点の位置 

３）工事着手予定年月日 

４）工事完成予定年月日 

（２）工事設計明細書 

１）巻揚機の原動機の種類及び定格キロワット数 

２) 巻揚機の主要寸法及び構造 

３）巻揚機の設置箇所及び巻揚機械室の構造 

４）巻揚機のブレーキの種類及び構造  

５）巻揚機の深度指示器の種類及び構造  

６）櫓の材料､主要寸法及び構造並びにヘッドシーブの主要寸法及び構造 

７）立坑の構造､材料及び主要寸法並びにガイドの種類､構造及び主要寸法 

８）斜坑における巻揚装置の軌道の延長､最小曲線半径､最大傾斜､軌間､単線又は 

複線の別､軌条の単位長の重量及び軌床の構造 

９）巻揚装置を設置した斜坑の幅､高さ及び軌道の中心より斜坑の両側までの距

離 

１０）ケージ又は人車の構造､材料､主要寸法､自重､搭乗定員数及び最大積載重量 

(人以外の運搬に兼用するゲージにおいては､搭載する車両の構造､主要寸法､

自重及び最大積載重量を記載する) 並びに人車の最大連結数 

１１）ロープの種類､構造､長さ､直径及び最大抗張力並びに安全率（安全率の計算

書を添付すること。） 

１２）ロープとケージ又は人車との連結装置の構造､主要寸法 

１３）ロープの緊張角度 

１４）ロープの制限運転速度 

１５）巻揚又は巻卸の超過による危険の防止装置並びに巻揚装置の安全装置の種

類､構造､主要寸法 

１６）坑口､中段､坑底付近及びその他の乗降場における危険防止設備の構造及び

配置状況 

１７）脱線防止装置の構造 

１８）信号装置 

 （３）添付資料、図面 
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１）斜坑の巻揚装置の軌道の線路平面図 (図面縮尺：1/1,000 から 1/6,000) 

２）斜坑の巻揚装置の軌道の線路縦断面図(横の縮尺：1/1,000 から 1/6,000、 

縦の縮尺：1/100～1/600） 

 

７．坑内における人を運搬する自動車 
（１）計画書 

１）使用目的 
２）運転箇所 
３）使用開始予定年月日 

（２）工事設計明細書 

１）自動車の種類､型式､構造､主要寸法､車両番号及び搭乗定員数 

２）座席､乗降設備及び搭乗者の転落防止設備の構造 

３）自動車のブレーキの種類及び構造  

４）自動車の原動機の種類､型式及び定格キロワット数 

５）自動車の最大走行速度 

６）自動車の燃料の種類及び一キロワット時当たり燃料消費量 

７）自動車の排気ガスの成分並びに排気の処理方法 

８）自動車の坑内運転箇所における通気方法及び通気量  

９）自動車が常時走行する坑道の信号装置及び照明設備 

１０）自動車が常時走行する坑道の最大傾斜 

 （３）添付資料、図面 

１）消火設備の配置図 

２）自動車が常時走行する坑道の平面図(図面縮尺：1/1,000 から 1/6,000)  

３）自動車が常時走行する坑道の横断面図(縮尺：1/20～1/100） 

 
８．坑内における燃料油貯蔵所又は燃料給油所 
（１）計画書 

１）燃料の種類及び使用目的 

２）燃料油貯蔵所又は燃料給油所の設置箇所 

３）工事着手予定年月日 

４）工事完成予定年月日 

（２）工事設計明細書 

坑内における燃料油貯蔵所又は燃料給油所 

１） 最大貯蔵量 

２） 燃料油貯蔵所又は給油所の構造並びにその平面図及び断面図  

３） 燃料油貯蔵の方法  
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４） 燃料油の受入れ及び払出し又は給油の方法 

５） 燃料油の一月当たりの消費量  

６） 火災防止措置 

 （３）添付資料、図面 

   １）平面図(1/1000～1/6000)及び断面図(1/100～1/600) 

２）消火設備の種類､数量及び配置図 

３）燃料油貯蔵所又は燃料給油所の設置箇所と付近の施設及び通気系統との関 

係を示す図面 

 

９．原動機を使用する選炭場  

（１） 計画書 

１）設置箇所 

２）工事着手予定年月日 

３）工事完成予定年月日 

４）一月間の原炭取扱数量 

５）一月間の精炭の種類別の品位及び産出数量 

（２）工事設計明細書 

１）選炭場の主要機械及び主要装置の種類、型式、構造、主要寸法、能力並びに個 

  数 

２）選炭場の原動機の種類､個数及びキロワット数  

３）捨石の一月当たりの発生数量及びその成分並びに捨石の処分方法  

４）鉱業廃棄物の処理施設 

a) 鉱業廃棄物の一月当たりの種類別成分及び発生数量 

b) 鉱業廃棄物の処分方法  

c) 油水分離、中和及び破砕のための施設、流送施設（流送路を含む。）並びに分

級、沈殿、濃縮及び濾過のための施設については、以下の事項 

ⅰ）種類、型式、構造、主要寸法、最大能力、個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間 

ⅲ）原動機の種類、型式、定格キロワット数、使用目的及び個数 

ⅳ）廃水の汚染状態の値及び量 

ⅴ）施設が設置される床又は地盤面における分離液の地下浸透防止方法 

ⅵ）廃油の流出防止方法 

ⅶ）破砕施設における粉塵飛散防止方法 

５）浮遊選炭機、重液選炭機及びジグ選炭機（以下「選炭機」という。）について 

は、以下の事項  

a) 選炭機の 1 日当たりの運転時間及び一月間の使用日数  
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b）選炭工程において使用する消耗資材の種類、使用方法及び 1 日当たりの平 

均使用量 

c) 選炭機から排出される廃水の汚染状態の値及び量 

６）選炭場の廃水処理施設 

a) 使用する中和剤、沈降剤等の種類及びその一月当たり使用量 

b) 処理施設による廃水の処理前及び処理後における汚染状態の値及び量 

c) 排出水の排出の方法(排出口の位置を含む｡) 

d) 各排水口における排出水の汚染状態の値及び排出水の量 

e) 沈澱物の種類及び一月間の発生数量 

f) 沈澱物の処分方法 

 （３）添付資料、図面 

１）選炭場建設物の構造及び設計の概要図 

２）消火設備の種類、数量及び配置図 

３）原動機、主要機械及び主要装置の配置図 

４）設置箇所付近の地形、施設、廃水の公共水域への排水口を示した図面 

５）選炭工場系統図 

６）選炭廃水系統図 

 

１０．原動機を使用する選鉱場又は砕鉱場 

（１）計画書 

１） 設置箇所 

２） 工事着手予定年月日 

３） 工事完成予定年月日ｓ  

４） 一月間の元鉱の種類別品位及び取扱数量 

５） 一月間の精鉱の種類別品位及び産出数量 

６） 一月間の捨石及び沈殿物の種類別成分及び発生数量 

７） 一月間の劇物及び毒物の種類別成分､取扱数量､使用目的 

８） 一月間の浮選剤の種類別成分､取扱数量 

９） 一月間の原材料(浮選剤以外)の種類別成分､取扱数量 

１０）用水の用途別使用量 

１１）作業中特に粉塵が飛散する箇所及び粉塵の飛散防止の方法 

１２）作業中特に危害防止を必要とする箇所及び危害防止の方法 

１３）作業中に有毒ガスの発生又は漏洩のおそれの多い箇所及びその対策の方法 

１４）火災の防止設備及び消火設備の概要 

１５）消火器の種類､型式､構造､能力及び個数 

（２）工事設計明細書 
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１） 選鉱施設又は砕鉱施設 

a) 選鉱方法又は砕鉱方法 

b) 破砕機､水洗機､篩（ふるい）､分級機､摩鉱機､選鉱機､脱水機､濾過機､凝集

又は沈降装置及び流送施設については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅲ）元鉱及び材料の種類､品位及び一時間当たりの供給量 

c) 乾燥炉 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､規模､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅲ）燃料の種類､混焼割合､発熱量及び成分割合(硫黄､窒素及び灰の含有率と 

する｡) 並びに一時間当たりの消費量 

ⅳ）元鉱､原料及び材料の種類､品位及び一時間当たりの供給量 

ⅴ）発生する鉱煙の量(単位温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立方

メートル毎時)､ 温度及び排出速度 

ⅵ）発生する煤塵の濃度(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した

１ｍ３当たりのミリグラム) 

ⅶ）発生する硫黄酸化物の量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算

した立方メートル毎時) 

ⅷ）発生する窒素酸化物の濃度(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換

算した１ｍ３当たりの立方センチメートル)  

ⅸ） 鉱煙（煤煙）の処理方法及び排出方法並びに捕集物質の処分方法 

ⅹ） 鉱煙（煤煙）の処理系統図  

ⅹⅰ）一月間の煤塵及びその他の物質の回収量 

d) 集塵施設､廃ガス洗浄施設､脱硫施設及び脱硝施設については、以下の事 

  項 

ⅰ）種類､型式､構造､最大能力(捕集効率を含む｡) ､個数及び設置箇所 

ⅱ）使用する薬剤の種類､一時間当たりの使用量並びにその溶液の濃度及び 

水素イオン濃度(使用前及び使用後の別に記載すること｡) 

ⅲ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅳ）鉱煙ガスの排出量(単位温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立方

メートル毎時)、温度 (処理前及び処理後の別に記載すること｡) 及び

排出速度 

ⅴ）排出ガス中の酸素濃度(単位：百分率) 

ⅵ）煙突の実高さ及び直径又は断面積  

ⅶ）排出する煤塵の濃度 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した
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１ｍ３当たりのミリグラム) (処理前及び処理後の別に記載すること｡) 

ⅷ）排出する硫黄酸化物の量 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算

した立方メートル毎時) (処理前及び処理後の別に記載すること｡) 

ⅸ）排出する窒素酸化物の濃度 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換

算した１ｍ３当たりの立方センチメートル) (処理前及び処理後の別に

記載すること｡) 

ⅹ）廃水の汚染状態の値及び量 

e)  上記施設が設置されている建設物の構造 

２）沈殿物（尾鉱）の処理及び処分 

a) 沈殿物（尾鉱）の処分方法 

b) 一月間の沈殿物（尾鉱）の種類別成分及び発生数量  

c) 沈殿物（尾鉱）の流送施設（流送路を含む｡) 並びに分級､沈殿､濃縮､脱水

及びろ過のための施設については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数  

ⅲ）廃水の汚染状態の値及び量 

ⅳ）施設の原動機の種類､型式､キロワット数､使用目的及び個数 

ⅴ）沈殿物（尾鉱）の処理施設が設置される建設物の構造 

３） 鉱業廃棄物の処理及び処分施設 

a)  鉱業廃棄物の処分方法 

b)  一月間の鉱業廃棄物の種類別成分及び発生数量 

c) 乾燥､油水分離､中和､破砕､コンクリート固化及びシアン分解のための施設、

流送施設 (流送路を含む｡) 並びに分級､沈殿､濃縮及び濾過のための施設

については、以下の事項 

ⅰ） 種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ） 一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅲ） 廃水の汚染状態の値及び量 

ⅳ） 施設が設置される床又は地盤面における分離液等の地下浸透防止方法 

ⅴ） 廃油の流出防止方法 

ⅵ） 破砕施設の粉塵飛散防止方法 

d） 鉱業廃棄物焼却炉 

ⅰ） 種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ） 一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅲ） 燃料の種類､混焼割合､発熱量及び成分割合(硫黄､窒素及び灰の含有率と

する｡) 並びに一時間当たりの消費量 

ⅳ） 鉱業廃棄物の種類及び 1 時間当たりの焼却量 
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ⅴ） 発生する鉱煙の量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立

方メートル毎時)､温度及び排出速度（処理前及び処理後別に記載） 

ⅵ） 発生する煤塵及び塩化水素の濃度（処理前及び処理後別に記載） (単位：

温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した一立方メートル当たりのミ

リグラム)  

ⅶ） 発生する硫黄酸化物の量（処理前及び処理後別に記載）(単位：温度零

度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立方メートル毎時)  

ⅷ） 発生する窒素酸化物の濃度（処理前及び処理後別に記載）(単位：温度

零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した一立方メートル当たりの立方セ

ンチメートル)  

ⅸ） 鉱煙（煤煙）の処理方法及び排出方法並びに捕集物質の処分方法 

ⅹ） 鉱煙（煤煙）の処理系統図 

ⅹⅰ）一月間の煤塵、その他の物質の回収量 

e) 集塵施設､廃ガス洗浄施設､脱硫施設及び脱硝施設 

ⅰ） 種類､型式､構造､最大能力(捕集効率を含む｡) ､個数及び設置箇所 

ⅱ） 使用する薬剤の種類､一時間当たりの運転量並びにその溶液の濃度及び

水素イオン濃度(使用前及び使用後の別に記載すること｡) 

ⅲ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅳ） 鉱煙排出量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立方メー

トル毎時)､温度 (処理前及び処理後の別に記載すること｡) 及び排出

速度  

ⅴ） 排出する鉱煙処理ガス中の酸素濃度(単位：百分率) 

ⅵ） 煙突の実高さ及び直径又は断面積  

ⅶ） 排出する煤塵及び塩化水素の濃度(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状

態に換算した１ｍ３当たりのミリグラム(処理前及び処理後の別に記載

すること｡) 

ⅷ） 排出する硫黄酸化物の量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換

算した立方メートル毎時)(処理前及び処理後の別に記載すること｡) 

ⅸ） 排出する窒素酸化物の濃度(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換

算した１ｍ３当たりの立方センチメール) (処理前及び処理後の別に記

載すること｡)  

ⅹ） 廃水の汚染状態の値及び量 

ⅹⅰ） 集塵施設などが設置される床又は地盤面における廃油の地下浸透防

止方法   

ⅹⅱ） 廃油の流出防止方法 

f) 上記施設に係る原動機の種類､型式､定格キロワット数､使用目的及び個数 
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g) 集塵施設､廃ガス洗浄施設､脱硫施設及び脱硝施設が設置される建設物の構 

造                      

4) 廃水の処理施設 

a) 廃水の処理方法 

b) 廃水の処理系統図 

c) 集水施設(導水路を含む｡) の構造､最大能力､個数及び設置箇所 

d) 中和､沈殿､撹拌､分級､凝集､濃縮､吸着､イオン交換､分解､濾過､脱水及び曝気

のための施設については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅲ）原動機の種類､型式､キロワット数､使用目的及び個数 

ⅳ）薬剤の種類及び一日当たりの用途別使用量 

ⅴ）廃水の処理施設が設置される建設物の構造 

e）廃水の処理前の汚染状態の値及び量 

f) 廃水の処理後の汚染状態の値及び量 

g) 廃水の処理によって生じる沈殿物の種類､成分及び一月間の種類別発生量並

びに沈殿物の処分方法 

h) 廃水の排出方法（排水口の位置を含む｡） 

i) 排水口における廃水の汚染状態の値及び量 

j) 廃水の放流箇所付近の公共用水域（河川､湖沼及び海域）の汚染状態の値及び

河川の場合は平水流量 

5) 貯水池について以下の事項  

a) 構造､最大能力､個数及び設置箇所 

b) 設置箇所付近の地形､地質､雨量及び集水面積 

c) 堰堤の種類及び構造 

6) 原動機の定格出力が７５キロワット以上の破砕機及び摩砕機（湿式のもの及び

密閉式のものを除く｡）並びに原動機の定格出力が１５キロワット以上の篩（湿

式のもの及び密閉式のものを除く｡） 

a) 粉塵の飛散防止方法 

b) 散水装置の種類及び構造並びに処理量当たりの散水量 

c) 防塵カバーの種類及び構造 

d) 集塵機の種類､型式､集塵効率及び原動機の定格出力並びにフードの構造 

e) 破砕機、摩砕機又は篩が設置される建築物の構造 

7) ベルトの幅が 0.75 メートル以上のベルトコンベア（密閉式のものを除く｡） 及

びバケットの内容積が 0.03 立方メートル以上のバケットコンベア（密閉式のも

のを除く｡） 
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a) 粉塵の飛散防止方法 

b) 連結するベルトコンベアの単基数 

c) 運搬物の種類 

d) 散水装置の種類､構造及び取付箇所並びに運搬量当たりの散水量 

e) 防塵カバーの種類及び構造 

f) 集塵機の種類､型式､集塵効率及び原動機の定格出力並びにフードの構造 

g) ベルトコンベア又はバケットコンベアが設置される建築物の構造 

8) 面積一千平方メートル以上の貯鉱場 

a) 粉塵の飛散防止方法 

b) 鉱物の種類及び水の含有率 

c) 散水装置の種類､構造及び個数並びに散水の方法 

d) 防塵カバーの種類 

e) 散布薬液の種類及び散布の方法 

f) 表層の締固め方法 

g) 貯鉱場が設置される建築物の構造 

9) 添付資料、図面 

a) 鉱煙（煤煙）の排出口及び廃水の排出口の位置を示す図面 

b) 火災防止設備及び消火設備の配置図 

c) 選鉱施設又は砕鉱施設の操業系統図 

d) 用水系統図 

e) 選鉱場又は砕鉱場付近の地図（縮尺：五万分の一以上） 

 

11. 煆焼場又は乾燥場 

（１）計画書 

１）設置箇所 

２）工事着手予定年月日 

３）工事完成予定年月日 

４） 一月間の元鉱の種類別品位及び取扱数量  

５） 一月間の製品及び焼鉱の種類別品位及び産出数量  

６） 一月間の劇物又は毒物の種類別成分､取扱数量､使用目的､取扱箇所及び取扱方  

  法 

７）作業中特に粉塵の飛散する箇所及び粉塵の飛散防止の方法  

８）作業中特に危害防止を必要とする箇所及び危害防止の方法 

９）作業中有害ガスの発生又は漏えいのおそれの多い箇所及びその防止方法 

１０）火災防止設備及び消火設備の概要 

１１）消火器の種類､型式､構造､能力及び個数 
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（２）工事設計明細書 

１）煆焼施設叉は乾燥施設並びにこれに附属する施設 

a) 煆焼方法又は乾燥方法 

b) 破砕機､篩､分級機､摩鉱機 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間及び一月間の運転日数 

ⅲ）元鉱の種類､品位及び一時間当たりの供給量 

c) 煆焼炉又は乾燥炉については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､規模､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅲ）燃料の種類､混焼割合､発熱量及び成分割合 (硫黄、窒素及び灰の含有率と

する｡) 並びに 1 時間当たりの消費量 

ⅳ）元鉱､原料及び材料の種類､品位及び一時間当たりの供給量 

ⅴ）発生する鉱煙の量 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立方

メートル毎時)､温度及び速度 

ⅵ）発生する煤塵の濃度(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した 

１m3当たりのミリグラム)  

ⅶ）発生する硫黄酸化物の量 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算し

た立方メートル毎時)  

ⅷ）発生する窒素酸化物の濃度 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算

した１m3当たりの立方センチメートル) 

ⅸ）鉱煙（煤煙）の処理方法及び排出方法並びに捕集物質の処分方法 

ⅹ）鉱煙（煤煙）の処理系統図  

d）集塵施設､廃ガス洗浄施設､脱硫施設及び脱硝施設については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､最大能力 (捕集効率を含む｡) ､個数及び設置箇所 

ⅱ）使用する薬剤の種類､一時間当たりの使用量並びにその溶液の濃度及び 

水素イオン濃度(使用前及び使用後の別に記載すること｡) 

ⅲ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅳ）排出ガスの量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立方メ

ートル毎時)､温度 (処理前及び処理後の別に記載すること｡) 及び速度 

ⅴ）排出ガス中の酸素濃度(単位：百分率)  

ⅵ）煙突の実高さ及び直径又は断面積 

ⅶ）排出する煤塵の濃度 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した

１ｍ３当たりのミリグラム) (処理前及び処理後の別に記載すること｡) 

ⅷ）排出する硫黄酸化物の量 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算

した立方メートル毎時) (処理前及び処理後の別に記載すること｡) 
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ⅸ）排出する窒素酸化物の濃度 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換

算した１ｍ３当たりの立方センチメートル) (処理前及び処理後の別に記

載すること｡) 

x) 廃水の汚染状態の値及び量 

e) 石灰石(ドロマイトを含む｡) の機械消化施設及び熟成槽 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）粉塵の飛散防止の方法 

ⅲ）集塵機の種類､型式､集塵効率及び原動機の定格出力 

ⅳ）散水装置の種類､構造及び能力並びに処理量当たりの散水量 

ⅴ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

f) 製品詰込機及び包装施設の種類､型式､最大能力及び個数 

g) 上記施設に係る運搬装置の種類､型式､構造､最大能力､個数及び設置箇所 

h) 上記施設に係る原動機の種類､型式､キロワット数､使用目的及び個数 

３）鉱業廃棄物の処理及び処分施設 

a) 鉱業廃棄物の処分方法 

b) 一月間の鉱業廃棄物の種類別数量及び成分 

c) 乾燥､油水分離､中和及び破砕のための施設､流送施設 (流送路を含む｡) 並び

に分級､沈殿､濃縮及び濾過のための施設については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅲ）廃水の汚染状態の値及び量 

ⅳ）施設が設置される床又は地盤面における分離液等の地下浸透防止方法 

ⅴ）廃油の流出防止方法 

ⅵ）破砕施設における粉塵の飛散防止方法 

d) 鉱業廃棄物焼却炉 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ） 一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅲ）燃料の種類､混焼割合､発熱量及び成分割合(硫黄､窒素及び灰の含有率と 

する｡) 並びに一時間当たりの消費量 

ⅳ）鉱業廃棄物の種類及び一時間当たりの焼却量 

ⅴ）発生する鉱煙の量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立方

メートル毎時)､温度及び排出速度  

ⅵ）発生する煤塵及び塩化水素の濃度 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状 

態に換算した１ｍ３当たりのミリグラム) 

ⅶ）発生する硫黄酸化物の量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算し

た立方メートル毎時) 
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ⅷ）発生する窒素酸化物の濃度(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算

した１ｍ３当たりの立方センチメートル) 

ⅸ）鉱煙（煤煙）の処理方法及び排出方法並びに捕集物質の処分方法 

ⅹ）鉱煙（煤煙）の処理系統図 

ⅹⅰ）一月間の煤塵及びその他の物質の回収量 

e) 集塵施設､廃ガス洗浄施設､脱硫施設及び脱硝施設については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､最大能力(捕集効率を含む｡) ､個数及び設置箇所 

ⅱ）使用する薬剤の種類､一時間当たりの使用量並びにその溶液の濃度及び

水素イオン濃度(使用前及び使用後の別に記載すること｡) 

ⅲ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅳ）鉱煙排出量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立方メ 

ートル毎時)､温度 (処理前及び処理後の別に記載すること｡) 及び排 

出速度 

ⅴ）鉱煙処理後の排出ガス中の酸素濃度(単位：百分率) 

ⅵ）煙突の実高さ及び直径叉は断面積 

ⅶ）排出する煤塵及び塩化水素の濃度(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状

態に換算した１ｍ３当たりのミリグラム) (処理前及び処理後の別に記載

すること｡) 

ⅷ）排出する硫黄酸化物の量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算

した立方メートル毎時) (処理前及び処理後の別に記載すること｡) 

ⅸ）排出する窒素酸化物の濃度(単位：温度零度'圧力 101.3kPa の状態に換

算した１ｍ３当たりの立方センチメートル) (処理前及び処理後の別に

記載すること｡) 

ⅹ）廃水の汚染状態の値及び量 

ⅹⅰ）施設が設置される床又は地盤面における廃油の地下浸透防止方法 

ⅹⅱ）廃油の流出防止方法 

f) 上記施設に係る原動機の種類、型式、定格キロワット数、使用目的及び個

数 

４）廃水の処理施設 

a) 廃水の処理方法 

b) 廃水の処理系統図 

c) 集水施設（導水路を含む｡） の構造､最大能力､個数及び設置箇所 

d) 中和、沈殿、撹拌、分級、凝集、濃縮、吸着、イオン交換、分解、濾過、

脱水及び曝気のための施設については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの使用時間及び一月間の使用日数 
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ⅲ）原動機の種類､型式､キロワット数､使用目的及び個数 

ⅳ）薬剤の種類及び一日当たりの用途別使用量 

ⅴ）施設が設置される建設物の構造 

e) 廃水の処理前の汚染状態の値及び量 

f) 廃水の処理後の汚染状態の値及び量  

g) 廃水の処理によって生じる沈殿物の種類､成分及び一月間の種類別発生量

並びに沈殿物の処理方法 

h) 廃水の排出方法 (排出口の位置を含む｡) 

i) 排水口における廃水の汚染状態の値及び量  

j) 廃水の放流箇所付近の公共用水域（河川､湖沼及び海域）の汚染状態の値及

び河川の場合は流量 

５）原動機の定格出力が７５キロワット以上の破砕機及び摩砕機 (湿式のもの及

び密閉式のものを除く｡) 並びに原動機の定格出力が１５キロワット以上の

篩 (湿式のもの及び密閉式のものを除く｡) 

a) 粉塵の飛散防止方法 

b) 散水装置の種類及び構造並びに処理量当たりの散水量 

c) 防塵カバーの種類及び構造 

d) 集塵機の種類､型式､集塵効率及び原動機の定格出力並びにフードの構造 

e) 破砕機、摩砕機又は篩が設置される建築物の構造 

６）ベルトの幅が 0.75 メートル以上のベルトコンベア（密閉式のものを除く｡） 及

びバケットの内容積が 0.03 立方メートル以上のバケットコンベア（密閉式の

ものを除く｡） 

a) 粉塵の飛散防止方法 

b) 連結するベルトコンベアの単基数 

c) 運搬物の種類 

d) 散水装置の種類､構造及び取付箇所並びに運搬量当たりの散水量 

e) 防塵カバーの種類及び構造 

f) 集塵機の種類､型式､集塵効率及び原動機の定格出力並びにフードの構造 

g) ベルトコンベア又はバケットコンベアが設置される建築物の構造 

７）面積１，０００ｍ２メートル以上の貯鉱場 

a) 粉塵の飛散防止方法 

b) 鉱物の種類及び水の含有率 

c) 散水装置の種類､構造及び個数並びに散水の方法 

d) 防塵カバーの種類 

e) 散布薬液の種類及び散布の方法 

f) 表層の締固め方法 
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g) 貯鉱場が設置される建築物の構造 

８）添付資料、図面 

a) 鉱煙（煤煙）の排出口及び廃水の排出口の位置を示す図面 

b) 火災防止設備及び消火設備の配置図 

c) 操業系統図 

d) 用水系統図 

e) 煆焼場又は乾燥場付近の地図（縮尺：1/50,000 以上） 

                                    

１２．製錬場 

（１）計画書 

１）設置箇所 

２）工事着手予定年月日 

３）工事完成予定年月日 

４）一月間の元鉱の種類別品位及び取扱数量 

５）一月間の製品の種類別品位及び産出数量 

６）一月間の鉱滓及び沈殿物の種類別成分及び発生数量 

７）一月間の劇物及び毒物の種類別成分､取扱数量､使用目的､取扱箇所及び取扱方

法 

８）一月間の原料､燃料及び材料の種類別成分､取扱数量及び取扱方法 

９）用水の用途別使用量 

１０）作業中特に粉塵の飛散する箇所及び粉塵の飛散防止の方法 

１１）作業中特に危害防止を必要とする箇所及び危害防止の方法 

１２）作業中有害ガスの発生又は漏洩のおそれの多い箇所及びその防止方法 

１３）火災防止設備及び消火設備の概要 

１４）消火器の種類､型式､構造､主要寸法､能力及び個数 

（２）工事設計明細書 

１）製錬施設 

a) 製錬方法 

b) 一月間の製品の及び副産品の産出数量 

c) 元鉱の造粒､団鉱及び錬鉱のための装置又は施設(以下｢施設｣という｡) の種

類､型式､主要寸法､構造､最大能力､個数及び設置箇所 

d) 培焼炉､焼結炉(ペレット焼成炉を含む｡)､煆焼炉､乾燥炉､溶鉱炉 (溶鉱用反

射炉を含む｡) ､転炉､加熱炉､溶解炉､及び廃棄物焼却炉については、以下の事

項 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､規模､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 



28 
 

ⅲ）燃料の種類､混焼割合､発熱量及び成分割合(硫黄､窒素及び灰の含有率とす

る｡) 並びに一時間当たりの消費量 

ⅳ）元鉱､原料及び材料の種類､品位及び一時間当たりの供給量 (ton/h) 

ⅴ）発生する鉱煙の量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立方

メートル毎時)､温度及び排出速度 

ⅵ）発生する煤塵及び有害物質の濃度 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態

に換算した一立方メートル当たりのミリグラム)  

ⅶ）発生する硫黄酸化物の量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算し

た立方メートル毎時) 

ⅷ）発生する窒素酸化物の濃度(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算

した１ｍ３当たりの立方センチメートル)  

ⅸ）廃水の汚染状態の値及び量 

e) 電解槽 (電源用整流器を含む。) 並びに液体状物質又は固体状物質の貯留､

混和､調合､溶解､分解､撹拌､洗浄､浸出､酸化､還元､置換､加圧､減圧､加熱､冷

却､蒸発､蒸留､分級､沈殿､抽出､濃縮､結晶、濾過若しくは脱水槽の施設につい

ては、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅲ）廃水の汚染状態の値及び量 

f)元鉱､原料､燃料又は製品を貯蔵する施設の種類､構造､最大能力､個数及び設置 

箇所 

g)元鉱､原料又は製品の破砕､粉砕又は篩分けをする施設の種類､型式､構造､最大 

能力､個数及び設置箇所 

h)上記施設に係る運搬装置の種類､型式､構造､最大能力､個数及び設置箇所 

i)上記施設に係る原動機の種類､型式､キロワット数､使用目的及び個数 

２）鉱煙（煤煙）処理施設 

a) 鉱煙（煤煙）の処理方法及び排出方法並びに捕集物質の処分方法  

b) 鉱煙（煤煙）の処理系統図  

c) 一月間の硫酸その他の副産物の産出数量及び煤塵の回収量 

d) 集塵施設､廃ガス洗浄施設､脱硫施設及び脱硝施設については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､最大能力 (捕集効率を含む｡) ､個数及び設置箇所 

ⅱ）使用する薬剤の種類､一時間当たりの使用量並びにその溶液の濃度及び水

素イオン濃度 (使用前及び使用後の別に記載すること｡) 

ⅲ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅳ）排出ガスの量 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立方メー

トル毎時)､温度 (処理前及び処理後の別に記載すること｡) 及び排出速度 
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ⅴ）排出ガス中の酸素濃度(単位：百分率) 

ⅵ）排出口の実高さ及び直径又は断面積 

ⅶ）排出する煤塵及び有害物質の濃度 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態

に換算した１ｍ３当たりのミリグラム)(処理前及び処理後の別に記載する

こと｡) 

ⅷ）排出する硫黄酸化物の量 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算し

た立方メートル毎時)(最大及び通常の別並びに処理前及び処理後の別に記

載すること｡) 

ⅸ）排出する窒素酸化物の濃度(単位：温度零度､圧力一気圧の状態に換算した

１ｍ３当たりの立方センチメートル)(処理前及び処理後の別に記載するこ

と｡) 

ⅹ）廃水の汚染状態の値及び量 

ⅺ）原動機の種類､型式､キロワット数､使用目的及び個数 

３）鉱滓の処理施設 

a) 鉱滓の処分方法 

b) 一月間の鉱滓の種類別発生数量及び成分 

c) 鉱滓の流送施設 (流送路を含む｡) 並びに分級､沈殿､濃縮､脱水､濾過､コン

クリート固型化及びシアン分解のための施設については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅲ）廃水の汚染状態の値及び量  

ⅳ）原動機の種類､型式､定格キロワット数､使用目的及び個数 

４）鉱業廃棄物の処理施設 

a) 鉱業廃棄物の処分方法 

b) 一月間の鉱業廃棄物の種類別数量及び成分 

c) 乾燥､油水分離､中和及び破砕のための施設､流送施設 (流送路を含む｡) 並

びに分級､沈殿､濃縮及び濾過のための施設については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅲ）廃水の汚染状態の値及び量 

ⅳ）施設が設置される床又は地盤面における分離液等の地下浸透防止方法 

ⅴ）廃油の流出防止方法 

ⅵ）破砕施設における粉塵の飛散防止方法 

   ５) 鉱業廃棄物焼却炉 

a) 種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

b) 一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 
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c) 燃料の種類､混焼割合､発熱量及び成分割合(硫黄､窒素及び灰の含有率と 

する｡) 並びに一時間当たりの消費量 

d) 鉱業廃棄物の種類及び一時間当たりの焼却量 

e) 発生する鉱煙の量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立方

メートル毎時)､温度及び排出速度 

f) 発生する煤塵及び塩化水素の濃度 (単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状 

態に換算した１ｍ３当たりのミリグラム) 

g) 発生する硫黄酸化物の量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算し 

た立方メートル毎時) 

h) 発生する窒素酸化物の濃度(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算 

した１ｍ３当たりの立方センチメートル) 

i) 鉱煙（煤煙）の処理方法及び排出方法並びに捕集物質の処分方法 

j) 鉱煙（煤煙）の処理系統図 

k)一月間の煤塵及びその他の物質の回収量 

６）集塵施設､廃ガス洗浄施設､脱硫施設及び脱硝施設については、以下の事項 

a) 種類､型式､構造､最大能力(捕集効率を含む｡) ､個数及び設置箇所 

b) 使用する薬剤の種類､一時間当たりの使用量並びにその溶液の濃度及び

水素イオン濃度(使用前及び使用後の別に記載すること｡) 

c) 一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数  

d) 鉱煙排出量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算した立方メート

ル毎時)､温度 (処理前及び処理後の別に記載すること｡) 及び排出速度 

e) 鉱煙処理後の排出ガス中の酸素濃度(単位：百分率) 

f) 煙突の実高さ及び直径叉は断面積 

g) 排出する煤塵及び塩化水素の濃度(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態

に換算した１ｍ３当たりのミリグラム) (処理前及び処理後の別に記載す

ること｡) 

h) 排出する硫黄酸化物の量(単位：温度零度､圧力 101.3kPa の状態に換算

した立方メートル毎時) (処理前及び処理後の別に記載すること｡) 

i) 排出する窒素酸化物の濃度(単位：温度零度'圧力 101.3kPa の状態に換算

した１ｍ３当たりの立方センチメートル) (処理前及び処理後の別に記

載すること｡) 

j) 廃水の汚染状態の値及び量 

k) 施設が設置される床又は地盤面における廃油の地下浸透防止方法 

l) 廃油の流出防止方法 

m) 集塵施設､廃ガス洗浄施設､脱硫施設及び脱硝施設に係る原動機の種類、

型式、定格キロワット数、使用目的及び個数  
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n) 集塵施設､廃ガス洗浄施設､脱硫施設及び脱硝施設が設置されている建設

物の構造 

７）廃水の処理施設 

a) 廃水の処理方法 

b) 廃水の処理系統図 

c) 集水施設（導水路を含む｡）の構造､最大能力､個数及び設置箇所 

d) 中和、沈殿、撹拌、分級、凝集、濃縮、吸着、イオン交換、分解、濾 

過、脱水及び曝気のための施設については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数   

ⅲ）原動機の種類､型式､キロワット数､使用目的及び個数 

ⅳ）薬剤の種類及び一日当たりの用途別使用量 

ⅴ）施設が設置されている建設物の構造 

e) 廃水の処理前の汚染状態の値及び量 

f) 廃水の処理後の汚染状態の値及び量  

g) 廃水の処理によって生じる沈殿物の種類､成分及び一月間の種類別発生量

並びに沈殿物の処分方法 

h) 廃水の排出方法 (排出口の位置及び個数並びに排出先を含む｡) 

i) 排水口における廃水の汚染状態の値及び量  

j) 廃水の放流箇所付近の公共用水域（河川､湖沼及び海域）の汚染状態の値

及び河川の場合は流量 

８）原動機の定格出力が７５キロワット以上の破砕機及び摩砕機 (湿式のもの及

び密閉式のものを除く｡) 並びに原動機の定格出力が１５キロワット以上の

篩 (湿式のもの及び密閉式のものを除く｡) 

a) 粉塵の飛散防止方法 

b) 散水装置の種類及び構造並びに処理量当たりの散水量 

c) 防塵カバーの種類及び構造 

d) 集塵機の種類､型式､集塵効率及び原動機の定格出力並びにフードの構造 

e) 破砕機、摩砕機又は篩が設置される建築物の構造 

９）ベルトの幅が 0.75 メートル以上のベルトコンベア（密閉式のものを除く｡） 及

びバケットの内容積が 0.03 立方メートル以上のバケットコンベア（密閉式の

ものを除く｡） 

a) 粉塵の飛散防止方法 

b) 連結するベルトコンベアの単基数 

c) 運搬物の種類 

d) 散水装置の種類､構造及び取付箇所並びに運搬量当たりの散水量 
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e) 防塵カバーの種類及び構造 

f) 集塵機の種類､型式､集塵効率及び原動機の定格出力並びにフードの構造 

g) ベルトコンベア又はバケットコンベアが設置される建築物の構造 

１０）面積１，０００ｍ２以上の貯鉱場 

a) 粉塵の飛散防止方法 

b) 鉱物の種類及び水分含有率（％） 

c) 散水装置の種類､構造及び個数並びに散水の方法 

d) 防塵カバーの種類 

e) 散布薬液の種類及び散布の方法 

f) 表層の締固め方法 

g) 貯鉱場が設置される建築物の構造 

１１）添付資料、図面 

a) 製錬場付近の地形及び主要建設物との関係を明示する図面 
b) 製錬場建設物の設計図 

c) 鉱煙（煤煙）の排出口及び廃水の排出口の位置を示す図面  

d) 火災防止設備及び消火設備の配置図 

e) 操業系統図 

f) 用水系統図 

g) 製錬場付近の地図（縮尺：1/50,000 以上） 

  
１３．捨石集積場、鉱滓集積場、又は坑内水の処理施設、選炭場、選鉱場若しくは製

錬場の施設に附属する沈殿物集積場 

（１）計画書 

１）設置箇所 

２）工事着手予定年月日 

３）工事完了予定年月日 

４）堆積開始予定年月日 

５）堆積終了予定年月日 

６）一月間に堆積する捨石､鉱滓又は沈殿物の種類別成分及びその数量 

（２）工事設計明細書 

１）集積場の名称 

２）集積場の面積及び堆積量 

３）集積場付近の地形､地質､雨量､集水面積及び沢水又は湧水の量 

４）堆積方法及びかん止方法 

５）かん止堤の種類及び構造 

６）かん止場の安定度及びその算定方法(計算書を添付すること｡) 
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７）場外水及び場内水の排除施設並びに非常排水路の位置､構造､最大排水能力及

びその算定方法 (計算書を添付すること｡) 

８）流木､土石等による排水路の閉塞防止施設の種類､構造､個数及び設置箇所 

９）集積場から排出される廃水の種類別の汚染状態の値及び量 

１０）集積場から排出される廃水の処理方法 

１１）廃水の処理施設 

a) 廃水の処理系統図 

b) 集水施設 (導水路を含む｡) の構造､最大能力､個数及び設置箇所 

c) 中和､沈殿､撹拌､分級､凝集､濃縮､吸着､イオン交換､分解､濾過､脱水及び曝

気のための施設については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数   

ⅲ）原動機の種類､型式､キロワット数､使用目的及び個数 

ⅳ）薬剤の種類及び一日当たりの用途別使用量 

ⅴ）施設が設置されている建設物の構造 

d) 廃水の処理前の汚染状態の値及び量  

e) 廃水の処理後の汚染状態の値及び量 

f) 廃水の処理に伴い発生する沈殿物の一月間の種類別成分、生成量及び沈殿

物の処分方法 

１２）廃水の排出方法 (排出口の位置及び個数並びに排出先を含む｡) 

１３）排出口における廃水の汚染状態の値及び量  

１４）廃水の放流箇所付近の公共用水域（河川､湖沼及び海域）の汚染状態の値及

び河川の場合は流量 

１５）面積１，０００ｍ２メートル以上の集積場 

a) 粉塵の飛散防止の方法 

b) 堆積物の種類及び水分の含有率 

c) 散水装置の種類､構造及び個数並びに散水の方法 

d) 散布薬液の種類及び散布の方法 

e) 表層の締固め方法 

１６）堆積終了後における廃水又は堆積物の流出などによる鉱害を防止するため

の措置及び工事の方法 

１７）添付資料、図面 

a) 集積積場付近の地形及び主要建設物との関係を明示する図面 

b) 集積場の平面図 

c) 集積場の縦断面図及び横断面図並びに堆積計画図 

d) 排水路などの主要建設物の設計図 
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e) 廃水の排水口の位置を示す図面 

f) 集積場周辺の地図（縮尺：1/50,000 以上） 

 

１４．石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）における電圧１０ボルトを超える電気工作物 

（１）計画書 

１）使用目的(電灯､電動力､電熱､電気鉄道その他の電気使用の別を記載するこ 

と。) 

２）使用区域については､次の事項 

a) 使用箇所の名称及び位置 

b) 坑内に直結する電気鉄道においては起点及び終点の位置 

c) 平面図(電気使用区域の境界を明示すること｡) 

３）全出力(使用箇所における負荷設備の合計を記載すること｡) 及び最大電圧 

４）工事着手予定年月日 

５）工事完成予定年月日 

（２）工事設計明細書 

１）受電設備 

a) 受電地点の位置 

b) 受電地点の出力 (契約電力については､常時電力､特殊電力等の別及びその

合計を記載すること｡) 

c) 供給者名 

d) 電気方式 (直流と交流の別､相及び線式を記載すること｡) 

e) 受電電圧及び周波数 

f) 送電上の責任分界となる開閉器及び受電電力を安全に遮断できる開閉器 

g) 保安装置の種類及び構造 

h) 電線の接続及び責任分界を明示する図面 

２）需要設備 

a) 電気方式 (直流と交流の別､相及び線式を記載すること｡) 

b) 電線路の最大電圧 (特別高圧､高圧及び低圧並びに坑内外に区別して記載し､

高圧又は低圧では､変圧器の一次電圧及び二次電圧も記載すること｡) 

c) 電線路の構造 

ⅰ）電線の太さ､種類､回線数及び線条数 (特別高圧､高圧及び低圧並びに坑内

外に区別して記載し､ケーブル又はキャブタイヤケーブルについては､条数､

種類､被覆絶縁物の種類並びに心線の種類､数及び太さを特別高圧､高圧及

び低圧並びに坑内外に区別して記載すること｡) 

ⅱ）支持物の種類及び構造 

ⅲ）ケーブル又はキャブタイヤケーブルの布設及び接続の方法 (接続の方法に
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ついては接続函及び分岐函の構造等を記載すること｡) 

ⅳ）電線路の亘長 (特別高圧及び低圧並びに坑内外に区別して記載すること｡) 

d) 特別高圧変電設備 

ⅰ）変圧器のキロボルトアンペア数､一次電圧､二次電圧､三次電圧､相､周波数､

結線法､冷却法及び個数 

ⅱ）電動発電器、周波数変換器、回転変流機及び整流器の種類､直流と交流と

の別､キロワット数､電圧､相､周波数及び個数 

ⅲ）変電設備設置箇所の構造 

ⅳ）中性点接地方法 (接地装置のΩ（オーム）数､種類及び電流容量をいう｡) 

ⅴ）保安装置の種類及び構造 

ⅵ）制御装置(手動式､自動式及び遠方制御式に区別して、その装置の大要を記

載すること｡) 

e) 使用箇所における負荷設備 (坑外及び坑内に区別して記載すること。) 

ⅰ）電灯及び電熱器の電圧､ワット数及び個数 

ⅱ）電動機の種類､電圧､キロワット数及び個数 

ⅲ）電動発電機､回転変流器及び整流器の種類､電圧､キロワット数及び個数 

ⅳ）溶接器､電気炉及び電気ボイラーの種類､電圧､キロワット数及び個数 

ⅴ）その他の設備の種類、電圧、キロワット数及び個数 

f) 添付図面 

ⅰ）電線路の構造､電気機器の装置及び電線の接続を明示する図面 

ⅱ）電線路実測平面図(縮尺：1/1,000 から 1/6,000 までとし､変電設備及び主

要開閉器の位置､電線路の中心線(ケーブル又はキャブタイヤケーブル及び

絶縁電線に区別して記載すること｡)､弱電流電線路並びに軌道を記載する

こと｡) 

３）電車線路及び軌道 

a) 電気鉄道方式 (直流と交流との別、相及び架空単線式､架空複線式その他の

方式の別を記載すること｡) 

b) 電車線の電圧 

c) 電車線路及び軌道の構造 

ⅰ）電車線の種類､太さ､線間距離及び吊架方法 

ⅱ）支持物(架空線式のものに限る｡) の構造 

ⅲ）軌道 (軌条を帰線とする方式のものに限る｡) の軌条の接続法､ボンド並び

に補助帰線の種類及び太さ 

d) 電気機関車の集電装置の種類並びに原動機のキロワット数及び個数  

４） 電気鉄道用給電線路 

a) 電気鉄道用給電線路の構造 
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b) 絶縁帰線の種類､太さ､亘長及び施設方法 

c) 添付図面 

ⅰ）電車線路､電気鉄道用給電線路及び軌道の構造図 

ⅱ）電車線路､電気鉄道用給電線路及び軌道の実測平面図(縮尺：1/1,000 から

1/6,000 までとし､電気鉄道用給電線､電車線及び軌道の位置を記載するこ

と｡) 

５）非常用予備発電装置 

a) 内燃機関の種類､キロワット数及び個数 

b) 調速装置及び非常用調速装置の種類 

c) 過給機の種類､出口の圧力及び個数 

d) 内燃機関に附属する冷却水設備の容量 

e) 内燃機関に附属する空気圧縮設備 

ⅰ）空気だめの種類､容量､最高使用圧力､主要寸法､材料及び個数 

ⅱ）空気だめの安全弁の種類､主要寸法､材料､個数及び取付け箇所 

ⅲ）空気圧縮機の種類､容量､吐出圧力及び個数 

f) 発電機の種類､容量､力率､電圧､相､周波数､回転数､結線法､冷却法及び個数

並びに発電電動機の場合は出力及び個数 

g) 励磁装置の種類､容量､回転数､駆動方法及び個敬  

h) 保護継電装置の種類 

i) 原動機との連結方法 

j) 常用電源装置との切替方法 

k) 添付資料、図面 

ⅰ）保安装置に関する説明書 

ⅱ）燃料系統図 

ⅲ）内燃機関に附属する空気だめの強度計算書 

ⅳ）内燃機関の空気だめの安全弁の構造図及び吹出量計算書 

 

１５．金属鉱山及び非金属鉱山における特別高圧電気工作物（7,000 V を超えるもの）

又は全出力１００キロワット以上の高圧電気工作物 

（１）計画書 

１）使用目的 (電灯､電動力､電熱､電気鉄道その他の電気使用の別を記載するこ 

と｡) 

２）使用区域については､次の事項 

a) 使用箇所の名称及び位置 

b) 坑内に直結する電気鉄道においては起点及び終点の位置 

c) 平面図(電気使用区域の境界を明示すること｡) 
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３）全出力 (使用箇所における負荷設備の合計を記載すること｡) 及び最大電圧 

４）工事着手予定年月日 

５）工事完成予定年月日 

（２）工事設計明細書 

１）受電設備 

a) 受電地点の位置 

b) 受電地点の出力 (契約電力については､常時電力､特殊電力等の別及びそ 

の合計を記載すること｡) 

c) 供給者名 

d) 電気方式 (直流と交流の別､相及び線式を記載すること｡) 

e) 受電電圧及び周波数 

f) 送電上の責任分界となる開閉器及び受電電力を安全に遮断できる開閉器 

g) 保安装置の種類及び構造の大要 

h) 電線の接続及び責任分界を明示する図面 

２）需要設備 

a) 電気方式 (直流と交流の別､相及び線式を記載すること｡) 

b) 電線路の最大電圧 (特別高圧､高圧及び低圧並びに坑内外に区別して記載し､

高圧又は低圧では､変圧器の一次電圧及び二次電圧も記載すること｡) 

c) 電線路の構造 

ⅰ）電線の太さ､種類､回線数及び線条数 (特別高圧､高圧及び低圧並びに坑内

外に区別して記載し､ケーブル又はキャブタイヤケーブルについては､条数､

種類､被覆絶縁物の種類並びに心線の種類､数及び太さを特別高圧､高圧及

び低圧並びに坑内外に区別して記載すること｡) 

ⅱ）支持物の種類及び構造 

ⅲ）ケーブル又はキャブタイヤケーブルの布設及び接続の方法 (接続の方法に

ついては接続函及び分岐函の構造等を記載すること｡) 

ⅳ）電線路の亘長 (特別高圧及び低圧並びに坑内外に区別して記載すること｡) 

d) 特別高圧変電設備 

ⅰ）変圧器のキロボルトアンペア数､一次電圧､二次電圧､三次電圧､相､周波数､

結線法､冷却法及び個数 

ⅱ）電動発電器、周波数変換器、回転変流機及び整流器の種類､直流と交流と

の別､キロワット数､電圧､相､周波数及び個数 

ⅲ）変電設備設置箇所の構造 

ⅳ）中性点接地方法 (接地装置のΩ（オーム）数､種類及び電流容量をいう｡) 

ⅴ）保安装置の種類及び構造 

ⅵ）制御装置(手動式､自動式及び遠方制御式に区別して、その装置の大要を記
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載すること｡) 

e) 使用箇所における負荷設備 (坑外及び坑内に区別して記載すること。) 

ⅰ）電灯及び電熱器の電圧､ワット数及び個数 

ⅱ）電動機の種類､電圧､キロワット数及び個数 

ⅲ）電動発電機､回転変流器及び整流器の種類､電圧､キロワット数及び個数 

ⅳ）溶接器､電気炉及び電気ボイラーの種類､電圧､キロワット数及び個数 

ⅴ）その他の設備の種類、電圧、キロワット数及び個数 

f) 添付資料、図面 

ⅰ）電線路の構造､電気機器の装置及び電線の接続を明示する図面 

ⅱ）電線路実測平面図(縮尺：1/1,000 から 1/6,000 までとし､変電設備及び主

要開閉器の位置､電線路の中心線(ケーブル又はキャブタイヤケーブル及び

絶縁電線に区別して記載すること｡)､弱電流電線路並びに軌道を記載する

こと｡) 

３）電車線路及び軌道 

a) 電気鉄道方式 (直流と交流との別、相及び架空単線式､架空複線式その他の

方式の別を記載すること｡) 

b) 電車線の電圧 

c) 電車線路及び軌道の構造 

ⅰ）電車線の種類､太さ､線間距離及び吊架方法 

ⅱ）支持物(架空線式のものに限る｡) の構造 

ⅲ）軌道 (軌条を帰線とする方式のものに限る｡) の軌条の接続法､ボンド並び

に補助帰線の種類及び太さ 

d) 電気機関車の集電装置の種類並びに原動機のキロワット数及び個数  

４） 電気鉄道用給電線路 

a) 電気鉄道用給電線路の構造 

b) 絶縁帰線の種類､太さ､亘長及び施設方法 

c) 添付資料、図面 

ⅰ）電車線路､電気鉄道用給電線路及び軌道の構造図 

ⅱ）電車線路､電気鉄道用給電線路及び軌道の実測平面図(縮尺：1/1,000 から

1/6,000 までとし､電気鉄道用給電線､電車線及び軌道の位置を記載するこ

と｡) 

５）非常用予備発電装置 

a) 内燃機関の種類､キロワット数及び個数 

b) 調速装置及び非常用調速装置の種類 

c) 過給機の種類､出口の圧力及び個数 

d) 内燃機関に附属する冷却水設備の容量 
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e) 内燃機関に附属する空気圧縮設備 

ⅰ）空気だめの種類､容量､最高使用圧力､主要寸法､材料及び個数 

ⅱ）空気だめの安全弁の種類､主要寸法､材料､個数及び取付け箇所 

ⅲ）空気圧縮機の種類､容量､吐出圧力及び個数 

f) 発電機の種類､容量､力率､電圧､相､周波数､回転数､結線法､冷却法及び個数

並びに発電電動機の場合は出力及び個数 

g) 励磁装置の種類､容量､回転数､駆動方法及び個敬  

h) 保護継電装置の種類 

i) 原動機との連結方法 

j) 常用電源装置との切替方法 

k) 添付資料、図面 

ⅰ）保安装置に関する説明書 

ⅱ）燃料系統図 

ⅲ）内燃機関に附属する空気だめの強度計算書 

ⅳ）内燃機関の空気だめの安全弁の構造図及び吹出量計算書 

  

１６．火薬類取扱所 

（１）坑外火薬類取扱所 

１）計画書 

a) 設置箇所 

b) 工事着手予定年月日 

c) 工事完成予定年月日 

２）工事設計明細書 

a) 最大火薬類存置量 (火薬､爆薬､工業雷管､電気雷管､導火線､電気導火線及び 

導爆線の別に記載すること｡) 

b) 火薬類取扱所の建設物及びその周囲の状況 

c) 避雷装置の概要 

d) 盗難防止設備 

ⅰ）扉に付する錠の種類及び設置箇所 

ⅱ）屋根又は天井裏に張る金網の網目の寸法､針金の径､取付方法及び取付箇所 

ⅲ）警鳴装置の種類､構造及び設置箇所 

e) 換気装置の種類及び構造 

f) 照明設備の概要 

g) 暖房設備の種類及び構造 

h) 火薬､爆薬､導爆線及び火工品との隔離方法 

i) 消火設備の種類､数量及び配置図 
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（２）坑内火薬類取扱所 

１）計画書 

a) 設置箇所 

b) 工事着手予定年月日 

c) 工事完成予定年月日 

２）工事設計明細書 

a) 最大火薬類存置量 (火薬､爆薬､工業雷管､電気雷管､導火線､電気導火線及び

導爆線の別に記載すること｡) 

c) 火薬類取扱所の盗難防止設備 

ⅰ）扉に付する錠の種類及び設置箇所 

ⅱ）警鳴装置の種類､構造及び設置箇所 

d) 換気装置の種類及び構造 

e) 照明設備の概要 

f) 火薬､爆薬及び導爆線と火工品との隔離方法 

g) 消火設備の種類及び数量 

（３）添付資料、図面 

１) 坑外火薬類取扱所又は坑内火薬類取扱所の構造及び設計図 

２) 坑外火薬類取扱所の設置箇所付近の地形､同施設及び坑口との関係位置を示し 

た図面 

３) 坑内火薬類取扱所の設置箇所と電車線､電気鉄道用給電線､配電線､主要運搬坑 

道及び主要入排気坑道との関係を示した図面 

  

１７． 一日に製造する高圧ガスの容積が１００立方メートル以上の施設 

（１）計画書 

１）使用目的 

２）設置箇所 

３）製造する高圧ガスの種類 

４）工事着手予定年月日 

５）工事完成予定年月日 

（２）工事設計明細書 

１）一日に圧縮､液化その他の方法で処理することができるガスの容積叉は一日

の冷凍能力 

２）高圧設備の材質及び強度計算(冷凍設備に用いる機器については､耐圧及び気

密に関する性能) 

３）高圧設備の型式､主要寸法､個数及び能力 

４）コンプレッサー 
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a) 回転数､最高使用圧力及び圧縮段数 

b) コンプレッサーの各段の圧力及び一時間の圧縮量 

c) 原動機の種類及びキロワット数 

d) 原動機との接続方法 

e) 冷却方法 

f) 負荷軽減装置の種類､構造及び主要寸法 

 （３）添付資料、図面 

   １）高圧ガス製造施設内の設備の配置及び配管を示す図面 

２）高圧設備を設置する室又は充填容器を収納する室の設計図 

３）高圧設備(コンプレッサー及び配管を除く。) の設計図 

４） コンプレッサーの位置及びその付近の状況を示す図面 

  
１８．容積３００立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵する高圧ガス貯蔵所 
（１）計画書 

１）設置箇所 
２）貯蔵する高圧ガスの種類 
３）工事着手予定年月日 
４）工事完成予定年月日 

（２）工事設計明細書 
１）高圧ガスの最大貯蔵量 
２）換気装置の種類及び構造 

 （３）添付資料、図面 
１）高圧ガス貯蔵所の構造及び設計の図面 

 ２）圧ガス貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面 
  
１９．鉱業廃棄物の埋立場 

（１）計画書 

１）設置箇所 

２）工事着手予定年月日 

３）工事完成予定年月日 

４）埋立処分開始予定年月日 

５）埋立処分終了予定年月日 

６）一月間に埋立処分する鉱業廃棄物の種類別成分及び数量 

７）埋立処分する鉱業廃棄物の溶出状態の値 

（２）工事設計明細書 

１）埋立場の名称 
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２）埋立場の面積及び埋立場の容量 

３）埋立場の構造 

４）埋立場付近の地形､地質及び地下水の状況 

５）場外水及び場内水の排除施設の位置及び構造 

６）埋立場から排出される廃水の種類別の汚染状態の値及び量 

７）埋立場から排出される廃水の処理方法 

８）廃水の処理施設 

a) 廃水の処理系統図 

b) 集水施設 (導水路を含む｡) の構造､最大能力､個数及び設置箇所 

c) 中和､沈殿､攪拌､分級､凝集､濃縮､吸着､イオン交換､分解､濾過､脱水及び曝

気のための施設については、以下の事項 

ⅰ）種類､型式､構造､主要寸法､最大能力､個数及び設置箇所 

ⅱ）一日当たりの運転時間及び一月間の使用日数 

ⅲ）原動機の種類､型式､定格キロワット数､回転数､使用目的及び個数 

ⅳ）薬剤の種類及び一日当たりの用途別使用量 

ⅴ）施設が設置される建設物の構造 

９）廃水の排出方法(排出口の位置及び個数並びに排出先を含む｡) 

１０）排出口における廃水の汚染状態の値及び量 

１１）廃水の放流箇所付近の公共用水域（河川､湖沼及び海域）の汚染状態の 

   値及び河川の場合は流量 

１２）面積１，０００ｍ２以上の埋立場(粉塵飛散が認められる場合に限る｡)  

a) 飛散粉塵の防止方法  

b) 鉱業廃棄物の種類別含水率 

c) 散水装置の種類､構造及び個数並びに散水の方法 

d) 防塵カバーの種類 

e) 散布薬液の種類及び散布の方法 

f) 表層の締固め方法 

１３）埋立処分終了後における浸出水又は鉱業廃棄物の流出等による鉱害を防

止するための措置及び工事の方法 

１４）添付資料、図面 

a) 埋立場付近の地形､地目及び主要建設物との関係を明示する図面 

b) 埋立場の平面図及び断面図 

c) 埋立場からの廃水の排出口の位置を示す図面 

d) 埋立場周辺の地図（縮尺：1/50,000 以上） 

 
２０．鉱物部門を所管する大臣が、鉱山保安法第９条第１項及び同規則第１３条第１
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項に基づき、鉱物事業に使用する建設物、工作物その他の施設について「施設計

画書」の作成及び提出について指定したもの。 
 
第４条  法第９条第１項及び規則第１３条第１項の規定に基づく「鉱物事業に使用す

る建設物、工作物その他の施設について、設置又は変更の工事をしようとするとき」、

法第９条第５項及び規則第１４条第１項の規定に基づく「鉱物事業に使用する建設物、

工作物その他の施設について、設置又は変更の工事が完成したとき」、並びに法第９

条第５項及び規則第１４条第２号の規定に基づく「鉱物事業に使用する建設物、工作

物その他の施設について、使用を廃止したとき」については、次のとおり定める。  

 

１．鉱物事業権所有者は、鉱物事業に使用する建設物、工作物その他の施設の設置又は 
変更しようとするときは、「施設計画書」を作成し、様式第１号の書式により、鉱物 
部門を所管する大臣あてに許可の申請を行うものとする。 
 

２．鉱物事業権所有者は、鉱物事業に使用する建設物、工作物その他の施設について、 

設置又は変更の工事が完成したときは、様式第２号の書式により、鉱物部門を所管す 

る大臣あてに届け出るものとする。 

 

３．鉱物事業権所有者は、鉱物事業に使用する建設物、工作物その他の施設について、 

使用を廃止したときは、様式第３号の書式により、鉱物部門を所管する大臣あてに届 

け出るものとする。  

 
様式 第１号  

 

   年 月 日 

   鉱物部門を所管する大臣 あて  

    

    鉱物事業に使用する建設物、工作物について、鉱山保安法第９条第１項 

及び鉱山保安規則第１３条第１項の規定に基づき、以下のとおり設置（又は 
変更）したいので許可を申請します。 
 

施設設置許可申請書 (変更)  

施設の種類  

鉱山名 (鉱種)  

鉱区許可番号  

鉱山の所在地(電話)   
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施設の設置箇所  

施設設置(又は変更)の理由  

  

添付書類 1 計画書 

2 工事設計明細書 

 

申請者：鉱物事業権所有者氏名 signature 
 
 

様式第２号  

 

年 月 日 

鉱物部門を所管する大臣 あて 

   

    鉱物事業に使用する建設物、工作物について、鉱山保安法第９条第５項 

及び鉱山保安規則第１４条第１項の規定に基づき、以下のとおり施設が完 
成したので届け出します。 

施設完成届出  

施設の種類  

鉱山名 (鉱種)  

鉱区許可番号  

所在地(電話)  

設置箇所   

能力・規模・台数   

工事完成日  

使用開始予定日  

  

申請者：鉱物事業権所有者氏名 signature 

 
 

様式第３号  

 

年 月 日 

鉱物部門を所管する大臣 あて 

 

鉱物事業に使用する建設物、工作物について、鉱山保安法第９条第５項 
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及び鉱山保安規則第１４条第２項の規定に基づき、以下のとおり施設を廃 
止したいので届け出します。 

施設廃止届出  

施設の種類  

鉱山名 (鉱種)  

鉱区許可番号  

所在地(電話)  

設置箇所   

能力・規模・台数   

廃止(予定)月日   

廃止の理由   

  

申請者：鉱物事業権所有者氏名 signature 

  

第５条 法第９条第５項及び規則第１４条第３項の規定に基づく「捨石、鉱滓若しくは

沈殿物の堆積又は鉱業廃棄物の埋立てを一年以上休止しようとするとき、又は再

びこれを堆積若しくは埋立てしようとすることに関する届出」については、次の

とおり定める。 

 

１．鉱物事業権所有者は、捨石、鉱滓若しくは沈殿物の堆積又は鉱業廃棄物の埋立て

を一年以上休止しようとするとき、又は再びこれを堆積若しくは埋立てしようとす

るときは、様式第４号の書式により、鉱物部門を所管する大臣あてに届け出るもの

とする。    

 

２．鉱物事業権所有者は、捨石、鉱滓若しくは沈殿物の堆積又は鉱業廃棄物の埋立て

について再開しようとするときは、様式第５号の書式により、鉱物部門を所管する

大臣あてに届け出るものとする。    

 

   様式第４号  

 

年 月 日 

鉱物部門を所管する大臣 あて  

 

    捨石、鉱滓若しくは沈殿物の堆積又は鉱業廃棄物の埋立てについて、鉱山 

保安法第９条第５項及び鉱山保安規則第１４条第３項の規定に基づき、以下 

のとおり休止するので届け出します。 
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捨石・鉱滓・沈澱物集積場及び鉱業廃棄物の埋 

立場に係る休止の届出 

 

鉱山名 (鉱種)  

鉱区許可番号  

所在地(電話)   

集積場又は埋立場名  

集積場又は埋立場の設置箇所  

集積場又は埋立場の休止予定期間  

休止の理由  

  

申請者：鉱物事業権所有者氏名 signature 

 

   様式第５号  

 

年 月 日 

鉱物部門を所管する大臣 あて  

 

    休止していた捨石、鉱滓若しくは沈殿物の堆積又は鉱業廃棄物の埋立て 

について、鉱山保安法第９条第５項及び鉱山保安規則第１４条第３項の規 

定に基づき、以下のとおり再開することにしたので届け出します。 

捨石・鉱滓・沈澱物集積場又は鉱業廃棄物の埋立場

に係る再開の届出 

 

鉱山名 (鉱種)  

所在地(電話)  

鉱物事業権所有者名  

集積場又は埋立場名  

集積場又は埋立場の設置箇所  

集積場又は埋立場の再開の時期  

  

申請者：鉱物事業権所有者氏名 signature 

 

第６条 法第１１条第１項及び規則第１５条第１項の規定に基づく「保安内規の届け出」

については、次のとおり定める。 

 

鉱物事業権所有者は、「保安内規」を定めたとき、又はその内容を変更したときは、 

様式第６号の書式により、鉱物部門を所管する大臣あてに届け出るものとする。  
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    様式第６号  
 

年月日 
  鉱物部門を所管する大臣 あて 

申請者：鉱物事業権所有者氏名 signature 

 
   保安内規について、鉱山保安法第１１条第１項及び鉱山保安規則第１５条 

第１項の規定に基づき、以下のとおり定めたので届け出します。 

 保安内規の届出（又は変更）  

鉱山名(鉱種)  

鉱区番号  

所在地(電話)  

保安統括者氏名  

保安内規の内容 （別添のとおり。） 

添付する関係書類 保安委員会の意見を記載した書面 

    

第７条 法第１１条第３項及び規則第１６条第１項の規定に基づく「保安内規に定め 

る事項」については、次のとおり定める。 

 なお、「保安内規」の記載例については、別添－１「ABE 鉱山の保安内規」 

を参照されたい。 

１．鉱物事業権所有者は、保安統括者、保安技術管理者及び作業監督者が守るべき次の

事項について、その細目を「保安内規」に定めるものとする。 

（１）鉱山の巡視について、特に注意すべき箇所及びその時期に関すること。 

（２）作業監督者が鉱山の巡視に当たり、特に注意すべき箇所に関すること。 

（３）重大な災害が発生したときの連絡方法に関すること。 

（４）公休日における巡視及び連絡体制に関すること。 

（５）保安に関する日誌並びに記録の記載及びそれらの引き継ぎに関すること。 

２．鉱物事業権所有者は、鉱山労働者が守るべき次の事項について、その細目を「保安 

内規」に定めるものとする。 

（１）事業場の清潔整頓に関すること。 

（２）作業用材料の整頓並びに機械及び器具の手入れに関すること。 

（３）作業中の服装に関すること。 

３．鉱物事業権所有者は、規則第６条各号の作業に就く鉱山労働者に対する教育事項、

保安教育の程度及び方法について、その細目を「保安内規」に定めるものとする。 

４．鉱物事業権所有者は、規則第６０条第１項及び第２項に規定する退避訓練、退避の
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指導に関する事項について、その細目を「保安内規」に定めるものとする。 

５．鉱物事業権所有者は、規則第６３条第１項から７項に規定する鉱山救護隊の組織、

救護訓練及び招集方法並びに酸素呼吸器及び附属器材などの主要器具の定期検査の

方法について、その細目を「保安内規」に定めるものとする。 

６．鉱物事業権所有者は、規則第６４条から第７７条に規定する落盤及び崩落に関す

る保安については、次の事項について、その細目を「保安内規」に定めるものとす

る。  

   （坑内採掘鉱山関係） 

（１）支柱の材料の配置に関すること。 

（２）金属鉱山などにおける鉱柱の配置に関すること。 

（３）支柱の規格に関すること。 

１）幹線坑道に用いる支柱の規格 

２）一時的な坑道に用いる支柱の規格 

３）採掘作業場に用いる支柱の規格  

（４）支柱の取り付け（施枠）方法に関すること。 

（５）支柱の点検の時期及び方法に関すること。 

（６）旧坑道の取り明けに関すること。 

  （露天採掘鉱山関係） 

（７）露天採掘場の表土の除去に関すること。 

（８）露天採掘場のベンチカットの高さ及びその傾斜角度に関すること。 

（９）露天採掘場の採掘跡地の復旧又は跡地利用に関すること。 

７．規則第８２条から第１１０条に規定する火薬類及び発破に関する保安については、

次の事項について、その細目を「保安内規」に定めるものとする。 

（１）発破箇所及びその付近における火薬類の一次存置の方法に関すること。 

（２）金属鉱山における穿孔、火薬類の装填及び点火に関すること。 

（３）導通試験の実施方法に関すること。 

（４）発破の実施方法に関すること。 

（５）発破用点火器及び発破母線の管理に関すること。 

（６）穿孔の規格に関すること。 

（７）発破の際の警戒に関すること。 

（８）火薬類の紛失及び盗難の場合の処置に関すること。 

（９） 作業監督者による発破日誌の記載事項に関すること。 

８．鉱物事業権所有者は、規則第１１１条から第１２４条に規定する車両系鉱山機械及

び自動車に関する保安については、次の事項について、その細目を「保安内規」に定

めるものとする。 

（１）車両系鉱山機械及び自動車の走行速度及び運転ルールの遵守に関すること。 
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（２）車両系鉱山機械及び自動車の通行の制限及び修理に関すること。 

（３）鉱山道路における信号及び標識に関すること。 

（４）車両系鉱山機械及び自動車が通行する鉱山道路及び坑道の管理、点検及び 

補修に関すること。 

９．鉱物事業権所有者は、規則第１４８条から第１５８条に規定する火災の防止及び火

気の取扱い並びに第２６５条から第２６６条に規定する裸火の使用制限、発火具及び

喫煙具の携帯禁止に関する保安については、次の事項について、その細目を「保安内

規」に定めるものとする。 

（１）消火設備の設置及びその管理に関すること。 
（２）消火活動及び退避に関すること。 
（３）石炭鉱山における坑内火災及び自然発火が発生した際の坑道の密閉に関する 
   こと。 
（４）金属鉱山、石炭鉱山における火気禁止区域の設置に関すること。 
（５）金属鉱山、石炭鉱山における喫煙具の携帯禁止に関すること。 

１０．鉱物事業権所有者は、規則第１６７条から第１６９に規定する石炭鉱山におけ 
る煤煙又は金属鉱山における鉱煙による鉱害の防止については、次の事項につい 
て、その細目を「保安内規」に定めるものとする。 
（１）鉱煙（煤煙）発生施設及び鉱煙（煤煙）処理施設の管理に関すること。 
（２）鉱煙（煤煙）発生施設において使用する燃料の硫黄含有率の確認に関するこ 

と。 
（３）鉱煙（煤煙）発生施設から大気中に排出される排出ガスの量並びにその中に 

含まれる硫黄酸化物、煤塵及び有害物質の量の測定並びに風向及び風速の観

測に関すること。 
（４）鉱煙（煤煙）発生施設及び鉱煙（煤煙）処理施設の故障、破損、停電その他

の事故が発生し、又は暴風雨その他の特別の理由により、鉱煙（煤煙）の処

理に支障を生じたときの措置に関すること。 
１１．鉱物事業権所有者は、規則第１７０条から第１７２条に規定する鉱山における

粉塵による鉱害の防止については、次の事項について、その細目を「保安内規」

に定めるものとする。 
（１）粉塵を発生又は飛散する施設及び粉塵の処理施設の管理に関すること。 
（２）粉塵の発生又は飛散の防止に関すること。 
（３）粉塵の発生施設の故障、破損、停電その他の事故が発生し、又は暴風雨その

他の特別の理由により、粉塵の処理に支障を生じたときの措置に関すること。  
１２．鉱物事業権所有者は、規則第１７３条に規定する硫黄酸化物、窒素酸化物、カ

ドミウム及びその化合物並びに鉛及びその化合物などの有害大気汚染物質によ

る鉱害の防止については、次の事項について、その細目を「保安内規」に定める
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ものとする。 
（１）有害大気汚染物質の大気への排出又は飛散の状況の把握に関すること。 
（２）有害大気汚染物質の大気への排出又は飛散を抑制するための措置に関する   

こと。 
（３）有害大気汚染物質の発生施設又は処理施設の故障、破損、停電その他の事故 

が発生し、又は暴風雨その他の特別の理由により、有害大気汚染物質の大気 
への排出又は飛散を抑制するための措置に支障を生じたときの措置に関す 
ること。 

１３．鉱物事業権所有者は、規則第１７４条から第１７８条に規定する坑内水又は

廃水による鉱害の防止については、次の事項について、その細目を「保安内

規」に定めるものとする。  
（１）坑内水又は廃水の処理及びその処理施設の管理に関すること。 
（２）坑内水又は廃水の量及びその水素イオン濃度（ｐＨ）その他の水質の測定に 

関すること。 
（３）坑内水又は廃水の処理施設の故障、破損、停電その他の事故が発生し、又は 

暴風雨その他の特別の理由により、坑内水又は廃水の処理に支障を生じたと 
きの措置に関すること。  

 １４．鉱物事業権所有者は、規則第１８５条から第１８７条に規定する騒音による鉱 
害の防止については、次の事項について、その細目を「保安内規」に定めるもの 
とする。 

（１）騒音発生施設及び騒音防止施設の管理に関すること。 
（２）騒音レベルの測定に関すること。 
（３）騒音発生施設及び騒音防止施設の故障、破損、停電その他の事故が発生し、       

又は暴風雨その他の特別の理由により、騒音の防止に支障を生じたときの措 
置に関すること。 

 １５．鉱物事業権所有者は、規則第１８８条から第１９０条に規定する振動による鉱 
害の防止については、次の事項について、その細目を「保安内規」に定めるもの

とする。 
（１）振動発生施設及び振動騒音防止施設の管理に関すること。 
（２）振動レベルの測定に関すること。 
（３）振動発生施設及び振動騒音防止施設の故障、破損、停電その他の事故が発生 

し、又は暴風雨その他の特別の理由により、振動の防止に支障を生じたとき 
の措置に関すること。 

１６．鉱物事業権所有者は、規則第１９３条から第１９８条に規定する鉱業廃棄物に 
よる鉱害の防止については、次の事項について、その細目を「保安内規」に定め 
るものとする。 
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（１）鉱業廃棄物の保管及び運搬に関すること。 
（２）鉱業廃棄物の処分の方法に関すること。 
（３）鉱業廃棄物に含まれる鉛、カドミウムなどの有害物質の測定、分析に関する 

こと。 
（４）鉱業廃棄物の埋立場周辺の地下水の水質の測定に関すること。 
（５）鉱業廃棄物の中間処理施設である焼却炉の管理に関すること。 
（６）鉱業廃棄物の埋立場の管理に関すること。 
（７）坑内における鉱業廃棄物の埋立場の管理に関すること。 

１７．鉱物事業権所有者は、規則第１９９条から第２０５条に規定する捨石、鉱滓及 
び沈澱物の堆積による鉱害の防止については、次の事項について、その細目を保 
安内規に定めるものとする。 

（１）捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場の日常管理に関すること。 
（２）捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場のかん止堤又は擁壁などの防護 

施設の管理に関すること。 
  （３）かん止堤が土状で構築された沈殿物集積場については、沢水、山腹水などの

場外水が沈殿物集積場内に流入するのを防ぐこと並びに集積場内の場内水

を排除するため、沢水排水路、山腹水路、場内水排除施設などの適当な施設

の設置に関すること、また多量な場外水が流入する危険に備えて非常用排水

路の設置に関すること。 
  （４）使用を終了した捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場について覆土、 

植栽などの措置に関すること。 
１８．鉱物事業権所有者は、規則第２０６条から第２２８条に規定する電気工作物に関

する保安については、次の事項について、その細目を「保安内規」に定めるものと

する。 

（１）電気工作物の設置、移転及び変更に関すること。 
（２）坑内において不時の停電があったときの処置に関すること。 
（３）電気機器、電線路、配線及び移動電線の検査及び保全に関すること。 
（４）接地工事、接地抵抗の検査及び同測定に関すること。 
（５）石炭鉱山においては防爆機器の取扱いに関すること。 
（６）石炭鉱山においては携帯用安全燈の取扱いに関すること。 
（７）電源を遮断しないで電気設備の充電部の修理を行うときの作業方法、保安 

対策に関すること。 
１９．鉱物事業権所有者は、規則第２２９条から第２３８条に規定する坑内の通路及

び就業箇所に関する保安については、次の事項について、その細目を「保安内規」

に定めるものとする。 
（１）坑内に就業する鉱山労働者の氏名及び作業場についての入坑確認及び坑外 
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   の鉱山事務所における記録の保存に関すること。 
（２）石炭鉱山及び金属鉱山における非常用梯子道及び連絡通路の管理に関する 
   こと。 
（３）坑内採掘を行う鉱山における坑内の照明に関すること。 
（４）坑内採掘を行う鉱山における電話装置、誘導無線機などによる連絡装置の設   
  置及び連絡装置の管理に関すること。 

２０．鉱物事業権所有者は、規則第２３９条から第２４３条に規定する鉱山労働者の

健康を保護するため粉塵の飛散防止、粉塵濃度の測定に関する保安については、

次の事項について、その細目を「保安内規」に定めるものとする。 
（１）防塵マスクの管理及び使用（着装）に関すること。 
（２）坑内作業場における飛散粉塵の防止に関すること。 
（３）粉塵発生が著しい坑内作業場周辺には鉱山労働者の健康を保護するため粉 
  塵が飛散しない休憩する場所の設置及び管理に関すること。 
（４）坑内作業場における飛散粉塵の濃度測定、時期、評価及び記録に関すること。 

 
第８条 法第１３条第４項及び規則第２０条の規定に基づく「保安統括者及び保安統括

者代理者の選任に関する届け出」について、次のとおり定める。  

１．鉱物事業権所有者は、保安統括者を選任したときは、様式第７号の書式により、鉱 

物部門を所管する大臣あてに届け出るものとする。  

２．鉱物事業権所有者は、保安統括者代理者を選任したときは、様式第７号の書式によ 

り、鉱物部門を所管する大臣あてに届け出るものとする。 

 

 

様式第７号 

 
  年月日 
  鉱物部門を所管する大臣 あて 
 
  保安統括者（又は保安統括者代理者）について、鉱山保安法第１３条第４項 

及び鉱山保安規則第２０条の規定に基づき、以下のとおり選任したので届け出 

します。 
保安統括者（代理者）の選任の届出  

鉱山名(鉱種)  

所在地(電話)  

保安統括者（代理者）の氏名  

保安統括者（代理者）の生年月日   
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保安統括者（代理者）の選任年月日   

保安統括者（代理者）の地位 

(鉱山における職制上の職名)   

 

保安統括者（代理者）の職務の範囲   

保安統括者（代理者）の学歴   

保安統括者（代理者）の職歴  （職歴の詳細については別紙に 

 添付すること）  

過去３年以内に大臣から行政処分を受け

た場合は、その内容 

 

 
申請者：鉱物事業権所有者氏名 signature 

  

第９条 法第１９条第１項及び規則第４３条第１項の規定に基づく「請負作業計画書の

作成及び届け出」について、次のとおり定める。 

１．鉱物事業権所有者は、請負作業計画書を申請しようとするときは、様式第８号の書 

式により、鉱物部門を所管する大臣あてに届け出るものとする。  

  なお、請負作業計画書を届け出なければならない作業は、次の作業とする。 

 １）坑内における作業であって作業期間が一カ月以上のもの。 

 ２）鉱業廃棄物の運搬又は処分の作業 
３）鉱物部門を所管する総局長が鉱山ごとに指定する作業 

２．鉱物事業権所有者は、請負作業計画書の内容を変更したときは、様式第８号の書式 

により、鉱物部門を所管する大臣あてに届け出るものとする。  

  

 
   様式第８号  
 

年月日 
  鉱物部門を所管する大臣 あて 
 
  請負作業計画書について、鉱山保安法第１９条第１項及び鉱山保安規則第４３条 

第１項の規定に基づき、以下のとおり届け出します。 

 請負作業計画書の届出（変更）  

鉱山名(鉱種)  

鉱区番号  

所在地(電話)  
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保安統括者氏名  

１）請負作業の内容： 

２）請負作業の責任者名： 

３）請負作業に従事する労働者数：  

４）請負作業に従事する労働者に対 

する保安教育の実施内容： 

 

５）請負作業期間（開始～終了）：  

添付書類 

 

請負契約の内容を記載し

た書類のコピー 

  

申請者：鉱物事業権所有者氏名 signature 

  

第１０条 法第２０条第１項及び規則第４４条第１項の規定に基づく「特別採掘計画書

の作成及び許可申請」について、次のとおり定める。 

１．鉱物事業権所有者は、特別採掘計画書を申請しようとするときは、様式第９号の書 

式により、鉱物部門を所管する大臣あてに届け出て、許可を受けなければならない。  

  

２．鉱物事業権所有者は、特別採掘計画書の内容を変更した場合も同様に、様式第９号 

の書式により、大臣あてに届け出て許可を受けなければならない。 

 
 

  様式第９号  
 

年月日 
  鉱物部門を所管する大臣 あて 
  
  特別採掘計画書について、鉱山保安法第２０条第１項及び鉱山保安規則第４４条 

第１項の規定に基づき、以下のとおり許可の申請をします。 
特別採掘計画許可申請書（変更）  

鉱山名(鉱種)  
許可鉱区番号  
所在地(電話)  
保安統括者氏名  
特別採掘計画の予定区域  
特別採掘計画に関する事項  （別添書類のとおり）  
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特別採掘計画の着手予定年月日  
  

申請者： 鉱物事業権所有者氏名 signature 
 
３．坑内採掘を行う石炭鉱山又は金属鉱山において海底、河底又は湖沼底の地下の掘削

により鉱害、鉱山災害又は出水のおそれがある場合には、「特別採掘計画に関する事項」

について以下の「添付書類：特別採掘計画書の記載事項」に基づき資料の作成を行うこ

と。 
  

添付書類：特別採掘計画書の記載事項 

１．特別採掘区域の地質に関する事項 

１) 地質の状況（鉱床、上下盤） 

２) 断層の状況 

３) 海底、河底又は湖沼底の状況 

４) 水深及び海底、河底又は湖沼底より鉱床（炭層）までの各種地層の厚さ及び

性質 

５) 海岸、河川又は湖沼の保全施設の状況 

６）地表の施設、農耕地などに及ぼす影響 
２．特別採掘計画に関する事項 

１) 特別採掘区域の稼行鉱床（炭層）の名称、走向、傾斜及び鉱床（炭層）の厚  

  さ 

２) 特別採掘区域の埋蔵鉱量及び可採鉱量 

３) 特別採掘計画図（平面図及び断面図、縮尺は 1/1,000 から 1/10,000 までと

すること。） 

４) 海岸、河川若しくは湖沼の保全施設又は海底、河底若しくは湖沼底に及ぼす 

影響 

３．防水及び排水に関する事項 

１) 堰堤設置計画 

２) 先進ボーリングの実施計画 

３) 坑内水、湧水の排水計画 

４．災害発生時における保安対策に関する事項 

１) 坑内退避路の計画 

２) 警報伝達装置の種類 

３) 緊急時の連絡体制 

５．特別採掘区域を含む鉱山の坑内外図（平面図及び断面図、縮尺は 1/1,000 か 

ら 1/6,000 までとすること。） 
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第１１条 法第２1 条第１項及び第２項並びに規則第４９条第１項及び同第３項の規

定に基づく「鉱害防止対策書の作成及び届け出」については、次のとおり定

める。 

１．鉱物事業権所有者は、鉱害防止対策書を申請しようとするときは、様式第１０号の

書式により、鉱物部門を所管する大臣あてに届け出なければならない。 

  

 

   様式第１０号  

 
年月日 

   鉱物部門を所管する大臣 あて 
 
    鉱害防止対策書について、鉱山保安法第２1 条第１項及び第２項並びに鉱山 

保安規則第４９条第１項及び同第３項の規定に基づき、以下のとおり届け出し 

ます。 
鉱害防止対策書の届出  

鉱山名(鉱種)  
許可鉱区番号  
所在地(電話)  
鉱害防止対策の対象となる施設 

１）施設の種類及び名称 
２）所在地 

（該当する施設ごとに次の表に記載

すること。 以下、同じ。） 

鉱害防止事業の内容  

鉱害防止事業の実施の時期  

鉱害防止事業に必要な資金の額及び

調達方法  

 

 
No.1  坑道関係（水平坑、斜坑、立坑）  

坑道の名称及び所在地  

坑道の構造 (立坑､斜坑､水平坑の別及び主要寸法)  

坑内水の量及び汚染状態  

坑道の使用期間（坑道の使用開始及び終了時期）  

鉱害防止事業の内容  

鉱害防止事業の実施の時期  
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鉱害防止事業に要する資金の額及び調達方法 

（資金の額については、算定根拠となる資料を添付 

 のこと。） 

 

註）本表は、坑道ごとに作成すること。  

 
No.2  捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場 

集積場の名称及び所在地  

集積場の種類  

集

積

場

の

構

造 

集積場の面積及び堆積量  

かん止提又は擁壁の種類及び構造  

排水施設の種類及び構造  

廃水の状況(廃水の水量及び汚染伏態)  

集積場の使用期間（使用開始及び終了時期）  

鉱害防止事業の内容  

鉱害防止事業の実施の時期  

鉱害防止事業に要する資金の額及び調達方法 

（資金の額については、算定根拠となる資料を添付 

 のこと。）  

 

註：本表は、捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場ごとに作成すること。  

  

No.3 坑水又は廃水を処理する施設 

坑水又は廃水を処理する施設の名称及び所在地  

坑水又は廃水を処理する施設の構造   

坑水又は廃水の状況 (坑水又は廃水の量及び汚染状態)  

鉱害防止事業に要する資金の額及び調達方法 

（資金の額については、算定根拠となる資料を添付 

 のこと。）  

 

註：本表は、坑水又は廃水の処理施設ごとに作成すること。 

 
   申請者：鉱物事業権者氏名 signature 

 
２．鉱物事業権所有者は、「鉱害防止対策書」の作成に当たり、「鉱害防止事業の内

容、鉱害防止事業の実施の時期並びに鉱害防止事業に必要な資金額及び調達方法」
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については「添付書類：鉱害防止事業の内容、鉱害防止事業の実施の時期並鉱害

防止事業に必要な資金の額の算定及びその他」に基づき資料の作成を行うこと。  
 
添付書類：鉱害防止事業の内容、鉱害防止事業の実施の時期並びに鉱害防止事業

に必要な資金の額の算定 

(1) 鉱害防止対策の対象となる施設の配置図 

(2) 鉱害防止対策の対象となる施設周辺の地形を記載した図面 

(3) 鉱害防止対策の対象となる施設の構造を記載した図面 

(4) 鉱害防止事業の工事計画の内容並びに同事業の開始及び完了の時期 

(5) 鉱害防止事業の工事設計明細書 

(6) 鉱害防止事業に必要な資金の額の算定根拠となる資料 

 

第１２条 法第２２条第１項及び規則第５０条第４項の規定に基づく「鉱害防止積立金

の積み立て分割に関する申請の手続き」について、次のとおり定める。 

 

鉱物事業権所有者は、鉱物部門を所管する大臣が算定して通知した鉱害防止事業に 

必要な費用の額について、分割して積み立てをしようとするときは、様式第１１号の 

書式により、鉱物部門を所管する大臣あてに鉱害防止積立金の積み立て分割に関する 

届け出をしなければならない。 

 

  様式第１１号  

 

 年月日 

鉱物部門を所管する大臣 あて 
 

YYYY 年の鉱害防止積立金について、鉱山保安法第２２条第１項及び 

鉱山保安規則第５０条第４項の規定に基づき、以下のとおり分割して積み 

立てたいので届け出します。  

 鉱害防止積立金の分割積み立ての届出  
鉱山名(鉱種)  
許可鉱区番号  
所在地(電話)  
鉱害防止対策の対象となる施設 
１）施設の種類及び名称 
２）所在地 

 

鉱物部門を所管する大臣が算定して通知した鉱  
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害防止積立金の額  

鉱害防止積立金を分割して積み立てる内容 
 １）分割の回数 
 ２）各回の積立金の額 
 ３）各回の積立金の額×分割の回数＝合計額 

 

鉱害防止積立金を分割して積み立てを行う理由  

 
  申請者：鉱物事業権者氏名 signature 
 

第１３条 法第２２条第３項及び規則第５２条第１項の規定に基づく「鉱害防止積立金

の取戻し関する申請の手続き」については、次のとおり定める。 

 

鉱物事業権所有者は、鉱害防止積立金を取り戻そうとするときは、様式第１２号の 

書式により、鉱物部門を所管する大臣あてに届け出なければならない。 

  

  様式第１２号  

 

  年月日 

鉱物部門を所管する大臣 あて 
 

   鉱害防止積立金について、鉱山保安法第２２条第３項及び鉱山保安規則 

第５２条第 1 項の規定に基づき、以下のとおり取り戻したいので確認の申請 

をします。 

鉱害防止積立金の取り戻し確認申請書  
鉱山名(鉱種)  
許可鉱区番号  
所在地(電話)  
鉱害防止対策の対象となる施設 
１）施設の種類及び名称 
２）所在地 

 

鉱害防止対策の対象となる施設に係る鉱害防止

積立金の積み立て合計額  
 

取り戻そうとする鉱害防止積立金の額 
鉱害防止事業の内容及びその費用の明細 
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 申請者：鉱物事業権者氏名 signature 
  
第１４条 法第２９条第１項及び規則第５４条第２項の規定に基づき「鉱山災害・事故

報告書の作成及び提出の手続き」について、次のとおり定める。 

 

鉱物事業権所有者は、鉱山災害・事故が発生した日から３０日以内に災害・事故 

 の状況について、様式第１３号の書式により、鉱物部門を所管する総局長あてに届け  

 出なければならない。 

 

  様式第１３号  

  

年月日 

鉱物部門を所管する総局長 あて 

 

  鉱山災害・事故報告について、鉱山保安法第２９条第１項及び鉱山保安規則 

第５４条第２項の規定に基づき、以下のとおり報告します。 

鉱山災害・事故報告書  

１．鉱山名（鉱種）  

２．許可鉱区番号  

３．所在地(電話)    

４．保安統括者名  

５．鉱山災害又は事故の発生年月日  

６．鉱山災害又は事故の内容（種類）  

７．鉱山災害又は事故の発生箇所  

８．罹災者氏名、年齢、職種、罹災程度及び採用年月日  

９．鉱山災害又は事故の発生状況及びその原因  

１０．保安統括者が本鉱山災害又は事故に対して執った

処置の内容 

 

１１．鉱物事業権所有者が本鉱山災害又は事故に対して

執った処置及び今後の保安対策の内容 

 

１２．鉱物事業権所有者が罹災者に対して執った処置の

内容 

 

添付資料  鉱山災害又は事故の発

生時における説明図  
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申請者：鉱物事業権者氏名 signature  
  
第１５条 法第２９条第２項及び規則第５５条の規定に基づき「鉱山保安月報の作成及

び提出の手続き」について、次のとおり定める。 

 

鉱物事業権所有者は、採掘箇所の保安状況及び鉱山災害・事故の発生状況に関す 

る「鉱山保安月報」の作成については、様式第１４号の書式により、毎月末日に取り

まとめ翌月１０日までに、鉱物部門を所管する総局長あてに届け出なければならない。 

 

  様式第１４号  

  

年月日 

鉱物部門を所管する総局長 あて 

 

    鉱山保安月報について、鉱山保安法第２９条第２項及び鉱山保安規則 

第５５条の規定に基づき、以下のとおり報告します。 

鉱山保安月報   

１．鉱山名（鉱種）  

２．許可鉱区番号  

３．所在地(電話)  

４．保安統括者名  

                     

５．鉱山労働者数  坑外   坑内  合計 

１）保安技術管理者数 

   及び作業監督者数  

   

２）鉱山労働者数     

３）請負作業者数     

            

６．採掘作業箇所数及び掘進作業箇所数  

１）採掘作業箇所数  坑内  箇所、坑外  箇所 

２）掘進作業箇所数  坑内  箇所 

  

７．生産状況    

粗鉱生産量（粗鉱品位）         ton/M（％） 

   

８．鉱山災害・事故発生状況 （前月発生状況について個別に記載のこと。） 
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鉱山災害・事故発

生日時  

鉱山災害・事故の

内容 

罹災者数、罹災の程度  摘要 

    

    

    

註）鉱山災害・事故発生状況における「罹災の程度」については、以下の 

とおり取り扱うものとする。 
      １）罹災者が治癒するまでの日数が３日未満は「微傷」   

   ２）罹災者が治癒するまでの日数が３日以上１４日未満は「軽傷」 
   ３）罹災者が治癒するまでの日数が１４日以上は「重傷」 

 
申請者：鉱物事業権者氏名 signature  
   

第１６条 法第３０条第１項及び規則第５６条第２項の規定に基づく「鉱山保安図に用

いる記号」について、次のとおり定める。 

１．鉱山保安図の作成に当たり、鉱山記号で定める記号については「別添－２：鉱山記 

号」のとおりとする。 

 

２．鉱山記号で定める記号に該当するものが見当たらない場合、簡潔かつ平易に事項を

表示することができる記号を用いるものとする｡ 

 
第１７条 法第３１条第１項並びに規則第１１３条第１項及び第２項の規定に基づく 

「車両系鉱山機械又は自動車の構造基準」、「基準に適合しない排気を排出する車両 

系鉱山機械又は自動車の使用の制限及び基準に適合しない燃料油の使用の制限」に 

ついて、次のとおり定める。 

１．石炭鉱山及び金属鉱山等における車両系鉱山機械及び自動車の構造基準について 
は、「別添－３：車両系鉱山機械及び自動車の構造基準」のとおりとする。 
 

２．石炭鉱山及び金属鉱山等における車両系鉱山機械及び自動車の排気の排出基準につ

いては、原動機を無負荷運転している状態で､排気管から大気中に排出される排出物

に含まれる一酸化炭素の体積比で表わした測定値に１．３５５を乗じて得られる値が

０．０６パーセント以下であること｡ 

      排気の排出基準 ＝ CO（体積比）×1.355 < ０．０６％ 

一酸化炭素の測定は､日本工業規格ＪＩＳ Ｋ００９８「排ガス中の一酸化炭素分 

析方法」の規格に適合する測定方法又はこれと同等以上の精度を有する測定方法によ

り行うものとする｡ 
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３．石炭鉱山及び金属鉱山等における坑内において使用する車両系鉱山機械又は自動 
車の燃料油の基準は、日本工業規格ＪＩＳ Ｋ２２０４軽油の規格に適合するもの 
であり、その規格は次のとおりである。 
 軽油のＪＩＳ規格 
引火点（℃） セタン指数 ９０％留出温度（℃） 硫黄分質量（％） 
45～50 以上 45～50 以上 330～360 以下 0.01 質量％以下 

 

第１８条 法第３１条第１項並びに規則第１３１条第２項の規定に基づく「人を昇降さ

せる立坑巻揚装置又は斜坑人車巻揚装置における連結用附属金具及びロープ

の安全率の算定」については、次のとおり定める。  

  
連結用附属金具及びロープの安全率の算定方法については次の算定式によるも 

のとする｡ 

 
F1；最大静荷重に対する安全率（１０以上） 

F2；最大総荷重に対する安全率（５以上） 

Sr；ロープ製造者が示す保証破断力(キロニュートン) 

W；最大静荷重(キログラム)とし、斜坑においては次の算定式により算定するもの

とする｡ 

 

Wt；車両の最大総重量(トン) 

Wr；W が最大になる位置のロープの重量(トン) 

θ ；W が最大になる位置の傾斜角度 

θ’；W が最大になる位置までの全線の平均傾斜角度 

α；車両の摩擦係数 

β；ロープの摩擦係数 

a ；加速度(毎秒毎秒メートル) 

g ；定数(毎秒毎秒 9.8 メートル) 

E；弾性係数(毎平方ミリメートルにつき､９８キロニュートンとして計算 

(1)

(2)
＋E×A×

D
d

Sr
・・・・・・

F1＝
Sr
W

F2＝

W＋W
a
g

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

W＝Wtsinθ＋α･Wtcosθ＋Wrsinθ'＋β･Wrcosθ' ･･････････ (3)
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するものとする｡) 

A；ロープの有効断面積(平方ミリメートル) 

d；最大素線の直径(ミリメートル) 

D；シーブ又はドラムの最小直径(ミリメートル) 

  
第１９条 法第３１条第１項並びに規則第１３２条第１項、第１３２条第２項及び規則

第１３２条第３項の規定に基づく「人以外のものを運搬する巻揚装置におけ

るケージ又は人車を支持する連結用附属金具及びロープの安全率の算定、斜

坑エンドレス巻装置のロープの安全率の算定及び立坑のスカホードを支持す

る連結用附属金具及びロープの安全率の算定」については、次のとおり定め

る。  

１．規則第１３２条第１項及び同第３項の規定に基づく「人以外のものを運搬する巻揚

装置におけるケージ又は人車を支持する連結用附属金具及びロープの安全率の算定

方法並びに立坑のスカホードを支持する連結用附属金具及びロープの安全率の算定

方法については前条の算定式によるものとし、F1；最大静荷重に対する安全率（６以

上）、F2；最大総荷重に対する安全率（３以上）とする。 

２．規則第１３２条第２項の規定に基づく斜坑エンドレス巻装置のロープの安全率の算

定方法については前条の算定式によるものとし、F1；最大静荷重に対する安全率（３

以上）、F2；最大総荷重に対する安全率（２以上）とする。 

 

第２０条 法第３１条第１項及び規則第１３３条第２項の規定に基づく「人を運搬す 

るベルトコンベアのベルトの安全率の算定」については、次のとおり定める。  
 

人を運搬するベルトコンベアのベルトの安全率の算定方法については次の算

定式によるものとする｡ 

F1＝SB／FM×η1×η2 

F2＝SB／(K2･FM･TB) ×η1×η2 

 

F1；最大静荷重に対する安全率（１０以上） 

F2；最大総荷重に対する安全率（５以上） 

SB；ベルト製造者が示す保証破断力(キロニュートン) 

FM；最大張力(キロニュートン) 

η1；接手効率 

η2；材質的安全係数 

K2；加速度係数(１３８として計算するものとする。) 

TB；ベルトの屈曲荷重(キロニュートン)とし、次の算出式により算出す
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るものとする。 

 

TB＝E×A×d／D×n 

 

E；弾性係数（毎 mm2につき、９８キロニュートンとして計算。） 

A；スチールコードの有効断面積（平方ミリメートル：mm2） 

d；スチールコードの最大素線直径（ミリメートル：mm） 

D；最大張力の掛かるプーリの直径（ミリメートル：mm） 

n；スチールコードの本数（本） 

  
第２１条 法第３１条第１項及び規則第１３７条第２項の規定に基づく「人を昇降させ

る立坑巻揚装置における安全率減少の測定方法」については、次のとおり定

める。 

１．ロープの安全率減少に関する点検及び測定及びその結果に基づく廃棄基準につい 
ては次のとおりとする。 
（１）断線に関する点検 
   目視点検にて、ロープ素線が１撚りの間において最外層ストランド中の総索線

数の１０％以上の断線が認められる場合、又はロープ５撚りの間において２０％

以上断線が認められる場合は、当該ロープは廃棄する。 
（２）摩耗に関する計測 
   ノギス等を用いた計測にて、ロープの直径の減少が摩耗により公称径の７％を

超えている場合は、当該ロープは廃棄する。 
   計算例） ロープの公称径∮１０ｍｍ、ノギスを用いた計測結果が７％を超え 

ている場合は廃棄。 
  １０ｍｍ×０．０７＝ ０．７ｍｍ 
  １０－０．７＝９．３ｍｍまでは継続使用が可能 

（３）腐食に関する点検 
   目視点検にて、ロープ素線表面にピッチングが発生して、あばた状となってい

る場合、ロープの内部腐食により素線が緩んだ状態となっている場合は、当該ロ

ープは廃棄する。 
（４）形崩れに関する点検 
   目視点検にて、ロープの形崩れが起きて、キンク及び著しい扁平化、曲がり、

かご状となっている場合は、当該ロープは廃棄する。  
２．連結用附属金具の安全率減少に関する点検及び測定及びその結果に基づく廃棄基 

準については次のとおりとする。 
（１）変形に関する点検 
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   目視点検にて、連結用附属金具に曲がり、ねじれ、歪みなどが認められた場合

は、同附属金具は廃棄する。 
（２）キズに関する点検 
   目視点検にて、連結用附属金具に著しい当たりキズ、切り欠きキズが認められ

た場合は、同附属金具は廃棄する。  
（３）亀裂に関する目視点検及び計測 
  １）目視点検にて、連結用附属金具に亀裂が認められた場合は、同附属金具は廃

棄する。  
  ２）浸透探傷試験方法にて、連結用附属金具に亀裂が認められた場合は、同附属

金具は廃棄する。   
  ３）鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法にて、連結用附属金具に亀裂が認められた場合

は、同附属金具は廃棄する。   
（４）摩耗に関する計測 

ノギス等を用いた計測にて、連結用附属金具の摩耗量が元の寸法の１０％を超 
える場合は、同附属金具は廃棄する。   

（５）腐食に関する点検 
   目視点検にて、連結用附属金具の全体に腐食が認められた場合、又は局部的に

著しい腐食が認められた場合は、同附属金具は廃棄する。  
 

第２２条 法第３１条第１項及び規則第１３８条第２項の規定に基づく「斜坑人車巻揚

装置における安全率減少の測定方法」については、次のとおり定める。 

１．ロープの安全率減少に関する点検及び測定及びその結果に基づく廃棄基準につい 
ては、上記第２１条に定めた内容を適用する。 

２．連結用附属金具の安全率減少に関する点検及び測定及びその結果に基づく廃棄基 
準については、上記第２１条に定めた内容を適用する。 
 

第２３条 法第３１条第１項及び規則第１６１条第５項の規定に基づく「自然発火をし、

又はそのおそれが多い箇所の坑道を密閉する場合における密閉に関する 

一般的な構造」については、次のとおり定める。 



67 
 

 



68 
 

 



69 
 

 



70 
 

第２４条 法第３１条第１項及び規則第１７６条第２項の規定に基づく「坑内水による

鉱害を防止するため、当該坑道の坑口の密閉工事に関する設計及び施工」に

ついては、次のとおり定める。 

１．坑道閉塞技術・工法 

坑道閉塞対策については、休廃止鉱山の坑口などから流出する坑内水に対し、

坑道をコンクリートプラグなどで密閉し坑内水を坑内に封じ込めてしまおうとい

う考えでこれまで実施してきたが、現在用いられている方法は、大別すると、次

の図に示すような３つのタイプに分けられる。 

１）坑道密閉工法（完全密閉・遮水型） 

坑道を密閉して坑内水を完全に坑内に封じ込め、坑口からの坑内水の流出を

ゼロとする工法である。 

２）坑道密閉工法(オーバーフロー型) 

坑道を密閉したとしても、全ての場合が a）の完全遮水型になるわけではな

い。一般に鉱山は多数の坑口を有し、しかも各坑道は坑内で通じていることか

ら、坑道密閉により出口を失った坑内水は、他の坑口などからオーバーフロー

する場合が多い。坑道密閉工法(オーバーフロー型)の利点としては、坑内が湛

水されることにより鉱床の酸化が減少されることで坑内水の水質が向上し、ま

た坑内に貯水されることによる水圧のため 坑内に浸出してくる水量の減少が

期待できる 。 

３）空気遮断を目的とした坑道閉塞工法 

適当な密閉プラグを坑道に設置できない場合や、地表への漏水よって坑道閉

塞が不可能な場合などに検討される技術である。この工法は、坑内に坑内水の

一部を貯め、坑内への空気の侵入を防止する措置を講ずるものであって、密閉

プラグの形状や大きさも坑道密閉の場合とはまったく違っている。 

坑口からの坑内水の流出は止まらないが、空気の侵入が遮断される結果、坑

内の空気が酸素欠損状態となり、鉱床の酸化が減少することで水質が向上する。

この他、これら技術、工法の組合せによって、坑内水処理を行う場合のケース

として、ⅰ）閉塞部のバルブ操作によって坑内水の流量の平準化、調節を図る

方法、ⅱ）復数の坑口を閉塞して坑内水処理を一本化して行う方法などがあり、

この組み合わせを図ることにより坑内水の処理コストの低減が可能となる。 
  1) 坑道密閉 

(完全密閉タイプ) 

2) 坑道密閉 
(オーバーフロー型) 

3) 空気遮断 
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２．坑道密閉工法を実施するに当たり閉塞プラグを無筋コンクリートで構築する場合、

閉塞プラグの長さは原則として次に掲げる計算式によって計算する。 

 
     PA 

L＝――― × Fs 
    τal 
 

L   ：閉塞プラグの長さ (m) 

p   ： 閉塞プラグにかかる水圧 (t／m2) 

A   ： 閉塞プラグの前面の断面積 (m2) 

τa   ： 許容剪断強度 (閉塞箇所の岩磐の強度がコンクリートの強度より

大きい場合にあっては 55 t/m2とし，小さい場合にあっては試験等

によって得られる岩盤の値とする。）     ( t／m2) 

l     ： 閉塞プラグの平均周長 (m) 

Fs    ： 安全率 ( 2 を標準とする。) 

 

 

鉱床 鉱床 鉱床

オーバーフロー
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第２５条 法第３１条第１項及び規則第２４３条の２第１項の規定に基づく「坑内作業

場における空気中の粉塵濃度及び粉塵中の遊離珪酸の含有率に応じた作業環

境の評価」については、次のとおり定める。 

 

坑内作業場における空気中の粉塵濃度及び粉塵中の遊離珪酸の含有率に応じた作 

業環境の評価については、「鉱山における粉塵濃度測定・評価マニュアル」中、「Ⅱ． 

粉塵濃度の測定値算定方法及び測定結果の評価法」により作業環境の評価を行うもの 

とする。  

 
第２６条 法第３１条第２項及び規則第２６６条の８第２項の規定に基づく「爆発性炭

塵の飛散集積した試料を採取すべき箇所、同試料の採取の方法及び不燃性物

質の量の測定方法」については、次のとおり定める。 

 

岩粉散布の実績を示す試料を採取すべき箇所、試料の採取の方法及び時期並びに不

燃性物質の量の測定方法を次のように定める。 

（１）採取箇所 

試料は次の箇所（爆発性の炭塵が飛来集積する箇所に限る。）において採取する

ものとする。但し、次の２）及び３）に定める箇所において、これらに近接して４）

に定める箇所がある場合には、省略することができるものとする。 

１）採炭作業場の肩部及び深部において（又は掘進作業場）を起点として、入気

側及び排気側へほぼ３０ｍの距離区間の３箇所 

２）主要運搬坑道（立坑及び水平坑道を除く。）における５００ｍ未満のほぼ等

間隔で定めた５箇所以上の箇所 

３）主要運搬坑道以外の運搬坑道（立坑を除く。）及び主要運搬水平坑道におけ

前
面 

前
面 

側面図 

平面図 

坑口 

坑口 
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る５００ｍ未満のほぼ等間隔で定めた箇所 

４）石炭の積込口及び積み換え場 

５）その他必要な箇所 

（２）採取方法 

試料は、次の方法により採取するものとする。 

１）試料は、坑道の横断面の周囲に沿って、幅２０ｃｍ以上の帯状に採取するこ

ととし、天井及び側壁については集積部分のすべてを、床面については集積

部分の２ｃｍの深さまでを採取すること。 

２）試料は、前号１）に定める箇所を除き、床上部（床上及び坑道高さの 2／3

の位置までの側壁をいう。以下同じ。）と天井部（天井及び床上部に含まれな

い側壁をいう。以下同じ。）について別々に採取すること。 

３）試料は、床上、床上部の側壁、天井部の側壁、天井の順に採取し、風下の箇

所から行うこと。この場合において風により採取に支障を来さないよう注意

すること。 

（３）採取時期 

１）新たに採炭作業場が設定された場合には、その設定により爆発性の炭塵が飛

来集積することとなった坑道については、採炭作業場の設定後 1 箇月以内に

試料を採取するものとする。 

２）その他の箇所については６箇月に 1 回以上採取するものとする。 

（４）不燃性物質の量の測定方法 

不燃性物質の量の測定は、日本工業規格 JIS Z8801 に定める寸法８４０ミク

ロン(２０メッシュ)の網ふるいを通過した試料について、次の方法によって行う

ものとする。 

１）水分については、日本工業規格 JIS M8811 に定める工業分析法（全水分の

分析方法）又は水分測定器によって測定した付着水分値に炭層中の石炭部分

から採取した試料について、日本工業規格 JIS M8812 に定める工業分析法（恒

湿試料水分の分析方法）により測定した恒湿試料水分（固有水分）値を加え

る方法による。 

２）水分以外の不燃性物質については、ボリュメノメーター若しくは坑内偏光顕

微鏡による分析方法又は日本工業規格 M8812 に定める工業分析法（灰分の分

析方法）による。 

  
第２７条 法第３１条第１項及び規則第２７０条の２第１項の規定に基づく「坑外の屋

内作業場における空気中の粉塵濃度及び粉塵中の遊離珪酸の含有率に応じた作業

環境の評価」並びに規則第２７０条の３第２項の規定に基づく「坑外の屋内作業

場における作業環境の評価に基づく措置後の再評価」については、次のとおり定
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める。 

 

坑内作業場における空気中の粉塵濃度及び粉塵中の遊離珪酸の含有率に応じた作 

業環境の評価については、「鉱山における粉塵濃度測定・評価マニュアル」中、「Ⅱ． 

粉塵濃度の測定値算定方法及び測定結果の評価法」により作業環境の評価を行うもの 

とする。  

  
第２８条 法第３２条第１項及び規則第２８２条の規定に基づく「緊急時における他人

の土地への立ち入り又は一時にこれの使用に関する手続き」については、様式第

１５号のとおり定める。 

  
 

  様式第１５号  

  

年月日 

鉱物部門を所管する大臣 あて 

 

    緊急時における他人の土地への立ち入り又はこれの一時使用に関して、 

鉱山保安法第３２条第１項及び鉱山保安規則第２８２条の規定に基づき、 

以下のとおり許可の申請をします。 

緊急時における他人の土地への立ち入り

又はこれの一時使用に関する許可申請  

 

１．鉱山名（鉱種）  

２．所在地(電話)  

３．鉱物事業権所有者名  

４．保安統括者名  

５．他人の土地に関する事項 

 １）土地の住所 

 ２）土地の占有者の氏名又は名称  

 

６．他人の土地に立ち入る目的及び使用の目

  的 

 

  

    
申請者：鉱物事業権者氏名 signature  
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鉱山保安法令に規定する手続き及び記載事項に関する規則（NO.2） 

 
別添－１） 

      ABE 鉱山の保安内規（モデル例）  

（目 次） 

第 １ 章 鉱山保安管理体制 

1 - 1 鉱山保安管理体制 

 

第 ２ 章 保安委員会 

2 - 1 委員の選任方法  

2 - 2 開催頻度 

2 - 3 運営 

2 - 4 審議結果の記録に関する事項 

 

第 ３ 章 保安を推進するための活動 

3 - 1 保安を推進するための活動の実施体制及び内容 

3 - 2 保安を推進するための活動の記録に関する事項 

 

第 ４ 章 保安教育 

4 – 1 保安教育の対象者、保安教育の程度及び保安教育方法.  

4 - 2 再教育の程度及び方法 

4 - 3 保安教育の記録に関する事項 

 

第 ５ 章 鉱山災害・事故又は鉱害問題発生時の対応 

5 - 1 連絡体制 

 5 - 2 避難の方法 

5 - 3 罹災者の救護方法 

5 - 4 鉱山災害・事故又は鉱害問題発生時における各作業場又は施設における措置  

 

第 ６ 章 鉱業権者が講ずべき措置を実施するための具体的な事項 

6 - 1 機械、器具及び工作物の使用 

6 - 2 坑内採掘場における落盤及び崩壊の防止並びに露天採掘場における岩盤崩壊 

及び浮石落下による危険の防止 

6 – 3 火薬類の取扱い 

6 – 4  車両系鉱山機械及び自動車 
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6 – 5  坑内の通路、就業箇所及び飛散粉塵の管理 

 

6 – 6  坑外の通路、就業箇所及び飛散粉塵の管理 

6 – 7 毒物及び劇物の取扱い並びに毒劇物を含有する廃水の処理 

6 - 8 火気の取扱い 

6 - 9 退避及び救護の訓練の実施方法 

6 – 10 捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場の管理 

6 - 11 坑内水又は廃水の発生施設及び処理施設の管理 

6 – 12 騒音の発生施設及び防止施設の管理 

6 – 13 振動の発生施設及び防止施設の管理 

6 – 14 鉱煙発生施設及び鉱煙処理施設の管理 

6 – 15 粉塵発生施設及び粉塵処理施設の管理 

6 – 16 鉱業廃棄物に関する管理 

6 – 17 毒物又は劇物の管理 

6 – 18 土地の掘削に関する管理 

 

第 7 章 保安確保のための実施体制、措置及び評価方法 

7 - 1 保安確保のための実施体制  

7 - 2 保安活動の実施状況の確認 

7 - 3 保安活動の実施状況の評価 

7 - 4 確認結果及び評価結果の記録 

 

第 8 章 保安内規の見直し、変更 
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第 １ 章  鉱山保安管理体制  

鉱物事業権所有者は、ABE 鉱山の鉱業所長を保安統括者、鉱業部長を保安統括者代理者及び保

安技術管理者として選任する。 

 

１－１ 鉱山保安管理体制 

ABE 鉱山では、鉱山事務所における組織と整合させて、以下のとおり鉱山保安管理体制を構成

する。 

また、鉱物事業権所有者は、保安統括者の下に、保安技術管理者、副保安技術管理者、作業監

督者を選任し配置する。 

「ABE 鉱山の鉱山保安管理体制」については、別途表示する。 

（１）保安統括者が不在時には、保安統括者代理者がその職務を行なう。  

（２）保安統括者は鉱業所長 、保安技術管理者は鉱業部長 、副保安技術管理者は 

該当する業務担当の部長職、作業監督者は該当する業務担当の課長、係長及 

び係員を当てる。 

 
第 ２ 章 保安委員会  

【目 的】 

保安委員会は、ABE 鉱山における保安施策に関する決定機関であり、保安に関する重要事項

を討議、審議し決定承認する。また、保安統括者及び保安技術管理者の保安に関する職務につ

いて協力すると共に、必要に応じて助言や勧告を行う。  

 

２－１ 保安委員会の委員の選任方法 

（１）保安委員会は、保安統括者が務める議長、鉱物事業権所有者が推薦した委員、組合又は

鉱山労働者が推薦した委員及び事務局により構成される。 

（２）委員の半数は保安技術管理者又は作業監督者及び、鉱物事業権所有者が鉱山労働者の中

から推薦した委員で組織し、残る委員の半数は、鉱山労働者の中から労働組合又は鉱山労

働者が推薦した委員で組織される。   

（３）委員の任期は、1 年とし、再任も可能とする。委員に変更が生じたときは後任者を選任

し、その任期は、前任者の残任期間とする。 

（４）保安委員会の事務局は環境保安部が担当し、環境保安部長が事務局長となる。 

（５）保安委員会の決議及び承認があれば、オブザーバー及び委員以外の出席者を参加させる

ことができる。 

 

２－２ 開催頻度 

（１）保安委員会は、毎月１回開催する。但し、保安統括者が必要と認めたとき、若しくは委
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員の 2 分の 1 以上が要求した時には、臨時に開催する。 

 

２－３ 運営 

（１）保安委員会は、3 分の 2 以上の委員が出席しないと開催することができない。 

（２）保安委員会では、重要な保安施策、保安施策の執行状況 、鉱山災害・事故又は鉱害問題

などの重要な報告事項、保安教育のカリキュラム、保安内規に関わる事項を検討・審議す

る。 

（３）委員会の議決は 、出席した委員の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は、議長

がこれを決する。 

（４）オブザーバー及び臨時の出席者については、発言は出来るが議決権は有さない。 

 

２－４ 審議結果の記録に関する事項 

（１）保安統括者は、委員及び事務局の協力を得て、全鉱山労働者に保安委員会での審議結果な

どの議事録について配布することにより、その周知を図る。 

（２）保安委員会の議事録は、開催の都度作成し、３年間保存する。 

 

第 ３ 章 保安を推進するための活動 

３－１ 保安を推進するための活動の実施体制及び内容 

（１）活動の内容 

１）年間保安計画 

保安統括者は、保安委員会の事務局長（環境保安部長）に指示して年間の重点保安施

策を定め、それらを確実に推進するために年間保安計画を作成し、保安施策を実施す

る。 

２）継続的な保安活動 

ABE 鉱山は年間保安計画に定めた重点保安施策のほか、以下の保安推進活動については

継続的な保安活動として取り組むものとする。 

a）危険要因の低減推進活動 

b）設備の信頼性向上推進活動 

c）日々の安全推進活動 

d）安全運転推進活動  

（２）実施体制 

１) 保安を推進するための活動は、保安統括者を頂点（トップ）として、ABE 鉱山の実務遂

行する全員が一丸となって取り組むものとする。 

２) 年間保安計画及び保安推進活動については、保安委員会の事務局（環境保安部）が関

連部署の協力を得て策定し、保安統括者の了承を得た後、保安委員会で年間保安計画案
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及び保安推進活動暗の審議、議決を得て実行する 。 

３) ABE 鉱山の各部署は、年間保安計画及び保安推進活動については各部署での「年間生

産・保安計画」の中に取り込み実行する。 

  

（３）評価方法 

「第７章 保安を確保するための実施体制、措置及び評価方法」を参照のこと。 

 

３－２ 保安を推進するための活動の記録に関する事項 

保安委員会事務局（環境保安部）では、「年度保安計画」及び各部署の「年間生産・保

安計画」の実施状況、保安統括者及び関係者による定期的なヒヤリング結果を記録し、

保存する。また、それらの記録を次年度の保安計画に反映させる。 

 

第 ４ 章 保安教育  

４－１ 保安教育の対象者、保安教育の程度及び保安教育の方法 

（１）目的、保安教育の対象者 

安全かつ円滑に必要な業務を遂行するため、各々の作業分野における鉱山労働者に対する

保安教育及び技術習得の内容を定める。 

 

（２）保安に関わる教育体系は、次の 3 分野から構成する。 

１） 保安に関する基礎教育 

a） 一般保安教育 

b） 鉱物事業権所有者が推進する鉱山保安法の技能講習 

２） 鉱山技術系教育プログラムの保安に関連する教育 

３） 鉱山保安・環境関係の資格取得のための受講学習 

 

（３）保安教育の項目、内容、程度及び方法  

１） 保安に関する基礎教育 

a) 一般保安教育 

 （一部を例示） 

作業分野 内 容 方 法 教育程度  

火薬類を使用

し発破する作

業 

（当該作業に

係る補助作

1 学科教育 

1) 火薬類の知

識 

2）火薬類の取

扱方法 

保安内規、作

業手順書及び

関係法令、そ

の他安全に関

わる技術資料

1 学科教育 

1）火薬の知識： 4h 以上 

2）火薬の取扱方法： 

4h 以上 

3）発破作業方法：4h 以上 
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業） 

 

 

3）発破作業方

法 

4)関係法令 

 

2. 現場実習 

 (OJT) 

 

による個別・

集合教育及び

OJT 

 

 

 

 

4)関係法令:      2h 以上 

 

2. 現場実習：  10 日以上 

毒物及び劇物

の取扱い作業 

 

1. 学科教育 

1) 毒物及び劇

物の化学的

性質 

2) 毒物及び劇

物の取扱い

及び処理  

3）関係法令 

 

2. 現場実習 

 (OJT) 

保安内規、作

業手順書及び

関係法令、そ

の他安全に関

わる技術資料

による個別・

集合教育及び

OJT 

  

 

 

1. 学科教育： 

1) 毒物及び劇物の化学的

性質:        4h 以上 

2) 毒物及び劇物の取扱い

及び処理:    4h 以上 

3) 関係法令:    2h 以上 

 

2. 現場実習：  5 日以上 

 

 

 

 

 

新入社員 1.学科教育 

1) 安全及び衛

生に関する

基本 

2）交通安全に

関する基本 

3) ABE 鉱山の

概況 

4) 関係法令  

2. ABE 鉱山の

施設見学 

1 テキスト、

ビデオ等に

よる集合教

育 

 

1 学科教育 

1) 安全及び衛生に関する

基本:    2h 以上  

2）交通安全に関する基

本：    2h 以上  

3) ABE 鉱山の概況： 

        2h 以上 

4) 関係法令：  2h 以上  

2. ABE 鉱山の施設見学：   

4h 以上  

 

* 教育担当者は、原則として作業監督者又はそれ以上の役職の者が担当する。 

* 教育が免除される資格を有する者は、教育の対象から除外しても良い。 

 

(４）転入者、請負業者の保安教育 

１）転入者については、その作業経験等を勘案し、保安に関する基礎教育及び作業手順書な

どを活用して、必要な教育を行う。 
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２）請負業者に対しては、その責任者及び監督者に対して指定した作業について、資格、経

験、能力などを勘案した上で、作業仕様書、作業マニュアル及び保安教育用資料を活用

して、工事を安全かつ確実に行うための教育を行う。 

３）請負業者に対しては、作業開始前に、作業従事者全員に保安教育を実施すると共に、そ

の記録を保存する。 

 

４－２ 再教育の程度及び方法 

（１）再教育の実施 

以下のような場合に、保安教育を担当する環境保安部は関連部署の協力を得て、再教育を

実施する。 

鉱山災害・事故又は鉱害問題が発生した場合には、鉱山災害・事故（鉱害問題）防止検討

委員会（環境保安部が事務局となり、環境保安部長が事務局長を務める。）で、その原因と対

策を検討、究明した後、対象となる部署に対して必要な再発防止教育を実施する。 

（２）安全・保安状況調査において保安上問題となる事象が認められた場合 

１）鉱山災害・事故（鉱害防止）防止検討委員会でその原因と対策を検討、究明した後、

対象となる部署に対して必要な再発防止教育を実施する。 

２）リスクアセスメント手法による危害（鉱害）要因の発見、分析、評価、改善策の検討

及び改善策を実施する。 

 

４－３ 教育の記録に関する事項 

保安教育を実施した場合、実施した部署は、実施時期・期間、教育者、対象者、教育成

果等について「所定の用紙」に記録し、保存する。 

 
第 ５ 章  鉱山災害・事故又は鉱害問題発生時の対応  

５－１ 連絡体制 

（１）連絡体制（緊急連絡系統図、緊急報告時の基本） 

１）鉱山災害・事故又は鉱害問題などの緊急事態の発生に際し、鉱物資源総局、関係の地

方部局、及び会社関係者への連絡を速やかに実施できるよう「緊急連絡体制図」を定

め、各部署、司令室及び主要な鉱山施設などの必要箇所に掲示する。  

２）「緊急連絡体制図」は、人事異動があった場合などは、速やかに最新のものを作成し、

配布する。  

３）緊急時の報告は、5 W 1 H（いつ（When）、どこで（Where）、誰が（Who）、何を

（What）、なぜ（Why）、どうした(How））と、簡潔明瞭な報告を行うものとし、鉱山保

安上席者から鉱山労働者までその周知徹底を図る。 

４）鉱山災害が発生した場合は、別途定めた「鉱山災害・事故又は鉱害問題対応マニュア
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ル」に基づいて対応する。 

（２）鉱山災害・事故又は鉱害問題の拡大防止措置  

１）初期対応 

a）台風、豪雨などの自然災害発生時 

台風、豪雨などによる自然災害が発生した場合及びその警戒宣言が発せられた場合

は、別途定めた「鉱山災害・事故又は鉱害問題対応マニュアル」に基づいて対応す

る。 

b）鉱山災害・事故又は鉱害問題発生時 

鉱山災害・事故又は鉱害問題の発見者は、別途定める「緊急連絡体制図」に従って

速やかに作業監督者又は司令室に連絡し、その指示に従うものとする。 

   c）火災発生時 

① 火災の発見者は、別途定める「緊急連絡体制図」に従って速やかに作業監 

督者又は司令室に連絡し、その指示に従うものとする。  

    ② 火災が可燃性ガスなどの引火性の高い施設、ガスタンクの近くで発生した場合は、ガ

ス貯蔵物を安全な場所に移設するか、安全な方法でガスを大気中に放散させる。 

（３）鉱山災害・事故（又は鉱害問題）対策本部の設置 

１）鉱山災害・事故（又は鉱害問題）が発生した場合、総合的に対応し、防災対策の実施

を効果的に推進するため、ABE 鉱山内に「鉱山災害・事故（又は鉱害問題）災害対策本

部」を設置する。 

a)鉱山労働者が３名以上罹災した鉱山災害・事故（又は鉱害問題）が発生した場合  

b)鉱山施設において大規模な火災又は爆発などの災害が発生した場合 

c)捨石集積場又は沈殿物集積場において、堤体が決壊するなどして堆積物 

が流出した事故が発生した場合 

d)鉱山災害・事故（又は鉱害問題）発生で、保安統括者が「鉱山災害・事故（又は鉱

害問題）対策本部」の設置が必要と判断した場合 

２) 「鉱山災害・事故（又は鉱害問題）対策本部」は ABE 鉱山の会議室に設置し、保安

統括者が同対策本部長となる。また、必要に応じて「現場対策本部」は司令室に設置

し、保安技術管理者が現場対策部長となる。 

３）その他の措置については、別途定めた「鉱山災害・事故又は鉱害問題対応マニュア

ル」に基づき対応する。 

（４）消火隊の編成 

１）ABE 鉱山の消火隊 

a) 鉱山施設部長を隊長とし、鉱山施設部を中核とする消火隊を編成する。  

b）保安統括者は、鉱山施設以外にも必要に応じ消火隊の編成を指示する。  

c) 消火隊の構成員に変更の必要がある場合は、その都度見直しを適宜行う。  
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d）「鉱山災害・事故又は鉱害問題対応マニュアル」に基づき定期的に以下の消火訓練

を実施する。 

① 消火設備の使用方法 

② 火災時における消火方法 

③ 火災時における緊急連絡体制 

④ 罹災者の救護方法（救命講習の受講） 

２）消火隊の役割 

a) 火災現場へ急行 

b) 消火器による初期消火活動支援 

c) 公設消防の誘導 

d) 火災時の延焼防止、現場の警戒 

e) 消火設備の使用方法に関する教育の支援 

 (５) 鉱物資源総局への報告が必要な鉱山災害・事故又は鉱害問題の発生   

鉱山災害・事故又は鉱害問題  報告の期限 

１）死者又は４週間以上の休業見込みの負傷

者を生じた鉱山災害が発生したとき。 

２）鉱害問題が発生したとき。 

１）直ちに鉱物資源総局長に報告 

２）発生後３０日以内に「鉱山災害・

事故又は鉱害問題報告書」の提出 

 

(６) 報告の記録 

１）環境保安部は、鉱山災害・事故又は鉱害問題の報告の記録について、鉱物資源総局長

に届け出したものは、５年間保存する。  

(７) 分析と防止対策の活用 

１）鉱山災害・事故又は鉱害問題が発生し、その措置が完了した段階で、保安統括者は、

状況の詳細把握・原因究明を行い、作業手順書の見直し、改善や保安再教育などを行

い、鉱山災害・事故又は鉱害問題の再発防止に努める。   

２）鉱山災害・事故又は鉱害問題の原因についての分析結果や再発防止対策などについて

は、次年度の年間保安計画や作業手順の改善に反映させる。  

 

５－２ 避難の方法 

（１）作業監督者は、鉱山労働者に対する危害が発生し、又は発生する危険があると判断した

場合は、作業中止を含めた危害回避のための必要な措置を講ずる。 

（２）退避を行った場合、その終了時に作業監督者は人員点検を行い、全員退避したかどうか

を確認する。 

 

５－３ 罹災者の救護方法 
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（１）鉱山災害・事故又は鉱害問題の発見者は、罹災者がいる場合、直ちに病院への搬送の手

配をし、その後、「緊急連絡体制図」に従って司令室、鉱山上席者、関係者へ報告をする。  

（２）鉱山災害・事故又は鉱害問題の発見者は、病院への搬送車が到着後、可能な場合は罹災

者に同行する。なお、鉱山災害・事故又は鉱害問題の処置などで同行が困難な場合は、そ

の旨を環境保安部又は総務部へ緊急連絡し対応を依頼する。   

 

５－４ 鉱山災害・事故又は鉱害問題の発生時おける各作業場又は鉱山施設における措  

   置 

各施設の管理担当部署では、以下の項目を実施する。 

（１）各担当部署は、負傷者の手当てに必要な救急用具及び材料を作業場又は鉱山施設付近に

配置すると共に、救急用具及び材料の設置箇所及び使用方法並びに救急方法について鉱山

労働者に事前に周知する。 

１）包帯材料、ピンセット及び消毒薬 

２）高熱物体を取扱う作業場その他火傷の危険がある作業場には、火傷薬 

３）重傷者が生じる危険がある作業場には、止血帯、副木類 

４）担架 

（２）各作業場、鉱山施設及び車両系鉱山機械には、初期消火のための消火器を設 

置する。 

（３）日常点検において倒木などにより、施設に損傷を及ぼす恐れのある箇所は事前に除去し

ておく 。 

（４）鉱山災害・事故又は鉱害問題の発生を想定し、鉱山施設の適切な操作方法を作業手順化

しておく。 

（５）応急措置資材を最低限確保しておく。  

（６）第三者による故意若しくは過失による施設損傷を防止するため、各施設には火気厳禁、

立入禁止、連絡場所等を明記した標識、また必要に応じて地下埋設物の埋設表示を設置す

る。 

（７）施設周辺での他企業者による工事が予定される場合は、鉱山労働者に対して注意を促す

と同時に、鉱山の施設に影響があると認められる場合は、必要に応じて工事の立会を実施

する。また、保安を確保するうえで適宜巡視回数を増やす。 

（８）大雨、台風などによる自然災害に備え、必要に応じて以下の対応を行う。 

１）テレビ、ラジオ、インターネットなどの情報は、予測段階、災害発生時とも逐次環境

保安部が情報収集し、関係部署に情報提供する。 

２）要注意箇所は、必要に応じて巡視回数を増やす。 

３）予め連絡体制の再確認、緊急要員の確認と確保、待機などの措置をとる。 

４）露天採掘現場などで採掘作業などを実施している場合は、天候状況を判断し、保安対
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策を実施した上で作業の中止を指示する 。 

５）応急処置等の必要資材及び補修のための要員を確保しておく。 

６）大雨、台風などの場合は、その通過後に安全を確認するため、各施設の総点検を実施

する。 

 

第 ６ 章 鉱業権者が講ずべき措置を実施するための具体的な事項 

６－１ 機械、器具及び工作物の使用 

対象となる機械、器具及び工作物の使用方法及び作業方法などについては、別途 「ABE 鉱山

の機械、器具及び工作物に関する使用及び点検基準」に定める。 

 

６－２ 坑内採掘場における落盤及び崩壊の防止並びに露天採掘場における岩盤崩壊及び浮石落

下による危険の防止 
 （１）坑内における採掘作業場及び掘進作業場では、落盤及び崩壊を防止するため以下の措置を

講じるものとする。 
   １) 落盤又は崩壊の恐れが多いときは、速やかに、天盤及び側壁の岩盤の状態 

に適応する支柱を設ける。  
２) 坑道の掘進箇所においては、先受け又は作業面押えを設ける。  
３) 支柱の材料は適当な箇所に配置する。  
４) 折損、腐朽した支柱は、速やかに取り替え又は補強する。  
５) 保安のため必要がある箇所には、岩盤の状態に適当するような鉱柱又は炭 

柱を設ける。  
６) 採掘が終了した箇所には保安のため必要があるときは支柱、土砂又はその他 
の資材による充填などの適切な処置を行う。 

７) 作業前及び作業中、岩盤、側壁及び作業面を検査し、浮石を落とすなどの必 
要な処置を行う。 

      ８) 坑道の天盤、側壁の浮石を落とすため適当な器具が備える。  
 （２）露天の採掘作業場においては岩盤の崩壊及び浮石の落下による危険を防止す 

るため以下の措置を講じるものとする。 
   １) 露天採掘を実施するに当たっては、表土はあらかじめ安全な方法で除去する。  
   ２) 採掘作業場の切羽は、適当な高さ及び奥行きを有する階段を設けると共に、 
    その採掘壁については安全な高さ及び傾斜を保持する。  
   ３) 採掘作業場では浮石は安全な方法で除去するものとし、必要に応じて浮石落 

下による危険を防止のための設備を設ける。   
   ４) 残壁は、崩壊を防止するため、岩盤の状態に応じて安全な傾斜を保持する。  
   ５) 墜落の危険の多い作業箇所では、適当な足場を設けるほか、墜落防止網又は 
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腰綱などの適当な墜落防止設備を設ける。 
６) 採掘作業場において浮石の落下、転石による危険の恐れが多いときは、小段 

の上下では同時作業は行わない。  
７) 降雨による危険の恐れが多いときは、作業を中止し、又は危険区域への立入を禁止する

などの適当な措置を行う。 
８) 鉱山外へ、飛石又は転石による危険の恐れが多いときは、適当な防護設備を設け、又は

立入禁止区域の設定、且つ見張人を配置し、警標を掲げるなどの必要な措置を講じる。  
９) 坑井などに鉱石を投下する作業を行うときは、車両系鉱山機械又は自動車 

の転落を防止するため、車止めを設けるなどの適当な措置を講じる。  
１０) 露天採掘場を廃止又は休止しようとする時は、残壁及び採掘壁は崩落を防 

止するため安全な傾斜とし、又墜落及び転石などによる危害を防止するため 
の必要な措置を講じる。  

１１) 坑外保安兼発破担当の作業監督者は、岩盤の緩み、滑りなどによる崩壊の 
恐れが多い箇所及び表土際で浮石の生じ易い箇所を毎作業時間に 1 回以上 
検査を行う。  

１２) 採掘作業に従事する鉱山労働者は、作業前及び作業中に岩盤の状況を検査し、 
適当な器具を使用して、浮石を落とすなどの必要な処置を講じる。  

 

６－３ 火薬類の取扱い 

（１）火薬類の取扱い者 

１）火薬類担当の作業監督者及び発破担当の作業監督者 

第 1 章 保安管理体制、1 – １ 保安管理体制の構成に定める要件を満たす中から

鉱物事業権所有者が選任した火薬類担当の作業監督者及び発破担当の作業監督者だけ

が ABE 鉱山では火薬類の取扱いが認められる者である。 

２）発破作業の補助作業者 

第４章、４－1 保安教育の対象者、保安教育の程度及び保安教育の方法に定めた発

破作業の補助作業に定める教育を終了した者であって、発破担当の作業監督者の指示

により、発破の補助作業を行う。 

（２）火薬類の受渡し、返還 

１）火薬類の受渡における措置 

a）採掘作業場において火薬類を使用する時は、発破担当の作業監督者が「火薬類請求

票」に必要とする火薬数量を記載し、火薬類担当の作業監督者に請求する 。 

b）火薬類担当の作業監督者は、払い出した火薬類の数量を「火薬類受渡簿」に記録す

る。 

c）発破担当の作業監督者は、発破作業において残余の火薬類が発生した場合には、火薬
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類担当の作業監督者に速やかに返還する。火薬類担当の作業監督者は、返還された火

薬類の数量を確認し「火薬類受渡簿」に記録する。 

 d) 発破担当の作業監督者は、発破作業において使用した火薬類、残余が生じたことで返

還した火薬類の数量について「保安日誌」に記載する。 

  ２）火薬類の一時存置 

a)採掘作業現場では、発破作業を行う付近に、安全な方法で火薬類を一時存置するこ

とができる。 

b)火薬類を一時存置する場所は、車両系鉱山機械又は自動車が通行することがない安

全な場所を選び、その周囲には柵囲の設置、その付近には「立入禁止」、「火気厳

禁」の警標を掲げる。 

（３） 火薬類による危害防止の措置 

１）暴発防止 

a) 火薬類を収納する容器は、ポリエチレン、塩化ビニィール又は木製の電気不良導体

の箱又はコンテナーであって、その内部に鉄類が出ていないものを使用する。 

b）工業雷管又は電気雷管などの火工品と爆薬とは、それぞれ隔離して容器 

に収納する。 

（４）火薬類を使用する作業場（一時存置場所も含む）における措置 

１）火気の使用を禁止する。 

２）火薬類の取り扱いに必要な物以外は置かない。 

３）火薬類の取扱い有資格者しか、火薬類の取扱い作業をさせない。 

（５）発破時の安全措置  

  １）発破担当の作業監督者は、安全な箇所において電気雷管を爆薬に取り付け 

る。 

    ２）発破作業を行うことを周囲の作業者に警告し、安全な場所に退避させる。３）見張り

人を配置し、安全を確認すると共に「発破」の合図であるサイレン 

を鳴らす。 

    ４）発破担当の作業監督者は、安全な場所において、導通チェックを実施した後、発破の

点火を行う。 

        ５）発破後、発破担当の作業監督者は、発破母線を点火器から外し、電気点火法の場合は

５分以上、その他の点火法の場合は１５分以上経過してから発破作業箇所において危険

の有無を確認する。 

（６）不発時の火薬類による危害を防止するための措置 

１）装填した火薬類が点火後爆発しないとき、又はその爆発の確認が困離であるとき

は、次の措置を行う。 

a) 発破母線を点火器から外した後、不発の発破孔に新たに装薬して殉爆 
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 させる。 

ｂ）不発の発破孔にゴムホースの水流又は圧縮空気により、不発の火薬類を回収す

る。 

c) 不発の発破孔から０．５ｍ以上離れた位置から平行に穿孔して発破し、不発火薬

類を殉爆させる。 

d) 不発火薬類が回収できないときは、手作業にて鉱物又は岩石の積み込み作業を行

い、安全な方法で処分を行う。 

 （７）紛失又は盗難防止の措置 

１）火薬類を取扱い有資格者以外の者の立ち入りを禁止する。 

２）万一、火薬類の紛失、盗難その他の火薬類についての事故が発生したときは、別途

定める「緊急連絡体制図」に従い、火薬類担当の作業監督者又は発破担当の作業監

督者は直ちに保安技術管理者又は保安統括者へその旨を報告し、鉱物資源総局のほ

か関係の行政機関に報告する。  

 

 ６－４ 車両系鉱山機械及び自動車 

  （１）鉱山における車両系鉱山機械及び自動車については、その使用にあたっては 

以下の事項を順守する。 

    １）岩石の落下及び墜落などの危険が生ずるおそれがある場所で使用する車 
      両系鉱山機械及び自動車には堅固なヘッドガードを備え付ける。  
       ２）作業開始前には、車両系鉱山機械又は自動車の点検を実施する。  
        ３）車両系鉱山機械及び自動車には、積載物の重量又は乗車人員の制限を超え 

て積載し、又は乗車させない。 
４）車両系鉱山機械のブーム、アームを上げ、その下で点検、修理などの作業 

を行うときは、安全支柱、安全ブロックなどを使用するなどの適当な措置 

を講じるものとする。  

５）車両系鉱山機械又は自動車は、安全な速度と方法による一般的交通ルール 
を守って運転する。 

６) 車両系鉱山機械又は自動車を運転する資格者は、車両から離れるときは以下の措置を

講じるものとする。 
 a) バッケト、ディッパを地上に降ろすこと. 

b) 原動機を止め、かつブレーキを掛けるなどの処置をすること 
c) 他の者に運転されないよう運転用キーを外して携帯すること。 

７）鉱山道路の構造は、鉱山周辺の地形、地質、気象及び車両系鉱山機械又 
は自動車の走行状況を考慮したものであるほか、道路標識、墜落防止柵 
などを設置する。 
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６－５ 坑内の通路、就業箇所及び飛散粉塵の管理 

（１）坑内の通路  

   １）坑内採掘作業場においては、坑内奥部の作業場と地表とを接続するため、 

二以上の通路を設置する。 

      ２）坑内採掘作業場においては、巻揚装置により人を昇降させる立坑又は 

４０度以上の斜坑には、巻揚装置によらないで地表に接続するための 

非常梯子道を設置する。 

   ３）坑内採掘作業場においては、車両系鉱山機械又は自動車を用いて立坑に鉱石などを投

下する作業を行う場合、車両系鉱山機械又は自動車の転落を防止するため車止めなど

の適当な措置を講じる。 

   ４）坑内採掘作業場においては、不用となった立坑又は４０度以上の斜坑には墜落を防止

するため警標を掲げるほか、坑口の閉塞、柵囲などを設置する。 

    ５）坑内採掘作業場においては、鉱山労働者が通行する坑道の分岐点、その他 

の必要な箇所には、坑道の名称を掲示し、且つ出口の方向を表示する。   

      ６）坑内採掘作業場においては、水没し、若しくは水没している恐れが多い旧坑、可燃性

ガスその他のガスが蓄積し、若しくは蓄積している恐れが多い旧坑又は水脈に５０メ

ートル以内に接近して坑道掘進しているときは、先進ボーリング又はその他適当な措

置を講じるものとする。 

    ７）坑内採掘作業場においては、多量の出水の恐れが多いときには、坑道の適 

切な箇所に防水堰堤又はその他の防水設備を設置する。 

    （２）坑内の就業箇所 

    １）坑内に就業する鉱山労働者の氏名及び作業箇所について、入坑の際に確認 

を行い、坑外事務所においてその記録が明らかとする。  

   ２）坑内の主要就業箇所その他必要な箇所には電話装置及び坑内誘導無線機 

などの連絡装置を設置する。 

（３）坑内の飛散粉塵の管理 

   １）坑内において著しく粉塵を飛散する作業場においては、粉塵の飛散を防止することに

より鉱山労働者の健康を保護するため散水、集塵その他適当な措置を講じるものとす

る。  

    ２）著しく粉塵を飛散する作業場では、なお保安のため必要がある場合には、 

鉱山労働者に規格に適合する防塵マスクを使用させるものとする。 

    ３）著しく粉塵を飛散する坑内作業場に就業している鉱山労働者を休憩さ 

      せるときは、鉱山労働者の健康を保護するため粉塵が飛散しない場所に 

休憩させるものとする。  
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    ４）坑内作業場において衝撃式削岩機を使用するときは、これを湿式型と 

し、同削岩機を操作する鉱山労働者は規格に適合する防塵マスクを着 

用させる。 

    ５）坑内保安兼発破担当の作業監督者は、著しく粉塵を飛散する作業場に 

ついて、規定どおり空気中の粉塵の濃度及び同粉塵中の遊離珪酸含有 

率を測定し、その結果を記録する。  

 

 ６－６ 坑外の通路、作業場及び飛散粉塵の管理 
  （１）坑外の通路及び作業場 

１) 坑外の建設物に設けられた階段は、次の構造とする。 

  a）丈夫な構造であること。 

  b）踏面及び蹴上げは、等間隔に設けられていること。 

  c）高さ１０メートルを超えるときは、高さ１０メートル以内ごとに適 

当な踊り場を設けること。 

      d）片側に手摺りを設けること。 

    ２) 坑外において常時３０名以上の鉱山労働者が就業し、地下室又は二階 

以上を有する建設物には、容易に屋外の安全な箇所に通ずる二以上の 

階段を設ける。 

    ３) 坑外の建設物に設けられた階段、足場、高架歩道の周囲には、手摺り 

を設ける。 

    ４）坑外の作業場の床面は、つまずき、滑りなどの危険がない構造であっ 

て、安全な状態を保持する。 

    ５) 坑外の作業場に通ずる箇所及び作業場内には、鉱山労働者が使用する 

ための安全な通路を設ける。 

    ６）坑外の作業場において、床面又は台面から高さ２メートル以下にある 
軸及び突出した軸端並びにベルト、チェーン又はロープによる連動装 
置などの危険な部分には、柵囲、被覆その他の保安設備を設ける。 

    ７）溶鉱炉及び転炉その他の多量の高熱物を取り扱う作業箇所では、その爆発 

又は高熱物の逸出による危険を防止するため適当な措置を講じる。 

８) 火傷その他の危険を防止するため適当な保護手袋、保護長靴などの保護 

  具を備えると共に、灼熱溶融物の取り扱いを行う資格者に使用させる。  

    ９) アーク溶接をする箇所には、適当な保護手袋、保護眼鏡などの保護具を備 

えると共に、アーク溶接を行う資格者に使用させる。 

   １０）鉱山において機械の運転を中止して機械設備の修理又は検査の作業       を

するときは、機械保安担当の作業監督者又は担当の作業監督者から指定された者は、
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作業中、機械の運転を停止している旨の警標を掲げるほか、起動装置に錠を施し、他

の者が当該機械を運転することを防止するための安全な処置を確実に行う。  

  （２）坑外の飛散粉塵の管理 

１) 坑外において著しく粉塵を飛散する砕鉱場、チップラー、選鉱場、製錬場、選炭場、

露天採掘場などの施設では、粉塵の飛散を防止することにより鉱山労働者の健康を保

護するため散水、集塵、機械又は装置の密閉その他適当な措置を講じる。 

２) 上記１)に該当する作業場では、なお保安のため必要がある場合には、 

鉱山労働者に規格に適合する防塵マスクを使用させる。 

    ３) 上記１)に該当する坑外作業場では、鉱山労働者の健康を保護するため 

当該作業場以外の場所に休憩設備を設ける。 

また、同休憩設備には鉱山労働者の作業衣に付着した粉塵を除去するこ 

とができる用具を備え付ける。 

    ４) 坑外保安兼発破担当の作業監督者は、坑外の屋内作業場において著しく 

粉塵を飛散する作業場について、空気中の粉塵の濃度及び同粉塵中の遊離 

珪酸含有率を測定し、その結果を記録すると共に管理者に報告を行う。 

       

６-７  毒物及び劇物の取扱い並びに毒劇物を含有する廃水の処理 

（１） 鉱害を防止するための措置 

１）毒物及び劇物を取扱うときは、保護手袋、保護長靴、保護衣、防毒マスク、 

保護眼鏡の着用を徹底する。 

２）毒物及び劇物とその他の物質とは区分して貯蔵する。 

３）毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇 

物が飛散し、漏れ、又は地下に浸透するおそれのないものとする。 

４）毒物又は劇物を貯蔵する場所には盗難防止のため鍵を取り付ける。 

５）毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上鍵を掛けることができないときは、その周囲には、

堅固な柵を設ける。 

  ６）毒物及び劇物の管理責任者を決め、毒劇物の管理責任者は、受け取り、使 

用について記録し、保管管理を徹底する。 

７）毒物及び劇物を含む廃水を処理するときは、法令に従い鉱害を防止する処置 

を行うと共に、処理施設から廃水を河川に排出するときは排水基準を遵守する。 

（２）応急の措置 

１）毒物及び劇物が飛散、漏れ、流れ出し、浸み出し、又は地下に浸み込んだ場合におい

て、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ち

に、その旨を鉱物資源総局、保健所、警察署又は消防機関に連絡すると共に、保健衛生

上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じる。 
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２）毒物又は劇物が紛失又は盗まれたときは、直ちに、「緊急連絡体制図」に従い、保安技

術管理者及び保安統括者に報告すると共に、その旨を警察署、鉱物資源総局に届け出る

ものとする。 

（３）その他 

  毒物及び劇物に関する管理方法については、別途定める「毒劇物管理基準」に 

より実施する。 

 

６－８ 火気の取扱い  

（１）火災を防止するための措置 

１）火気の取扱い 

a) 引火による火災又は爆発のおそれのある施設から８ｍ以内の区域では、「裸火その他

の危険な火気の使用」を禁止する。 

なお、引火による火災又は爆発のおそれのある施設とは、燃料油貯蔵所、燃料油給油

所、高圧ガス製造施設及びコンプレッサ室をいう。 

b) 緩和措置 

次のいずれかの保安措置を取り、それを保安統括者が承認したときには、緩和措置を

受けることが出来る。 

① 火気を取扱う設備との間に、十分な高さの障壁を設けた場合 

② 火気を取扱う設備の付近に複数の火災警報装置を設置した場合 

③ 火気を使用する施設を防火構造とし、且つ消火設備を設けた場合。 

２）油脂類その他引火性物質の貯蔵に係る措置 

a) 油脂類その他引火性物質の貯蔵所は、他の構築物又は坑口から必要な離隔距離を保

持する。 

b) 油脂類は、密閉容器中に貯蔵する。 

３）煙道又は煙突を設置するときの措置 

a) 煙道又は煙突は、内部の掃除及び検査が容易にできる構造とする。 

b) 構築物を貫通する部分は、眼鏡石の嵌（は）め込み、又は遮断材料で防護する。 

c) 煙道又は煙突の開口部は、建築物から１ｍ以上離隔する。 

４）その他の措置 

a) 可燃性物質は、遮熱材料で防護する 。 

b) 油脂類により侵染したボロ、紙くず等については、蓋付き不燃性容器に収納する 。 

c) 工事などでの一時的な火気使用 

引火による火災又は爆発のおそれがある施設から８ｍ以内で、工事などにより火気

をやむを得ず使用する場合は、「臨時火気使用許可書」を事前に保安技術管理者に提出

し、承認を得るものとする。 
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臨時火気使用時の順守事項としては、 

① 火気の使用中は、「臨時火気使用許可書」を携帯し、掲示する。  

② 火気の使用開始前に、その周辺の可燃性ガス測定を実施すると共に、周辺の可燃

物の片付けを行うものとする。  

③ 消火器、消火設備を準備する。 

d) 車両系鉱山機械は「火気」に準じて扱うものとし、引火により火災又は爆発のおそれ

がある施設から８ｍ以内への接近は、原則として行わない。 

但し、やむを得ず８ｍ以内へ接近する場合は、マフラーに逆火防止装置を装着する

か、接近前に付近の可燃性ガス濃度の測定を行い、安全を確認する。 

（２）火災による被害拡大を防止するための措置 

１）退避間隔 

 鉱業用建築物を新たに設置し、又は変更するときは、主要建築物と隣接境界線との間

及び 2 以上の主要建築物の間には、退避に必要な間隔（１．５ｍ以上）を保持する。 

２）防火間隔 

 火炉、加熱装置、煙突その他火災を生ずる危険が多い設備と建築物その他の可燃性物

質との間には、防火のための必要な間隔を保持する。 

３）消火設備の配置 

a) 鉱山内の建設物内、予め火気使用が許可された場所、臨時火気使用許可を受けた場所

において、電気又は火炎により溶接又は溶断作業をするときは、消火器、消火設備等

をその付近に配置する。 

b)ASEAN 鉱山では、鉱山施設の規模に応じて、消火栓、消火器、水槽その他の消火設備を

設ける。 

４）防火構造 

 コンプレッサ室及び屋内の受電設備は、防火構造とする。 

  ５）その他火気の取扱いについて 

a) 警標の設置 

 引火、爆発の恐れの多い火気使用禁止区域には、「火気禁止」等の警標を 

設置し、鉱山労働者に対して注意を促す。 

b) 喫煙箇所 

① 喫煙は、定められた許可場所以外では禁止する。 

② 鉱山事務所、作業場における喫煙は、指定した場所とし、火気使用後の残火は、完

全に消火しなければならない。 

c) 油脂類の管理 

① オイル類や燃料油は蓋付きの密閉式不燃性容器で保管する。 

② 油脂類の保管又は貯蔵については、流出防止するための対策を講じる。 
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６－９  退避及び救護の訓練の実施方法  

環境保安部は、以下の項目について企画し、関係部署と協力して定期的な訓練を実施する。 

（１）鉱山災害・事故又は鉱害問題を想定した訓練を定期的（1 回／年以上）に実 

  施する。 

（２）訓練の内容については、退避及び救護の訓練並びに消火器訓練を実施する。 

（３）年 1 回程度、「緊急連絡体制図」に基づき夜間及び休日の呼び出し訓練を行い、鉱山災

害・事故又は鉱害問題発生時における緊急連絡体制の実効性について確認する。 

（４）機会を捉え、消防署や関係諸団体で実施する研修会などを活用し、鉱山労働者には救

護の技能の習得に努めさせるものとする。 

  

６－１０ 捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場の管理 

（１）捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場には、堆積物の崩壊、沈殿物の流出による鉱

害を防止するため擁壁又はかん止堤などの適当な施設を設ける。 

  （２）捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場は、崩壊、地滑りなどによる危険又は鉱害を

生ずるおそれが多い箇所には設置しない。 

  （３）捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場は、住居、農耕地、鉱山事務所及 

び公共施設の道路、河川、橋、多目的ダム、公園、病院、学校等から３０ｍ以 

上離れた位置に設置する。 

  （４）捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場について、使用を終了したものは、 

    廃水又は堆積物の流出を防止するため、集積場の場内及びかん止堤の覆土及び植 

    栽などの適当な措置を講じる。 

  （５）沈殿物集積場には、場内水を排除するための施設、沢水及び山腹水などの場外 

    水が流入するのを防ぐための沢水排水路、山腹水路などの適当な施設を設ける。 

  （６）土状で築造されたかん止堤を有する沈殿物集積場には、多量の場外水が流入す 

    る危険に備え、同集積場の適当な位置に非常用排水路を設ける。 

   （７）捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場の施設の管理に関しては、以下の事 

    項を実施する。 

    １）非常時における対応策は完全を期すとともに、鉱害防止担当の作業監督者には 

     緊急時を想定した訓練を受けさせる。 

 ２）緊急の際の用具、資材、非常用具については良好な整備・保管状況を維持する。 

 ３）沈殿物集積場における堤体内の浸潤水位の計測を行う。その計測機器について 

は良好な管理状況を維持する。 

    ４) 排水設備については定期的な点検を行う。 

（８）捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場に係る堤体の構造 
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      １）堤体を構成する材料は適切なものを使用する。また、堤体の締固めは適切な状 

     態を維持する。 

    ２）堤体の堤頂幅は十分確保する。 

    ３）堤体を整形した後は速やかに覆土や植栽を実施する。また、堤体の法面      

は降雨などで洗掘されないよう維持する。 

 （９）沈殿物集積場に係る沈殿物堆積の方法 

    １）パイプで流送された泥状物は、沈殿物集積場の堤体側から集積場内に向けて放流する。 

    ２）集積場内に放流される泥状物は、場内の隅々まで水平、均等に堆積する。 

    ３）集積場内の水位は、堤体の高さから１ｍ以上低い位置に維持する。 

    ４）集積場内の泥状堆積物表面は、堤体の高さから０．５ｍ以上低い位置に維持し 

     堆積する。 

（１０）鉱害防止担当の作業監督者は、捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場につい 

て、堆積物の崩壊又は流出などによる鉱害を防止するため以下の事項を遵守する。 

    １）捨石集積場及び鉱滓集積場の擁壁又はかん止堤の状態、集積物の崩壊、地滑 

     りの有無について、毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記載する。 

    ２）沈殿物集積場の擁壁又はかん止堤の状態、沢水排水路、山腹水路、非常用排 

     水路及び場内水排除施設などの異常の有無について、毎作業日巡視し、その結   

     果を保安日誌に記載する。 

    ３）捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場のかん止堤の表面に亀裂、堤体の沈降、崩壊、

事滑りなどの現象が認められたときは、直ちに応急措置をし、保安技術管理者に報告する。 

（１１）捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場の周辺において大雨、豪雨の際には、 

   同施設に対する巡視回数を増加すると共に、かん止堤及び堆積物の崩壊、地滑り 

などの異常の有無、沢水排水路、山腹水路、非常用排水路及び場内水排除施設な 

どの異常の有無について監視を行う。また、その結果について集積場に関する管 

理台帳に記録する。 

  （１２）捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場における、鉱害問題の発生のおそれが多いとき及

び鉱害問題が発生したときは、その事故の状況、事故についての応急の措置の内容及び復旧工

事の計画並びにその復旧工事が完了したときは、その内容について、直ちに鉱物資源総局長又

は鉱物部門を所管する大臣に報告する。 

  

６－１１ 坑内水又は廃水の発生施設及び処理施設の管理 

（１）排水基準への適合 

公共用水域に排出する坑内水又は廃水は、カンボジア「環境保護及び天然資源に関す

る法律」及び関連下位規程に定められた排水基準に適合させるよう排出する水質につい

て、その管理を徹底する。 
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（２）鉱害問題発生時の応急の措置等 

坑内水若しくは廃水の発生施設又は処理施設において、故障、破損その他の事故が発

生し、排水基準に適合しない坑内水若しくは廃水を排出したとき又は、環境大臣が定め

た有害物質が坑内水又は廃水と共に地下に浸透したことが明らかとなったときは、次の

応急の処置を講じ、かつ速やかにその鉱害問題を復旧する。 

１）坑内水又は廃水の公共用水域への排出を停止し、鉱山敷地内の溜池又は 

ピットなどに一時溜める。 

２）鉱山外へ影響を及ぼす可能性がある場合は、周辺住民、GDMR 及び州政府へ情報提供

すると共に、被害の拡大防止を図る 。 

（３）測定項目、測定頻度及び許容限度 

鉱山から公共用水域に排出する坑内水又は廃水の測定項目、測定頻度及び許容限度

は、カンボジア「環境保護及び天然資源に関する法律」及び関連下位規程に定められた

基準どおり実施する。 

なお、水質の分析結果については、３年間保存する。  

  （４）規制基準の上乗せ措置の順守 

鉱物部門を所管する大臣が、坑廃水処理施設における水質分析結果及び鉱山周辺における環

境事情を考慮したうえで、坑内水又は廃水による鉱害を防止するため規制基準の上乗せの措置

を講ずべきことの指示を受けた場合には、その内容を遵守する。  

  （５）「環境保護及び天然資源に関する法律」及び関連下位規程に定められた排水基準に適合

しない坑内水若しくは廃水を排出したことにより鉱害問題の発生、又は鉱害が発生するおそ

れが生じたときは、事故の状況、事故についての応急措置の内容及び復旧工事計画並びに復旧

工事が完了したときは、その内容について、直ちに鉱物資源総局長又は鉱物部門を所管する大

臣に報告を行う。  

（６）鉱害防止担当の作業監督者は、坑内水又は廃水による鉱害を防止するため、以下の事項を遵

守する。  

   １) 坑内水又は廃水の処理施設を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記載すること。 

  ２）観測が必要な坑内水又は廃水の量及びその汚染状態について、定期に測定及び分析を行い、

その結果を管理台帳に記録すること。 

   ３）巡視又は測定及び分析の結果、坑内水若しくは廃水による鉱害を生ずるおそれ 

が多いとき若しくは暴風雨、停電、故障、その他の事情により坑内水若しくは廃 

水の処理施設に危険が生ずるおそれが多いときは、直ちに保安技術管理者に報告 

すること。            

  

６－１２ 騒音の発生施設及び防止施設の管理 

  （１）鉱山が騒音を規制された場合は、以下の騒音発生施設を設置する坑外の敷地境界線に
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おいて騒音規制基準に適合しない騒音を発生させない。  

１）原動機の定格出力が７．５Ｋｗ以上の土石用又は鉱物用の破砕機、磨砕 

（鉱）機、ふるい及び分級機 

   ２）原動機の定格出力が７．５Ｋｗ以上の空気圧縮機又は送風機  

（２）鉱山が騒音を規制された場合は、騒音発生施設又は騒音防止施設について、故障、破損

その他の事故が発生し、規制基準に適合しない騒音を発生し、又は発生するおそれが生

じたときは、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復

旧する。 

（３）鉱山が騒音を規制された場合は、鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認 

め、騒音による鉱害を防止するため適当な措置を講ずべきことを指示したと 

きは、その指示事項を遵守する。  

  （４）鉱山が騒音を規制された場合は、鉱害防止担当の作業監督者は、騒音による鉱害を防止

するため、以下の事項を遵守する。   

１）騒音発生施設及び騒音防止施設を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に 

記載する。 

２）騒音発生施設からの騒音について、坑外の敷地境界線における騒音の大き   

さを定期に測定し、その結果を管理台帳に記録する。 

３) 巡視又は測定の結果、騒音による鉱害を生ずるおそれが多いときは、直ち 

に保安技術管理者に報告する。 

  （５）騒音規制基準に適合しない騒音により鉱害の発生、又は発生するおそれが生 

じたときは、事故の状況、事故についての応急措置の内容及び復旧工事計画並 

びに復旧工事が完了したときは、その内容を直ちに鉱物資源総局長又は鉱物部 

門を所管する大臣に報告する。 

  
６－１３ 振動の発生施設及び防止施設の管理 

（１）鉱山が振動を規制された場合は、以下の振動発生施設を設置する坑外の敷地境界線にお

いて振動規制基準に適合しない振動を発生させない。  

１）原動機の定格出力が７．５Ｋｗ以上の土石用又は鉱物用の破砕機、磨砕 

（鉱）機、ふるい及び分級機 

   ２）原動機の定格出力が７．５Ｋｗ以上の空気圧縮機 

  （２）鉱山が振動を規制された場合は、振動発生施設又は振動防止施設について、故障、破損

その他の事故が発生し、規制基準に適合しない振動を発生し、又は発生するおそれが生じ

たときは、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧す

る。 

（３）鉱山が振動を規制された場合は、鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、 
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   振動による鉱害を防止するため適当な措置を講ずべきことを指示された場合 

には、その指示事項を遵守する。             

（４）鉱山が振動を規制された場合は、鉱害防止担当の作業監督者は、振動によ 

  る鉱害を防止するため、以下の事項を遵守する。  

１）振動発生施設及び振動防止施設を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に 

  記載する。 

２）振動発生施設からの振動について、坑外の敷地境界線における振動の大き   

さを定期に測定し、その結果を管理台帳に記録する。 

３）巡視又は測定の結果、振動による鉱害を生ずるおそれが多いときは、直ち  

に保安技術管理者に報告する。 

  （５）振動規制基準に適合しない振動を生じたことにより鉱害の発生、又は発生す 

    るおそれが生じたときは、事故の状況、事故についての応急措置の内容及び復 

    旧工事計画並びに復旧工事が完了したときは、その内容について、直ちに鉱物 
資源総局長又は鉱物部門を所管する大臣に報告する。 

  
６－１４ 鉱煙発生施設及び鉱煙処理施設の管理 
  （１）鉱煙（煤煙）処理施設の排出口において鉱煙（煤煙）排出基準に適合しない鉱煙（煤煙）

を大気中には排出しない。  

   （２）鉱煙（煤煙）の発生施設又は処理施設において故障、破損、又はその他の事故が発生し

鉱煙（煤煙）排出基準に適合しない鉱煙（煤煙）を排出し、又は排出する恐れが生じたと

きは、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧する。 

  （３）鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、鉱煙（煤煙）による鉱害を防止するため適

当な措置を講ずべきことを指示された場合には、その指示事項を遵守する。   

 （４）鉱山の鉱害防止担当の作業監督者は、鉱煙（煤煙）による鉱害を防止するため、以下の

事項を遵守する。   

１) 鉱煙（煤煙）の発生施設及び鉱煙（煤煙）の処理施設を毎作業日巡視し、  

  その結果を保安日誌に記載すること。 

   ２) 鉱煙（煤煙）の発生施設の排ガス中の鉱煙（煤煙）の濃度及び量について 

     定期に測定、分析を行い、その結果を管理台帳に記録すること。 

 ３) 巡視又は測定、分析の結果、鉱煙（煤煙）による鉱害を生ずる恐れが多い 

   ときは、直ちに保安技術管理者に報告すること。  

  （５）鉱煙（煤煙）排出基準に適合しない鉱煙により鉱害の発生、又は発生するお 

それが生じたときは、事故の状況、事故についての応急措置の内容及び復旧 

工事の計画並びに復旧工事が完了したときはその内容について、直ちに鉱物 
資源総局長又は鉱物部門を所管する大臣に報告する。 
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６－１５ 粉塵発生施設及び粉塵処理施設の管理  

 （１）鉱物の貯鉱場又は捨石、鉱滓若しくは坑内水、廃水の処理による沈澱物の堆積場又は鉱業

廃棄物の埋立地であって、面積が 1,000 m2以上のものについては、粉塵が飛散する恐れが

ある場合は、次の事項のいずれかを実施する。  

    a) 粉塵が飛散しにくい構造の建築物内に設置する。  

     b) 散水設備による散水を行う。  

    c) 防塵カバーで覆う。 

    d) 薬液の散布又は表層の締固めを行う。 

    e) 上記と同等以上の効果を有する措置を講じる。  

（２）原動機の定格出力が 75 Kw 以上の坑外に設置されている破砕機及び摩砕機（湿式の物及び

密閉式のものを除く。）並びに原動機の定格出力が 15 Kw 以上の坑外に設置されている篩

（湿式の物及び密閉式のものを除く。）については、次のいずれかの事項を実施する。  

     a）粉塵が飛散しにくい構造の建築物内に設置する。  

    b) フード及び集塵機を設置する。  

    c) 散水設備による散水を行う。  

    d) 防塵カバーで覆う。  

    e) 上記と同等以上の効果を有する措置を講じる。  

（３）ベルトの幅が 0.75 m 以上の坑外に設置されているベルトコンベア（密閉式 

のものを除く。）及びバケットの内容積が 0.03 m3 以上の坑外に設置されているバケット

コンベア（密閉式のものを除く。）については、粉塵が飛散する恐れがある場合は、次の

事項のいずれかを実施する。 

     a)粉塵が飛散しにくい構造の建築物内に設置する。  

   b)コンベアの積込部及び積降部にフード及び集塵機を設置すること、並びにコンベアの

積込部及び積降部以外の粉塵が飛散する恐れのある部分に散水又は防塵カバーの措置

を講じる。 

  c)散水設備による散水を行う。  

   d) 防塵カバーで覆う。   

   e) 上記と同等以上の効果を有する措置を講じる。 

（４）石灰石(ドロマイトを含む。) の機械消化施設の粉塵排出口については、次の 

   事項のいずれかを実施する。  

   a) 集塵機を設置する。  

   b) 散水設備による散水を行う。 

   c) 上記と同等以上の効果を有する措置を講じる。  

（５）粉塵発生施設又は粉塵処理施設について、故障、破損その他の事故が発生し、粉塵による
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鉱害問題を生じ、又はそのおそれが生じたときは、直ちにその事故について応急の措置を

講じ、かつ、その事故を速やかに復旧する。 

（６）鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、粉塵による鉱害問題を防止するた 

め適当な措置を講ずべきことを指示したときは、その指示事項を遵守する。            

（７）鉱山の鉱害防止担当の作業監督者は、粉塵による鉱害問題を防止するため、以下の事項を

遵守する。  

１)粉塵発生施設及び粉塵処理施設を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記 

載する。 

２)粉塵発生施設及び粉塵処理施設を巡視の結果、粉塵による鉱害問題を生ず 

るおそれが多いときは、直ちに保安技術管理者に報告する。 

（８）粉塵による鉱害問題の発生のおそれが多いとき及び鉱害が発生したときは、 

事故の状況並びに事故についての応急の措置の内容及び復旧工事の計画、復旧工事が完

了したときはその内容について、直ちに鉱物資源総局長又は鉱物部門を所管する大臣に報

告する。   

  
６－１６ 鉱業廃棄物に関する管理 

（１）鉱業廃棄物の飛散、流出及び地下への浸透を防止するため必要な措置を講じ 

る。 

（２）鉱業廃棄物の規制処理基準に適合しない方法で鉱業廃棄物を運搬させない。 

（３）鉱業廃棄物の技術上の基準に適合しない埋立場には鉱業廃棄物を埋立処分  

しない。 

（４）有害鉱業廃棄物を坑内の採掘跡又は旧坑道などに埋立処分しない。  

（５）規制処理基準に適合しない方法で鉱業廃棄物の運搬又は処分を第三者に請け負わせない。  

（６）鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、鉱業廃棄物による鉱害問題を防 

  止するため適当な措置を講ずべきことを指示したときは、その指示事項を遵守する。 

（７）鉱山の鉱害防止担当の作業監督者は、鉱業廃棄物による鉱害問題を防止するため、以下の

事項を遵守する。  

  １)鉱業廃棄物の中間処理施設である焼却炉などを毎日巡視し、その結果を保 

   安日誌に記載する。   

 ２）鉱業廃棄物の坑外埋立場を毎日巡視し、その結果を保安日誌に記載すること。  

 ３）鉱業廃棄物の埋立場の附近の地下水の水質について定期的に測定、分析し、 

その結果を管理台帳に記録する。 

４）坑内埋立場の場内水の水位及びこれに連絡する坑内水の水位、その他の状況 

について毎日巡視し、その結果を保安日誌に記載する。 

 ５）坑内埋立場の場内水が浸出している場合には、その水質について定期的に 
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測定、分析し、その結果を管理台帳に記録する。 

 ６）鉱業廃棄物の処理施設、埋立場の巡視、又は測定分析の結果、鉱業廃棄物に 

よる鉱害を発生するおそれが多いときは、直ちに保安技術管理者に報告する。  

  ７）有害鉱業廃棄物の一月毎の種類別発生量並びに運搬及び処分の方法について 

「有害鉱業廃棄物の処分台帳」に記録する。 

８）鉱業廃棄物の埋立場又は坑内埋立場に危険のおそれの多いときは、直ちに鉱物資源総局

長又は鉱物部門を所管する大臣に報告する。 
 

６－１７ 毒物又は劇物の管理 

  （１）毒物又は劇物が飛散し、漏れ、流出、浸出、又は地下に浸み込んだ場合に 

     おいて、毒物又は劇物による鉱害問題を生じ、又はそのおそれが生じたとき 

は、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに 

復旧する。 

（２）鉱山の鉱害防止担当の作業監督者は、毒物又は劇物による鉱害問題を防止するため、以

下の事項を遵守する。  

    １) 毒劇物の貯蔵所、毒物又は劇物を使用する鉱山施設、毒物又は劇物を含有 

する廃水処理施設を毎日巡視し、その結果を保安日誌に記載する。   

      ２）毒物の貯蔵所、毒物又は劇物を使用する鉱山施設、毒物又は劇物を含有 

する廃水処理施設を巡視した結果、毒物又は劇物による鉱害を発生するおそ 

れが多いときは、直ちに保安技術管理者に報告する。  

（３）鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、毒物又は劇物の回収、毒性の 

除去又は鉱害を防止するための適当な措置を講ずべきことを指示したとき 

は、その指示事項を遵守する。 

  
６－１８ 土地の掘削に関する管理 
 （１）坑内採掘を行う場合、地表の沈降による鉱害問題を生じるおそれが多い地下において鉱

物を採掘しようとするときは、鉱害問題を防止するため、採掘、充填及び排水の工法につ

いて適切な措置を講じる。   

 （２）鉱物部門を所管する大臣が地表の沈降による鉱害問題を防止するため、地表 

   の沈降について測定する必要があると認め、測定の方法、測定の範囲及び時 

   期を定めて指示したときは、その指示事項を遵守する。 

  （３）坑内採掘を行う場合は、鉱物事業を廃止するときは、廃止後における鉱害問 

題の発生を防止するため必要があるときは、不用となった坑道及び採掘跡を土 

砂などで充填又はコンクリートによる密閉などの鉱害問題を防止するため必 

要な措置を講じる。          
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（４）露天採掘を行う場合は、鉱物事業を廃止するときは、その露天採掘場を廃止 

した後における鉱害問題の発生を防止するため必要があるときは、採掘跡地の 

覆土、植栽などの必要な措置を講じる。 

  

第 ７ 章 保安確保のための実施体制、措置及び評価方法 

７－１ 保安確保のための実施体制 

（１）現況調査の実施 

現況調査の実施に当たっては、鉱山保安法規の規定に基づき、保安統括者が指 

名するメンバーで編成する。 

現況調査チームは、鉱山において以下の事象が生じたとき現況調査を実施し、検討、評

価、対応策を検討し、その結果を保安統括者及び保安委員会に報告する。 

   １）大臣の許可を得て鉱物事業を開始しようとするとき。 

   ２）鉱物事業を１カ月以上休止するとき、又は再開するとき。 

   ３）鉱物事業に大きな変更が生じたとき。 

   ４）鉱物事業権を放棄するとき、又は同事業を廃止するとき。 

（２）リスクマネジメントシステムを用いた保安状況調査の実施 

鉱山の各部門ではリスクアセスメン卜手法を用いて、毎月、担当する以下の作業場及び

鉱山施設における保安状況調査を実施し、検討、評価、対応策の検討、記録し、その結果

を保安統括者及び保安委員会に報告する。 

   １）採掘作業場及びその周辺の状況 

   ２）選鉱場などの鉱山施設及びその周辺の状況 

   ３）鉱山周辺の状況 

（３）保安パトロールの実施 

１）保安統括者、保安技術管理者及び副保安技術管理者は、年間保安計画で定めた安全週

間及び衛生週間には、鉱山の作業場及び鉱山施設を巡視し、その実情を把握する。  

２）副保安技術管理者は、安全週間及び衛生週間以外にも、所管する作業現場及び鉱山施

設について必要に応じて巡視を実施し、鉱山労働者の作業現場における問題点の改善に

努める。 

 

７－２ 保安活動の実施状況の確認 

（１）保安活動の実施状況に関する確認方法  

保安活動の実施状況を確認するため、保安統括者の指名によるメンバーにて査察チーム

を編成し、保安活動の実施状況に関する査察を実施する。なお、査察に関する事務局は、

環境保安部に置くものとする。 

（２）保安活動の実施状況に関する確認時期  
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査察の実施時期については、定期査察の場合は毎年４月及び１０月の年２ 回、その他の

臨時査察の場合は保安統括者の指示により実施する。 

（３）査察の実施内容  

査察の具体的な内容については、同査察の実施前に事務局員が計画案を策定し、保安統

括者及び保安委員会の承認を得るものとする。 

（４）保安活動の実施状況に関する査察報告 

保安活動の実施状況に関する査察の結果報告については、査察実施後に事務局員が「保

安活動の実施状況に関する査察報告書」として取りまとめ、保安統括者に報告書内容につ

いて説明後、保安委員会に報告を行う。 

 

７－３ 保安活動の実施状況の評価 

（１）現況調査及び保安状況調査の実施内容については、保安委員会に報告し、審議を行う。 

なお、審議の結果、対応策について追加措置が必要な場合には、担当部署は対応策につい

て再検討し、保安委員会において再度審議を行うものとする。 

 

７－４ 確認結果及び評価結果の記録 

（１）現況調査に関する記録は、１０年間保存する。 

（２）保安状況調査などの保安委員会において審議した議事録は、３年間保存する。  

 

第 ８ 章 保安内規の見直し、変更 

以下の事象が認められたとき、必要に応じ保安内規の見直し、変更を図るものとする。 

１）現況調査を実施した結果、鉱山保安の確保を図るうえでの問題点が明らかとなり改善が

必要となったとき。 

２）リスクアセスメン卜手法を用いた保安状況調査を実施した結果、鉱山保安の確保を図る

うえでの問題点が明らかとなり改善が必要となったとき。 

３）鉱山保安法及び同規則に規定された事項が改正されたとき。 

４）保安委員会で保安を確保するため措置について審議した結果、改善が必要となったとき。 

５）保安統括者が保安内規の見直しが必要と判断したとき。 

６）鉱山災害・事故又は鉱害問題が発生し、その対策を定めたとき。 
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添付）「ABE 鉱山の鉱山保安管理体制」 

 

 

 

 
別添－２）「鉱山記号」 

    日本工業規格に定められた「鉱山記号」について、参考までに主な記号につい 
て、以下のとおり示す。 

総務部

鉱山労働者

保安統括者
(鉱業所長)

保安委員会

副保安技術管理者
(鉱山施設部長)

統括作業監督者
(鉱山施設課長)

統括作業監督者
(採鉱課長)

保安技術管理者兼
保安統括者代理者

(採鉱部長)

統括作業監督者
(環境保安課長)

副保安技術管理者
(環境保安部長)

上席作業監督者
(保安係長)

作業監督者
（保安係員)

作業監督者
（坑内採鉱係員)

作業監督者
（露天採鉱係員)

上席作業監督者
(坑内採鉱係長)

上席作業監督者
(露天採鉱係長)

上席作業監督者
(環境係長)

作業監督者
（環境係員)

作業監督者
（機械係員)

上席作業監督者
(機械係長)

上席作業監督者
(電気係長)

作業監督者
（電気係員)
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別添－３）「車両系鉱山機械及び自動車の構造基準」 
 

第一章 車両系鉱山機械の構造基準 

(強度等) 

第 1 条 車両系鉱山機械の原動機､動力伝達装置､走行装置､作業装置､ブレーキ及び操縦装置は､

次の定めるところに適合するものでなければならない｡ 

１）使用の目的に適応した必要な強度を有するものであること｡ 

２）著しい損傷､摩耗､変形又は腐食のないものであること｡ 

 

(ブルドーザ等の安定度) 

第２条 ブルドーザ､ローラ､モータグレーダ､スクレーパ及びスクレープドーザは､原 

動機及び燃料装置に燃料､冷却水等の全量を搭載し､及び当該車両系鉱山機械の 

目的とする用途に必要な設備､装置等を取り付けた状態 (以下｢無負荷状態｣という｡) にお

いて､水平かつ堅固な面の上で、３５度 (最大走行速度毎時２０ｋｍ未満の車両系鉱山機械

又は車両系鉱山機械重量 (無負荷状態における重量をいい､以下｢機械重量｣という｡) に対

する車両系鉱山機械総重量 (機械重量､最大積載重量及び５５kg に乗車定員を乗じて得た

重量の総和をいい､以下｢機械総重量｣という｡) の割合が１．２以下の車両系鉱山機械にあ

っては､３０度)まで傾けても転倒しない左右の安定度を有するものでなければならない｡ 

 

(掘削機械の安定度) 

第３条  

１．掘削機械(カタピラ式のものを除く｡) は､次に定めるところに適合する後方安定 

 度を有するものでなければならない｡ 

１） ブーム､アーム等の長手方向の中心線を含む鉛直面と当該掘削機械の走行方向とが直角と

なるとき､当該ブーム､アーム等が向けられている側のすべての転倒支点にかかる荷重の値

の合計が､当該掘削機械の機械総重量の倍の１５パーセント以上の値であること｡ 

２） ブーム､アーム等の長手方向の中心線を含む鉛直面と当該掘削機械の走行方向とが一致す

るとき､当該ブーム､アーム等が向けられている側のすべての転倒支点にかかる荷重の値の

合計が､当該掘削機械の機械総重量の値の１５％の値に平均輪距を軸距で除した値を乗じて

得た倍以上の値であること｡ 

２．カタピラ式の掘削機械は､ブーム､アーム等が向けられている側のすべての転倒支点にかかる

荷重の値の合計が､当該掘削機械の機械総重量の値の１５％以上の値となる後方安定度を有す

るものでなければならない。 

３．前二項に規定する後方安定度の計算は､当該掘削機械が次の状態にあるものとして行うもの

とする｡ 
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１）後方安定度に関し最も不利となる状態 

２）荷重をかけていない状態 

３）水平かつ堅固な面の上にある状態 

４）アウトリガを有する掘削機械にあっては､当該アウトリガを使用しない状態 

 

(ホークリフトの安定度) 

第４条 ホークリフト(サイドホークリフト及びリーチホークリフトを除く。) は､次の表の左欄

に掲げる安定度の区分に応じ､それぞれ同表の中欄に掲げるホークリフトの状態において､同

表の右欄に掲げる勾配の床面においても転倒しない前後及び左右の安定度を有するものでな

ければならない。 

安定度の区分 ホークリフトの状態 勾配(単位：％) 

前後の安定度 

基準負荷状態にした後､ホークを最高

に上げた状態 

４ (最大荷重が５t 以上

のホークリフトにあ

っては､３．５) 

走行時の基準負荷状態 １８ 

左右の安定度 

基準負荷状態にした後､ホークを最高

に上げマストを最大に後傾した状態 
 ６ 

走行時の基準無負荷状態 １５＋1.1 Ｖ 

備考 

1.この表において､基準負荷状態とは､基準荷重中心に最大荷重の荷を負荷させ､

マストを垂直にし､ホークの上面を床上３５cm とした状態をいう｡ 

2.この表において､走行時の基準負荷状態とは､基準負荷状態にした後､マストを

最大に後傾した状態をいう｡ 

3.この表において､走行時の基準無負荷状態とは､マストを垂直にし､ホークの上

面を床上３０cm とした状態にした後､マストを最大に後傾した状態をいう｡ 

4.この表において､Ｖは､ホークリフトの最高速度(単位毎時キロメートル)の数

値を表わすものとする｡ 

 

（施錠装置等） 

第５条 車両系鉱山機械は、原動機の施錠装置その他の運転資格者以外の者に運転されることが

ないようにするための装置を備えているものでなければならない。 

 

第６条  

１．車両系鉱山機械（内燃機関を原動機として使用しないもの及びホークリフトを除く。）は、

走行を制動し、及び停止の状態を保持するためのブレーキを備えているものでなければなら
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ない。 

２．前項のブレーキのうち走行を制動するためのブレーキは、乾燥した平坦な舗装道路面で次の

表に掲げる車両系鉱山機械の最大走行速度に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる制動初速度

において、同表の右欄に掲げる停止距離以内で当該車両系鉱山機械を停止させることができ

る性能を有するものでなければならない。 

最大走行速度 

単位；km/h 

制動初速度 

単位；km/h 

停止距離 （単位；ｍ） 

機械総重量が 20 t

未満の場合 

機械総重量が 20 

t 以上の場合 

35 以上 35 14 以下 20 以下 

20 以上 35 未満 20 5 以下 8 以下 

20 未満 その最大走行速度 5 以下 8 以下 

３．第 1 項のブレーキのうち停止の状態を保持するためのブレーキは、無負荷状態の車両系鉱山

機械を 5 分の 1 の勾配の床面で当該車両系鉱山機械を停止の状態に保持することができる性能

を有するものでなければならない。 

 

第７条  

１．ホークリフトは、走行を制動し、及び停止の状態を保持するためのブレーキを備えているも

のでなければならない。 

２．前項のブレーキのうち走行を制動するためのブレーキは、次の表の左欄に掲げるホークリフ

トの状態に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる制動初速度において、同表の右欄に掲げる停

止距離以内で当該ホークリフトを停止させることができる性能を有するものでなければなら

ない。 

ホークリフトの状態 制動初速度 (単位；km/h) 停止距離 (単位；ｍ) 

走行時の基準無負荷状

態 

20（最大走行速度が 20km/H 未満の

ホークリフトにあっては、その最大

走行速度） 

5 

走行時の基準負荷状態 10（最大走行速度が 10km/H 未満の

ホークリフトにあっては、その最大

走行速度） 

2.5 

備考 

この表において、走行時の基準無負荷状態及び走行時の基準負荷状態とは、それぞれ

第 4 条の表に掲げる走行時の基準無負荷状態及び走行時の基準負荷状態をいう。（次

項の表において同じ。） 

３．第 1 項の停止の状態を保持するためのブレーキは、次の表の左欄に掲げるホークリフトの状

態に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる勾配の床面で当該ホークリフトを停止の状態に保持す
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ることができる性能を有するものでなければならない。 

ホークリフトの状態 こう配(単位;パーセント)  

走行時の基準無負荷状態 ２０ 

走行時の基準負荷状態 １５ 

 

（作業装置用ブレーキ） 

第８条  

１．掘削機械及び穿孔機械の吊り上げ装置、ブーム、アーム等を起伏させるための装置（以下「起

伏装置」という。）及びブーム、アーム等を伸縮させるための装置（以下「伸縮装置」とい

う。）は、荷、ブーム、アーム等の降下を制動するためのブレーキを備えているものでなけ

ればならない。ただし、油圧又は空気圧を動力として使用する掘削機械又は穿孔機械の吊り

上げ装置、起伏装置又は伸縮装置についてはこの限りでない。 

２．前項のブレーキは、次に定めるところに適合するものでなければならない。 

１）制動トルクの値（吊り上げ装置、起伏装置又は伸縮装置に２以上のブレーキが備えられて

いる場合には、それぞれのブレーキの制動トルクの値を合計した値）は、それぞれ当該車両

系鉱山機械の構造、材料並びにブーム、アーム等の傾斜角及び長さに応じて負荷させること

ができる最大の荷重からフック、バケット等の荷揚げ具の重量に相当する荷重を控除した荷

重に相当する荷重の荷を吊り上げたときにおける当該車両系鉱山機械の吊り上げ装置、起伏

装置又は伸縮装置のトルクの値の１．５倍以上であること。 

２）人力によるブレーキにあっては、次に定めるところによること。 

a)操作力及びストロークの値は、次の表の左欄に掲げる操作の方式に応じ、それぞれ同表の

中欄及び右欄に掲げる値以下とすること。 

操作の方式 操作力（単位；kg） ストローク（単位；cm） 

足踏み式 30 30 

手動式 20 60 

b)歯止の装置又は止め金を備えているものであること。 

３）人力によるブレーキ以外のブレーキにあっては、動力が遮断されたときに自動的に作動す

るものであること。 

３．前項第 1 号の吊り上げ装置、起伏装置又は伸縮装置のトルクの値の計算においては、吊り上

げ装置、起伏装置又は伸縮装置の抵抗はないものとする。ただし、当該吊り上げ装置、起伏

装置又は伸縮装置に７５％以下の効率を有するウォーム・ウォーム歯車機構が用いられる場

合には、その歯車機構の抵抗により生じるトルクの値の 1/2 の値のトルクに相当する抵抗が

あるものとすることができる。 

 

（走行装置等の操作部分） 
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第９条 車両系鉱山機械の走行装置、作業装置及びブレーキの操作部分は、運転のために必要な

視界が妨げられず、かつ、運転者が容易に操作できる位置に設けられているものでなけれ

ばならない。 

 

(操作に関する表示) 

第１０条  

１．車両系鉱山機械は、走行装置、作業装置及びブレーキを操作する部分について運転者が見や

すい箇所に、当該操作部分の機能、操作の方法等その操作に関し必要な事項が表示されてい

るものでなければならない。ただし、運転者が誤って操作する恐れがない操作部分について

は、この限りでない。 

２．前項の規定は､内燃機関を原動機として使用しない車両系鉱山機械又は輸入されたものにつ

いては､この限りでない｡ 

 

(運転に必要な視界等) 

第１１条  

１．車両系鉱山機械は､運転者が安全な運転を行うことができる視界を有するものでなければな

らない｡ 

２．車両系鉱山機械の運転者席又は運転補助者席は､振動､衝撃､動揺等により運転者又は運転補

助者が容易に転落しない構造のものでなければならない｡ 

３．車両系鉱山機械の運転室の前面に使用するガラスは､安全ガラスでなければならない｡ 

 

(前照燈) 

第１２条 車両系鉱山機械は､前照燈を備えているものでなければならない｡但し､作業を安全に

行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系鉱山機械については､こ

の限りでない｡ 

 

(昇降設備) 

第１３条 運転者席の床面が高さ１．５メートルを超える位置にある車両系鉱山機械は､運転者

が安全に昇降するための設備を備えているものでなければならない｡但し､運転者が安全に昇

降できる構造となっているものについては､この限りでない｡ 

 

(アーム等の昇降による危険防止設備) 

第１４条 車両系鉱山機械で､運転者席の中心から左右それぞれ７００ミリメートル以内におい

てアーム等が昇降し､当該アーム等と運転者席､車体等との間に運転者が挟まれるおそれのあ

るものは､運転者の危険を防止するため､囲い等の設備を備えているものでなければならない｡ 
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(方向指示器) 

第１５条 車両系鉱山機械は､方向指示器を左右に一個ずつ備えているものでなければならない｡

但し､内燃機関を原動機として使用しない車両系鉱山機械､カタピラ式の車両系鉱山機械､最大

走行速度毎時１０キロメートル未満の車両系鉱山機械､最大走行速度毎時２０キロメートル未

満の車両系鉱山機械で､運転者席若しくは舵取りハンドルの中心から当該車両系鉱山機械の最

外側までの距離が６５０ミリメートル未満であり、かつ､運転室がないもの又は坑内においての

み使用する車両系鉱山機械については､この限りでない｡ 

 

(警音器) 

第１６条 車両系鉱山機械は､警音器を備えているものでなければならない｡但し､内燃機関を原

動機として使用しないもの及び穿孔機械については､この限りでない｡ 

 

(安全弁) 

第１７条 車両系鉱山機械の油圧を動力として用いる油圧装置は､当該油圧の過度の昇圧を防止

するための安全弁を備えているものでなければならない｡ 

 

(表示) 

第１８条  

１．車両系鉱山機械(内燃機関を原動機として使用しないもの及びホークリフトを除く。)は､運

転者の見やすい位置に次の事項が表示されているものでなければなら  ない｡ 

１）製造者名 

２）製造年月又は製造番号 

３）機械総重量 

４）安定度 

５）定格出力 

６）最大走行速度 

７）平均接地圧 

２．バケット､ディッパ等を有する車両系鉱山機械は､前項各号に掲げる事項のほか､運転者の見

やすい位置に当該バケット､ディッパ等の容量又は最大積載重量が表示されているものでな

ければならない。 

３．第 1 項第 4 号の安定度は、次の表の左欄に掲げる車両系鉱山機械の種類に応じ、それぞれ同

表の中欄に掲げる状態において計算した同表の右欄に掲げる方向のものとする。 

車両系鉱山機械の種類 状   態 方 向 

ブルドーザ 無負荷状態 前後及び左右 
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スクレープドーザ 

モータグレーダ 

スクレーパ 

ローラ 

ロードホールダンプ 

無負荷状態 左右 

トラクタショベル 

ローダ 

クローラドリル 

ドリルジャンボ 

アースオーガ 

ダウンザホールドリル 

当該車両系鉱山機械の安定に関し最も不

利となる状態 

前後及び左右 

 

第１９条 ホークリフトは、運転者の見やすい位置に、次の事項が表示されているものでなけれ

ばならない。 

１）製造者名 

２）製造年月又は製造番号 

３）最大荷重 

４）許容荷重(ホークリフトの構造及び材料並びにホーク等に積載する荷の重心位置に応じ負

荷させることができる最大の荷重をいう｡) 

 

(内燃機関の種類) 

第２０条 坑内又は地下施設において使用する車両系鉱山機械の内燃機関の種類は､ディーゼル

機関でなければならない｡ 

 

(燃料装置) 

第２１条 車両系鉱山機械の内燃機関の燃料装置は､次の基準に適合するものでなければならな

い｡ 

１）燃料タンク及び配管は､堅牢で振動､衝撃等により損傷を生じないように取り付けられてい

ること｡ 

２）燃料タンクの注入口及びガス抜口は､車両系鉱山機械の動揺により燃料が漏れない構造で

あること｡ 

３）燃料タンクの注入口及びガス抜口は､排気管の開口方向になく､かつ､引火のおそれのない

ように開口部から離れていること｡ 

４）燃料タンクの注入口及びガス抜口は､引火のおそれのないように露出した電気端子及び電

気開閉器から離れていること｡ 
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(空気清浄装置) 

第２２条 坑内又は地下施設において使用する車両系鉱山機械の内燃機関の吸気側には､空気清

浄装置を設けなければならない｡ 

 

(排気管) 

第２３条 車両系鉱山機械の内燃機関の排気管は､排気が人に対して危害を及ぼさないように設

けなければならない｡ 

 

(消火器) 

第２４条  

１．坑内又は地下施設において使用する車両系鉱山機械(内燃機関を原動機として使用しないも

のを除く｡) には､油脂類の消火に適し､かつ､有害ガスの発生の少ない消火器を備えなければ

ならない｡ 

２．前項のほか､機関部及び吸排気系統に対して作動する消火装置を運転者席から容易に操作で

き､かつ､損傷を受けるおそれのない位置に設けなければならない｡ 

 

第二章 自動車の構造基準 

(最低地上高) 

第２５条 自動車の接地部以外の部分は､安全な走行を確保できるように地面との間に適当な間

隔を有しなければならない。 

 

(安定度) 

第２６条 自動車は､その安定度について､次の基準に適合するものでなければなら   

 ない｡ 

１）空車状態及び積車状態における舵取り車輪の接地部に掛かる荷重の総和が､それぞれ車両

重量及び車両総重量の２０パーセント(三輪自動車にあっては､１８パーセント)以上である

こと｡ 

２）牽引自動車にあっては､被牽引自動車を連結した状態においても､前号の基準に適合するこ

と｡ 

３）空車状態において､自動車(二輪自動車及び被牽引自動車を除く｡) を左側及び右側に､それ

ぞれ３５度 (最大走行速度毎時２０キロメートル未満の自動車､車両総重量が車両重量の１．

２倍以下の自動車又は車両総重量が２０トンを超える自動車にあっては､３０度) まで傾け

た場合に転倒しないこと｡ 

４）被牽引自動車にあっては､空車状態の牽引自動車と連結した状態において､前号の基準に適
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合すること｡ 

 

(原動機及び動力伝達装置) 

第２７条  

１．自動車の原動機及び動力伝達装置は､走行に十分耐える構造及び性能を有しなければならな

い｡ 

２．自動車(二輪自動車及び最大走行速度毎時２０キロメートル未満の軽自動車を除く｡) の原動

機は､運転者席において始動できるものでなければならない｡ 

 

(内燃機関の種類) 

第２８条 坑内又は地下施設において使用する自動車の内燃機関の種類は､ディーゼル機関でな

ければならない｡ 

 

(空気清浄装置) 

第２９条 坑内又は地下施設において使用する自動車の内燃機関の吸気側には､空気 

清浄装置を設けなければならない｡ 

 

(排気管) 

第３０条 自動車の内燃機関の排気管は､排気が人に対して危害を及ぼさないように設けなけれ

ばならない｡ 

 

(消火器等) 

第３１条  

１．坑内又は地下施設において使用する自動車には､自動車の構造及び積載物の消火に適し､かつ､

有害ガスの発生の少ない消火器を備えなければならない｡ 

２．前項のほか､機関部及び吸排気系統に対して作動する消火装置を運転者席から容易に操作で

き､かつ､損傷を受けるおそれのない位置に設けなければならない｡ 

 

(走行装置等) 

第３２条  

１．自動車の走行装置は､堅牢で安全な走行を確保できるものでなければならない｡ 

２．前項の走行装置のうち空気入ゴムタイヤは､次の基準に適合するものでなければならない｡ 

１）き裂､コード層の露出など著しい破損がないものであること｡ 

２）接地部は､滑り止めを施したものであること｡ 

３．タイヤチェーン等は､走行装置に確実に取り付けることができ､かつ､安全な走行を確保する



51 
 

ことができるものでなければならない｡ 

 

(操縦装置) 

第３３条 自動車の運転に際して操縦を必要とする次の装置は､舵取りハンドルの中心から左右

それぞれ６００ミリメートル以内に配置され､運転者が定位置において容易に操作できるも

のでなければならない｡ 

１）始動装置､加速装置､クラッチ、変速装置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置 

２）ブレーキの操作装置 

３）前照燈､警音器､方向指示器､窓拭き器､洗浄液噴射装置の操作装置及びデフロスタ(前面ガ

ラスの水滴などの曇りを除去するための装置をいう｡以下同じ｡) の操作装置 

２．前項第１号に掲げる装置(加速装置､クラッチ及び変速装置の操作装置を除く｡) 及び同項第

３号に掲げる装置 (方向指示器の操作装置を除く｡) 又はその付近には､当該装置を運転者が

運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない｡ 

３．変速装置の操作装置又はその付近には､変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席において

容易に識別できるような表示をしなければならない｡ 

４．方向指示器の操作装置又はその付近には､当該方向指示器が指示する方向ごとの操作位置を

運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない｡ 

 

第３４条 自動車の舵取り装置は､次の基準に適合するものでなければならない｡ 

１）舵取り装置は､堅牢で安全な走行を確保できるものであること｡ 

２）舵取り装置は､運転者が定位置において容易に､かつ､確実に操作できるものであること｡  

３）舵取り装置は､舵取り時に車枠､フェンダ等自動車の他の部分と接触しないこと｡ 

４）舵取りハンドルの回転角度と舵取り車輪の舵取り角度との関係は､左右について著しい相

違がないこと｡ 

５）舵取りハンドルの操舵力は､左右について著しい相違がないこと｡ 

 

(施錠装置) 

第３５条 自動車の原動機､動力伝達装置､走行装置､変速装置又は舵取り装置には､施錠装置を

備えなければならない｡ 

 

(ブレーキ) 

第３６条 自動車(被牽引自動車を除く｡) には､次の基準に適合する独立に作用する二系統以上

のブレーキを備えなければならない｡但し､最大走行速度毎時２０キロメートル未満の自動車

にあっては､これを一系統とすることができる。 

１）ブレーキは､堅牢で走行に十分耐え､かつ､振動､衝撃､接触等により損傷を生じないように
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取り付けられていること。 

２）ブレーキは、舵取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有すること。 

３）主ブレーキ(走行中の自動車の制動に常用するブレーキをいう。以下同じ。) は、後車輪

を含む半数以上の車輪を制動すること。 

４）主ブレーキは、乾燥した平坦な舗装路面で次の表に掲げる自動車の最大走行速度に応じ、

それぞれ同表の中欄に掲げる制動初速度において、同表の右欄に掲げる停止距離以内で当該

自動車を停止させることができる性能を有するものでなければならない。 

最大走行速度(単位;km/h) 制動初速度(単位;km/h) 停止距離(単位;m) 

80 以上 50 22 以下 

35 以上 80 未満 35 14 以下 

20 以上 35 未満 20 5 以下 

20 未満 その最大速度 5 以下 

備考 

運転者の主ブレーキ操作力は、足踏み式のものにあっては 90kg 以下、手動式の

ものにあっては 30kg 以下とする。 

５）車両総重量２０トンを超える自動車の主ブレーキは、乾燥した平坦な舗装路面で、制動初

速度毎時３２キロメートルの状態において次の表の左欄に掲げる自動車の車両総重量に応

じ、それぞれ同表の右欄に掲げる停止距離以内で当該自動車を停止させることができる性能

を有するものでなければならない。 

車両総重量（単位;トン） 停止距離（単位;メートル） 

45 未満 18 以下 

45 以上 90 未満 27 以下 

90 以上 180 未満 38 以下 

180 以上 53 以下 

６）ブレーキ（二系統以上のブレーキを備えるものにあっては、うち一系統）は、運転者が運

転席にいないとき、空車状態の自動車を乾燥した 1/5 の勾配の舗装路面で機械的作用により

停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足踏み式

のものにあっては９０kg 以下、手動式のものにあっては５０kg 以下とする。 

 

(緩衝装置) 

第３７条 自動車には、地面からの衝撃に対し、十分な容量を有し、かつ、安全な走行を確保で

きるバネその他の緩衝装置を備えなければならない。 

 

(燃料装置) 

第３８条 ガソリン､燈油､軽油その他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は､次
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の基準に適合するものでなければならない｡ 

１）燃料タンク及び配管は､堅牢で振動､衝撃等により損傷を生じないように取り付けられてい

ること｡ 

２）燃料タンクの注入口及びガス抜口は､自動車の動揺により燃料が漏れない構造であること｡ 

３）燃料タンクの注入口及びガス抜口は､排気管の開口方向になく､かつ､排気管の開口部から

３００ミリメートル以上離れていること｡ 

４）燃料タンクの注入口及びガス抜口は､露出した電気端子及び電気開閉器から２００ミリメ

ートル以上離れていること｡ 

５）燃料タンクの注入口及びガ入抜口は､座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転

者室を除く。) の内部に開口していないこと｡ 

 

(電気装置) 

第３９条 自動車の電気装置は､次の基準に適合するものでなければならない｡ 

１）車室内の電気配線は､被覆され､かつ､車体に定着されていること｡ 

２）車室内の電気端子､電気開閉器その他火花を生じるおそれのある電気装置は､適当に覆われ

ていること｡ 

３）蓄電池は､自動車の振動､衝撃等により移動し､又は損傷することがないようになっている

こと｡この場合において､車室内の蓄電池は､木箱その他の適当な絶縁物等により覆われてい

ること｡ 

 

(車枠及び車体) 

第４０条  

１．自動車の車枠及び車体は､次の基準に適合するものでなければならない｡ 

１）車枠及び車体は､堅牢で走行に十分耐えるものであること｡ 

２） 車体は､車枠に確実に取り付けられ､振動､衝撃等によりゆるみを生じないようになってい

ること｡ 

３）車体の外形その他の自動車の形状は､鋭い突起を有しないものであり､又回転部分が突出し

ないものであること｡ 

２．人を運搬する自動車には､堅固な屋根が設けられていなければならない。 

 

  (乗車装置) 

第４１条 自動車の乗車装置は､乗車人員が動揺､衝撃等により転落又は転倒することなく安全

な乗車を確保できる構造でなければならない｡ 

 

(運転者席) 
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第４２条 自動車の運転者席は､運転に必要な視界を有し､かつ､乗車人員､積載物品等により運

転操作を妨げられない構造でなければならない｡ 

 

 (乗降口) 

第４３条 運転者室及びその他の車室の乗降口には､確実に閉じることができる扉を備えなけれ

ばならない｡但し､鎖､ロープなど乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を

備えた場合は､この限りでない｡ 

 

(物品積載装置) 

第４４条 自動車の荷台その他の物品積載装置は､堅牢で､かつ､安全､確実に物品を積載できる

構造でなければならない｡ 

 

(窓ガラス) 

第４５条  

１．自動車の窓ガラス(最大走行速度毎時２０キロメートル未満の自動車にあっては､前面ガラ

ス)は､安全ガラスでなければならない｡但し､衝突などにより窓ガラスが損傷した場合におい

て､当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所に備えられたもの

にあっては､この限りでない｡ 

２．自動車(被牽引自動車を除く｡) の前面ガラスは､次の基準に適合するものでなければならな

い｡ 

１）透明であり､運転者の視界を妨げるような歪みのないものであること。 

２）損傷した場合においても運転者席の直前の視界を確保できるものであること｡ 

 

(前照灯) 

第４６条 自動車(被牽引自動車を除く｡) には､次の基準に適合する前照灯を備えなければなら

ない｡但し､最大走行速度毎時２０キロメートル未満の自動車にあっては、この限りでない｡ 

１）前照灯は､その全てを同時に照射したときに､夜間前方１００メートルの距離にある走行上

の障害物を確認できる性能を有すること｡ 

２）前照灯は､他の自動車等の走行を妨げないように減光し､又は照射方向を下向きに変換する

ことができる構造であること｡ 

 

(車幅灯) 

第４７条 自動車(車両総重量２０トンを超える自動車､二輪自動車及び最大走行速度毎時２０

キロメートル未満の軽自動車を除く。) の前面の両側には､車幅灯を設けなければならない｡

但し､前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から４００ミリメートルまでの間にある場
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合には､その側の車幅灯を備えないことができる。 

 

(尾灯) 

第４８条 自動車(最大走行速度毎時２０キロメートル未満の軽自動車を除く｡) には､次の基準

に適合する尾灯を備えなければならない｡ 

１）尾灯は､夜間後方３００メートルの距離から点灯を確認できるものであること。 

２）尾灯の灯光の色は､赤色であること｡ 

 

(制動灯) 

第４９条 自動車(最大走行速度毎時２０キロメートル未満の軽自動車を除く｡) の後面には､次

の基準に適合する制動灯を備えなければならない｡ 

１）制動灯は､昼間後方１００メートルの距離から点灯を確認できるものであること｡ 

２）制動灯は､主ブレーキ(車両総重量２０トンを超える自動車にあってはリターダブレーキを

含み､被牽引自動車にあってはその牽引自動車の主ブレーキ｡) を操作している場合にのみ

点灯する構造であること｡ 

３）尾灯と兼用の制動灯は､前号の規定にかかわらず､主ブレーキを操作している場合にのみそ

の光度が５倍以上に増加する構造であること｡ 

 

(後退灯) 

第５０条 自動車には､変速装置(被牽引自動車にあっては､その牽引自動車の変速装置)を後退

の位置に操作している場合にのみ点灯する後退灯を備えなければならない｡但し､二輪自動車

及びこれにより牽引される被牽引自動車にあっては､この限りでない｡ 

 

(方向指示器) 

第５１条 自動車には､方向指示器を備えなければならない｡ただし､最大走行速度毎時２０キロ

メートル未満の自動車､二輪自動車及び被牽引自動車にあっては､この限りでない｡ 

 

(警音器) 

第５２条 自動車(被牽引自動車を除く｡) には､次の基準に適合する警音器を備えなければなら

ない｡ 

１） 警音器の音の大きさ(二以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和) は､自動車

の前方２メートルの位置において９０dB 以上であること｡ 

２）警音器の音は､連続するものであり､かつ､音の大きさ及び音色が一定のものであること｡ 

 

(後写鏡等) 
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第５３条  

１．自動車(被牽引自動車を除く｡) には､自動車 (被牽引自動車を牽引する場合は､被牽引自動

車) の左右の外側線上後方を確認できる後写鏡を備えなければならない｡ 

２．次の自動車(運転者が運転者席において当該自動車の直前及び前車輪付近にある障害物を直

接確認できる構造のもの並びに被牽引自動車を除く｡) には､運転者が運転者席において当該

自動車の直前及び左 (運転者席が自動車の左側に設けられているものについては､右) 前車

輪付近にある障害物を確認できる鏡その他これ に相当する装置を備えなければならない｡ 

１）車両総重量が８トン以上又は最大積載量が５トン以上の普通自動車 

２）乗車定員１１人以上の自動車 

 

(窓拭き器) 

第５４条  

１．自動車(二輪自動車及び被牽引自動車を除く｡) の前面ガラスには､前面ガラスの直前の視界

を確保できる自動式の窓拭き器 (左右に窓拭き器を備える場合は､同時に作動するものであ

ること｡) を備えなければならない｡ 

２．前項の規定により窓拭き器を備えなければならない自動車 (最大走行速度毎時２０キロメー

トル未満の自動車を除く。) には､洗浄液噴射装置及びデラロスタを備えなければならない｡

但し､車室と車体外とを屋根､窓ガラス等の隔壁により仕切ることのできない自動車にあって

は､デフロスタは備えないことができる｡ 

 

(速度計及び走行距離計) 

第５５条 自動車には､速度計を運転者の見やすい箇所に､走行距離計を適当な箇所に､それぞれ

備えなければならない｡ただし､車両総重量２０トンを超える自動車であって､専ら坑内及び

露天掘採場において使用する自動車にあっては原動機運転時間計をもって走行距離計に代え

ることができ､軽自動車にあっては走行距離計を､最大走行速度毎時２０キロメートル未満の

自動車及び被牽引自動車にあっては速度計及び走行距離計を省略することができる｡ 

 

(内圧容器及びその付属装置) 

第５６条 自動車の内圧容器及びその付属装置は､次の基準に適合するものでなければならない｡ 

１）圧縮空気に係る内圧容器は､ドレンコックを備えたものであること｡ 

２）内庄容器は､自動車に取り付けた状態で見やすい位置に､最高使用圧力を表示したものであ

ること｡ 

３）内圧容器は､点検しやすい場所に備えられていること｡ 

４）内圧容器及び導管は､自動車の走行中の振動､衝撃等により損傷を生じないように取り付け

られていること｡ 
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５） 内圧容器には､容器内の圧力を指示する圧力計を運転者の見やすい場所に設けること｡ 

６） 圧力計は､圧縮ガスにより作動する装置の最低有効作動圧力を目盛りに表示したものであ

ること｡ 
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鉱山保安査察規程 

                                 ２０１６年６月 

（総則） 

第１条  

鉱山の保安について、鉱山保安法（以下「法」という。）第３３条に規定する監督

組織、同法第３４条に規定する鉱山保安監督官が行う査察、調査及びそれに関連する

職務に関しては、同法及び鉱山保安規則（以下「規則」という。）に定めるほか、鉱

山保安査察規程（以下「本規程」という。）に定める。 

 

（一般査察） 

第２条 

１ 鉱物部門を所管する総局長又は地方の局長は、その管轄区域内の全ての鉱山及びそ 

 れに附属する選鉱場、選炭場及び製錬場などの施設（以下「鉱山」という。）につい 

て、所属する鉱山保安監督官に一般査察をさせなければならない。 

２ 鉱山保安監督官は、一般査察を行うに当たっては、年間査察計画に基づき別途定め 

られた「鉱山保安査察マニュアル」を用いて、鉱山に立ち入り、法・規則の遵守状況、 

施設の保全状況及び帳簿、管理台帳及び書類その他の物件を検査し、又関係人に対し 

て質問を行うものとする。   

３ 鉱山保安監督官は、前項に規定する一般査察の結果について、「鉱山保安査察マ 

ニュアル」に定められた様式により、鉱物部門を所管する総局長（地方の局に配置さ 

れた鉱山保安監督官の場合は、地方の局長を経由）に報告しなければならない。 

 

（特別査察） 

第３条 

１ 鉱物部門を所管する総局長又は地方の局長は、鉱山において次の各号に該当の事象 

が生じたときは、所属する鉱山保安監督官に特別査察をさせなければならない。    

１） 法第２９条第２項及び規則第１６６条第１項に規定する鉱害の発生のおそれ

が多いとき又は鉱害が発生したとき。  

 ２） 法第２９条第２項及び規則第５４条第１項に規定する鉱山災害が発生したと 

き。   

２ 鉱山保安監督官は、特別査察を行うに当たっては、鉱山に立ち入り、鉱害又は鉱山 

災害の発生状況について検査し、又関係人に対して質問を行うものとする。    

３ 鉱山保安監督官は、前項に規定する特別査察の結果について、その概況を直ちに鉱 

物部門を所管する総局長（地方の局に配置された鉱山保安監督官の場合は、地方の局 

長を経由）に報告すると共に、様式第１号により、「特別査察報告書」を総局長（地 



2 
 

方の局に配置された鉱山保安監督官の場合は、地方の局長を経由）に提出しなければ 

ならない。  

 

（査察に関連した調査） 

第４条 

１ 鉱物部門を所管する総局長又は地方の局長は、本規程第２条に規定する一般査察又  

は第３条に規定する特別査察の結果、必要があると認めるときは、鉱山保安監督官に 

 鉱物事業権所有者の所有する事務所、法第１９条に規定する請負作業者の所有する事 

務所又は事業場について、所属する鉱山保安監督官に調査をさせなければならない。 

２ 鉱山保安監督官は、鉱物事業権所有者の所有する事務所、又は請負作業者の所有す 

る事務所又は事業場に立ち入り、鉱業に関係する帳簿類、その他物件を調査し、又関 

係人に対して質問を行うものとする。 

３ 鉱物部門を所管する総局長又は地方局長は、前項の調査の結果、鉱山の保安を確保 

するうえで必要があると認めるときは、鉱物事業権所有者に対し必要な措置につい 

て、事由を示して、文書により指示又は指導を行うものとする。   

 

（申告に基づく査察） 

第５条 

１ 鉱物部門を所管する総局長又は地方の局長は、法第３７条第１項に規定する鉱山労 

 働者から鉱山保安法令の違反、鉱山災害などに関する申告があったときは、所属する 

 鉱山保安監督官に当該鉱山の査察をさせなければならない。 

２ 鉱山保安監督官は、当該鉱山に立ち入り、鉱山労働者からの申告の事実関係につい 

て慎重に検査し、又関係人に対して質問を行うものとする。    

３ 鉱山保安監督官は、前項に規定する査察の結果について、様式２号により、鉱物部 

門を所管する総局長（地方の局に配置された鉱山保安監督官の場合は、地方の局長  

を経由）に報告しなければならない。  

４ 鉱物部門を所管する総局長又は地方の局長は、前項の査察の結果、鉱山の保安を確 

 保するうえで必要があると認めるときは、鉱物事業権所有者に対し必要な措置につ 

いて、事由を示して、文書により指示又は指導を行うものとする。  

  

（休止・廃止鉱山に対する査察） 

第６条 

１ 鉱物部門を所管する総局長又は地方の局長は、休止中の鉱山又は廃止後５年以内の 

 鉱山について鉱害又は第三者への危害を防止するため必要があると認めるときは、鉱 

 山保安監督官に当該休止・廃止鉱山の査察をさせなければならない。 

２ 鉱山保安監督官は、前項に規定する休止・廃止鉱山の査察結果について、様式第 
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３号により、鉱物部門を所管する総局長（地方の局に配置された鉱山保安監督官の 

場合は、地方の局長を経由）に報告しなければならない。   

３ 鉱物部門を所管する総局長又は地方の局長は、前項の調査の結果、鉱害又は第三者 

への危害を防止する必要があると認めた場合には、休止中の鉱物事業権所有者又は 

元鉱物事業権所有者に対し必要な措置について、事由を示して、文書により指示又は 

指導を行うものとする。  

４ 鉱物部門を所管する大臣は、法第４条第１項及び第２７条第１項の規定に基づき、 

鉱物事業権が消滅した後でも５年間は、元鉱物事業権所有者に対して、鉱物事業を実 

施したことによる鉱害又は第三者への危害を防止するため必要な設備の設置などに

ついて、事由を示して、文書により命令を行うものとする。 

   

（改善指示書の交付） 

第７条 

１ 鉱山保安監督官は、本規程第２条、第３条又は第５条に規定する査察の結果、保安 

のため改善が必要であると認めるときは、当該鉱山の鉱物事業権所有者に対し、様式 

第４号により、改善指示書を交付しなければならない。 

２ 鉱物部門を所管する総局長又は地方の局長は、前項の規定により鉱山保安監督官 

 が改善指示書を交付した場合において、保安のため更に追加して改善することが必 

 要であると認めるときは、当該鉱物事業権所有者に対し、文書により追加事項につい 

 て改善の指示を行うものとする。 

 

（命令書の交付） 

第８条 

１ 鉱山保安監督官は、本規程第２条、第３条又は第５条に規定する査察の結果、鉱物

事業に使用する機械、器具、建設物、工作物その他施設の使用又は火薬類その他の材

料、動力若しくは火気の取扱いその他実施の方法が、法及び規則に違反し、且つ保安

に関し急迫の危険があるときは、法第３６条第１項の規定に基づき、当該鉱山の鉱物

事業権所有者に対し、様式第５号により、速やかに是正するよう警告及び指揮の命令

書を交付しなければならない。  

２ 鉱物部門を所管する総局長又は地方の局長は、前項の規定により鉱山保安監督官が

警告及び指揮の命令書を交付した場合において、保安のため更に追加して是正するこ

とが必要であると認めるときは、当該鉱物事業権所有者に対し、文書により命令を行

うものとする。  

  

（急迫の危険時又は緊急時における措置事項） 

第９条 
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１ 鉱物部門を所管する大臣又は総局長は、鉱山における火災又は風水害などの事由に 

 より、特に急迫の危険を生ずるおそれが多いと認めるときは、所属する鉱山保安監督 

官を当該鉱山に派遣し、鉱物事業権所有者に対し、保安に関して適切な措置を講ずる 

よう監督指導をさせなければならない。  

２ 鉱山保安監督官は、本規程第２条、第３条又は第５条に規定する鉱山の査察時に鉱 

物事業権所有者が鉱区外に侵掘したことにより保安に関して急迫の危険があるとき 

は、法第３６条第２項及び本規程第８条第１項の規定に基づき当該侵掘区域における 

操業の中止、閉塞などの必要な措置を講ずることにより速やかに是正するよう警告及 

び指揮の命令書を交付しなければならない。    

３ 鉱山保安監督官は、本規程第３条に規定する鉱害又は鉱山災害が発生した現場にお 

いて被災者を救出するため緊急の必要があるときは、法第３６条第３項及び本規程第 

８条第１項の規定に基づき鉱物事業権所有者に対し、適切な措置を講じることにより

安全が確保されるよう警告及び指揮の命令書を交付しなければならない。  

４ 鉱山保安監督官は、前３項に規定する急迫の危険時又は緊急時の概況、鉱物事業権 

所有者に対して監督指導又は執った措置について、直ちに鉱物部門を所管する大臣又 

は総局長（地方の局に配置された鉱山保安監督官の場合は、地方の局長を経由）に報 

告しなければならない。 
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様式第 1 号（本規程第３条関係） 

 

特別査察報告書 

 

 

○○鉱山（○○坑）において、○○年○○月○○日に発生した○○○○による（鉱害又

は鉱山災害）について、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までの間、鉱山保

安査察規程第３条第１項の規定により特別査察を行ったので、以下のとおり報告します。 

 

 

記載事項 

1．鉱山名（石炭鉱山については坑種名） 

2．鉱種名及び鉱区番号 

3．鉱山の所在地 

4．鉱物事業権所有者氏名（法人の場合は代表者名） 

5．保安統括者氏名 

6．鉱害又は鉱山災害の発生年月日 

7．鉱害又は鉱山災害の種類   

8．鉱害又は鉱山災害の発生箇所名  

9．罹災者の氏名、職種、年齢、罹災程度 

10．関係する保安作業監督者氏名及び職務の内容 

11．鉱害又は鉱山災害の発生状況 

(1) 鉱害又は鉱山災害の発生状況  

(2) 関係保安作業監督者が鉱害又は鉱山災害の発生前に巡視した時刻及びその時 

の状況 

(3) 関係保安作業監督者が鉱害又は鉱山災害の発生前に注意喚起した事項又は予 

防対策の実施方法 

12．鉱害又は鉱山災害の発生後の状況 

13．鉱害又は鉱山災害の発生原因 

14．鉱害又は鉱山災害の発生後の処置の内容 

(1) 保安統括者、保安技術管理者及び保安作業監督者が鉱害又は鉱山災害の発生に

対し執った処置の内容 

(2) 鉱物事業権所有者が鉱害又は鉱山災害の発生に対し執った処置の内容及び今

後の対策 

(3) 鉱物事業権所有者が罹災者に対し執った処置の内容 
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15．鉱害又は鉱山災害の発生による減産高、損害経費、復旧経費及び損失時間 

16．鉱山保安法及び同規則の違反 

(1) 法及び規則の違反事項 

(2) 法及び規則違反の疑いがある事項 

17．特別査察を行った鉱山保安監督官の意見 

18．参考事項 

 

 

○○年○○月○○日 

 

特別査察を行った鉱山保安監督官氏名：   

 

 

 

 

備考 (1) 本様式中、特別査察の内容に応じ、「鉱害」又は「鉱山災害」を選択して用

いること。  

(2) 鉱山災害又は鉱害の発生個所の見取り図及び写真を添付すること。  

(3) 証拠となる文書コピー及び物件目録を添付すること。 

 (4) 本査察を行った鉱山保安監督官が地方の鉱物部門を所管する局に配置され 

ている場合は、地方の局長を経由し、総局長あてにも報告すること。  
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様式第２号（本規程第５条関係） 

 

申告に基づく査察報告書 

 

 

○○鉱山（○○坑）において、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までの間、

鉱山保安査察規程第５条第１項の規定により鉱山労働者からの申告に基づく査察を行

ったので、以下のとおり報告します。 

 

 

記載事項 

1．鉱山名（石炭鉱山については坑種名） 

2．鉱種名及び鉱区番号 

3．鉱山の所在地 

4．鉱物事業権所有者氏名（法人の場合は代表者名） 

5．保安統括者氏名 

6．鉱山労働者からの申告事項 

7．申告に関する事実関係  

8．鉱山保安法及び同規則の違反 

(1) 法及び規則の違反事項 

(2) 法及び規則違反の疑いがある事項 

9．申告に基づき査察を行った鉱山保安監督官の意見 

10．参考事項 

 

 

○○年○○月○○日 

 

申告に基づく査察を行った鉱山保安監督官氏名：   

 

 

 備考 

 (1) 本査察を行った鉱山保安監督官が地方の鉱物部門を所管する局に配置され 

ている場合は、地方の局長を経由し、総局長あてにも報告すること。  
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様式第３号（本規程第６条関係） 

 

休止・廃止鉱山に対する査察報告書 

 

 

（旧）○○鉱山（○○坑）において、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日ま

での間、鉱山保安査察規程第６条第１項の規定により休止・廃止鉱山に対する査察を行

ったので、以下のとおり報告します。 

 

 

記載事項 

1．休止又は廃止時の鉱山名（石炭鉱山については坑種名） 

2．鉱種名及び（旧）鉱区番号 

3．休止又は廃止時の鉱山の所在地 

4．休止又は廃止時の鉱物事業権所有者氏名（法人の場合は代表者名） 

5．当該鉱山の現況（採掘個所（跡地）及びその周辺の状況、附属施設の状況等） 

6. 保安統括者氏名（休止鉱山の場合） 

7．鉱害若しくは第三者に対する危害の発生のおそれ、又は鉱害若しくは第三者に対す 

る危害の発生状況    

8．鉱山保安法及び同規則の違反 

(1) 法及び規則の違反事項 

(2) 法及び規則違反の疑いがある事項 

9．休止・廃止鉱山に対する査察を行った鉱山保安監督官の意見 

10．参考事項 

 

 （鉱害又は第三者に対する危害の発生があった場合、以下の事項について追加記載 

のこと。） 

11．鉱害又は第三者に対する危害の発生年月日  

12．鉱害又は第三者に対する危害の種類 

 13. 鉱害又は第三者に対する危害の発生箇所名  

14．罹災者の氏名、職種、年齢、罹災程度 

15．関係する保安作業監督者氏名（休止鉱山の場合） 

16．鉱害又は第三者に対する危害の発生時の状況  

(1) 鉱害又は第三者に対する危害の発生時の状況  

(2) 関係保安作業監督者が鉱害又は第三者に対する危害の発生前に巡視した時刻 
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及びその状況（休止鉱山の場合）  

(3) 関係保安作業監督者が鉱害又は第三者に対する危害の発生前に注意喚起した 

事項又は予防対策の実施方法（休止鉱山の場合）  

17．鉱害又は第三者に対する危害の発生後の状況 

18．鉱害又は第三者に対する危害の発生原因 

19．鉱害又は第三者に対する危害の発生後の処置の内容 

(1) 保安統括者、保安技術管理者及び保安作業監督者が鉱害又は第三者に対する危

害の発生に対しとった処置の内容（休止鉱山の場合）   

(2) 鉱物事業権所有者が鉱害又は第三者に対する危害の発生に対しとった処置の

内容及び今後の対策 

(3) 鉱物事業権所有者が罹災者に対しとった処置の内容 

20．鉱害又は第三者に対する危害の発生による損害経費及び復旧経費 

 

 

○○年○○月○○日 

 

休止・廃止鉱山に対する査察を行った鉱山保安監督官氏名：   

  

 

 

備考 

  (1) 本様式中、「廃止鉱山」又は「休止鉱山」は選択して用いること。 

 (2) 本査察を行った鉱山保安監督官が地方の鉱物部門を所管する局に配置され 

ている場合は、地方の局長を経由し、総局長あてにも報告すること。  
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様式第４号（第７条関係） 

 

改善指示書 

 

○○鉱山（○○坑） 

鉱物事業権所有者氏名 宛 

 

○○鉱山（○○坑）において、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までの

間、○○○○査察した結果、保安のため改善が必要と認められる事項は、次のとおりで

あるから速やかに改善するとともに、その改善に関する計画書を○○年○○月○○日ま

でに鉱物部門を所管する総局長に提出すること。 

なお、本指示事項については、その内容を貴鉱山の保安委員会に通知するとともに、

鉱山労働者に対して改善すべき事項について周知徹底を図ること。 

 

査察年月日 ○○年○○月○○日 ～ ○○年○○月○○日 

査察区域  

番号 査察に基づく改善指示事項  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

改善指示書交付日：○○年○○月○○日 

 

○○査察を行った鉱山保安監督官氏名： 

 

 

備考 

  (1) 鉱山保安監督官は、「改善指示書」は２部作成し、１部は鉱物事業権所有者

に交付し、残り１部は査察報告書に添付すること。 
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様式第５号（第８条関係） 

 

命令書 

     

鉱物事業権所有者氏名  

○○鉱山（○○坑）  

  

 

○○鉱山（○○坑）において、○○査察した結果、下記(１) の事項について鉱山保

安法及び鉱山保安規則の違反が認められ、且つ鉱物事業を実施する上で保安に関し急迫

の危険が認められることから、下記(２)に記載する必要な措置を講ずることにより速や

かに是正するよう、鉱山保安法第３６条第○○項の規定に基づき命令する。   

是正のための必要な措置が完了したときは、鉱物部門を所管する（大臣又は総局長）

に書面にて報告すること。  

なお、本命令事項については、その内容を貴鉱山の保安委員会に通知するとともに、

鉱山労働者に対して速やかに是正すべき事項について、周知徹底を図ること。 

 

 

(1) 違反事項 

 

(2) 違反事項に関し措置すべき事項 

 

 

命令書交付日：○○年○○月○○日  

 

○○査察・調査を行った鉱山保安監督官氏名： 

 

 

  備考  

(1) 本様式中、命令に係る改善措置が完了した際の報告先については、 

本規程の命令条項に応じ、「大臣」又は「総局長」を選択して用いる 

こと。       

      (2)  鉱山保安監督官は、「命令書」は２部作成し、１部は鉱物事業権所    

       有者に交付し、残り１部は査察報告書に添付すること。  

 



 

 1

日本とカンボジア王国との鉱業関係法の比較及び相違点 
                                                       ２０１５年 １月１２日 
(１) 日本の「旧鉱山保安法」との比較及び相違点 

日本の 2004 年改正以前の「鉱山保安法」（以下「旧鉱山保安法」という）及び 2004 年改正以前の鉱山保安規則（以下「旧鉱山保安規則」という）とカン

ボジアの 2001 年に制定された「鉱物資源の管理及び開発に関する法律」（以下「鉱物資源法」という）及び 1996 年に制定された「環境保護及び天然資源の

管理に関する法律」（以下「環境保護法」という）との主たる事項に関して比較し、その相違点について、表 １に示す。  
また、日本の鉱業に関係する法律とベトナムの「労働法（2006 年改正）」、「鉱物法（2010 年改正）」及び「環境保護法（2005 年改正）」、ラオスの「鉱物

法（2011 年改正）」、「労働法（2006 年改正）」及び「環境保護法（1999 年制定）」、ミャンマーの「鉱山法（1994 年制定）」、「鉱山規則（1996 年制定）」及

び「環境保護法（2012 年改正）」の主たる事項に関して比較し、その相違点については関連事項欄に参考までに示す。  
 

表 １  日本の「旧鉱山保安法」との比較及び相違点 
事 項 日本の「旧鉱山保安法」、「旧鉱山保安

規則」 
カンボジアの「鉱物資源法」、「環境保

護法」 
関連事項 

目 的 
 
 
 
 
鉱業権者の義

務 

・この法律は、鉱山労働者に対する危害を

防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資

源の合理的開発を図ることを目的とす

る。        （法第 1 条） 
 
・鉱業権者は、以下の事項について、必要

な措置を講じなければならない。 
 １）落盤、崩壊、出水、ガスの突出、

ガス又は炭じんの爆発、自然発火及

び坑内火災の防止 
 ２）ガス、粉塵、捨石、鉱滓、坑水、

廃水及び鉱煙の処理に伴う危害又

は鉱害の防止 
 ３）機械、器具、又は火薬類、その他

材料、動力及び火気の取扱いに伴う

危害の防止 
 ４）通気の確保及び救護組織の設置 
 ５）鉱物資源の保護 

 
 
 
 
 
・鉱物事業権所有者又は下請け業者は、

鉱物の探査及び開発の実施に当たって

は責任を負うと共に、以下に定められ

た事業要件に従わなければならない。

１)「探査事業計画書」又は「鉱業実施可

能性調査」に明記された技術的・財政

的に適切且つ効果的な方法により鉱

物事業を実施すること。 
２)「環境保護及び天然資源の管理に関す

る法律」、「環境影響評価調査」、「環境

管理計画」、「鉱山採掘跡地復元計画」

及び「財務保証」の定めに従い環境を

保護すること。 

 
 
 
 
 
・鉱物採掘する組織又は個人は、次の義務を有する。 
 a)労働安全・労働衛生・環境保護措置を実現する。 

b)鉱物資源を保護する。 
  c)鉱物採掘許可証が失効した時、閉山し、環境と土

地を回復する。 
         （ベトナム、鉱物法第 55 条） 
・鉱物採掘する組織又は個人は、労働安全及び労働衛

生に関する法令を十分に実現しなければならない。 
・鉱物採掘する組織又は個人は、労働安全及び労働衛

生に関する技術基準に適合して、鉱山労働内規を定

めなければならない。 
         （ベトナム、鉱物法第 57 条） 
・使用者は、労働者のための安全衛生、労働条件の 
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 ６）機械、器具、建設物及び工作物の

保全 
 ７）土地の掘削による鉱害の防止 

          (法第 4 条) 
 

・（鉱業権者の義務事項に関する具体的な

内容については規則に規定） 

３）「採掘計画プログラム」及び「鉱山に

おける危害防止と災害報告手続きにつ

いて定められた健康と安全プログラ

ム」に従い、鉱山労働者の健康と安全

を確保すること。 
４）「採掘計画」に明記された鉱山周辺に

おける国民の安全を確保すること。 
５）カンボジア国民に対し、「雇用・教育・

訓練プログラム」に明記される教育、

訓練及び雇用を行うこと。 
６）カンボジア国内において調達が可能

な商品やサービスの調達を図ること。

・担当大臣は、鉱物事業許可書のカテゴ

リー及び鉱物事業の規模に応じて、上

記の事業要件に追加して必要事項を定

めることができる。 
       （鉱物資源法第 21 条） 

 
 
 

改善を確保する十分な労働保護手段を講じる責任 
を負う。 

(ベトナム、労働法第 95 条) 
 

・労働衛生を確実にするため、採鉱事業を行う投資家

は、以下の措置を実施するものとする。 
 1)労働安全衛生に関する規定と対策を確立するこ

と。 
 2)採掘活動を企画するに当たっては、技術基準に適

合する適切な機械類及び機器を建造・設置するこ

と。 
 3)鉱害防止に対する効果的な技術を用いるととも

に、労働者には安全を確保するための機器や制服を

提供すること。 
 4)爆発物及び化学物質を保管する場所あるいは倉庫

を有していること。 
 5)関連統計を含め、労働安全衛生に関する報告を定

期的に実施すること。 
・負の環境影響及び社会的影響を避けるか或いは最小

化するため、鉱業を行う投資家は以下の措置を実施

しなくてはならない。 
 1)環境に関するマネジメント計画を作成し、また規

則に従って鉱業から影響を受ける人々の再定住計

画を作成すること。 
 2)他の目的に使用することを可能にするため、採掘

の終了した地域の現状回復及び閉山に関する計画

を確立すること。 
 3)関連規則に基づく鉱物に関連する事業運営による

損害に対する補償の支払いの責任を負うこと。 
 4)当該プロジェクトに関する「環境保護基金」に対

して寄付すること。 
 5)人間、動物の健康と生命、環境の保全を確実にす
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るため、当該プロジェクトから排出される廃水につ

いては、廃水処理を実施すること。 
 6)社会及び環境影響のアセスメントに関して、関係

する鉱物管理／監視及び検査組織に対して定期的

に要約した報告をすること。 
     （ラオス、鉱物法第 58 条、第 60 条） 
 
・使用者は、その監督下にある作業場、機械、器具、

生産工程が安全で労働者の健康を害することのな

いようにすることの責任、労働と健康に対する保護

についての作業規則の作成の責任、作業場における

労働安全と衛生を確保するための騒音の防止、健康

を害する粉じん及び臭気を排出するための換気な

どの必要な措置、労働者に対する安全と健康を守る

ことに関して企画し、研修を行う。 
（ラオス、労働法第 42 条） 

 
・許可証取得者の義務事項は、以下のとおりである。 
 １）許可証条件の遵守 
 ２）土地に係る賃借料の支払い 
 ３）ロイヤルティの支払い 
       （ミャンマー、鉱山法第 12 条） 

・許可証取得者は、以下の事項について、規則の規定

に従うこと。 
 １）鉱山の職員、労働者の選任、業務内容、雇用

年齢、賃金、給与及びその他報酬 
 ２）坑外作業及び坑内作業を行う労働者の従事日

数、従事時間数の決定 
 ３）安全及び事故防止対策に関する計画書の作成

と実施 
 ４）職員及び労働者の福祉、健康、衛生及び規律

に関する計画書の作成及び実施 
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 ５）採鉱事業に伴う損害発生防止のための環境保

護対策書の作成 
 ６）事故、死亡、負傷に関する鉱山事故発生の報

告 
 ７）統括監督官及び監督官への従順 
       （ミャンマー、鉱山法第 13 条） 
                       

鉱山労働者の

義務 
 
 

・鉱山労働者は、鉱山において、保安のた

めに必要な事項を守らなければならな

い。         (法第 5 条) 
 

・鉱山労働者は、資格がない場合には危

険な作業に従事してはならない。 
・鉱山労働者は、保安のため設置した警

標、通行遮断の設備又は保安に関する

機械、器具その他施設を破損し、又は

変更してはならない。  
（規則第 69 条、第 70 条） 

 

・（鉱山労働者の義務事項に関する規定は

ない。） 
・鉱山従事者は、労働安全及び労働衛生に関する法令

を十分に実現しなければならない。 
         （ベトナム、鉱物法第 57 条） 
・労働者は、労働安全衛生事業の労働内規に関する 

規定を遵守する。 
        （ベトナム、労働法第 95 条） 
 

・労働者は、自らの安全と健康を守るほか同僚の安全

と健康を守ること。 
・労働者は、自らの安全と健康を守るために企画され 

た諸方策の実施に当たり、使用者に協力すること。 
（ラオス、労働法第 42 条） 

 
・（鉱山労働者の義務事項に関する規定はない。） 
         （ミャンマー） 
 

保安教育 
 

・鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を

行うのに必要な保安に関する教育を施

さなければならない。 
(法第 6 条) 

・（鉱業権者が保安のために鉱山労働者に

施さなければならない危険な作業に係

る教育の程度については規則に規定） 
・保安教育が必要とされる危険な作業 

・鉱物事業権所有者又は下請け業者は、

鉱物の探査及び採掘の実施について責

任を負うと共に、以下の事業要件に従

わなければならない。 
５）カンボジア国民に対し、「雇用・教育・

訓練プログラム」に明記される教育、

訓練及び雇用を行うこと。 
      （鉱物資源法第 21 条） 

・使用者は、労働者を雇用して配置するとき、各種労

働段階において規定された健康標準に基づき、訓練

を組織し、労働者を指導する。 
         （ベトナム、労働法第 102 条） 

 
・使用者は、労働者が自らの安全と健康を守るための

規則に関し十分な知識を得ることが出来るよう、安

全と健康に関する研修を無償にて企画・実施するこ
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  １）電気工作物の設置、修理の作業 
  ２）人を運搬する巻揚機を運転する作

業 
３）車両系鉱山機械を整備する作業 
４）車両系鉱山機械、自動車を運転す

る作業 
 ５）ボイラーの燃焼作業  
６）発破に関する作業  
７）酸素呼吸器を着用して行う鉱山救

護隊員の作業   等 
        （規則第 56 条） 

 と。 
（ラオス、労働法第 42 条） 

 
・鉱物探査許可証取得者は、許可証の条件に従い、ミ

ャンマー国民の雇用及び訓練を行うこと。 
・鉱物生産許可証取得者又は鉱山マネージャーは、作

業現場における労働者の安全と健康を確保するた

め、適切な訓練、再訓練を実施すること。 
 （ミャンマー、鉱山規則第 54 条、第 100 条） 

 

機械、器具等

に関する制限 
 
 
 

・鉱業権者は、機械、器具等又は火薬類そ

の他の材料であって危険性の大きいも

のは、検定に合格したものでなければ、

鉱山の坑内において使用し、又は設置し

てはならない。 
          （法第７条） 
 

・（鉱山の坑内において使用又は設置が制

限されている以下の機械、器具、材料

については規則に規定） 
 １）石炭鉱山、石油鉱山で使用する火

薬類 
 ２）石炭鉱山、石油鉱山で使用する照

明器具 
 ３）電気機械及び電気器具 
 ４）内燃機関を動力とする機械及び車

両 
５）精密可燃性ガス検定器など 

 ６）可燃性ガス自動警報器 
 ７）救命器 

・（鉱業で使用する機械、器具又は火薬類

その他材料について使用又は設置の制

限に関する規定はない。） 
 

・労働衛生に厳格な要件を必要とする各種の機械・設

備・資材・物質については、政府の規定による登録

と検定が必要である。 
 （ベトナム、労働法第 96 条） 

 
・採鉱事業を行う投資家は、採鉱活動を企画するに当

たっては、技術基準に適合する適切な機械及び機器

を建造・設置すること。 
（ラオス、鉱物法第 58 条） 

 
・（鉱山で使用する機械、器具又は火薬類その他材料 

について使用又は設置の制限に関する規定はない。） 
        （ミャンマー） 
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 ８）酸素呼吸器 等 
   （規則第 114 条～第 121 条） 

施設計画の認

可、届出 
・鉱業権者は、鉱業で使用する保安上重

要である建設物、工作物その他の施設

の設置又は変更の工事をしようとする

ときは、その計画について、産業保安

監督部長あてに認可又は届出の申請を

行わなければならない。 
(法第 8 条) 

 
・（認可が必要とされる、以下の保安上重

要な建設物、工作物、施設については

規則に規定） 
１）人を運搬する巻揚げ装置などの

施設、坑内において人を運搬する

自動車 
 ２）坑水の処理施設 
 ３）原動機を使用する選鉱場又は砕鉱

場 
 ４）捨石、鉱滓又は沈殿物の堆積場 
 ５）全出力 100 キロワット以上の高 

圧電気工作物 
  ６）火薬類取扱所 等 

 （規則第 83 条）  

 
・（届出が必要とされる、以下の建設物、

工作物、施設については規則に規定）

 １）主要扇風機又は予備扇風機 
 ２）50 キロワット以上の原動機を使

用するコンプレッサー 
 ３）専用上水道施設 

・（鉱業で使用する保安上重要である建設

物、工作物その他施設の設置又は変更

の工事をしようとする場合、その計画

について事前に認可の申請又は届出に

関する規定はない。） 
 

・労働衛生に厳格な要件を必要とする各種の機械・設

備・資材・物質については、政府の規定による登録

と検定が必要である。 
 a)0.7kg/cm2 以上のボイラー 
 b)ロープ巻き上げ機 
 c)人を運ぶ昇降機 
 d)各種爆薬 
 dd)起爆装置 
        （ベトナム、労働法第 96 条） 
 

・（鉱業で使用する保安上重要である建設物、工作物

その他施設の設置又は変更の工事を行う場合につ

いて、事前認可申請又は届出に関する規定はない。） 
        （ラオス、ミャンマー） 
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 ６）騒音発生施設 
 ７）振動発生施設 等 
         （規則第 84 条） 

保安規程 
 

・鉱業権者は、保安を確保するため「保

安規程」を定めなければならない。 
(法第 10 条) 

 
・（鉱業権者は、以下の事項について「保

安規程」に細目を定めるよう規則に規

定） 
 １）保安統括者及び保安係員が巡視中に

特に注意すべき箇所 
 ２）重大な災害が発生したときの連絡方

法 
 ３）鉱山労働者に対する保安教育の内容

 ４）鉱山救護隊の組織、訓練過程、招集

方法及び主要器具の定期検査の方法 
 ５）火薬類の取扱い、発破 
 ６）鉱害の防止 （坑水又は廃水の処理

施設の管理、鉱煙発生施設又はばい煙

処理施設の管理、鉱業廃棄物の保管、

運搬及び処理、捨石堆積場又は鉱滓堆

積場の管理 等） 
 ８）電気機器、配線等の検査及び保全 

９）車両系鉱山機械の管理、点検及び修

理、人を運搬する車両の管理 
 ９）防じんマスクの管理、粉じんの清掃、

粉じんの濃度測定、記録 
１０）消火設備、設備の定期検査、退避 
１１）騒音発生施設又は振動発生施設の管

理、騒音又は振動の測定 等 

・（鉱山の保安を確保することを目的とし

た「保安規程」に関する規定はない。）

  
 

・鉱物採掘する組織又は個人は、労働安全と労働衛生

に関する技術基準に適合する「鉱山労働内規」を定

めて、公開しなければならない。 
(ベトナム、鉱物法第 57 条) 

 
・採鉱事業を行う投資家は、労働安全衛生に関する規

程と対策を確立すること。 
（ラオス、労働法第 58 条） 

 
・鉱物生産許可証取得者又は鉱山マネージャーは、鉱

山毎に予見可能な作業関連事故及び自然災害に関

する事故防止計画書を作成し、維持しなければなら

ない。 
     （ミャンマー、鉱山規則第 98 条） 
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   （規則第 80 条～第 82 条） 

保安統括者及

び保安技術職

員 
 
 

・鉱業権者は、保安統括者、保安技術職

員を選任するとともに、産業保安監督

部長あてに届出を行わなければなら

ない。 
（法第 12 条 2～第 18 条） 

 
・（必要により選任すべき保安技術職員

については規則に規定） 
 １）保安技術管理者 
２）坑外保安係員 

 ３）坑内保安係員 
 ４）機械保安係員 
 ５）電気保安係員 
 ６）鉱害防止係員  
７）発破係員 
８）火薬係員  
９）ボイラー係員 等 

 （規則第 17 条） 

・（保安統括者及び保安技術職員に関する

選任並びに保安管理体制の確立に関す

る規定はない。） 
  
 
 
 
 
 

・鉱物探査に従事する実務経験について規定。 
       （ベトナム、鉱物法第 35 条） 
・鉱物採掘を行う場合には、鉱山操業監督者を有さな

ければならないとし、その技術能力及び経験年数に

ついて規定。 
（ベトナム、鉱物法第 62 条） 

・炭鉱では、鉱山操業監督者、鉱山技術監督者、技術

安全課長、機電長の選任、炭鉱が自ら安全技術検査

の実施及びその頻度について規程。 
 （ベトナム、商工省通達「坑内炭鉱の安全技術規

則」） 
 

・（保安統括者及び保安技術職員に関する選任並びに

保安管理体制の確立に関する規定はない。） 
            （ラオス） 
 

・鉱山の統制と管理を行うため、指定された資格を有

するマネージャーを選任しなければならない。 
 （ミャンマー、鉱山規則第 87 条） 

・鉱物生産許可証取得者又は鉱山マネージャーは、本

法律に基づいて、鉱山の操業が安全に実施されるよ

うにするため、シフト毎に適切な監督責任者を選任

すること。 
      （ミャンマー、鉱山規則第 100 条） 

・（上記以外に保安に関する責任者、保安管理体制の

確立に関する規定はない。） 
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保安委員会 
 

・鉱業権者は、鉱山における保安に関す

る重要事項を調査審議するため「保安

委員会」を設置しなければならない。

・「保安委員会」の委員の半数は、鉱業権

者が鉱山の労働者の中から選任した委

員をもって構成し、月１回以上開催す

る。 
（法第 19 条～第 21 条） 

・（「保安委員会」で調査審議する以下の

事項について規則に規定）   
 １）保安規程の設定及び変更 
 ２）災害対策 
 ３）保安教育の実施方法 
 ４）保安状況の調査 
 ５）保安教育の実施方法 等 

         （規則第７６条） 

・（鉱山における保安に関する重要事項を

調査審議する「保安委員会」の設置に

関する規定はない。） 
 
 

・労働保護評議会、労働保護部課、保健衛生組織、安

全衛生員制度からなる労働保護機構として「労働保

護評議会」の組織化について規程すること。 
 （ベトナム、労働傷病兵社会省、保健省の通達） 
 

・採鉱事業を行う投資家は、鉱物に関するすべての活

動では、「労働法」に従って労働者の代表の参加に

よる「鉱山安全衛生委員会」を設立するものとする。 
（ラオス、鉱物法第 57 条） 

 
・（鉱山における保安に関する重要事項を調査審議す

る保安委員会の設置に関する規定はない。） 
         （ミャンマー） 

監督上の行政

措置 
・鉱業権者が、海底、河底若しくは湖沼底

の地下又は土地の掘削により鉱害を生

ずるおそれの特に多い地下において鉱

物を掘採するときは「特別掘採計画」を

定め、産業保安監督部長の認可を受けな

ければならない。 
  （法第 23 条） 

・経済産業大臣は、鉱業の実施により危

害若しくは鉱害を生じ、鉱物資源若し

くは施設を損じ、又はそのおそれが多

いと認める場合において、必要がある

ときは、鉱業権者に対して、その鉱業

の停止を命ずることができる。 
         （法第 24 条） 

・産業保安監督部長は、鉱業権者が本法

・鉱物事業権所有者が、本法の規定に違反

したときは、発効された鉱物事業許可書

は、停止又は取り消される。 
・鉱物事業許可書の停止又は取り消しの手

続きに関しては、下位規範に規定される。

（鉱物資源法第 18 条） 
 

・（上記事項以外に、鉱山の保安を確保す

る上での行政措置に関する明確な規定

はない。） 
 

・（鉱物の採掘期限が消滅又は採掘の権利

を放棄した後において、危害又は鉱害を

防止するため必要な設備をすることの

命令措置についての規定はない。） 

・環境保護公約、環境影響評価報告書に記載された事

項、環境汚染、環境事故の防止に関する法規に違反

などの行為について、その違反行為に対する制裁の

形態、制裁権限、是正措置について規程している。 
 政令により行政義務違反者に対して速やかな是正措

置を求めると共に罰金を科する。 
(ベトナム、環境保護法に基づく「環境保護領域

における行政義務違反に対する制裁に関する

政令」) 
 

・エネルギー・鉱山省は、規則に従うべき契約に違反

した鉱業の中止あるいは解約の検討に関して政府に

提案すること。 （ラオス、鉱物法第 83 条） 
・軽微な違反あるいは本法に違反するのが初回である

個人又は組織は、警告を受け、再教育を受けさせる
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律又は省令に違反したときは、鉱業権

者に対して、一年以内の期間を定めて、

その鉱業の停止を命ずることができ

る。 
（法第 24 条の 2） 

・産業保安監督部長は、鉱業上使用する

機械、器具、建設物、工作物、火薬類

その他の材料、動力若しくは火気の取

扱いが本法律又は省令に違反している

と認めるときは、鉱業権者に対し、そ

の施設の使用停止、改造、修理、移転、

鉱業実施の方法の指定、その他保安の

ため必要な事項を命ずることができ

る。 
 （法第 25 条） 

・産業保安監督部長は、鉱業権者が鉱区

外又は租鉱区外に侵掘したことにより

保安を害し、又はそのおそれがあると

認めるときは、鉱業権者に対し、侵掘

した場所の閉鎖その他保安のため必要

な事項を命ずることができる。 
（法第 25 条の 2） 

 
・産業保安監督部長は、鉱山（侵掘した

場所も含む）における被災者を救出す

るため必要があると認めるときは、鉱

業権者に対し、必要な措置を講ずるこ

とを命ずることができる。 
（法第 25 条の 3） 

 
・鉱業権が消滅した後でも５年間は、産

業保安監督部長は、鉱業権者であった

 
 

ものとする。 
（ラオス、鉱物法第 95 条） 

 
・鉱山省は、大規模鉱物生産許可証取得者による採鉱

又は選鉱の方法が鉱床の不経済な枯渇を引きおこす

おそれがある場合、その方法を中止すべきである理

由と期限を示して説明を求めるものとする。 
 鉱山省を納得するのに十分な説明書を提出しない場

合、又はその採鉱の方法又は選鉱の方法が不適切で

あることの十分な証拠がある場合には、その採鉱の

方法又は選鉱の方法について指定した期間内に中止

するよう命令書を交付する。 
 （ミャンマー、鉱山規則第 34 条） 

 
・（鉱山における採掘期限が消滅又は採掘の権利を放棄

した後において、危害又は鉱害を防止するため必要

な設備をすることの命令措置に関しては規定されて

いない。） 
（ベトナム、ラオス、ミャンマー） 
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者に対し、その者が鉱業を実施したこ

とにより生ずる危害又は鉱害を防止す

るため必要な設備をすることを命ずる

ことができる。 
(法第 26 条) 

報告（安全・

保安、環境保

全に関する事

項） 

・経済産業大臣又は産業保安監督部長は、

鉱業権者に保安に関する必要な報告を

させることができる。 
(法第 28 条) 

 
・（鉱業権者が、保安に関して報告しなけ

ればならない事項は規則に規定） 
・鉱業権者は、火災、ガスの爆発、水害、

震災、火薬類の事故などが発生した場

合、その他の災害により死亡者、重傷

者が発生した場合には、直ちに産業保

安監督部長にその概況を報告しなけれ

ばならない。 
・災害の詳細、それに対する処置の詳細

について、災害又は事故が発生した日

から３０日以内に産業保安監督部長に

報告し、その記録を保存しなければな

らない。 
・鉱業権者は、鉱害が発生したときは、

直ちに産業保安監督部長に報告しなけ

ればならない。 
（規則第 96 条～第 97 条） 

・鉱業権者は、鉱害の発生のおそれが多

いとき及び鉱害が発生したときは、直

ちに産業保安監督部長にその概況を報

告しなければならない。 

・鉱物事業権所有者は、担当大臣あてに提

案書、報告書、計画書及び通知書を提出

すると共に、全ての関係書類及び記録簿

を保管する。 
       （鉱物資源法第 19 条） 
 
・環境大臣は、関係省大臣と協調し、工場、

汚染源、工業用地及び天然資源開発事業

地域における所有者又は責任者に対し、

以下の事項について要求する。 
 ・モニタリング装置の設置と監視 

・検体サンプルの提供 
 ・監視記録及び報告書の準備、保持及び

提出 
       （環境保護法第 14 条） 
 

・全ての労働災害、各職業病は等しく、報告・調査・

公式記録宇及び統計がなされ、規定に基づく定期報

告をしなければならない。 労働災害、職業病に関

して隠蔽行為、事実と異なる通報、報告は厳に禁じ

る。 
        （ベトナム、労働法第 108 条） 
 
・採鉱事業を行う投資家は、鉱業に関連する活動から

発生する全ての災害あるいは他の出来事であって、

環境あるいは人々の健康あるいは地域社会への影響

がある場合、地元当局、周囲の居住者及び関連機関

に対して２４時間以内に報告するとともに、速やか

に保護救済策を講じなければならない。 
・採鉱事業を行う投資家は、社会及び環境影響アセス

メントに関して、関係する鉱物管理／監視及び検査

組織に対して定期的に報告をすること。 
・採鉱事業従事者は、発生した重大災害あるいは出来

事、及び発生の可能性のある重大災害あるいは出来

事に関して、関連する「エネルギー・鉱山」部門に

対して速やかに報告すること。   
 （ラオス、鉱物法第 59 条、第 60 条、第 65 条） 
 
・鉱山内又はその周辺において死亡又は重傷を負う事

故が発生した場合、又は鉱山において爆発、火災、

若しくは出水の事故が発生した場合には、鉱物生産

許可証取得者又は鉱山マネージャーは事故発生から
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（規則第 760 条第 1 項） 
・土地の掘削による地表の沈降の計測結

果、有害鉱業廃棄物の種類別発生量及

び運搬処理状況の記録について、定期

的に産業保安監督部長に報告しなけれ

ばならない。 
 （規則第 760 条第 3 項） 

２４時間以内に鉱山省又は担当局に連絡し、一週間

以内に詳細な報告書を鉱山省又は担当局に送付しな

ければならない。 
     （ミャンマー、鉱山規則第 107 条） 

鉱務監督官の

権限 
 

・鉱務監督官は、保安の監督上必要があ

るときは、鉱山及び鉱山の附属施設に

立ち入り、保安に関する業務、施設の

状況若しくは帳簿、書類その他の物件

を検査し、又は関係人に対して質問す

ることができる。 
 （法第 35 条） 

・鉱務監督官は、鉱業上使用する機械、

器具、建設物、工作物その他施設の使

用又は火薬類その他の材料、動力若し

くは火気の取扱い、その他鉱業の実施

の方法が本法律に基づく省令に違反

し、且つ、保安に関し急迫の危険があ

るときは、法第 25 条第 1 項に規定す

る産業保安監督部長の権限を行うこと

ができる。 
・鉱務監督官は、鉱業権者が鉱区外又は

租鉱区外に侵掘したことにより保安に

関し急迫の危険があるときは、法第 25
条の 2 第 1 項に規定する産業保安監督

部長の権限を行うことができる。 
         （法第 36 条） 

・鉱務監督官は、この法律違反の罪につ

いて、刑事訴訟法の規定により司法警

・必要が認められる場合、担当大臣は本

法の施行を管理するための適切な担当

官を任命する。 
・担当官の職務は、以下のとおりである。

１）本法の規定に基づき鉱物資源の管

理について担当大臣に対して責任を

負うこと。 
 ２）鉱物の探査及び開発活動に関する年

次報告書を作成し、担当大臣に提出す

ること。 
３）鉱物の探査、採鉱、輸送、選鉱、

マーケティングと輸出状況及び鉱

物生産量に関する情報収集と保管

すること。 
 ４）本法に規定された条項の施行状況

を管理すること。 
   ５）労働者と一般国民の健康と安全及

び環境保護に関する規則の施行状況

を管理すること。 
  ５）担当大臣から命じられた職務を遂行

すること。 
・本法に規定される鉱物資源の管理に関

し、鉱物の探査、開発、研究及び分析、

鉱物資源の管理に関する活動を管理、監

・労働に関する国家監督検査として、労働政策の監督

検査、労働安全監督検査、労働衛生監督検査の 3
種類がある。 

・労働監督検査官は、事前通告なしで、監督検査・調

査を行うことができるほか、急迫の危険が認められ

る場合には鉱山施設の停止を指示する。 
 （ベトナム、労働法第 185 条、第 187 条） 

 
・検査組織は、採鉱及び鉱業活動に対して以下の権利

及び職務を有する。 
 1)鉱物に関する法律及び規則の実施状況を検査する

こと。 
 2)鉱物に関するサービス事業を含め、概査、探査及び

採鉱のような鉱物に関連する活動及び事業を検査

すること。 
 3)各種鉱物サンプルの分析結果に関する報告書を検

査すること。 等 
・鉱業検査官は、「エネルギー・鉱山」部門の政府の

官吏であり、以下の主要な権利及び職務を有する。 
 1)採鉱場、鉱物輸送ルート、貯蔵場所、鉱物置場、鉱

物加工プラント及び必要とみなされるその他の場

所を含む箇所のパトロール及び現地検査を実施す

ること。 
 2)違反ケースの報告を受けた時は、鉱物に関する法律
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察員として職務を行う。 
(法第 37 条) 

督及び報告を行う担当官の権限と職務

については下位規範に規定される。 
        （鉱物資源法第 23 条） 

 
 
 
 
 

及び規則に違反する事実についての書類の提出を

要請すると共に点検すること。 
 3)関係地方自治体など他の組織の職務の実施に関し

て、他の組織と連絡し協力すること。 
 4)本法第８９条に従って検査を実施すること。 
 5)鉱業検査に関する活動について、中央及び県の「エ

ネルギー・鉱山」部門及び地元自治体に要約して報

告すること。 
     （ラオス、鉱山法第 90 条、第 91 条） 
・労働検査官は、労働者の作業状況、社会福祉及び安

全についての検査、作業場の安全衛生について検査

を行う。 
（ラオス、労働法第 72 条）  

 
・ 統括監督官、監督官及び権限を与えられた職員は、

いつでも鉱山に立ち入り、調査又は検査を実施する

ことができる。 
 （ミャンマー、鉱山規則第 110 条） 

・統括監督官及び監督官は、鉱業が周辺における環境

や鉱山労働者の生命、身体に悪影響を及ぼすおそれ

があるという見解を得た場合、鉱物生産許可証取得

者又は鉱山マネージャーに対し、文書にて通知する

ものとする。 
・統括監督官は、鉱山労働者の生命や安全に緊迫の危

険があるという見解を得た場合、危険が排除される

までの間、鉱物許可証取得者又は鉱山マネージャー

に対して禁止の命令書を発出するものとする。 
      （ミャンマー、鉱山規則第 112 条） 

・鉱山内又はその周辺で事故が発生し、崩壊、爆発、

火災又は出水が発生した場合には、統括監督官、監

督官、権限を与えられた職員は、直ちに事故発生の

現場の検査を行い、検査の結果及びその対策につい
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て、鉱山省に報告を行うものとする。 
 （ミャンマー、鉱山規則第 113 条） 

・統括監督官は、鉱山の復旧、埋め戻し、再緑化に関

して注視すると共に、鉱山労働者の労働環境の安全

確保について、合理的な必要性が認められる場合に

はこれを免除又は命令するものとする。 
    （ミャンマー、鉱山規則第 114 条） 

鉱山保安協議

会 
・経済産業省に中央鉱山保安協議会、産

業保安監督部に地方鉱山保安協議会を

置く。 
・経済産業大臣は、本法律に基づく省令

の制定若しくは改廃を行うとき、法第

24 条の規定による命令をするときは中

央鉱山保安協議会の議に付さなければ

ならない。 
・中央鉱山保安協議会及び地方鉱山保安

協議会では、保安に関する重要事項に

ついて調査審議し、経済産業大臣又は

産業保安監督部長に意見を述べる。 
(法第 39 条～第 51 条) 

・（鉱山の保安に関する重要事項について

調査審議を行う中央鉱山保安協議会

及び地方鉱山保安協議会の設置に関

する規定はない。） 
 

・（中央鉱山保安協議会及び地方鉱山保安協議会など

の諮問機関の設置に関する規定はない。） 
     （ベトナム、ラオス、ミャンマー） 

罰 則  （省 略） （省 略） （省略） 
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(２) 日本の「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」との比較及び相違点 
日本の 1973 年に制定された「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」（以下「金属鉱害対策法」という）及び「金属鉱業等鉱害対策施行規則」（以下「金属鉱害

対策規則」という）とカンボジアの「鉱物資源法（2001 年制定）」及び「環境保護法（1996 年制定）」との主たる事項に関して比較し、その相違点について、

表 ２に示す。  
また、日本の鉱業に関係する法律とベトナムの「鉱物法（2010 年改正）」、「労働法（2006 年改正）」及び「環境保護法（2005 年改正）」、ラオスの「鉱物

法（2011 年改正）」、「労働法（2006 年改正）」及び「環境保護法（1999 年制定）」、ミャンマーの「鉱山法（1994 年制定）」、「鉱山規則（1996 年制定）」及

び「環境保護法（2012 年改正）」の主たる事項に関して比較し、その相違点については関連事項欄に参考までに示す。  
 

表 ２ 日本の「金属鉱害対策法」との比較及び相違点 
 
事 項 

日本の「金属鉱害対策法」、「金属鉱害対策規

則」 
カンボジアの「鉱物資源法」、「環

境保護法」 
 

関連事項 
目的及び定義 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・金属鉱物等の採掘及びこれに附属する選鉱、

製錬などの用に供される坑道及び捨石又は

鉱滓の集積場の使用の終了後における鉱害

を防止するための事業を確実かつ永続的な

実施を図るため、「鉱害防止積立金」の制度

を設けるとともに、使用済みのこれらの施

設について「鉱害防止事業基金」及び「指

定鉱害防止事業機関」の制度を設ける。 
・鉱山保安法と相まって、金属鉱業等による

鉱害を防止し、国民の健康の保護及び生活

環境の保全に寄与する。 
             （法第 1 条） 
 
【定義】 
・「特定施設」とは、金属鉱業等の用に供され

坑道、捨石又は鉱滓の集積場をいう。 
・「鉱害防止事業」とは、坑道の坑口の閉塞事

業、捨石又は鉱滓の集積場の、覆土、植栽

等の事業、特定施設の使用の終了後におけ

る坑水又は廃水による鉱害を防止するため
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鉱害防止の実

施に関する基

本方針及び鉱

害防止事業計

画 
 
 
 

に行われる事業をいう。 
・「指定特定施設」とは、採掘権者又は租鉱権

者が、使用を終了した特定施設について鉱

害防止事業を実施した後においても坑水又

は廃水の汚染の状態、量などが排水基準に

適合しないため、継続して鉱害防止事業を

確実かつ永続的に実施する必要があると認

められる使用済特定施設をいう。 
 （法第 2 条） 

 
 
・経済産業大臣は、特定施設に係る鉱害防止

事業の実施に関する基本方針を定めなけれ

ばならない。 
 （法第 4 条） 

・金属鉱物等を目的とした採掘権者又は租鉱

権者（以下、「採掘権者又は租鉱権者」とい

う）は、使用が終了した特定施設に係る鉱害

防止事業について、「鉱害防止事業計画」を

作成し、これを、産業保安監督部長あてに届

け出なければならない。 
(法第 5 条) 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・（鉱害防止の実施について国の基本

方針は定められていない。） 
 
・（鉱害発生のおそれがある施設に対

して鉱害の防止を計画的に実施す

るための「鉱害防止事業計画」の

作成及び監督機関への提出に関す

る規定はない。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・（鉱害防止事業の実施について国の基本方針は定めら

れていない。） 
・（鉱害発生のおそれがある施設に対して鉱害の防止を

計画的に実施するための「鉱害防止事業計画」の作

成及び監督機関への提出に関する規定はない。） 
 （ベトナム） 

  
・鉱業を行う投資家は、環境に関するマネジメント計

画を作成し、また鉱業から影響を受ける人々の再定

住計画を作成すること。 
・鉱業を行う投資家は、採掘の終了した地域の現状回

復及び閉山に関する計画を確立すること。 
（ラオス、鉱物法第 60 条） 

 
・環境保護委員会の権限は、以下のとおりである。 
１）関係の政府部局と組織に対して、環境保護に関

する適切な提案と奨励策を打ち出すこと。 
２）連邦政府の承認を得て、環境の保護と強化に関

するミャンマーの国家環境政策及びその他環境

政策を策定し、実行すること。 
 （ミャンマー、環境保護法第 6 条） 



 

 17

 

鉱害防止積立

金の積み立て 
 

・採掘権者及び租鉱権者は、毎年度、特定施

設ごとに産業保安監督部長が通知する額の

金銭を「鉱害防止積立金」として（独）石

油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭ

ＥＣ）に積み立てなければならない。 
・鉱害防止積立金はＪＧＭＥＣが管理する。

 （法第 7 条）  
・採掘権者若しくは租鉱権者が、「鉱害防止積

立金」の積み立てをしている特定施設につい

て鉱害防止事業を実施しよとするときは、鉱

害防止積立金を取り戻すことができる。 
（法第 9 条～第 11 条） 

 

・（「鉱物資源投資原則の決定に関す

る政令（2005 年）」によれば、鉱物

事業権所有者が、担当大臣に対し鉱

物資源法第 11条第 6項に規定される

「産業採掘許可書」の申請時に提出

する「閉山時の採掘跡復元計画書」

中に記載される「復元供託金」につ

いては、その預託を毎年行うことに

なっている。 
（「復元供託金」が鉱害防止積立金

制度と同様の役目を果たしてい

るものであるか検証が必要であ

る。） 

・鉱物採掘する組織又は個人は、鉱物採掘を実行する

前に、政府の規定に従い環境保護及び回復の基金に

担保を入れなければならない。 
         （ベトナム、鉱物法第 30 条） 
・鉱物採掘する組織又は個人が解体・破産したことに

より閉山提案が実施できない場合、国家管理機関は

閉山提案を十分に実施する能力がある組織又は個人

を選択する。 
 閉山提案実施経費は、環境保護と回復の基金から拠

出する。 
         （ベトナム、鉱物法第 74 条） 
・天然資源を開発する組織又は個人は開発に先立ち、

国内の金融機関又は地元の環境保護基金に「環境改

善・保証金」を支払わなければならない。 
 「環境改善・保証金」の元本額については採掘の規

模、採掘後の改善・回復に要する費用に使用する。 
（ベトナム、環境保護法第 114 条） 

  
・（鉱害防止事業を実施するための鉱害防止積立金制度

に関する規定はない。） 
        （ラオス、ミャンマー） 
 

鉱害防止事業

基金 
 

 
 
 
 
 

・採掘権者及び租鉱権者は、特定施設の採掘

の終了後においても、坑水又は廃水の汚染

状態が基準に適合しないことが見込まれる

場合には、坑水及び廃水の処理を永続的に

実施するための資金を得るため、鉱害防止

事業基金への拠出を行わなければならな

い。 
・採掘権者及び租鉱権者は、６年を超えない

・（金属鉱業等の特定施設について、

採掘の終了後においても、坑水又

は廃水の汚染状態が基準に適合し

ない場合、坑水及び廃水の処理を

永続的に実施するための鉱害防止

事業基金制度に関する規定はな

い。） 
  

・（環境保護法では、採掘終了後における積立金制度と

して「環境改善・保証金」を規定しているが、坑水

又は廃水の汚染状態が基準に適合しない場合、坑水

又は廃水の処理を永続的に実施するための鉱害防止

事業基金制度に関する規定はない。） 
       （ベトナム、環境保護法第 114 条） 

 
・鉱業を行う投資家は、当該プロジェクトに関して、
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範囲内で、指定特定施設ごとに産業保安監

督部長が通知する額をＪＯＧＭＥＣに設け

られた「鉱害防止事業基金」に拠出をしな

ければならない。 
(法第 12 条～第 12 条の 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 「環境保護基金」へ寄付すること。 
 （ラオス、鉱物法第 60 条） 

・「環境保護基金」は、緊急に差し迫った環境問題の

緩和、環境の保護、管理、監視などのほか、環境教

育、研修、環境保護キャンペーンの支援に支出する。 
（ラオス、環境保護法第 30 条、第 31 条、第 32 条） 

 
・担当省の環境保護に関する義務と権限は、環境汚染

に関して汚染者に補償させることを管理し、自然環

境サービスシステムから利益を得る組織体から基金

への寄付させることを管理し、環境保護活動に関し

て天然資源を探査、取引、利用する事業者から利益

の一部を寄付させることを管理する。 
       （ミャンマー、環境保護法第 7 条） 
・担当省は、環境保護活動の効果的な実行を図るため、

「連邦公債基金」からの資金に加えて、連邦の財政

上の法規制に従い連邦予算において「環境管理基金」

を設立する。 
       （ミャンマー、環境保護法第 8 条） 

 
指定鉱害防止

事業機関 
 
 
 
 
 
 
環境影響評価 
 
 

・「鉱害防止事業基金」への拠出が終了した採

掘権者及び租鉱権者に代わって指定特定施

設に係る鉱害防止事業を実施するため、経

済産業大臣が指定する者として「指定鉱害

防止機関」が鉱害防止業務行う。 
(法第 13 条～第 32 条) 

 
 

・（環境影響評価の実施に関する規定はない。）

 
 （注）鉱業法第 63 条では、鉱業権者に「施

・（鉱害防止事業基金の運用益から得

られた資金により、鉱山からの汚

染状態が基準に適合しない坑水又

は廃水の処理事業を永続的に実施

する指定された事業機関に関する

規定はない。） 
  

・環境影響評価は、民間又は公共の

全てのプロジェクトと活動に対し

て実施され、カンボジア政府に提

・（鉱害防止事業基金の運用益から得られた資金によ

り、鉱山からの汚染状態が基準に適合しない坑水又

は廃水の処理事業を永続的に実施する指定された機

関に関する規定はない。） 
 （ベトナム、ラオス、ミャンマー） 

 
 
 

・鉱業の実施に当たっては、戦略的環境影響評価報告

書を作成しなければならない。 
（ベトナム、環境保護法第 16~17 条） 
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業案」の作成について規定しており、同

記載要領では鉱業を実施する上での危

害の防止、鉱害の防止に関する事項につ

いて記載することが規定されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出される以前に環境省において見

直しと評価が行われる。 
・環境影響評価プロセスの手続きに

ついては、下位規範により決定さ

れる。 
（環境保護法第 6 条） 

・全ての投資プロジェクト申請及び

国家により提案される全てのプロジ

ェクトは、初期環境影響評価又は前

条に規定される環境影響評価を受け

なければならない。 
（環境保護法第 7 条） 

 

・ 

 
・鉱業の実施に当たり、環境影響評価を実施する。 

（ラオス、環境保護法第 8 条） 
 

・担当省の環境保護に関する義務と権限として、政府

部局、組織体、又は個人により実施予定のプロジェ

クト又は活動が環境に著しい影響が与えるかに関し

て、環境アセスメント及び社会影響アセスメントの

システムを策定し、実行させる。 
     （ミャンマー、環境保護法第 7 条） 
 
 
 
 

罰 則 
 

（省略） （省略） （省略） 
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(３) 日本の「鉱業法」との比較及び相違点 
日本の 2011 年に改正された「鉱業法」及び「鉱業法施行規則」とカンボジアの「鉱物資源法（2001 年制定）」及び「環境保護法（1996 年制定）」との主

たる事項に関して比較し、その相違点について、表 ３に示す。  
また、日本の鉱業に関係する法律とベトナムの「鉱物法（2010 年改正）」、「労働法（2006 年改正）」及び「環境保護法（2005 年改正）」、ラオスの「鉱物

法（2011 年改正）」、「労働法（2006 年改正）」及び「環境保護法（1999 年制定））」、ミャンマーの「鉱山法（1994 年制定）」、「鉱山規則（1996 年）」及び「環

境保護法（2012 年改正）」の主たる事項に関して比較し、その相違点については関連事項欄に参考までに示す。  
 
表 ３  日本の「鉱業法」との比較及び相違点 

事項 日本の「鉱業法」、「鉱業法施行規則」 カンボジアの「鉱物資源法」 関連事項 
 

目 的 
 

・この法律は、鉱物資源を合理的に開発す

ることによって公共の福祉の増進に寄与

するため、鉱業に関する基本的制度を定

めることを目的とする。 
           （法第 1 条） 
 

・本法は、別個の法律の適用を受ける石

油及び天然ガスの事業を除き、カンボ

ジア王国における鉱物資源の管理と利

用、鉱区の使用及び鉱物事業に関係す

るすべての活動に適用される。 
（鉱物資源法第 1 条） 

 
 

・本法は、鉱物地質基本調査、未採掘鉱物保護、鉱

物の探査と採掘、ベトナム社会主義共和国の領

土・海島・水中・領海・領海隣接区域・経済特権

区域・大陸棚の範囲における鉱物の探査及び採掘

に関する国の管理を規定する。 
（ベトナム、鉱物法第 1 条） 

 
・本法は、ゆるやかな経済成長、産業化、進歩的近

代化、持続可能な鉱物開発する条件を創造すること

により全ての民族集団の生活水準を改善するため、

高効率な環境保護を有し、「国家社会経済発展計画」

と調和のとれた鉱物の概査、探査、採鉱及び鉱物加

工を確実にする目的で、鉱物及び鉱物資源の管理、

保護、利用に関する法則及び対策並びに鉱業活動の

検査について定める。 
          （ラオス、鉱物法第 1 条） 
 
・本法の目的は、以下のとおりである。 
 a)政府の鉱物資源政策を実行すること。 
 b)国内の鉱物需要を満たすと共に鉱産物を増産さ

せることにより輸出の促進を図ること。 
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 c)国内及び海外からの投資による鉱物資源の開発

を促進させること。 
 d)鉱物の概査、探査又は生産を実施しようとする

組織又は個人から提出された申請書の管理、審

査、許可を行うこと。 
 e)鉱物資源の保護、利用及び調査に関する業務を

行うこと。 
 f)採鉱事業に伴う被害が発生することがないよう

環境保全に関する業務を実行すること。 
        （ミャンマー、鉱山法第 3 条） 
 

鉱業政策 ・（鉱業法を所管する経済産業省の諮問機

関である「総合資源エネルギー調査会」

において鉱業政策案が策定され、政府の

承認を得た後に実行される仕組みとな

っている。） 
・鉱物資源の安定的かつ効率的な確保のた

め、中長期的な対策として探鉱開発の促

進・リサイクルの促進及び短期的な供給

障害への備えとしてレアメタル備蓄事

業を推進する。  

・（鉱業政策は公表されていない。） 
 

・国は、社会経済発展・国防・安全保障のため、期

間毎の鉱物戦略と鉱物マスタープランを有する。 
 （ベトナム、鉱物法第 3 条、第 9 条、第 10 条） 
・鉱業は、鉱物戦略と鉱物マスタープランに適合し、

環境・自然景観・歴史・文化遺産・名刹景勝地及

び天然資源の保護を図り、国防・安全保障・秩序・

社会安全を担保しなければならない。 
         （ベトナム、鉱物法第 4 条） 
 
・国は、情報及びその他の促進手段の提供、又は税

関と租税に関する方針についての規則及び対策を 
 確立することにより、特に農村開発及び貧困撲滅

を目的とする遠隔地における鉱業への投資を行う

国内外の個人又は法人を奨励する。 
・国は、鉱物に関する科学的調査を支援し、資本に

転換することが可能な一般的地質及び鉱物に関す

るデータ及び情報を得るため、鉱物の概査と探査

を奨励する。 
・国は、国内消費並びに輸出物質として、最新の近

代的技術を用いた国内における鉱物加工に附属す
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る鉱業活動を奨励する。 
・国は、国益と天然資源の持続可能性のため幾つか

の鉱物資源地域を保有し、保護する。 
          （ラオス、鉱物法第 5 条） 
 
・鉱業政策は、鉱業の発展、民営化の促進、国内及

び海外投資家による技術及び投資、国家計画に基

づき各種鉱物賦存地域に対する行政機関による管

理である。 
・鉱業政策の基本的な考え方として、賦存する豊富

な地下資源については外国資本を利用して開発す

ることに主眼が置かれており、そのための外国投

資法が制定されている。 
           （ミャンマー） 
 

鉱業権の種類、

鉱区及びその面

積 

・鉱業権は、試掘権及び採掘権とする。 
・鉱区の境界は直線で定め、地表の境界線

の直下を限とする。 
・鉱区の面積 

１）石炭、石油、アスファルト及び可燃

性天然ガス 15ha 以上～350ha 以下

２）石灰石、ドロマイト、珪石、耐火粘

土 1ha 以上～350ha 以下 
３）その他鉱物 3ha 以上～350ha 以下

（法第 11 条、第 14 条） 
          

・（「カンボジア王国投資法（1994 年制

定、2003 年改正）」によれば、契約区

域 200km2 以内の制限が設けられて

いるが、鉱物資源法では現地踏査、探

査及び採掘の鉱区面積についての規 

定はない。） 
  

・１）鉱物概査鉱区面積 500km2 以内 
２）鉱物探査鉱区面積 

  宝石、準宝石、金属鉱物 50km2 以内 
  石炭、ボーキサイト 100km2 以内 

３）鉱物採掘鉱区面積 
   承認された採掘計画、鉱物埋蔵量により採

掘鉱区面積が決定される。  
（ベトナム、鉱物法第 38 条、第 52 条）  

  
・概査は、１ブロックが 300km2 以内、 
・予備調査、探査、可能性調査（F.S.）及び採掘の

鉱区面積については規定されていない。 
        （ラオス、鉱物法第 37 条） 
 

・種類として鉱物概査、鉱物探査、鉱物生産がある。 
・鉱物生産には、大規模生産、小規模生産、零細生
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産がある。 
 （ミャンマー、鉱山法第２条） 

１）鉱物概査の許可鉱区面積は 4,200km2 以下 
２）鉱物探査の許可鉱区面積は 3,150km2 以下 
３）大規模生産の許可鉱区面積は鉱物埋蔵量によ

る 
４）小規模鉱物生産の許可鉱区面積は 1km2 以下 
（ミャンマー、鉱山規則第 5 条、第 14 条、第 24

条、第 41 条） 
鉱区に関する制

限 
 

・公害等調整委員会において、鉱物を掘採

することが一般公益又は農業、林業など

と対比して適当でないと認め、鉱物を指

定して鉱業権の設定を禁止した区域では

鉱区の設定ができない。 
・同一の地域においては二以上の鉱業権の

設定することができない。但し異種の鉱

床中に存在する鉱物を目的とする場合に

はこの限りでない。 
(法第 15 条～第 16 条) 

 

・文化・歴史・遺産保護区として決定さ

れている国の所有地における踏査、探

査及び開発は禁止される。 
       （鉱物資源法第 8 条） 
   

 
 

・鉱区の種類として、鉱業区域、鉱業禁止区域、鉱

業暫定禁止区域及び国家鉱物備蓄区域に分類して

いる。 
(ベトナム、鉱物法第 25 条) 

 
・鉱業活動ライセンス区域、保護区域、制限区域及

び有害区域に分類されている。 
（ラオス、鉱物法第 14 条～第 18 条） 

 
・鉱山省から指定された鉱物埋蔵量地域、又は宝石

用原石地域では、鉱物概査及び鉱物探査は実施で

きない。 
 （ミャンマー、鉱山規則第 4 条、第 13 条） 

鉱業権者の資格

 
 

・日本国民又は日本国法人でなければ、鉱

業権者となることができない。 
・但し、条約に別段の定めがあるときは、

この限りでない。 
(法第 17 条) 

 
 

・国内外の自然人又は法人は、その技術

的・財政的能力及び事業登録を考慮し

て鉱物事業権許可書が与えられる。 
       （鉱物資源法第 6 条） 

 

・鉱物探査技術分野で経営登録する組織と個人は、 
a)企業法により設立される企業 

 b)合作社法により設立される合作社又は合作連合 
 c)ベトナムに代表事務所又は支店を有する外国企 

  業  
・鉱物採掘技術分野で経営登録する組織と個人は、

a)企業法により設立される企業 
 b)合作社法により設立される合作社又は合作連合 
    （ベトナム、鉱物法第 34 条、第 51 条） 
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・国内外の個人及び法人に適用される。 
・鉱業における投資形態には、企業法第 10 条に規定

される個別の企業、パートナーシップ及び会社が

ある。 
    （ラオス、鉱物法第 10 条、第 29 条） 
 

・国内及び海外の個人又は組織体に適用。 
（ミャンマー、鉱山法第 3 条） 

試掘権、採掘権

の存続期間及び

延長 

・試掘権の存続期間は、登録の日から２年

（石油又は可燃性天然ガスは４年）とし、

２回に限り延長することができる。 
（法第 18 条） 

 

・１）鉱物探査許可期間は、２年以内、

２回各２年間の延長が可能である。

２）鉱物採掘許可期間は、３０年以内、

２回各５年間の延長が可能であ

る。 
  （鉱物資源投資原則の決定に関する

政令（2005 年）） 
 
  

・１）鉱物概査許可期間 １２ヵ月以内 
２）鉱物探査権許可期間 ４８ヵ月以内、延長は

何回も可能だが４８ヵ月超えないこと 
３）鉱物採掘権許可期間 ３０年以内、延長は何

回も可能だが２０年を超えないこと 
   （ベトナム、鉱物法第 40 条、第 54 条） 
 

・１）概査許可期間は、原則２年以内、１年の追加

延長ができる。 
２）探査許可期間は、３年以内、２年以内の追加

延長ができる。 
３）Ｆ／Ｓ調査期間は、１年以内、１年以内の延

長ができる。 
４）採掘許可期間は、２０年以内、５年以内の延

長ができる。 
（ラオス、鉱物法第 22 条、第 36 条、第 37 条、

第 44 条） 
 

・１）鉱物概査許可期限は１年以内、１回１年以内

の延長が可能である。 
２）鉱物探査許可期限は３年以内、２回各１年以

内の延長が可能である。 
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３）可能性調査（F.S.）は１年以内 
４）大規模鉱物生産許可期限は２５年以内、１回

につき５年以内の延長が可能である。 
５）小規模鉱物生産許可期限は５年以内、４回を

限度とし１回につき１年以内の延長が可能であ

る。 
６）零細鉱物生産許可期限は１年以内、延長が可

能である。 
  （ミャンマー、鉱山規則第 5 条、第 10 条、

第 14 条、第 22 条、第 25 条、第 29 条、第

37 条、第 41 条、第 44 条、第 45 条、第 54
条） 

鉱業権設定の出

願 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・鉱業権（試掘権又は採掘権）の設定につ

いては、以下の事項を記載した願書を作

成し、経済産業大臣に出願し、その許可

を受けなければならない。 
 １）区域の所在地 
 ２）区域の面積 
 ３）目的とする鉱物の名称 
 ４）名称及び住所 
          （法第 21 条） 

・経済産業大臣は、鉱業出願があったとき

は、関係都道府県知事に協議しなければ

ならない。 
（法第 2４条） 

 
・租鉱権（リース権）を設定しようとする

ときは、租鉱権者になろうとする者及び

一般採掘権者は、契約書などの必要な書

類を添えて、経済産業大臣に提出し、そ

の認可を受けなければならない。 

・鉱物事業権許可書は、申請者が同許可

書の申請を容易にし、カンボジア国内

の鉱物資源を実効的に管理及び探査す

るため、以下の６カテゴリーに分類さ

れる。 
１）手工具採掘許可書は、本人自身の

労働若しくは７人を超えない家族労

働にて鉱物資源の探査及び採掘を行

うカンボジア国民に対してのみ発行

される。 
  ２）採鉱場及び採石場の採掘許可書

は、建設及び化学・加工産業のため

に使用される建設用資材及び工業

用鉱物を探査及び開発を行う自然

人又は法人に対して発行される。 

  ３）宝石採掘許可書は、宝石、準宝石

及び装飾石を探査及び開発を行う

自然人又は法人に対して発行され

る。 

・天然資源環境省は、鉱物採掘権入札がない区域に

おいて、鉱物探査許可証を交付する権限を有す

る。    （ベトナム、鉱物法第 36 条） 
・鉱物採掘許可証交付の条件と原則は、 

1)雇用・設備・技術に適合する先進採掘技術対策

を有すること。 
2)環境保護法令に従い環境影響評価報告及び環

境保護確約書を有すること。 
3)主たる所有者の資本は、鉱物採掘投資プロジェ

クト総資金の３０％以上有すること。 
        （ベトナム、鉱物法第 53 条） 

・鉱物採掘権入札は、権限を有する国家機関が鉱物

採掘権入札のない区域と境界設定する区域を除

いて、鉱業区域において入札を実施する。 
     (ベトナム、鉱物法第 78 条) 

 
・予備調査は、「エネルギー・鉱山」部門に許可の

申請を行う。 
・概査及び探査に関してはエネルギー・鉱山省にラ
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鉱物の探査 
 
 
 

・租鉱権の存続の期間は、登録の日から

10 年以内とし、５年を超えない期間で

延長することができる。 
          （法第 76 条～第 77 条） 
 

・（採掘権は、存続期間についての制限は

ない。） 
 

・鉱物資源の開発に必要な地質構造等の調

査であって、地震探鉱法などで一定の区

域を継続して使用する者は、経済産業大

臣に以下の事項を記載した申請書に図面

を添えて、その許可を受けなければなら

ない。 
１）申請の区域の所在地 
２）探査の期間、探査の方法 等 
        （法第 100 条の 2） 

 
 
 
 

 

   ４）鉱物（宝石）切削許可書は、宝石、

準宝石及び装飾石の切削を行う自

然人又は法人に対して発行される。

  ５）鉱物探査許可書は、鉱物資源の探

査を行う自然人又は法人に対して

発行される。 
  ６）産業採掘許可書は、鉱物探査許可

書に基づき認められた区域内にお

いて商業用鉱床が発見され、その探

査及び採掘を行おうとする鉱物探

査許可書を保有する事業権所有者

に対してのみ発行される。 
   鉱物探査許可書を保有する鉱物事

業権所有者は、鉱物採掘の社会経済

的な実行可能性を決定するため、技

術的、財政的、環境的、社会的及び

経済的分析に関する報告書を担当大

臣に提出し、審査と承認を得なけれ

ばならない。 
   報告書、最終実行可能性調査書の

内容及び諸手続き、産業採掘許可書

発行についての諸条件については、

下位規範に定められる。 
         （鉱物資源法第 11 条） 
 
・自然人又は法人は、本法に基づき鉱物

事業権許可の申請を担当大臣に行う。

      （鉱物資源法第 15 条） 

イセンス取得の申請を行う。 
・採掘に関しては、国内外の投資家は「実現可能性

調査」、「効率的採鉱活動プログラム」、「環境社会

影響マネジメント計画」を作成し、政府に対して

採鉱ライセンス取得の申請を行う。 
     （ラオス、鉱物法第 30 条、第 41 条） 
 

・鉱山省あてに、許可証取得の申請を行う場合 
 １）宝石用原石の概査、探査、大規模生産又は

小規模生産 
 ２）金属鉱物の概査、探査、大規模生産又は小

規模生産 
 ３）産業用鉱物の大規模生産 
 ４）石材の大規模生産 

・担当局あてに許可証取得の申請を行う場合 
 １）産業用鉱物の概査、探査又は小規模生産 
 ２）石材の概査、探査又は小規模生産 

・鉱山省の公示により指定された宝石用原石、金属

鉱物、産業用鉱物又は石材の零細生産について

は、鉱山公社又は権限を与えられた担当官あてに

許可証取得の申請を行う。 
   （ミャンマー、鉱山法第 4 条～第 6 条） 

特定区域の指

定 
 

・経済産業大臣は、特定鉱物の鉱床が存在

し、又は存在する可能性がある区域につ

いて、当該特定鉱物の開発により公共の

・担当大臣は、鉱物探査許可書又は産業

採掘許可書の申請が大型プロジェクト

であって国家に特別な利益をもたらす

・鉱物採掘権入札は、権限を有する国家機関が鉱物

採掘権入札のない区域と境界設定する区域を除

いて、鉱業区域において入札を実施する。 
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利益の増進を図るためには、当該区域を

「特定区域」として指定することができ

る。 
・経済産業大臣は、「特定区域」を指定した

ときは、特定区域ごとに、特定開発者の

募集に係る実施要領を定めなければなら

ない。 
（法第 38 条） 

・「特定区域」において特定鉱物を目的と

する鉱業権の設定を受けようとする者

は、実施要領に従って、経済産業大臣に

以下の事項を記載した書類を添えて、そ

の許可を受けなければならない。 
１）申請の区域の所在地、面積  

 ２）事業計画書 
 ３）区域図     

            （法第 39 条） 
・経済産業大臣は、前条の申請書を受理し

たときは、その申請が以下に掲げる基準

に適合しているかどうかを審査しなけ

ればならない。 
 １）特定区域において鉱物の合理的開発

を的確に遂行するに足りる経理的基

礎及び技術的能力を有すること。 
 ２）社会的信用を有すること。 等 
・経済産業大臣は、申請者の事業計画書に

ついて評価を行い、特定鉱物の開発を最

も適切に行うと認められる者を選定し、

鉱業権の設定の許可をする。 
（法第 40 条） 

 

と決定した場合、同鉱物探査許可書又

は産業採掘許可書に補足して鉱物投資

協定の締結について申請者と協議を行

う。    （鉱物資源法第 12 条） 
 
・担当大臣は、鉱物ポテンシャルが既に

知られており、未だ鉱物の探査や採掘

が行われていない地域について、適切

な鉱物事業許可書の発行又は法第 12
条に規定される鉱物投資協定の締結に

ついての要求を付した上で、評価会合

及び公的交渉を組織化することによ

り、入札について発表をする。 
    （鉱物資源法第 13 条） 

              (ベトナム、鉱物法第 78 条) 
・政府は、鉱物の国家管理を統一する。 
・天然資源環境省は、全国の鉱物に対する国家管理

実施の責任を負う。 
     (ベトナム、鉱物法第 80 条) 

 
・（特定区域の指定、採掘権入札制度については規

定していないが、以下のとおり、政府が採鉱事業

への共同出資についての規定がある。） 
・投資家が実現可能性調査（F.S.調査）に関する報

告書を完全に履行して提出した後、政府はその採

鉱事業に出資する権利を有する。 
              （ラオス、鉱物法第 69 条） 
 
・鉱山省は、政府の承認を得て公示することにより、

商業的規模で鉱物の生産が可能な場所を鉱物埋蔵

地域として指定する。 
        （ミャンマー、鉱山法第 21 条） 
・（鉱山法には「入札制度」についての規定はない

が、政府は鉱物資源探査のための国際入札を過去

に４回実施している。） 
        （ミャンマー） 
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鉱業権の取り

消し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・経済産業大臣は、鉱物の掘採が以下の事項

に該当するときは、鉱区のその部分につい

て減少の処分をし、又は鉱業権を取り消す

ことができる。  
１）保健衛生上害があり、公共の用に供

する施設を破壊し、文化財、公園若

しくは温泉資源の保護に支障を生じ

る場合 
２）農業、林業若しくはその他の産業の

利益を損じ、著しく公共の福祉に反

するようになったと認める場合 
３）他人の鉱業を著しく妨害するに至っ

た場合において、他にその妨害を排除

する方法がないと認める場合 
４）施業案によらないで鉱業を行った場

合、又は命令に従わない場合 
５）鉱山保安法第 33 条第 2 項、第 34 条

又は第 35 条の規定による命令に従わ

ない場合 
(法第 53 条～第 55 条） 

 

・鉱物事業権所有者が、本法の規定に違

反した場合、鉱物事業許可書は停止又

は取り消される。 
・鉱物事業許可書の停止又は取り消しの

手続きについては、下位規範に定めら

れる。   （鉱物資源法第 18 条）

 
・本法第 30 条に違反した鉱物事業権所

有者は、輸送された鉱物の２倍額の罰

金又は鉱物事業許可書の取り消し、又

は両罰が適用される。 
      （鉱物資源法第 37 条） 

 
・鉱物事業権所有者が、本法第 23 条に

規定される担当官の指示に従わなかっ

た場合、500 万リエルから 1,000 万リ

エルの罰金に処せられ、及び／又は６

ヵ月を超えない範囲内で鉱物事業許可

書が停止される。  
・再犯の場合には、鉱物事業許可書は取

り消される。 
（鉱物資源法第 38 条） 

 

・鉱物採掘する組織又は個人が、採掘開始予定日か

ら１２ヵ月間採掘を実施しない場合、又は改正鉱

物法第 55 条第 2 項に違反し、その改善の通告を

受けてから９０日間復旧しない場合、同許可証は

回収される。 
・鉱物採掘を許可された区域が、鉱業禁止区域又は

鉱業暫定禁止区域に指定された場合、同許可証に

ついては失効する。 
  （ベトナム、鉱物法第 58 条） 

 
・（許可証の取り消しについての規定はない。） 
       （ラオス） 
 

・鉱山省又は担当局は、以下の場合には、許可証の

一時停止又は取り消しを行う。 
 １）支払い期限までに応じない場合 
 ２）許可条件に関する虚偽の陳述をした場合 
 ３）許可証の申請及び取得が、本法律に違反し

ていると判明した場合 
 ４）相続人が、規定の資格を有していない場合 
 ５）納税不能か、会社が精算した場合 
         （ミャンマー、鉱山規則第 80 条） 
 

施業案 
 
 
 
 
 
 
 

・一般試掘権者は、事業に着手する前に、

「施業案」を定め、これを経済産業大臣に

届け出なければならない。 
・一般採掘権者は、事業に着手する前に、

「施業案」を定め、これを経済産業大臣の

認可を受けなければならない。 
・特定区域において特定鉱物に係る鉱業権

の設定を受けた鉱業権者は、事業計画書

・鉱物事業権所有者又は下請業者は、鉱

物の探査及び採掘について責任を負

うと共に以下の事業要件に従わなけ

ればならない。 
１）「探査事業計画書」又は「鉱業実施

可能性調査(F.S.)」に詳細が記載され

る技術・財務計画に従うことにより、

適切且つ効果的な方法で鉱物事業を

・鉱物採掘をする組織又は個人は、法令に従い鉱山

の技術設計及び施工図面設計から構成される「鉱

山設計」を作成し、権限を有する国家管理機関に

提出する。 
・鉱山設計が承認された時には、鉱山基本建設と鉱

物採掘が許可される。 
             （ベトナム、鉱物法第 61 条） 
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の内容に即して「施行案」を定め、経済

産業大臣の認可を受けなければならな

い。 
・これを変更する場合も同様とする。 

(法第 63 条) 
 
・「施業案」の記載要領については、探査

方法、採鉱方法、運搬方法、選鉱方法、

製錬方法の外、操業上の危害予防事項の

細目として、通気及び排水に関する事

項、坑内外の施設の保全に関する事項、

作業の安全及び入坑者に対する危害予

防に関する事項、鉱害防止に関する事項

などが規則に規定されている。 

実施すること。 
６）カンボジア王国内で入手が可能な商

品とサービスの調達を図ること。 
・担当大臣は、鉱物事業許可書のカテゴ

リー及び鉱物事業の規模に応じて、上

記の事業要件に追加して必要事項を

定めることができる。 
（鉱物資源法第 21 条） 

・概査及び探査を行う投資家は、「概査及び探査プ 

ログラム」、「初期環境影響アセスメント報告書」、

「最低支出費用」を作成し、エネルギー・鉱山省

に提出する。 
・採鉱事業を行う投資家は、「効率的採掘活動プロ

グラム」、「実現可能性調査（F.S.調査）」、「環境

社会影響マネジメント計画」、「探査データ報告

書」を作成し、政府に提出する。 
（ラオス、鉱物法第 35 条、第 41 条） 

 
・鉱物概査の許可申請又は延長の申請をする場合に

は、鉱物概査事業プログラムを作成し、鉱山省又

は担当局あてに提出する。 
 （ミャンマー、鉱山規則第 3 条、第 9 条） 

・鉱物探査の許可申請又は延長の申請をする場合に

は、鉱物探査事業プログラムを作成し、鉱山省又

は担当局あてに提出する。 
 （ミャンマー、鉱山規則第 12 条、第 18 条） 

・大規模鉱物生産の許可申請又は延長の申請をする

場合には、以下の事項を含む、大規模鉱物生産事

業プログラムを作成し、鉱山省あてに提出する。 
 １）最も有効且つ有益な方法による鉱物資源の

利用計画 
 ２）安全性と環境保護の計画 
 ３）ミャンマー国民の雇用及び訓練に関する十

分な対応策 
 （ミャンマー、鉱山規則第 23 条、第 24 条、第

28 条） 
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掘採の制限 ・鉱業権者は、鉄道、道路、水道、運河、

港湾、河川、湖、橋、堤防、ダム、公園、

学校、墓地、病院及び図書館などの公共

の用に供する施設並びに建物の地表下５

０ｍ以内の場所において鉱物を掘採する

ときは、管理庁又は管理人の承諾を得な

ければならない。 
・鉱業権者は、管理人の承諾が得られない

ときは、経済産業大臣に決定を申請する

ことができる。  
（法第 64 条、第 64 条の 2） 

・国の文化、歴史、遺産保護区として定

められている国有地での鉱物の踏査、

探査及び開発は禁止される。 
        （鉱物資源法第 8 条） 
 

・鉱業禁止区域及び鉱業暫定禁止区域として、 
a)文化遺産及び名刹景勝地、 
b)交通施設、水路、堤防の保護範囲の土地、上下

水道、排水、電気、ガス、通信の導路 
c)保護林、保護植林 
d)宗教用使用地 
dd)天災の防止、回避用地 等 
            （ベトナム、鉱物法第 28 条） 
 
・（掘採の制限に関する規定はない。） 
            （ラオス） 
 

・鉱物生産許可証取得者は、権利を行使しようとす

る場合、土地の所有者、又は関係省、部局から合

意を得なければならない。 
 １）住宅、建物から 200ｍ以内の土地 
 ２）農作物を育成している土地から 50m 以内の

土地 
 ３）貯水のための灌漑用水路、池、ダムから

100m 以内の土地 
４）鉄道線路から 50 以内の土地 

 ５）街路、道路又は飛行場の土地  
 ６）宗教目的の敷地から 200ｍ以内の土地 等 

   （ミャンマー、鉱山規則第 70 条） 
鉱業事務所の届

出、試掘工程表、

坑内実測図の作

成 
 
 
 

・鉱業権者は、事業に着手したときは、遅

滞なく、鉱区の所在地又はその附近に鉱

業事務所を定め、着手の年月日及び事務

所所在地を経済産業大臣に届け出なけれ

ばならない。 
・試掘権者は試掘工程表を作成し、鉱業事

務所に備えて置かなければならない。 

・鉱物事業許可書を保有する鉱物事業権

所有者は、提案書、報告書、計画書及

び通知書を担当大臣に提出すると共

に、全ての関係文書及び記録簿を保管

しなければならない。 
       （鉱物資源法第 19 条） 
 

・鉱物探査する組織又は個人は、鉱物に関する情報

を収集・保管し、国家管理機関に鉱物探査結果を

報告する。 
・鉱物採掘する組織又は個人は、鉱物埋蔵量向上探

査及び鉱物採掘に関する情報を収集・保管する。 
・鉱物採掘する組織又は個人は、鉱山基本建設開始

から採掘終了までの採掘区域の現況図、現状断面
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・採掘権者は、坑内実測図及び鉱業簿を作

成し、鉱業事務所に備えて置かなければ

ならない。 
       （法第 68 条～第 70 条） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図を作成・管理・保存しなければならない。 
・鉱物採掘する組織又は個人は、採掘許可区域の鉱

物埋蔵量と採掘した鉱物採掘量の統計と実施検

査の業務及び数値に責任を負うと共にその結果

を国家管理機関に送付しなければならない。 
（ベトナム、鉱物法第 42 条、第 55 条、第 63 条） 

 
・（鉱業事務所の届出等に関する規定はない。） 
           （ラオス） 
 
・鉱物概査許可証取得者は、事務所を維持し、鉱

山省又は担当局に登録すること。 
・鉱物探査許可証取得者は、事務所を維持し、鉱

山省又は担当局に登録する他、ボアホール、地

層の詳細な記録、各種分析結果から得られた鉱

物の識別に関する記録を保存すること。 
・大規模鉱物生産許可証取得者は、事務所を維持

し、鉱山省又は担当局に登録する他、鉱物生産

事業に関する技術的な記録、地質図、コアサン

プル、分析・テスト結果を保存すること。 
（ミャンマー、鉱山規則第 51 条、第 54 条、第 59

条、第 60 条） 
 

土地の使用及び

収用、水の使用

・鉱業権者又は租鉱権者は、鉱業を実施す

る上で必要な場合、経済産業大臣の許可

を受けて、他人の土地に立ち入り、又は

支障となる竹木を伐採することができ

る。 
・鉱業権者又は租鉱権者は、鉱業を実施す

る上で以下の目的のために他人の土地

を利用することが必要且つ適当であっ

・（土地の使用、水の使用に関する規定は

ない。） 
・鉱物採掘プロジェクト実現のため収用される土地

を使用する組織又は個人の賠償・補助・再定住は、

土地に関する法令及び関連法令の規定に従い実

現される。 
・鉱業する組織又は個人は、土地に関する法令に従

い土地を借用しなければならない。 
・鉱業する組織又は個人は、水資源に関する法令に

従い水を使用できる。 
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て、他の土地をもって代えることが著し

く困難なときは、経済産業大臣の許可を

受けて、他人の土地を使用又は収用でき

る。 
 �坑口又は坑井の開設 
 �土石又は鉱滓の捨場の設置 
 �選鉱又は製錬用の施設の設置 等 
・他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採

した者は、これによって生じた損失を補

償しなければならない。 
・水の使用に関する権利については、土地

の使用及び収用に関する規定を準用す

る。  
（法第 101 条～第 108 条） 

 
 

（ベトナム、鉱物法第 5 条、第 31 条、第 32 条） 
 

・（土地の使用、水の使用に関する規定はない。） 
  （ラオス） 
 

・鉱物生産許可証取得者は、耕作権、所有権、使用

占有権、利益享受、継承又は移転の権利を有する

個人又は組織体と調整し、合意を得て、補償費用

の支払いを終えてから鉱物生産事業を実施する。 
・鉱山公社又は政府との合弁事業であって、他人の

土地の使用が合意に至らない場合には、鉱山省は

その土地を取得するため関係省との調整を行う。 
     （ミャンマー、鉱山規則第 69 条） 

・鉱物生産許可証取得者は、鉱物生産のために公共

用水を使用する必要がある場合には、使用する水

量などを記載した申請書を担当局あてに提出し、

担当局は公共用水を管轄する担当局とその使用

について調整を行う。 
 （ミャンマー、鉱山規則第 71 条～第 73 条） 

鉱害賠償の義務

 
・鉱物を採掘のため土地の掘削、坑水若 
しくは廃水の放流、捨石若しくは鉱滓の

堆積、又は鉱煙の排出によって他人に損

害を与えたときは、損害の発生の時にお

ける当該鉱区の鉱業権者又は租鉱権者が

その損害を賠償する責に任ずる。 
・（上記）損害の発生した時、既に鉱業権

が消滅している場合には、鉱業権の消滅

の時における当該鉱区の鉱業権者（最終

鉱業権者）が損害を賠償する義務を負

う。 
(法第 109 条) 

・鉱物事業許可書を取得した鉱物事業権

所有者は、鉱物事業によって生じた損

害を土地所有者に補償する。 
      （鉱物資源法第 25 条） 
・（鉱業の実施中における損害賠償責任に

ついて規定されているが、鉱業の廃止

（許可証の放棄）後における損害につ

いて賠償責任に関する規定はない。） 
 
 
   
 

・鉱物採掘する組織又は個人は、鉱物採掘プロジェ

クトに従い環境の保護と回復を行い、技術インフ

ラ・施設・他の財産に損害が生じる場合、損害の

程度に応じて、修理・維持・新規建設・賠償の責

任を負う。 
（ベトナム、鉱物法第 5 条） 

 
・鉱業を行う投資家は、鉱物に関連する事業運営の

影響による損害に対する支払いの責任を負う。 
・採鉱事業従事者は、採鉱活動から影響を受けた人々

に対する転居、土地及び農産物の費用、再定住の

管理を補償し、人々の生活に関して適切な場所を
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 提供すること。 
（ラオス、鉱物法第 60 条、第 65 条） 

 
・鉱物探査許可証取得者又は鉱物生産許可証取得者

は、ボアホール、トレンチ掘削、又は坑内採掘の

影響により被害が生じた地表部について、埋め戻

しを行うか他の方法により安全を図らなければな

らない。 
・鉱物生産許可証取得者又は鉱山マネージャーは、

鉱物生産の過程で発生する廃液、廃棄物、尾鉱及

び鉱煙について、分析を行い、有害物質が発見さ

れた場合には化学的手法により品質の改善を図ら

なければならない。  
（ミャンマー、鉱山規則第 105 条、第 106 条） 

 
・（鉱業の実施中における損害賠償責任について規定

されているが、鉱業の廃止（許可証の放棄）後に

おける損害について賠償責任に関する規定はな

い。） 
（ベトナム、ラオス、ミャンマー） 

 
担保の供託 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・石炭又は亜炭を目的とする鉱業権者は、

損害の賠償を担保するため、その前年中

に掘採した石炭又は亜炭の数量に応じ

て、毎年一定額の金銭を供託しなければ

ならない。 
・供託すべき金銭の額は、前年中に掘採し

た石炭又は亜炭の数量１トンにつき２０

円を超えない範囲内において経済産業大

臣が毎年鉱区又は租鉱区ごとに定める額

とする。 

・（損害賠償のための資金の担保に関す

る規定はない。） 
  

・国は、生産・経営・サービス活動に従事する組織

又は個人に対し、環境保護法の規定に基づき、「環

境損害賠償保険」に加入するよう奨励する。 
  （ベトナム、環境保護法第 134 条） 

・（ベトナムの改正鉱物法には、鉱業実施に伴い発

生した損害の賠償を担保するための制度はな

い。） 
 
・「環境保護基金」に寄付を行うこと。 
      （ラオス、環境保護法第 60 条） 
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・被害者は、損害賠償請求権に関し、供託

されている金銭について、他の債権者に

優先して弁済を受けるが権利を有する。

(法第 117 条、第 118 条) 

 
・（損害賠償のための資金の担保に関する規定はな

い。）   （ミャンマー） 
 

報告及び検査 ・経済産業大臣は、この法律の施行に必要

な限度において、鉱業権者若しくは租鉱

権者からその業務の状況に関する報告

を徴し、又は職員に鉱業事業所若しくは

事務所に立ち入り、業務の状況若しくは

帳簿書類を検査させることができる。 
・経済産業大臣は、この法律の施行に必要

な限度において、探査を行う者に対し、

その行為に関して報告若しくは資料の

提出を命じ、又は職員にその事業所若し

くは自動車若しくは船舶に立ち入り、そ

の行為の状況若しくは帳簿、書類その他

の物件を検査させ、若しくは関係者に質

問させることができる。 
（法第 144 条） 

・この法律に規定する経済産業大臣の権限

は、省令で定めるところにより、経済産

業局長に委任することができる。 
           （法第 145 条） 

 

・鉱物事業許可書を保持する鉱物事業

権所有者は、企画書、報告書、計画

書及び通知書を担当大臣に提出し、

且つ全ての関係文書及び記録簿を保

有しなければならない。 
（鉱物資源法第 19 条） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・鉱物探査許可証の交付を受けた組織又は個人は、

探査を終了した段階で、国家鉱物埋蔵量評価評議

会又は地方の省レベル人民委員会の鉱物埋蔵量

決定承認を得て、天然資源環境省に鉱物探査結果

の報告を行う。 
(ベトナム、鉱物法第 42 条) 

・鉱物専門監督検査官は、本法及び監督検査の法令 
に従い実現する。 

 (ベトナム、鉱物法第 83 条) 
 
・鉱業従事者は、概査又は探査ライセンスに示さ

れている鉱物以外の鉱物が発見された場合は報

告を行う。 
・鉱業従事者は、概査及び探査作業プログラムの

進展についての定期的な報告を行う。 
・採鉱事業従事者は、探査、採鉱及び鉱物加工に

関する情報の定期的な報告を行う。 
・特殊分類鉱物に関する事業従事者は、鉱物生産

量、コスト、廃棄物生成量、常勤労働者数に関

する定期的な報告を行う。 
（ラオス、鉱物法第 62 条、第 65 条、第 66 条） 
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・鉱物概査許可証取得者、鉱物探査許可証取得者、

大規模鉱物生産許可証取得者、又は小規模鉱物

生産許可証取得者は、同事業の開始前と終了前

に報告を行う。 
・鉱物探査許可証取得者は、同事業の定期的報告

（１回／３月）を行う。 
・鉱物探査において、鉱物の鉱床又は経済的価値

の可能性がある鉱物の鉱床が発見されたときに

は報告を行う。 
・包括許可証取得者は、鉱物概査事業から鉱物探

査事業に移行する場合、又は鉱物探査事業から

鉱物生産事業に移行しようとする場合には報告

を行う。 
（ミャンマー、鉱山規則第 54 条、第 59 条、

第 63 条、第 67 条） 
 
 

鉱産税（ロイヤ

ルティ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・鉱業権者又は租鉱権者は、以下の算定に

よる鉱産税を市町村に納付しなければ

ならない。 
 
 鉱産税＝鉱物山元価格×産出量×税率

（１．０％）  
 （地方税法第 519 条～第 592 条） 

 

・鉱物事業許可書を保持する全ての鉱物

事業権所有者は、採掘された鉱物の価

格に応じたロイヤルティを国に支払

わなければならない。 
      （鉱物資源法第 28 条） 
・当年の鉱物生産金額に照らし、政府と

の合意により決定される。 
  宝石原石 １２．５％、準宝石原

石１０％、 
  石灰石 １％、貴金属及びその他

鉱物 ３～５％  
（鉱物資源投資原則に関する政令） 

 

・採掘された鉱石量、課税対象となる価値及びロ

イヤルティ率に基づき算出された金額となる。 
          （ベトナム） 
 
・鉱物の総販売高に基づき課せられ、料率は鉱物

により異なり、２％～５％の範囲である。 
（ラオス）  

 
・鉱物生産許可証取得者は、生産した鉱物を売却

した場合には、鉱山省が定めた料率内でロイヤ

ルティを支払う。 
 １）宝石用原石 ５％～７％ 
 ２）金、銀、白金、インジウム等 ４％～５％ 
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  ３）鉄、亜鉛、銅、鉛、錫、タングステン等 ３％

～４％  
 ４）産業用鉱物、石材 １％～３％ 
      （ミャンマー、鉱山法第 18 条） 
 

罰 則 
 

 （省略）    （省略）       （省略） 
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鉱山における粉塵濃度測定・評価マニュアル 

                   ２０１６年３月 

Ⅰ．粉塵濃度の測定 

１．粉塵濃度測定の目的 
鉱山において、坑内及び室内における作業環境を汚染する有害物や騒音、振動に

起因する障害から鉱山労働者を保護する労働衛生管理には、以下の目的がある。 
（１）有害要因の発生を防ぎ、鉱山労働者にとって望ましい作業環境を作るための作

業環境管理 
（２）作業の安全を図るため危険要因の除去・改善のための作業管理 
（３）鉱山労働者の健康状態を把握し、作業の円滑化を確保するための健康管理  

 
このうち作業健康管理は、作業場における有害物質の状況を的確に把握し、鉱山

労働者をそれらの直接被害から守るために例えば粉塵は有害物質の一つであるこ

とから、粉塵の吸入による呼吸器障害と粉塵爆発の防止を主対象とした計測が必要

であり、「粉塵発生量」の測定が基本となる。 

 
本マニュアルは、鉱山労働者の粉塵吸入による呼吸器障害、塵肺（珪肺）症の罹

患防止をその主目標としたもので、吸入性粉塵の測定実施に必要な計画、準備など

の設計（デザイン）、測定機器に関する知識と取扱い方法、測定のための手法（サ

ンプリング）、測定結果の整理及び評価手法で構成されている。 

 
２．測定の対象となる粉塵 

飛散粉塵のうち、人体の呼吸器奥部の肺胞まで侵入し、そこに沈着して塵肺（珪

肺）症を引き起す危険度の高い粉塵を「吸入性粉塵」と言い、作業環境管理では吸

入性粉塵の測定が対象となる。 

粉塵濃度測定の対象となる吸入性粉塵を測定するための分粒装置の分粒基準は、

１９９３年欧州規格委員会（ＣＥＮ）において採択され、欧州基準として欧州１８

カ国で承認されたものであり、「粒子状物質サンプリングのための分粒装置」の基

準は、「４μｍ（マイクロメーター）の粒子の捕集効率が５０％である分粒装置」

と定められた。 日本の厚生労働省では、２００５年から同分粒基準を採用してい

る。 

 
３．粉塵濃度測定器の概要 
（１）質量濃度測定器 
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質量濃度測定器は、採塵器と粉塵を捕集するための濾過材（フィルター）から

構成されており、作業環境中の飛散粉塵濃度の測定に使用する採塵器には４μｍ

の粒子の捕集効率が５０％である分粒装置が取り付けられている。 
分粒の方法としては、粒子の重力沈降を利用する方法、慣性力を利用する方法

があるが、一般的には慣性力を利用した分粒装置が用いられている。 
濾過材（フィルター）に捕集された粉塵は、これを秤量して粉塵質量を求める。 

 
（２）相対濃度測定器 

相対濃度とは、粉塵の質量濃度と１対１の関係にある物理量をいう。 
相対濃度粉塵計には、以下のような特徴があるが、一方では粉塵の粒径分布、

比重、光学的性質、形態などの影響を受けることからその計測値の取扱いには注

意が必要である。 
１）短時間で測定が可能であること。 
２）取扱いが極めて簡単であり、特別な熟練を要さず、取扱い上での個人誤差が

少ないこと。 
３）一般に感度が高く、低濃度の粉塵でも測定が容易であること。 
４）煙やミストなどの粉塵以外の浮遊粒子物質が存在する場合は、その影響を受

けること。 

     
相対濃度粉塵計には、光散乱方式、光吸収方式などがある。 
光散乱方式レーザー相対濃度粉塵計の原理は、粉塵に光を当てた場合、同一粒

子系の粉塵では散乱光の量が質量濃度に比例することを利用し、半導体レーザー

を用い、空気中に浮遊する粉塵の質量濃度を散乱光の強弱により計測する方式で

ある。 

 
４．粉塵捕集用濾紙（フィルター） 

粉塵を捕集するための濾紙（フィルター）は、以下の条件を備えているものとし

て、一般的に用いられるのはグラスファイバーフィルター、石英ファイバーフィル

ターである。 
１）粒径０．３μｍの粒子に対して捕集率は９５％以上であること。 
２）フィルターの圧力損失は、濾過風速に正比例して増加するので、初期圧力    

損失が低く、粉塵の堆積による圧力損失の増加が少ないものであること。 
３）取扱いが容易であり、サンプリングに耐えうる強度があること。 
４）吸湿性が小さいこと。 

 

５．粉塵濃度測定の準備 
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（１）粉塵測定のフローチャート図   
飛散粉塵濃度の測定は、作業場において浮遊している粉塵の濃度の実態を的確に

把握し、それに基づいて粉塵防止のための有効な対策を講じるなど、適正な作業環

境の管理を行う上で重要なものであり、質量濃度粉塵計と相対濃度粉塵計の２種類

の測定器の併行測定によって行われる。 
   粉塵濃度測定の流れを把握するために、そのフローチャートを以下に示す。 

 

                   
（２）粉塵濃度測定に必要な機器及び工具類  

１）質量濃度粉塵計  
２）粉塵捕集用濾紙（フィルター） 
３）相対濃度粉塵計  
４）遊離珪酸含有率分析用サンプリング試料採取ビニール袋 
５）風速計 

W1

Ri R W2

M

σ Q

E1、E2 E

記録保存 改善対策

管理濃度

幾何平均濃度の算出(mg/m3)

幾何標準偏差の算出

管理水準の算出

管理区分の決定(評価)

K値の算出 浮遊(堆積)粉じん

遊離ケイ酸含有率の分析

測定結果(％)

測定準備

粉じん測定計画

風速、風量、温度
湿度、等測定

堆積粉じん収集

ろ紙の秤量

空気中の粉塵濃度(mg/m3)デジタル計数値(ｃpm)デジタル計数値(ｃpm)

相対濃度測定 併行測定

相対濃度計　2台　準備

併行測定

粉じん捕集

ろ紙の秤量

質量濃度計　1台　準備
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６）温度計 
７）湿度計 
８）巻き尺（５ｍ又はそれ以上の長さを計測できる物） 
９）チョーク 

１０）ストップウォッチ又は時計 
１１）記録用紙、筆記具 
１２）工具類 （ドライバー、ペンチ、鉄線等） 

 
６. 測定設計（デザイン） 

粉塵濃度の測定を実施するに当たり、測定対象となる作業環境を正しく評価する

ために、測定設計（デザイン）を適切に行う必要がある。 

 
（１）単位作業場所及び範囲の選択 

測定対象となる作業環境について、「管理の対象となる区域」の範囲内におい

てである単位作業場所を選択しなければならない。 ただし、単位作業場所とは、

作業場の区域のうち鉱山労働者の作業中の行動範囲、粉塵の分布の状況などに基

づき定められる濃度などの測定のために必要な区域をいう。 

単位作業場所の範囲を選択するに当たっては、以下の事項に配慮する。 

1) 作業内容と作業区域 

同一の区域でも、作業工程の進み具合等によって粉塵濃度が時間帯などによ

り著しく変化することが予測されるような場合は、単位作業場所の対象から外

し、別の単位作業場所を選択する。 

2) 単位作業場所での鉱山労働者の就労状態  

粉塵の発生源が明らかであって、その周辺で一連の作業が行われている場合

には、その発生源からの粉塵の拡散範囲と通常の作業範囲に基づいて単位作業

場所を選択する。 

3) 粉塵発生源からの粉塵の流動拡散状態 

粉塵の発生源の位置や環境への放出状況から、特に一定の区域で常に粉塵濃   

度が他の作業場所に比べて高低することが予測されるような場合は、それらの   

場所は対象から外し、別の単位作業場所を選択する。 

4) その他 

a) 単位作業場所では、そこに設定した全測定点を 1 作業日（坑内作業にお

いては、1 方作業として 8 時間以内）の間に測定し得る範囲とし、1 作業

日のうちに設定した全測定点を測定し得ない場合は単位作業場所を分割

して設定を行う。 

b) 最初に設定した単位作業場所において得られた、その後のデータの積み
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重ねが、従前のデータと測定結果が一致しなくなった場合は、その単位

作業場所の範囲や測定点の変更を行う。 

c) 一作業時間（8 時間）のうち、鉱山労働者の立入りが延べ 30 分以内の場

所及び禁柵の設置など、通常の状態では鉱山労働者が立入らない場合は、

単位作業場所として設定しない。 

 

（２）単位作業場所の設定 

鉱山保安規則第２３９条第１項及び第２６８条第１項に規定する「著しく粉塵

を飛散する坑内作業場及び屋内作業場」とは、以下に掲げる作業を行う場所をい

う。 

1) 岩盤や鉱物類など（湿潤なものを除く。以下同じ。）を穿孔機により穿孔する

作業 

2) 坑内において岩盤、鉱物を掘削機械により掘削する作業（水力により掘削す

る作業を除く。） 

3) チップらーなどを使用して岩石又は鉱物を積載した鉱車若しくは車の荷台を

くつがえし、又は傾けることなどによって積載した岩石又は鉱物を積み卸す

作業 

4) 坑内において岩石又は鉱物を車両系鉱山機械により積み込む作業 

5) 坑内において岩石又は鉱物をコンベアへ積み込み、又はコンベアから積み卸

す作業 

6）坑内において坑道などを充填する作業（手積みにより充填する作業及び水力

により流送充填する作業を除く。） 

7）坑内において岩粉を散布する作業 

8）坑内又は屋内において岩石又は鉱物を動力により破砕し、粉砕し、又は篩い

分ける作業（水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又は篩い分ける作

業及び設備による注水をしながら動力により篩い分ける作業を除く。） 

9) 坑内又は屋内において岩石若しくは鉱物を動力により裁断し、又は仕上げす

る作業（高圧射水又は火炎を用いて裁断し、又は仕上げする作業及び設備に

よる注水若しくは注油をしながら動力により裁断し、又は仕上げする作業を

除く。） 

10) 坑内又は屋内において研磨材を用いて動力により岩石、鉱物若しくは金属を

研磨し、若しくはバリ取りし、若しくは金属を裁断する作業（設備により注

水又は注油をしながら研磨材を用いて動力により岩石、鉱物若しくは金属を

研磨し、若しくはバリ取りし、若しくは金属を裁断する作業を除く。） 

11) 坑内又は屋内において粉状の鉱物などを混合し、又は混入する作業 

12) 製錬工程（石灰石の焼成工程を含む）において土石又は鉱物を解放炉へ投げ
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入れ、焼結し、取り出し、又は鋳込みする作業（転炉から湯出しし、又は金

型に鋳込みする作業を除く。） 

13) 製錬工程において炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱滓又は灰

を掻き落とし、掻き集め、積み込み、又は容器に入れる作業 

14) 耐火物を用いて炉を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた炉を解体

し、若しくは破砕する作業 

15）屋内、坑内又は車両等の内部において、金属を溶断し、アーク溶接し、又は

アークを用いてガウジングする作業（屋内において自動溶断し、又は自動溶

接する作業を除く。） 

16) 粉状の鉱物、粉状の製品及びフライアッシュ（湿潤なものを除く。）を乾燥し、

袋詰めし、積み込み、又は積み卸す作業 

 

（３）測定点の設定 

鉱山労働者に与える粉塵の影響を正しく評価するには、当該鉱山労働者が実際

に吸入した粉塵量を正確に把握することが必要であるが、多数の鉱山労働者ごと

に粉塵の吸入量を実測することは、事実上は困難である。 

従って、一般的には管理の対象となる単位作業場所を定め、その中で無作為に

選択した幾つかの測定点における粉塵濃度測定を実施する。（この測定を「Ａ測

定」という）更に、Ａ測定のみでは十分な管理を見逃してしまう恐れがある作業

場については、Ａ測定を補完するために、単位作業場所の中で測定点とは無関係

に最も暴露を受けると考えられる場所と、その時間帯における 10 分間の平均濃

度測定（この測定を「Ｂ測定」という）を行い、Ｂ測定による測定結果を加味し

た評価を行う。 

 

粉塵濃度の測定を行うに当たっては、測定目的や測定する作業場所の実状をよ

く知っている技能者が担当し、デザイン、サンプリングの考え方に基づいて測定

点の位置を設定するものとする。 

 

（４）屋内作業環境における測定点の設定 

屋内における単位作業場所については、以下の事項に考慮しつつ、無作為に測

定点の設定を行う。 

1) 測定点の数は、単位作業場所における濃度の分布を知るのに適当な位置に５

点以上とすること。 

2) 測定点は、単位作業場所の床面上に３ｍの等間隔で引いた縦線と横線の交点

とする（図－１参照）。 但し、全体を眺めて縦線と横線との間隔を調整する

場合、縦線若しくは横線の交点における測定点の間隔については等間隔とす
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る。 

3) 単位作業場所が直線で区切れないときは、平行線はその形にそって曲率をも

ってもよい（図－２参照）。 

4) 1 測定点で代表できる床面積は、１０ m2程度がよい。 

5) 単位作業場所が狭い範囲で囲われている場合、あるいは発塵作業内容が全く

異なっているために単位作業場所としての範囲を限定した方が良い場合があ

る。このような場合には、測定点の数が 5 未満になることがあるので、縦線、

横線の間隔を狭めるなど適当な方法（図－３参照）で測定点を５以上になる

ようにする。 

6) 単位作業場所が前述 5）のような場合よりさらに狭く５測定点を確保するこ

とが不可能であるような場合、単位作業場所の中の任意の測定点 1 カ所で繰

り返し 5 回以上測定する。 

 

 

図－１：屋内単位作業場所における測定点の設定方法 
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図－２：単位作業場所が曲線部の場合における測定点の設定方法 

    

 
図－３：単位作業場所が狭小な場合における測定点の設定方法 

 
（５）坑内作業環境における測定点の設定 

坑内における単位作業場所については、以下の事項に考慮しながら、無作為に

測定点の設定を行う。  

1) 坑道幅が２ｍ以上の場合には測定点を２列とし、２ｍ未満の場合には測定点

を 1 列とする（図－４参照）。但し、粉塵の流れを考慮して必ずしも２列でな

くても良い。 

2) 坑道延長側の測定点の間隔は３ｍとし、等距離間隔に設定する。 

3) 測定点の数は、1 単位作業場所当たり５点以上とする。 但し、最大でも１

０点を目安とする。 

4) 単位作業場所が直線で区切れないときは、平行線はその形に沿って曲率をも

って設定する（図－２参照）。 
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5) １測定点で代表できる床面積は、１０m2程度がよい。  

6) 単位作業場所が狭い範囲で囲われている場合、あるいは発塵作業内容が全く

異なっているために単位作業場所としての範囲を限定した方が良い場合があ

る。このような場合には、測定点の数が５未満になることがあるので、縦線、

横線の間隔を狭めるなど適当な方法（図－３参照）で測定点を５以上になる

ようにする。 

7) 単位作業場所が前述 6）のような場合より更に狭く５測定点をとることが不

可能であるような場合には、単位作業場所の中の任意の測定点 1 ケ所で繰り

返し５回以上測定する。 

 

 

     図－４：坑道掘進の単位作業場所における測定点の設定方法 
 

（６）測定設計（デザイン）に関する注意事項 

作業環境測定結果から、以下のようなことが明らかになるような結果でなけれ

ば、環境評価に用いる測定結果としては不向きであるので、十分考慮した測定設

計（デザイン）とすること。 

a) 測定の目的が達成されること。 

b) 一時的な高濃度暴露の可能性の有無を推測できること。 

c) 測定値は設定された対象に対して代表性を持つこと。 

 

また、測定設計（デザイン）に際しては、以下の事項に配慮すること。 

1) 同一の区域でも、作業工程の進み具合などにより粉塵濃度が高かったり、低

かったりする時間帯が予想されるような時は、異なった単位作業場所の取扱
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いとしてデータ整理すること。 

2) 測定結果と作業現場の状況を見比べて、濃度の変動に明らかな理由が認めら

れるときは、単位作業場所の設定を見直すこと。 

3) 粉塵濃度の分布は、作業場の気流に大きく影響されることがあるので、単位

作業場所を決める際には、作業場内の気流の影響を考慮する必要があること。 

 

（７）測定機器の設置の仕方 

現場到着後、各測定器類の設置を行うが、その前までに測定責任者は作業環境

の状況をあらかじめ十分熟知しておくこと。 

1) 質量濃度粉塵計の設置の仕方 

a）現場における測定機器の設置で特に注意を要するのは、質量濃度粉塵計で

ある。質量濃度粉塵計は、単位作業場所及びその全測定点の位置並びに発

塵作業及び粉塵の流れの状態から総合的に判断して、ほぼ平均的な粉塵濃

度が得られる場所に設置する。 

b）なお、粉塵の流れの状態が不明の場合には、全測定点の位置から見てほぼ

中心的位置に設置する。また、中心的位置が作業の支障のため選択できな

い場合は中心的位置の近傍に設置する。 

c）設置位置が決まったならば、三脚などにより測定器の採気口の位置が床上

の規定の高さになるようしっかり水平に固定する。分粒板も水平にセット

し、その高さは堆積粉塵の再飛散による影響を受けない床からの高さが

0.5m～1.5m 程度がよい。吸引ポンプと流量計は空気漏れのないようホー

スで確実に接続する。 

d）坑内作業環境での測定時は、質量濃度粉塵計の採気口は、気流方向に向け

て測定を行うこと。 

e）鉱山坑外の屋内作業環境での測定に際し、質量濃度粉塵計の採気口の向き

については特に規定はなく、気流の影響の受けるような所での測定は、で

きるだけ避けるように注意すること。 

2) 質量濃度粉塵計と相対濃度粉塵計の併行測定時における設置の仕方 

質量濃度粉塵計と相対濃度粉塵計の併行測定を行う場合は、両測定器の採

気口は同一平面とし、両機器の間隔は空間的な濃度の変動を考慮してできる

だけ近付けて設置する。 

3) 移動測定時の相対濃度粉塵計の設置の仕方 

相対濃度粉塵計が携帯型である場合、機器の背負いバンドを首に架けて、

測定者の身体の前面に置きながら、採気口が質量濃度粉塵計と同方向になる

ように向けて測定を行う。 
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７. 測定方法（サンプリング） 
作業環境測定結果に基づき測定対象の作業環境評価を行うためには、Ａ測定及   

  びＢ測定の２種類の測定方法が定められている。 

 

（１）Ａ測定 

Ａ測定は、作業場における粉塵濃度の平均的な状態を把握するために行うもの

であって、鉱山労働者の時間荷重平均暴露濃度の測定ではない。 

Ａ測定の条件としては、以下の３原則を厳守すること。 

1) 測定時間は６０分以上とすること。 

2) 測定点間の測定時間は等時間間隔であること。 

3) 測定点間の間隔は等距離間隔に設定すること。 

 

Ａ測定による基本型測定法は、質量濃度粉塵計 1 台と相対濃度粉塵計 2 台を用

いた測定法である。質量濃度粉塵計 1 台と相対濃度粉塵計 1 台（No. １）とで測

定時間中に同時併行測定を行い、単位作業場所の質量濃度変換係数（以下「Ｋ値」

という。）を求める。残りの 1 台の相対濃度粉塵計（No. 2）で測定時間中に等時

間間隔で各測定点の粉塵濃度の測定を行い、幾何平均値を求める。 

基本型測定法の概略は、図－５に示すとおりである。但し、n は測定点の数、

①、②、③～○n は測定点である。また、（ t /n ）より区切りのよい時間を決め、

その時間の等時間間隔で、各測定点において 1 分間の相対濃度の測定を行う。そ

の場合の測定時間(t)は、60 分を超えていることが必要である。 

 

 
図－５：Ａ測定による基本型測定法 

 

（２）Ｂ測定 

Ｂ測定は、Ａ測定だけでは暴露濃度の危険を、見逃す恐れが高いと判断される
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場所における測定であり、Ａ測定を補完するための測定である。 

そのために、粉塵発生源に近接した作業位置における、最高粉塵濃度を知るこ

とができる測定点を設定して測定を行う。このＢ測定の測定時間は 10 分間であ

り、これは暴露濃度の測定ではないことに注意する必要がある。 

 

 Ｂ測定を実施するに当たっては、以下の事項に注意する必要がある。 

1) Ｂ測定は、Ａ測定を実施する単位作業場内の生産工程、作業様式及び粉塵の

飛散状況等から判断して、当該粉塵の濃度が最大になると考えられる場所及

び時間帯に実施する。 

2) 粉塵濃度が最大となると考えられる作業がＡ測定の実施時間内に行われない

場合、Ｂ測定は、Ａ測定の実施時間とは別に、そのような作業が行われる時

間帯に実施する。 

3) Ｂ測定のサンプリング時聞は１０分間とする。 

4) Ｂ測定のサンプリング方法、分析方法はＡ測定と同じ方法を用いる。 

5) Ｂ測定に相対濃度粉塵計を用いる場合は、同粉塵計を１０分間連続して作動 

させる。 

6）相対濃度粉塵計だけを用いてＢ測定を行う場合、質量濃度変換係数は、その

単位作業場所で行われたＡ測定の質量濃度変換係数を使用する。 

 

（３）粉塵濃度測定時における注意事項 

粉塵濃度測定時には、以下のことに注意しながら測定を行うこと。 

1) 粉塵測定作業に従事する者は、規格適合防塵マスクを着用して行うこと。 

2) 坑内作業環境の測定時は、質量濃度粉塵計の採気口を気流方向に向けて測定

を行うこと。 

鉱山坑外の屋内作業環境での測定に際し、質量濃度粉塵計の採気口の向きに

ついては特に規定はないが、気流の影響を受けるような所での測定は、でき

るだけ避けるように注意すること。 

3) 多段分粒装置付質量濃度粉塵計の場合、多段分粒装置の分粒板（平行板）が

水平に保たれる状態でサンプリングが行われるように特に注意すること。 

4) サンプリング時間は、捕集された粉塵の秤量の精度を考慮して、捕集粉塵量

は天秤感度の２０倍以上(例示として、天秤感度が 0.01mg の天秤を使用する

場合、0.2mg 以上の粉塵の捕集)となるようにすること。 

5) サンプリング開始直後に、質量濃度粉塵計の吸引流量が所定の流量であるこ

とを流量計により確認すること。 

6) サンプリング時間中、流量計を監視して試料空気吸引量が使用する分粒装置

に規定されている流量が保持されるようにすること。 



13 
 

7) 相対濃度粉塵計のカウント数が表示最大値（9,999 カウント）を超えるよう

なときは、総カウント数に誤りがないように注意すること。 

8) 相対濃度粉塵計により測定点で測定する時、各測定点での測定時間間隔を一

定にすること。 

9) 質量濃度粉塵計と相対濃度粉塵計により同時併行測定を行う場合、双方の粉

塵計を同時に作動させて、サンプリング時間を計測する。サンプリングが終

了したら、実際のサンプリング時間と相対濃度粉塵計の総カウント数を記録

すること。 

10) 質量濃度粉塵計で粉塵捕集後、濾紙（フィルター）に付けてある番号を確認

すること。 

11) 質量濃度の測定にハイボリュウムエアサンプラーを用いるときは、以下の点

に注意すること。 

a) 分粒装置部分の採取粉塵量が多くなると、捕集部分からの再飛散が起こる

可能性があるので注意すること。 

b) フィルター部分において捕集粉塵量が多くなると、測定中吸引量の低下が

起こるので、測定中はフローメターを監視すること。 但し、流量調整し

ても流量の低下が認められる場合は直ちに測定時間を記録した後、サンプ

リングを中止すること。 

12) 質量濃度の測定に慣性衝突型分粒装置を用いるときは、以下の点に注意する

こと。 

a) 粉塵測定を行う前には、捕集部先端の内壁部分に前回測定時の粉塵が付着

していることがあるため、必ず同先端部の内壁部分を清掃してから、測定

を行うこと。 

b) 分粒装置部分の捕集粉塵量が多くなると、捕集部分からの再飛散が起こる

可能性があるので注意すること。 

13) 相対濃度粉塵計（LD-1E 型使用の場合）で測定中同数値が連続表示される場

合は、次のような状態になっていることがあるので注意すること。 

a) 移動測定時、レンジが（× 1）の場合で粉塵濃度が高く、1 分間の指示値

がスケールアウトした場合、カウント指示値に同じ数値が連続指示（1,200

～1,400 cpm）するので、事前に濃度チェックしてレンジを選択の上、測

定を実施すること。（×１０）レンジで測定する場合の表示値は 10 倍とす

ること。また、（× １０）のスイッチを押すとパイロットランプが点灯す

るので確認すること。 

b) レンジの（× 1）と（× 10）では機能が異なるので、測定中のレンジ切

替えは行わないこと。 
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（４）併行測定の際の注意事項 

併行測定に際しては、以下の事項に注意して測定を行うこと。 

1）併行測定点の位置及び高さ 

発生源からの距離により粉塵の粒径分布が異なる。粒径分布は質量濃度変

換係数Ｋ値に影響を及ぼすことが考えられるので、当該単位作業場所の粉塵

を代表できる位置で併行測定を行うことが大切である。そのためには、発生

源から放出される際に粒子が持っている慣性の影響を直接受けるような発生

源に近い場所や、主要な発生源からの粉塵が殆ど浮遊していないような発生

源から遠く離れた場所では、併行測定を行わないこと。 

質量濃度粉塵計及び相対濃度粉塵計はいずれも水平にセットし、その高さ

は堆積粉塵の再飛散による影響を受けない高さである床から 0.5m～1.5m の

高さとする。 

2）測定機器の並べ方 

相対濃度粉塵計の空気の吸入口と質量濃度粉塵計の多段分粒装置又は慣性

衝突型分粒装置の空気の吸入口は、空間的な濃度のムラによる誤差を少なく

するためできるだけ近付けるようにすること。 

 

８. 測定後の処理及び注意事項 

（１）フィルターの秤量 

通常の場合、質量濃度粉塵計により粉塵の捕集を終えた後、フィルターはデシ

ケータ一等に保存し、秤量時に測定前の秤量と同じ手順で秤量を行う。但し、防

塵対策などの目的で噴霧散水を行っているような単位作業場所で測定したフィ

ルターの場合は、測定後、恒温乾燥器等で約 100°C で１時間程度の強制乾燥を

行った後、デシケータ一等に保存し、測定前の秤量と同じ手順で秤量を行うこと。 

 

（２）測定機器の手入れ 

特に、相対濃度粉塵計は精密機器と同じであるので、その取扱いは丁寧に行う

必要がある。更に、測定場所の粉塵濃度が著しく高い場合は、できる範囲で分解

などの手入れを行い、測定機器に取り込まれた粉塵が次回の測定の時に影響を及

ばさないようにしておくことが必要である。 

 

（３）相対濃度粉塵計の較正（精密調整） 

相対濃度粉塵計は微量濃度の計測に用いるものであり、所要の能力及び精度が

確保されるようその整備及び管理については十分な注意が必要である。そのため

に、標準粒子を浮遊させた試料を用いて較正（精密調整）する必要があるため、

鉱山で較正（精密調整）することは極めて困難であるので、年に 1 回以上は較正
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（精密調整）能力のある製造業者、販売業者にその依頼を実施することが望まし

い。   

 

（４）測定データの整理 

測定データの整理は、測定終了後直ちに行うこと。粉塵濃度測定記録用紙の例

を表－４「粉塵濃度測定記録表」、表－５「相対濃度粉塵計による測定記録表」

及びそれぞれの記載要領を示す。 

表－４は、粉塵濃度の測定結果を記録したものであり、この記録表を見ればお

およその単位作業場所の環境状態が分かるような内容となっている。 

しかし、表－４の記載だけでは不十分と考えられた場合は、相対濃度粉塵計に

よる計測値及び現場の作業状況の記録から測定時の状況について検討し、測定結

果との整合性がとれているか考察を行う。 

 

（５）質量濃度変換係数（Ｋ値）の求め方 

測定対象の単位作業場所における質量濃度変換係数（以下「Ｋ値」という。）

を求める場合、質量濃度粉塵計と相対濃度粉塵計との併行測定を行い、以下の方

法により、Ｋ値を求めるのが一般的である。  

 

質量濃度粉塵計と相対濃度計粉塵の採気口を並列に並べ、質量濃度粉塵計と相

対濃度粉塵計の測定時間を連続した同じ時間 t（min）測定を行い、その測定で

得られた質量濃度ＭＣ（mg/m3）は次式により求める。 

次に、質量濃度ＭＣ（mg/m3）、時間 t（min）測定を行った相対濃度Ｒｃ（cpm）

及び相対濃度粉塵計に取り付けられているダ一クカウントＤ (cpm）を次式に代

入してＫ値を求める。  

ダークカウントＤ (cpm）は、各相対濃度粉塵計の固有数値であり検査表に記

載されているので確認し、その数値を用いること。 

 

     Ｍｃ= W÷ｑ×ｔ÷1000 
 

Ｋ ＝ Ｍｃ／(Ｒｃ－Ｄ) (mg/m3) 
 

但し、   Ｗ：捕集吸入性粉塵量 (mg) 

        q : 吸入空気量 (Liter/min) 

       

９. 遊離珪酸含有率の測定 
（１）遊離珪酸 
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遊離珪酸とは、珪酸塩鉱物を構成する結合珪酸に対応するもので、珪素が酸素

と３次元的に結合していて、他の元素とは化学的に結合していない状態の鉱物

（SiO2）のことであり、次のような鉱物種が知られている。 

石英（α、β）、トリジマイト（α、β）、クリストバライト（α、β）など作

業環境における粉塵中の遊離珪酸は石英が大部分で、他のものは量的には著しく

少ない。石英が長時間高温に曝されるとトリジマイトやクリストバライトに転移

する。造岩鉱物のうち、玉髄、瑪瑙（めのう）、プリント及び碧玉などは、石英

の微細結晶が集まったものであり、また、蛋白石（オパール）及びけい藻土は、

SiO2・H2O という組成であるが、労働安全衛生上ではこれらの総体を遊離珪酸と

して取り扱っている。 

一般に、化学組成を「K2O・A l2O3・6SiO2」（正長石）、「Na2O・A l2O3・6SiO2（ソ

ウ長石）、「3MgO・4SiO2・H2O」（滑石）、「Al2O3・2SiO2・2H2O」（カオリン）等のよ

うに表すが、これらの SiO2 は他の元素と化学的に結合しているので、遊離珪酸

ではない。 

 

（２）遊離珪酸の採取 

粉塵中の遊離珪酸の含有率（以下「Ｑ値」という。）の測定については、粉塵

濃度の測定時に分粒装置付ローボリュウムエアサンプラ一（質量濃度粉塵計の一

つ）などで濾紙（フィルター）に捕集された吸入性粉塵中の遊離珪酸含有率を X

線回折法で測定することが基本であるが、十分な量の飛散粉塵を採集することが

困難な場合等には、堆積粉塵の再発塵法又は液層沈降法により粉塵中の遊離珪酸

含有率の測定を行う。  

なお、堆積粉塵を採取した測定法では遊離珪酸含有率が高く出るケースが多く

認められることから、遊離珪酸を含有する粉塵が飛散する作業場所においては、

サンプリングには時聞を要するが前者の方法などの実態に近い形での捕集を行

う方法が好ましい。 

堆積粉塵を採取する場合は、測定対象単位作業場所の梁や設置機械の上部など

に堆積している粉塵を、刷毛などを用いてビニール袋に採取する。但し、あらか

じめ堆積粉塵採取用ビニール袋には目開き 200 メッシュ（74μm）標準フルイを

取り付けておき、その標準フルイを通過した粉塵を採取する。ビニール袋には、

必ず採取日時、場所等を記入しておくこと。 

採取した堆積粉塵はデシケーターの中で乾燥の後、遊離珪酸定量用試料として

用いる。 

 

Ⅱ．粉塵濃度の測定値算定方法及び測定結果の評価法 
１．粉塵濃度の測定値計算方法 
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（１）質量濃度粉塵計と相対濃度粉塵計を用いて粉塵濃度の併行測定を行う場合  
作業環境について、Ａ測定による併行測定を行った場合、その測定結果につい   

ては、以下の手順により、質量濃度換算係数（Ｋ値）、測定点の質量濃度、全測

定点の幾何平均値(M)及び幾何標準偏差（σ）の計算を行う。   

1) 質量濃度換算係数（Ｋ値）の計算 

単位作業場所において、質量濃度粉塵計と相対濃度粉塵計との併行測定結

果から、Ⅰ－８（５）に示された計算式により、質量濃度換算係数（Ｋ値）

の計算を行う。  

2) 質量濃度の計算 

相対濃度粉塵計により得られた各測定点における相対濃度値(cpm)にＫ値

を乗じることにより、各測定点における質量濃度（mg/m3）を計算する。 

3) 幾何平均値の計算 

上記 2)から得られた各測定点における質量濃度 Mc1(mg/m3）、Mc 2 

(mg/m3) ･････ Mc n (mg/m3）を用いて、以下の計算式により、単位作業場所

における幾何平均値 M を計算する。 

    

 ＿                          
  X  = n √ Mc1×Mc 2×････× Mc n   
   

    
    ＿ 

log X   = 1/n ൛ࢍ	ࢉࡹ	  	ࢉࡹ	ࢍ  	･･･		     ൟ		ܖ	ࢉࡹࢍ
 

          _ 
∴		M ＝ 10X 

    

4) 幾何標準偏差の計算 

各測定点における質量濃度を用いて、以下の計算式により、単位作業場所

における幾何標準偏差ોを計算する。 

但し、下記の式中 ΣX2 は各測定点における質量濃度値の対数の二乗値の総

和である。 

 

                                  ＿ 
Log σ = { 1/(n-1)(ΣX2 －n・X2)}1/2 

             
       ΣX2 = (log2 Mc1

 + log2 Mc 2
  + ･･･ + log2 Mc n )    

 

5) ２日間の測定を行う場合 

単位作業場所において２日間の測定を行う場合には、上記と同様な測定方

法にて、粉塵濃度測定値の計算を行う。 



18 
 

但し、１日目の幾何平均値 M1、２日目の幾何平均値 M2とすると、２日間の

幾何平均値は、以下により計算を行う。  
        

X =  √M1×M2       

             

 log X = 1/2 (log M1 + log M2) 

 
             _ 

∴		M ＝ 10X 
 

    １日目の幾何標準偏差値ો、２日目の幾何標準偏差値ોとすると、２日間

の幾何標準偏差値ોは、以下により計算を行う。  

                      
   log ો =  √(log2	ો 1 + log

2	ો 2 )/2 

 

（２）簡易測定による粉塵濃度の測定値計算方法  

相対濃度粉塵計１台のみを用いて測定した相対濃度(cpm)に次表に掲げる質量

濃度の換算値を乗ずることにより、各測定点における質量濃度が簡単に計算でき

る。 

単位作業場所における各測定点の相対濃度の測定に当たっては、全体の測定時

間 t（６０分以上）とし、測定点数を n とすると、t/n から区切りのよい時間を

決め、その時間間隔で１分間の相対濃度測定を行うものとする。（例えば、全体

の測定時間６０分とし、測定点が１０箇所とすれば、６０／１０＝６分間隔で相

対濃度の測定を行う。） 

各測定点における相対濃度の測定が済んだら、以下の相対濃度粉塵計の型式に

基づく質量濃度変換係数の換算値を用いて、質量濃度を求め、上記（１）、4)及

び 5)と同様に幾何平均値及び幾何標準偏差の計算を行う。  

 

    相対濃度粉塵計の型式    換算値 

      Ｐ－５Ｌ        １cpm = 0.04 mg/m3 
            Ｐ－５Ｈ         １cpm = 0.004 mg/m3 
            ＬＤ－１Ｌ        １cpm = 0.02 mg/m3  
      ＬＤ－１Ｈ              １cpm = 0.002 mg/m3  
      ＬＤ－３Ｋ              １cpm = 0.002 mg/m3  
      ＬＤ－５Ｄ              １cpm = 0.02 mg/m3  
      ＬＤ－５                １cpm = 0.002 mg/m3  
      ３４１１                １cpm = 0.02 mg/m3   
      ３４２３               １cpm = 0.003 mg/m3 
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            ３４４２               １cpm = 0.003 mg/m3 
    

出所：隧道建設工事における粉塵対策に関するガイドライン 

   ２０００年（厚生労働省） 

 

２. 測定結果に基づく管理濃度及びの評価法の算定 
（１）管理濃度の算定 

作業環境での測定結果と管理水準の式により環境評価を行う場合は、測定作業 

環境中における吸入性粉塵（有害物）の管理濃度Ｅを決めておく必要がある。 

その管理濃度は、作業環境管理を進める過程で、有害物質に関する作業環境の

状態を評価するために、作業環境基準に従って単位作業場について実施した測定

結果から、当該単位作業場の作業環境管理の良否を判断する際の、管理区分を決

定するための指標として定義される。 

つまり、管理濃度とは、以下のとおり解釈されるものである。 

1) 管理濃度は、具体的には測定値を統計的に処理したものと対比すべきで、個々

の測定値と直接対比することはできないものであること。 

2) 管理濃度は、個々の労働者の暴露濃度と対比することを前提として設定され

ている暴露限界（許容濃度）とは異なるものであること。 

3) 管理濃度は、ⅰ）暴露限界及び各国の暴露基準、ⅱ）作業環境管理技術の実

用可能性、ⅲ）その他作業環境管理に関する国際的動向、等を考慮して、作

業環境管理の目的に沿うよう「行政的見地」から設定したものであること。 

 

日本の労働安全衛生法では、事業者に対し、職業上の暴露により、労働者に健

康障害を生じさせるおそれのある物質のうち、有害性が高く、管理措置が必要な

もの及び罰則付きの製造許可が必要なものについて、作業環境測定の実施を義務

付けており、９２の物質が対象となっている。 

また、事業者に対し、作業環境測定の結果を作業環境評価基準に基づき評価す

ることを義務付けており、その作業環境評価基準において、物質ごとに「管理濃

度」を定めている。 

この管理濃度のうち、日本産業衛生学会が勧告している許容濃度（暫定値及び

過剰発がんリスクレベルに対応した評価値を含む。）又は ACGIH（米国産業衛生

専門家会議）が提言している暴露限界（暫定値を含む。）の値と比較して管理濃

度の値が高い３４物質について専門家による「管理濃度検討会」において見直し

の検討が行われ、２００４年３月に検討結果の報告がまとめられた。 

この報告の中で粉塵の許容濃度については、「４０年間粉塵作業を伴う作業場

で働いた労働者のうち、５%に X 線所見２型の塵肺が認められるかもしれない吸
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入性粉塵に対する暴露濃度」を許容濃度としたものであるが、粉塵暴露防止対策

を徹底させるという観点から最近の文献等を参考に管理濃度の見直しが必要と

考えられた。 

米国 ACGIH（1999 年）のシリカ粉塵及び非シリカ粉塵に対する暴露限界及び現

行の管理濃度（＝日本産業衛生学会の許容濃度）の考え方を踏まえ、ACGIH のシ

リカ粉塵の暴露限界 0.05 mg/m3及び非シリカ粉塵の暴露限界 3 mg/m3を採用し、

得られた以下の式を管理濃度とすることとされた。 

この報告に基づき、日本の厚生労働省では、作業環境評価基準の改正を行うと

共に経済産業省でも、鉱山保安法の規制基準でもこの考え方を取り入れて、２０

０５年３月に関係省令の改正が行われた。 

  

E ＝ 3.0／（0.59 Q +1）   但し、Q：遊離珪酸含有率 (%) 

  

（２）評価法の概要 

作業環境測定結果より作業環境を評価する場合、以下のとおり、２つの評価値

により三つの管理区分に分類した評価を行う。 

 

        （管理水準） 

                     第 1 管理区分 

―――第 1 評価値（EA1）―――    

                 第２管理区分 

―――第 2 評価値（EA2）―――    

                    第３管理区分 

  

1) Ａ測定に係る管理水準 

a) 第 1 評価値（EA1) 

log EA1＝log M ＋ 1.645 logσ 

 

b) 第 2 評価値（EA2) 

log EA2＝log M ＋ 1.151 log 2 σ 

 

2) Ｂ測定に係る管理水準 

a) 第 1 評価値 

管理濃度（E）と同一の値を第 1 評価値とし、次式で表す。 

 

CB1 ＝ Ｅ 
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b) 第 2 評価値 

管理濃度（E）の 1. 5 倍の値を第 2 評価値とし、次式で表す。 

 

CB2 ＝ 1. 5 E 

 

（３）管理区分    

1) 第 1 管理区分 

Ａ測定によって得られたすべての値が管理濃度未満であるならば、作業環

境中の濃度管理は適切である。 

つまり、そうした作業場では決して管理濃度を上回る暴露濃度はあり得な

いと考えられる。 

しかし、単位作業場所の中で、いつ、どこでも粉塵濃度が決して管理濃度

を超えることがないことを保障するような管理は極めて困難であり、現実的

ではないという観点に立って、単位作業場所の中では、時間あるいは場所に

よって粉塵濃度が管理濃度を超えてしまうことが稀にあるかもしれないが、

その確率が５%以下であるならば管理は適切であると考えて差し支えないと

いうのがＡ測定の結果に対する第 1 評価値の基本的な考えである。 

つまり、単位作業場所で鉱山労働者 100 人が作業している場合、その 100

人の労働者の内、５人以下の作業者が、管理濃度を超えた濃度に暴露するか

もしれない濃度状態にあると評価された単位作業場所の状況が第 1 管理区分

である。 

 

Ｂ測定の第 1 評価値は管理濃度の値とされているが、Ｂ測定が単位作業場

所の中で最も高いと考えられる濃度を測定しているので、その値が管理濃度

を超えていなければ、その単位作業場所の中で 1 日の平均暴露濃度が管理濃

度を超えることはないと予想されることから、測定結果が管理濃度以下であ

れば、その単位作業場所は、第 1 管理区分に相当すると評価される。 

こうしたことから、第 1 管理区分はＡ測定の結果が第 1 評価値より良好で

あり、かつ、Ｂ測定が実施された場合には、その結果が第 1 評価値より良好

な場合を言う。この区分の場合には、作業環境が適切であると判断される。 

 

2) 第 2 管理区分 

Ａ測定の測定結果では、ある時刻に単位作業場所の作業環境中にある吸入

性粉塵の総量を単位作業場所の空気総量で割算した値の時間平均が管理濃度

と等しい状態を第 2 評価値とした。 
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このような、総平均濃度と管理濃度が等しい状態では、その作業環境で作

業する鉱山労働者のおよそ 2 分の 1 が管理濃度を超えるような暴露を受ける

ことになる。 

つまり、単位作業場所で鉱山労働者 100 人が作業している場合、その 100

人の労働者の内、50 人以下の者が、管理濃度を超えた濃度に暴露するかもし

れない濃度状態にあると評価された単位作業場の状況が第２管理区分である。 

また、Ｂ測定の第 2 評価値は、管理濃度の 1.5 倍になっている。 

これは、現在の規制対象物質の内、暴露限界が天井値と時間荷重平均の両

方で示されている物質において、天井値と時間荷重平均の比が「1. 5 対 1」

の近くに分布していることを根拠にして、単位作業場における 1 回の平均暴

露濃度が管理濃度の 1.5 倍の濃度を超えない濃度状況と評価できる単位作業

場所を第２管理区分とした。 

第２管理区分の場合には、第 1 管理区分に比べて鉱山労働者が管理濃度を

超えた濃度に暴露する確率が高いので、作業環境管理になお改善の余地があ

ると判断される。 

 

3) 第 3 管理区分 

Ａ測定の測定結果から、第３管理区分と評価された単位作業場所は、単位

作業場で鉱山労働者 100 人が作業している場合、その 100 人の労働者の内、

50 人以上の者が、管理濃度を超えた濃度に暴露するかもしれない濃度状態に

あると評価された単位作業場所である。 

Ａ測定の結果が第 2 評価値より悪い場合、又はＢ測定が実施された場合で、

その結果が第 2 評価値より悪い場合を言う。この区分の場合には、作業環境

管理が適切でないと判断される。 

 

（４）管理区分の決定手順 

管理濃度、管理水準等により管理区分を決定するためのフローシートを図－６ 

に示す。 
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図－６ 作業環境測定結果に基づく評価のフローシート 
 

 

表－１ Ａ測定に係る管理基準（第１評価値及び第２評価値）による第１、 

第２及び第３管理区分の区分け（例） 

 

 

図－６に従って求めたＡ測定及びＢ測定の区分から、それぞれの管理区分を表

－１、表－２及び表－３に基づいて決定する。 

YES
YES

NO
NO NO

NO

YES YES

2

B測定

1 3

測定値が管理濃度
を超えているか

測定値が管理濃度の
1.5倍を超えているか

A測定

M、σの計算

第2評価値が管理濃

度を超えているか

第1評価値が管理濃

度を超えているか

31 2
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もし、Ａ測定及びＢ測定の結果、Ａ測定では管理区分２でＢ測定では管理区分

1、Ａ測定では管理区分 3 で B 測定では管理区分 1 のような場合、Ａ測定とＢ測

定の性質上測定設計（デザイン）などに何らかの問題が存在する事が考えられる

ので、測定設計（デザイン）について十分検討を行い、問題が認められた場合に

は再度測定を実施する必要がある。 

  

 

表－２ Ａ測定のみによる管理区分の決定法 

A 測定 

第 1 評価値＜管理濃度 
第 2 評価値 ≦ 管理濃度 

≦ 第 1 評価値 
第 2 評価値＞管理濃度

第 1 管理区分 第 2 管理区分 第 3 管理区分 

 

     

表－３ Ａ測定及びＢ測定による管理区分の決定法 

 A 測定 

第 1 評価値 

＜管理濃度

 

(E1<E) 

第 2 評価値 

≦管理濃度 

≦第 1 評価値

(E2≦E≦E1) 

第 2 評価値 

＞管理濃度

 

(E2>E) 

B

測
定 

 

B 測定値＜管理濃度 

 

第 1 管理区分 第 2 管理区分 第 3 管理区分 

管理濃度 

≦B 測定値 

≦管理濃度×1.5 

第 2 管理区分 第 2 管理区分 第 3 管理区分 

B 測定値 

>管理濃度×1.5 
第 3 管理区分 第 3 管理区分 第 3 管理区分 
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（５）評価後における防塵対策 

防塵対策を講じようとする場合、先ず、粉塵の一次発塵源の状態把握はもちろ

んのこと、二次発塵源からの汚染も考えられる作業場の場合は、その粉塵の状態

も合わせて正確に把握することが必要であり、その結果として作業環境改善、防

塵対策のための問題点が自ずと明確になる。 

 

その把握の足掛かりとしては、正しい作業環境測定ということになる。また、

得られた測定結果を作業環境の評価基準に従って評価することにより、現時点に

おける作業環境の状態が、殆どの測定点で粉塵濃度が管理濃度を超えない状態

（第 1 管理区分）、測定点の粉塵濃度の幾何平均値が管理濃度を超えない状態（第

2 管理区分）、測定点の粉塵濃度の幾何平均値が管理濃度を超える状態（第 3 管

理区分）などの判断が可能となる。 

仮に、単位作業場の測定結果が第３管理区分と評価されても、その評価がＡ測

定だけによる評価なのか、Ｂ測定を含めた評価によるのかによって、その改善対

策の進め方も異なってくる。 

 

（６）鉱物事業権所有者が講ずるべき措置 

鉱物事業権所有者は、作業環境測定を実施した単位作業場所について法令に定

める措置を講ずるほか、管理区分に応じて以下の措置を講ずる必要がある。 

 

1) 第 1 管理区分における措置 

当該単位作業場所の作業環境管理が適切であると判断されるので、この状

態が維持されるよう現在の管理の継続的実施に努めるものとする。 

 

2) 第 2 管理区分における措置 

当該単位作業場所の作業環境管理に、なお改善の必要性があると判断され

る。このため、Ｂ測定実施箇所を含め、施設、作業方法などについて環境を

悪化させている要因の発見に努め、必要な対策を実施することにより第 1 管

理区分へ移行するよう努めるものとする。 

また、Ｂ測定の結果が第 1 評価値より悪い場合には、当該Ｂ測定を行った

箇所の作業環境を悪化させている要因を除去するための対策を実施するもの

とする。なお、これと併せて作業管理の強化に配慮することが必要である。 

 

3) 第 3 管理区分における措置 

当該単位作業場所の作業環境管理が適切でないと判断される。このため、

坑外の屋内作業場については直ちに第 1 管理区分又は第 2 管理区分となるよ
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う粉塵濃度を改善するための必要な措置を講じ、坑内作業場においても必要

な措置を講じるよう努めるものとする。 

なお、Ａ測定が第 1 評価値より良好である場合には、Ｂ測定実施箇所の施

設、作業方法等について作業環境を悪化させている要因を除去するための措

置を実施し、当該措置の効果の確認を行うとともに、作業管理の徹底及び必

要に応じて健康管理の面から措置の強化を図るものとする。 

a) 原材料、施設、作業方法等について詳細な点検調査を行い、有害要因の発

見に努め、作業方法の改善、現状対策のより確実な実施を推進し、可能で

あれば原材料の性状、製造方法の変更等も含めた総合的な作業環境管理対

策を講ずること。 

b) 所要の作業環境管理対策を講じた後、当該単位作業場所について作業環境

管理の測定を実施することにより、当該対策の効果を確認する。 

c) 粉塵の暴露による影響が特に大きいと考えられる場所における鉱山労働

者については、呼吸用保護用具を着用させるなどの措置を講ずるほか、作

業管理の徹底及び必要なときは暴露に関する調査を行い、必要に応じて健

康管理を強化し、健康の確保に努めること。 
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表－４ 粉塵濃度測定記録表様式 

 

１．鉱山名（鉱種）： 

２．粉塵濃度測定の単位作業場所名： 

３．単位作業場所における鉱山労働者数及び作業の種類： 

４．測定機器名（型式）： 

５．遊離珪酸含有率（％）、試料の採取方法、岩質及び分析方法： 

６．使用天秤（天秤感度又は読取限界）及び使用濾紙（フィルター）の種類： 

７．単位作業場所における主な使用鉱山機械の仕様： 

８．単位作業場所における粉塵発生状況： 

９．単位作業場所における粉塵防止対策の実施状況： 

１０．測定設計（デザイン）及び測定者の氏名： 

１１．単位作業場所における粉塵濃度測定結果  

 （１）測定年月日： 

 （２）測定時間： 

 （３）単位作業場所の温度、湿度及び風速： 

 （４）質量濃度粉塵測定計 

   １）床面から吸入口までの高さ（m）： 

   ２）吸入流量 q (litter/min)： 

   ３）吸入時間 t (min)： 

   ４）総吸入量 Q = q × t / 1,000 (m3) 

 （５）併行測定用の相対濃度粉塵測定計 

   １）総カウント Rn (count)： 

   ２）測定時間 t (min)： 

   ３）併行測定による相対濃度 Rc = Rn /t  (cpm)： 

  （６）質量濃度変換係数 

   １）測定前のフィルター重量 W1 (mg)：  

   ２）測定後のフィルター重量 W２ (mg)：   

   ３）捕集吸入性粉塵重量 W = W2 – W1 (mg)： 

      ４）単位作業箇所の粉塵濃度 Mc = W / Q (mg/m3)： 

     ５）質量濃度変換係数 K = Mc / Rc – D：   

 １２．単位作業場所の略図（測定点の位置、番号を記入）の作成 
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（表－４ 粉塵濃度測定記録表）の記載要領 

 

1．測定箇所名……鉱山における固有の名称を記載すること。 

2．測定機器名・使用台数……同一機器を 2 台以上所有している鉱山では、No.と共に

使用台数を記入すること。 

3．使用した天秤……濾紙（フィルター）及び衝突板の質量測定に使用した天秤の種類

並びに天秤感度（ 記載例：最少読取 0.0 l mg）を記入すること。 

4．使用濾紙（フィルター）……フィルターの種類及び型番号を記入すること。 

5．遊離珪酸含有率 

(1) 試料の種類････飛散粉塵、堆積積粉塵、その他（例えば、原石の採取）を記入の

こと。 

(2) 分析方法････例えば、りん酸法、X 線回折法を記入すること。 

(3) 岩種････単位作業場所における発塵している主な岩質（石灰、頁岩、砂岩、砂質

頁岩等）を記入すること。 

6．鉱山労働者････単位作業場に直接従事している全作業者数を記載すること。 

第 1 日目と第 2 日目の人員数が異なる場合は第 2 日目を（ ）で記

載すること。 

7．作業の種類････例えば、削孔、積込み、運搬、破砕、その他 

8．主な使用鉱山機械の仕様 

(1) 粉塵発生の要因となっている使用鉱山機械の名称、型式、出力及び台数等を記載

すること。 

(2 ) 第 1 日目と第 2 日目で使用機種等が異なる場合は、第 1 日目と第 2 日目を区別

して記載すること。 

9．測定条件……温度、湿度、風速は、単位作業場所における平均的な測定値を記載す

ること。 

10．記録表中の測定結果の記入は、各単位（Q/m、mg）に注意し、（ ）内の計算式にし

たがって計算し記入すること。 

11. 単位作業場所の略図には、測定点の位置及び番号の他、粉塵発塵源と同単位作業

場所との距離を記すこと。  
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表－５ 相対濃度粉塵計の記録表様式  

 

１．鉱山名（鉱種）： 

２．粉塵濃度測定の単位作業場所名： 

３．単位作業場所における鉱山労働者数及び作業の種類： 

４．測定機器名（型式）及びダークカウント値： 

５．単位作業場所における主な使用鉱山機械の仕様： 

６．単位作業場所における粉塵発生状況： 

７．単位作業場所における粉塵防止対策の実施状況： 

８．測定設計（デザイン）及び測定者の氏名： 

９．相対濃度粉塵計による測定点の粉塵濃度測定結果 

 （１）測定年月日： 

 （２）測定時間： 

 （３）単位作業場所の温度、湿度及び風速： 

 （４）粉塵濃度測定結果（測定時間 = １分間）  

   （測定点）    （デジタルカウント数） 

    No.1 

        No.2 

        No.3 

        No.4 

        No.5 

        No.6 

        No.7 

        No.8 

        No.9 

        No.10 

 

１０．質量濃度変換係数(K)又は換算値 

１１．遊離珪酸含有率(%)又は管理濃度の計算に使用する数値 

１２．単位作業場所の略図（測定点の位置、番号を記入）の作成 
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（表－５ 相対濃度粉塵計の記録表）の記載要領 

 

1．測定箇所名……鉱山における固有の名称を記載すること。 

2．鉱山労働者････単位作業場に直接従事している全作業者数を記載すること。 

3．作業の種類････例えば、削孔、積込み、運搬、破砕、その他 

4．主な使用鉱山機械の仕様 

粉塵発生の要因となっている使用鉱山機械の名称、型式、出力及び台数等を記載

すること。 

5．温度、湿度、風速は、単位作業場所における平均的な測定値を記載すること。 

6．簡易測定による相対濃度粉塵計 1 台のみを使用して、各測定点における相対濃度

測定を行った結果から質量濃度を求めようとする場合は、以下の「換算表」を用

いて相対濃度に換算値を乗ずることにより求めるものとする。 

 

相対濃度粉塵計の型式     換算値 

      Ｐ－５Ｌ        １cpm = 0.04 mg/m3 
            Ｐ－５Ｈ         １cpm = 0.004 mg/m3 
            ＬＤ－１Ｌ        １cpm = 0.02 mg/m3  
      ＬＤ－１Ｈ              １cpm = 0.002 mg/m3  
      ＬＤ－３Ｋ              １cpm = 0.002 mg/m3  
      ＬＤ－５Ｄ              １cpm = 0.02 mg/m3  
      ＬＤ－５                １cpm = 0.002 mg/m3  
      ３４１１                １cpm = 0.02 mg/m3   
      ３４２３               １cpm = 0.003 mg/m3 
            ３４４２               １cpm = 0.003 mg/m3 
    

出所：隧道建設工事における粉塵対策に関するガイドライン 

   ２０００年（厚生労働省、日本） 

  

7．管理濃度を算定するためには、単位作業場所周辺における粉塵中の遊離珪酸含有率

を求める必要があるが、遊離珪酸含有率に係る分析が諸般の事情により困難な場合

には単位作業場所周辺において発塵していると考えられる岩石又は鉱石（例えば、

石灰岩、頁岩、砂岩、砂質頁岩 等）から判断して、計測して得られた遊離珪酸含

有率に代えて以下の数値を参考として用いるものとするが、捕集粉塵又は堆積粉塵

中の遊離珪酸含有率は実際には此れよりも低い値となることに十分注意する必要

がある。 
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従って、これは作業環境の適否を評価するための目安として使用するものである

ことに留意しなければならない。  

 

        岩石又は鉱石名   遊離珪酸含有率（％） 

          石灰岩       0  ～   8  

          頁岩               20  ～ 45 

          砂岩               25  ～  65 

          砂質頁岩           22  ～  58 

          凝灰岩       25  ～  58 

                    粘土        17  ～  50     

                    花崗岩       29 ～  38 

          流紋岩（石英粗面岩）21 ～  34 

                    石英安山岩     23  ～  41 

                    橄欖岩        0  ～   1 

          輝岩        0  ～   1  

          班れい岩      0  ～  11  

                    玄武岩        8  ～  28 

          輝緑岩       4  ～  14 

            

        出所：早稲田大学理工学術院 環境資源工学科 

 

８．単位作業場所の略図には、測定点の位置及び番号の他、粉塵発生源と同単位作業場

所との距離を記すこと。  

  

 

 

（計算事例－１）  測定結果の計算及び評価方法 

１．条件  
（１）Ａ測定 

坑内採掘を行う金属鉱山の掘進作業場において、簡易測定により相対濃度計

（ＬＤ－３Ｋ型）１台（ダークカウントは０cpm）を使用し、単位作業場所を選

定し、１０測定点を設定 し、Ａ測定による粉塵濃度の測定を実施した。 
    なお、質量濃度変換係数に代わるものとして、本マニュアルⅠ．２．（７）に 

表示のＬＤ－３Ｋ型の換算値１cpm = 0.002mg/m3を用いる。  
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 （２）Ｂ測定 
単位作業場所の周辺において粉塵濃度が最大と考えられる場所及び時間帯に、

相対濃度粉塵計を用いて１０分間のＢ測定を行った結果は RB = 2,350 (count) 
であった。 また、坑内の掘進作業場周辺において堆積粉塵を採取し、遊離珪

酸含有率を分析した結果 Q = 7.5 %であった。 

 
２．相対濃度計による単位作業場の測定結果 
（１）Ａ測定 

単位作業場所において各測定点における１分間当たりの相対濃度 RA(cpm)は
以下のとおりであった。 

RA1 = 55cpm,  RA2 = 70cpm,  RA3 = 75cpm,  RA4 = 60cpm,  RA5 = 90cpm,   
RA6 = 100cpm,  RA7  = 75cpm,  RA8 = 60cpm,  RA9 = 60cpm,  RA10 = 70cpm 

  

各測定点における質量濃度 Mc（mg/m3）は、上記相対濃度に換算値を乗ずるこ

とにより計算を行う。また、幾何平均値 M 及び幾何標準偏差値σは以下の公式を

用いて求める。   
    Mc1 = RＡ1 ×0.002 = 0.11mg/m3, Mc2 = 0.14mg/m3, Mc3 = 0.15mg/m3,  

Mc4 = 0.12mg/m3, Mc5 = 0.18mg/m3, Mc6 = 0.20mg/m3, Mc7 = 0.15mg/m3,     
        Mc8 = 0.12mg/m3, Mc9 = 0.12mg/m3, Mc10 = 0.14mg/m3  
             
           X  = 1/10 {log0.11 + log0.14 + log0.15 + log0.12 + Log0.18 + log0.20  

+ log0.15 + log0.12 + log0.12 + log0.14}  
= 1/10 {▲0.958 + ▲0.853 + ▲0.823 + ▲0.920 + ▲0.744 + ▲0.698 

 + ▲0.823 + ▲0.920+▲0.920 + ▲0.853}   
               = 1/10 {▲8.512} = ▲0.851 
    幾何平均値 M は、 
                     
          ∴ M = 10 X = 10-0.851 = 0.140 (mg/m3) 
 
                                   

log σ = {1/(n-1)(ΣX2 – n・X2 )}1/2 

        
         従って、ΣX2 = ( log2 Mc1 + log2 Mc2

 + log2 Mc3
 + log2 Mc4

 + log2 Mc5
 +      

                        log2 Mc6 + log2 Mc7
 + log2 Mc8

 + log2 Mc9
 + log2 Mc10

 )  
                      = (0.917 + 0.727 + 0.677 + 0.846 + 0.553 + 0.487 + 0.677 + 

0.846 + 0.846 + 0.727) 
            = 7.303  

                                   
log σ = {1/(n-1)(ΣX2 – n・X2)}1/2 
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     = {1/9 (7.303 – 10 ×(▲0.851)2 )} 1/2   

     = {1/9 (0.063)} 1/2  
     = 0.083 
幾何標準偏差値σは、 
 ∴ σ = 100.083 = 1.210 

 
   （２）Ｂ測定 
      単位作業場所周辺における粉塵濃度が最大と考えられる場所及び時間帯

の、１０分間の相対濃度 RＢから質量濃度 MB（mg/m3）を求める。   

       
MB =  RＢ /10 × 0.002 =  2,350 / 10 × 0.002  

=  0.470（mg/m3）  

          
   （３）評価 

１）Ａ測定による第１評価値 

    log EA1  =  log M + 1.645 log σ   
             =  log 0.140 + 1.645 log 1.210 
             =  ▲ 0.853 + 1.645 × 0.083    
             =  ▲ 0.717  

 
                ∴ EA1  =  10 -0.717  =  0.191  (mg/m3）  

 
２）Ａ測定による第２評価値 

    log EA2  =  log M + 1.51 log2 σ    
             =  log 0.140 + 1.51 × log2 1.210 
             =  ▲ 0.853 + 1.51 × 0.006 
             =  ▲ 0.844  

                ∴ EA2  =  10 -0.844  =  0.143 (mg/m3）  

 
          ３）管理濃度 

  当該掘進作業場における粉塵中の遊離珪酸含有率 Q = 7.5%であった 
 ことから、管理濃度 E (mg/m3)を次式により求める。  

 
   E =  3.0 / (0.59 Q + 1)  
     =  3.0 / (0.59 × 7.5 + 1)      

          =  0.552  (mg/m3)         
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      ４）Ｂ測定による第１評価値  

 
          CB1  =  E  =  0.552 (mg/m3)    
 
           ５）Ｂ測定による第２評価値  

 
          CB2  = 1.5 E = 1.5 × 0.552 =  0.828 (mg/m3)    
  

  ６）評価 
      Ａ測定に係る管理水準（第１評価値 E1 = 0.191、第２評価値 E2 = 

0.143）及びＢ測定に係る管理水準（第１評価値 CB1 = 0.552、第２評

価値 CB２ = 0.828）が得られたことから、管理区分の決定手順に従っ

て、管理区分の決定を行う。 

 
  a) Ａ測定 
    EA2 = 0.143 < E = 0.552 （第２評価値は、管理濃度以下である） 

 
    EA1 = 0.194 < E = 0.552 （第１評価値は、管理濃度以下である） 

           
   b) Ｂ測定 

       CB２ =  0.470  <  1.5 E =  0.828  （B 測定値は、第２評価値（管

理濃度の１．５倍）以下であ

る）                  
       CB1  =  0.470  <   E   =  0.552 （B 測定値は、第１評価値（管 

理濃度）以下である）  

 
  c) 結論 

管理水準に基づき、Ａ測定は第１管理区分に該当し、Ｂ測定は第

１管理区分に該当する。Ａ測定とＢ測定による評価結果はいずれも

第１管理区分に該当することから、当該坑内採掘金属鉱山の掘進作

業における作業環境管理は適切と判断される。  
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（計算事例－２）  測定結果の計算及び評価方法 

１．条件  
（１）Ａ測定 

露天採掘を行う石灰石鉱山の室内作業場において、簡易測定により相対濃度計

（ＬＤ－３Ｋ型）１台（ダークカウントは０cpm）を使用し、単位作業場所を選

定し、１０測定点を設定 し、Ａ測定による粉塵濃度の測定を実施した。 
    なお、質量濃度変換係数に代わるものとして、本マニュアルⅠ．２．（７）に 

表示のＬＤ－３Ｋ型の換算値１cpm = 0.002mg/m3を用いる。  

 
 （２）Ｂ測定 

単位作業場所の周辺において粉塵濃度が最大と考えられる場所及び時間帯に、

相対濃度粉塵計を用いて１０分間のＢ測定を行った結果は RB = 2,780 (count) 
であった。 また、同作業場内において堆積粉塵を採取し、遊離珪酸含有率を

分析した結果 Q = 8.0 %であった。 

 
２．相対濃度計による単位作業場の測定結果 
（１）Ａ測定 

単位作業場所において各測定点における１分間当たりの相対濃度 RA(cpm)は
以下のとおりであった。 

RA1 = 235cpm,  RA2 = 140cpm,  RA3 = 190cpm,  RA4 = 255cpm,   
RA5 = 130cpm,  RA6 = 185cpm,  RA7  = 210cpm,  RA8 = 295cpm,   
RA9 = 280cpm,  RA10 = 170cpm 

  

  （２）幾何平均値 M 及び幾何標準偏差値σ等の計算 
各測定点における質量濃度 Mc（mg/m3）は、上記相対濃度に換算値を乗ずるこ

とにより計算を行う。また、幾何平均値 M 及び幾何標準偏差値σは以下の公式を

用いて求める。   
    Mc1 = RＡ1 ×0.002 = 0.47mg/m3, Mc2 = 0.28mg/m3, Mc3 = 0.38mg/m3,  

Mc4 = 0.51mg/m3, Mc5 = 0.26mg/m3, Mc6 = 0.37mg/m3, Mc7 = 0.42mg/m3,     
        Mc8 = 0.59mg/m3, Mc9 = 0.56mg/m3, Mc10 = 0.34mg/m3  
             
           X  = 1/10 {log0.47 + log0.28 + log0.38 + log0.51 + Log0.26 + log0.37  

+ log0.42 + log0.59 + log0.56 + log0.34}  
= 1/10 {▲0.327 + ▲0.552 + ▲0.420 + ▲0.292 + ▲0.585 + ▲0.431 

 + ▲0.376 + ▲0.229+▲0.251 + ▲0.468}   
               = 1/10 {▲3.931} = ▲0.393 
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          ∴ M = 10 X = 10-0.393 = 0.404 (mg/m3) 
 
                                   

log σ = {1/(n-1)(ΣX2 – n・X2 )}1/2 

        
         従って、ΣX2 = ( log2 Mc1 + log2 Mc2

 + log2 Mc3
 + log2 Mc4

 + log2 Mc5
 +      

                        log2 Mc6 + log2 Mc7
 + log2 Mc8

 + log2 Mc9
 + log2 Mc10

 )  
                      = (0.106 + 0.304 + 0.176 + 0.085 + 0.342 + 0.185 + 0.141  

+ 0.052 + 0.063 + 0.219) 
            = 1.673  

                                   
log σ = {1/(n-1)(ΣX2 – n・X2)}1/2 

     = {1/9 (1.673 – 10 ×(▲0.393)2 )} 1/2   

     = {1/9 (0.129)} 1/2  
     = 0.119 
 ∴ σ = 100.119 = 1.317 

 
   （２）Ｂ測定 
      単位作業場所周辺における粉塵濃度が最大と考えられる場所及び時間帯

の、１０分間の相対濃度 RＢから質量濃度 MB（mg/m3）を求める。   

       
MB =  RＢ /10 × 0.002 =  2,780 / 10 × 0.002  

=  0.556（mg/m3）  

          
   （３）評価 

１）Ａ測定による第１評価値 

    log EA1  =  log M + 1.645 log σ   
             =  log 0.404 + 1.645 log 1.317 
             =  ▲ 0.393 + 1.645 × 0.119    
             =  ▲ 0.198  

 
                ∴ EA1  =  10 -0.198  =  0.633  (mg/m3）  

 
２）Ａ測定による第２評価値 

    log EA2  =  log M + 1.51 log2 σ    
             =  log 0.404 + 1.51 × log2 1.317 
             =  ▲ 0.393 + 1.51 × 0.014 
             =  ▲ 0.372  
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                ∴ EA2  =  10 -0.372  =  0.424  (mg/m3）   

 
 
          ３）管理濃度 

  当該掘進作業場における粉塵中の遊離珪酸含有率 Q = 8.0%であった 
 ことから、管理濃度 E (mg/m3)を次式により求める。  

 
   E =  3.0 / (0.59 Q + 1)  
     =  3.0 / (0.59 × 8.0 + 1)      

          =  0.524  (mg/m3)         
  
      ４）Ｂ測定による第１評価値  

 
          CB1  =  E  =  0.524 (mg/m3)    
 
           ５）Ｂ測定による第２評価値  

 
          CB2  = 1.5 E = 1.5 × 0.524 =  0.786 (mg/m3)    
  

  ６）評価 
      Ａ測定に係る管理水準（第１評価値 EA1 = 0.633、第２評価値 EA2 = 

0.424）及びＢ測定に係る管理水準（第１評価値 CB1 = 0.524、第２評

価値 CB２ = 0.786）が得られたことから、管理区分の決定手順に従っ

て、管理区分の決定を行う。 

 
  a) Ａ測定 
    EA2 = 0.424 < E = 0.524 （第２評価値は、管理濃度以下である） 

 
    EA1 = 0.633 ≻ E = 0.524 （第１評価値は、管理濃度以上である） 

           
   b) Ｂ測定 

       MB =  0.556  <  CB２ = 1.5 E =  0.828   
（B 測定値は、第２評価値（管理濃度の 
１．５倍）以下である）              

       MB  =  0.556  ≻  CB1  = E   =  0.524  
（B 測定値は、第１評価値（管理濃度） 
以上である）  
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  c) 結論 

管理水準に基づき、Ａ測定は第２管理区分に該当し、Ｂ測定は第

２管理区分に該当する。Ａ測定とＢ測定による評価結果はいずれも

第２管理区分に該当することから、当該石灰石鉱山の屋内作業場に

おける作業環境管理は改善措置が引き続き必要であると判断される。  
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鉱山保安のリスクマネージメント・マニュアル 

                              ２０１６年３月 

１．鉱山におけるリスクマネージメント手法の導入とその目的 
リスクマネージメント手法を導入した安全・保安状況調査を実施することにより、

鉱山において災害及び鉱害が顕在化する以前に、危険要因を発見し、危険要因の分

析・評価・対応策の検討を行い、適切な処置を実施することにより鉱山災害及び鉱

害の未然防止に役立てる。 

 

２．リスクマネジメント手法の「安全・保安状況調査」への適用 
  

① リスクの発見   ② リスクの分析   ③ リスク評価    
   ④ リスク対応策  

 
１）どんな鉱山災害又は鉱害が起きる可能性があるか？ 
２）その鉱山災害又は鉱害が発生した場合、どんな影響があるか？ 
３）その鉱山災害又は鉱害は、どの程度の確率で発生するか？ 
４）その鉱山災害又は鉱害が発生する原因は何か？ 

 
（リスク対応策）  

１）リスクの回避    リスクからの撤退（例えば、鉱山機械、器具 
            の使用中止又は廃止） 

２）リスクの低減    鉱山災害又は鉱害発生の確率の低減化させる 
ための対策を講じること。 

３）リスクの移転    リスクの損失負担を他者と分担（例えば、危 
機発生に備えて損害保険に加入） 

４）リスクの保有    リスクの存在を認識しつつ、特定リスクの監 
視を実施 

      

３．カンボジア鉱山保安法案及び同規則案における安全・保安状況調査に 
関する規定事項 

 （１）鉱山保安法 

第１８条（安全・保安状況調査） 

   １ 鉱山労働者数が常時３０名を超える鉱山の鉱物事業権所有者は、省令の定め

るところにより、鉱物事業を開始するとき、１ヵ月以上の期間休止しようとす

るとき及び同事業を終了しようとするとき並びに鉱物事業の実施の方法を大
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きく変更しようとするときは、鉱山の安全・保安状況について調査し、その結

果改善が必要と認められる事項について、適切な措置を講じなければならない。 

   ２ 鉱物事業権所有者は、省令で定める手続きに従い、鉱山の安全・保安状況調

査の結果を記録し、それを保存しておかねばならない。  

  
（２）鉱山保安規則 

第４０条（安全・保安状況調査の実施） 
   鉱物事業権所有者は、法第１８条第１項の規定に基づき、次の各号に掲げ 

る安全・保安状況調査を行わなければならない。 
   1)  鉱物部門を所管する大臣の許可を得て、鉱山において鉱物事業を開始し 

ようとするとき。 
   2)  鉱山において、一月以上に亘り鉱物事業を休止又は再開しようとすると 

き。 
   3)  鉱山における鉱物事業の実施の方法を大きく変更しようとするとき。 
   4)  鉱物事業の権利を放棄又は廃止しようとするとき。    
 

第４１条（安全・保安状況調査の項目） 
   鉱物事業権所有者は、法第１８条第１項の規定に基づき、次の各号に掲げ 

る項目について危険要因の発見及びその評価を行い、改善が必要と認められ 
る事項については、適切な措置を講じなければならない。 

   1)  鉱山の採掘作業場及びその付近の状況 
   2)  鉱山周辺の状況 
   3)  法第５条に規定する鉱物事業権所有者が講じなければならない必要な 

措置に関する事項  
   4)  前各号に掲げるもののほか、鉱山における危害発生、鉱害発生などの保 

安を害する事項                 
                          

第４２条（安全・保安状況調査の結果の記録） 
    鉱物事業権所有者は、法第１８条第２項の規定に基づき、安全・保安状況 

調査の結果の記録は、同調査を実施した月日から起算して五年間保存してお 
かなければならない。           

 
４．日本の鉱山におけるリスクマネジメント手法の導入と活用事例 
（１）鉱山保安パトロールの実施 （１回／月） 

  １）鉱山保安パトロール員の構成： 各職場の保安要員（１グループ３名×３グル

ープ＝９名） 
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  ２）鉱山保安パトロールの実施内容：  

   ⅰ）各グループは分担して、作業現場や施設を巡回し、作業手順の遵守状況や機

械、器具類の安全点検を実施する。 

   ⅱ）災害又は鉱害が発生する可能性がある危険有害要因の発見及び確認を行う。

（リスクの発見・特定） 

  ３）グループ会議によるリスクの分析、評価及び対応策の討議： 

   ⅰ）鉱山保安パトロール全員参加によるグループ会議において、発見された危険 

有害要因に関して、災害又は鉱害が顕在化した場合の影響、その災害又は鉱 

害が発生する確率について討議を行う。（リスクの分析） 

ⅱ）グループ会議において、危険有害要因別に「リスク評価基準表」に基づき、

リスク評価レベル及び同ランクについて討議、決定を行う。（リスク評価） 

   ⅲ）グループ会議において、危険有害要因毎に適切なリスク対応策について討議 

すると共に、リスクの分析、評価及び対応策について取りまとめを行う。 

（リスク対応策） 

 

（２）保安委員会におけるリスク対応策の決定   

  １）鉱山保安パトロールの実施により確認された危険有害要因と適切なリスク対応

策について保安委員会において報告を行う。 

  ２）保安委員会では、リスク評価レベル、同評価ランク及び適切なリスク対応策の

内容について確認し、その決定を行う。 

  ３）リスク低減措置の内容に関し、必要に応じて鉱山で作成している「作業手順書」

の見直しを行うと共に、「保安内規」の見直し、変更を行う。 

 

（３）適切な処置の実施とその確認 

  １）保安委員会において決定されたリスク対応策の内容については、各職場におい

て速やかに改善等の適切な処置を実施する。 

  ２）翌月開催される保安員会において、処置の実施状況について報告し、その確認 

を行う。 

 

５．リスク評価基準表に基づくリスク評価レベル及び同ランクの作成 

（１）鉱山災害に関するリスク評価基準の構成要素 
Ａ： 鉱山災害発生時の罹災程度     （ポイント） 
 死亡      
 重傷若しくは身体障害    

 軽傷（休業２週間以下）     
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 微傷（無休又は休業３日未満）     

 

Ｂ：鉱山災害発生の可能性        （ポイント） 

発生の確率は相当に高い （常時）    
発生の確率は高い（遭遇頻度：週１回以上）     

発生の確率は低い（遭遇頻度：月１回未満）     

発生の確率は相当に低い、又は殆ど発生し

ない 
   

 

（２）鉱害に関するリスク評価基準の構成要素 
Ａ： 鉱害発生時の被害程度      （ポイント） 
 壊滅的な被害   
 操業停止数ヵ月以上    

 操業停止１週間程度     

 操業停止数日程度     

 

Ｂ： 鉱害発生の可能性         （ポイント） 

発生の確率は相当に高い （常時）    
発生の確率は高い （１回／年程度）     

発生の確率は低い （１回／数１０年）     

発生の確率は相当に低い、又は殆ど発生し

ない 
   

 

Ｃ： 社会に与える影響        （ポイント） 
 環境汚染甚大      
 環境汚染大規模    

 環境汚染中規模     

 環境汚染小規模     

  

（３）鉱山災害又は鉱害に関するリスク評価レベル及び同ランク  

 

Ａ + Ｂ+ Ｃ リスク評価レベル リスク評価ランク 

  許容できない危険要因が存在    Ⅳ 

    重大な危険要因が存在   Ⅲ 
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 危険要因が存在          Ⅱ 

     危険要因への対応策は不要  Ⅰ  

       

（評価ランク） 

   Ⅳ： 速やかな対応策が必要 

   Ⅲ： 計画的な対応策が必要 

   Ⅱ： 注意、啓蒙運動による対応が必要 

   Ⅰ： 対応策は不要 

 

（４）鉱山災害又は鉱害に関する危険要因、リスク評価レベル及び同ランク並 

びにリスク対応策の内容 

   策    月 日:                             グループ名:  

鉱山施設名又は  
作業場名 

鉱山災害又は鉱害に関する危

険要因及びリスク対応策の内

容 

リスク評価レベル 

Σ（A + B + C） 評価ランク

 
 

  

(危険要因への対

応策) 
 

 
 

  

(危険要因への対

応策) 
 

 
 

  

(危険要因への対

応策)  
 

  

（６）リスク評価レベル及び同ランクの段階（範囲）作成の考え方 

リスク評価レベル及びリスク評価ランクの段階（範囲）作成に当たっては、以 

下の「表」を用い、リスク評価基準表に定めた各構成要素の合計値につい 

てグルーピングを行い、その結果に基づいてリスク評価レベル及び同ラ 

ンクの段階（範囲）を定めるものとする。 
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（B: 発生の可能性） 

                                               （C: 社会に及ぼす影響度）  

 

（大） 

（大） 

 

 

 

 

（小）         

（小） 

    

                                             

                        （A: 被害又は罹災の程度）  

    （小）             （大）  
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 （参考） 

鉱山災害に関するリスク評価レベル及び同ランク 
の段階（範囲）の決定 

 
１．鉱山災害に関するリスク評価基準の構成要素 

Ａ： 鉱山災害発生時の罹災程度     （ポイント） 
a1  死亡     20 
a2  重傷若しくは身体障害   10 

a3  軽傷（休業２週間以下）   ６ 

a4  微傷（無休又は休業３日未満）   3 

 

Ｂ：鉱山災害発生の可能性        （ポイント） 

b1  発生の確率は相当に高い（常時）   20 
b2  発生の確率は高い 

（遭遇頻度：週１回以上） 
  10 

b3  発生の確率は低い 
（遭遇頻度：月１回未満）  

  6 

b4  発生の確率は相当に低い、 
又は殆ど発生しない   

  2 

  

２．鉱山災害に関するリスク評価レベル及び同ランクの（段階）範囲の決定 

  （Ａ＋Ｂ） 

  1）a1 + b1   = 20 + 20 = 40 

   2) a1 + b2   = 20 + 10 = 30 

   3) a1 + b3   = 20 +  6 = 26  

   4) a1 + b4   = 20 +  2 = 22 

   5) a2 + b1   = 10 + 20 = 30 

   6) a2 + b2   = 10 + 10 = 20 

   7) a2 + b3   = 10 +  6 = 16 

   8) a2 + b4   = 10 +  2 = 12  

   9) a3 + b1   =  6 + 20 = 26 

10) a3 + b2   =  6 + 10 = 16 

  11) a3 + b3   =  6 +  6 = 12  

  12) a3 + b4   =  6 +  2 =  8  

  13) a4 + b1   =  3 + 20 = 23 
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  14) a4 + b2   =  3 + 10 = 13 

  15) a4 + b3   =  3 +  6 =  9 

  16) a1 + b4   =  3 +  2 =  5  

                                    

 

         

３．鉱山災害に関するリスク評価レベル及び同ランクの範囲の決定  

Ａ + Ｂ  リスク評価レベル リスク評価ランク 

22 ～ 40 許容できない危険要因が存在    Ⅳ 

12 ～ 20 重大な危険要因が存在   Ⅲ 

   8 ～ 12 危険要因が存在          Ⅱ 

 ≦5 危険要因への対応策は不要  Ⅰ  

       

（評価ランク） 

   Ⅳ： 速やかな対応策が必要 

   Ⅲ： 計画的な対応策が必要 

   Ⅱ： 注意、啓蒙運動による対応が必要 

   Ⅰ： 対応策は不要 

 



1 
 

鉱山保安査察マニュアル（一般査察 Vol.１ : 危害防止編） 

                                    2016 年８月 
 
第一章： 一般査察（危害防止）実施前の準備 
１．一般査察（危害防止）実施前に把握すべき事項 

鉱物部門を担当する政府機関の鉱山保安監督官及び関係職員（以下「監督官」

という。）は、鉱山に対する一般査察（危害防止）の実施前には以下の事項につい

て調査・検討を行い、当該鉱山の操業及び保安の状況を事前に十分把握しておく

こと。 
 
（１）採掘計画 

監督官は、鉱物事業実施のため「鉱物資源の管理及び採掘に関する法律」第２

１条第４項に規定する採掘計画中の「鉱山保安」に関する記載事項について事前

に把握するほか、必要に応じて隣接鉱区との鉱山保安に関する問題点の有無など

についても事前に十分把握しておくこと。 
 
（２）保安内規 

監督官は、鉱山における保安内規の制定状況及びその内容について事前に十分

把握しておくこと。    
 
（３）届出事項 

監督官は、鉱物事業に使用する建設物及び工作物などの届出及び許可について

事前に十分把握しておくこと。    
 
（４）保安管理体制 

監督官は、保安統括者及び保安統括者代理者の選任状況、その届出の内容につ

いて事前に十分把握しておくこと。   
 
（５）鉱山保安図 

監督官は、鉱山保安図が作成され、その届出された内容について事前に十分把

握しておくこと。   
 
（６）特別採掘計画書 
    監督官は、海底、河底若しくは湖沼底の地下又は土地の掘削により鉱害又は出 

水による鉱害又は鉱山災害生ずる恐れが特に多い地下において鉱物を掘削して 
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いる鉱山であって「特別採掘計画書」が作成され届出及び許可を受けている場合、 
その内容について事前に十分把握しておくこと。  

 
（７）懸案事項及び問題点 
    監督官は、当該鉱山に関する懸案事項及び問題点について、前回査察を実施し 

た監督官から聴取し、その内容について事前に十分把握しておくこと。  
 
（８）一般査察対象鉱山の概況 
    監督官は、過去に実施された一般査察（危害防止）結果報告書から、当該鉱山 

の操業状況、出鉱量の推移、鉱山労働者在籍数の推移、過去の鉱山災害又は鉱害 
問題の発生状況、鉱山保安法及び鉱山保安規則（以下「法及び規則」という。） 
の違反状況などについて事前に十分把握しておくこと。  

 
２．一般査察（危害防止）実施前の準備事項 

（１）一般査察（危害防止）に関する事前打ち合わせ及び査察実施計画の立案 
    監督官は、一般査察（危害防止）を実施するに当たり、当該鉱山の操業規模、 

前回査察時における改善指示事項、鉱山災害の発生状況、鉱害問題の発生状況、 
懸案事項及び問題点、政府機関が定める監督指導方針などに基づいて、効果・ 
効率的な査察が実施できるよう、当該鉱山における査察ポイント（重点事項）を 
抽出するための事前打ち合わせを行うと共に必要に応じて上席者から査察に関 
する指示を受けたうえで、一般査察（危害防止）実施計画書（査察日程、査察の 
重点事項、監督官による査察区域などの分担等）を立案すること。  
 

 （２）一般査察（危害防止）携行品の準備 
一般査察（危害防止）を実施するに当たり、以下の資料及び査察用器材につ 

いて、必要に応じて準備すること。 
１）過去の一般査察（危害防止）報告書（コピー） 
２）鉱山保安査察規程 
３）鉱山保安図（コピー） 
４）改善指示書及び命令書の用紙 
５）野帳 
６）作業服、保安靴、手袋 
７）保安帽、防塵マスク 
８）クリノメータ、巻尺 
９）精密可燃性ガス検定器（坑内採掘を行う石炭鉱山及び可燃性ガスの存在が 
  想定される鉱山） 
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１０）各種ガス測定器（ＣＯ，ＣＯ２，Ｈ２Ｓ等） 
１１）カメラ 
１２）鉱山保安監督官証票 
  

第二章： 一般査察（危害防止）の実施 
１．鉱山事務所における一般査察（危害防止）の実施  
   監督官は、鉱山事務所において鉱山の保安統括者（及び／又は）保安技術管理 

者（以下「保安上席者」という）及び作業監督者からなどから以下の事項につい 
て聴取し、法及び同規則に規定される書類（保安日誌、管理台帳、検査記録簿等） 
の記載内容又は記録事項についてチェックを行い、当該鉱山における保安を確 
保するうえで支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事 
項については保安上席者に対して改善等の指導を行う。  

（１）操業概況の聴取、確認及び指導  
監督官は、鉱山の操業概況（出鉱量、現在の採掘個所、生産状況）、採掘計 

    画について保安上席者から聴取し、当該鉱山における保安を確保するうえで操 
業状況及び採掘計画に支障又は問題はないか確認を行い、保安上不適切と判 
断される事項については保安上席者に対して改善等の指導を行う。  

  
 （２）保安統括者等の職務範囲及び労務管理状況の聴取、確認及び指導  
   １）保安統括者、保安技術管理者及び作業監督者の職務範囲 

  監督官は、鉱山の保安上席者から保安統括者、保安技術管理者及 
び作業監督者が行う職務の具体的な範囲について聴取し、その職務の範囲が

明確に定められているか職務台帳又は記録簿などでチェックを行い、当該鉱

山における保安を確保するうえで保安管理体制に支障又は問題はないか確

認を行い、保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改

善等の指導を行う。    
   ２）労務管理状況  

監督官は、鉱山の保安上席者から、鉱山労働者の在籍の推移、今後の雇用 
     計画について聴取し、当該鉱山における保安を確保するうえで労務管理状 

況に支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項につ 
いては保安上席者に対して改善等の指導を行う。  
 

  （３）作業監督者の選任状況の聴取、確認及び指導  
監督官は、鉱山の保安上席者から、当該鉱山の規模、鉱山機械設備の状況 

に応じ適切と考えられる作業監督者が確保及び選任され、現場に配番されて 
いるか聴取し、法及び同規則に基づき記載を義務付けられている保安日誌、 
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管理台帳及び記録管理簿などでチェックを行い、当該鉱山における保安を確 
保するうえで必要とされる作業監督者の確保及び選任について支障又は問題 
がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項については保安上席者 
に対して改善等の指導を行う。      

 
  （４）鉱山労働者に対する保安教育状況の聴取、確認及び指導  
      監督官は、鉱山の保安上席者から、当該鉱山において新たに坑内作業に従 
     事させる鉱山労働者及び法規に規定されている危険な作業に従事しようとす 
     る鉱山労働者に対する保安教育の実施内容について聴取し、保安教育の実施 

状況について記録簿などでチェックを行い、当該鉱山における保安を確保す 
るうえで保安教育の内容及び実施状況に支障又は問題がないか確認を行い、 
保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改善等の指導 
を行う。  

  
  （５）鉱山で使用する危険性の大きい機械、器具等の使用制限に関する聴取、確認   
     及び指導 
       監督官は、鉱山の保安上席者から、坑内採掘を行う鉱山において機械、器 

具又は火薬類その他の材料であって危険性の大きいものについては検定合格 
品を使用しているか聴取し、当該鉱山における保安を確保するうえで使用の 
機械、器具等が検定合格品かどうか証書などで確認を行い、保安上不適切と 
判断される事項については保安上席者に対して改善等の指導を行う。   

  
（６）保安委員会に関する聴取、確認及び指導  
    監督官は、鉱山の保安上席者から、保安委員会の設置、その活動状況につい 

て聴取し、保安委員会の活動について重要事項に関する調査審議の内容につ 
いて記録簿などでチェックを行い、当該鉱山における保安を確保するうえで 
保安委員会の活動状況に支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と 
判断される事項については保安上席者に対して改善等の指導を行う。 
 

 （７）安全・保安状況調査に関する聴取、確認及び指導  
     監督官は、鉱山の保安上席者から、鉱山において法及び規則に規定された 

「安全・保安状況調査」を実施しているか聴取し、同調査結果の内容について 
記録簿などでチェックを行い、当該鉱山における保安を確保するうえで同調 
査の実施状況に支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断され 
る事項については保安上席者に対して改善等の指導を行う。  
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 （８）請負作業に関する聴取と確認及び指導  
     監督官は、鉱山の保安上席者から、鉱業廃棄物の運搬若しくは処分の作業に 

ついて鉱山の使用人以外の者に請け負わせた作業、又は坑内採掘を行う鉱山 
であって坑内における作業に一月以上に亘り鉱山の使用人以外の者に請け負 
わせた作業について聴取し、請負作業計画書の記載内容についてチェックを 
行い、当該鉱山における保安を確保するうえで請負作業計画書及び同実施状 
況に支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項につ 
いては保安上席者に対して改善等の指導を行う。  
  

 （９）改善指示事項に関する聴取、確認及び指導  
 監督官は、鉱山の保安上席者から、過去における一般査察実施の際に交付さ 
れた「改善指示書」中の改善状況について聴取し、改善状況の適否、進捗状況、 
完了予定期日などのチェックを行い、当該鉱山における保安を確保するうえ 
で改善状況に支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される 
事項については保安上席者に対して改善等の指導を行う。 

  もし、過去の改善指示事項について改善が未実施の場合には、その理由など

も併せて詳しく聴取を行うものとする。 
 
 （１０）露天採掘跡地の復元又は跡地利用計画に関する聴取、確認及び指導  

監督官は、鉱山の保安上席者から、終掘が見込まれ又は終掘した露天採

掘場の跡地処理に関する埋め戻し、覆土及び植栽に関する復元計画又は跡

地の再利用計画などについて聴取し、当該鉱山の保安を確保するうえで復

元計画又は跡地の再利用計画の内容に支障又は問題がないか確認を行い、

保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改善等の指

導を行う。    
 

 （１１）災害時又は緊急事態発生時の救護及び救護体制に関する聴取、確認及び指導  
監督官は、鉱山の保安上席者から、坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及 

びＢ種炭坑）では、鉱山災害若しくは鉱害の発生、又はこれに類する緊急事 
態の際の救護及び救護・連絡体制の整備及び以下の訓練が実施されているか 
聴取し、当該鉱山の保安を確保するうえで救護・連絡体制の整備及び訓練の 
実施状況に支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事 
項については保安上席者に対して改善等の指導を行う。   

    １）坑内で就業する鉱山労働者を対象とし、六月に一回以上退避訓練の実施 
    ２）鉱山救護隊員は、六月に一回以上訓練の実施 
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 （１２）鉱山保安運動推進の取り組みに関する聴取、確認及び指導  
      監督官は、鉱山の保安上席者から、鉱山において現在又は計画している鉱 

山保安運動の具体的な取り組みについて聴取し、当該鉱山の保安を確保する 
うえで鉱山保安運動の実績又は計画内容について支障又は問題がないか確 
認を行い、保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改 
善等の指導を行う。  

  
 （１３）鉱山周辺の環境状況及び公共施設に関する聴取及び確認 
      監督官は、鉱山の周辺における住居、農耕地、河川などの環境状況及び公 

共施設（道路、橋、多目的ダム、公園、病院、学校等）の存在について聴取 
し、当該鉱山の保安を確保するうえで鉱山の採掘作業場と公共施設などとの 
離隔距離に支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事 
項については保安上席者に対して改善等の指導を行う。  

 
 （１４）地元住民などからの苦情などの有無に関する聴取及び確認 

 監督官は、鉱山の保安上席者から、鉱山が所在する地元住民などから操業 
上での苦情又は要望などが出ていないか聴取し、もし苦情などが有る場合に 
は、その内容及び鉱山の対応状況についても詳しく聴取し、保安上不適切と 
判断される事項については保安上席者に対して改善等の指導を行う。  

  
 （１５）鉱業の経営状況に関する聴取及び確認 

 監督官は、鉱山の経営部門を担当する責任者から、必要に応じて鉱業の経 
営状況に関して聴取し、当該鉱山の保安を確保するうえで経営状況に支障又 
は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項については保安 
上席者に対して改善等の指導を行う。 

  
 ２．法及び規則に規定される各種保安日誌、管理台帳及び記録管理簿に関する確認及 

び指導  
  （１）各種保安日誌の記載事項に関する確認及び指導   

監督官は、保安作業監督者が法及び規則に規定された保安に関する作業及

び保安のためにした処置などについて、その結果を記載した各種保安日誌が

整備されているか、また、それらの書式、記載方法が適当であるか、保安上

席者が各種保安日誌の検閲をしているか確認を行い、当該鉱山の保安を確保

するうえで保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改

善等の指導を行う。      
    １）坑外保安兼発破担当の作業監督者が検査結果を記載した保安日誌 
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    ２）坑内保安兼発破担当の作業監督者が検査結果を記載した保安日誌 
    ３）機械保安担当の作業監督者が検査結果を記載した保安日誌 
    ４）電気保安担当の作業監督者が検査結果を記載した保安日誌 
    ５）鉱害防止の作業監督者が検査結果を記載した保安日誌 
    ６）汽缶担当の作業監督者が検査結果を記載した保安日誌 
    ７）火薬類担当の作業監督者が検査結果を記載した保安日誌  
    ８）毒劇物担当の作業監督者が検査結果を記載した保安日誌   
  
  （２）定期的な検査結果又は測定結果の各種管理台帳、記録管理簿への記載事項に

関する確認及び指導 
監督官は、保安作業監督者が法及び規則に規定された定期的な精密検査又

は測定した結果について記録した各種管理台帳又は記録管理簿が整備、保管

されているか、検査結果又は測定結果に問題がないか、保安上席者が各種管

理台帳の検閲をしているか確認を行い、当該鉱山の保安を確保するうえで保

安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改善等の指導を

行う。       
    １）機械保安担当の作業監督者が保安上注意を要する機械、器具の定期的な精 
      密検査結果を記録した管理台帳 
    ２）電気保安担当の作業監督者が保安上注意を要する電気機械、電気器具、配 
      線及び接地工事等の定期的な精密検査の結果を記録した管理台帳 
    ３）坑内保安兼発破担当の作業監督者又は坑外保安兼発破担当の作業監督者 
      が著しく粉塵を飛散する坑内作業場又は屋内作業場において空気中の粉 

塵濃度及び当該粉塵中の遊離珪酸含有率を測定し、結果を記録した管理台 
帳 

    ４）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の坑内保安兼発破担当

の作業監督者が、坑内における大気圧、温度、通気速度、通気量、可燃性

ガス濃度の測定結果を記録した管理台帳 
    ５）汽缶担当の作業監督者が汽缶及び特殊汽缶の定期的な精密検査の結果を 
      記録した管理台帳 
        ６）鉱物事業権所有者が行った車両系鉱山機械又は自動車の定期的な精密検 
      査の結果を記録した管理台帳 
    ７）坑内保安兼発破担当の作業監督者が爆発性炭塵の処理状況及び爆発伝播 
      防止施設を検査し、結果を記録した管理台帳（鉱山保安規則（第二段階） 
      に規定） 
    ８）坑内保安兼発破担当の作業監督者が先進ボーリング又はガス抜きの方向 

及びその結果を記録した管理台帳（鉱山保安規則（第二段階）に規定） 
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９）鉱物事業権所有者が、坑内保安兼発破担当の作業監督者が坑内作業場にお 
いて空気中の粉塵濃度及び当該粉塵中の遊離珪酸含有率を測定した結果に 
基づき作業環境を評価した記録管理簿（鉱山保安規則（第二段階）に規定） 

１０）鉱物事業権所有者が、坑外保安兼発破担当の作業監督者が屋内作業場にお 
いて空気中の粉塵濃度及び当該粉塵中の遊離珪酸含有率を測定した結果に 
基づき作業環境を評価した記録管理簿（鉱山保安規則（第二段階）に規定） 
 

３．鉱山施設及び作業場における一般査察（危害防止）の実施 
（１）総括事項 
  １）保安上席者に対する一般査察立会の要請 

    監督官は、鉱山施設及び作業場に対する一般査察（危害防止）を実施するに 
当たり、当該鉱山の保安統括者、同代理者又は保安技術管理者など保安上席者 
に立会を要請し、鉱山施設又は作業場においては必要に応じ担当の作業監督 
者に立会を要請し、鉱山施設の使用状況又は作業状況などについて説明を求 
めるものとする。 

 
  ２）採掘作業場における採掘実施状況と採掘計画及び鉱山保安図との整合性に関 
    する確認及び指導 
     監督官は、採掘作業場において、採掘計画に基づいた採掘展開が行われてい 

るか、また法及び規則の規定に基づき届け出された「鉱山保安図」と整合して 
いるか確認を行い、大きな相違点や保安上不適切と判断される事項について 
は、立会者と相互確認を行ったうえで、保安上席者に対して改善等の指導を行 
う。 
 

  ３）鉱物事業に使用する建設物、工作物などの設置又は変更工事に関する確認及び 
指導 
 監督官は、鉱山施設内において設置されている建設物、工作物などについて 
法及び規則の規定に基づき許可の届出又は変更の手続きがされているか確認 
を行い、保安上不適切と判断される事項については、立会者と相互確認を行っ 
たうえで、保安上席者に対して改善等の指導を行う。   
 

  ４）保安内規に規程される「作業手順書」に関する確認及び指導 
     監督官は、採掘作業場及び掘進作業場などを巡回中、各種作業に従事する鉱 

山労働者が当該鉱山において定めた保安内規の「作業手順書」どおり作業を実 
施しているか確認を行い、保安上不適切と判断される事項については、立会者 
と相互確認を行ったうえで、保安上席者に対して改善等の指導を行う。  
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  ５）保護具の着用に関する確認及び指導 
     監督官は、採掘作業場及び掘進作業場などを巡回中、鉱山労働者が保安帽、 

保安靴、保安手袋などの保護具を着用して作業に従事しているか確認を行い、 
保安上不適切と判断される事項については、立会者と相互確認を行ったうえ 
で、保安上席者に対して改善等の指導を行う。  
 

  ６）特別採掘計画に関する確認及び指導 
監督官は、坑内採掘を行う鉱山であって海底、河底、若しくは湖沼底の地下 

又は土地の掘削により鉱害又は出水による鉱山災害を生ずる恐れが多い地下 
において鉱物の採掘及び坑道の掘進しているときは、鉱物の採掘方法等が「特 
別採掘計画書」に記載された内容のとおり実施されているか確認を行うと共 
に、地表沈下の測定結果について測定方法、範囲及び頻度について確認を行い、 
保安上不適切と判断される事項については、保安上席者又は立会者と相互確 
認を行ったうえで、保安上席者に対して改善等の指導を行う。  

また、坑内における先進ボーリングの実施状況及び「特別保安図」などから 
出水による鉱山災害の恐れがあるなど保安上不適切と判断される事項につい 
ては、保安上席者又は立会者と相互確認を行ったうえで、保安上席者に対して 
改善等の指導を行う。 
 

  ７）坑内ガスに関する確認及び指導 
 監督官は、坑内採掘を行う鉱山において可燃性ガス又は有害ガスが存在す 
る恐れがある坑内を巡回する際には、必要とされるガス検定器を携帯し、以下 
の箇所又は場所において頻繁にガス測定を実施し、気流中におけるガス濃度 
が法及び規則に規定される濃度を超えている場合は、立会者と相互確認を行 
ったうえで、速やかに安全対策を講じるよう保安上席者に対して改善等の指 
導を行う。  

    a) 石炭鉱山では、鉱山労働者が就労する坑内採掘作業場、掘進作業場、旧坑な

どの密閉箇所周辺及び排気坑道の気流中における可燃性ガス   
    b) 金属鉱山及び非金属鉱山では、有害ガスが存在する恐れが多い箇所、内燃機

関を原動機として使用する車両系鉱山機械又は自動車の作業・運転箇所の有

害ガス 
     
 （２）落盤及び崩壊に関する主な一般査察事項 
     監督官は、坑内採掘を行う鉱山の採掘作業場及び掘進作業場及び露天採掘 
    を行う鉱山の採掘作業場並びにその周辺箇所では、落盤及び崩壊に関し、以下 
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    の事項について重点的な査察を実施し、保安上不適切と判断される事項につ 
いては、立会者と相互確認を行ったうえで、保安上席者に対して改善等の指導 
を行う。 

   １）坑内採掘場 
     a) 落盤又は崩壊の恐れが多いときは、速やかに、天盤及び側壁の岩盤の状態 

に適応する支柱を設けているか。  
  b) 坑道の掘進箇所においては、先受け又は作業面押えが設けているか。  
  c) 支柱の材料は適当な箇所に配置されているか。  
  d) 折損、腐朽した支柱は、速やかに取り替え又は補強されているか。  
  e) 保安のため必要がある箇所には、岩盤の状態に適当するような鉱柱又は炭 

柱を設けているか。  
  f) 採掘が終了した箇所には保安のため必要があるときは支柱、土砂又はその

他資材による充填などの適切な処置をしているか。 
g) 作業前及び作業中、岩盤、側壁及び作業面を検査し、浮石を落とすなどの

必要な処置をしているか。 
        ｈ) 坑道の天盤、側壁の浮石を落とすため適当な器具が備えられているか。  
      ２）露天採掘場 
     a) 露天採掘を実施するに当たり、表土はあらかじめ安全な方法で除去されて 

いるか。  
     b) 採掘作業場の切羽は、適当な高さ及び奥行きを有する階段が設けられ、そ 

の採掘壁の高さ及び傾斜は安全が保持されているか。  
     c) 採掘作業場では浮石は安全な方法で除去されているか、又は浮石落下によ 

る危険を防止のための設備を設けているか。   
     d) 残壁は、崩壊を防止するため、岩盤の状態に応じて安全な傾斜を保持して 

いるか。  
     e) 墜落の危険の多い作業箇所では、適当な足場を設けるほか、墜落防止網又

は腰綱などの適当な墜落防止設備を設けているか。 
f) 採掘作業場において浮石の落下、転石による危険の恐れが多いときは、上 

下の箇所で同時に作業をしていないか。  
g) 降雨による危険の恐れが多いときは、作業を中止し、又は危険区域への立

入を禁止するなどの適当な措置が講じられているか。 
h) 鉱山外へ、飛石又は転石による危険の恐れが多いときは、適当な防護設備

を設け、又は立入禁止区域の設定、且つ見張人を配置し、警標を掲げるな

どの必要な措置が講じられているか。  
i) 坑井などに鉱石を投下する作業を行うときは、車両系鉱山機械又は自動車 

の転落を防止するため、車止めを設けるなどの適当な措置が講じられてい 
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るか。  
j) 露天採掘場を廃止又は休止しようとする時は、残壁及び採掘壁は崩落を防 

止するため安全な傾斜とし、又墜落及び転石などによる危害を防止するた 
め、必要な措置が講じられているか。  

k) 坑外保安兼発破担当の作業監督者は、岩盤の緩み、滑りなどによる崩壊の 
恐れが多い箇所及び表土際で浮石の生じ易い箇所を毎作業時間に 1 回以上 
検査しているか。  

l) 採掘作業に従事する鉱山労働者は、作業前及び作業中に岩盤等を検査し、 
適当な器具を使用して、浮石を落とすなど必要な処置をしているか。  

 
（３）火薬類及び発破作業に関する主な一般査察事項  

     監督官は、鉱物事業を行うため火薬類を使用する鉱山においては、火薬類の

取扱い及び発破作業に関し、以下の事項について重点的査察を実施し、保安上

不適切と判断される事項については、立会者と相互確認を行ったうえで、保安

上席者に対して改善等の指導を行う。   
１）火薬類の取扱い 

a) 火薬類取扱所は、法及び規則に規定された構造となっているか。  
b) 火薬類取扱所では、火気の使用を禁止し、発火・燃焼し易いものは置いて 

いないか。  
c) 火薬類取扱所では、爆薬と火工品とは、別の容器に収納しているか。  
d) 火薬類取扱所を設けた鉱山においては、火薬類担当の作業監督者は、火薬 

類受渡簿を作成し、火薬類受け渡しの収支が明らとなっているか。 
e) 火薬類取扱所を設けない鉱山においては、坑外保安兼発破担当の作業監督

者又は坑内保安兼発破担当の作業監督者は、火薬類受渡簿を作成し、火薬

類受け渡しの収支が明らかとなっているか。 
f)  火薬類の運搬は安全な方法で実施されているか。 

   
  ２）露天採掘を行う鉱山における発破作業 

a) 火薬類を携帯する容器は不良導体であって、内部には鉄類を現わしていな 
いか。 

      b) 発破用込物及び装填器具は、摩擦・衝撃・静電気などに対して安全なもの 
を備えているか。  

c) 硝安油剤爆薬（ＡＮＦＯ）の装填機は、内面はステンレス製、アルミニウ 
ムなどの非腐食性であり、且つ硝安油剤爆薬の分解を助長しない物質が用 
いられているなど、法及び規則に規定されたとおりか。 

 d) 発破の際に鉱山外に飛石又は転石の恐れがあるときは、適切な装薬量であ 
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り、適切な防護設備が設けられ、又は立入禁止区域が設定され、且つ見張 
人が配置され、警標を掲げるなどの措置が講じられているか。 

     e) 坑外保安兼発破担当の作業監督者は、電気雷管又は電気導火線を爆薬に 
取り付けるときは、安全な場所で行っているか。 

     f) 電気雷管又は電気導火線を使用するときは、発破母線に接続するまでは、 
その脚線の両端を捩じり合わせているか。 

     g) 発破孔に火薬類を装填するときは、その付近で裸火を使用したり、喫煙 
をしていないか。 

          h) 発破母線の点火器に接続する側の芯線は、点火するとき以外は短絡させ 
ているか。但し、電気発破回路に雷による誘導電流が生じることで、暴 
発を起こす恐れがあるときは、発破母線の点火器に接続する側の芯線は、 
開路としているか。 

     i) 発破母線は綿・ゴム等により絶縁され機械的に強力な電線であって待避 
箇所で発破作業を実施するのに適当な長さのものを使用しているか。 

           j) 装填された火薬類が点火後爆発しないときは、坑外保安兼発破担当の作 
業監督者は、電気点火法によったときは、発破母線を点火器から取り外し、 
その端を短絡させ、かつ再点火ができないように適切な処置が講じられて 
いるか。 

      k) 坑外保安兼発破担当の作業監督者は、発破終了後、発破をした箇所にお 
いて崩壊及び転石の状況、不発火薬類のチェック、その他危険の有無の 
検査と確認を行っているか。また、危険のおそれが多いときは鉱山労働 
者の立入り禁止を講ずる処置を行っているか。 

    ３) 坑内採掘を行う鉱山における発破作業 
a) 火薬類を携帯する容器は不良導体であって、内部には鉄類を現わしてい 

ないか。 
       b) 発破用込物及び装填器具は、摩擦・衝撃・静電気などに対して安全なも

のを備えているか。  
c) 石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の採掘坑内保安兼発破担当の作業監 

督者は、発破をするときは点火の度ごとに可燃性ガス検定器を用いて、 
発破の箇所の可燃性ガス含有率及びその存在する範囲の測定を行ってい 
るか。 

d) 坑内保安兼発破担当の作業監督者は、電気雷管又は電気導火線を爆薬に 
取り付けるときは、安全な場所で行っているか。 

      e) 電気雷管又は電気導火線を使用するときは、発破母線に接続するまでは、 
その脚線の両端を捩じり合わせているか。 

          f) 発破母線は綿・ゴム等により絶縁されたもので、法及び規則に規定され 
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      た電線を使用しているか。  
      g) 発破をするときの退避箇所は、飛石の危険を防止するため、安全な位置

に設けられ、又は安全な構造となっているか。 

h) 坑内保安兼発破担当の作業監督者は、発破終了後、発破をした箇所にお 
いて必要な確認と処置を行っているか。 

 
（４）車両系鉱山機械及び自動車に関する主な一般査察事項  

     監督官は、車両系鉱山機械及び自動車に関し、以下の事項について重点的査 
察を実施し、保安上不適切と判断される事項については、立会者と相互確認を 
行ったうえで、保安上席者に対して改善等の指導を行う。  

      １） 車両系鉱山機械及び自動車には適当な位置に車両番号、積載制限重量、最 
大使用荷重、その他当該車両の運転管理上必要な事項を標示しているか。 

   ２） 基準に適合しない車両系鉱山機械及び自動車を使用していないか。 
      ３） 坑内において基準に適合しない排気を排出する車両の使用及び基準に適合 

しない燃料油を使用していないか。  
      ４） 岩石の落下及び墜落などの危険が生ずるおそれがある場所で使用する車両 

系鉱山機械及び自動車にヘッドガードが備えられているか。  
      ５） 作業開始前には車両系鉱山機械又は自動車の点検をしているか。  
      ６） 車両系鉱山機械及び自動車には、積載物の重量又は乗車人員の制限を超 

えて積載し、又は乗車させていないか。 
      ７） 車両系鉱山機械のブーム、アームを上げ、その下で点検、修理などの作業 

を行わせるときは、安全支柱、安全ブロックなどを使用する等適当な措置 

を講じているか。  

８） 車両系鉱山機械又は自動車は、安全な速度と方法による一般的交通ルール 
を守って運転しているか。 

９） 車両系鉱山機械又は自動車を運転する資格者は、車両から離れるときは： 
バッケト、ディッパを地上に降ろすこと、原動機を止め、かつブレーキを 
掛けるなどの処置をすること、他の者に運転されないよう運転用キーを外 
し携帯するなど法及び規則に規定された事項を遵守しているか。 

１０）鉱山道路の構造は、鉱山周辺の地形、地質、気象及び車両系鉱山機械又 
は自動車の走行状況を考慮したものであるほか、道路標識、墜落防止柵 
の設置などの法及び規則に規定された事項が遵守されているか。  

１１）車両系鉱山機械又は自動車が常時走向する坑道は、走行に支障がないよ 
う路面の維持、保安設備の設置など、法及び規則に規定されたとおりにな 
っているか。  
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（５）巻揚装置、ベルトコンベア及び機関車による運搬に関する主な一般査察事項 
     監督官は、巻揚装置、ベルトコンベア及び機関車による運搬に関し、以下の 

事項について重点的査察を実施し、保安上不適切と判断される事項について 
は、立会者と相互確認を行ったうえで、保安上席者に対して改善等の指導を行 
う。 

   １）巻揚装置による運搬  
  a) 巻揚装置を設けた立坑及び自動巻車道などには、信号装置が設けられて 

いるか。  

  b) 車両又は車道若しくは斜坑の必要な箇所には逸走防止設備を設けている 
か。  

       c) 運搬坑道及び坑外軌道における工事箇所又は危険箇所には、警標などの適 
当な標示がされているか。  

    d) 人を昇降させる立坑巻揚装置を設けたときは、次の設備を設けているか。 

ⅰ) 深度指示器 

ⅱ) 巻揚超過及び速度超過を防止する設備 

ⅲ) 異常時における危険を防止する設備 

ⅳ) 坑口、中段乗降場には、安全戸などの墜落防止の設備 

    e) 人を運搬する斜坑巻揚装置を設けたときは、次の設備を設けているほか、

坑道の側壁との間隔、人車の上蓋と天井との間隔は、法規に規定されたと

おりとなっているか。  
     ⅰ) ロープ切断及び速度超過による危険を防止する設備 

     ⅱ）人車と人車又は人車とロープソケットを連結用附属金具（チェーン又

はリンク）で連結している場合は、予備のチェーン又はロープ 

   ２）ベルトコンベアによる運搬 
     a) 人を運搬するベルトコンベアを設けたときは、次の設備を設けているほ

か、ベルトと坑道の天井又は障害物との間隔は、法規に規定されたとおり

となっているか。  
ⅰ) 乗降場及びその付近には照明器具の設置 

ⅱ）乗り越し及び速度超過による危険を防止する設備 

ⅲ）搭乗者が操作できる非常停止装置 

ⅳ）ベルトの片寄りによる危険を防止する設備 

      b) 人以外の物を運搬する原動機出力２０ＫＷ以上のベルトコンベアを設け 
たときは、次の設備が設けているか。 

      ⅰ）ベルトの運転に異常があったときに非常停止する装置 

 ⅱ）ベルトのスリップによる危険を防止する設備 

ⅲ）ベルトの片寄りによる危険を防止する設備 
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      ⅳ）石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）における石炭の積換場では、堆 

積した石炭とベルトとの接触による発熱着火よる危険を防止する設 

備 

         ３）機関車による運搬 

      a）機関車には脱線修復用の器具、警報器及びヘッドライトが備えられて

いるか。 

     b）運搬坑道において、機関車を運転する資格者は、機関車により鉱車又

は人車を連結した車両を後押し運転をしていないか。  

     c）機関車を運転する資格者は、機関車から離れるときは、法規に規定さ

れた必要な処置を行っているか。 

     d）機関車により鉱車又は人車を連結した車両を運転する場合、車両の最

後尾には赤色電灯又は適当な標識を備え付けているか。  

 

（６）火災及び自然発火に関する主な一般査察事項 
       監督官は、火災及び自然発火に関し、以下の事項について重点的査察を

実施し、保安上不適切と判断される内容については、立会者と相互確認を

行ったうえで、保安上席者に対して改善等の指導を行う。   
     １）火災の防止 

       a）坑内採掘を行う鉱山では、坑内の巻揚機場、ポンプ室及び扇風機室、 

変電室、コンプレッサー室、ベルトコンベアの駆動装置及びプーリー 

の設置箇所、バッテリーロコの充電設備の設置箇所などの規定された 

施設は、防火構造とし、且つ消火設備が設けられているか。 

       b）坑内採掘を行う鉱山では、坑内の主要油入開閉器室、油脂類貯蔵箇 

所及び主要変電設備設置箇所などの規定された施設については耐火 

構造とし、且つ消火設備が設けられているか。 

       c）坑内採掘を行う鉱山では、坑内において車両系鉱山機械又は自動車 

に燃料を給油するときは、エンジンを停止し、その付近での火気の 

使用を禁止しているか。 

       d）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）では、法及び規 

則に規定された以下の場所には、消火栓が設置されているか。 

       ⅰ）ベルトコンベアを設置した坑道、内燃機関若しくは架空線式電気機 

関車を運転する坑道又は動力用の電線を配線した坑道では、当該坑 

道の起点及び終点の箇所並びに起点又は終点から１００ｍ以内ご 

との箇所 

       ⅱ）坑内における油入電気機器の設置箇所 

       e）坑外における建築物には、その規模に適応する貯水池、消火栓、消 
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火器、消火用砂などが適当な箇所に設けられているか。 

      ２）自然発火の防止 

       a）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）及び金属鉱山で 

は、坑内において自然発火の恐れが多い箇所には消火設備が設けら 

れ、その区域を速やかに密閉することができるよう材料が準備され 

ているか。  

      b）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）及び金属鉱山に 

おいて、自然発火をし、又はその恐れが多い採掘跡は、坑道の充填、 

密閉及び適当な措置が講じられているか。  

      c）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）及び金属鉱山に 

おける坑内保安兼発破担当の作業監督者は、自然発火をし、又はそ 

の恐れが多い箇所及びその周辺の坑道について、気温、湿度、ガス 

測定及び臭気検査を行っているか。 

      d）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）及び金属鉱山に 

おける坑内保安兼発破担当の作業監督者は、密閉した箇所の異常の 

有無を検査し、必要に応じて密閉箇所内部のガス分析を行っている 

か。 

 

（７）旧坑対策に関する主な一般査察事項 
       監督官は、旧坑対策に関し、以下の事項について重点的査察を実施し、 

保安上不適切と判断される事項については、立会者と相互確認を行ったう 
えで、保安上席者に対して改善等の指導を行う。    

    １）坑内採掘を行う鉱山において、水没し、若しくは水没している恐れが多 

い旧坑、可燃性ガスその他のガスが蓄積し、若しくは蓄積している恐れ 

が多い旧坑又は水脈に５０メートル以内に接近して坑道掘進している 

ときは、先進ボーリング又はその他適当な措置が講じられているか。 

     ２）多量の出水の恐れが多いときには、坑道の適切な箇所に防水堰堤又はそ 

の他の防水設備が設けられているか。 

    ３）坑内採掘を行う鉱山において、水没し、若しくは水没している恐れが 

      多い旧坑に対しては、出水による危害又は鉱害を防止するため必要な 

保護壁又は保護区域が設けられているか。 

 

（８）電気工作物に関する主な一般査察事項 
       監督官は、電気工作物に関し、以下の事項について重点的査察を実施し、 

保安上不適切と判断される事項については、立会者と相互確認を行ったう 
えで、保安上席者に対して改善等の指導を行う。    
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    １）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の坑内において可燃 

性ガス含有率が常時１．５％を超える箇所には電気工作物を設置してい 

ないか。但し、微弱電流を使用する電話機については適用しない。 

    ２）坑内採掘を行う鉱山の坑内において、電気工作物の端子及びその他の裸 

充電部は、人又は外物が接触しないよう適切に防護されているか。 

     ３）坑内採掘を行う鉱山の坑内において、電気保安担当の作業監督者以外の 

鉱山労働者が取り扱ってはならない電気設備のある箇所は、立入りを禁 

止し、柵囲を設けて「立入禁止」の警標が掲げられているか。 

     ４）坑内採掘を行う鉱山の坑内における電線の被覆に使用する金属体、金属 

製の電線接続箱、変圧器などは規定どおり接地されているか。  

     ５）電気保安担当の作業監督者は、上記の接地工事が行われている電気工作 

物について、法規に規定されたとおり定期的に接地抵抗の測定を行い、 

記録しているか。 

     ６）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の坑内に設けた電動 

機及び変圧器には過電流に対する保護のため、適当な箇所に自動過負荷 

保護装置が設けられているか。 

     ７）坑内採掘を行う鉱山の坑内における絶縁電線を使用する配線について 

は、相互に接触しないよう法及び規則に規定されたとおり離隔されてい 

るか。   

     ８）坑内採掘を行う鉱山の坑内における低圧及び高圧配線については、坑口 

付近、受電端及び主要分岐点などには、法及び規則に規定されたとおり 

区分開閉器が設けられているか。  

     ９）坑内採掘を行う鉱山の坑内における高圧配線には落雷又は異常電圧に 

よる事故を防止するため、坑口付近に避雷器が設けられているか。  

     １０）鉱山の坑外において電源を遮断しないで電気設備の充電部を修理又 

       は検査の作業をさせるときは、電気用ゴム手袋などの絶縁用保護具を 

着用させているか。  

     

（９）坑内の通路、就業箇所及び飛散粉塵の管理に関する主な一般査察事項 
       監督官は、坑内の通路、就業箇所及び飛散粉塵の管理に関し、以下の事 

項について重点的査察を実施し、保安上不適切と判断される事項について 
は、立会者と相互確認を行ったうえで、保安上席者に対して改善等の指導 
を行う。   

    １）坑内の通路 

     a）坑内採掘を行う鉱山では、坑内奥部の就業箇所と地表とを接続するた 

め、二以上の通路が設けられているか。 
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          b）坑内採掘を行う鉱山における巻揚装置により人を昇降させる立坑又は 

４０度以上の斜坑には、巻揚装置によらないで地表に接続するための 

非常梯子道が設けられているか。 

     c）坑内採掘を行う鉱山における機関車を常時運転する軌道及び主要ベ 

ルトコンベアを常時運転する坑道では、機関車又はベルトコンベアと 

坑道の側壁との間隔について、規定された間隔が確保されていない坑 

道を鉱山労働者の通行の用に供してはいないか。  

      d）坑内採掘を行う鉱山の坑内において車両系鉱山機械又は自動車を用 

いて立坑に鉱石などを投下する作業を行う場合、車両系鉱山機械又は 

自動車の転落を防止するため車止めなどの適当な措置が講じられて 

いるか。 

     e）坑内採掘を行う鉱山の坑内において不用となった立坑又は４０度以上 

の斜坑には墜落を防止するため警標を掲げるほか、坑口の閉塞、柵 

囲などが設けられているか。 

      f）坑内採掘を行う鉱山の坑内では、鉱山労働者が通行する坑道の分岐点、 

その他の必要な箇所には、坑道の名称を掲示し、且つ出口の方向を表 

示しているか。   

          ２）坑内の就業箇所 

      a）坑内採掘を行う鉱山では、坑内に就業する鉱山労働者の氏名及び就業 

箇所について、入坑の際に確認を行い、坑外事務所においてその記録 

が明らかとなっているか。  

     b）坑内採掘を行う鉱山では、坑内の主要就業箇所その他必要な箇所には 

電話装置及び坑内誘導無線機などの連絡装置が設けられているか。 

    ３）坑内の飛散粉塵の管理 

     a）坑内採掘を行う鉱山における坑内において著しく粉塵を飛散する作業 

場においては、粉塵の飛散を防止することにより鉱山労働者の健康 

を保護するため散水、集塵その他適当な措置が講じられているか。 

      b）著しく粉塵を飛散する作業場では、なお保安のため必要がある場合に 

は、鉱山労働者に規格に適合する防塵マスクを使用させているか。 

      c）著しく粉塵を飛散する坑内作業場に就業している鉱山労働者を休憩さ 

        せるときは、鉱山労働者の健康を保護するため粉塵が飛散しない場 

所に休憩させているか。  

      d）坑内作業場において衝撃式削岩機を使用するときは、これを湿式型と 

し、同削岩機を操作する鉱山労働者は規格に適合する防塵マスクを着 

用しているか。 

      e）坑内保安兼発破担当の作業監督者は、著しく粉塵を飛散する作業場に 
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ついて、規定どおり空気中の粉塵の濃度及び同粉塵中の遊離珪酸含有 

率を測定し、その結果を記録すると共に管理者に報告を行っているか。 

４）坑内作業環境の評価 
     a) 坑内採掘を行う鉱山では、坑内保安兼発破担当の作業監督者が坑内

作業場において粉塵濃度の測定を行ったときは、作業環境について

評価を行っているか。また、その作業環境の評価に関する記録を５

年間保存しているか。  

b) 作業環境の評価結果について、第二管理区分又は第三管理区分に評

価され坑内作業場の粉塵濃度を改善する必要がある場合には、作業

環境を改善するための必要な措置を講ずるよう努めているか。 

 

（１０）通気及び坑内ガスに関する主な一般査察事項 
       監督官は、通気及び坑内ガスに関し、以下の事項について重点的査察を 

実施し、保安上不適切と判断される事項については、立会者と相互確認を 
行ったうえで、保安上席者に対して改善等の指導を行う。   

     １）坑内通気 

      a）坑内採掘を行う鉱山において鉱山労働者が就業し、又は通行する箇所 

における坑内の空気は、酸素含有率、炭酸ガス含有率は、法及び規則 
に規定された規制数値が遵守されているか。  

      b）坑内作業場における気温は、法及び規則に規定された規制数値が遵守 
されているか。 

      c）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の坑内作業場にお 

ける通気量は、就労する鉱山労働者の人数、可燃性ガス又は有害ガス 

の発生量、気温、湿度などを考慮して決定されているか。  

     d）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の坑内における通 

気速度は、法及び規則に規定された規制数値が遵守されているか。 

      e）坑内採掘を行う鉱山では、入気坑及び排気坑は各別に設けられている 

か。 

      f）主要扇風機は、防火構造の建築物の中に設けられ、且つ坑内からの排 

        気が入気坑口に引き込まれないような位置に設けられているか。 

      g）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）において、局部扇 

風機により通気をするときは、法及び規則に規定された次の事項が遵 

守されているか。  

       ⅰ) 局部扇風機は、その排気が入気に引き入れないような位置に設け 

られ、その位置を通る通気量は当該扇風機の能力以上とし、車風が 

起こらないようにしていること。 
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      ⅱ) 局部扇風機は、連続的に運転されていること。 

      ⅲ) 局部扇風機の風管は、漏風防止の措置が講じられ、良好に維持 

されていること。 

      ⅳ) 局部扇風機の風管の先端は、採掘又は掘進作業面から７メートル 

を超えないように維持されていること。 

       h）坑内保安兼発破担当の作業監督者は、局部扇風機が運転を停止した 

後、運転を再開するときは、可燃性ガス濃度を測定し、危険の恐れ 

がないことを確認した後に運転を再開しているか。 

       i) 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の坑内における入 

気立坑と排気立坑との間又は主要入気坑道と主要排気坑道との間を 

連絡する坑道には、遮断壁又は通気戸が設けられているか。  

     ２）坑内ガス 

     a) 坑内採掘を行う鉱山の坑内作業場又はその排気の気流中において、可 

燃性ガス含有率が１．５％を超えるときは、送電の停止、危険な状態 

なときには、鉱山労働者を当該区域から退避させ、警標を掲げている 

か。  

     b) 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の坑内において、 

坑道掘進その他の掘削を行う際に、可燃性ガスの著しい増加による危 

険の恐れが多いときは、先進ボーリング、ガス抜きボーリング及びそ 

の他の適当な措置が講じられているか。 

          c) 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）の坑内において、 

可燃性ガスが多量に存在する採掘跡又は旧坑道は、充填、密閉、その 

他の適当な措置が講じられているか。 

          ３）火気の使用制限 

      a) 坑内採掘を行う鉱山では、電気保安担当の作業監督者が管理者の指揮 

を受け、安全な方法により安全な場所において、修理、電気による溶 

接又は溶断をする場合、又は裸火を使用する場合を除き、坑内におい 

て裸火を使用していないか。 

      b) 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）では、入坑者に対 

し、坑口において発火具、喫煙具、たばこの所有の有無について検査 

を行っているか。 

      c) 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑及びＢ種炭坑）では、鉱山労働者 

は、入坑する際に発火具、喫煙具、たばこを携帯していないか。 

 

（１１）坑外の作業場、通路及び飛散粉塵の管理に関する主な一般査察事項 
       監督官は、坑外の作業場、通路及び飛散粉塵の管理に関し、以下の事項 
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について重点的査察を実施し、保安上不適切と判断される事項については、 
立会者と相互確認を行ったうえで、保安上席者に対して改善等の指導を行 
う。  

    １）坑外の飛散粉塵の管理 
a) 坑外において著しく粉塵を飛散する砕鉱場、チップラー、選鉱場、製錬

場、選炭場、露天採掘場などの法及び規則に規定された施設では、粉塵

の飛散を防止することにより鉱山労働者の健康を保護するため散水、集

塵、機械又は装置の密閉その他適当な措置が講じられているか。 

b) 上記 a)に該当する作業場では、なお保安のため必要がある場合には、 

鉱山労働者に規格に適合する防塵マスクを使用させているか。 

      c) 上記 a)に該当する坑外作業場では、鉱山労働者の健康を保護するため 

当該作業場以外の場所に休憩設備を設けているか。 

また、同休憩設備には鉱山労働者の作業衣に付着した粉塵を除去するこ 

とができる用具を備え付けてあるか。 

      d) 坑外保安兼発破担当の作業監督者は、坑外の屋内作業場において著しく 

粉塵を飛散する作業場について、法規に規定されたとおり空気中の粉塵 

の濃度及び同粉塵中の遊離珪酸含有率を測定し、その結果を記録すると 

共に管理者に報告を行っているか。 

      １－２）坑外作業環境の評価 
  a) 坑外保安兼発破担当の作業監督者が、坑外の屋内作業場において粉塵濃 

度の測定を行ったときは、作業環境について評価を行っているか。また、

その作業環境の評価に関する記録を５年間保存しているか。  

  b) 上記 a)の作業環境の評価結果について、第三管理区分に区分された坑     

外の屋内作業場については、直ちに粉塵濃度を改善するための必要な措

置を講じているか。また、作業環境の評価結果が第二管理区分に区分さ

れた坑外の屋内作業場については、作業環境を改善するための必要な措

置を講ずるよう努めているか。 

     ２）坑外の作業場及び通路 

     a) 坑外の建設物に設けられた階段は、法及び規則に規定された次の事項が 

遵守されているか。 

  ⅰ）丈夫な構造であること。 

  ⅱ）踏面及び蹴上げは、等間隔に設けられていること。 

  ⅲ）高さ１０メートルを超えるときは、高さ１０メートル以内ごとに適 

当な踊り場を設けること。 

       ⅳ）片側に手摺りを設けること。 

     b) 坑外において常時３０名以上の鉱山労働者が就業し、地下室又は二階 
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以上を有する建設物には、容易に屋外の安全な箇所に通ずる二以上の 

階段が設けられているか。 

     c) 坑外の建設物に設けられた階段、足場、高架歩道の周囲には、手摺り 

が設けられているか。 

      d）坑外の作業場の床面は、つまずき、滑りなどの危険がない構造であっ 

て、安全な状態に保持されているか。 

      e) 坑外の作業場に通ずる箇所及び作業場内には、鉱山労働者が使用する 

ための安全な通路が設けられているか。 

     f）坑外の作業場において、床面又は台面から高さ２メートル以下にある 
軸及び突出した軸端並びにベルト、チェーン又はロープによる連動装 
置などの危険な部分には、柵囲、被覆その他の保安設備が設けられて 
いるか。 

      g) 金属鉱山の溶鉱炉及び転炉その他の多量の高熱物を取り扱う作業箇所 

では、その爆発又は高熱物の逸出による危険を防止するため適当な措 

置を講じているか。 

h) 火傷その他の危険を防止するため適当な保護手袋、保護長靴などの保 

護具が備えられ、灼熱溶融物の取り扱いを行う資格者に使用させてい 

るか。  

      i) アーク溶接をする箇所には、適当な保護手袋、保護眼鏡などの保護具 

が備えられ、アーク溶接を行う資格者に使用させているか。 

      j）鉱山において機械の運転を中止して機械設備の修理又は検査の作業 

       をするときは、機械保安担当の作業監督者又は担当の作業監督者から 

指定された者は、作業中、機械の運転を停止している旨の警標を掲げる 

ほか、起動装置に錠を施し、他の者が当該機械を運転することを防止す 

るための確実に安全な処置をしているか。 

  

（１２）毒劇物の管理に関する主な一般査察事項 
      監督官は、毒劇物の管理に関し、以下の事項について重点的査察を実施 

し、保安上不適切と判断される事項については、立会者と相互確認を行っ 
たうえで、改善等の指導を行う。  

   １）鉱山において毒劇物を運搬する場合、これらの物が飛散し、漏れ、流出、 

又は滲み出ることを防ぐために必要な措置が講じられているか。 

    ２）鉱山において毒劇物を貯蔵するときは、法及び規則に規定された次の事項 

が遵守されているか。 

     a) 毒劇物と他の物質とを区分して貯蔵すること。 

    b) 毒劇物を貯蔵するタンク、ドラム缶、その他の容器は、毒劇物が飛散し、 
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漏れ、流出、又は滲み出る恐れがないものであること。  

    ３）鉱山における毒劇物の貯蔵設備には、盗難を防止するため、鍵を掛ける構 

造となっているか。 

もし、同貯蔵設備が性質上鍵を掛けることができないものであるときは、 

その周囲には堅固な柵が設けられているか。  

    ４）鉱山における毒劇物を使用する選鉱場、製錬場その他の施設については、 

法及び規則に規定された次の事項が遵守されているか。 

    a) 毒劇物が飛散し、漏れ、流出、又は地下に滲み込む恐れがないコンクリ 

ート、板張り又はこれに準ずる構造であること。  

    b) 毒劇物を含有する廃水を処理する設備又は毒物を除去する化学薬品、器 

具が備えられていること。 

   ５）鉱山において毒劇物を製造し、若しくは取扱うにあたり、鉱物事業の休止 

により、その製造若しくは取扱いを引き続き六月以上中止しようとすると 

き、又は鉱物事業権の消滅により毒劇物の製造若しくは取扱いを止めると 

きは、鉱物事業を休止若しくは廃止しようとする日の一月前までに残余の 

毒劇物については、法及び規則に規定されたとおり処理されているか。 

 

鉱山保安規則（第二段階）に規定される一般査察事項の追加分 

 

第二章： 一般査察の実施（追加分） 

３．作業場における一般査察の実施 
    作業場における一般査察に関しては、鉱山保安規則（第二段階）が施行された

際には、同規則に規定される以下の事項について、追加して重点的査察を実施し

するものとし、保安上不適切と判断される事項については、立会者と相互確認を

行ったうえで、保安上席者に対して改善等の指示を行う。   
 

（３）火薬類及び発破作業に関して追加する主な一般査察事項  
   ４）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）において、ガス突出警戒区域に指定さ 

れた箇所において発破をするときは、法及び規則に規定された次の事項が遵 

守されているか。  
   a) ガス突出に対して安全な箇所に鉱山労働者を退避させた後、電気点火法に

より点火すること。 

    b）点火は、ガスの突出に対して安全な箇所に設けた保安施設内又は入気  

側の安全な箇所で行うこと。 

c) 装填された火薬類が点火により爆発した後、当該爆発によるガス突出 

のおそれがなくなるまでは、鉱山労働者を発破箇所に近寄らせないこと。 
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d) 爆薬安全被筒付きの爆薬又はこれと同等以上の安全度を有する爆薬を 

使用すること。      

 

    ５）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）において、可燃性ガスが常時の含有率 

より著しく増加する恐れが多い作業場又は爆発性炭塵が発生する恐れが多い

作業場については、法及び規則に規定された次の事項が遵守されているか。 

     a) 使用する爆薬の種類及び数量並びに電気雷管及び点火器具の種類について 

は、鉱物事業権所有者が指定すること。 

      b) 爆薬安全被筒を使用すること。 

 

６）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）において、坑内保安兼発破担当の作業監

督者が坑内において発破をするときは、法及び規則に規定された次の事項が遵

守されているか。 

a) 爆発性の炭塵が飛散し又は飛散するおそれが多い箇所において、点火の度 

ごとに発破をする箇所の少なくとも５メートルの範囲について、爆発性の 

炭塵について、危険の有無を検査すること。 

b) 爆発性の炭塵が飛散し又は飛散するおそれが多い箇所において、発破によ 

り他の坑道と貫通する場合には、その貫通する側の坑道についても、発破前 

にあらかじめ爆発性の炭塵及び可燃性ガスについて危険の有無を検査するこ 

と。 

c) 発破のため爆発性の炭塵が発生し危険のおそれが多いとき、又は可燃性ガ 

スが急激に増加し、若しくはガス突出するおそれが多いときは、電気点火法 

による点火以外では同一箇所において、同時に二回以上の発破をしてはなら 

ない。 

 

（６）坑内火災及び自然発火に関連して追加する主な一般査察事項 

  ３）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）では、坑内における可燃性ガスの含有率 

を継続して測定する装置、感知された結果を集中して監視する装置を備えた 

集中監視室が坑外に設けられているか。 

 

  ４）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の坑外に設けられた集中監視室には、法 
及び規則に規定された次の設備が設けられているか。 

a) 集中監視室には、坑内における主要分流排気坑道の気流中、ガス突出警戒区 
域その他必要な箇所における可燃性ガスの含有率を継続して測定する装置を

設けなければならない。 
b) 集中監視室には、坑内における主要排気坑道の気流中、ガス誘導施設のガ 
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スパイプ内その他必要な箇所における一酸化炭素の含有率を継続して測定す

る装置を設けなければならない。 
c) 集中監視室には、坑内における一酸化炭素の含有率の増加、煙の発生その 

他の坑内の状況の変化により、巻揚装置、コンプレッサー室、ポンプ室、 
主要扇風機室、変電設備設置箇所、油脂類貯蔵箇所、主要油入開閉器室、べ 
ルトコンベア及び人を運搬するリフトを運転する坑道その他必要な箇所にお 
ける火災の発生又は危険を感知する装置を設けなければならない。 

 

    ５）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の坑外に設けられた集中監視室には、 

坑内保安兼発破担当の作業監督者が配置されているか。 

 

  ６）集中監視室に配置された坑内保安兼発破担当の作業監督者は、法及び規則に 
規定されている次の事項を遵守しているか。 

a) 集中監視を行い、ガス又は炭塵の爆発、自然発火、火災その他の危険の 

有無を検査すること。 

b) 坑内誘導無線機の連絡装置により、坑内で就業する作業監督者又は鉱山 

労働者と保安のために必要な連絡を取ること。 

c) 危険又は危険のおそれが多いときは、鉱山労働者に必要な指示を与えて、  

直ちに作業の中止、退避の指令その他の応急措置を講じ、かつ、管理者に 

報告すること。 

d) 保安日誌を作成し、保安のためにした措置及び交替者に対する引継ぎの 

事項を記載すること。      

  
（８）電気工作物に関して追加する主な一般査察事項 

   １１）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ｂ種炭坑）、金属鉱山及び非金属鉱山において、 

電車線及び架空式電気鉄道用給電線を坑内に架設し、又は坑外から坑内に直 

結して架設するときは、法及び規則に規定された次の事項が遵守されている 

か。 
   a) 電車線の電圧は、直流低圧とすること。 

b) 電車線及び架空式電気鉄道用給電線の軌条面上の高さは、１．８メート 

        ル以上とすること。 

c) 前号に規定する電車線及び架空電気鉄道用給電線は、坑道の天盤、側壁、  

通気戸、支柱に電気的に接触しないように設けること。 

d) 回路の主要分岐点及び適当な区間ごとに開閉器を設けること。 

e) 曲線部において、電車線が緩まないように適当な間隔に張線を設けるな 

ど適当な措置を講ずること。 
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f) 前号に規定する張線は、電車線から０．６メートル以内で絶縁し、確実  

に固定すること。 

g) 人が横断する箇所においては、危険がないように適当な措置を講じるこ 

と。 

 

（９）通気及び坑内ガスに関して追加する主な一般査察事項 
   ２）坑内ガス 

      d) 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の坑内において、次の箇所には可

燃性ガス自動警報器を一個以上設けることが法及び規則に規定されて

いるが、遵守されているか。 

       ⅰ）採掘作業場 

ⅱ）掘進作業場（可燃性ガスが湧出するおそれがない岩石掘進作業場を   

除く。） 

ⅲ）可燃性ガス含有率が常時１パーセントを超える箇所で電気工作物を   

設置した箇所 

ⅳ）通気に異常があるときに可燃性ガスが停滞するおそれがある箇所で 

電気工作物を設置した箇所及びその他必要な箇所 

      e) 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の坑内において坑道の掘進その他 

の掘削を行う際、ガス突出による危険発生の恐れが多い区域をガス突出 

警戒区域として設定しているか。  

      f) ガス突出警戒区域を設定したときは、坑外の鉱山事務所、坑道の入口 

などに掲示して、鉱山労働者に周知を行っているか。 

      g）ガス突出警戒区域において坑道を掘進するときは、掘進箇所ごとに坑内 

保安兼発破担当の作業監督者を配置しているか。 

      h) ガス突出警戒区域において坑道を掘進するときは、先進ボーリングを 

し、且つ、ボーリングの孔底と掘進作業面との間は、常にボーリングの 

孔底から５メートル以上の安全な距離を確保しているか。 

      i) 上記 h)による先進ボーリング孔内の可燃性ガス状況を把握するため、 

その孔口において自噴するガスの圧力、量その他の必要な事項を測定し、 

その変化に注意しているか。 

      j) ガス突出警戒区域において坑道を掘進するときは、その排気を採炭作 

業場を通過させてはいないか。 

      k) ガス突出警戒区域においては、適当な箇所に空気供給設備その他の鉱 

山労働者が退避のための保安施設が設けられているか。 

また、同保安施設には空気又は酸素を供給することができる設備、坑内 

誘導無線機などの連絡装置が備えられているか。 
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      l) 坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の坑内において静電気による危 

険を防止するため、法及び規則に規定された次の事項が遵守されている 

か。  

ⅰ) 静電気の帯電による危険発生のおそれのある施設については、帯電防

止処理を施したビニル風管、ビニルシートなどの物品の使用、接地、

散水その他の適当な措置を講じること。 

ⅱ) 静電気の帯電による危険発生のおそれのある作業を行うときは、散水 

その他の適当な措置を講じること。    

 

  （９－２）爆発性炭塵に関して追加する主な一般査察事項 
    １）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の坑内における運搬坑道その他の坑 

道において、爆発性炭塵の飛来集積の程度に応じて定期的に清掃を行って 

いるか。 

    ２）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の坑内において、爆発性炭塵が飛散 

する次の規定される箇所には、爆発性炭塵を鎮静するため散水、炭壁 

注水などの適当な措置が講じられているか。 

a) 採炭機械、ピックなどの使用により爆発性の炭塵が飛散し易い採掘作業 

場及び掘進作業場並びにこれらの付近 

b) 炭層発破の前後における発破箇所及びその付近 

c) 石炭の積込口及び積換場 

d) 坑内貯炭場 

e) 石炭の鉱車への積込場 

       ３）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の坑内において、爆発性炭塵が飛散 

集積する箇所には、常に適量の岩粉散布が行われているか。 

    ４）坑内採掘を行う石炭鉱山（Ａ種炭坑）の坑内において、爆発性炭塵の爆発 

の伝播を防止するため、主要運搬坑道、坑内作業場の出入り口付近その他 

の必要な箇所には、法及び規則に規定された岩粉棚又は水棚などの爆発伝 

播防止施設が設けられているか。 

 

第三章 一般査察（危害防止）後の措置 

１．法及び規則に違反し、改善を要する事項又は急迫の危険が認められる場合における 
査察上の措置 

１）一般査察（危害防止）の結果、法及び規則に違反し且つ改善を要する事項が認め 
られた場合、立会者と相互確認を行ったうえで、「鉱山保安査察規程」第７条第１ 
項の規定に基づき、鉱山の保安上席者に対して保安を確保するため改善等の指導 
を行うと共に「改善指示書」を鉱物事業権所有者あてに交付する。 
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「改善指示書」は２部作成し、その内容について保安上席者と相互確認を行い、署 
名を得た後、一部は鉱物事業権所有者に交付し、もう一部は報告書に添付する。 

２）事象が法及び規則に違反し且つ保安に関して急迫の危険が認められた場合、「鉱 
山保安査察規程」第８条第１項の規定に基づき、法及び規則に違反し且つ保安上急 
迫の危険な事象については、立会者と相互に確認を行ったうえで、鉱山の保安上席 
者に対して速やかに是正するよう警告及び指揮の命令を行うと共に「命令書」を鉱 
物事業権所有者あてに交付する。「命令書」は２部作成し、その内容について保安 
上席者と相互確認を行い、署名を得た後、一部は鉱物事業権所有者に交付し、もう 
一部は報告書に添付する。 

３）上記の改善を要する事項及び速やかな是正が必要な事項については、作業場    
所及び作業内容の特定、法及び規則に違反する事象並びに急迫の危険が認められる

事象などについて野帳などに明確に記録すると共に必要に応じて計測、詳細な調査

を行い、その結果についても野帳などに記録するほか必要に応じ当該作業場所、作

業状況について概略図の作成及び写真撮影を行う。 
 

２．一般査察（危害防止）結果に関する論評 

   一般査察（危害防止）を実施した鉱山保安監督官及び関係職員は、鉱山の鉱物事 

業権所有者、保安統括者、保安統括者代理者、保安技術管理者及び作業監督者に対 

して、査察終了後、速やかな是正を求める事項、改善を要求した事項及び鉱山保安   

監督官が行った査察結果についての総括的所見について詳細な解説を行うと共に、 

鉱山側の意見についても聴取を行うものとする。 

 

３．一般査察（危害防止）報告書の作成及び報告 

   一般査察（危害防止）を実施した鉱山保安監督官及び関係職員は、鉱山保安査 

察規程第２条第３項に基づき、本マニュアルに定められた様式により「一般査察 

（危害防止）報告書」を作成し、鉱物部門を所管する総局長（地方の局に配置さ 

れた鉱山保安監督官の場合は、地方の局長を経由）に報告を行うものとする。 

 一般査察（危害防止）報告書には、当該様式に定められた事項のほか、以下の 

事項についても取りまとめのうえ、その状況について詳細に記載し報告を行う。 

１）一般査察（危害防止）の結果、鉱山保安法及び規則違反が認められた事項   

   ２）鉱山保安査察規程に基づき「改善指示書」を交付した事項 

   ３）鉱山保安査察規程に基づき「命令書」を交付した事項   

   ４）懸案事項、問題点及び次回の一般査察（危害防止）への申し送り事項 

   ５）鉱山保安監督官の総括的所見  
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一般査察（危害防止）報告書 （様式） 

 

１．鉱山名（石炭鉱山においては坑口名）： 

２．鉱種名及び鉱区番号： 

３．鉱山の所在地： 

４．鉱山事務所の所在地、連絡電話等： 

５．鉱物事業権所有者（法人の場合は代表者名）： 

６．鉱物事業権所有者の住所、連絡電話等： 

７．保安統括者名（選任年月日）： 

８．保安統括者代理者名（選任年月日）： 

９．保安技術管理者及び各種担当の作業監督者の在籍数 

 １）保安技術管理者数 

 ２）坑外保安兼発破担当の作業監督者数 

 ３）坑内保安兼発破担当の作業監督者数 

 ４）機械保安担当の作業監督者数 

 ５）電気保安担当の作業監督者数 

 ６）鉱害防止担当の作業監督者数 

 ７）汽缶担当の作業監督者数 

 ８）火薬担当の作業監督者数 

 ９）毒劇物担当の作業監督者数 

  

１０．鉱山労働者の在籍数（保安技術管理者及び各種担当の作業監督者数は除く） 

 １）坑外において就業する鉱山労働者数 

 ２）坑内において就業する鉱山労働者数 

 

１１．鉱物事業関係 

 １）鉱物事業開始年月及び鉱物事業の沿革：  

２）鉱物採掘工法： 

 ３）粗鉱生産量（トン／月）：  

 ４）砕鉱又は選鉱の処理量（トン／月） 

   a）砕鉱処理量（トン／月）： 

   b）選鉱処理量及び品位（トン／月）：  

  ５）煆焼又は製錬処理量（トン／月）  

a）煆焼処理量（トン／月）： 

   b）製錬処理量及び品位（トン／月）：  
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  ６）生産量及び販売量（トン／月）  

   a）製品別の生産量（トン／月）： 

   b）製品別の販売量（トン／月）： 

 

  ７）電気工作物全出力（ＫＷ）： 

 

  ８）爆薬種類別使用量（Kg／月）： 

 

１２．鉱山保安関係 

  １）鉱山保安法第９条に規定する鉱物事業に使用する建設物、工作物及びその他の 

施設に対する保安  

（以下の該当事項について、施設毎に整理し、記載すること。） 

    a）施設名： 

    b）施設計画書の届出年月日： 

    c）鉱物部門を担当する大臣の許可年月日： 

    d）施設の概要： 

 

  ２）鉱山保安法第１９条に規定する請負作業に対する保安 

    a）請負作業計画書の届出年月日： 

    b）請負作業の内容、請負作業に従事する労働者数： 

    c）請負作業の期間： 

 

  ３）鉱山保安法第２０条に規定する特別採掘に対する保安 

    a）特別採掘計画書の届出年月日： 

    b）鉱物部門を担当する大臣の許可年月日：  

    c）特別採掘計画の概要： 

  

  ４）保安内規及び鉱山保安図の届出状況 

    a）保安内規の届出年月日： 

    b）鉱山保安図の届出年月日：  

 

  ５）鉱山災害の発生状況  

（以下の事項について、過去に発生した主な鉱山災害について、その発生毎 

に整理し、記載すること。） 

    a）鉱山災害の発生年月日： 

    b）鉱山災害の種類： 
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    c）鉱山災害の発生状況： 

    d）鉱山災害の罹災者数及び罹災の程度： 

   

１３．鉱山保安監督官の所見等 

  １）一般査察（危害防止）実施期間： 

  ２）一般査察（危害防止）の結果、鉱山保安法規違反が認められた事項：   

  ３）鉱山保安査察規程に基づき改善指示書を交付した事項： 

  ４）鉱山保安査察規程に基づき命令書を交付した事項：   

  ５）懸案事項、問題点及び次回一般査察（危害防止）への申し送り事項：  

  ６）鉱山保安監督官の総括的所見：  

  ７）その他関連事項： 

 

１４．添付資料及び図面 

  １）改善指示書又は命令書のコピー（交付した場合） 

  ２）一般査察時に法及び規則に違反する事象又は急迫の危険が認められる事象など 
が認められた場所、その状況に関する概略図、写真 

  ３）鉱山の平面図 

  ４）関係資料 

 

※ 一般査察（危害防止）報告書の提出年月日 

 

※ 一般査察（危害防止）を実施した鉱山保安監督官及び関係職員の氏名  
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鉱山保安査察マニュアル (一般査察 Vol. 2 : 鉱害防止編） 
                                2016 年８月 
第一章： 一般査察（鉱害防止）実施前の準備 
１．一般査察（鉱害防止）実施前に把握すべき事項 

鉱物部門を担当する政府機関の鉱山保安監督官及び関係職員（以下「監督官」

という。）は、鉱山に対する一般査察（鉱害防止）の実施前には以下の事項につい

て調査・検討を行い、当該鉱山の操業及び保安の状況を事前に十分把握しておく

こと。 
 
（１）採掘計画及び環境影響評価（ＥＩＡ） 

監督官は、鉱物事業実施のため「鉱物資源の管理及び採掘に関する法律」第２

１条第４項に規定する採掘計画中の「鉱山保安」並びに「環境保護及び天然資源

管理に関する法律」第６条及び「環境影響評価手続きに関する準法令」第８条に

規定する「環境影響評価」及び「鉱害防止」に関する記載事項について事前に十

分把握しておくこと。 
 
（２）保安内規 

監督官は、鉱山における保安内規の制定状況及びその内容について事前に十分

把握しておくこと。    
 
（３）届出事項 

監督官は、鉱物事業に使用する建設物及び工作物などの届出及び許可の内容に

ついて事前に十分把握しておくこと。    
 
（４）保安管理体制 

監督官は、保安統括者及び保安統括者代理者の選任状況、その届出の内容につ

いて事前に十分把握しておくこと。   
 
（５）鉱山保安図 

監督官は、鉱山保安図が作成され、その届出された内容について事前に十分把

握しておくこと。   
 
（６）特別採掘計画書 
    監督官は、海底、河底若しくは湖沼底の地下又は土地の掘削により鉱害又は出 

水による鉱害又は鉱山災害生ずる恐れが特に多い地下において鉱物を掘削して 
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いる鉱山であって「特別採掘計画書」が作成され届出及び許可を受けている場合、 
その内容について事前に十分把握しておくこと。  

 
（７）鉱害防止対策書 
    監督官は、鉱山において捨石集積場、鉱滓集積場、又は選鉱場若しくは坑内水 

の処理施設に附属する沈殿物の集積場並びに坑道（水平坑、斜坑及び立坑）を有 
する鉱山であって、将来における鉱害の防止が必要な施設について、鉱害防止対 
策書が作成され、その届出の手続きが行われているか事前に十分把握しておく 
こと。 
 

（８）鉱害防止積立金制度 
     監督官は、上記（７）の鉱害防止対策書の届出の手続きが行われている鉱山施 

設について、鉱害防止積立金制度への積み立てが確実に実施されているか事前 
に十分把握しておくこと。  

 
（９）懸案事項及び問題点 
    監督官は、当該鉱山に関する懸案事項及び問題点について、前回査察を実施し 

た監督官から聴取するなど、その内容について事前に十分把握しておくこと。  
 
（１０）一般査察対象鉱山の概況 
    監督官は、過去に実施された一般査察（鉱害防止）結果報告書から、当該鉱山 

の操業状況、出鉱量の推移、鉱山労働者在籍数の推移、過去の鉱害問題の発生状 
況、鉱山保安法及び鉱山保安規則（以下「法及び規則」という。）の違反状況な 
どについて事前に十分把握しておくこと。  

 
２．一般査察（鉱害防止）実施前の準備事項 

（１）一般査察（鉱害防止）に関する事前打ち合わせ及び同実施計画書の立案 
    監督官は、一般査察（鉱害防止）を実施するに当たり、当該鉱山の操業規模、 

前回査察時における改善指示事項、鉱害問題の発生状況、懸案事項及び問題点、 
政府機関が定める監督指導方針などに基づいて、効果・効率的な査察が実施でき 
るよう、当該鉱山における査察ポイント（重点事項）を抽出するための事前打ち 
合わせを行うと共に必要に応じて上席者から査察に関する指示を受けたうえで、 
一般査察（鉱害防止）実施計画書（査察日程、査察の重点事項、監督官による査 
察区域などの分担等）を立案すること。  

  
 （２）一般査察（鉱害防止）携行品の準備 
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監督官は、一般査察（鉱害防止）を実施するに当たり、以下の資料及び物品

を準備するほか、査察の際に使用する計測用器材などを準備すること。 
１）過去の鉱山保安査察（鉱害防止）報告書（コピー） 
２）鉱山保安査察規程 
３）当該鉱山の鉱山保安図（コピー） 
４）改善指示書及び命令書の用紙 
５）野帳 
６）作業服、保安靴、手袋 
７）保安帽、防塵マスク 
８）クリノメータ、巻尺 
９）カメラ 
１０）鉱山保安監督官証票 
 

第二章： 一般査察（鉱害防止）の実施 
１．鉱山事務所における聴取、確認及び指導  
   監督官は、鉱山事務所において鉱山の保安統括者（及び／又は）保安技術管理 

者（以下「保安上席者」という）及び作業監督者などから、以下の事項について 
聴取し、法及び規則に規定される保安日誌、管理台帳、記録管理簿等の記載事項 
などについてチェックを行い、当該鉱山における鉱害問題の発生を防止するう 
えで支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項につい 
ては保安上席者に対して改善等の指導を行う。 

（１）操業概況の聴取、確認及び指導 
監督官は、鉱山の保安上席者から、鉱山の操業概況（出鉱量、現在の採掘個

所、生産状況）、今後の採掘計画について聴取し、当該鉱山における保安の確

保及び鉱害問題の発生を防止するうえで操業状況及び採掘計画に支障又は問

題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項については保安上席者

に対して改善等の指導を行う。   
 
 （２）保安統括者等の職務範囲及び労務管理状況の聴取、確認及び指導 
   １）保安統括者、保安技術管理者及び作業監督者の職務範囲 

監督官は、鉱山の保安上席者から、保安統括者、保安技術管理者及び作業 
監督者が行う職務の具体的な範囲について聴取し、具体的な職務範囲につい 
ては職台帳又は記録簿などでチェックを行い、当該鉱山における保安の確保 
及び鉱害問題の発生を防止するうえで保安管理体制に支障又は問題がない 
か確認を行い、保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対し 
て改善等の指導を行う。   
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   ２）労務管理状況  
監督官は、鉱山の保安上席者から、鉱山労働者の在籍の推移、今後の雇用

計画について聴取し、当該鉱山における保安の確保及び鉱害問題の発生を防

止するうえで労務管理状況に支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適

切と判断される事項については保安上席者に対して改善等の指導を行う。    
 
 （３）作業監督者の選任状況の聴取、確認及び指導 

監督官は、鉱山の保安上席者から、当該鉱山の規模、鉱山機械設備の状況、 
鉱害問題を防止するうえで適切と考えられる作業監督者が確保・選任され、現 
場に配置されているか聴取し、配置状況については配番表、保安日誌などでチ 
ェックを行い、当該鉱山における保安の確保及び鉱害問題の発生を防止する 
うえで作業監督者の確保及び選任について支障又は問題がないか確認を行い、 
保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改善等の指導 
を行う。  

 
（４）鉱山労働者に対する保安教育状況の聴取、確認及び指導  

     監督官は、鉱山の保安上席者から、法及び規則に規定されている危険な作業 
に従事しようとする鉱山労働者に対する保安教育の実施内容について聴取し、 
保安教育の実施状況については記録簿などでチェックを行い、当該鉱山にお 
ける鉱害問題の発生を防止するうえで保安教育の内容及び実施状況に支障又 
は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項については保安 
上席者に対して改善等の指導を行う。  

  
（５）保安委員会に関する聴取、確認及び指導 
    監督官は、鉱山の保安上席者から、鉱山において保安委員会が設置されてい 

る場合には、その活動状況について聴取し、同委員会において調査審議された 
事項について記録簿などでチェックを行い、当該鉱山における鉱害問題の発 
生を防止するうえで同委員会の活動状況に支障又は問題がないか確認を行い、 
保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改善等の指導 
を行う。  
 

 （６）安全・保安状況調査に関する聴取、確認及び指導 
     監督官は、鉱山の保安上席者から、法及び規則に規定された「安全・保安状 

況調査」を実施しているか聴取し、同調査結果の内容については記録簿などで 
チェックを行い、当該鉱山における鉱害問題の発生を防止するうえで同調査 
状況に支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項に 
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ついては保安上席者に対して改善等の指導を行う。  
 
 （７）請負作業に関する聴取、確認及び指導 
     監督官は、鉱山の保安上席者から、鉱業廃棄物の運搬若しくは処分の作業に

ついて鉱山の使用人以外の者に請け負わせた作業、又は坑内採掘を行う鉱山で

あって坑内における作業に一月以上に亘り鉱山の使用人以外の者に請け負わ

せた作業について聴取し、当該鉱山における鉱害問題の発生を防止するうえで

請負作業計画書の内容及び同実施状況に支障又は問題がないか確認を行い、保

安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改善等の指導を

行う。   
  

 （８）改善指示事項に関する聴取、確認及び指導 
 監督官は、鉱山の保安上席者から、過去の鉱山保安査察実施の際に交付され

た「改善指示書」中の改善状況について聴取し、当該鉱山における鉱害問題の

発生を防止するうえで改善状況の適否、進捗状況、完了予定期日などに支障又

は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項については保安上

席者に対して改善等の指導を行う。 また、改善指示事項について未実施のと

きは、その理由なども併せて聴取を行うものとする。     
 
 （９）採掘跡地の復元又は跡地利用計画に関する聴取、確認及び指導 

監督官は、鉱山の保安上席者から、終掘が見込まれ又は終掘した露天採掘 
場の跡地処理に関する埋め戻し、覆土及び植栽に関する復元計画又は跡地の 
再利用計画などについて聴取し、当該鉱山における鉱害問題の発生を防止す 
るうえで復元計画又は跡地の再利用計画などに支障又は問題がないか確認を 
行い、保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改善等 
の指導を行う。  

 
 （１０）鉱害問題発生時又は緊急時における連絡及び救護体制に関する聴取、確認及 

び指導 
監督官は、鉱山の保安上席者から、鉱害問題の発生又はこれに類する緊急事

態の際の連絡体制及び救護体制の整備の具体的な内容について聴取し、当該鉱

山における鉱害問題の発生を防止するうえで緊急連絡・救護体制の整備などに

支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項については

保安上席者に対して改善等の指導を行う。   
 
 （１１）鉱山保安運動の取り組みに関する聴取、確認及び指導 
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     監督官は、鉱山の保安上席者から、鉱山保安運動に関する実績及び具体的な

取り組みについて聴取し、当該鉱山における鉱害問題の発生を防止するうえで

同保安運動の内容に支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断さ

れる事項については保安上席者に対して改善等の指導を行う。  
 

（１２）鉱山周辺の環境状況及び公共施設に関する聴取、確認及び指導 
      監督官は、鉱山の保安上席者から、鉱山の周辺における住居、農耕地など 

の環境状況及び公共施設（道路、河川、橋、多目的ダム、公園、病院、学校 
等）の存在について聴取し、必要に応じて鉱山の施設及び作業場と住居、農 
耕地及び公共施設などとの離隔距離などについて計測を行い、当該鉱山にお 
ける鉱害問題の発生を防止するうえで離隔距離に支障又は問題がないか確 
認を行い、保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改 
善等の指導を行う。  

  
 （１３）地元住民などからの苦情などの有無に関する聴取、確認及び指導 
      監督官は、鉱山の保安上席者から、鉱山が所在する地元住民などから操業

上での苦情又は要望などが出ていないか聴取し、もし苦情や要望などが有る

場合には、その内容及び鉱山の対応に関する具体的な内容について詳しく聴

取すると共に、当該鉱山における鉱害問題の発生を防止するうえで鉱山の対

応内容に支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項

については保安上席者に対して改善等の指導を行う。   
  
 （１４）鉱業の経営状況に関する聴取、確認及び指導 
      監督官は、鉱山の経営部門を担当する責任者から、必要に応じて鉱業の経

営状況に関する聴取し、当該鉱山における鉱害問題の発生を防止するうえで

経営状況に支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事

項については保安上席者に対して改善等の指導を行う。   
   
２．監督事務所における法及び規則に規定される各種保安日誌、管理台帳及び記録管理 

簿に関する確認及び指導  
（１）各種保安日誌の記載事項に関する確認及び指導 

監督官は、鉱害防止担当及びそれに関連した保安作業監督者が法及び規則で

定められた日常の検査結果について、その結果を記載した各種保安日誌が整備

されているか、また、それらの書式、記載方法が適当であるか、上席者による

保安日誌のチェックが行われているか確認し、鉱害問題の発生を防止するうえ

で支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項について



7 
 

は保安上席者に対して改善等の指導を行う。    
   １）機械保安担当の作業監督者が鉱害防止に関する機械及び工作物の運転、修理、 

停止状況及び重要事項を記載した保安日誌 
   ２）電気保安担当の作業監督者が鉱害防止に関する電気工作物、装置及び配線の 

運転、修理、停止状況及び重要事項について記載した保安日誌 
   ３）鉱害防止の作業監督者が鉱害防止のための施設の運転状況、鉱害防止の措置 

及び重要事項について記載した保安日誌 
   ４）毒劇物担当の作業監督者が毒劇物の管理、保管、取扱い及び重要事項につい 

て記載した保安日誌   
  
 （２）定期的な検査結果又は測定結果の管理台帳及び記録管理簿への記載事項に関す

る確認及び指導 
監督官は、鉱害防止担当及びそれに関連した保安作業監督者が法及び規則で

定められた定期的な精密検査又は測定した結果について記録した以下の管理台

帳及び記録管理簿などが整備、保管されているか、検査結果又は測定結果に問

題がないか、上席者による管理台帳及び記録管理簿等の検閲が行われているか

チェックを行い、鉱害問題の発生を防止するうえで支障又は問題がない内容で

あるか確認を行い、保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対

して改善等の指導を行う。   
   １）機械保安担当の作業監督者が鉱害防止のため特に保安上注意を要する機械、 

器具の定期的な精密検査及び計測結果を記録した管理台帳 
   ２）電気保安担当の作業監督者が鉱害防止のため特に保安上注意を要する電気 

機械、電気器具、配線及び接地工事の定期的な精密検査及び計測結果を記録 
した管理台帳 

    ３）鉱害防止担当の作業監督者が鉱害防止のため特に保安上注意を要する鉱煙 
発生施設及び鉱煙処理施設、動力７５ＫＷ以上の破砕機、動力１５ＫＷ以上 
の磨鉱機又は分級機などの粉塵発生施設及び粉塵処理施設、坑内水又は廃水 
の処理施設、ダイオキシン類の発生施設、鉱業廃棄物の処理施設、騒音規制 
鉱山における騒音発生施設、騒音処理施設並びに振動規制鉱山における振動 
発生施設及び振動処理施設並びに捨石、鉱滓の集積場及び尾鉱などの沈殿池 
の定期的な精密検査及び計測結果を記録した管理台帳及び記録管理簿 

   
３．鉱山施設及び作業場における一般査察（鉱害防止）の実施 
（１）総括事項 
  １）保安上席者に対する一般査察立会の要請 

    監督官は、鉱山施設及び作業場に対する一般査察（鉱害防止）を実施するに 
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当たり、当該鉱山の保安統括者、同代理者又は保安技術管理者など保安上席者 
に立会を要請し、鉱山施設又は作業場においては必要に応じ担当の作業監督 
者に立会を要請し、鉱山施設の使用状況又は作業状況などについて説明を求 
めるものとする。 

  ２）鉱物事業に使用する建設物、工作物などの設置又は変更工事に関する確認及び 
指導 
 監督官は、鉱山施設内において設置されている建設物、工作物などについて 
法及び規則の規定に基づき許可の届出又は変更の手続きがされているか確認 
し、鉱害問題の発生を防止するうえで支障又は問題がない内容であるか確認 

を行い、保安上不適切と判断される事項については、立会者と相互確認を行っ 
たうえで、保安上席者に対して改善等の指導を行う。   

  ３）保安内規に規程される「作業手順書」に関する確認及び指導 
     監督官は、鉱山施設及び各作業場を巡回中、各種作業に従事する鉱山労働者

が当該鉱山において定めた保安内規の「作業手順書」どおり作業を実施してい

るか確認し、鉱害問題の発生を防止するうえで支障又は問題がない内容である

か確認を行い、保安上不適切と判断される事項については、立会者と相互確認

を行ったうえで、改善等の指導を行う。 
４）特別採掘計画及び地上の地盤沈下量測定に関する確認及び指導 

監督官は、坑内採掘を行う鉱山であって海底、河底、若しくは湖沼底の地下

又は土地の掘削により鉱害又は出水による鉱山災害を生ずる恐れが多い地下

において鉱物を採掘しているときは、鉱物の採掘方法等が「特別採掘計画書」

に記載された内容のとおり実施されているか確認を行うと共に、坑内における

先進ボーリングの実施状況及び地上の地盤沈下測定結果から鉱害問題が発生

の恐れがあるかどうか確認を行い、保安上不適切と判断される事項については、

保安上席者又は立会者と相互確認を行ったうえで、改善等の指導を行う。 
  
第三章： 捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場に係る一般査察（鉱害防 

止）の実施 

      （別紙－１参照） 
  

第四章： 坑内水又は廃水に係る一般査察（鉱害防止）の実施 

      （別紙－２参照） 
 

第五章： 騒音に係る一般査察（鉱害防止）の実施  

      （別紙－３参照） 
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第六章： 振動に係る一般査察（鉱害防止）の実施  

      （別紙－４参照） 
 

第七章： 鉱煙（煤煙）及び粉塵に係る一般査察（鉱害防止）の実施  

      （別紙－５参照） 
 

第八章： 鉱業廃棄物、毒劇物、ダイオキシン類及び土地の掘削に係る一般査 

     察（鉱害防止）の実施  

      （別紙－６参照） 
 

第九章 一般査察（鉱害防止）後の措置 

１．法及び規則に違反し、改善を要する事項又は急迫の危険が認められる場合における 
査察上の措置 

１）一般査察（鉱害防止）の結果、法及び規則に違反し且つ改善を要する事項が認め

られた場合、立会者と相互確認を行ったうえで、「鉱山保安査察規程」第７条第１

項の規定に基づき、鉱山の保安上席者に対して保安を確保するため改善等の指導を

行うと共に「改善指示書」を鉱物事業権所有者あてに交付する。 
   「改善指示書」は、二部作成し、その内容について保安上席者と相互確認を行い、

署名を得た後、一部は鉱物事業権所有者あてに交付し、もう一部（コピー）は査察

報告書に添付する。 
２）事象が法及び規則に違反し且つ保安に関して急迫の危険が認められた場合、「鉱 

山保安査察規程」第８条第１項の規定に基づき、法及び規則に違反し且つ保安上急 
迫の危険な事象については、立会者と相互に確認を行ったうえで、鉱山の保安上席 
者に対して速やかに是正するよう警告及び指揮の命令を行うと共に「命令書」を鉱 
物事業権所有者あてに交付する。 
「命令書」は、二部作成し、その内容について保安上席者と相互確認を行い、署

名を得た後、一部は鉱物事業権所有者あてに交付し、もう一部（コピー）は査察報

告書に添付する。 
「命令書」は、二部作成し、その内容について保安上席者と相互確認を行い、署

名を得た後、一部は鉱物事業権所有者あてに交付し、もう一部（コピー）は査察報

告書に添付する。 
３）上記の改善を要する事項及び速やかな是正が必要な事項については、作業場   

所及び作業内容の特定、法及び規則に違反する事象並びに急迫の危険が認められる

事象などについて野帳などに明確に記録すると共に必要に応じて計測、詳細な調査

を行い、その結果についても野帳などに記録するほか必要に応じ当該作業場所、作

業状況について概略図の作成及び写真撮影を行う。 
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２．一般査察（鉱害防止）結果に関する論評 

  一般査察（鉱害防止）を実施した鉱山保安監督官及び関係職員は、鉱山の鉱物事 

業権所有者、保安統括者、保安統括者代理者、保安技術管理者及び作業監督者に対 

して、査察終了後、速やかな是正を求める事項、改善を要求した事項及び鉱山保安 

監督官が行った査察結果についての総括的所見について詳細な解説を行うと共に、 

鉱山側の意見についても聴取を行うものとする。 

 

３．一般査察（危害防止）総括報告書の作成及び報告 

   一般査察（鉱害防止）を実施した鉱山保安監督官及び関係職員は、鉱山保安査 

察規程第２条第３項に基づき、本マニュアルに定められた「一般査察（鉱害防止） 

総括報告書」を作成し、鉱物部門を所管する総局長（地方の局に配置された鉱山 

保安監督官の場合は、地方の局長を経由）に報告を行うものとする。 

 一般査察（鉱害防止）総括報告書には、当該様式に定められた事項のほか、鉱 

害問題の発生を防止のための特定の査察に関する報告書についても個別の様式 

に基づいて作成するほか、以下の事項に関しても詳細に取りまとめのうえ報告 

を行うものとする。  

１）一般査察（鉱害防止）の結果、鉱山保安法及び規則違反が認められた事項   

   ２）鉱山保安査察規程に基づき「改善指示書」を交付した事項 

   ３）鉱山保安査察規程に基づき「命令書」を交付した事項   

   ４）懸案事項、問題点及び次回の一般査察（鉱害防止）への申し送り事項 

   ５）鉱山保安監督官の総括的所見  

  

一般査察（鉱害防止）総括報告書（様式） 

１．鉱山名（石炭鉱山においては坑口名）： 

２．鉱種名及び鉱区番号： 

３．鉱山の所在地： 

４．鉱山事務所の所在地、連絡電話等： 

５．鉱物事業権所有者（法人の場合は代表者名）： 

６．鉱物事業権所有者の住所、連絡電話等： 

７．保安統括者名（選任年月日）： 

８．保安統括者代理者名（選任年月日）： 

９．保安技術管理者及び各種担当の作業監督者の在籍数 

 １）保安技術管理者数 

 ２）機械保安担当の作業監督者数 

 ３）電気保安担当の作業監督者数 
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 ４）鉱害防止担当の作業監督者数 

 ５）毒劇物担当の作業監督者数 

  

１０．鉱山労働者の在籍数（保安技術管理者及び各種担当の作業監督者数は除く） 

 １）坑外において就業する鉱山労働者数 

 ２）坑内において就業する鉱山労働者数 

 

１１．鉱物事業関係 

 １）鉱物事業開始年月及び鉱物事業の沿革：  

２）鉱物採掘工法： 

 ３）粗鉱生産量（トン／月）：  

 ４）砕鉱又は選鉱の処理量（トン／月） 

   a）砕鉱処理量（トン／月）： 

   b）選鉱処理量及び品位（トン／月）：  

 ５）煆焼又は製錬処理量（トン／月）  

a）煆焼処理量（トン／月）： 

   b）製錬処理量及び品位（トン／月）：  

 ６）生産量及び販売量（トン／月）  

   a）製品別の生産量（トン／月）： 

   b）製品別の販売量（トン／月）： 

 ７）電気工作物全出力（ＫＷ）：   

 

１２．鉱山保安関係 

  １）鉱山保安法第９条に規定する鉱物事業に使用する建設物、工作物及びその他の 

施設に対する保安  

（以下の事項について、施設毎に整理し、記載すること。） 

    a）施設名： 

    b）施設計画書の届出年月日： 

    c）鉱物部門を担当する大臣の許可年月日： 

    d）施設の概要： 

  ２）鉱山保安法第１９条に規定する請負作業に対する保安 

    a）請負作業計画書の届出年月日： 

    b）請負作業の内容、請負作業に従事する労働者数： 

    c）請負作業の期間： 

  ３）鉱山保安法第２０条に規定する特別採掘に対する保安 

    a）特別採掘計画書の届出年月日： 
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    b）鉱物部門を担当する大臣の許可年月日：  

    c）特別採掘計画の概要： 

  ４）保安内規及び鉱山保安図の届出状況 

    a）保安内規の届出年月日： 

    b）鉱山保安図の届出年月日：  

  ５）鉱害問題の発生状況  

（以下の事項について、過去に発生した鉱害問題について、その発生毎 

に整理し、記載すること。） 

    a）鉱害問題の発生年月日： 

    b）鉱害問題の種類： 

    c）鉱害問題の発生状況： 

    d）鉱害問題の発生による被害の範囲、程度及び被害額： 

   

１３．鉱山保安監督官の所見等 

    a）一般査察（鉱害防止）実施期間： 

    b）一般査察（鉱害防止）の結果、鉱山保安法規違反が認められた事項：   

    c）鉱山保安査察規程に基づき改善指示書を交付した事項： 

    d）鉱山保安査察規程に基づき命令書を交付した事項：   

    e）懸案事項、問題点及び次回一般査察（鉱害防止）への申し送り事項：  

    f）鉱山保安監督官の総括的所見：  

    g）その他関連事項： 

 

１４．添付資料 

  １）「改善指示書」又は「命令書」を交付した場合は、そのコピー 

  ２）査察の結果、法及び規則に違反する事象又は急迫の危険が認められる事象な 
    どが認められた場所、その状況に関する概略図、写真 

  ３）鉱山保安図（平面図） 

  ４）関係書類 

 

※ 一般査察（鉱害防止）報告書の提出年月日 

※ 一般査察（鉱害防止）を実施した鉱山保安監督官及び関係職員の氏名  
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 （別紙 ―１） 

第三章： 捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場に係る一般査察 

（鉱害防止）の実施  

                            ２０１６年８月 
  

１．一般査察（鉱害防止）実施前の携行品の準備 
   捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場に係る一般査察（鉱害防止）を実施するに

当たり、上記「第一章、２．（２）一般査察携行品の準備」に加え、以下の査察用器材、

器具類を必要に応じて追加準備すること。 
  １）水質検査用器材等（ｐＨ計測器、パックテスト） 
  ２）1000ml 用 採水用ポリエチレンビン 
  ３）化学薬品（硝酸、水酸化ナトリウム等） 
  ４）濾紙 
  ５）漏斗 

 
２．捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場に係る一般査察（鉱害防止）の実施 
（１）鉱山事務所における一般査察（鉱害防止）の実施  
   監督官は、上記「第二章、１．鉱山事務所における一般査察（鉱害防止）の実施」に

加え、鉱山の保安上席者から、当該鉱山における捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集

積場に関し、以下の事項について聴取し、鉱害問題の発生を防止するうえで支障又は問

題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して

改善等の指導を行うものとする。  
 １）保安内規には、次の事項が定められているか。 
   a) 捨石、鉱滓及び沈殿物の集積場の管理に関すること。 
   b) 降雨、大雨又は雨期の際の措置に関すること。 
   c) 緊急事態の際の用具、資材、非常用具の整備保管状況に関すること。 
   d) 捨石集積場、鉱滓集積場及び沈殿物集積場の保護林に関すること。 
 ２）鉱害防止担当の作業監督者は、捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場について、 
   堆積物の崩壊又は流出などによる鉱害を防止するため以下の事項を遵守しているか。 
  a) 捨石集積場及び鉱滓集積場の、擁壁又はかん止堤の状態、集積物の崩壊、地滑りの 

有無について、毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記載すること。 
  b) 沈殿物集積場の擁壁又はかん止堤の状態、沢水排水路、山腹水路、非常用排水路及 

び場内水排除施設などの異常の有無について、毎作業日巡視し、その結果を保安日誌 
に記載すること。 

  c) 捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場のかん止堤の表面に亀裂、堤体の沈降、

崩壊、事滑りなどの現象が認められたときは、直ちに応急措置をし、管理者に報告す
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ること。 
 ３）捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場の周辺において大雨、豪雨の際には、同 

施設に対する巡視回数を増加すると共に、かん止堤及び堆積物の崩壊、地滑りなどの 
異常の有無、沢水排水路、山腹水路、非常用排水路及び場内水排除施設などの異常の 
有無について監視しているか。 
また、その結果について集積場に関する管理台帳に記録しているか。 

  ４）捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場における、鉱害問題の発生のおそれが多い

とき及び鉱害問題が発生したときは、法及び規則の規定に基づき、その事故の状況、

事故についての応急の措置の内容及び復旧工事の計画並びにその復旧工事が完了した

ときは、その内容について、直ちに鉱物部門を所管する総局長に報告しているか。 
５）捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場に係る聴取及び確認事項。 

a) かん止堤又は擁壁の現状 
b) 集積物又は沈殿物の１カ月当たりの堆積量 
c) 現在の堆積総量及び将来の堆積可能量  

  

（２）捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場に対する一般査察査察（鉱害防止）の実施 
    監督官は、上記「第二章、２．鉱山施設及び作業場に対する一般査察（鉱害防止）

の実施」に加え、以下の事項について、鉱害問題の発生を防止するうえで支障又は問

題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対し

て改善等の指導を行うものとする。  
  １）捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場の施設は、法及び規則の規定に基づいて 

届出られ、鉱物部門を所管する大臣から許可を受けた「施設計画書」と整合している 
か。 

２）捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場には、堆積物の崩壊、沈殿物の流出によ  
 る鉱害を防止するため擁壁又はかん止堤などの適当な施設が設けられているか。 

  ３）捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場は、崩壊、地滑りなどによる危険又は鉱 
   害を生ずるおそれが多い箇所に設置していないか。 
  ４）捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場は、住居、農耕地、鉱山事務所及び公共 

施設の道路、河川、橋、多目的ダム、公園、病院、学校等から３０ｍ以上離れた位置 
に設置されているか。 

  ５）捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場について、使用を終了したものは、廃水 
   又は堆積物の流出を防止するため、集積場の場内及びかん止堤の覆土及び植栽などの 
   適当な措置が講じられているか。 
  ６）沈殿物集積場には、場内水を排除するための施設、沢水及び山腹水などの場外水が 
   流入するのを防ぐための沢水排水路、山腹水路などの適当な施設が設けられているか。 
  ７）土状で築造されたかん止堤を有する沈殿物集積場には、多量の場外水が流入する危 

険に備え、同集積場の適当な位置に非常用排水路が設けられているか。 
   ８）捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場の施設の管理状況 
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    a) 非常時における対応策は完全か、また鉱害防止担当の作業監督者などは緊急時を 
想定した訓練を受けているか。 

 b) 緊急の際の用具、資材、非常用具の整備保管状況は良いか。 
 c) 沈殿物集積場における堤体内の浸潤水位は計測されているか。その計測機器の管 

理状況は良好か。 
    d) 排水設備は定期的な点検が行われているか。 

９）捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場に係る堤体の構造 

     a) 堤体を構成する材料は適切であるか。また、堤体の締固め状態は適切であるか。 

   b) 堤体の堤頂幅は十分であるか。 

   c) 堤体の犬走り（小段）及び法面の傾斜は施設計画書どおり施工されているか。 

   d) 堤体の堤頂部及び法面はでこぼこ（凹凸）状態であったり、亀裂や沈下（陥没） 

などの異常現象が発生していないか。 

   e) 堤体を整形した後は速やかに覆土や植栽が実施されているか。また、堤体の法面 

     は降雨などで洗掘されていないか。 

 １０）沈殿物集積場に係る沈殿物堆積の方法 
    a) 泥状堆積物を搬送するパイプは亀裂や破損し、泥状物や廃水が流出してはいない

か。 

    b) パイプで流送された泥状物は、沈殿物集積場の堤体側から集積場内に向けて放流 
されているか。 

    c) 集積場内に放流される泥状物は、場内の隅々まで水平、均等に堆積されている 
か。 

    d) 集積場内の水位は、堤体の高さから１ｍ以上低い位置に維持されているか。 
    e) 集積場内の泥状堆積物表面は、堤体の高さから０．５ｍ以上低い位置に維持され 

て堆積されているか。 
    f) 堤体の法面から集積場内水が堤体内を通じて湧水してはいないか。 
    g) 堤体周辺において堆積物表面が沈下（陥没）したり、亀裂又はその他の異常現象 

が認められないか。 
    h) 堤体近辺において噴出水（湧水）などの発生はないか。また、法尻周辺において 

堤体が滑走したり、崩壊又は崩壊現象が発生していないか。  

       i）堤体内の浸潤水位は異常に高くないか。 

  １１）沈殿物集積場に係る排水施設 

   （場内水） 
   a) 場内水を排除する施設は、排水能力に余裕があり且つ十分稼働しているか。 

   b) 非常用排水路の管理状況は良好であるか。 

   c) 非常用排水路入口と堤体の堤頂部とは十分な余裕高さがあるか。 

    （沢水排水路）  

   d) 沢水排水路は、沢水を十分排水する容量があるか。 

e) 沢水排水路用として集積場内に底設暗渠を設置したときは、その構造は堅固であり、 
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内部には亀裂、損傷及び閉塞などの異常は認められないか。 

f) 沢水排水路の入口には、上流からの流木や土石などが流れ込むのを防止する柵又は 

砂防ダムが設置されているか。 

   g) 流木止め施設や砂防ダムは十分に機能しているか。 

   （山腹水路） 

   h) 山腹水路は、土砂や落葉で埋まっていないか。 

   i) 山腹水路は、山腹水を確実に集水、排除し、十分稼働しているか。  

   j) 山腹水路は、損傷してはいないか。 

     

（３）捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場における排出水又は湧水のサンプリング 
   １）場内水については、排水施設においてｐＨ、水温及び排水量の測定、パックテス 

トによる水質の簡易測定を行い、その結果を野帳に記録すると共に、水質分析が必 
要と判断される場合には排出水のサンプリングを同行の鉱山上席者と共に行う。 
なお、場内からの排出水を廃水処理施設において中和処理を行っている場合には、 
当該廃水処理施設からの処理後の排水についても上記と同様にｐＨ、水温及び処理 

施設からの排水量の測定、パックテストによる水質の簡易測定を行い、その結果を 
野帳に記録し、必要に応じて廃水処理施設からの排水のサンプリングを同行の鉱山 
上席者と共に行う。 

   ２）集積場の堤体から湧水が認められた場合は、上記と同様に、ｐＨ、水温及び湧出 

量の測定、パックテストによる水質の簡易測定を行い、その結果を野帳に記録する 

と共に、水質分析が必要と判断される場合には湧水のサンプリングを同行の鉱山上 
席者と共に行う。  

        また、集積場の堤体からの湧水については、その位置関係が分かり易い概況図を 

作成すると共に写真撮影を行う。 

   ３）集積場の堤体近辺において噴出水（湧水）が認められた場合、上記２）と同様に 

ｐＨ、水温及び噴出量の測定、パックテストによる水質の簡易測定を行い、その結 
果を野帳に記録すると共に、噴出水のサンプリング、概略図の作成及び写真撮影を 

行う。 

   ４）排出水又は湧水のサンプリングの具体的な実施方法については、「第四章：坑内 
    水又は廃水に係る一般査察の実施」中の「３．坑内水又は廃水などの水質調査のた 

めの試料採取（サンプリング）の実施」を参照のこと。 
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３．捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場に係る一般査察（鉱害防止）報告書の作成 

 

捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場の査察報告（様式） 

                （集積場毎に個別に記載すること） 
査察年月日： 

１．集積場名前及び設置箇所  

２．集積場の堆積開始年月日 
３．使用中、休止、終了の別 
 

 

４． 擁壁又はかん止堤 
１）堤長 

 
２）堤頂幅 

 
３）かん止堤の場合は勾配   

   （上流側） 
   （下流側） 
 

４）高さ 
   （法尻から堤頂までの高さ） 
 
５）堤体の使用材料の種類 

 
６）堤体の類型（分類）  

 

 

５． 堆積能力 
１）総堆積能力（将来計画） 

   
 ２）有効堆積能力（現在） 

 

６． 排水施設の管理状況 
 
 １）場内水の排除施設 
  
 
２）非常用排水施設 

 
 
 ３）沢水排水施設 
 
 
 ４）山腹水路 
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７．堤体の法面状況 
 １）法面の状況 
 
 ２）湧水の有無 
 

 

８．集積場からの排水量 

       （m３／min）  
 

 

９．集積場上流側の状況  
   １）流木止め設置状況  
  ２）砂防ダム設置状況 
 

 

１０．集積場周囲の状況 
 
   １）山腹の状況 
  （例：森林、岩場） 
 

 

１１．集積場下流の状況 
     
 １）河川、湖沼の有無 
  （河川名、湖沼名）  
    （河川水量） 
 
 ２）河川水等の利用状況 

 （灌漑用水、飲料水） 
 
３）集積場が決壊又は流 

出した場合の影響度  
     （被害物件の存在状

況等） 
 

 

１２．特記事項 
 

 

 
１３．場内排出水又は湧水などのサンプリング分析結果  
採 水

箇 所

名 
 

排 水 量 又

は 湧 水 量
（m3/min） 

水 温

（度） 
pH 色相・

濁り 
銅 

(ppm) 
鉛 

(ppm) 
亜鉛 

(ppm) 
…… 

         
         
         
         
         

 
 



7 
 

 
１４．捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場による鉱害問題発生状況 
 発生年月日   発生箇所 鉱害問題の概要、被害程度 
   
   

 
１５．捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場に係る評価、問題点及び監督官の意見 

 

 
   
１６．添付資料 
 １）集積場の平面図（場内水排除施設、各種排水施設及び湧水箇所の位置、場内排出水及 

び堤体からの湧水などをサンプリングした場合にはその箇所を記入のこと。） 
 ２）集積場下流における住居、畑地、公共物件などの位置を示した平面図   
 ３）堤体の安定解析に関する計算書（可能な場合） 
 ４）周辺住民による鉱山からの捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場に対する苦情、 

要望及びそれに対する鉱山の対応について鉱山上席者から聴取した書類 
 ５）集積場に関する写真  
   

（解説） 

１．沈殿物集積場における泥状物の堆積方法 
  １）沈殿物集積場の堤体の安定性を維持するためには、場内に堆積させる泥状物（スラ 

イム）面の上昇に伴って、場内の水面端の位置は可能な限り堤体から離れた位置と 
します。 

  ２）泥状物（スライム）の堆積面の高さは、集積場の堤体の高さから０．５ｍ以上低く 
維持する必要があります。その目的は、豪雨時において場内水位が上昇した場合に

おいても堤頂から場内水が溢れ出ないように余裕を残しておくためです。 
  ３）集積場の水面が堤体に接している状況は、集積場の安定性の観点からしたら最悪で

す。沈殿物集積場は、貯水を目的として設計されたものではなく、スライムなどの

沈殿物の固化を促進させることを考慮して設計、構築されたものだからです。 
  ４）もし陥没孔や亀裂がスライム堆積物の表面に観察された場合は、堆積したスライム 

の中を浸潤水が貫通したことにより出来たものと考えられます。 
これは、集積場の上流側の境界部における堤体の築造物質は濾過層となっているこ

とを意味します。もし、浸潤水の貫通孔が拡大した場合には、浸潤水は集積場下流

側の堤体の法面から湧出することになり、堤体崩壊の原因となるおそれがあります。 
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           downstream         upstream 
 
 
 
 
 
 
 
                                      0.5m or more 
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                                         hole :  
                                         crack: 
                                     
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    This parts do not play the role of a filter layer.  
 
 
２．沈殿物集積場における堤体 
 １）沈殿物集積場の安定性に関しては、堤体を築造する際の条件と密接に関係があり、特 

に内部構造が重要であります。 
 ２）堤体の法面に湧水や浸潤水が観察された時は、堤体の安定性の観点から楽観視は出来

ません。この様な状況となった場合には、原因の調査と対策が必要となります。 
 ３）堤体の法面がでこぼこ（凸凹）状態だったり、亀裂が認められた時は、堤体内には浸 

潤水が飽和状態であったり、浸潤水の原因により貫通孔が出来る事が考えられます。 
この様な状況の場合には、やはり原因の調査と対策が必要となります。 

 ４）もしも堤体の法面が雨水により洗掘されていれば、堤体の安定度は低下します。（そ

れに加えて、法面の土砂を洗い流すことにより、流出水による河川の汚濁を生じるこ

とになります。）従って、堤体の法面の雨水による洗掘防止の措置、法面の保護の措

置が必要となります。 
 ５）もし、堤体の法尻周辺に滑動が認められた場合、堤体内は浸潤水で飽和した状態と

 
 っ

っ

っ

embankment 
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なっていることが考えられます。これについても対策が必要となります。 

 

３．沈殿物集積場における排水施設（沢水排水路、山腹水路） 
  １）非常用排水路は、豪雨などの自然災害による緊急対応に役立たせるものです。従っ 

て、いつ如何なる時でも効果的に機能するように整備されていなければなりません。 
  ２）集積場上流から流れる沢水は通常澄んでおり無害であり、沢水排水路に導入して排 

出することになります。もし、沢水を集積場内に流入することになれば、場内の水 
位は上昇することになります。 

  ３）沈殿物集積場の基礎岩盤内に底設暗渠を設置する場合があり、多くの場合その暗渠 
は場内水と沢水の排水路として用います。 

  ４）もし場内水及び沢水が澄んでいるにも拘わらず、暗渠からの排水が汚濁している場 
合には、暗渠の内部には何か異常があると考えられます。例えば、場内の泥状堆積 
物が暗渠に出来た亀裂を伝わって流入したとか、浸潤水が流入していると考えられ 
ます。 

  ５）もし底設暗渠からの排出水の水量が極端に増加した場合、沢水の水量の増加、場内 
における湧水量、下層部からの水量又は暗渠の数箇所からの流出水による多量な増 
加が考えられます。  

  ６）豪雨時には沢水排水路の上流側には沢水排水路の流入口における障害物の防止や損 
傷を防止するため、流木止め施設及び砂防ダム施設の設置が必要である。そのため 
これらの施設は流木や土砂の排除などの日頃からの維持が必要であります。もし、 
流木止め施設及び砂防ダム施設により流木や土砂の排除が出来なければ、これらは 
沢水排水路の流入口や同排水路内部における閉鎖要因となります。  

  ７）山腹水路は、沈殿物集積場の山腹水が場内に流入するのを防止するための施設です。 
    もし、山腹水路が破損したり閉鎖された場合は、山腹水は集積場内に流入してしま 

います。 
山腹水路の設置当初は効果的であった同水路からの排水量が豪雨時に観察されない 
時は、降雨が地盤下層から集積場に流入していることも考慮すべきある。 
従って、場内水の上昇については注意を払う必要があります。 

  

４．沈殿物集積場（土かん止堤）に係る建設基準 
（１）沈殿物集積場を建設する位置の選定条件 

   １）建設予定地の下流側近傍に人家、重要な構築物などが存在しないこと。 
   ２）山崩れ、地滑りのおそれがすくないこと。 
   ３）集水面積の大きな谷を締め切る様な位置ではないこと。 
   ４）基礎地盤が適切なものであること。 
（２）地盤調査の実施 

    集積場の建設位置を選定するための現地の基礎地盤及びその付近の地盤については、

あらかじめ以下についての調査を行うものとする。 



11 
 

   １）地盤を構成する岩石又は土質の種類、性状及び賦存状態 
   ２）地下水の状態 
   ３）湧水の位置及び状況 
（３）土質試験の実施 

集積場の設計、施工管理及び安定性の確認に必要な基礎地盤、堆積物に関する物性

値は、以下の土質試験の結果を用いて適否の判定を行うものとする。 
    基礎地盤及び堆積物に関して行う土質試験の種類は以下のとおりとし、集積場の安

定解析を行うのに十分な精度が得られるよう試験項目、試料の採取位置及び採取方法

を定めるものとする。 
    試料の採取は、全体を代表する試料が得られる位置を選定し、採取方法にはボーリ

ング、試験井、トレンチングなどがある。 
    含水量試験、粒度試験、比重試験、液性限界試験、塑性限界試験、締固め試験、 
    有機物含有量試験、圧密試験、一面剪断試験、三軸圧縮試験、現場密度試験、 
    標準貫入試験、静的貫入試験、現場透水試験 
（４）排水施設の排水能力 

   １）場外水排水施設及び場内水排水施設が有すべき排水能力を決定するための降水量

及び降雨時における沢及び山腹からの流入量は、以下の各号に基づき決定するもの

とする。 
   ２）降水量は、１００年に１回あると考えられる最大降水量を用いる。 
     但し、非常用排水路の排水能力算定に当たっては、２００年に１回あると考えら

れる最大降水量を用いる。   
   ３）降水量は、集水地域を代表すると考えられる降水観測所の長期に亘る観測資料に

基づき算出を行う。但し、降水に関する観測資料が得られない場合は、近傍の降水

観測所の長期に亘る観測資料から推定した降水量をもって代えることができる。 
   ４）流入水量の算定に当たっては、集水区域からの流出係数、流達時間内の平均降雨

強度、集水面積がファクターとなる。 
   ５）集水区域の状況によっては、土石流、土砂流を考慮する。 
（５）集積場かん止堤設計の一般事項 

   １）かん止堤は、基礎地盤に対して許容支持力以上の荷重を与えないこと。 
   ２）自重及び外力に対し安定していること。 
   ３）堆積物の含有水を排除するために適している構造であること。 
   ４）浸潤線が堤体下流側の法面に現れないこと。 
   ５）基礎地盤及び堤体中に貫孔作用が生じないこと。 
   ６）堤体の法面が雨水によって洗掘されない構造となっていること。 
   ７）築堤材料及び場内の堆積物が集積場外に流出しない構造であること。 
   ８）築堤材料が飛散しないこと。 
（６）土かん止堤の設計基準及び安定解析 

   １）土かん止堤の築堤材料としては、剪断強度が大きい土質、多量の有機物を含まな
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い土質、多量の粘土分を含まない土質を用いること。 
   ２）法面勾配については、次の値を標準とする。 
      上流側 １：１．８ （傾斜２９°） 
      下流側 １：２．５ （傾斜２１°）  
   ３）堤頂幅は、次の式で算出したものを標準とする。 
 
       Ｗ＝ １．３√Ｈ （ｍ） 
          但し、Ｗ：堤頂幅 （ｍ） 
             Ｈ：かん止堤の有効高さ（ｍ）  
   ４）堆積物の含有水が堤体に浸透するのを防止するため、上流側法面に遮水層を設け

ること。 
   ５）下流側の法面には、高さ１０ｍ以内ごとに小段を設けること。 
   ６）下流側の法面には、雨水を集水排除するため、必要に応じ雨水溝を設けること。 
   ７）かん止堤の両側には、必要に応じ雨水溝を設けること。 
   ８）築堤材料の飛散を防止するため、かん止堤下流側の法面には、植栽、石塊被覆な

ど適切な措置を講ずること。 
 ９）かん止堤の安定解析は、円弧滑り面法により計算を行う。 

   １０）かん止堤の安定解析は、設計時において行うほか、同集積場に異常が認められ

た場合、堆積終了時においても行う。 
   １１）かん止堤の安定解析結果については、安定度は１．２以上とする。 
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  （別紙－２） 

第四章： 坑内水又は廃水に係る一般査察（鉱害防止）の実施  

 ２０１６年８月 
１．一般査察（鉱害防止）実施前の携行品の準備 
   監督官は、坑内水又は廃水に係る一般査察（鉱害防止）を実施するに当たり、上

記「第一章、２．（２）一般査察携行品の準備」に加え、以下の査察用器材、器具

類を必要に応じて追加準備すること。   
  １）水質検査用器材等（携帯用ｐＨ計測器、パックテスト） 
  ２）1000ml 用 ポリエチレンビン  
  ３）濾紙 
  ４）漏斗 
  ５）化学薬品（硝酸、水酸化ナトリウム 等） 
  ６）温度計 

 
２．坑内水又は廃水に係る一般査察（鉱害防止）の実施  
（１）鉱山事務所における一般査察（鉱害防止）の実施   
   監督官は、上記「第二章、１．鉱山事務所における一般査察（鉱害防止）の実施」

に加え、鉱山の保安上席者から、当該鉱山における坑内水又は廃水に関し、以下の

事項について聴取し、鉱害問題の発生を防止するうえで支障又は問題がないか確認

を行い、保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改善等の指

導を行うものとする。   
 １）鉱山の「保安内規」には、次の事項が定められているか。 
   a) 坑内水又は廃水の処理施設の管理に関すること。 
   b) 坑内水又は廃水の量及びｐＨ濃度、その他水質の測定に関すること。 
   c) 坑内水又は廃水の処理施設の故障、破損、停電その他の事故が発生し、又は豪 

雨その他特別の理由により、坑内水又は廃水による鉱害問題の発生又は発生 
のおそれが生じたときの措置に関すること。 

 ２）鉱物事業に使用する坑道、又は捨石、鉱滓及び沈殿物の集積場から規制基準に適

合しない汚染状態の坑内水又は廃水が排出している場合には、法及び規則の規定

により、坑内水又は廃水の排水系統別の汚染状態及び量について鉱物部門を所管

する大臣に報告しているか。  
 ３）鉱山の排水口において、カンボジア「環境保護及び天然資源管理に関する法律」

及び関連下位規程（以下「規制基準」という。）に適合しない汚染状態の坑内水又

は廃水を公共用水域に排出していないか。 
 ４）鉱山から規制基準に適合しない汚染状態の坑内水又は廃水を地下に浸透させて 
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   いないか。  
５）坑内水又は廃水の処理施設において、故障、破損、停電その他の事故が発生し、 
  規制基準に適合しない汚染状態の坑内水又は廃水を排出し、若しくは排出する 

おそれが生じたとき、又は規制基準に適合しない汚染状態の坑内水又は廃水が 
地下に浸透し、若しくは地下に浸透するおそれが生じたときは、直ちにその事故 
について応急の措置を講じ、且つその事故を速やかに復旧しているか。 

 ６）鉱物事業上使用する施設の破損その他の事故が発生し、燃料油などの排出による

鉱害を生じ、又はそのおそれが生じたときは、直ちにその事故について応急の措

置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しているか。             
 ７）鉱物事業に使用した坑道から規制基準に適合しない汚染状態及び量の坑内水が流

出し、当該坑道の使用を終了したものについては、坑内水による鉱害を防止する

ため、当該坑道の坑口の密閉工事又は坑内水の処理施設の設置などの適当な措置

を講じているか。     
８）坑廃水処理施設における水質分析結果及び鉱山周辺における環境事情を考慮した

うえで、鉱物部門を所管する大臣が、坑内水又は廃水による鉱害を防止するため

規制基準の上乗せの措置を講ずべきことの指示を受けた場合には、それを遵守し

ているか。 

 ９）鉱害防止担当の作業監督者は、坑内水又は廃水による鉱害を防止するため、以下

の事項を遵守しているか。  

  a) 坑内水又は廃水の処理施設を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記載する

こと。 

 b) 観測が必要な坑内水又は廃水の量及びその汚染状態について、定期に測定及び

分析を行い、その結果を管理台帳に記録すること。 

  c) 巡視又は測定及び分析の結果、坑内水若しくは廃水による鉱害を生ずるおそ 

れが多いとき若しくは暴風雨、停電、故障、その他の事情により坑内水若し 

くは廃水の処理施設に危険が生ずるおそれが多いときは、直ちに管理者に報告

すること。            

 １０）水質汚濁防止基準に適合しない坑内水若しくは廃水を排出したことにより鉱害

問題の発生、又は鉱害が発生するおそれが生じたときは、事故の状況、事故につ

いての応急措置の内容及び復旧工事計画並びに復旧工事が完了したときは、その

内容について、直ちに鉱物部門を所管する総局長に報告しているか。 

    
（２）鉱山施設及び作業場における一般査察（鉱害防止）の実施 
    監督官は、上記「第二章、２．鉱山施設及び作業場における一般査察（鉱害防

止）の実施」に加え、以下の事項について坑内水及び廃水に関する鉱害問題の発

生を防止するうえで支障又は問題がないか鉱山施設及び作業場において確認を
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行い、保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改善等の指

導を行うものとする。   
  １）坑内水及び廃水を処理する施設の処理能力は十分あるか。 

２）坑内水及び廃水を処理する施設の維持管理状況は良好であるか。 
  シックナー、集水・送水ラインを巡視し、漏水や異常の有無について確認を行 

う。 
  ３）坑口から公共用水域に排出される坑内水は規制基準に適合しているか。  
  ４）選鉱場又は製錬場などの鉱山施設から公共用水域に排出される廃水は規制基準

に適合しているか。 
  ５）坑内水及び廃水の処理施設における使用薬剤の種類、月当たり使用量、保管量

などの確認を行う。  
  ６）規制基準に適合ない坑内水又は廃水を地下に浸透させてはいないか。 
  ７）坑内水及び廃水の処理施設における事故などに対応するための応急資材は確保

しているか。  

 
３．坑内水及び廃水などの水質調査のための試料採取（サンプリング）の実施 

（１）坑内水及び廃水などの水質調査のための作業計画書の作成 
      当該鉱山における「坑内水及び廃水処理系統図」に基づいて、坑内水及び廃 

水に係る水質調査のための試料採取計画書の作成を行う。 
同計画書には、試料採取の方法、水質調査工程、緊急時の連絡体制、事故防 

止対策などについて記載する。 

  
（２）水質調査のための事前準備 

        坑内水及び廃水に係る水質調査のための試料採取を行うに当たり、鉱山の 
保安上席者又は鉱害防止担当の作業監督者に立会を要請すると共に、鉱山に 

も同一箇所において同様な試料採取を行うよう要請する。 
 

 （３）坑内水及び廃水の水質調査  
    １）監督官は、坑内水及び廃水の集水、送水ラインを巡視し、漏水、沈殿物の

漏出及び異常の有無について検査する。 
    ２）坑内水及び廃水の水質調査については、次の手順に従って実施する。 

a) 坑内水及び廃水の原水について必ず試料採取を行うものとし、試料採取 
する際には、pH、水温、水質の濁り状況、水量の測定を行い、記録す 
る。 なお、必要に応じて溶存酸素量の測定の外、臭気が認められる場 
合には特記事項として記録する（以下の測定についても同じ。）。 

     b)  金属鉱山では、試料採取する際には、一般に容量 1000 ml のポリエチレ 
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ンビンを用いる。 
c)  水質に濁りが有る場合には試料を濾過し、それに硝酸を 10 ml を添加し 

て pH 1 程度とする。 
ポリエチレンビンは、金属イオンの吸着性が大きいため、硝酸を添加す 
ることにより吸着を防ぐための予備処置を行う必要がある。  

 
  （４）坑内水及び廃水の処理施設の水質調査  
    １）坑内水及び廃水の処理施設について、施設の処理能力、薬剤の添加状況、 
      施設の運転管理状況及び異常の有無を検査する。 
    ２）坑内水及び廃水の処理施設の水質調査については、次の手順に従って実施 

する。 
a) 同処理施設において坑内水又は廃水の中和処理などが行われている場合 

には、処理後の排出水について必ず試料採取を行うものとし、試料採取 
する際には、pH、水温、水質の濁り状況、水量の測定を行い、記録する。 

     b)  金属鉱山では、試料採取する際には、上記と同様、容量 1000 ml のポリ 
エチレンビンを用いる。 

c)  水質に濁りが有る場合には試料を濾過し、それに硝酸を 10 ml を添加し 
て pH 1 程度とする。 

 
  （５）河川、湖沼及び溜池の水質調査 
    １）鉱山の坑内水、廃水及び同処理施設からの排出水を放流している河川、湖 
      沼又は溜池の水質調査については、次の手順に従って実施する。  
      a) 鉱山の坑内水、廃水及び同処理施設からの排出水を放流している河川に 
       ついては、流入地点における河川の上流地点及び下流地点において必ず 

試料採取を行うものとし、試料採取する際には、pH、水温、水質の濁り 
状況、水量の測定を行い、記録する。 

     b) 上流地点及び下流地点において試料採取する際には、容量 1000 ml のポ 
リエチレンビンを用いる。 

c)  水質に濁りが有る場合には試料を濾過し、それに硝酸を 10 ml を添加し 
て pH 1 程度とする。 
下流地点の試料採取する箇所の選択に当たっては、鉱山から放流した 

排出水が河川水と十分に混合したと考えられる地点を選定し、試料採取 
を行うのがよい。  

d)  鉱山からの排出水が流入している河川水が下流において灌漑用水又は 
飲料水として利水されて場合には、その利水地点において必ず試料採取

を行うものとし、試料採取する際には、pH、水温、水質の濁り状況、
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水量の測定を行い、記録する。 
     e)  利水地点において試料採取する際には、上記同様、容量 1000 ml のポ 

リエチレンビンを用いる。 
f)  水質に濁りが有る場合には試料を濾過し、それに硝酸を 10 ml を添加し 

て pH 1 程度とする。 
     g)  鉱山からの坑内水、廃水及び処理施設からの排出水が直接流入する湖沼 

又は溜池については、鉱山から放流した排出水が湖沼又は溜池の水と十 
分に混合したと考えられる地点を選定し、pH、水温、水質の濁り状況に 
ついて測定を行い、記録した後に試料採取を行う。  
湖沼又は溜池の水が灌漑用水又は飲料水として利水されて場合には、そ

の利水地点において、上記 d), e)及び f)と同様な水質調査を行うものとす

る。 

 
   （６）試料の採取量及び採取試料の予備処置 
       水質調査に必要とされる試料の採取量及びポリエチレンビンを用いて

試料採取を行う場合には試料に含まれる成分に応じて以下の予備処置が

必要である。 

 

 試料の成分 採取量      予備処理 

銅、鉛、亜鉛、カドミ

ウム、砒素、全鉄、 
マンガン、全クロム、

ニッケル、コバルト 

 
1,000 ml 

硝酸を添加して pH 値を約１と

する。 
添加量は、試料 1000 ml につき 
硝酸 10 ml。 

水銀 1,000 ml 硬質ガラス瓶に採取し、硝酸を

添加して pH 値を約１とする。 
添加量は、試料 1000 ml につき 
硝酸 10 ml。  

シアン化合物 

 
 500 ml 水酸化ナトリウム溶液又は錠剤

を加え、約 pH 12 とする。 
添加量は、試料 500 ml につき 
水酸化ナトリウム２０％溶液

10 ml。   

六価クロム 

 
 500 ml 中性の状態で、冷暗所に保存。 

 
    ７）試料採取地点の決定と採取位置図の作成 
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       坑内水及び廃水に係る水質調査を行うに当たっては、鉱山の操業状況、

坑内水及び廃水の排出状況、坑内水及び廃水の処理方法などの変更がない

限り、採取地点を定め、同一地点において試料採取を継続して行うものと

する。 
また、坑内水及び廃水に係る水質調査のための試料採取を行った際には、

その都度採取地点の位置図の作成を行う。 
採取位置図には、坑内水及び廃水の原水の採取地点、坑内水及び廃水の

処理施設から排出された排出水の採取地点、鉱山から坑内水、廃水及び同

処理施設の排出水を放流している河川の上流地点及び下流地点、湖沼又は

溜池水の採取地点並びに鉱山からの排出水が流入している河川、湖沼又は

溜池水が灌漑用水又は飲料水として利水されて場合には、その利水地点 
      の位置についても記入する。  

 
 ４．排出基準 
  カンボジア国の排出基準 （項目は一部） 

      
 

parameters 

Allowable limits for  
pollutant substance  
discharging to protected 
public water area 

Allowable limits for  
pollutant substance  
discharging to public  
water area and sewer 
 

Temperature ൏ 45Ԩ ൏ 45Ԩ 

pH 6 ～ 9 5 ～ 9 

COD ൏ 50 mg/l ൏ 100 mg/l 

Total suspended solids ൏ 50 mg/l ൏ 80 mg/l 

Grease and oil ൏ 5.0 mg/l ൏ 15 mg/l 

Cyanide (CN) ൏ 0.2 mg/l ൏ 1.5 mg/l 

Arsenic (As) ൏ 0.1 mg/l ൏ 1.0 mg/l 

Tin (Sn) ൏ 2.0 mg/l ൏ 8.0 mg/l 

Iron (Fe) ൏ 1.0 mg/l ൏ 20 mg/l 

Manganese (Mn) ൏ 1.0 mg/l ൏ 5.0 mg/l 

Cadmium (Cd) ൏ 0.1 mg/l ൏ 0.5 mg/l 

Chromium (Cr +6) ൏ 0.05 mg/l ൏ 0.5 mg/l 

Copper (Cu) ൏ 0.2 mg/l ൏ 1.0 mg/l 

Lead (Pb) ൏ 0.1 mg/l ൏ 1.0 mg/l 

Mercury (Hg) ൏ 0.002 mg/l ൏ 0.05 mg/l 
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Nickel (Ni) ൏ 0.2 mg/l ൏ 1.0 mg/l 

Selenium (Se) ൏ 0.05 mg/l ൏ 0.5 mg/l 

Zinc (Zn) ൏ 1.0 mg/l ൏ 3.0 mg/l 

   

 
５．坑内水及び廃水に係る一般査察（鉱害防止）報告書の作成 

 

坑内水及び廃水に係る査察報告（様式） 

 １．坑内水及び廃水の処理施設 
      １） 坑内水及び廃水の処理施設  

施設名 
届出、許可 

年月日 

主要機械の型式、構造 

及び能力 
処理方法 備考 

     

     

     

    
２）坑内水及び廃水の処理施設の運転管理状況及び問題点 

処理施設名 運転管理状況及び問題点 

  
 

  
 

 
 ２．坑内水及び廃水の処理実績 

   
年

月 

処理施設名
処理水量 

(m3/min) 

薬剤 

の種類 

薬剤の使用量 

（ｔ／月） 

生成沈殿物量 

（ｔ／月） 
備考 
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 ３．坑内水及び廃水に係る水質調査結果 
    １）試料採取年月日：         ２）天候： 
    ３）水質分析結果  

No. 
採 取 箇

所名 

流量 

m3/min 
pH 

水温、 

濁り状況

測定値 (mg/ℓ) 
備

考 
 
Cu 

 
Pb 

 
Zn 

 

Cd 
   

             

 
 ４．坑内水及び廃水に係る鉱害問題発生状況 

発生年月日 発生箇所 鉱害問題の概要、被害状況 
   
   

 
 ５．監督官の坑内水及び廃水に係る水質調査結果の評価及び意見 

  
 

   
６．添付資料 

     １) 水質調査のための試料採取位置図  
     ２) 坑内水及び廃水に係る処理系統図 
         ３）周辺住民による鉱山からの坑内水及び廃水に対する苦情、要望及びそれ

に対する鉱山の対応について鉱山上席者から聴取した書類 
 
     ４) 水質調査のための坑内水、廃水の試料採取位置、坑廃水処理施設、河川 

水、湖沼水又は溜池の試料採取位置並びに鉱山周辺の住居、農地に関する 
写真 
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《解説》 
 １．水質調査のための試料採取位置図の記載例 
                      （○印は試料採取地点） 
     坑口 
    ①   
                     集積場 

 
                     ②  

 
 
 
 河川 

 
 
                    ③ 

                      
      坑内水及び廃水の処理施設            ④ 

                             
 
 
                          ⑤ 

  
 
 
２．河川における採水地点の選定及び流量測定法 
 （１）採水地点 
   １）鉱山からの排出水が流入前の地点（上流側） 

   ２）鉱山からの排出水が河川に流入した後、十分混合した地点（下流側） 

   ３）河川水が飲料水又は灌漑用水として引水（利水）している地点 

 
 （２）採水の方法 
   １）採水を行う位置は、水面から原則として水深の２０％程度の深さの位置と 

する。 
   ２）採水器を用いるのが好ましいが、河川の流量、環境状況に応じてバケツ等 
     を用いて採水を行う。 



10 
 

 
 （３）河川水の流量測定方法 
   １）河川水が穏やかに流れている地点を選定し、以下の断面図の如く、河川を 

分割して各区分の断面積と流速を求め、これを合計した値。 

 
      Ｑ＝ΣAn×Vn＝ A1 V1 + A2 V2 + …… + AnVn  (m3/min) 

 

      ２）流速の測定方法 
     a) 水深が１ｍ以上の場合は、流速計により二点法（水面より水深の２０％ 

及び８０％の深さの位置における流速の平均値を採用する。 
b) 水深が１ｍ未満の場合は、流速計により一点法（水面より水深の６０％ 

の深さの位置における流速値を採用する。 

 
    ３）河川水の水深が極端に浅い場合には、河川水が穏やかに流れている地点 

の２箇所を選定し、各箇所の断面積を算出する。 
次に、浮木を上流側から流して下流地点に至る時間を計測し、以下のと 
おり流量の計算を行う。（流量計による測定が困難な場合） 
また、浮木測定では河川の表面と水深６０％深さ位置とでは流速値が異 
なるため補正係数として１．２の調整を行う。  

 
Ｑ＝ 1/2 (S1 + S2) × D × 1.2 × 60/T (m3/min) 
     但し、S1: 上流側の河川断面積 (m2) 
             S2: 下流側の河川断面積 (m2) 
              D:  S1 と S2 との距離間隔 (m) 
        T : 浮木による計測時間 (sec)  
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 （別紙 – 3）  

第五章 騒音に係る一般査察（鉱害防止）の実施 

                             ２０１６年９月 
１．一般査察（鉱害防止）実施前の携行品の準備 

監督官は、騒音に係る一般査察（鉱害防止）を実施するに当たり、上記「第一章、

２．（２）一般査察携行品の準備」に加え、以下の査察用器材、器具類を必要に応じて

追加すること。 

  １）騒音レベル計 
  ２）レベルレコーダー又はデータレコーダー（必要な場合） 
  ３）記録用紙 
  ４）温度計 
  ５）風速計 
 
２．騒音に係る一般査察（鉱害防止）の実施  
（１）鉱山事務所における一般査察（鉱害防止）の実施 
    監督官は、上記「第二章、１．鉱山事務所における一般査察（鉱害防止）の実施」

に加え、鉱山の保安上席者から、当該鉱山における騒音に関し、以下の事項につい

て聴取し、鉱害問題の発生を防止するうえで支障又は問題がないか確認を行い、保

安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改善等の指導を行うも

のとする。  

 １）保安内規には、次の事項が定められているか。 

   a) 騒音発生施設及び騒音防止施設の管理に関すること。 

    b) 騒音レベルの測定に関すること。 

c) 騒音発生施設又は騒音防止施設の故障、破損その他の事故が発生し、又は暴風

雨その他の特別の事由により、騒音による鉱害問題の発生又は発生のおそれが

生じたときの措置に関すること。  

 ２）騒音が規制されている鉱山では、騒音発生施設を設置する坑外の敷地境界線にお 

いて騒音規制基準に適合しない騒音を発生していないか。  

３）騒音が規制されている鉱山では、騒音発生施設又は騒音防止施設について、故障、

破損その他の事故が発生し、規制基準に適合しない騒音を発生し、又は発生する

おそれが生じたときは、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その

事故を速やかに復旧しているか。 

４）騒音が規制されている鉱山では、鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、騒 

音による鉱害を防止するため適当な措置を講ずべきことを指示された場合には、 

指示事項を遵守しているか。             



 
2 

 

５）騒音が規制されている鉱山の鉱害防止担当の作業監督者は、騒音による鉱害を防

止するため、以下の事項を遵守しているか。  

a) 騒音発生施設及び騒音防止施設を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記載 

すること。 

b) 騒音発生施設からの騒音について、坑外の敷地境界線における騒音の大きさを  

定期に測定し、その結果を管理台帳に記録すること。 

c) 巡視又は測定の結果、騒音による鉱害を生ずるおそれが多いときは、直ちに管 

理者に報告すること。 

 ６）騒音規制基準に適合しない騒音により鉱害の発生、又は発生するおそれが生じた 

ときは、事故の状況、事故についての応急措置の内容及び復旧工事計画並びに復 

旧工事が完了したときは、その内容直ちに鉱物部門を所管する総局長に報告して 

いるか。 

    

（２）鉱山施設及び作業場における騒音に係る一般査察（鉱害防止）の実施 

    監督官は、上記「第二章、２．鉱山施設及び作業場に対する一般査察（鉱害防止 

   の実施」に加え、以下の事項について、騒音に関する鉱害問題の発生を防止するう

え 

で支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項については保 

安上席者に対して改善等の指導を行うものとする。  

  １）騒音が規制されている鉱山の騒音発生施設及び騒音防止施設の管理状況は良好 

であるか。 

  ２）騒音が規制されている鉱山の敷地境界線において、以下の騒音発生施設から 

発生する騒音の大きさは規制基準に適合しているか。 

   a) 原動機の定格出力が７．５Ｋｗ以上の土石用又は鉱物用の破砕機、磨砕 

（鉱）機、ふるい及び分級機 

   b）原動機の定格出力が７．５Ｋｗ以上の空気圧縮機又は送風機  

  ３）鉱山周辺の住民などから騒音の発生に対する苦情などがないか。 

    もし、騒音について苦情などが有る場合にはその内容及び鉱山の対応状況に 

ついて聴取を行うと共に必要に応じて苦情などがある地域において騒音測定 

を実施する。 

 

３．騒音レベル測定及び評価 
 （１）騒音に関する専門用語の定義と解説 

１）音圧レベル（Lp） 
          騒音の分野において、音波の強弱（音圧）の物理的な尺度として用いられ、

ある音の瞬時音圧の実効値 P (Pa)、基準となる音圧 P0 (Pa)とすると、音圧
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レベル LP (dB)の算定式は以下のとおりとなる。単位はデシベル（dB）。 
      なお、空気中における基準音圧については、人間の最小可聴音圧( 20μPa) 

を用いる。 
        LP = 10 log10 P2／P02 = 20 log10 P／P0 = 20 log10 P／2×10-5 

  
            複数の音源の合成された音圧レベルの求める方法については、音源の音圧 

レベルが L1, L2, ……Ln (dB)としたとき、 
 

 L1 = 10 log10 P12／P02、L2 = 10 log10 P22／P02 …… Ln = 10 log10 Pn2／P02 
            

 上記式を、指数関数に置き換えると、   
 
      P12／P02 = 10 L1/10, P22／P02 = 10 L2/10 ……Pn2／P02 = 10 Ln/10  
 
             従って、合成された音圧レベルは、以下の計算式（１）となる。 
 
       LP = 10 log10{ (P12 + P22 + …Pn2)／P02} = 10log10 { 10 L1/10+10 L2/10+… 
          10 Ln/10 } ……（１）  
  
      また、複数の音圧レベルの平均値（パワー平均値）を求める方法について

は、音源の音圧レベルが L1, L2, ……Ln (dB)としたとき、n 個の和の平均値

Lp(av) は、以下の算定式（２）となる。  
        
    Lp(av) = 10 log10{1/n・(P12 + P22 + …Pn2)／P02 }  

= Lp －10 log10 n ……（２） 
 
             例えば、合成された音圧レベルを求める場合には、上記式（１）を用い

て以下のとおり計算する。 
           a) 音圧レベルが、例えば６０dB と７０dB であった場合、その合成された 

音圧レベルは、 
        LP = 10 log10 { 10 L1/10+10 L2/10 } = 10 log10 (1060/10 + 1070/10)  

= 10 log10 106 (1 + 10) = 10 log10 106 + 10 log1011 = 60 + 10.4 = 70.4 dB 
      b) 暗騒音補正を行う場合などに用いるものであり、例えば音圧レベルが 

90dB と暗騒音が 85dB であった場合、暗騒音補正を行った音圧レベル 
は、 
LP = 90 － ▲2 = 88 dB （暗騒音が 10dB 未満であることから、別表 
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             から暗騒音補正を行う。） 
 

     c) 複数の音圧レベルのパワー平均値を求める場合には、上記式（２）を用

いて以下のとおり計算する。 
  音圧レベルが、例えば L1=７０dB、L2=８０dB、L3=９０dB、L4=１０

０dB であった場合、その音圧レベルのパワー平均値は、 
 

Lp(av) = 10 log10{1/n・(10 L1/10+10 L2/10 +10 L3/10+10 L4/10 )} = 10 log10 {1/4・
(10 70/10+10 80/10 +10 90/10+10 100/10 )}    

= 10 log10 {107 + 108 +109 + 1010} － 10 log10 4 = 10 
log101080(10-1+1+10+102)－10 log10 4 

= 10 log101080+ log10101 －10 log10 4 = 94.4 dB  
 

  ２） 騒音レベル ( LA ) 
      騒音レベルとは、音の物理的な大きさの尺度である音圧にＡ特性の補正 

を行い表示したものである。Ａ特性音圧の２乗を基準音圧の２乗で除した 
値の常用対数を１０倍したものであり、Ａ特性音圧レベルともいう。単位 
は、デシベル（dB）。 
  Ａ特性補正値としては、４０dB、１kHz の音圧レベルを基準（０dB）と

している。基準音圧としては、人間の最小可聴音圧( 20μPa)を用いる。 
 

          LA = 10 log10 P2／P02 = 20 log10 P／P0 = 20 log10 P／2×10-5 
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      出所：「騒音計に関する資料」小野測器（株） 

 

３）等価騒音レベル ( LAeq ) 
             等価騒音レベルとは、ある時間範囲について、変動する騒音レベルをエ 

ネルギー平均値として表したものである。時間的に変動する騒音のある時 
間範囲における等価騒音レベルは、その騒音の時間範囲：T における平均 
二乗音圧と等しい平均二乗音圧を持つ定常音の騒音レベルに相当する。単 
位は、デシベル（dB）。 

             等価騒音レベルは、一般環境、作業環境などの騒音の評価に採用されて 
おり、「等価騒音レベル」の計算方法については、測定された騒音レベル 
値を用いて、以下の計算式により求められる。 
 
 L Aeq,T = 10 log 10 {１／t2 - t1 ・∫ PA2 (t) /Ｐ02 dt } 

                   = 10 log 10 {１／n [ 10 LA1/10 + 10LA2/10 + … 10LAn/10 ] } 
              = 10 log 10 { [ 10 LA1/10 + 10LA2/10 + … 10LAn/10 ] } －10 log 10 n  

    但し、 PA (t) ：Ａ特性で重み付けられた音圧 
         Ｐ0 ：基準音圧＝ ２０μPa 
                 t1   : 測定開始時間  
                 t2   : 測定終了時間  
          T   : 実測時間（ｔ２－ｔ１）  
         n  ：測定値の総数 
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LA1, LA2, … LAn ：騒音レベルの測定値 
     

 
 出所：「騒音計に関する資料」小野測器（株）  

     
        ４）時間率騒音レベル ( LAN,T ) 

変動騒音の評価量として古くから使用されてきたが、現在は等価騒音 
       レベルが用いられており、変動する騒音レベルの分布状況を評価するの 

に効果的である。   
騒音レベルが、対象とする時間範囲：T の N％の時間に亘ってあるレ 

ベルを超えている場合、そのレベルを「N パーセント（%）時間率騒音 
レベル」という。例えば、「５０％時間率騒音レベル」は中央値（LA50） 
、「５％時間率騒音レベル」は９０％レンジの上端値（LA5）、「９５％時 
間率騒音レベル」は９０％レンジの下端値（LA95）という。単位は、デ 
シベル（dB）。 
実際に時間率騒音レベルを求める場合、一定時間間隔Δt ごとに騒音レ

ベルをサンプリングして所定の時間率騒音レベルを求める。 統計処理

方法としては、サンプリング値から累積度数分布を求め、（１００－x）％

になる騒音レベルをｘ％時間率騒音レベルとするのが一般的である。 
        時間率騒音レベルの測定法としては、一般的に５秒 (Δt に相当)間隔

の５０回法が用いられている。  

             
          出所：「騒音計に関する資料」小野測器（株） 
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        ５）最大騒音レベル ( LA, Fmax ) 

  騒音の発生ごとに観測される騒音レベルの最大値をいう。単位は、デ 
シベル（dB）。測定対象外の騒音の混入による等価騒音レベル：LAeqの 
変動要因を把握するための参考指標となる。 

    ６）最小騒音レベル ( LA,Fmin ) 
  騒音の発生ごとに観測される騒音レベルの最小値をいう。単位は、デ 
シベル（dB）。暗騒音を把握するための参考指標となる。  

        ７）暗騒音  
       暗騒音とは、騒音の測定対象となる騒音発生施設以外の音源からの騒 

音をいう。 
       騒音発生施設が操業している状態で騒音の測定を行った音圧レベルは、

同発生施設からの騒音と暗騒音との合成した値となる。 
       従って、騒音測定値から暗騒音の影響を差し引いた音圧レベルを算出す

ることを暗騒音補正という。 
    ８）基準時間帯 
       一つの等価騒音レベルの値を代表値として適用し得る時間帯であり、     
      「騒音に係る環境基準」では、昼間（６：００～２２：００）と夜間（２ 

２：００～６：００）を基準時間帯としている。 
    ９）観測時間 
       騒音レベルを測定する際の基本又は単位とする時間であり、騒音の 

状態を一定と見做す時間として設定するものである。本マニュアルでは、 
観測時間の長さは１時間としている。 

    １０）実測時間 
観測時間の中で実際に騒音を測定する時間をいう。本マニュアルでは、 

実測時間の長さは１０分間としている。 
    １１）周波数補正特性（回路） 
       騒音計に組み込まれている周波数補正特性（回路）であり、人間の聴覚 

が周波数により感度が異なることなどを考慮して決められたもので、騒 
音レベルの測定には、「Ａ特性」を用いている。 

    １２）時間重み特性 
       騒音計やレベルレコーダーに用いられている音圧実効値を求めるため 

の時間重み特性であり、指針の振れの速さを変えるので「動特性」とも呼 
ばれている。速い動特性のＦ特性（Fast）と遅い動特性のＳ特性（Slow） 
の二つが用いられている。 
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  （２）騒音レベルの測定方法 
     １）測定の位置及び測定点 
       騒音レベルの測定をする地点については、騒音発生施設から影響を受 

けると考えられる住居等の用に供される建物又は住民などから騒音によ 
る苦情などが出ている居住地域との最短距離に当たる鉱山の敷地境界線 
上とする。 

     ２) 測定位置の高さ 
        騒音レベル計のマイクロフォンの高さについては、従来の騒音レベル

測定では、マイクロフォンの高さについては、地面から１．２ｍ高さと

していたが、現在では騒音の影響を受けると考えられる住居等の用に供

される建物の生活面の高さであれば良いとしている。 
     ３）測定機器 
        騒音レベル計は、普通騒音レベル計、精密騒音レベル計又は同等以上 

の測定器のうち、日本では計量法の条件に合格した特定計量器を使用す 
ることと規定している。 

４）観測時間及び実効時間 
        騒音レベルの観測時間は原則として１時間単位とし、実効時間につ 

いては原則１０分間以上とし、基準時間帯における等価騒音レベル LAeq 

を求めるものとする。 
具体的には、観測時間内を適切な実効時間に区分し、各区分毎の LAeq

を求めておき、測定後に LAmax、LA5から判断して、異常な測定値が観

測された実効時間区分を除外し、残りの測定値のエネルギー平均を行

い、その観測時間における等価騒音レベ LAeq を求める。   
 鉱山の操業状況により騒音の大きさについては、その発生時間帯が 
異なることから、鉱山の実情に応じた測定時間帯を選定して実施する。 

例えば、日本の場合基準時間帯として昼間（６：００～２２：００） 
と夜間（２２：００～６：００）が定められているが、鉱山の騒音発 
生施設の稼働状況を考慮した測定時間帯として昼間は７時から１２時 
までの５時間の間に、各１時間単位の中で１０分間以上の実効時間を 
５回実施し、夜間では２２時から午前３時までの５時間の間に、各１ 
時間単位の中で１０分間以上の実効時間を５回実施するという選定の 
方法がある。 

     ５）除外すべき音の処理 
       a) 常時監視している場合 
          測定者が常時監視して騒音レベル測定を行っている場合は、除外 

すべき音を確認したら速やかに(Pause)ボタンを押して、測定を中止 
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し、除外音が終了したら(Start)ボタンを押して測定を再開する方法 
がある。 

              b) 無人測定又は監視者がいない場合 
          測定後、データの統計処理を行う中で最大値、９０％レンジの上 

端値（LA5）などから異常な測定値が観測された実効時間区分を除い 
た残りの測定値をエネルギー平均して、その観測時間の「等価騒音 
レベル LAeq」を求める方法がある。  

      ６）騒音レベル測定時の環境条件 
         騒音レベル測定時の天候条件として、降雨時は測定を中止する。 
         また、風速が１m/sec 以上の場合には、騒音レベル計のマイクロホ 

ンにウィンドスクリーンを取り付ける。しかしながら、ウィンドスク 
リーンを取り付けても、風雑音やその他の風切り音により測定値に影 
響がある場合には測定を中止する。 
 一応、ウィンドスクリーンを取り付けることにより風速５m/sec 程 
度までは影響を少なくすることができる。 

 
   （３）時間率騒音レベルによる騒音の評価方法 

騒音の評価を行うに当たり、その大きさの決定については、以下のとお    
      りとする。 
     １）騒音レベル計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示 

値とする。 
     ２）騒音レベル計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大 

値が概ね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。 
     ３）騒音レベル計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の９ 

０％レンジの上端の数値とする。 
          ４）騒音レベル計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大 

値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の９０％レンジの上端の 
数値とする。 
 

     １）騒音レベル計の指示値の変動が少ない場合 
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              ４）指示値が周期的又は間欠的に変動し、最大値が一定でない場合 

 

    ２）指示値が周期的又は間欠的に変動する場合  

 
                     ３）指示値が不規則かつ大幅に変動する場合 

 
   （４）騒音の規制に関する基準 
    １）カンボジア環境省が定めた騒音規制基準値 

 ６：００～１８：００ １８：００～２２：００ ２２：００～６：００

静寂区域    45dB        40dB      35dB 
居住区域    60dB      50dB     45dB 
商業区域    70dB      65dB      50dB  
住居と混在する

小規模工業区域

    75dB      70dB     50dB  

   
２）日本の鉱山などの特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準値 

      昼間     朝・夕    夜間 
第一種区域  45dB ～ 50dB  40dB ～ 45dB  40dB ～ 45dB 
第二種区域  50dB ～ 60dB  45dB ～ 50dB  40dB ～ 50dB 
第三種区域  60dB ～ 65dB  55dB ～ 65dB  50dB ～ 55dB 
第四種区域   65dB ～ 70dB  60dB ～ 70dB  55dB ～ 60dB 

 
 備考）（１）観測時間及び実効時間の範囲 
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１）昼間とは、午前７時又は８時から午後６時、７時又は８時までとする。 
２）朝とは午前５時又は６時から午前７時又は８時までとし、夕とは午後６ 

時、７時又は８時から午後９時、１０時又は１１時までとする。 
３）夜間とは午後９時、１０時又は１１時から翌日の午前５時又は６時まで

とする。 
 
   （２）騒音レベルの測定は、計量法に定めた条件に合格した騒音レベル計を用い 

て行うものとする。 この場合において、周波数補正回路はＡ特性を用い、 
動特性は早い動特性 (Fast)を用いることとする。       

 
   （３）上記表の「区域の区分」については、以下のとおりとする。 
     １）第一種区域とは、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を 

必要とする区域をいう。  
          ２）第二種区域とは、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とす 

る区域をいう。 
     ３）第三種区域とは、住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区 

域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生 
を防止する必要がある区域をいう。 

４）第四種区域とは、主として工業等の用に供されている区域であって、そ

の区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防

止する必要がある区域をいう。 
     
   （４）暗騒音補正 
       騒音発生施設が操業している状態で騒音の測定を行った音圧レベルは、

同発生施設からの騒音と暗騒音との合成した値となる。 
       従って、騒音測定値から暗騒音の影響を差し引いた音圧レベルを算出す

ることを暗騒音補正という。 
       騒音発生施設を運転している状態での騒音の音圧レベル（定常騒音）と 
      同施設が停止状態での騒音計の指示値の差が３ｄＢ以下又は１０ｄＢ以 

上ある場合については、暗騒音の影響はないと考えられるが、１０ｄＢ未 
満のときは以下の暗騒音補正を行うものとする。 

                               単位：ｄＢ 
騒音計の指示値の差   ４ ～ ５   ６ ～ ９ 
暗騒音補正値 ▲ ２ ▲ １ 

  
４．騒音に係る一般査察（鉱害防止）報告書の作成 
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騒音に係る査察報告（様式） 

  １．騒音発生施設及び騒音防止施設 
  （１）騒音発生施設  

施設名 設置年月 施設の構造又は 
能力 

管理状況 

    
    
    

 
   （２）騒音防止施設  

施設名 設置年月 施設の構造又は 
能力 

管理状況 

    
    
    

 
  ２．騒音レベル測定結果  
  （１）測定時の条件 
    １）測定年月日： 
    ２）騒音レベル計の種類、型式：  
    ３）天候、気温及び風速 (m/sec)： 
    ４）測定時の騒音発生施設の運転状況 
    ５）測定地点 
   （２）騒音レベルの測定結果                 単位：dB   

測定時刻 LAeq LAmax LAmin LA5 LA50 LA95 備

考 
  ～        
  ～        
  ～        
 平均値        

 
 （３）騒音による鉱害問題の発生状況 

鉱害問題発生年月 鉱害問題発生箇所、地域 鉱害問題の概要、被害程度 
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  （４）騒音レベル測定の評価 

 

 
   （５）添付資料 
    １）騒音発生施設、測定地点及びその周辺の建物を記載した平面図 
      （発生施設、測定地点及びその周辺の建物との離隔距離を記入すること） 
    ２）周辺住民による鉱山からの騒音に対する苦情、要望及びそれに対する鉱山 

の対応について鉱山上席者から聴取した書類 
    ３）騒音レベル測定地点及びその周辺の写真 
 
 

 《解説》 

 １．騒音とは？ 
  １）不快な又は望ましくない音（定義は困難） 
  ２）個人の感受性 
  ３）社会的又は文化的な背景 
  ４）時間帯（早朝、昼間、夜間、深夜） 
  ５）長さ（短い間、数分、連続） 
  ６）音色（レベルによらない） 
 
 ２．騒音の人体への影響 
  １）生理機能に及ぼす影響 
    疲労、中枢神経、自律神経、内分泌、高血圧、心疾患等 
  ２）睡眠影響 
    睡眠の妨害による不眠症、虚血性心疾患のリスクの増大等 
  ３）聴覚に及ぼす影響 
    騒音性難聴、騒音性突発難聴 
  
 ３．音の強さと音圧レベル、音圧の関係 

 条件）空気の密度 1.2 kg/ m3、音速 340 m/sec 
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音の強さ (W/m2) 音圧レベル (dB)       音圧 (Pa) 
         10         130          102 
         10-2         100           2 
         10-4          80     2 × 10-1 
         10-6          60     2 × 10-2 
         10-8          40     2 × 10-3 
         10-10          20     2 × 10-4 
         10-12           0      2 × 10-5 

 
４．時間率騒音レベルの計算方法 

    変動騒音を評価するには、「時間率騒音レベル」を用いて騒音の評価をするこ 
   ととしておりましたが、近年では「等価騒音レベル」を用いて変動騒音を評価す 

ることが推奨されています。 
しかしながら、時間率騒音レベルは、その騒音の統計的な性質が分かり易いこ 

とから本マニュアルではその計算方法について説明します。 
最初に、騒音レベルの測定値を５０個採取し、その測定値を以下の表－Ａに時

間順に記載します。 次に、これらのデータを表－Ｂ「測定値１dB 毎の個数と

その累計」に取りまとめます。次に、この表－Ｂを用いてＸ軸に騒音レベル (dB)、
Ｙ軸に累積度数をとり、データをプロットして「累積度数分布曲線」を描きます。   
 「累積度数分布曲線」における９５％の値が「９０％レンジの上端値(LA5)」と

なり、５％の値が「９０％レンジの下端値(LA95)」、そして５０％の値が「中央値

(LA50)」となります。 

 
  出所：ＨＲＳ㈱ 「騒音・振動測定結果報告書の騒音レベル測定値（北海道余市郡）２０１０年」 
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 表－Ａ： ５０回の測定値     

 

       
表－Ｂ ： 「測定値１dB 毎の個数とその累計」 

 
 

列 列1 列2 列3 列4 列5 列6 列7 列8 列9 列10
回 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dB 53 52 51 55 55 55 56 57 58 58
回 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
dB 58 58 59 57 57 55 63 56 62 64
回 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
dB 62 61 68 58 60 61 55 56 60 52
回 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
dB 54 56 57 58 56 54 54 54 62 64
回 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
dB 59 60 54 53 58 56 66 67 65 64

測定値

個数

累計

測定値

個数

累計

測定値

個数

累計

列6

21

40

50

列1 列2 列3 列4 列5
51dB

1
52dB

2
53dB

2
54dB

5
55dB

5
56dB

6

62dB
1 3 5 10 15

57dB 58dB 59dB 60dB 61dB

25 30 32 35 37
4 5 2 3 2

64dB 65dB 66dB 67dB 68dB

43 46 47 48 49

3

3 3 1 1 1 1
63dB



 
16 

 

          
    

 

‐5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

51 53 55 57 59 61 63 65 67

C
u
m
u
la
ti
ve
 F
re
q
u
en
cy
 (t
im
e)

Measurement Value (dB)

Cumulative Frequency Distribution

LA5

LA50 

LA95 



1 
 

 （別紙－４）  

第六章 振動に係る一般査察（鉱害防止）の実施 

                             ２０１６年９月 
１．一般査察（鉱害防止）実施前の携行品の準備 

監督官は、振動に係る一般査察（鉱害防止）を実施するに当たり、上記「第一章、

２．（２）一般査察携行品の準備」に加え、以下の査察用器材、器具類を必要に応じて

追加準備すること。 

  １）振動レベル計 
  ２）レベルレコーダー又はデータレコーダー（必要な場合） 
  ３）温度計 
   
２．振動に係る一般査察（鉱害防止）の実施  
（１）鉱山事務所における一般査察（鉱害防止）の実施 
    監督官は、上記「第二章、１．鉱山事務所における一般査察（鉱害防止）の実施」

に加え、鉱山の保安上席者から、当該鉱山における振動に関し、以下の事項につい

て聴取を行うと共に鉱害問題を防止するうえで支障又は問題がないか確認を行い、

保安上不適切と判断される事項については保安上席者に対して改善等の指導を行う

ものとする。  

１）保安内規には、次の事項が定められているか。 

    a) 振動発生施設及び振動防止施設の管理に関すること。 

     b) 振動レベルの測定に関すること。 

c) 振動発生施設又は振動防止施設の故障、破損その他の事故が発生し、又は暴

風雨その他の特別の事由により、振動の防止に支障を生じたときの措置に関

すること。  

  ２）振動が規制されている鉱山では、振動発生施設を設置する坑外の敷地境界線に    

    おいて振動規制基準に適合しない振動を発生していないか。  

３）振動が規制されている鉱山では、振動発生施設又は振動防止施設について、故

障、破損その他の事故が発生し、規制基準に適合しない振動を発生し、又は発

生するおそれが生じたときは、直ちにその事故について応急の措置を講じ、か

つ、その事故を速やかに復旧しているか。 

４）振動が規制されている鉱山では、鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、 

  振動による鉱害を防止するため適当な措置を講ずべきことを指示された場合に 

は、指示事項を遵守しているか。             

５）振動が規制されている鉱山の鉱害防止担当の作業監督者は、振動による鉱害を

防止するため、以下の事項を遵守しているか。  
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a) 振動発生施設及び振動防止施設を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記 

  載すること。 

b) 振動発生施設からの振動について、坑外の敷地境界線における振動の大きさ    

を定期に測定し、その結果を管理台帳に記録すること。 

c) 巡視又は測定の結果、振動による鉱害を生ずるおそれが多いときは、直ちに 

管理者に報告すること。 

  ６）振動規制基準に適合しない振動を生じたことにより鉱害の発生、又は発生する 

おそれが生じたときは、事故の状況、事故についての応急措置の内容及び復旧 

工事計画並びに復旧工事が完了したときは、その内容について、直ちに鉱物部 

門を所管する総局長に報告しているか。 

    

（２）鉱山施設及び作業場における振動に係る一般査察（鉱害防止）の実施 
     監督官は、上記「第二章、２．鉱山施設及び作業場に対する一般査察（鉱害 

防止）の実施」に加え、以下の事項について、振動に関する鉱害問題を防止す

るうえで支障又は問題がないか振動発生及び振動防止に関連する鉱山施設及

び作業場について確認を行い、保安上不適切と判断される事項については保安

上席者に対して改善等の指導を行うものとする。  

    １）振動が規制されている鉱山の振動発生施設及び振動防止施設の管理状況は良好 

であるか。 

   ２）振動が規制されている鉱山の敷地境界線において、以下の振動発生施設から 

発生する振動は規制基準に適合しているか。 

    a) 原動機の定格出力が７．５Ｋｗ以上の土石用又は鉱物用の破砕機、磨砕 

（鉱）機、ふるい及び分級機 

    b）原動機の定格出力が７．５Ｋｗ以上の空気圧縮機  

   ３）鉱山周辺の住民などから振動の発生に対する苦情などがないか。 

    もし、振動について苦情などが有る場合にはその内容及び鉱山の対応状況に 

ついて聴取を行うと共に必要に応じて苦情などがある地域において振動測定 

を実施する。 

  

３．振動の測定及び評価 
（１）振動に関する専門用語の定義と解説 

１）振動加速度レベル（ LVa ） 
      振動の大きさは、加速度（Gal）、(m/sec2)、速度(m/sec)、変位(m)などで 

表現される。 
人間が全身で感知できるとされている周波数範囲（１～８０Hz）の振動

加速度の実効値を常用対数にて表示したものを振動加速度レベルという。 
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具体的には、振動加速度の測定された実効値を、基準振動加速度で除した 
     値を２０倍することにより振動加速度レベルが求められる。単位は、デシベ 

     ル（dB）。 

    
    LV = 20 log10 a/a0 

                  但し、a :振動加速度の測定された実効値 (m/sec2)   
                        a0 : 基準振動加速度 (10 -5 m/sec2) 
 
  ２）振動レベル ( LV ) 

       振動が人体に与える影響は振幅と周波数に依存しており、鉛直方向と水平 

方向でもその感覚は異なるものである。 

 振動レベルとは、人体の感覚特性（水平特性、鉛直特性）を補正して得ら 

れた値であり、振動加速度の測定された実効値を基準となる振動加速値で除 
した値の常用対数を２０倍して求められる。単位は、デシベル（dB）。 

  

     LV = 20 log10 aV/a0 

                   但し、av : 振動感覚補正を行った振動加速度の測定の実効値  
(m/sec2)   

                         a0 : 基準振動加速度 (10 -5 m/sec2) 
  
     ３）パワー平均レベル ( LVeq ) 

         パワー平均レベルは、測定時間内の振動レベルが時間内に大きく変動す 

る場合、これと等しいエネルギーを持った定常振動の振動レベル又は振動 

加速度レベルをいう。単位は、デシベル（dB）。 

 騒音の場合のＡ特性音圧レベルと同じような意味合いを持ち、「等価騒 

音レベル」に相当する振動レベルの評価量となる。 

 

L Veq = 20 log 10 {１／t2 - t1 ・∫ av (t) /a0 dt } 
                   = 20 log 10 {１／n [ 10 Lv1/10 + 10Lv2/10 + … 10Lvn/10 ] } 
              = 20 log 10 { [ 10 Lv1/10 + 10Lv2/10 + … 10Lvn/10 ] } －10 log 10 n  

     但し、 av  ：振動感覚補正を行った振動加速度の測定の 
実効値 

                      a0 ：基準振動加速度 (10 -5 m/sec2) 
                 t1   : 測定開始時間  
                 t2   : 測定終了時間  
          T   : 実測時間（ｔ２－ｔ１）  



4 
 

         n  ：測定値の総数 
Lv1, Lv2, … Lvn ：振動レベルの測定値 

  

     ４）最大値 ( LVmax ) 

            最大値は、測定時間内にサンプリングされた振動レベル又は振動加速度レ 

ベルの最大値をいう。単位は、デシベル（dB）。 

   ５）最小値 ( LVmin ) 

            最小値は、測定時間内にサンプリングされた振動レベル又は振動加速度レ 

ベルの最小値をいう。単位は、デシベル（dB）。 

   ６）時間率振動レベル ( LVX ) 

           時間率振動レベルは、測定時間内に振動レベルが変動している場合、ある 
レベルを超えている時間が実効時間の x %を占めるとき、そのレベルを  
LVx の量記号で表したものをいう。 

振動レベルが、対象とする時間範囲：T の N％の時間に亘ってあるレベル 
を超えている場合、そのレベルを「N パーセント（%）時間率振動レベル」 
という。例えば、「５０％時間率振動レベル」は中央値（LV50）、「１０％時 
間率振動レベル」は８０％レンジの上端値（LV10）、「９０％時間率振動レベ

ル」は８０％レンジの下端値（LV90）という。単位は、デシベル（dB）。 
実際に時間率振動レベルを求める場合、一定時間間隔Δt ごとに振動レベ 

ルをサンプリングして所定の時間率振動レベルを求める。 統計処理方法と 
しては、サンプリング値から累積度数分布を求め、（１００－x）％になる 
振動レベルをｘ％時間率振動レベルという。 

     時間率振動レベルの測定法としては、一般的には計測時間：５秒 (Δt に 
相当)間隔の１００回法が用いられている。  

   ７）暗振動 
      暗振動とは、振動レベルの測定が対象となる振動発生施設以外からの振 

動をいう。振動発生施設が操業している状態で振動レベルの測定を行った場 
合、同発生施設からの振動と暗振動との合成した値となっていることから振 
動測定レベルから暗騒音の影響を差し引いて、暗騒音補正を行う必要がある。 

暗振動補正については、「解説」を参照のこと。 
      
（２）振動レベルの測定方法 
   １）振動レベル測定の位置  
      振動レベルの測定をする地点については、振動発生施設から影響を受ける 

と考えられる住居等の用に供される建物又は住民などから振動による苦情が 
出ている居住地域との最短距離に当たる鉱山の敷地境界線上とする。 
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   ２）測定機器 
      振動レベル計は、日本では計量法の条件に合格した特定器量機器の検定条 

件に合格した機器を使用することと規定されている。 
     ３）振動レベルの測定方法  
    a) 振動方向の選定 
      振動レベル計は、鉛直方向及び水平方向（２方向）の計３方向の振動レベ 

ルを同時に測定できるようになっているが、日本の振動規制法の規制基準に 
関する測定を行う場合には、鉛直方向の振動加速度に振動感覚補正を行った 

     振動レベルについて測定を行うものとする。 
    b) 振動ピックアップの設置箇所の選定 
 

 
 

 
振動レベルの測定は、原則 Z 方向（鉛直）のみで行うものとし、ピックアップ

の設置は、敷地境界線と直行方向を X、平行方向を Y とする。 
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  振動レベル測定のためのピックアップを設置するのに適当な敷地境界線の場所 
   ⅰ）緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所 

ⅱ）傾斜及び凹凸がない水平面を確保出来る場所 
ⅲ）温度、電気、磁気等の外的要因の影響を受けない場所 

   ⅳ）どうしても適切な場所がないような場所で測定を行う場合は、コンクリート

ブロックなどを土中に埋め込み、その上に振動ピックアップを設置。 
X 方向  
 
     Y 方向      出所：「振動の測定と評価」環境省 

 
４）観測時間及び実効時間の決定 
   振動レベルの観測時間は原則として１時間単位とし、実効時間については原則１

０分間以上とし、基準時間帯における振動レベルのパワー平均レベル LVeq を求め

るものとする。 
具体的には、観測時間内を適切な実効時間に区分し、区分毎の LVeqを求めてお 

き、測定後に最大値 LVmax、「８０％レンジの上端値(LV10)」から判断して、異常な 
測定値が観測された実効時間区分を除外し、残りの測定値のエネルギー平均を行 
い、その観測時間におけるパワー平均レベ LVeq を求める。   

敷地境界線上に無理に設置

しないで、道路や縁石など

に設置してください。 
側溝の蓋の上など、地盤と

異なる部分に設置すること

は避けてください。 
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鉱山の操業状況により振動の大きさについては、その発生時間帯が異なること 
  から、鉱山の実情に応じた振動レベル測定の観測時間及び実効時間を選定して実 

施するものとする。 
      振動レベル測定値の決定方法として、測定された変動波形に基づき以下のとお 

りとする。 
波形区分と決定方法 

変動波形の区分 振動レベル測定値の決定方法 

a)指示値が変動せず、又は変動が少ない

場合 

その指示値 

b)指示値が周期的又は間欠的に変動す

る場合 

変動ごとの最大値の平均値 

c)指示値が不規則かつ大幅に変動する

場合 

5秒間隔100個以上又はこれに準じる間

隔と個数の測定値の LV10 

  
  a) 指示値が変動せず、又は変動が少ない場合 

 
                                      b) 指示値が周期的又は間欠的に変動する 

場合 

 

 b) 指示値が周期的又は間欠的に変動する場合 

 

 
                   c) 指示値が不規則かつ大幅に変動する場合 
     
（３）日本における鉱山などの特定工場等において発生する振動の規制に関する 

基準値 
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区 分 昼 間 夜 間 

第一種区域    60dB ～ 65dB 55dB ～ 60dB 

第二種区域     65dB ～ 70dB     60dB ～ 65dB  

 
備考） （１）昼間とは、午前５時、６時、７時から午後７時、８時、９時又は１０時 
       までとし、夜間とは午後７時、８時、９時又は１０時から翌日の午前５ 

時、６時、７時又は８時までとする。 
    （２）上記表の「区域の区分」については、以下のとおりとする。 
     １）第一種区域とは、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を 

必要とする区域をいう。  
          ２）第二種区域とは、住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区 

域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生 
を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域 
であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振 
動の発生を防止する必要がある区域をいう。 

     
    （３）暗振動補正 
       振動発生施設が操業している状態で振動レベルの測定を行った場合、同

発生施設からの振動と暗振動との合成した値となっていることから振動

測定レベルから暗騒音の影響を差し引いて、暗騒音補正を行う必要がある。 
       振動発生施設を運転している状態での振動レベル（定常振動）と同施設 
      が停止状態での振動レベル計の指示値の差が２ｄＢ未満又は１０ｄＢ以 

上ある場合については、暗振動の影響はないと考えられるが、１０ｄＢ未 
満のときは以下の暗振動補正を行うものとする。 
振動レベル計の指示値の差  暗振動補正値 

   ３ｄＢ    ３ｄＢ 

   ４ｄＢ～５ｄＢ    ２ｄＢ 

   ６ｄＢ～９ｄＢ    １ｄＢ 

  
４．振動に係る一般査察（鉱害防止）報告書の作成 
 

振動に係る査察報告（様式） 

  １．振動発生施設及び振動防止施設 
  （１）振動発生施設  

施設名 設置年月 構造又は能力 管理状況 
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  （２）振動防止施設  

施設名 設置年月 構造又は能力 管理状況 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
  ２．振動レベル測定結果  
  （１）測定時の条件 
    １）測定年月日： 
    ２）振動レベル計の型式：  
    ３）天候、気温及びその他： 
    ４）測定時の振動発生施設の運転状況 
    ５）測定地点 
   （２）振動レベルの測定結果                 単位：dB   

測定時刻 LVeq LVmax LVmin LV10 LV50 LV90 備考 

  ～        

  ～        

  ～        

 平均値        

 
（３）振動による鉱害問題の発生状況 

鉱害問題発生年月 鉱害問題発生箇所  鉱害問題の概要、被害程度 

 

 

  

 
 （４）振動レベル測定の評価及び監督官の意見 
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   （５）添付資料 
    １）振動発生施設、測定地点及びその周辺の建物を記載した平面図 
      （発生施設、測定地点及びその周辺の建物との離隔距離を記入すること） 
    ２）周辺住民による鉱山からの振動に対する苦情、要望があった場合、その内 

容及び鉱山の対応について鉱山上席者から聴取した書類 
    ３）振動レベル測定地点及びその周辺の建物に関する写真 
 

 《解説》 

 １．振動とは？ 
  １）日常生活を送るうえでは存在しないもの、揺れることは異常である。 
  ２）媒介するものの影響を受ける。 
  ３）人の感覚尺度がある、周波数や方向により感じ方が異なる。 
  ４）人により感覚尺度や不愉快さが異なる。 
   
 ２．振動の人体への影響 
   １）健康被害 
     全身振動に長期間暴露された場合には健康被害 

（睡眠影響、心理的な反応、生理的な反応） 
 

３．時間率振動レベルの計算方法 
   変動振動を評価するには、「時間率振動レベル」を用いておりましたが、近年で

は振動レベルのパワー平均レベルを用いて評価することが推奨されています。 
しかしながら、時間率振動レベルは、その振動の統計的な性質が分かり易いこ 

とから本マニュアルではその計算方法について説明します。 
最初に、振動レベルの測定データを５秒間隔で１００個採取し、その測定値を以 

下の表－Ａに時間順に記載します。 次に、これらのデータを表－Ｂ「測定値１

dB 
毎の個数とその累計」に取りまとめます。次に、この表－Ｂを用いてＸ軸に振動レ 
ベル (dB)、Ｙ軸に累積度数をとり、データをプロットして「累積度数分布曲線」 
を描きます。   
「累積度数分布曲線」における９０％の値が「８０％レンジの上端値(LV10) 」と 
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なり、１０％の値が「８０％レンジの下端値(LV90) 」、そして５０％の値が「中央

値(LV50)」となります。 
振動レベルの測定を行った結果、その指示値が不規則かつ大幅に変動する場合に 

ついては、振動レベル値の決定は「８０％レンジの上端値(LV10)」を採用します。  

 

 
出所：「ＨＲＳ（株）の騒音・振動測定結果報告書の振動レベル測定値（北海道余市郡）２０１０年」 

 
表－Ａ： 振動レベル測定値 (100 回)         単位：dB 

 
 

 
 

回 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dB 65 71 75 77 80 85 83 78 72 70
回 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
dB 68 61 59 55 59 60 59 54 51 58
回 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
dB 62 67 70 74 77 79 82 80 83 82
回 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
dB 79 73 71 69 68 63 59 55 51 49
回 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
dB 48 49 51 58 66 67 62 69 72 71
回 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
dB 74 77 81 80 79 77 73 72 68 69
回 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
dB 75 76 71 72 76 71 68 66 64 62
回 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
dB 68 61 58 55 58 57 53 52 56 59
回 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
dB 60 63 62 63 67 62 68 66 61 65
回 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
dB 62 65 69 73 76 75 79 80 82 83
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表－Ｂ： 振動測定値１dB 毎の個数とその累計    単位：dB 

 

 

 
 

測定値

個数

累計
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0 1
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 （別紙－５） 

第七章 鉱煙（煤煙）及び粉塵に係る一般査察（鉱害防止）の実施 

                          ２０１６年１０月 
 
１．一般査察（鉱害防止）実施前の携行品の準備 

監督官は、鉱煙（煤煙）及び粉塵に係る一般査察（鉱害防止）を実施するに当た

り、上記「第一章、２．（２）一般査察携行品の準備」に加え、以下の査察用器材、

器具類を必要に応じて追加準備すること。 
１）デポジットゲージ又はダストジャー 
２）相対濃度粉塵計  
３）サンプリング採取用ビニール袋 
４）風速計 
５）温度計 

 
２．鉱煙に係る一般査察（鉱害防止）の実施   
（１）鉱山事務所における一般査察（鉱害防止）の実施 
    監督官は、上記「第二章、１．鉱山事務所における一般査察（鉱害防止）の実

施」に加え、鉱山の保安上席者から、当該鉱山における鉱煙（煤煙）及び粉塵に

関し、以下の事項について聴取し、鉱害問題の発生を防止するうえで支障又は問

題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項については保安上席者に

対して改善等の指導を行うものとする。   

 

（鉱煙（煤煙）関係） 
 １）保安内規には、次の事項が定められているか。 
   a) 鉱煙（煤煙）の発生施設及び鉱煙（煤煙）の処理施設の管理に関すること。  

b) 鉱煙（煤煙）発生施設において使用する燃料の硫黄含有率の確認に関するこ 

と。 

c) 排出ガスの量並びにその中に含まれる硫黄酸化物、煤塵及び有害物質の量の測

定並びに風向及び風速の観測に関すること。 

d) 鉱煙（煤煙）の発生施設又は鉱煙（煤煙）の処理施設の故障、破損その他の事

故が発生し、又は暴風雨その他の特別の事由により、鉱煙の処理に支障を生じ

たときの措置に関すること。   

  ２）鉱物事業権所有者は、鉱煙（煤煙）処理施設の排出口において鉱煙（煤煙）排 

出基準に適合しない鉱煙（煤煙）を排出していないか。  

  ３）鉱物事業権所有者は、故障、破損、又はその他の事故が発生し鉱煙（煤煙）排 
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出基準に適合しない鉱煙（煤煙）を排出し、又は排出する恐れが生じたときは、 

直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧し 

ているか。 

  ４）鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、鉱煙（煤煙）による鉱害を防止す

るため適当な措置を講ずべきことを指示された場合には、指示事項を遵守して

いるか。   

 ５）鉱山の鉱害防止担当の作業監督者は、鉱煙（煤煙）による鉱害を防止するため、

以下の事項を遵守しているか。   

a) 鉱煙（煤煙）の発生施設及び鉱煙（煤煙）の処理施設を毎作業日巡視し、そ 

の結果を保安日誌に記載すること。 

   b) 鉱煙（煤煙）の発生施設の排ガス中の鉱煙（煤煙）の濃度及び量について定 

期に測定、分析を行い、その結果を管理台帳に記録すること。 

 c) 巡視又は測定、分析の結果、鉱煙（煤煙）による鉱害を生ずる恐れが多いと 

きは、直ちに管理者に報告すること。  

   ６）鉱煙（煤煙）排出基準に適合しない鉱煙により鉱害の発生、又は発生するお 

それが生じたときは、事故の状況、事故についての応急措置の内容及び復旧 

工事の計画並びに復旧工事が完了したときはその内容について、直ちに鉱物 

部門を所管する総局長に報告しているか。 

     

（粉塵関係） 

  ７）保安内規には、粉塵に係る鉱害問題の防止に関して、次の事項が定められてい

るか。 

   a) 粉塵発生施設及び粉塵処理施設の管理に関すること。 

    b) 粉塵の発生又は飛散の防止に関すること。 

c) 粉塵発生施設又は粉塵処理施設の故障、破損その他の事故が発生し、又は暴風

雨その他の特別の事由により、粉塵の処理に支障を生じたときの措置に関する

こと。  

 ８）鉱物の貯鉱場又は捨石、鉱滓若しくは坑内水、廃水の処理による沈澱物の堆積場

又は鉱業廃棄物の埋立地であって、面積が 1,000 m2以上のものについては、粉塵

が飛散する恐れがある場合は、次の事項のいずれかを実施しているか。  

  a) 粉塵が飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。  

   b) 散水設備による散水が行われていること。  

  c) 防塵カバーで覆われていること。 

  d) 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 

  e) 上記と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。  

９）原動機の定格出力が 75 Kw 以上の坑外に設置されている破砕機及び摩砕機（湿
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式の物及び密閉式のものを除く。）並びに原動機の定格出力が 15 Kw 以上の坑外

に設置されている篩（湿式の物及び密閉式のものを除く。）については、次のい

ずれかの事項を実施しているか。  

   a）粉塵が飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。  

  b) フード及び集塵機が設置されていること。  

  c) 散水設備による散水が行われていること。  

  d) 防塵カバーで覆われていること。  

  e) 上記と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。  

１０）ベルトの幅が 0.75 m 以上の坑外に設置されているベルトコンベア（密閉式 

のものを除く。）及びバケットの内容積が 0.03 m3以上の坑外に設置されている

バケットコンベア（密閉式のものを除く。）については、粉塵が飛散する恐れが

ある場合は、次の事項のいずれかを実施しているか。 

  a) 粉塵が飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。  

 b) コンベアの積込部及び積降部にフード及び集塵機が設置されていること、並び

にコンベアの積込部及び積降部以外の粉塵が飛散する恐れのある部分に散水

又は防塵カバーの措置が講じられていること。 

 c) 散水設備による散水が行われていること。  

 d) 防塵カバーで覆われていること。  

 e) 上記と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 

１１）石灰石(ドロマイトを含む。) の機械消化施設の粉塵排出口については、次の    

   事項のいずれかを実施しているか。  

 a) 集塵機が設置されていること。  

 b) 散水設備による散水が行われていること。 

 c) 上記と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。  

１２）粉塵発生施設又は粉塵処理施設について、故障、破損その他の事故が発生し、

粉塵による鉱害問題を生じ、又はそのおそれが生じたときは、直ちにその事故

について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しているか。 

１３）鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、粉塵による鉱害問題を防止するた 

め適当な措置を講ずべきことを指示したときは、指示事項を遵守しているか。       

１４）鉱山の鉱害防止担当の作業監督者は、粉塵による鉱害問題を防止するため、

以下の事項を遵守しているか。  

a) 粉塵発生施設及び粉塵処理施設を毎作業日巡視し、その結果を保安日誌に記載 

すること。 

b) 粉塵発生施設及び粉塵処理施設を巡視の結果、粉塵による鉱害問題を生ずるお 

それが多いときは、直ちに管理者に報告すること。 

１５）粉塵による鉱害問題の発生のおそれが多いとき及び鉱害が発生したときは、 
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事故の状況並びに事故についての応急の措置の内容及び復旧工事の計画、復

旧工事が完了したときはその内容について、直ちに鉱物部門を所管する総局

長に報告しているか。   

    

（２）鉱山施設及び作業場における一般査察（鉱害防止）の実施 

    監督官は、上記「第二章、２．鉱山施設及び作業場に対する一般査察（鉱害防止 

   の実施」に加え、以下の事項について、鉱煙（煤煙）に関する鉱害問題の発生を防 

止するうえで支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断される事項に 

ついて保安上席者に対して改善等の指導を行うものとする。  

 

（鉱煙（煤煙）関係） 
  １）鉱煙（煤煙）発生施設及び鉱煙（煤煙）処理施設の維持管理状況は良好である 

か。 

２）鉱煙（煤煙）発生施設、鉱煙（煤煙）処理施設及び煙突・煙道などには亀裂・ 

損傷・漏煙・異常音などが認められないか。 

  ３）鉱煙（煤煙）処理施設の機能及び能力は十分であるか。  

 ４）鉱煙（煤煙）処理施設で捕集された煤塵、硫黄酸化物、窒素酸化物その他有害 

物質は適正に処理、処分されているか。 

  ５）鉱山周辺において鉱山から排出された二酸化硫黄による大気の汚染状況に問題 

は認められないか。 

  ６）鉱山周辺では降下煤塵量が顕著に認められるか。 

  ７）鉱山周辺では浮遊粒子状物質が顕著に認められるか。 

 

（粉塵関係） 

  ８）鉱山の粉塵発生施設及び粉塵処理施設の維持管理状況は良好であるか。 

 ９）粉塵処理施設から漏洩粉塵は発生していないか。 

１０）散水設備は、粉塵飛散防止のための能力は十分であるか。 

 １１）粉塵処理施設で捕集された粉塵は適正に処理、処分されているか。 

 １２）鉱山周辺では降下粉塵量が顕著であるか。 

 １３）鉱山周辺において浮遊粒子状物質による大気の汚染状況に問題は認められな 

いか。 

  

３．降下煤塵量又は粉塵発生量及び浮遊粒子状物質の測定  

  （１）鉱山周辺における降下煤塵量又は粉塵発生量の測定 

     鉱山周辺における降下煤塵量又は粉塵発生量が顕著に認められる場合には 

デポジットゲージ法又はダストジャー法により測定を行い、その測定結果に 
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基づき鉱山の煤塵又は粉塵発生対策について監督指導を行うものとする。 

     デポジットゲージ法による測定とは、地上に落下してくる降下煤塵又は飛 

散粉塵や雨水を捕集するための大きな漏斗（∮150mm ～ ∮600mm 程度）と捕 

集した煤塵又は粉塵及び雨水を溜めておくタンクとをパイプで接続した捕集 

器具であり、測定器の構造は簡単であり測定に電源などは必要ない測定方法 

である。 

      デポジットゲージ測定器を降下煤塵又は粉塵が顕著に認められた鉱山周

辺の適当な地点に一カ月間設置し、回収したタンク内の捕集物について溶解

性成分と不溶解性成分に分類して重量を計測し、同測定器を設置した地点に

おける一カ月間の単位面積当たりの捕集量（単位：ton/km2/month）の算出

を行う。  

日本では、降下煤塵量又は粉塵量について環境基準の規制はない。 

      なお、ダストジャー法はデポジットゲージ法と同様な計測方法である。 

 

        

       （デポジットゲージ測定器） 

 

     （２）鉱山周辺における浮遊粒子状物質の測定 

      大気中に浮遊する粒子状物質とは、その粒径が１０μm 以下のものであっ

て、沈降速度が小さいため大気中に比較的長時間滞留し、人体の気道又は肺

胞に沈着し、人の健康上有害な影響を与える物質である。 

鉱山周辺における大気中の浮遊粒子状物質を測定する方法としてハイボ

リウムエアーサンプラー又はローボリウムエアーサンプラーがあり、フィル

ター上に粒子状物質を捕集し、捕集した試料については同物質の重量を計測

した後、必要に応じて重金属の分析を行う。  

    １) ハイボリウムエアーサンプラーによる測定   

     a) ハイボリウムエアーサンプラーの構造とフィルター 
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       ハイボリウムエアーサンプラーは、フィルターホルダ、吸引ポンプ、吸

引流量測定計から構成された測定器であり、フィルタは粒径 0.3μｍの粒

子状物質に対し９９％以上の捕集率を有する石英繊維製フィルタ又はフ

ッ素樹脂系フィルタを使用する。 

       吸引ポンプは、０．７～１．５m3/min で吸引できる能力を持ち、流量

調整機能を有し、２４時間以上連続的に使用できることが条件となる。 

       流量計としては、フロート式面積流量計、熱線式流量計、差圧式流量計

などがある。 

     b) 捕集条件及び測定値 

       ハイボリウムエアーサンプラーの設置にあたっては、地上から舞い上が

る浮遊粒子状物質の影響を受けないような場所を選定し、捕集時間は連続

する２４時間実施し、測定値はその１時間値の平均値とする。 

     c) 浮遊粒子状物質捕集前のフィルタの重量測定 

       フィルタは、デシケータを用いて温度２０℃、相対湿度５０％で恒量し

た後、０．１mg まで正確に秤量を行う。 

     d) 浮遊粒子状物質の捕集 

        フィルタをハイボリウムエアーサンプラーにセットした後、捕集開始 

       後流量調整を行い、流量の読み取りと捕集終了直前にも流量の読み取り 

を行い、計測終了後、次の算定式により大気吸引量の算定を行う。 

 

         V20 = St× (Fs + Fe )／2 × (273 + 20)／(273 + Ｔ) × P／101.3  

                   

                    V20：２０℃、101.3 kPa における大気吸引量 (m3)  

                   St ：吸入時間 (min) 

                    Fs ：測定開始時の流量 (m3/min) 

                    Fe ：測定終了時の流量 (m3/min) 

           Ｔ ：試料捕集時の平均気温 (℃) 

                    Ｐ ：試料捕集時の平均大気圧 (Pa) 

 

       e) 浮遊粒子状物質捕集後のフィルタの重量測定 

       捕集後のフィルタは、捕集前と同じ条件にてデシケーターで乾燥（温度

２０℃、相対湿度５０％）させ恒量した後、０．１mg まで正確に秤量を

行う。  

ｆ）浮遊粒子状物質の濃度については、次の算定式にて算出する。 

 

         C = (We – Ws)／V20  
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           C ：浮遊粒子状物質濃度 (mg/m3)      

                      We ：捕集後のフィルタ重量 (mg) 

                    Ws ：捕集前のフィルタ重量 (mg) 

         V20：２０℃、101.3 kPa における大気吸引量 (m3)  

  
         g) 重金属の分析を行うための前処理 

       捕集した試料中の重金属類の分析を行う必要がある場合には、あらかじ 

め試料を酸性又はアルカリ性物質にて分解し、測定対象となる物質の溶液 

化を行う。使用する酸、アルカリ、溶媒には高純度試薬を準備し用いる。 
     h) 重金属の分析 

             （省略） 
   ２）ローボリウムエアーサンプラーによる測定  
     a) ローボリウムエアーサンプラーの構造とフィルター 

       ローボリウムエアーサンプラーは、フィルターホルダ、吸引ポンプ、吸

引流量測定計から構成された測定器であり、フィルタは粒径 0.3μｍの粒

子状物質に対し９９％以上の捕集率を有する石英繊維製フィルタ又はフ

ッ素樹脂系フィルタを使用する。 

       吸引ポンプは、１０～３０Liter/min の範囲で吸引できる能力を持ち、

流量調整機能を有し、２４時間以上連続的に使用できることが条件となる。 

     b) 捕集条件及び測定値 

       ローボリウムエアーサンプラーの設置にあたっては、地上から舞い上が

る浮遊粒子状物質の影響を受けないような場所を選定し、捕集時間は連続

する２４時間実施し、測定値はその１時間値の平均値とする。 

c) ローボリウムエアーサンプラーと相対濃度計による併行測定の実施及び

質量濃度変換係数（Ｋ値）の算定 

簡便な方法としてローボリウムエアーサンプラーによる浮遊粒子状物 

質の測定時に相対濃度計を用いて併行測定を行うことにより、質量濃度 

変換係数（Ｋ値）を求めることで、鉱山周辺における浮遊粒子状物質の 

濃度測定が可能となる。 

 

「粉塵濃度測定・評価マニュアル」から抜粋 

１．質量濃度変換係数（Ｋ値）の求め方 

ローボリウムエアーサンプラーと相対濃度計を測定箇所に並列に

並べ、ローボリウムエアーサンプラーと相対濃度粉塵計の測定時間を
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連続した同じ時間 t（min）測定を行い、その測定で得られた粒子状物

質濃度ＭＣ（mg/m3）を求める。 

次に、併行測定を行った相対濃度ＲＡ（cpm）及び相対濃度計に取り

付けられているダ一クカウントＤ (cpm）を次式に代入してＫ値を求

める。 ダークカウントＤ (cpm）は、各相対濃度粉塵計の固有数値

であり検査表に記載されている。 

 

       Ｍｃ= W÷ｑ×ｔ÷1000 
Ｋ ＝ Ｍｃ／(ＲＡ－Ｄ) (mg/m3) 

 

         ＭＣ：粒子状物質濃度（mg/m3）  

    Ｗ：捕集粒子状物質の重量 (mg) 

         q :大気吸引量 (Liter/min) 

        t：測定時間（min） 

        Ｋ：質量濃度変換係数 

    ＲＡ:相対濃度（counts per minute） 

        Ｄ：ダークカウント(cpm） 

     

    ２．粉塵濃度の測定値計算方法 
（１）質量濃度粉塵計と相対濃度粉塵計を用いて粉塵濃度の併行測定

を行う場合  
作業環境について、Ａ測定による併行測定を行った場合、その測定結

果については、以下の手順により、質量濃度換算係数（Ｋ値）、測定点

の質量濃度、全測定点の幾何平均値(M)及び幾何標準偏差（σ）の計算

を行う。   

１) 質量濃度換算係数（Ｋ値）の計算 

単位作業場所において、質量濃度粉塵計と相対濃度粉塵計との併行

測定結果から、Ⅰ－８（５）に示された計算式により、質量濃度換算

係数（Ｋ値）の計算を行う。  

2) 質量濃度の計算 

相対濃度粉塵計により得られた各測定点における相対濃度値(cpm)
にＫ値を乗じることにより、各測定点における質量濃度（mg/m3）を

計算する。 

3) 幾何平均値の計算 
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上記 2)から得られた各測定点における質量濃度 Mc1(mg/m3）、Mc 2 

(mg/m3) ･････ Mc n (mg/m3）を用いて、以下の計算式により、単位

作業場所における幾何平均値 M を計算する。 

    

 ＿                          
    X  = n √ Mc1×Mc 2×････× Mc n   
   

    
     ＿ 

log X   = 1/n ൛ࢍ	ࢉࡹ	  	ࢉࡹ	ࢍ  	･･･		     ൟ		ܖ	ࢉࡹࢍ
 

          _ 
∴		M ＝ 10X 

  

  （２）簡易測定による粉塵濃度の測定値計算方法  

相対濃度粉塵計１台のみを用いて測定した相対濃度(cpm)に次表に掲げ

る質量濃度の換算値を乗ずることにより、各測定点における質量濃度が簡

単に計算できる。 

単位作業場所における各測定点の相対濃度の測定に当たっては、全体の

測定時間 t（６０分以上）とし、測定点数を n とすると、t/n から区切り

のよい時間を決め、その時間間隔で１分間の相対濃度測定を行うものとす

る。（例えば、全体の測定時間６０分とし、測定点が１０箇所とすれば、

６０／１０＝６分間隔で相対濃度の測定を行う。） 

各測定点における相対濃度の測定が済んだら、以下の相対濃度粉塵計の

型式に基づく質量濃度変換係数の換算値を用いて、質量濃度を求め、上記

（１）、4)及び 5)と同様に幾何平均値及び幾何標準偏差の計算を行う。  

相対濃度粉塵計の型式  換算値 

  ＬＤ－３Ｋ２      １cpm = 0.001 mg/m3  

            
４．鉱煙（煤煙）及び浮遊粒子状物質に係る排出基準、環境基準 

（１）浮遊粒子状物質に係る環境基準 （１９７２年局長通達） 

     浮遊粒子状物質に係る環境基準は、次の２つの値のいずれも満たすものとす

る。 

１）連続する２４時間における１時間

値の平均値 

 0.10 mg / m3  

２）１時間値  0.20 mg / m3 
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  （２）鉱煙（煤煙）中の有害物質に係る排出基準（鉱山関係分） 

 有害物質      対象となる施設 基準値 

１）カドミウム及

びその化合物 

銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼

炉、焼結炉、溶解炉、転炉及び乾燥炉 

1.0 mg/m3N 

２）鉛及びその化 

合物 

銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼

炉、溶解炉、転炉及び乾燥炉 

10 mg/m3N 

銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉

及び溶鉱炉 

30 mg/m3N 

  

 （３）鉱煙（煤煙）中の硫黄酸化物、窒素酸化物及び煤塵の排出基準 

    （省略） 

 

 ５．鉱煙（煤煙）に係る一般査察報告書の作成 

 

（その１）鉱煙（煤煙）に係る査察報告（様式） 

 １．鉱煙（煤煙）発生施設及び鉱煙（煤煙）処理施設 

  （１）鉱煙（煤煙）発生施設 （施設毎に記載）  

  １）鉱煙発生施設の原燃料の種類、硫黄分等の含有量及び使用量 

鉱煙（煤 

煙）発生 

施設名 

原燃料の種類と使用量 

備 考 
種  類 

含有率 (％) 使用量 

(t/h,m3N/h） 

 

硫黄分

（％）

窒素分 

（％） 

灰分 

（％） 

       

 
  ２）鉱煙（煤煙）発生施設 

鉱煙（煤煙）発生施設名   

１．施設の設置年月  

２．鉱煙（煤煙）発生施設の構造 

  及び能力 
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３．排煙条件 

 １）排出ガス量（湿り） 

   

    （m3N/h） 

  ２）排出ガス量（乾き）     （m3N/h）   

 ３）排出ガス温度     （℃）   

 ４）排出ガス速度     （m/sec） 

 ５）煙突の実高さ        （ｍ） 

 ６）煙突の有効高さ     （ｍ） 

 ７）排出ガス中の酸素濃度     （％容量比） 

 

 （２）鉱煙（煤煙）処理施設 

鉱煙（煤煙）処理施設名   

１．施設の設置年月  

２．鉱煙（煤煙）処理施設の構造 

  及び能力 

 

３．鉱煙（煤煙）処理状況    処理前    処理後 

  １）処理ガス量（最大）     （m3N/h）      （m3N/h） 

 ２）処理ガス量（連続運転時）     （m3N/h）       （m3N/h） 

 ３）排出温度       （℃）        （℃）  

 ４）硫黄酸化物排出量        （m3N/h）            （m3N/h）  

 ５）窒素酸化物排出量     (cm3/m3N)          (cm3/m3N) 

 ６）煤塵の量      (mg/m3N ）           (mg/m3N ） 

  

  ２．降下煤塵量の測定結果 

測定年月   測定箇所 測定結果(t/km2/M)   考 察 

 

 

   

 

  ３．浮遊粒子状物質の測定結果 

測定年月   測定箇所 測定結果(mg/m3)   考 察 
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４．鉱煙（煤煙）による鉱害問題の発生状況 

鉱害問題発生年月 鉱害問題発生箇所  鉱害問題の概要、被害程度 

 

 

  

 

  ５．鉱煙（煤煙）に係る一般査察（鉱害防止）結果の評価及び問題点 

 

 

  ６．添付資料 

   １）鉱山の鉱煙（煤煙）発生施設及び鉱煙（煤煙）処理施設並びに降下煤塵量の 

測定地点、浮遊粒子状物質の測定地点及びその周辺の物件（住居、畑地等） 

が記入された平面図（鉱煙（煤煙）発生施設及び鉱煙（煤煙）処理施設と降 

下煤塵量の測定地点、浮遊粒子状物質の測定地点及びその周辺の物件（住居、 

畑地等）との距離についても図面に記入すること。） 

   ２）周辺住民による鉱山からの鉱煙（煤煙）に対する苦情、要望及びそれに対す 
る鉱山の対応について鉱山上席者から聴取した書類  

   ３）鉱煙（煤煙）処理系統図 

   ４）降下煤塵量の測定地点、浮遊粒子状物質の測定地点及びその周辺の物件に関 

する写真 

  

（その２） 粉塵に係る査察報告（様式） 

 

 １．粉塵発生施設及び粉塵処理施設 

  （１）粉塵発生施設 

粉塵発生施設名 設置年月 構造及び能力 維持管理状況 
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  （２）粉塵処理施設  

粉塵処理施設名 設置年月 構造及び能力 維持管理状況 

  

 

  

  

 

  

   

 

 

  

  ２．降下粉塵量の測定結果 

測定年月   測定箇所 測定結果(t/km2/M)   考 察 

    

    

 

  ３．浮遊粉塵量の測定結果 

測定年月   測定箇所 測定結果(mg/m3)   考 察 

    

    

 

  ４．粉塵による鉱害問題の発生状況 

鉱害問題発生年月 鉱害問題発生箇所  鉱害問題の概要、被害程度 

 

 

  

  

  ５．粉塵に係る一般査察（鉱害防止）結果の評価及び問題点 

 

 

  ６．添付資料 

   １）鉱山の粉塵発生施設及び粉塵処理施設並びに降下粉塵量の測定地点、浮遊粉 

塵量の測定地点及びその周辺の物件（住居、畑地等）が記入された平面図 

（粉塵発生施設及び粉塵処理施設と降下粉塵量の測定地点、浮遊粉塵量の測 

定地点及びその周辺の物件（住居、畑地等）との距離についても図面に記 
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入すること。） 

   ２）周辺住民による鉱山からの粉塵に対する苦情、要望及びそれに対する鉱山の 
対応について鉱山上席者から聴取した書類   

   ３）粉塵処理系統図 

   ４）降下粉塵量の測定地点、浮遊粉塵量の測定地点及びその周辺の物件（住居、 

畑地等）に関する写真 

  

《解説》 

１．鉱煙（煤煙）の定義 
 （１）燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物 
 （２）燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する煤塵 
 （３）物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生する物質のうち、以下の物質で 

    あって人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの。 

   １）カドミウム及びその化合物 

   ２）塩素及び塩化水素 

   ３）フッ素、フッ化水素及びフッ化珪素 

   ４）鉛及びその化合物 

   ５）窒素酸化物 

 

２．鉱煙（煤煙）発生施設  

鉱煙（煤煙）発生施設         構造及び能力 

１）ボイラー 伝熱面積が１０ｍ２以上又はバーナーの燃料の

燃焼能力が重油換算で 50L/h 以上 

２）金属の精錬の用に供する

焙焼炉、焼結炉及び煆焼炉 
原料の処理能力が１t/h 以上 

３）金属の精錬の用に供する 
 溶鉱炉 

原料の処理能力が１t/h 以上 

４）金属の精製又は鋳造の用

に供する溶解炉 
火格子面積が１ｍ２以上又はバーナーの燃料の

燃焼能力が重油換算で 50L/h 以上   

５）金属の鍛造若しくは圧延

又は金属若しくは金属製品の

熱処理の用に供する加熱炉 

火格子面積が１ｍ２以上又はバーナーの燃料の

燃焼能力が重油換算で 50L/h 以上    

６）乾燥炉 火格子面積が１ｍ２以上又はバーナーの燃料の

燃焼能力が重油換算で 50L/h 以上    
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７）廃棄物焼却炉 

 

火格子面積が２ｍ２以上又は焼却能力が２００

kg/h 以上 

８）銅、鉛又は亜鉛の製錬の

用に供する焙焼炉、焼結炉、

溶解炉、転炉及び乾燥炉 

原料の処理能力が 0.5 t/h 以上、火格子面積が 0.5
ｍ２以上又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油

換算で 20L/h 以上    

９）ガスタービン 燃料の燃焼能力が重油換算で 50L/h 以上    

 
３．鉱煙（煤煙）量の計算 

     １）前提条件 

      a) 燃料中の硫黄分は、石油の場合、全量が SO2になるものとして計算し、 

石炭の場合灰分への硫黄吸着率は実験等による確実な値のみを採用と 

する。 

      b) 排出ガス量の算定に当たっては、空気予熱器からの空気の漏洩率は設 

計値が明確な場合は設計値によるものとし、そうでない場合は漏洩率 

＝０とする。 

      ２）排出ガス量 

      a) 理論空気量 

        Ao = 8.89 (C) + 26.7 (H) + 3.33 (S)   (m3N/kg –fuel) 

                      C,H 及び S ：燃料１ｋｇ当たりの炭素、水素及び硫黄の含 

有量(kg/kg) 

           b) 理論燃焼ガス量 

        Qo = 8.89 (C) + 32.3 (H) + 3.33 (S)   (m3N/kg –fuel)  

 

           c) 実際燃焼ガス量 

        Q’= Qo + (λ－1)Ao        (m3N/kg –fuel)  

                      λ：過剰空気率及び漏入空気率 

      d) 排出ガス量 

 

        Q = Q’× F × (273 + 15)／273 × 1/3,600  (m3/sec) 

                      F : 燃料使用量 (kg/h) 

           e) 排出温度 

         T = 273 + t     (°K) 

 

 

           f) 排出速度 

       V = (T/273 × Q’× F × 1/3,600)／煙突頂部面積 (m/sec) 
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           g) 煙突の補正排出口高さの計算 

 

        He = Ho + 0.65 (Hm + Ht) 

 

                  Hm = 0.75 √(Q ×V)／（１＋2.58/V） 

                 Ht = 2.01×10-3×Q×(T – 288)×(2.301 log J + 1/J -1) 

                  J = 1／√(Q×V) × (1460 – 296 × V ／(T-288) + 1 

 

           h) 硫黄酸化物許容排出量の計算 

         

        ｑ = K × 10-3 × He2   

                       q : 硫黄酸化物許容排出量 (m3N/h)   

                       Ｋ：地域ごとに定めた値 

            He = 煙突の補正排出口の高さ (m) 

 

           i) 硫黄酸化物排出量の計算 

 

        ｑ’= 0.7 × S/100 × F  (m3N/h)    

 

           j) 排出口鉱煙（煤塵）濃度の計算 

 

        d = D / Q’ (g/m3N) 

                      d：鉱煙（煤塵）濃度 (g/m3N) 

           D：燃料１ｋｇ当たりの灰分 (g) 

                      Q’： 燃料１ｋｇ当たり実際燃焼ガス量 (m3N/kg –fuel)   

 

      k) 硫黄酸化物の地上最大濃度及び地上出現地点 

 

        Cmax = 1.72 × q’／He2   (ppm) 

                   

               Xmax = 20.8 × He 1.143    (m) 
  

 ４．鉱煙発生施設の概要 
 （１）ボイラー 
     製錬加工工程での乾燥、加熱などの水蒸気、温水などの供給用として使用さ 



 
17 

 

れる。 
 ボイラーの種類には、水管式、貫流式、煙管式、強制循環式などがあり、燃 
料としては石炭、重油、ガスなどが用いられる。 

  （２）乾燥炉 
     鉱石などの水分の除去、湿式製錬工程、廃ガス洗浄装置などにより発生す     
    る残渣の乾燥などに用いられる。 

 乾燥炉には、回転式、フラッシュ式、噴霧式などがあり、燃料としては石炭、 
重油、ガスなどが用いられる。 

  （３）煆焼炉 
     石灰石などの鉱物を焼いて炭酸ガスや水分を除去するのに用いられる。 

 燃料としては石炭、重油、ガスのほか可燃性廃棄物（ゴム製品、廃油）など 
が用いられる。 

  （４）焙焼炉 
     硫化鉱などを溶融しない程度に加熱して金属化合物又は酸素を含む金属化 

合物にするのに用いられ、焙焼には目的により酸化焙焼、硫酸化焙焼、塩化焙 
焼などがあり、炉の型式として多段炉、回転炉、フラッシュ炉、流動炉などが 
ある。 
 硫化鉱の場合は発熱反応を利用して自己燃焼（自燃）させるが、熱源が必要 
な場合には重油、ガスなどが用いられる。 

  （５）焼結炉 
     粉鉱を溶鉱炉などで処理する場合には溶鉱炉に投入する前に粉鉱に固めな 

ければならないため、鉱石が酸化物であれば粉コークスな燃料を混ぜ合わせ、 
硫化鉱であれば硫黄や鉄の酸化熱を利用して焼き固めるために用いる。 

     炉の型式には、ポット式、グリナワルド式、ドワイトロイド式などがある。 
  （６）溶鉱炉 
     鉄、銅、鉛、亜鉛、ニッケルなどの製錬に用いられる重要な溶錬炉の一つで 

ある。溶鉱炉の断面の形状は丸型、楕円型、長方型などがあり、例えば鉄製錬

の場合には炉の上部から鉱石、コークス、溶剤などを投入し、炉の下部の羽口

から予熱した空気を送風機で吹き込むようになっている。 
  （７）反射炉 
     広く、浅い炉床を有する扁平な炉でアーチ状の天井があり、一方に火口があ 

って重油、ガスなどを燃焼させて加熱する。火焔の輻射、又は高温に熱せられ 
た天井からの輻射熱で装入物を加熱することから反射炉と呼ばれる。 

  （８）転炉 
     金属の精製又は製錬に使用される炉であり、製鋼用と非鉄金属精錬用とに 

大別される。 いづれも炉の内側には耐火レンガが内張りされている。 
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  （９）回転炉 
     鋼板製円筒の内側を耐火レンガで内張りした炉体をローラで支え回転させ 
    る構造の炉である。 
     鉱石の乾燥、焙焼、鉱滓処理など種々の用途に用いられる。 
  （１０）溶解炉 
     金属の精製又は鋳造の用に供する炉であり、キュポラ、ルツボ炉、反射炉、 

電気炉などがある。 
  （１１）加熱炉 
     金属の鍛造、圧延、焼入れなどの熱処理に用いられる炉であり、反射炉、電 

気炉などがある。 
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５．東京地域における月間降下粉塵量の測定資料（１９９９年～２００４年）

 
         出所：東京都 
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 （別紙－６） 
第八章 鉱業廃棄物、毒劇物、ダイオキシン類及び土地の掘削 

に係る一般査察（鉱害防止）の実施 
                       

２０１６年１０月 
１．一般査察（鉱害防止）実施前の携行品の準備 

監督官は、鉱業廃棄物、毒劇物、ダイオキシン類及び土地の掘削に係る一般査察

（鉱害防止）を実施するに当たり、上記「第一章、２．（２）一般査察携行品の準

備」に加え、以下の査察用器材、器具類を必要に応じて追加準備すること。 

  １）水質検査用器材等（ｐＨ計測器、パックテスト） 

  ２）1000ml 採水用ポリエチレンビン 

  ３）化学薬品（硝酸、水酸化ナトリウム２０％溶液） 

  ４）濾紙 

  ５）漏斗 

  ６）温度計 

 

２．鉱業廃棄物、毒劇物、ダイオキシン類及び土地の掘削に係る一般査察（鉱害防止）

の実施  

（１）鉱山事務所における一般査察（鉱害防止）の実施 

    監督官は、上記「第二章、１．鉱山事務所における一般査察（鉱害防止）の実

施」に加え、鉱山の保安上席者から、当該鉱山における鉱業廃棄物、毒劇物、ダ

イオキシン類及び土地の掘削に関し、以下の事項について聴取し、鉱害問題の発

生を防止するうえで支障又は問題がないか確認を行い、保安上不適切と判断され

る事項については保安上席者に対して改善等の指導を行うものとする。  

（鉱業廃棄物関係）  

１）保安内規には、鉱業廃棄物に係る鉱害問題の防止に関して、次の事項が定めら

れているか。 

    a) 鉱業廃棄物の保管及び運搬に関すること。 

     b) 鉱業廃棄物の処分に関すること。 

c) 鉱業廃棄物に含まれる有害物質の測定、分析に関すること。 

d) 鉱業廃棄物埋立場周辺の地下水の水質の測定、分析に関すること。 

e) 鉱業廃棄物の中間処理施設である焼却炉などの管理に関すること。 

f) 鉱業廃棄物の埋立場の管理に関すること。 

２）鉱物事業権所有者は、みだりに鉱業廃棄物を投棄してはいないか。 

３）鉱物事業権所有者は、鉱業廃棄物の飛散、流出及び地下への浸透を防止するた 

めの必要な措置を講じているか。 



2 
 
 

４）鉱物事業権所有者は、鉱業廃棄物の規制処理基準に適合しない方法で鉱業廃棄 

物を運搬させていないか。 

５）鉱物事業権所有者は、鉱業廃棄物の技術上の基準に適合しない埋立場に鉱業廃 

棄物を埋立処分していないか。 

６）鉱物事業権所有者は、有害鉱業廃棄物を坑内の採掘跡又は旧坑道などに埋立処 

分していないか。  

７）鉱物事業権所有者は、規制処理基準に適合しない方法で鉱業廃棄物の運搬又は 

処分を第三者に請け負わせていないか。  

８）鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、鉱業廃棄物による鉱害問題を防止 

するため適当な措置を講ずべきことを指示したときは、鉱物事業権所有者は、 

指示事項を遵守しているか。 

９）鉱山の鉱害防止担当の作業監督者は、鉱業廃棄物による鉱害問題を防止するた

め、以下の事項を遵守しているか。  

  a) 鉱業廃棄物の中間処理施設である焼却炉などを毎日巡視し、その結果を保安 

日誌に記載すること。   

 b) 鉱業廃棄物の坑外埋立場を毎日巡視し、その結果を保安日誌に記載すること。  

 c) 鉱業廃棄物の埋立場の附近の地下水の水質について定期的に測定、分析し、 

その結果を管理台帳に記録すること。 

d) 坑内埋立場の場内水の水位及びこれに連絡する坑内水の水位、その他の状況 

について毎日巡視し、その結果を保安日誌に記載すること。 

 e) 坑内埋立場の場内水が浸出している場合には、その水質について定期的に 

測定、分析し、その結果を管理台帳に記録すること。 

 f) 鉱業廃棄物の処理施設、埋立場の巡視、又は測定分析の結果、鉱業廃棄物に 

よる鉱害を発生するおそれが多いときは、直ちに管理者に報告すること。  

 １０）鉱物事業権所有者は、有害鉱業廃棄物の一月毎の種類別発生量並びに運搬

及び処分の方法について「有害鉱業廃棄物の処分台帳」に記録しているか。 

１１）鉱物事業権所有者は、鉱業廃棄物の埋立場又は坑内埋立場に危険のおそれ 
の多いときは、直ちに鉱物部門を所管する総局長に報告しているか。 
 

（毒劇物関係） 

 １２）保安内規には、毒劇物に係る鉱害問題の防止に関して、次の事項が定めら

れているか。 

      a) 毒劇物の保管及び管理に関すること。 

     b) 毒劇物による事故時の措置に関すること。 

    １３）毒物又は劇物が飛散し、漏れ、流出、浸出、又は地下に浸み込んだ場合に 

     おいて、毒物又は劇物による鉱害問題を生じ、又はそのおそれが生じたとき 
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は、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復 

旧しているか。 

１４）鉱山の鉱害防止担当の作業監督者は、毒物又は劇物による鉱害問題を防止

するため、以下の事項を遵守しているか。  

    a) 毒劇物の貯蔵所、毒物又は劇物を使用する鉱山施設、毒物又は劇物を含有 

する廃水処理施設を毎日巡視し、その結果を保安日誌に記載すること。   

      b) 毒劇物の貯蔵所、毒物又は劇物を使用する鉱山施設、毒物又は劇物を含有 

する廃水処理施設を巡視した結果、毒物又は劇物による鉱害を発生するおそ 

れが多いときは、直ちに管理者に報告すること。  

１５）鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、毒物又は劇物の回収、毒性の 

除去又は鉱害を防止するための適当な措置を講ずべきことを指示したときは、

指示事項を遵守しているか。 

 

 （ダイオキシン類関係） 

  １６）鉱物事業権所有者は、ダイオキシン類による鉱害を防止するため、ダイオキ

シン類焼却施設の排出口又は当該施設を設置する鉱山若しくは附属施設の排

水口において、規制基準に適合しないダイオキシン類を含有する排出ガス又

は排出水を排出していないか。   

１７）鉱物事業権所有者は、ダイオキシン類焼却施設において、故障、破損、停電

その他の事故が発生し、規制基準に適合しないダイオキシン類を含有する排

出ガス又は排出水を排出するおそれが生じたときは、直ちにその事故につい

て応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しているか。 

  １８）鉱物部門を所管する大臣が特に必要と認め、ダイオキシン類による鉱害を防 

止するためダイオキシン類を含有する排出ガス又は排出水の排出の制限な

ど適当な措置を講ずるべきことを指示したときは、鉱物事業権所有者は、指

示事項を遵守しているか。  

１９）鉱山の鉱害防止担当の作業監督者は、ダイオキシン類による鉱害問題を防止 

するため、以下の事項を遵守しているか。  

   a)ダイオキシン類焼却施設を毎日巡視し、その結果を保安日誌に記載するこ 

と。 

      b) ダイオキシン類焼却施設を巡視した結果、ダイオキシン類による鉱害問題   

を生ずるおそれがあるときは、直ちに管理者に報告すること。 

  

（土地の掘削関係） 

  ２０）鉱物事業権所有者は、坑内採掘を行う鉱山において、地表の沈降による鉱害

問題を生じるおそれが多い地下において鉱物を採掘しようとするときは、鉱
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害問題を防止するため、採掘、充填及び排水の工法について適切な措置を講

じているか。   

  ２１）鉱物部門を所管する大臣が地表の沈降による鉱害問題を防止するため、地表 

    の沈降について測定する必要があると認め、測定の方法、測定の範囲及び時 

    期を定めて指示したときは、鉱物事業権所有者は、指示事項を遵守している 

か。 

  ２２）鉱物事業権所有者は、坑内採掘を行う鉱山において、鉱物事業を廃止する場

合において、廃止後に 

おける鉱害問題の発生を防止するため必要があるときは、不用となった坑道 

及び採掘跡を土砂などで充填又はコンクリートによる密閉などの鉱害問題 

を防止するため必要な措置を講じているか。          

 ２３）鉱物事業権所有者は、露天採掘を行う鉱山において、鉱物事業を廃止する場 

合には、その露天採掘場を廃止した後における鉱害問題の発生を防止するた 

め必要があるときは、採掘跡地の覆土、植栽など鉱害問題の発生を防止する 

ため必要な措置を講じているか。 

  

（２）鉱山施設及び作業場における一般査察（鉱害防止）の実施 

    監督官は、上記「第二章、２．鉱山施設及び作業場に対する一般査察（鉱害防 

   止の実施」に加え、以下の事項について、鉱業廃棄物、毒劇物、ダイオキシン類 

及び土地の掘削に関する鉱害問題の発生を防止するうえで支障又は問題がない 

か鉱山施設及び作業場において確認を行い、保安上不適切と判断される事項につ 

いては保安上席者に対して改善等の指導を行うものとする。  

 （鉱業廃棄物関係） 

   １）鉱業廃棄物の中間処理施設である焼却炉などの維持管理状況は良好であるか。 

   ２）鉱業廃棄物の運搬については規制処理基準に適合する方法で行われているか。 

   ３）鉱業廃棄物の埋立て処分を行っている埋立場は技術上の基準に適合している

か。 

   ４）有害鉱業廃棄物については適正な方法により処分が行われているか。 

   ５）監督官は、鉱業廃棄物の埋立場付近の地下水の水質については、「第Ⅳ章：

坑内水又は廃水に係る一般査察の実施」における「３．坑内水及び廃水など

の水質調査のための試料採取（サンプリング）の実施」に基づき、必要に応

じて水質調査のための試料採取を行うと共に現場にて pH、水温、水質の濁

り状況及び臭気の有無についての測定を行うものとする。 

   ６）監督官は、坑内埋立場の場内水及び埋立場から浸出水がある場合には、「第

Ⅳ章：坑内水又は廃水に係る一般査察の実施」における「３．坑内水及び廃

水などの水質調査のための試料採取（サンプリング）の実施」に基づき、必
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要に応じて水質調査のための試料採取を行うと共に現場にて pH、水温、水

質の濁り状況及び臭気の有無についての測定を行うものとする。    

 

 （毒劇物関係） 

   ７）毒劇物の貯蔵所、毒物又は劇物を使用する鉱山施設、毒物又は劇物を含有す 

る廃水処理施設の維持管理状況は良好であるか。 

   ８）毒物又は劇物による事故が発生した時に備え、毒物又は劇物の回収、毒性の 

除去するための器材又は薬剤の備えは十分であるか。 

   ９）監督官は、毒物又は劇物を含有する廃水処理施設から廃水が河川、湖沼又は 

溜池に排出されている場合には、「第Ⅳ章：坑内水又は廃水に係る一般査察の 

実施」における「３．坑内水及び廃水などの水質調査のための試料採取（サ 

ンプリング）の実施」に基づき、必要に応じて水質調査のための試料採取を 

行うと共に現場にて pH、水温、水質の濁り状況及び臭気の有無についての測 

定を行うものとする。   

  

 （ダイオキシン類関係） 

  １０）ダイオキシン類焼却施設の維持管理状況は良好であるか。 

  １１）ダイオキシン類焼却施設から発生した煤塵及び焼却灰については適正に処分

されているか。 

  １２）監督官は、ダイオキシン類処理施設から廃水が河川、湖沼又は溜池に排出さ 

れている場合には、第Ⅳ章坑内水又は廃水に係る一般査察の実施中の「坑内 

水及び廃水の水質調査」及び「河川、湖沼及び溜池の水質調査」に基づき、 

必要に応じて水質調査のための試料採取を行うと共に現場にて pH、水温、水 

質の濁り状況及び臭気の有無についての測定を行うものとする。   

  

（土地の掘削関係） 

  １３）地表沈降のおそれが多い地下において鉱物の採掘を行おうとする場合、地表

の沈降を防止するための採掘工法の選択、採掘跡の充填、排水工法の選択な

どが適切に行われているか。 

１４）坑内採掘を行う鉱山では、不用となった坑道及び採掘跡を土砂などで充填又 

はコンクリートによる密閉が行われているか。 

 １５）露天採掘を行う鉱山では、露天採掘場跡地について覆土、植栽などの必要な 

復元対策が行われているか。 

 

 ３．鉱業廃棄物、毒劇物、ダイオキシン類及び土地の掘削に係る一般査察報告 

書の作成 
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（その１） 鉱業廃棄物に係る査察報告（様式） 

 １．鉱業廃棄物の中間処理施設 

処理施設名 届出年月 構造及び能力 管理状況 

   

 

 

   

 

 

 

２．鉱業廃棄物の処理実績 

年月 処理施設名 鉱業廃棄物の種類 処理量(m3/M)  備 考 

   

 

  

   

 

  

 

３．鉱業廃棄物の埋立場（坑外、坑内） 

 （１）埋立場の名称 

 （２）埋立場の届出年月日 

 （３）埋立開始年月日 

 （４）鉱業廃棄物の種類 

 （５）埋立場の構造 

 （６）鉱業廃棄物の飛散防止対策、流出防止対策、浸出防止対策 

 （７）一カ月当たり埋立量(m3/M)、埋立累計、埋立可能量  

（８）埋立場の法尻から埋立面までの最高高さ (m) 

（９）坑外埋立場周辺における地下水汚染の有無 

（１０）坑内埋立場の場内水又は浸出水汚染の有無 

（１１）特記事項 

 

 ４．坑外埋立場周辺における地下水の水質調査結果又は 

坑内埋立場の場内水若しくは浸出水の水質調査結果 

    １）試料採取年月日：         ２）天候： 

    ３）水質分析結果  
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No. 
採 取 箇

所名 

流量 

m3/min 
pH 

水温、 

濁り状況

測定値 (mg/ℓ)  

 

 

備

考
Cu Pb Zn Cd    

              

  

 ５．鉱業廃棄物による鉱害問題の発生状況、 

鉱害問題発生年月 鉱害問題発生箇所  鉱害問題の概要、被害程度 

 

 

  

 

６．鉱業廃棄物に係る一般査察（鉱害防止）結果の評価及び問題点、監督官の意見 

 

 

７．添付資料 

   １）鉱山の鉱業廃棄物の中間処理施設、鉱業廃棄物埋立場の位置図及びその周辺 

の住居、畑地の物件を記載した平面図（鉱業廃棄物の中間処理施設及び鉱業

廃棄物埋立場と住居、畑地などの物件との距離も記載すること。） 

２）鉱業廃棄物埋立場周辺の地下水、廃棄物埋立場の場内水、浸出水の採取地点 

及び河川水、湖沼水又は溜池水などを採取した地点を記載した平面図  

   ３）鉱業廃棄物の処理系統図 

   ４）周辺住民による鉱山の鉱業廃棄物の中間処理施設及び鉱業廃棄物埋立場に 
対する苦情、要望及びそれに対する鉱山の対応について鉱山上席者から聴取 
した書類 

   ５）鉱業廃棄物の中間処理施設、鉱業廃棄物埋立場、その周辺の住居、畑地など 

の物件に関する写真 

 

（その２） 毒劇物に係る査察報告（様式） 

 １．毒劇物の貯蔵所 

貯蔵所名 設置年月 建物の構造及び貯蔵量 管理状況 
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２．毒劇物の使用実績 

年月 貯蔵所名 毒劇物の種類 種類別の使用実績 

   

 

 

   

 

 

 

３．毒劇物の処理施設に係る水質調査結果 

    １）試料採取年月日：         ２）天候： 

    ３）水質分析結果  

No. 
採 取 箇

所名 

流量 

m3/min 
pH 

水温、 

濁り状況

測定値 (mg/ℓ) 備

考 Cu Pb Zn CN    

             

  

４．毒劇物による鉱害問題の発生状況 

鉱害問題発生年月 鉱害問題発生箇所  鉱害問題の概要、被害程度 

 

 

  

 

５．毒劇物に係る一般査察（鉱害防止）結果の評価及び問題点、監督官の意見 

 

 

 ６．添付資料 

   １）鉱山の毒劇物の貯蔵所、毒劇物を使用する鉱山施設、毒劇物を含有する廃水

の処理施設の位置図及びその周辺の住居、畑地などの物件を記載した平面図 

２）毒劇物を含有する廃水の処理施設から排出される廃水の採取地点及び河川 

水、湖沼水又は溜池水などを採取した地点を記載した平面図  

   ３）周辺住民による鉱山の毒劇物を含有する廃水の処理施設に対する苦情、要望
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及びそれに対する鉱山の対応について鉱山上席者から聴取した書類 
   ４）毒劇物の貯蔵所、毒劇物を使用する鉱山施設、毒劇物を含有する廃水の処理 

施設、その周辺の住居、畑地などの物件に関する写真 

 

  （その３） ダイオキシン類に係る査察報告（様式） 

１．ダイオキシン類焼却施設 

焼却施設名 設置年月 構造及び能力 管理状況 

   

 

 

   

 

 

 

２．ダイオキシン類焼却施設からの煤塵及び焼却灰の発生量 

  年月 焼却施設名 一カ月当たり煤塵及び焼却

灰発生量 (kg/M) 

煤塵及び焼却

灰の処分先 

   

 

 

   

 

 

  

３．ダイオキシンの処理施設に係る水質調査結果 

    １）試料採取年月日：         ２）天候： 

    ３）水質分析結果  

No. 
採 取 箇

所名 

流量 

m3/min 
pH 

水温、 

濁り状況

測定値 (mg/ℓ) 備

考 Cu Pb Zn Cd    

             

  

４．ダイオキシン類による鉱害問題の発生状況 

鉱害問題発生年月 鉱害問題発生箇所  鉱害問題の概要、被害程度 
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５．ダイオキシン類に係る一般査察（鉱害防止）結果の評価及び問題点、監督官の 

  意見 

 

 

６．添付資料 

１）鉱山のダイオキシン類焼却施設、同焼却施設から発生した煤塵、ダイオキシ 

ン類灰の処理施設、その周辺の物件（住居、畑地等）が記載された平面図 

２）ダイオキシン類処理施設から排出される廃水の採取地点及び河川水、湖沼水 

又は溜池水などを採取した地点を記載した平面図   

   ３）ダイオキシン類の処理系統図 

   ４）周辺住民による鉱山のダイオキシン類の処理施設に対する苦情、要望及びそ

れに対する鉱山の対応について鉱山上席者から聴取した書類  
   ５）ダイオキシン類焼却施設、同処理施設、その周辺の住居、畑地などの物件に 

関する写真 

 

 （その４） 土地の掘削に係る査察報告（様式） 

 １．坑内採掘に伴う地表の沈降防止対策 

  地表の沈降防止対策の内容 導入年月 考察 

１）採掘工法  

 

  

２）採掘跡充填

  工法 

 

 

  

３）排水工法  

 

  

 

２．坑内における不用坑道及び採掘跡地の閉塞又は密閉状況 

  閉塞又は密閉及び充填箇所数   考察 

１）不用坑道 １）閉塞箇所数  、同累計 

２）密閉箇所数  、同累計 

 

２）採掘跡 １）充填箇所数  、同累計 

 

 

 

３．露天採掘跡地の復元状況 



11 
 
 

採掘跡地名称 覆土実施又は計画

の内容 

植栽の実施又は計画

の内容 

 考察 

  

 

  

 

 

   

 

４．土地の掘削による鉱害問題の発生状況 

鉱害問題発生年月 鉱害問題発生箇所  鉱害問題の概要、被害程度 

 

 

  

 

５．土地の掘削に係る一般査察（鉱害防止）結果の評価及び問題点、監督官の 

  意見 

 

 

６．添付資料 

１）鉱山の地表沈降区域、露天採掘跡地及びその周辺の物件（住居、畑地等） 

が記載された平面図 

   ２）周辺住民による鉱山の坑内採掘に伴う地表沈降に対する苦情、要望及びそれ

に対する鉱山の対応について鉱山上席者から聴取した書類   
   ３）鉱山の地表沈降区域、露天採掘跡地及びその周辺の物件（住居、畑地等）に 

関する写真 

  

 

 



 

 

  

MME/GDMR が所管する鉱山に対する一般査察計画の策定 
                             

                                   ２０１６年７月 

 Ⅰ．鉱山に対する格付け要因 

 

  １．鉱山労働者数 

 

 

  ２．鉱山の上席者、労働者の保安意識の程度 

 

 

  ３．鉱山災害の発生状況（過去５年間） 

 

 

  ４．鉱害発生の可能性がある施設の有無 

 

 

 

 

※ 捨石集積場、鉱さい集積場及び沈殿物集積場など鉱山保安法第９条、同規則 

第１３条及び法第２１条、同規則第４９条に規定される鉱害発生の可能性が 

ある施設をいう。  

         

  ５．鉱害の発生状況（過去５年間） 

    鉱害発生の程度  査定ポイント  

（１）鉱害発生に伴う被害が発生、又は

   鉱害問題が未解決 

   ３０ 

（２）鉱害問題あり、しかし発生は無い    ２０  

（３）鉱害発生の恐れは殆どない     ５ 

 

 

 

 

   鉱山の労働者数の雇用規模  査定ポイント 

（１）大規模（５０名以上）    ２０ 

（２）中規模（１０名以上５０名未満）    １０ 

（３）小規模（１０名未満）     ５ 

     保安意識の程度  査定ポイント 

（１）保安意識は高い（優良）     ５  

（２）保安意識は普通    １０ 

（３）保安意識は低い又は全く無い    ２０ 

   鉱山災害発生の程度 査定ポイント 

（１）死亡災害の発生あり、 

災害発生は頻繁 

   ２０ 

（２）軽傷の発生あり    １０ 

（３）災害の発生無し     ５ 

   鉱害発生の可能性がある施設 査定ポイント 

（１）該当施設あり    ２０  

（２）該当施設無し     ０ 



 

 

 Ⅱ．一般査察頻度の決定 

  １．一般査察（危害防止）の頻度 

   一般査察の頻度（回数）  査定ポイントの合計 

（１） ２回／年      ４５～６０ 

（２） １回／年    ２５～４０ 

（３） １回／２カ年    １５～２０ 

       ※ 上記Ⅰ．１．鉱山労働者数、２．鉱山の上席者、労働者の保安意識の程度及び 

３．鉱山災害の発生状況の査定ポイントの合計値  

 

  ２．一般査察（鉱害防止）の頻度 

 一般査察の頻度（回数） 査定ポイントの合計 

（１） ２回／年    ７０～９０ 

（２） １回／年   ４５～６５ 

（３） １回／２カ年    １５～４０ 

※ 上記１．鉱山労働者数、２．鉱山の上席者、労働者の保安意識の程度、 

４．鉱害発生の可能性がある施設の有無及び５．鉱害の発生状況の査定 

ポイントの合計値  

  

 

 Ⅲ．一般査察実施のための準備事項 

  １．一般査察に要する概算の算定及び予算枠の確保 

（職員旅費、査察用器材の購入、分析用費用等） 

  ２．一般査察体制に関する検討及び決定 

（査察時の職員数、州政府との共同実施 等） 

  ３．年間一般査察計画の策定 

                               以上 
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鉱山保安法令の施行に伴う監督行政組織体制の確立支援 

（鉱山保安法令の施行に伴う監督行政組織体制の在り方）  

                                          ２０１７年２月２０日 

                                          

１．監督行政組織体制の在り方に関する検討及び協働作業のプロセス 

（１）GDMR 内の現行業務量並びに鉱山保安法及び同規則の施行に伴う必要と考えられる業

務量及び職員の増員数の確認 

１）WT メンバーは、GDMR 現行５局における総括的な業務量について取りまとめを行っ

た。 

２）JICA 短期専門家（以下「STEｓ」という。）は、鉱山保安法及び同規則（以下「鉱山保安

法令」という。）の施行に伴う監督行政組織における必要な業務の内容、業務の頻度、

必要と考えられる業務量及び必要と考えられる職員の増員数について資料に取りまと

め、WT メンバーに対してレクチャを行った。 

３）STEs と WT メンバーは協働して、監督行政組織である GDMR における必要な業務

の内容、業務頻度、必要と考えられる業務量及び必要と考えられる職員の増員数に関

して、上記資料に基づいて、以下の分類を行うと共に必要と考えられる業務量及び職

員の増員数について見直し及び検討を行い、「鉱山保安法令の施行に伴う監督行政

組織における必要と考えられる業務量及び職員の増員数」に関する資料について取り

まとめを行った。  

     a) 本業務の所管については、現行５局の中で適当と考えられる部局が担当する。 

     b) 本業務の所管については、現行５局の複数局において共同管理又は分担する。 

     c) 本業務の所管については、現行５局の適当な部局と地方政府組織とで共同管理 

      又は分担する。 

     d) 本業務の所管については、新設の部署が管理・処理する。 

     （別表－１ 「鉱山保安法令の施行に伴う業務量の確認及び監督行政組織体制 

確立までのプロセス」を参照） 

 

２．鉱山保安法令の施行に伴う監督行政組織体制の在り方についての提案 

 （１）鉱山保安法令の施行に伴う監督行政組織である GDMR の在り方 

  １） 業務の分類結果に基づく部署新設の必要性  

STEs と WT メンバーとは、「鉱山保安法令の施行に伴う監督行政組織における必要

と考えられる業務量及び職員の増員数」については、適当と考えられる Department of 
Mining (D.M.), Department of Construction Material Resources(D.C.) 及 び

Department Mineral Exploration Management(D.M.E.)の３局に業務の分類を行っ

たが、以下の業務内容については担当する適当な部署が見当たらないことから、同業
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務の管理・処理については新たな部署の設置が必要だろうと思慮される。  

 
      （鉱山災害又は鉱害問題の発生に係る報告の受理、同報告書の審査） 
   a) 鉱山において重大な鉱山災害が発生したとき、鉱物事業権所有者からの報告の受理 

に関する業務 
    b) 鉱物事業権所有者から提出された鉱山災害又は事故に関する「鉱山災害・事故報告 

書」の審査に関する業務 
    c) 鉱物事業権所有者から報告された鉱害問題の発生に係る事故の状況、応急措置の 
     内容、復旧工事の計画などに係る報告書の審査に関する業務  

      （鉱山保安監督官の本来業務） 
    d) 鉱山保安監督官による一般査察（危害防止又は鉱害防止）又は特別査察に関する 

業務 
   e) 鉱山労働者から鉱山における法律違反事実の申告に関する業務  
    f) 鉱物事業の実施の方法が鉱山保安法又はその省令に違反し、保安に関して急迫の 

危険があるとき、鉱山保安監督官が鉱物資源総局長の権限を行うことに関する業務 
   g) 鉱物事業権所有者が鉱区外に侵掘したことにより保安に関して急迫の危険があると 

き、鉱山保安監督官が鉱物部門を所管する大臣の権限を行うことに関する業務  
h) 鉱山において被災者を救出するため緊急の必要があるとき、鉱山保安監督官が鉱物 

部門を所管する大臣の権限を行うことに関する業務  

      （「鉱山保安研修所」の設置及び運営） 
i) 「鉱山保安研修所」を設置して鉱山保安監督官及び鉱山保安技術者を養成するため 

の鉱山保安研修の運営に関する業務 

  
    新設部署における主たる業務については、鉱山災害又は鉱害問題の発生に係る報告

の受理及び同報告書の審査、鉱山保安監督官の本来業務である一般査察、鉱山災害

発生時の特別査察並びに「鉱山保安研修所」の設置及び運営などであり、これは「査察」

と「研修」とに分類されるが、「査察」と「研修」についてはそれぞれ別組織の所管とするよ

りは一括りし、例えば「鉱山保安に係る査察及び研修部（仮称）」として、効果・効率的な

管理・処理が可能だろうと思慮される。 

 
 ２） 「鉱山保安法令の施行に伴う GDMR の監督行政組織における必要と考えられる業務

量及び職員の増員数」を算定する際の前提条件 

a) 近い将来における管内の対象鉱山数については、算定の前提条件として、WT メン

バーから提示された２０鉱山、３００砕石鉱山及び７０探査鉱山を採用した。 
b) JICA 短期専門家と WT メンバーは検討の結果、鉱山保安監督官の年間業務量につ

いて、「年間査察計画」に基づいて鉱山に対する査察を実施する訳であるが、一般査
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察の年間計画としては鉱山２０件／年、砕石鉱山２００件／年、探査鉱山３５件／年とし、

鉱山災害又は鉱害問題に関する特別査察については４件／年と設定した。 
c) JICA 短期専門家と WT メンバーは検討の結果、「鉱山保安研修所」における鉱山保

安監督官の候補者及び鉱山保安技術者を養成するための鉱山保安に関する研修計

画については、年間４回開催し、研修担当者は３人×１０日間／回と設定した。  
   d) 年間業務量算定に当たっては、｛１件当たりの業務処理量（人・日数）×年間業務処 

     理件数｝から求めた。 

   e) 新たな業務量を処理するため必要と考えられる職員の増員数の算定に当たっては、 
｛年間業務量÷１人当たりの年間勤務日数（２０日×１２月）｝から求めた。 

 
３）鉱山保安法令の施行に伴う GDMR の年間業務量の算定及び必要と考えられる職員

（鉱山保安監督官を含む）の増員数  

 年間業務量の算定を行った結果、業務量の多い順に列挙すると以下のとおりであり、

GDMR 全体として新たな業務量の総計は５，８６１．４人・日／年であった。 

 

 上位の業務の概要及び年間業務量 

業務の概要  業務頻度 年間業務量  

a) 鉱山保安監督官による一般査察又は

特別査察に関する業務           

一般査察は、 

 数カ月に一回  

 

２，０７２人・日／年  

b) 鉱物事業権所有者から毎月提出され

  る「鉱山保安月報」を審査する業務   

 

  月一回  

 

 ２，０４０人・日／年 

c) 鉱物事業権所有者から年一回提出さ

  れる「鉱山保安図」を審査する業務   

 

  年一回   

 

   ６４０人・日／年  

d) 鉱山保安研修所において鉱山保安 

研修に係る業務             

 

数カ月に一回  

 

   １２０人・日／年  

 

その内訳については、以下の算定式のとおりであり、必要と考えられる職員（鉱山保

安監督官を含む）の増員数としては、合計２５人程度の増員が必要と考えられる。 
なお、新設部署における鉱山保安監督官の配置については、最少人員として１０人

が必要と考えられる。 

a) Department of Mining (D.M.)  
     ６３５．６人・日／年 ÷（２０日×１２ヵ月） ＝ ２．６ ≒ ３ 人増 

b) Department of Construction Material Resources (D.C.) 
   ２，７５２．６人・日／年 ÷（２０日×１２ヵ月） ＝ １１．４ ≒ １２ 人増 

c) Department Mineral Exploration Management (D.M.E.)  
      ７２．８人・日／年 ÷（２０日×１２ヵ月） ＝ ０  
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d) 新設部署 
   ２，４００．４人・日／年 ÷（２０日×１２ヵ月） ＝ １０ 人増 

 

鉱山保安法令の施行に伴い必要と考えられる職員の増員数 

General Department of  
Mineral Resources (GDMR)  

 在籍者数 職員の増員数 合計 

1. Department of Mining 
 

     23    3     26 

2. Department of Construction  
Material Resources 

     31      12     43 

3. Department of Department  
of Mineral Exploration  
Management 

     20       0     20 

4. A newly-established  
Department (or Section)   

 

      -      10     10 

           合 計      74      25     99 

 

（２）GDMR の先導による鉱山保安研修制度の創設 
１） 鉱山保安監督官候補者を養成するための鉱山保安研修制度の創設  

カンボジアでは、将来、経済発展に伴い鉱物事業分野における拡大・発展が期待さ

れることから、中央政府の監督行政機関である GDMR のみによる鉱山に対する保安・

安全及び環境保全の確立に向けた監督指導を行うことは物理的にも、機能的にも困

難であるだろうと推測される。 

従って、近い将来には地方政府機関（DME）にも鉱山保安監督官を配置して鉱山

に対する監督指導の実施、及び中央政府機関の GDMR と地方政府機関（DME）とが

連携して鉱山に対する監督指導を実施する監督行政組織体制の施策が最適だろうと

判断される。  

 

将来におけるカンボジアの監督行政組織体制の在り方を見据えた場合、鉱山保安

法令の施行に伴う職員の増員が考えられ、また一般査察を実施するに当たっては鉱

山保安監督官の増員を計画的に実施する必要があることから、鉱山の保安・安全及び

環境管理に精通した鉱山保安監督官を養成することが急務となっている。 

鉱山保安監督官を養成するに当たっては、先ず中核となる鉱山保安監督官を養成

した後、彼らが指導者の立場となって部下を養成するという段階的な人材育成の方法

が適当と考えられることから、それに向けて鉱山保安監督官候補者を養成するための
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鉱山保安研修制度の創設について早急に検討する必要がある。 

鉱山保安監督官候補者を養成するための鉱山保安研修制度の創設に当たり、中核

となる鉱山保安監督官が講師役を務める外、使用教材については本プロジェクトにお

いて技術移転された各種「鉱山保安査察マニュアル」の活用が考えられる。 

また、実務研修としては、鉱山の採掘作業場及び施設における一般査察などを通し

て中核となる鉱山保安監督官からの技術指導が十分役立つだろうと思慮される。 

 

  ２) 鉱山保安技術候補者を養成するための鉱山保安研修制度の創設 

鉱物事業は他の産業と比べ労働環境が悪く災害率が高いのが一般的であり、鉱山

における災害を撲滅し、安全・保安及び環境保全の確立を目指すためには、GDMR
が先導して鉱山保安に関する知識、技術力の向上を目指すことを目的とした鉱山保安

技術候補者を育成するための鉱山保安研修制度の創設についても早急に検討する

必要がある。  

日本では、「旧鉱山保安法」施行時、中央政府機関が率先して、以下のような鉱山

保安研修事業を実施してきた実績があることから、カンボジアにおいて鉱山保安技術

候補者を対象とした鉱山保安研修制度の創設について検討する際には参考になるも

のと思慮される。 

a）危険予知訓練、保安実習など各種研修事業、救護隊員の救護訓練及び研修テ 

キストの編集などを実施する鉱山研修施設「鉱山保安センター」の開設 

b）鉱業関連法規の解説に係る講習会の開催 

c）鉱山現場における専門家による OJT 実地指導 

  

（３）GDMR の先導による鉱山保安啓蒙運動の推進 

    本プロジェクトでの OJT 実施過程において、国内鉱山及び砕石鉱山の採掘作業場 

及び鉱山施設などでは鉱物事業権所有者及び鉱山労働者が「鉱山保安」、「環境保 

全」に対して認識不足によるだろうと考えられる危険行為や不安全行為などの事象が 

数多くの認められた。   

       これらの問題事項を改善するためには、鉱物事業権所有者及び鉱山労働者の保安 

意識の高揚を図ることが最優先であることから、GDMR が先導して鉱山保安啓蒙運動 

の推進を図る必要があり、その具体的な取り組みについて速やかに検討・実施する必 

要がある。 

日本における鉱山保安啓蒙運動については恒例化しており、中央政府機関、地方

の出先機関、民間団体などが中核となって、以下のような鉱山保安啓蒙運動を継続実

施しており、その取り組みについてはカンボジアにおける鉱山保安啓蒙運動を検討す

る際には参考になるものと思慮される。 

a) リスクマネジメント・システムの鉱山保安への適用とその普及活動 
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b) 鉱山保安、鉱害防止などに関する教育用テキスト、同ビデオの作成  

c) 毎年、「全国鉱山保安週間」の開催 

（標語の募集、保安研究発表会、鉱山見学会などの開催） 

d) 鉱山保安表彰 

         

（４）GDMR による鉱山災害又は鉱害問題の発生原因と対策に関する情報の提供と活用  

       日本では、鉱山災害又は鉱害問題が発生した場合、監督行政機関である産業保

安監督部では鉱務監督官を現地に派遣して鉱山災害は鉱害問題の発生の原因に

ついて調査を実施している。 

産業保安監督部は、鉱山災害又は鉱害問題の種類、発生の原因と対策などに関

する資料、鉱山災害統計データなどについて、調査結果については全国の鉱山及

び関係機関に対して情報の提供を行っている。  

鉱山の鉱業権者や保安委員会では、産業保安監督部から入手した鉱山災害又は

鉱害問題に関する情報に基づいて、操業中の現場において類似箇所の有無につい

て点検を行い、類似箇所が発見された場合には安全対策を講じることにより類似災害

の防止に役立てている。 

       

      鉱山保安法令の施行後においては、GDMR が主体となって、鉱山保安監督官が 

     実施した鉱山災害又は鉱害問題の調査結果及び鉱山災害統計データなどについて 

     全国の鉱山に対して情報の提供を行い、その活用を図ることで類似災害の防止、鉱 

山災害の撲滅について検討する際には参考になるものと思慮される。 

         

 別表―１ 「鉱山法令の施行に伴う業務量の確認及び監督行政組織体制確立までの 

プロセス」 

  



GDMR 及び地方 DME による鉱山査察結果などの鉱山保安情報に係る 

管理・共有について  

                                                       ２０１７年２月 

 

１．GDMR 及び地方 DME が管理・共有する必要があると考えられる鉱山査察結果などの 

鉱山保安情報データ 

(1) 危害防止に係る一般査察報告書 

 (2) 鉱害防止に係る一般査察報告書   

    1) 総括 

   2) 捨石集積場、鉱滓集積場又は沈殿物集積場 

   3) 坑内水又は廃水 

    4) 騒音 

   5) 振動 

   6) 鉱煙及び粉塵 

   7) 鉱業廃棄物、ダイオキシン類又は土地の掘削 

  (3) 鉱山災害に係る特別査察報告書 

  (4) 鉱害問題に係る特別査察報告書 

  (5) 鉱山労働者の申告に基づく査察報告書 

  (6) 休止又は廃止鉱山に対する査察報告書 

  (7) 鉱物事業権所有者から提出された「鉱山保安月報」 

  (8) 鉱物事業権所有者から報告された「鉱山災害・事故報告書」 

  

２．鉱山保安情報の具体的な管理・共有の方法 （提案） 

鉱山保安チームとデータベース・チームの短期専門家が、鉱山保安情報に関して鉱山

保安監督行政機関である GDMR と地方 DME が同情報をデータベース化してサーバー

内に保管し、必要な情報を取り出して使用する際の効率的・効果的な管理・共有の方法に

ついて協議した結果について、以下のとおり提案する。  

 

 （１）鉱山保安情報に関するデータベース化の手順  

一般査察報告書、特別検査報告書などは、Word、Excel で作成後 PDF にして、デー

タベース管理者に PDF ファイルを渡し、データベース管理者が入力作業を行うものとす

る。 

鉱山保安月報などの保安統計資料はアップデートをする必要があるため、様式を決め

Excel で同月報の表をリンクさせた形で作成し、毎月、データベース管理者が入力作業

を行うものとする。 

鉱山保安月報について、以下に保安に関する情報の取りまとめ例を示す。 



 

 

（２）データベース化された鉱山保安情報の管理・共有の方法 

MME/GDMR の職員が鉱山保安情報を共有する場合、GDMR 内に「情報管理システ

ム」を構築する必要がある。 

なお、鉱山保安情報については、本プロジェクトの実施過程においてデータベース・チ 

ームが構築された「GDMR Database」中の「査察」フォルダーに管理されることになる。  

鉱山保安情報はデータベース管理者により GDMR に設置されているサーバーに保存

されており、MME/GDMR 省内では LAN を通じて情報は共有される。 

地方 DME 職員による鉱山保安情報の共有については、光回線を介したイントラネットを

通じて GDMR のサーバーに接続することにより、同情報の共有ができるようにする必要が

ある。 

鉱山保安情報を管理するうえでのセキュリティー対策として、GDMR におけるサーバー

の管理者又はデータベース管理者が発行するパスワードにより部外者によるサーバー内へ

の侵入を防ぐ措置が必要である。 

Monthly Report

Name of mine
Kinds of minerals

Number of mine workers
Ave. End of M.

Surface
Underground

Production record

Safety record
Number of disasters

Roof
collapse

Wall
collapse Rock fall Fall down Total

Number of injured mine worker
Fatal Serious Slight Minor Total

⁝ 

⁝ 
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特別査察報告書 
 

２０１６年１１月１日 

 

 

リムヘーン砕石鉱山(Lim Heng Quarry Mine)において、２０１６年１０月１６日

に発生した岩盤崩壊による鉱山災害について、２０１６年１０月１８日から１０月２

０日までの間、鉱山保安査察規程第３条第１項の規定により特別査察を行ったので、

以下のとおり報告します。   

 

1．鉱山名： リムヘーン砕石鉱山 (Lim Heng Quarry Mine) 

2．鉱種名、鉱区番号及び鉱区面積： 石灰石、鉱区面積６ha  

3．鉱山の所在地： Obrasat, Mongkonbori, Banteay Meanchey Province  

4．鉱物事業権所有者氏名: Mr. Lim Heng 

5．鉱山現場責任者氏名： Mr. Lim Seng  

6．鉱山災害の発生年月日:  ２０１６年１０月１６日 １３時２０分頃 

7．鉱山災害の種類： 岩盤崩壊   

8．鉱山災害の発生箇所名： 砕石採掘場  

9．罹災者の氏名、職種、年齢、罹災程度 

   １）Mr. Thon Rotha  ３７歳   鉱山機械（掘削機）運転手 死亡 

   ２）Mr. Lem Kim Long  ２６歳 鉱山機械（掘削機）運転手 死亡 

   ３）Mr. Hem Long  ５２歳   鉱山労働者 死亡  

 

10．鉱山概況 

リムヘーン砕石鉱山は、２００２年から開業（ライセンス更新２回；２０１

２年、２０１６年）した露天採掘鉱山であり、現在は鉱山労働者数３３名（男

性２７名、女性６名）、鉱山機械として掘削機４台、クローラドリル２台、ダ

ンプトラック（１０ｔ車）７台、含水爆薬、ANFO 爆薬を用いて約１８００ｔ

／日の石灰石を採掘している。 

   

11．鉱山災害の発生状況 

リムヘーン砕石鉱山の現場責任者 Mr. Lim Seng から聴取した内容は以下の

とおりである。 

１０月１６日、採掘場の中段から下部を採掘するための鉱山道路兼採掘切羽

（以下「第２小段」という。）の造成に掘削機運転手とその重機を誘導する鉱

山労働者を配置し、採掘場の最下部には砕石をダンプトラックに積み込むため

掘削機運転手を配置していた。 

１３時２０分頃、採掘場の頂上部で突然岩盤崩壊が発生し、第２段小段で作 

業中の掘削機運転手とその重機を誘導していた鉱山労働者が崩壊物に巻き込ま 

れ罹災した。 
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また、頂上部の岩盤崩壊が発生した直後に採掘場の第２小段辺りで岩盤崩壊

が発生し、採掘場の最下部で作業中の掘削機が崩壊物に巻き込まれ運転手が罹 

災した。 

なお、災害発生前７日間は鉱山周辺では大雨が続いていたことから、採掘作

業は中断しており、１６日から採掘作業を再開したとのことであった。 

 

12．鉱山災害の発生後の状況 

採掘場の実況見分をした結果は、次のとおりである。 

1）採掘場の全体及びその最下部の状況 

採掘場は、西方向に向けて採掘展開が行われている露天採掘鉱山であり、

南側の斜面には節理の傾斜に沿って上部の岩石が滑動した後に現われたと考

えられる大きな鏡面が認められる。 

また、採掘場の北側端には上部に向けた鉱山道路が設置されている。 

現場責任者の説明によれば、採掘場の中央部付近において岩盤崩壊が発生

したとのことであり、その頂上部付近は削り取られた様な跡とその下部に向

かって崩壊した岩石の堆積が認められる。 

採掘場の中段には南北方向に向けて第２小段が掘削されており、岩盤崩壊

が発生した付近の第２小段は崩壊した岩石で埋まった状態となっているのが

認められる。 

採掘場の最下部に設置されている動力用電線の電柱横からクリノメータを

用いて頂上部までの傾斜角度を求め、その高さを計算した結果は概ね６０ｍ

であった。(写真 No.1；Lim Heng Quarry の採掘場全景) 

採掘場の最下部では、動力用電線の電柱基礎を基点として南方向４６ｍ地

点に掘削機１台が横転しており、キャタピラーの片方は外れ、その運転席は

潰された状態となっている。(写真 No,2；掘削機その 1) 

鉱山の現場責任者の説明によれば、この掘削機は第２小段の鉱山道路兼採

掘切羽の造成作業に配置した物とのことである。 

採掘場に向かって同掘削機の右側には多量の崩壊した岩石が積み上がって

おり、その崩壊物の一部には雑草や泥土が崩壊物に付着した状態で採掘場斜

面の途中まで積み上がった状態となっている。 

また、同基点から北東３０°方向の２５ｍ地点には掘削機１台が停車して

おり、キャタピラーの片方は外れ、運転席は潰された状態となっている。(写

真 No.3;掘削機その 3) 

現場責任者の説明によれば、この掘削機は最下部において採石をダンプト

ラックに積み込む作業に配置した物とのことである。 

崩壊した岩石が堆積している北側の広場にはダンプトラック３台がいずれ

も岩石を積載した状態で停車している。 

また、その反対側には破砕機が設置されており、破砕機への投入口の手前

にはダンプトラック１台が停車している。 

     

2）採掘場の第１小段及び第２小段の状況  
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採掘場の北側端には鉱山道路が設置されており、その鉱山道路の途中から

第１小段が分岐しており、その分岐点から目測で約３０ｍ進行したところで

終点となっている。 

岩盤崩壊が発生した周辺は危険なため、鉱山道路と第１小段の分岐部にお

いて節理の走行・傾斜をクリノメータで計測した結果、走向は北１０°西、

傾斜４５～４８°東であった。  

鉱山道路と第１小段の分岐部から道路を高さ２０ｍ程度上ったところに第

２小段が設置されている。 

第２小段の横幅については、上部斜面が崩落の危険があるため実測してい

ないが目測で１５～２０ｍ程度である。 

第２小段の途中にはクローラドリルが１台置かれており、その先は崩壊し

た岩石で行き止まりとなっている。 

第２小段の上下斜面はいずれも板状の節理が多数発達しており、また採掘

場の第２小段から頂上部に至る間の石灰石の鉱床には節理の走行に対して直

角に入った亀裂が数多く認められる。(写真 No.4；節理及び亀裂の発達状態)  

3）採掘場頂上部の状況  

第２小段から上部には鉱山道路が設けられていないため、峰に沿って頂上

部まで徒歩で上った。 

鉱山の現場責任者から、岩盤崩壊が発生したと考えられる頂上部は隣接鉱

山との鉱区境界線の付近である旨の説明があった。 

頂上部付近の岩盤崩壊が発生したと考えられる箇所は雑草が繁茂している

ため岩盤の状態は詳しく分からず、また再崩壊の恐れもあることから斜面側

には近づけなかったため岩盤の状況、亀裂発生の有無の確認は行っていな

い。 

 

13．鉱山災害の原因 

鉱山災害（岩盤崩壊）の発生原因については、次のとおり推定される。 

1) 当該砕石鉱山の実況見分した結果、採掘場は石灰石を主体とする鉱床で形成さ

れており、その石灰石には板状の節理（走向は北１０°西、傾斜４５～４８°

東）が多数発達しているほか、採掘場の第２小段から頂上部に至る間の石灰石

には節理の走行に対して直角に入った亀裂が数多く認められること。  

2) 当該鉱山の採掘場では最下部から採掘を開始し、その後の展開として採掘場の

斜面中段に順次鉱山道路兼採掘切羽用の小段を造成して採掘を行う計画だろう

と考察される。 

しかしながら、採掘切羽の斜面は板状の節理と並行しているため滑動又は崩壊

し易い状態となっていること。(図面 No.2；採掘場断面図) 

3) 鉱山の現場責任者の説明によれば、災害発生日前の７日間は大雨が続いて採掘

作業も中断していたとのこと。 

4) 以上の状況から、災害発生日前７日間の大雨が続いていたことにより、採掘場

の第２小段から頂上部に至る間の節理及び亀裂部には雨水が浸透し、岩盤が非

常に滑動し易い状態となり、採掘場の第２小段に配置された掘削機の運転又は

掘削作業による振動等の影響で第２小段から頂上部に至る間の岩盤崩壊(第一

次)が発生したものと推定される。 



 

4 
 

また、第２小段から頂上部に至る間の岩盤が崩壊した衝撃により、同小段から

下部に至る斜面の岩盤崩壊(第二次)を惹起したものと推定される。(写真

No.5；第一次及び第二次岩盤崩壊の発生箇所) 

 

14．鉱山災害（岩盤崩壊）の再発防止対策の検討 

1) 当該鉱山の場合、最下部から採掘を開始し、その後の展開として採掘場の斜面

中段に順次鉱山道路兼採掘切羽用の小段を造成して採掘する計画だろうと考え

られる。  

2) 第２小段の上部斜面及び下部斜面共に節理が多数発達しており、しかもその節

理の走向・傾斜と採掘切羽の上下斜面とが並行していることから滑動又は岩盤

崩壊が発生し易いため、現在の採掘方法での展開は再び岩盤崩壊の危険があ

る。 

3) 従って、当該採掘場の採掘を再開しようとする場合、この様な節理の走向・傾

斜が存在する石灰石を採掘するには頂上部から安全な方法で順次下部に向かっ

て採掘するしか方法はないだろうと考える。 

安全な採掘方法としては、下部斜面側には緩め発破を行い、その後掘削機を用

いて安全な位置から発破箇所の採掘（掘削）を行う方法である。 

4) 頂上部から採掘を行うに当たっては、当該鉱山の場合は頂上部までの鉱山道路

が造成されていないことから、早期に鉱山道路を頂上部まで延長する必要があ

る。 

5) しかしながら、頂上部から下部に向かって採掘を進める過程では、上記２）に

記述したように採掘切羽の上部斜面は滑動し易く岩盤崩壊のおそれがある斜面

が形成されるため、それの解決策を考えなければ頂上部からの採掘も難しい。 

その解決策としては、隣接鉱山との鉱区境界部については「協調採掘」を行う

ことにより両鉱山では将来に残壁を生じない採掘方法を選択するのが岩盤崩壊

の再発防止対策としては最も好ましい対策であると判断される。 

なお、「協調採掘」の具体的な実施方法について、「参考」欄を参照されたい。 

6) 一般的な鉱山災害の防止対策として、露天採掘鉱山では採掘を開始前に地質調

査を行った上で、合理的な採掘計画を立案し、それに沿った採掘を実施する必

要がある。   

 

15. 特別査察に関する OJT の参加者  
    GDMR                              JICA 
   Mr. Mak Sopheaktra (副総局長)      Mr. Akira Shichinohe 
      Mr. Hong Bona         Mr. Sakae Kashima 
      Mr. Ty Pisethcheat                   Mr. Atsushi Aoki 
      Mr. Lay Zanith                        
      Mr. Kong Sitha                     Interpreter 
      Mr. Im Sim                        Mr. Kry Meng Ang 
      Mr. Sou Phirak   
      Mr. Yin Ratanak 
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（参考） 

 

協調採掘の具体的な実施方法 

 

１．現在、カンボジア王国鉱山エネルギー省鉱物資源総局では、A 鉱山と B 鉱山との

鉱区境界部については、鉱区境界線から３０ｍ間についてはお互いの採掘を禁

じ、残壁を形成するよう行政指導が行われている。 

２．鉱区境界部について、将来において残壁が生じることがないよう合理的に採掘さ

せるための方法として、日本の行政機関ではその必要性、合理性が認められた場

合には、例えば A 鉱山及び B 鉱山の鉱業権者（鉱物事業権所有者）に「協調採

掘」を許可している。 

３．「協調採掘」を許可するための前提として、以下の事項が必要条件となる。 

 （１）A 鉱山及び B 鉱山が鉱区境界部については測量を実施した上で、お互いに正

確な鉱量について把握すること。   

 （２）A 鉱山及び B 鉱山の鉱区境界部については、その採掘場の頂上部がほぼ同じ

レベルにあること。 

 （３）A 鉱山及び B 鉱山の鉱物事業権所有者は、境界部の採掘を行うに当たり、採

掘の実施方法、採掘した鉱物の配分方法等について「協調採掘」に関する契約

書により両者の合意が得られること。 

（４）採掘権を付与する権限を有する大臣は、A 鉱山及び B 鉱山の鉱物事業権所有

者が合意した契約書の内容について審査し、支障が認められない場合には A 鉱

山及び B 鉱山が鉱区境界部における採掘を行うことについて許可を与えること

ができるものとすること。 

４．A 鉱山と B 鉱山の鉱物事業権所有者は、鉱区境界部における「協調採掘」の実施

に当たり、採掘の実施方法については「協調採掘」に関する契約書に基づく採掘

を行い、採掘された鉱物については同契約書に基づく配分比率により分配を行う

ものとする。 

鉱区境界部における協調採掘の実施事例は、以下の図面のとおりである。 

(図面 No.1；協調採掘の実施事例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図面 No.1 協調採掘の実施事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図面 No.2 採掘場断面図 
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写真 No.1 Lim Heng 採掘場全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 No.2 掘削機その 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 No.3 掘削機その 2 
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写真 No.4 節理及び亀裂の発達状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 NO.5 第一次及び第二次岩盤崩壊の発生箇所 
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鉱山保安啓蒙運動の推進 
 
                                                           2016 年１１月 
 
１．目的 
  鉱山保安啓蒙運動は、カンボジア王国の鉱山における自主保安活動を推進し、保安

意識の高揚を図るとともに、鉱山災害及び鉱害の防止に寄与することを目的とする。 
 
２．具体的な鉱山保安啓蒙運動 

日本では、鉱山保安啓蒙運動の推進に当たり、以下の方法により本運動趣旨の周知

徹底及び効果的な実施を図っている。 
 
（１）鉱山保安ガイドブックの作成及び教育テキストとして活用 
（２）鉱山保安に関するビデオの作成及び教育用器財として活用 
（３）鉱山保安に関するワークショップ、セミナーなどの開催 
（４）ホームページなどを利用した鉱山保安啓蒙活動 
（５）鉱山保安啓蒙に関するポスター、パンフレットなどの作成及び配布 
（６）保安優良鉱山の表彰 
（７）「全国鉱山保安週間」の設定による鉱山保安啓蒙運動の継続的展開 
 
３．鉱山における鉱山保安啓蒙運動の展開 
３－１ ABE 鉱山のおける保安推進活動の事例 

（１）保安推進活動の内容 

１）年間保安計画の作成 

保安統括者は、保安委員会の事務局長（環境保安部長）に指示して年間の

重点保安施策を定め、それらを確実に推進するために年間保安計画を作成し、

保安施策を実施する。 

２）継続的な保安活動 

ABE 鉱山は年間保安計画に定めた重点保安施策のほか、以下の保安推進活

動については継続的な保安活動として取り組むものとする。 

a）危険要因の低減推進活動 

b）設備の信頼性向上推進活動 

c）日々の安全推進活動 

d）安全運転推進活動  

（２）保安推進活動の実施体制 

１) 保安を推進するための活動は、保安統括者を頂点（トップ）として、ABE 鉱
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山の実務遂行する全員が一丸となって取り組むものとする。 

２) 年間保安計画及び保安推進活動については、保安委員会の事務局（環境保安

部）が関連部署の協力を得て策定し、保安統括者の了承を得た後、保安委員

会で年間保安計画案及び保安推進活動案の審議、議決を得て実行する 。 

３) ABE 鉱山の各部署は、年間保安計画及び保安推進活動については各部署での

「年間生産・保安計画」の中に取り込み実行する。 

 

３－２．保安を推進するための活動の記録に関する事項 

保安委員会事務局（環境保安部）では、「年度保安計画」及び各部署の「年

間生産・保安計画」の実施状況、保安統括者及び関係者による定期的なヒヤリ

ング結果を記録し、保存する。また、それらの記録を次年度の保安計画に反映

させる。 

 

３－３．保安確保のための実施体制、措置及び評価方法 

（１）保安確保のための実施体制 

１）現況調査の実施 

現況調査の実施に当たっては、鉱山保安法規の規定に基づき、保安統括者が指 

名するメンバーで編成する。 

現況調査チームは、鉱山において以下の事象が生じたとき現況調査を実施し、

検討、評価、対応策を検討し、その結果を保安統括者及び保安委員会に報告する。 

   a）大臣の許可を得て鉱物事業を開始しようとするとき。 

   b）鉱物事業を１カ月以上休止するとき、又は再開するとき。 

   c）鉱物事業に大きな変更が生じたとき。 

   d）鉱物事業権を放棄するとき、又は同事業を廃止するとき。 

（２）リスクマネジメントシステムを用いた危険予知調査の実施 

鉱山の各部門ではリスクアセスメン卜手法を用いて、毎月、担当する以下の作

業場及び鉱山施設における危険予知調査を実施し、検討、評価、対応策の検討、

記録し、その結果を保安統括者及び保安委員会に報告する。 

      a) 採掘作業場及びその周辺の状況 

    b) 鉱山周辺の状況 

    c) 鉱山災害・事故又は鉱害問題を引き起こす危険要因 

（３）保安パトロールの実施 

a）保安統括者、保安技術管理者及び副保安技術管理者は、年間保安計画で定め

た安全週間及び衛生週間には、鉱山の作業場及び鉱山施設を巡視し、その実

情を把握する。  

b）副保安技術管理者は、安全週間及び衛生週間以外にも、所管する作業現場及
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び鉱山施設について必要に応じて巡視を実施し、鉱山労働者の作業現場にお

ける問題点の改善に努める。 

 

３－４ 保安活動の実施状況の確認 

（１）保安活動の実施状況に関する確認方法  

保安活動の実施状況を確認するため、保安統括者の指名によるメンバーにて査

察チームを編成し、保安活動の実施状況に関する査察を実施する。なお、査察に

関する事務局は、環境保安部に置くものとする。 

（２）保安活動の実施状況に関する確認時期  

査察の実施時期については、定期査察の場合は毎年４月及び１０月の年２ 回、

その他の臨時査察の場合は保安統括者の指示により実施する。 

（３）査察の実施内容  

査察の具体的な内容については、同査察の実施前に事務局員が計画案を策定し、

保安統括者及び保安委員会の承認を得るものとする。 

（４）保安活動の実施状況に関する査察報告 

保安活動の実施状況に関する査察の結果報告については、査察実施後に事務局

員が「保安活動の実施状況に関する査察報告書」として取りまとめ、保安統括者

に報告書内容について説明後、保安委員会に報告を行う。 

 

３－５ 保安活動の実施状況の評価 

（１）現況調査及び危険予知調査の実施内容については、保安委員会に報告し、審議

を行う。 

なお、審議の結果、対応策について追加措置が必要な場合には、担当部署は対応

策について再検討し、保安委員会において再度審議を行うものとする。 

 

３－６ 確認結果及び評価結果の記録 

（１）現況調査に関する記録は、１０年間保存する。 

（２）危険予知調査などの保安委員会において審議した議事録は、３年間保存する。  
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ការដ្ឋា នររ ៉ែមានសុវត្ថភិាព  

គឺការពារជីវតិ្របស់លោកអ្នក
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  កាត្ពវកិច្ចអ្នកគ្គប់គ្គងសុវត្ថិភាពការដ្ឋា នររ ៉ែ 

 

 

1.  ការពារសុខភាព  
2.  ទប់ស្កា ត្់លគ្រោះថ្នន ក់ 
3.  ទប់ស្កា ត្់ការបំពុលបរសិ្កថ ន  
4.  អ្ភិវឌ្ឍន៍ធនធានររ ៉ែ តាមបទដ្ឋា នបលច្ចកលទស  

 
 
 
 

សុវត្ថិភាព

ការដ្ឋា នររ ៉ែ

១.ការពារ
សុខភាព

២.បង្កា រ
លគ្រោះថ្នន ក់

៣.ទប់
ស្កា ត្់ការ
បំពុល

៤.អ្ភវិឌ្ឍន៍
ធនធានររ ៉ែ 

តាមបទដ្ឋា ន 
បលច្ចកលទស
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មាច ស់អាជីវកមម លៅការដ្ឋន នររ ៉ែ ល ើមបីរកាបានសុវត្ថិភាព ចំបាច្់គ្ត្ូវចត្់តាំងលគ្ជើសលរ ើស អ្នក
គ្គប់គ្គងសុវត្ថិភាពរួម និងលបើអាច្លធវើលៅបានលលើសលនោះលទៀត្ គ្ត្ូវលគ្ជើសលរ ើស អ្នកគ្គប់គ្គង
បលច្ចកលទសសុវត្ថិភាព និងអ្នកគ្គប់គ្គងការង្ករ  រែមលទៀត្។ 

 

  
 

 

                        អ្នកគ្គប់គ្គងសុវត្ថិភាពរួម 

      

      

អ្នកគ្គប់គ្គងបលច្ចកលទសសុវត្ថិភាព 
 

    បុគគលិកបលច្ចកលទសសុវត្ថិភាព 
 (អ្នកទទួលបនទុុកបំ ទ្ុុោះនិងសុវត្ថិភាពលគ្ររងង          

   អ្នកទទួលបនទុុករ្នកអ្គគិសនី 
      អ្នកទទួលបនទុុករ ន្កលគ្គងងច្គ្ក ។ល។) 

 

      

                                                 

 

 

 

 

 

រច្នាសមព័នធគ្គប់គ្គងសុវត្ថិភាពលៅការដ្ឋន នររ ៉ែ 

រច្នាសមព័នធសុវត្ថិភាពសគ្មាប់អ្នុវត្តលៅការដ្ឋន នររ ៉ែភាពសំ

រាប់អ្នុវត្តនង វការង្ករអាជីវកមមររ ៉ែ 
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  កនុងករណីអ្នុវត្តការង្ករទំងលនោះ គឺគ្ត្ូវការលរៀនសង គ្ត្ល ើមបីគ្បលងយកសញ្ញា ប័គ្ត្និងទទួល
ការបណតុ ោះបណ្តត លរ្នកសុវត្ថិភាព។ 

 

អ្នកមា
នស

ញ្ញាប័គ្ត្ 
អ្នកលរៀនលៅ

គ្កុមហ
 ុនអា

ច្លធវើ កា
រលនោះ 

ការង្ករ្ា ការង្ករលបើកបរFork lift  

ការង្ករទំងលនោះគ្ត្ូវមានសញ្ា ប័គ្ត្និងការអ្ប់រ  ំជាមុនសិន 

 

 

អ្នកជួសជុល 

 
មានសញ្ា ប័គ្ត្ថ្នន ក់ជាត្ិ 
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បលច្ចកលទសលបើកបរ Excavator និង Bulldozer  

 

ការលបើកបររែយនត ឹកររ ៉ែគ្បលភទធុនធងន់ (Dump truck) 
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ការង្ករជំនាញរ្នកបំ្ទុុោះែម 
 

បទបញ្ជា ផ្ទៃក្នុង 

ច្ំលពាោះបនទុប់សំរាកឬការយិាល័យរបស់ការដ្ឋន នររ ៉ែ គ្ត្ូវសរលសរបិត្បង្កា ញពី 「បទបញ្ញា ឬ 
លសច្កតីគ្បកាសល្េងៗរ លកមមករររ ៉ែគ្ត្ូវលររព」។ 
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ការអ្ប់រចំ្ំលពាោះកមមករលធវើការលៅទីករនែងមានធងលីហុយ 
 ចំបាច្់គ្ត្ូវមានការបណតុ ោះបណ្តត លពីសុវត្ថិភាពទក់ទងនឹងធងលីហុយ ល់កមមករររ ៉ែលៅទីករនែង 
 លធវើការង្ករមានធងលីហុយខ្ែ ំង។ 

 

 

  

មហារកីសួត្ 
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1. អ្នកគ្គប់គ្គងគ្ត្ូវល ើរលាត្លមើលសុវត្ថិភាពលៅការដ្ឋា នររ ៉ែ 

       

      រាយការណ៍លៅមាច ស់គ្កុមហ ុន            លលើកស្កែ កសញ្ញា លៅករនែងមានលគ្រោះថ្នន ក់ 
 

 

 

 

ហា
មច្ងល

 

Ⅰ. ករនែងជីកយកែមររ ៉ែលៅការដ្ឋា នររ ៉ែលបើក 



-9-

 
 

2.ការទប់ស្កា ត្់ការបាក់ធាែ ក់ 
ល ើមបីទប់ស្កា ត្់  ការបាក់ រលំផ្ទុ ំងែម គ្ត្ូវរកាជំរាលមុំសុវត្ថិភាព  ឲ្យបានសមគ្សបលដ្ឋយ
ត្គ្មូវឲ្យ កាំ ថ្នន ក់នីមួយៗ មានកំពស់សុវត្ថិភាពសមរមយ។ 

 
3. ការគ្តួ្ត្ពិនិត្យ 
មុននឹងលធវើការង្ករ គ្ត្ូវគ្ត្ួត្ពិនិត្យអ្ំពីែមលគ្បោះ (Loose Rock) ជាមុនសិនករណីមានែមរបបលនោះ 
គ្ត្ូវយកែមលនាោះលច្ញតាមវធិីមានសុវត្ថិភាពជាមុនសិន ។ 

 

បាក់ធាែ ក់ 

 គ្តួ្ត្ពិនិត្យមុនលពលលធវើការ 

 គ្តួ្ត្ពិនិត្យកនុងលពលលធវើការ 
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4. ហាមលធវើការង្ករ លលើលគ្កាម លៅលពលត្ំណ្តលរន  វាអាច្មានលគ្រោះថ្នន ក់ខ្ែ ំង 

 

5. ការទប់ស្កា ត្់រអិ្លធាែ ក់ 
①  ទីករនែងទំោក់ែម គ្ត្ូវលគ្បើកំណល់មានភាពមាំសគ្មាប់កល់កង់លគ្កាយ ល ើមបីលជៀសវាង  
រែយនតរអ្ិលធាែ ក់ធាែ ក់។  

 

ឈប់លធវើជាបនាទុ ន់ 
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②  លៅលពលរុញែមឬពំនងក ី ទំោក់លៅកនុងច្ំលណ្តត្ គ្ត្ូវយកែមឬពំនងក ី មួយពំនងកល្េងលទៀត្
យកមករុញ  ល ើមបីទប់ស្កា ត្់ការគ្ជុលធាែ ក់លគ្គងងច្គ្ក។ 

 
 

 
 

លគ្រោះថ្នន ក់ 

វធីិរុញពំនងកែមទំោក់

ចុ្ោះលគ្កាមលដ្ឋយមាន

សុវត្ថិភាព 
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6.ការទប់ស្កា ត្់ការរអិ្លធាែ ក់ 
លពលលធវើការលៅទីករនែងមានលគ្រោះថ្នន ក់ឬរអ្ិលគ្ត្ូវលគ្បើជនទុល់សុវត្ថិភាពលហើយអ្នកលធវើការង្ករលនាោះ
គ្ត្ូវពាក់រខេគ្កវាត្់សុវត្តិភាព។ 

 

 
 

 

  

លគ្បើរខេ

គ្កវា៉ែ ត្់ 
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7. ការផ្ា កការង្ករលៅលពលអាច្នឹងមានលគ្រោះថ្នន ក់ 
លៅលពលអាច្នឹងមានលគ្រោះថ្នន ក់ តាមរយៈរនទុោះលភែៀង។ល។ សងមផ្ា កការង្ករ និងលភៀសខែួនលៅ
រកករនែងមានសុវត្ថិភាព។ 

 

 

 

  

ផ្ា កការង្ករ! 

ទំងអ្ស់រន

លភៀសខែួន! 

ផ្ា កការង្ករ 
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1. កាត្ពវកិច្ចកនុងការលបើកបរសគ្មាប់លអាយមានសុវត្ថិភាព 

①  ហាម្ទុុកលលើសច្ំណុោះ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  ហាមលគ្បើលគ្គងងច្គ្កខុសពីមុខង្កររបស់វា 

 

 
 

Ⅱ . ចំ្នុច្គ្បយ័ត្នចំ្លពាោះរែយនតនិងលគ្គងងច្គ្កលៅការដ្ឋន នររ ៉ែ 
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③  ហាមលគ្បើលគ្គងងច្គ្កខុសលរលលៅ (សគ្មាប់ជីកឬកាយ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  ហាមជិោះ លគ្រពីច្ំនួនលរអ្ីមានកំណត្់ 

 

 

បាក់ 
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⑤  ហាមច្ងលលដ្ឋយរម នការគ្បុងគ្បយ័ត្ន  លៅលពលយានយនត ឬលគ្គងងច្គ្កកំពុង ំលណើ រការ 

2. វធិានការ លៅលពលលធវើការគ្តួ្ត្ពិនិត្យ 

 

 

 

 

ហាមលធវើរបបលនោះ 

ចំសិន 

 

ជនទុល់សុវត្ថិភាព 

លៅលពលជួសជុលលគ្កាមរប៉ែល គ្ត្ូវមានជនទុល់គ្ទគ្ត្ឹមគ្ត្ូវជាមុនសិន  
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3. ែ្ង វលកាងលៅកនុងការដ្ឋន នគ្ត្ូវមានស្កែ កសញ្ញា  
 

 
 

 

 

 

កញ្ច ក់
លមើល្ែង វ 

ចុ្ច្  
សីុលបែ  
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4. វធិានការច្ំលពាោះករណីមុនឃ្លែ ត្លច្ញពីលគ្គងងច្គ្ក 
 

 

 ហាមជក់បារ  ីលៅរកបរលគ្បងឥនធនៈ  
 ពនែត្់មា៉ែ សីុន លពលចក់លគ្បង 

 
 

ហាម 
ជក់បារ  ី

 ដ្ឋក់រប៉ែលចុ្ោះ ល់ ី 
 គ្តូ្វពនែត្់មា៉ែ សីុន 
  កលស្ករលច្ញ 
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1. គ្បយ័ត្នច្ំលពាោះច្ំនុច្ននការលគ្បើគ្បាស់គ្បលភទរលំសវនិងការបំ ទ្ុុោះ 
ល ើមបីទប់ស្កា ត្់ការប៉ែោះកកិត្លៅលពលញាត្់រលំសវគ្ត្ូវលគ្បើសមាា រ ងច្ខ្ងលគ្កាម៖ 

 ហាមលគ្បើរ កឬលោហៈបុកឆ្នុ ក(Stemming) 

                                                               

                                                             ស្ករធាតុ្សគ្មាប់ញាត្់បិទរនធ 

 
        
 
 
 

 

①  គ្តូ្វលគ្បើទុលយារមិន ទ្ុុកច្រនត 
②  លគ្បើរខេមា៉ែ ស់ត្ភាា ប់លៅកនុង ី  

លគ្បើមា៉ែ ស់កនុង ី 

មា៉ែ សីុនបាញ់ 
ANFO 

ហាមលគ្បើ ំបងរ ក ហាមលគ្បើ ំបងលោហៈ 

លគ្បើ ំបងលឈើឬឫសេី
សគ្មាប់បុកញាត្់ 

 ីឥ ន 

 ីខាច្់ 

មា៉ែ សីុនញាត្់ANFO 

ទុលយារ 
រខេមា៉ែ ស់ 

Ⅲ . សមាា រលគ្បើគ្បាស់សគ្មាប់លធវើការបំ ទ្ុុោះ 
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③  គ្ត្ូវគ្បុងគ្បយ័ត្នលៅលពលញាត្់

 
2. វធិានការ លៅលពលលធវើការបំ ទ្ុុោះ  
លៅលពលលធវើការបំ្ទុុោះគ្ត្ូវចត្់វធិានការ ងច្ខ្ងលគ្កាម៖ 
①  ដ្ឋក់មនុសេយាមលមើល   ្ែង វសំខ្ន់ៗ 
②  លលើកស្កែ កសញ្ញា គ្បយ័ត្ន                     លៅ្ែង វល្េងលទៀត្ 
③  គ្បយ័ត្នច្ំលពាោះទីករនែងលធវើការបំ្ទុុោះ        អ្នកលធវើការល្េងលទៀត្លៅរកបរត្ំបន់លធវើការបំ្ទុុោះ 

 

គ្បអ្ប់ដ្ឋក់រលំសវ 
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3. ការទប់ស្កា ត្់លគ្រោះថ្នន ក់តាមរយៈការបំ ទ្ុុោះ 
ល ើមបីទប់ស្កា ត្់លគ្រោះថ្នន ក់របស់ែមលផ្ែ ងលៅខ្ងលគ្រការដ្ឋន នគ្ត្ូវលររពតាមច្ំនុច្ ងច្ខ្ងលគ្កាម៖  
①  ដ្ឋក់បរមិាណរលំសវតាមលកខណៈបលច្ចកលទស  
②  ត្ំល ើងបរកិាខ រទប់ស្កា ត្់ការពារ ឬកំណត្់ត្ំបន់ហាមមិនលអាយមនុសេច្ងល(ដ្ឋក់អ្នកយាម ឬ 
ត្លមែើងស្កែ កសញ្ញា ) 
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1. បរកិាខ រពនែត្់អ្គគីភ័យលៅកនុងអ្ររននការដ្ឋន នររ ៉ែលបើក 
    ច្ំលពាោះបរកិាខ រពនែត្់អ្គគីភ័យ គ្ត្ូវដ្ឋក់លៅករនែងង្កយយកមកលគ្បើគ្បាស់ 

 

 

ហាម

លចលបារ  ី

ហាមទុក

រលបៀបលនោះ  
ហាម 

 
លគ្បើ 

 
លភែើង 

Ⅳ . ច្ំនុច្គ្បយ័ត្នលៅលពលលគ្បើគ្បាស់លភែើងលៅការដ្ឋា នររ ៉ែលបើក 

ទុករលបៀប

លនោះ 
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2. ការកំហិត្កនុងការលគ្បើលភែើង 
 លៅលពលលធវើការ្ាឬកាត្់រ ក គ្ត្ូវមានបរកិាខ រពនែត្់អ្គគីភ័យ លៅរកបរអ្នក្ា។ 

 

3. ច្ំលពាោះគ្កណ្តត្់ឬគ្កដ្ឋសង្កយលឆ្ោះ គ្តូ្វដ្ឋក់កនុងធុងរ ក 
គ្កណ្តត្់ជងត្រ លមានជាត្ិលគ្បងឬខ្ែ ញ់ គ្ត្ូវដ្ឋក់កនុងធុងរ កគ្គបឲ្យជិត្។ 

 

កំុលភែច្យក

ឧបករណ៍ 

ពនែត្់ 

អ្គគីភ័យ 

ធុងសំរាម
ដ្ឋក់របស់  
គ្បឡាក់
លគ្បង
ឬខ្ែ ញ់ 
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4.ទីករនែងលគ្បើគ្បាស់លភែើង 
អ្នកបានលគ្បើគ្បាស់លភែើង គ្ត្ូវពនែត្់ឲ្យបានច្ាស់ោស់។ 
 

 

 

  

ចក់ទឹក 

ពនែត្់លភែ ើង 
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ទប់ស្កា ត្់ការឆ្ក់ច្រនតអ្គគិសនី 

(1) គ្ត្ូវបិទកុងតាក់ និងចក់លស្ករ 

(2) គ្ត្ូវ្ដល់ព័ត្៌មានអ្ំ ុងលពលជួសជុល គ្ត្ូវបិទកុងតាក់សិន 

 

ចក់ 

លស្ករ 

Ⅴ. ច្ំនុច្គ្បយ័ត្នកនុងការលគ្បើបរកិាខ រអ្គគិសនី 
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1. ទប់ស្កា ត្់ធងលីហុយ 
គ្ត្ូវមានបំពាក់គ្បព័នធបាញ់ទឹកលៅរ្នករខេសង្កវ ក់្លិត្កមមរ លជាគ្បភពបលញ្ចញធងលីលបើ
ចំបាច្់គ្ត្ូវពាក់មា៉ែ ស់។  

 

 

បាញ់ទឹក

បនថយធងលី 

ពាក់មា៉ែ ស់  

Ⅵ . ការទប់ស្កា ត្់ធងលីហុយ លៅការដ្ឋន នររ ៉ែលបើក 
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2. លគ្បើគ្បាស់រែយនតលគ្ស្កច្ទឹក ល ើមបីកាត្់បនថយការហុយធងលី លៅការដ្ឋា នររ ៉ែ 

 

3. ការលគ្បើគ្បាស់មា៉ែ សីុនខយល់ 
ច្ំលពាោះវា៉ែ ន នា ិកាសំពាធ នា ិកាកំលៅ វា៉ែ នសុវត្ថិភាព បំពង់ខយល់ របស់មា៉ែ សីុនខយល់  គ្ត្ូវ
សំអាត្ជាគ្បចំ។ 

 

វា៉ែ នសុវត្ថិភាព 
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4. ការទប់ស្កា ត្់លគ្រោះថ្នន ក់ 
 

 

រម នរបាំង

ការពារ 

មានរបាំង

ការពារគ្តឹ្មគ្ត្ូវ 
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5. លៅលពលឆាបឬសំលលៀងរ ក គ្ត្ូវមានសលមែៀកបំពាក់និងបរកិាខ រសុវត្ថិភាព  
   គ្ត្ូវលគ្បើ មួក រវ ៉ែនតា លគ្ស្កមន  មា៉ែ ស់ រសបកលជើងសុវត្ថិភាពនិងកាសគ្ត្លច្ៀក។ 

 

 

  

បនទុោះការពារ 

ែមសំលលៀង 

បនទុោះរ កសុវត្ថិភាព 

បនទុោះសុវត្ថិភាព 

 ងចប់ 
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6. វធិានការលៅលពលជួសជុលមា៉ែ សីុន 

 

 

  

កំពុង

ជួស

ជុល 
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7. ជលណតើ រនិងបង្កា ន់ន សុវត្ថិភាព 

 

  

  គ្ត្ូវត្លមែើង 
  បង្កា ន់ន  
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8. ែ្ង វល ើរសុវត្ថិភាព 

 

 
 

្ែង វសុវត្ថិភាព 



-33-

 
 

9. លធវើការលៅទីខពស់គ្តូ្វមានរខេគ្កវា៉ែ ត្់សុវត្ថិភាព 
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①  គ្តូ្វបាញ់ទឹកសមាា ត្ជាគ្បចំលៅគ្ច្កលច្ញច្ងលការដ្ឋា នររ ៉ែ 

 

 

Ⅶ . វធិានការទប់ស្កា ត្់ការបំពុលបរសិ្កថ ន 
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②  ហាមបលញ្ច ញទឹកកខវក់លៅលគ្រការដ្ឋា ន  

 

 

③  ហាមលចលកាកសំណល់លៅទីករនែងស្កធារណៈ 
 

  

ហាមបលញ្ច ញទឹកកខវក់លគ្រការដ្ឋា ន 

ហាមលចលកាកសំណល់ខុសពីករនែងបានកំណត្់ 
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④  ហាមទុកកាកសំណល់លហៀរលច្ញលគ្រការដ្ឋា នររ ៉ែ 
 

 

កាកសំណល់លហៀរលច្ញលគ្រ 

លហ!ភក់លគ្ច្ើនលមែ៉ែោះ! 

ហាមបងាង រកាកសំណល់ហងរលច្ញលគ្រ ឬហុយលច្ញលគ្រការដ្ឋន ន  
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